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令 和 元 年 1 1 月 2 5 日 （ 月 曜 日 ）

午前10時０分開会

出 席 議 員（39名）

（ ）１番 日 髙 利 夫 東諸の未来を考える会

（ ）２番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）３番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）４番 来 住 一 人

（ ）５番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）６番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）７番 山 下 寿 同

（ ）８番 窪 薗 辰 也 同

（ ）９番 脇 谷 のりこ 同

（ ）10番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）11番 安 田 厚 生 同

（ ）12番 内 田 理 佐 同

（ ）13番 丸 山 裕次郎 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）16番 前屋敷 恵 美

（ ）17番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）18番 髙 橋 透 同

（ ）19番 中 野 一 則 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 横 田 照 夫 同

（ ）21番 濵 砂 守 同

（ ）22番 西 村 賢 同

（ ）23番 外 山 衛 同

（ ）24番 日 高 博 之 同

（ ）25番 野 﨑 幸 士 同

（ ）26番 日 髙 陽 一 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 二 見 康 之 同

（ ）34番 原 正 三 同蓬

（ ）35番 右 松 隆 央 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 井 本 英 雄 同

（ ）38番 徳 重 忠 夫 同

（ ）39番 山 下 博 三 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏

副 知 事 鎌 原 宜 文

総 合 政 策 部 長 渡 邊 浩 司

総 務 部 長 武 田 宗 仁

危 機 管 理 統 括 監 藪 田 亨

福 祉 保 健 部 長 渡 辺 善 敬

環 境 森 林 部 長 佐 野 詔 藏

商工観光労働部長 井 手 義 哉

農 政 水 産 部 長 坊 薗 正 恒

県 土 整 備 部 長 瀬戸長 秀 美

会 計 管 理 者 大 西 祐 二

企 業 局 長 図 師 雄 一

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

総務部参事兼財政課長 吉 村 達 也

教 育 長 日 隈 俊 郎

公 安 委 員 長 藤 田 紀 子

警 察 本 部 長 阿 部 文 彦

代 表 監 査 委 員 緒 方 文 彦

人 事 委 員 長 濵 砂 公 一

事務局職員出席者

事 務 局 長 片 寄 元 道

事 務 局 次 長 和 田 括 伸

議 事 課 長 齊 藤 安 彦

政 策 調 査 課 長 日 髙 民 子

議 事 課 長 補 佐 鬼 川 真 治

議 事 担 当 主 幹 山 口 修 三

議 事 課 主 査 井 尻 隆 太

議 事 課 主 任 主 事 三 倉 潤 也
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議長挨拶◎

開会前に一言申し上げま○丸山裕次郎議長

す。

本日は、執行部、関係団体の御協力をいただ

き、古代衣装を着用し、本会議を開催いたしま

す。

この取り組みは、平成24年度から記紀編さ

ん1300年記念事業の一環として実施しておりま

して、県議会といたしましても、「神話のふる

さと みやざき」のブランドイメージの一層の

浸透が図られることを期待するものでありま

す。

開 会◎

これより令和元年11月定例○丸山裕次郎議長

県議会を開会いたします。

本日の会議を開きます。

会議録署名議員指名◎

会議録署名議員に、脇谷の○丸山裕次郎議長

りこ議員、満行潤一議員を指名いたします。

議会運営委員長審査結果報告◎

まず、会期の決定について○丸山裕次郎議長

議題といたします。

今期定例会の会期日程に係る議会運営委員長

の審査結果報告を求めます。議会運営委員会、

外山衛委員長。

〔登壇〕 おはようございま○外山 衛議員

す。御報告いたします。

去る11月18日の閉会中の議会運営委員会にお

きまして、本日招集されました令和元年11月定

例県議会の会期日程等につきまして協議をいた

しました。

今期定例会に提案されます知事提出議案は合

計31件、その内訳は、補正予算３件、条例17

件、予算・条例以外11件であります。このほか

２件の報告があります。

これらの提出議案の内容等を踏まえ、当委員

会におきまして審査した結果、会期は、本日か

ら12月11日までの17日間とすることに決定いた

しました。

なお、会議日程は、お手元に配付されており

ます日程表のとおりであります。

今期定例会は、11月28日から５日間の日程で

一般質問を行います。一般質問終了後、人事案

件を採決し、その他の議案・請願について、所

管常任委員会への付託を行います。

12月５日から２日間の日程で各常任委員会を

開催し、11日の本会議で、付託されました議案

・請願の審査結果報告及び採決を行います。

なお、議員から提出される議案の取り扱い及

び特別委員会につきましては、日程表に記載の

とおりであります。

議員各位におかれましては、円滑な議会運営

に特段の御協力をいただきますようお願いいた

します。

以上で当委員会の報告を終わります。（拍

手）〔降壇〕

議会運営委員長の報告は終○丸山裕次郎議長

わりました。

質疑の通告はありません。

会期決定◎

会期についてお諮りいたし○丸山裕次郎議長

ます。

今期定例会の会期は、ただいまの議会運営委

員長の報告のとおり、本日から12月11日まで

の17日間とすることに御異議ございませんか。

令和元年11月25日(月)
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令和元年11月25日(月)

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そ○丸山裕次郎議長

のように決定いたしました。

本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。〔巻末参照〕

議案第１号から第31号まで上程◎

次に、お手元に配付のとお○丸山裕次郎議長

り、知事から、議案第１号から第31号までの各

号議案の送付を受けましたので、これらを一括

上程いたします｡〔巻末参照〕

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の○丸山裕次郎議長

説明を求めます。

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。令和元年11月定例県議会の開会に当た

りまして、まず、お見舞いを申し上げます。

10月の台風19号等により、関東や東北地方を

初め全国各地で大きな被害が発生しました。お

亡くなりになった方々にお悔やみを申し上げま

すとともに、被害に遭われた方々に、心よりお

見舞いを申し上げます。

本県といたしましては、国や全国知事会と連

携して、被災県からの応援要請に迅速に対応で

きる体制を整えるとともに、県内の災害対策に

も万全を期してまいります。

次に、一言お礼を申し上げます

本日は、県議会の御発案により、記紀編さ

ん1300年記念事業関連の取り組みとして、古代

衣装を身にまとっての本会議となりました。記

紀編さん記念事業の集大成として、来年、本県

で開催いたします国文祭・芸文祭を成功させる

とともに、「神話の源流 みやざき」を県内外

へ発信していく上で、このような大変貴重な機

会を設けていただいたことに対しまして、丸山

議長を初め県議会の皆様に厚く御礼を申し上げ

ます。

それでは、ただいま提案いたしました議案の

御説明に先立ち、１点御報告をさせていただき

ます。

高速道路の整備についてであります。

10月14日に日南市におきまして、東九州自動

車道日南・志布志道路の日南区間の着工式を、

また、一昨日、23日には日南市及び串間市にお

きまして、同じく、油津・夏井道路の日南区間

及び串間区間の本格的な測量作業の着手に当た

り、中心くい打ち式を開催し、丸山議長を初め

県議会の皆様にも御出席をいただきました。

御支援をいただいております県議会の皆様を

初め、御尽力いただきました国土交通省や関係

者の皆様に、心から御礼を申し上げます。

今後とも、県内高速道路の一日も早い全線開

通を目指し、全力で取り組んでまいります。

それでは、議案の概要について御説明申し上

げます。

初めに、補正予算案についてであります。

補正額は、一般会計が８億3,743万2,000円の

増額、公営企業会計が2,893万3,000円の減額で

あります。この結果、一般会計の歳入歳出予算

規模は6,131億2,605万4,0000円となります。

今回の補正予算による一般会計の歳入財源

は、国庫支出金１億5,746万5,000円、繰入金２

億246万7,000円、県債４億7,750万円でありま

す。

一般会計補正予算案に計上いたしました主な

事業の概要について御説明いたします。

まず、「東京2020オリンピック聖火リレー等

実施事業」につきましては、令和２年４月に本

県で実施されますオリンピック聖火リレーに向
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け、県内の機運醸成を図るための関連事業を実

施するものであります。

次に、「防災拠点庁舎建設事業」につきまし

ては、防災拠点庁舎建設工事のインフレスライ

ド対応や設計内容の変更、工期延長に伴う経費

を措置するものであります。

次に、「外国人患者受入れ環境整備推進事

業」につきましては、外国人患者受け入れ体制

整備のためのセミナー等を開催するとともに、

医療機関が外国人患者に関する相談を行うワン

ストップ窓口を整備するものであります。

次に、「サツマイモ基腐病緊急対策推進事

業」につきましては、カンショ産地で発生した

サツマイモ基腐病の被害拡大を防止するため、

健全な苗や種芋への更新等を支援するものであ

ります。

次に、債務負担行為の設定について御説明い

たします。

「東京2020オリンピック聖火リレー等実施事

業」につきましては、来年度実施される聖火リ

レー等の実施に向け、資機材などの準備に今年

度から取りかかる必要があることから、債務負

担行為を設定するものであります。

次に、小規模企業者等設備導入資金特別会計

の「高度化資金貸付金」につきましては、令和

４年度に予定しております、フェリー運航会社

に対する新船建造資金の貸し付けに当たり、運

航会社や金融機関等と融資の内容や返済方法等

を定めた協定を締結するため、債務負担行為を

設定するものであります。

長距離フェリー航路は、農畜産物を初めとす

る県産品の大消費地への輸送手段及び観光客の

移動手段として重要な役割を担う「本県経済の

生命線」であることを踏まえ、金融機関等と調

整の上、中小企業基盤整備機構の制度資金を活

用して40億円を貸し付けるものであります。

それでは次に、予算以外の議案について御説

明いたします。

議案第４号「宮崎県税条例の一部を改正する

条例」は、行政手続等における情報通信の技術

の利用に関する法律の名称が改正されたこと等

に伴い、関係規定の改正を行うものでありま

す。

議案第５号「国営大淀川左岸土地改良事業負

担金徴収条例」及び議案第６号「国営川南原土

地改良事業負担金徴収条例」は、土地改良法の

規定により、市や町及び受益者から徴収する負

担金に関して必要な事項を定めるものでありま

す。

議案第７号「国営大淀川右岸土地改良事業負

担金徴収条例を廃止する条例」は、市及び受益

者からの負担金の徴収が完了したことから、条

例を廃止するものであります。

議案第８号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例」は、地方公共団体の手数料

の標準に関する政令の一部改正等に伴い、関係

する手数料の改定等を行うものであります。

議案第９号「職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例」及び議案第10号「市町村立

学校職員の給与等に関する条例の一部を改正す

る条例」は、人事委員会勧告等を踏まえ、職員

の給料等を改定するものであります。

議案第11号「職員の退職手当に関する条例等

の一部を改正する条例」は、地方公務員法の改

正等により、成年被後見人及び被保佐人に係る

欠格条項が削除されること等に伴い、関係規定

の改正を行うものであります。

議案第12号「特定大規模災害等に対処するた

めの地方警察職員の特殊勤務手当の特例に関す

る条例」は、特定大規模災害等に対処するため
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の地方警察職員の特殊勤務手当の特例を定める

条例を制定するものであります。

議案第13号「宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する条例」は、知事

の権限に属する事務のうち、火薬類取締法等に

基づく事務の一部について、取り扱いを希望す

る市や町に対し権限を移譲するため、関係規定

の改正を行うものであります。

議案第14号「宮崎県心身障害者扶養共済制度

条例の一部を改正する条例」、議案第15号「宮

崎県立自然公園条例の一部を改正する条例」及

び議案第17号「うなぎ稚魚の取扱いに関する条

例の一部を改正する条例」は、成年被後見人等

の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため

の関係法律の整備に関する法律の施行等に伴

い、欠格条項等を見直す改正を行うものであり

ます。

議案第16号「卸売市場法施行条例及び宮崎県

小規模卸売市場条例を廃止する条例」は、卸売

市場法の改正により、条例で定める地方卸売市

場の許可制度が廃止されること等に伴い、関係

条例を廃止等するものであります。

議案第18号「建築基準法施行条例の一部を改

正する条例」は、建築基準法施行令の改正によ

り、特定避難時間倒壊等防止建築物の定義が変

更されたこと等に伴い、関係規定の改正を行う

ものであります。

議案第19号「宮崎県営住宅の設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例」は、民法の

改正等に伴い、連帯保証人に係る債務の極度額

を定めるなど、関係規定の改正を行うものであ

ります。

議案第20号「職員団体の登録に関する条例の

一部を改正する条例」は、行政手続等における

情報通信の技術の利用に関する法律の名称が改

正されたこと等に伴い、関係規定の改正を行う

ものであります。

議案第21号は、社会資本整備総合交付金事業

主要地方道竹田五ヶ瀬線波帰之瀬工区（仮称）

波帰之瀬橋橋梁下部工工事の請負契約の締結に

ついて、議案第22号及び議案第23号は、防災・

安全社会資本整備交付金事業国道219号岩下工区

（仮称）岩下橋上部工工事及び国道327号尾平工

区（仮称）尾平トンネル工事の請負契約の変更

について、議会の議決に付すべき契約に関する

条例第２条の規定により、議会の議決に付する

ものであります。

議案第24号は、県有自動車による交通事故に

係る損害賠償の額を定めることについて、地方

自治法第96条第１項第13号の規定により、議会

の議決に付するものであります。

議案第25号及び議案第26号は、宮崎県建設技

術センターなど４施設の管理を行わせる指定管

理者を指定することについて、地方自治法第244

条の２第６項の規定により、議会の議決に付す

るものであります。

議案第27号は、令和２年度の全国自治宝くじ

及び西日本宝くじの本県発売金額を定めること

について、当せん金付証票法第４条第１項の規

定により、議会の議決に付するものでありま

す。

議案第28号は、宮崎県住宅供給公社を解散す

ることについて、地方住宅供給公社法第36条第

２項の規定により、議会の議決に付するもので

あります。

議案第29号及び議案第30号は、収用委員会委

員２名が令和元年12月28日をもって任期満了と

なりますので、その後任委員を任命いたした

く、議会の同意を求めるものであります。

このうち議案第29号は、大迫敏輝氏の後任委
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員として同じく大迫敏輝氏を、議案第30号は、

宮永博美氏の後任委員として岩本愛氏をそれぞ

れ任命いたしたく、土地収用法第52条第３項の

規定により、議会の同意を求めるものでありま

す。

議案第31号は、現在、収用委員会予備委員１

名が欠員となっておりますので、予備委員とし

て坂本義広氏を任命いたしたく、土地収用法

第52条第３項の規定により、議会の同意を求め

るものであります。

以上、今回提案いたしました議案の概要等に

ついて御説明いたしました。よろしく御審議の

ほどお願いいたします。〔降壇〕

知事の説明は終わりまし○丸山裕次郎議長

た。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす26日から27日までは、議案調査のため本

会議を休会いたします。

次の本会議は、28日午前10時から、一般質問

であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時17分散会
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令 和 元 年 1 1 月 2 8 日 （ 木 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（39名）

（ ）１番 日 髙 利 夫 東諸の未来を考える会

（ ）２番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）３番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）４番 来 住 一 人

（ ）５番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）６番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）７番 山 下 寿 同

（ ）８番 窪 薗 辰 也 同

（ ）９番 脇 谷 のりこ 同

（ ）10番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）11番 安 田 厚 生 同

（ ）12番 内 田 理 佐 同

（ ）13番 丸 山 裕次郎 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）16番 前屋敷 恵 美

（ ）17番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）18番 髙 橋 透 同

（ ）19番 中 野 一 則 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 横 田 照 夫 同

（ ）21番 濵 砂 守 同

（ ）22番 西 村 賢 同

（ ）23番 外 山 衛 同

（ ）24番 日 高 博 之 同

（ ）25番 野 﨑 幸 士 同

（ ）26番 日 髙 陽 一 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 二 見 康 之 同

（ ）34番 原 正 三 同蓬

（ ）35番 右 松 隆 央 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 井 本 英 雄 同

（ ）38番 徳 重 忠 夫 同

（ ）39番 山 下 博 三 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏

副 知 事 鎌 原 宜 文

総 合 政 策 部 長 渡 邊 浩 司

総 務 部 長 武 田 宗 仁

危 機 管 理 統 括 監 藪 田 亨

福 祉 保 健 部 長 渡 辺 善 敬

環 境 森 林 部 長 佐 野 詔 藏

商工観光労働部長 井 手 義 哉

農 政 水 産 部 長 坊 薗 正 恒

県 土 整 備 部 長 瀬戸長 秀 美

会 計 管 理 者 大 西 祐 二

企 業 局 長 図 師 雄 一

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

総務部参事兼財政課長 吉 村 達 也

教 育 長 日 隈 俊 郎

警 察 本 部 長 阿 部 文 彦

代 表 監 査 委 員 緒 方 文 彦

人事委員会事務局長 村 久 人

事務局職員出席者

事 務 局 長 片 寄 元 道

事 務 局 次 長 和 田 括 伸

議 事 課 長 齊 藤 安 彦

政 策 調 査 課 長 日 髙 民 子

議 事 課 長 補 佐 鬼 川 真 治

議 事 担 当 主 幹 山 口 修 三

議 事 課 主 査 井 尻 隆 太

議 事 課 主 任 主 事 三 倉 潤 也
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一般質問◎

これより本日の会議を開き○丸山裕次郎議長

ます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、坂口博美議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○坂口博美議員

ざいます。自民党の坂口でございます。今から

一般質問を行います。

一昨日、つまり、この26日、この日は本県が

輩出した偉人、小村寿太郎の命日でありまし

た。

小村寿太郎につきましては、本議会でも県民

連合宮崎の髙橋透議員が何度か取り上げてもい

る郷土の偉人であり、平成17年には県総合文化

公園に、県により銅像も建立されました。

実は、私はその除幕式に出席し、小村幸子様

ほか小村寿太郎の親族に当たられる方々と一緒

に、小村の偉業をたたえ、綱を引き、そして銅

像の幕を開きました。

小村候は外交官のかがみと称されるべく、ま

さに我が国が誇る歴代最もすぐれた外務大臣で

あると思っている私には、まことにありがたい

機会でありました。

小村寿太郎は、1905年（明治38年）、本来な

ら元老である伊藤博文が担うべきであった、日

露戦争の和睦交渉である講和条約締結の全権と

なりました。

ところで、この日露戦争では、東郷平八郎率

いる日本海軍が、世界に冠たるロシアのバル

チック艦隊を撃破したことから、日本国内は、

この戦は勝利に終わるとの雰囲気に包まれまし

たが、実際は、もはや我が国には、戦争を続け

るだけの余力はなかったと言われております。

このとき、戦費は既に当時の国家予算の６倍

を超す17億円にも上っておりました。国は、こ

れを国民への増税と借金とで賄っており、それ

以上の軍事費の負担増は極めて厳しい状況に

陥っていたというのが実情だったようでありま

す。

しかしながら、そのような中にあるにもかか

わらず、当時の大手新聞社等のマスコミが、

「ロシアからの賠償金50億円を獲得」とか、

「遼東半島の権利と旅順・ハルピン間の鉄道権

利の譲渡、樺太全土の譲渡」などと、交渉結果

の朗報なるを期さすがような予測記事を相次ぎ

報じたため、国民の期待はいよいよ高まり、さ

らに加えて、一部政治家の中には、「イルクー

ツク地方以東のロシア帝国の領土が我が国に割

譲される」とまで言い放ち、国民を扇動する者

までいたようであります。

その一方で、交渉自体は、戦争に負けるなど

とは毛頭思ってもいない大国ロシアが相手で

あっただけに、日本国民の期待とは大きくかけ

離れた極めて厳しいものとなり、決裂の危機を

何度も迎えながらも、ポーツマス条約、いわゆ

る講和条約の調印に何とかこぎつけ、交渉は大

成功を見ました。

しかし、賠償金を得られなかったこと等に対

し、国民の不満が募り、追い打ちをかけるよう

にマスコミ各社も、「講和会議は主客転倒」

「桂太郎内閣に国民や軍隊は売られた」「小村

許しがたし」などと酷評したため、国内は戦勝

気分から一転して不穏な空気に包まれ、日比谷

焼き討ち事件にまで至ったのであります。

令和元年11月28日(木)
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そんな空気の中、疲労こんぱい帰国してきた

小村を新橋駅で迎えた首相の桂太郎と海軍大臣

の山本権兵衛は、もし暴動により爆弾などを投

げられたら小村とともに死ぬとの覚悟を固め、

小村の両脇を挟んで歩いたと言われておりま

す。

このような厳しい試練を乗り越え、1908年

（明治41年）には、２度目の外務大臣に就任

し、今度は、日本国の平和維持と経済発展に向

け、幕末に諸外国と結んだ不平等条約の改正に

乗り出します。

そして小村は、関税自主権の回復と治外法権

の撤廃を求めて、米・英・独・仏との条約改正

に臨み、ここでも見事な外交手腕を見せ、役目

をしっかりと果たします。

このような苦労の中、当時の日本の最大外交

課題と言われたこれらの難題を解決できたこと

で、1911年（明治44年）、日本は事実上初めて

の独立国家として世界に認知されるところと

なったのであります。

しかしながら、このとき小村自身は、持病を

抱えながらこの交渉を重ねていたため、これら

の条約改正を終えた後に外務大臣を辞し、その

数月後には他界するのであります。享年56歳で

ありました。

今、本県に、小村みたいな地元出身のリー

ダーがあるなら、恐らくは、国を相手に身命を

賭しての折衝を図り、本県の積年の課題の少な

くとも何がしかは既に片づき、本県の発展にも

さらなるものがあったのではないかと思わなく

もないのであります。

ところで知事は、今議会に、宮崎カーフェ

リーへの貸付金40億円の議案を上げられまし

た。

これについては、新船建造に向け、宮崎カー

フェリー株式会社から、県と宮崎市へ総額50億

円の貸し付け要請があっての県の対応だと承知

をしております。

しかしながら、これに応えるとして上程され

た議案の概要では、県と宮崎市との貸付額が、

それぞれ40億円と５億円の合計45億円とされて

おり、なぜそうなったのか全く腑に落ちないと

ころであります。

今回、知事は議会の意思に応え、直接、宮崎

市長との折衝に当たられたと信じますが、その

確認とあわせ、折衝の経緯や考え方につきお伺

いし、以下は自席からの質問といたします。

（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

新船建造に係る支援要請の際、宮崎カーフェ

リーからは、資金計画として180億円が必要であ

り、このうち、金融機関からの借り入れが120億

円、自己資金と国庫補助金を合わせて10億円の

見込みであるため、50億円の資金不足が見込ま

れるとの説明でありました。

この資金計画は、確実に新船建造を進めるた

め、高度化資金借り入れで積算された投資

額171.5億円に織り込まれていない、着工後の追

加工事等による資金需要に対応できるよう、資

金を調達するためのものであります。

この要請に対し、県としては、180億円の資金

計画全体を取りまとめるため、金融機関との調

整も踏まえ、主要金融機関２行と同程度の規模

となる40億円を貸し付けることとし、その上

で、会社から要請のあった残り10億円について

宮崎市長と二度にわたって、私自身が直接、協

議をしたところであります。

宮崎市としては、今後の財政需要や中期財政

計画との整合の面から、全額を貸し付けること
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は難しいとのことであり、貸付額は５億円、残

り５億円につきましては、市が責任を持って、

主要金融機関と調整し、融資枠を確保すること

になりました。

その一方で、会社の自己資金の積み増しが

あったことから、最終的には、金融機関の融資

枠を123.5億円に拡大することで、180億円の資

金が調達できることとなったものであります。

以上であります。〔降壇〕

今の答弁には、幾つか再度尋○坂口博美議員

ねたいことがあるんですけれども、これは後に

回しまして、その前に、地方財政等について

伺ってまいります。

８月30日に総務省は、令和２年度当初予算概

算要求の提出に伴って、「令和２年度の地方財

政の課題」という資料を公表しております。

その中には、「令和２年度地方財政収支の仮

試算」も示されておりまして、歳入で見ます

と、地方交付税については、出口ベースで16

兆8,207億円、6,398億円増となっており、地方

税等を含めますと、交付団体ベースでは一般財

源で１兆円の増額を見込んでおります。

そこで、これを本県に置き直しますと、仮に

人口比の１％といたしましても、100億円となり

ます。この半分が県への交付分とすれば、50億

円もの一般財源の増となりますが、知事はこれ

をどう推計されたのか、令和２年度の本県予算

確保の見通しについてお伺いをいたします。

今、御指摘がありまし○知事（河野俊嗣君）

た、８月に総務省が公表しました「令和２年度

地方財政収支の仮試算」における一般財源総額

は、地方消費税率引き上げ等による地方税の増

加と、極めて厳しい地方財政の現状等を踏まえ

た地方交付税総額の確保によりまして、議員御

指摘のとおり、交付団体ベースで対前年度比１

兆円、1.7％の増となっております。

これを踏まえ、本県の令和２年度の一般財源

につきまして、平成30年度の地方財政計画額に

対する本県の決算額の割合をもとに試算いたし

ますと、58億円程度の増加となります。

しかしながら、総務省の仮試算は、概算要求

に伴う地方全体の見込みでありまして、今後の

税制改正、また地方財政対策の動き等を十分見

きわめていく必要があると考えております。

そしてまた一方、この仮試算○坂口博美議員

の歳出側でありますけれども、全体では２兆円

の増額、2.2％の伸びを確保するとの推計になっ

ております。したがいまして、本県において

も、2.2％以上の伸びを反映した予算を編成して

もよいんじゃないか、すべきじゃないかと考え

ます。

自民党県連、そして県議会自民党としても、

来年度予算の編成に際して積極型の予算を要望

したばかりでありまして、それを受け取ってく

ださった知事も、この資料の公表元であります

総務省の御出身であればなおさらのこと、至極

当然だとして検討いただけるものと大きく期待

をしております。

今回の、いわゆる骨太の方針を踏まえての、

総務省における交付税要求の考え方は、本県の

長期に及ぶ財政改革への取り組みなどにより大

きくおくれている社会資本整備や医療・福祉、

そして、この後に質問します２巡目国民スポー

ツ大会に向けての対策などに、責任を持って対

応ができる好機の到来だと言えようかと思いま

す。

今まさに知事の姿勢が問われるところである

と思います。令和２年度本県歳出予算について

のお考えを知事に伺います。

令和２年度当初予算の○知事（河野俊嗣君）
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編成に当たりましては、本県が抱えるさまざま

な課題の解決や重点施策に積極的に取り組むた

めに、予算要求限度額につきましては、今回初

めてマイナスシーリングを全て廃止しますとと

もに、高速道路整備や国土強靱化対策を加速化

させるために、その財源を十分に確保すること

としております。

また、国の概算要求におきまして、本県の歳

入の３割以上を占める地方交付税の増額も要求

されておりますので、今後の地財折衝や国の予

算編成状況を留意の上、歳入の見込みをしっか

りと立てた上で、議員から御指摘のありました

防災・減災、国土強靱化対策、地域医療や福祉

の充実、そして国民スポーツ大会・全国障害者

スポーツ大会などに、計画的にかつ責任を持っ

て積極的に対応してまいりたいと考えておりま

す。

マイナスシーリングを外され○坂口博美議員

たというのは、ちょっと期待できるのかなと思

いますけど、やっぱり査定が控えておりますの

で、ここのところのさじかげんが一つあろうか

なと思います。

では次に、第81回国民スポーツ大会・第26回

全国障害者スポーツ大会に関して、その財源問

題について伺ってまいります。

今後、いよいよ、その開催に向け施設整備費

用など大きな歳出が間断なく続くこととなりま

す。

そこで、これら経費について数点尋ねたいと

思います。

まず初めに、陸上競技場、体育館、プール、

この３施設については、どの程度の予算を見込

んでおられるのか、総合政策部長に伺います。

主要３施設の○総合政策部長（渡邊浩司君）

整備に係る費用につきましては、それぞれの基

本計画におきまして、他県の例を参考に試算を

行いました建設費の概算では、陸上競技場は

約200億円、体育館は約85億円、また、プールに

つきましては、全て屋内の場合で約98億円を見

込んでおります。

そのほかに、測量や地質などの各種調査、基

本設計や実施設計に係る費用として約25億円、

また、競技用の備品購入費用として約15億円を

見込んでおりまして、総額といたしましては、

約423億円を見込んでいるところであります。

かなり腹筋をぎゅっと絞めて○坂口博美議員

聞かんと、えっと思えるような数字が出てきた

んですけれども。では、今のこの３施設以外で

必要となる施設としてはどういうものがあるの

か。そしてまた、その費用についてはどうなっ

ているのかを伺います。

国民スポーツ○総合政策部長（渡邊浩司君）

大会の競技施設につきましては、基本的に既存

の施設を活用することとなりますが、県有施設

につきましては、県総合運動公園庭球場のコー

ト面ですとか、自転車競技場の路面の改修等が

必要でありまして、他県の同規模類似施設等を

参考に、約15億円を見込んでいるところであり

ます。

また、市町村施設につきましては、先催県の

例によりますと、大会運営上支障がある場合な

どの施設改修等について、県が一定の支援を

行っているところでありまして、先催県の実績

等をもとに、約20億円を見込んでおります。県

有主要３施設以外の競技会場の整備につきまし

ては、最大で約35億円を見込んでいるところで

あります。

それから、知事は過ぐる議会○坂口博美議員

で、この大会で天皇杯の獲得を目指すというこ

とを明言されました。それには、当然そこに届
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くための競技力の向上というのが欠かせないわ

けであります。

しかしながら、今年度の茨城大会での第41位

という結果を見ますと、今後の競技力の向上の

ための経費については、相当な覚悟が要ると思

いますが、どのように見込んでおられるのか、

教育長に伺います。

お話にありましたよ○教育長（日隈俊郎君）

うに、国民体育大会における本県の天皇杯順位

につきましては、近年40位前後で推移しており

まして、７年後の国民スポーツ大会で天皇杯を

獲得するためには、相当な覚悟と熱意をもって

取り組む必要があると考えております。

天皇杯獲得に向けましては、社会人有望選手

の確保、そして少年・女性選手の育成ととも

に、十分な練習施設等がない競技の環境整備な

ど課題も山積しております。

これらの課題解決に集中的に取り組み、全て

の競技の底上げを図る必要があり、また未来の

スポーツ振興につながる財産づくりのためにも

重要でありますことから、今後の競技力向上に

必要な経費につきましては、最大で約110億円

と、相当額の経費が必要であると考えておりま

す。

結構かかるものだなという感○坂口博美議員

じなんですけど、そのほかにもまだ、この国民

スポーツ大会の大会運営に要する経費などがあ

るわけですけれども、その内訳と見込みはどう

なっているのか。

また、施設整備や大会運営、競技力向上など

を合わせた経費はどのくらいになるのか、知事

にお伺いをいたします。

国民スポーツ大会の大○知事（河野俊嗣君）

会運営につきましては、総合開会式・閉会式や

競技全体の運営、選手・役員等の宿泊・輸送な

どの費用が必要になると考えております。

この他、先催県の例によりますと、会場地と

なる市町村が負担する競技会の運営に要する経

費につきまして、県が一定の支援を行っている

ところでありまして、これらを合わせた大会運

営に必要な費用の総額といたしましては、最大

で約90億円を見込んでおります。

以上申し上げました、国民スポーツ大会に関

する施設整備や大会運営、競技力向上などに要

する経費を合計いたしますと、最大で約658億円

を見込んでいるところであります。

今お答えいただいた内容を踏○坂口博美議員

まえまして、今後の財政見通しと財政運営につ

いて伺いたいと思います。

本県の今の財政状況と照らし合わせますとき

に、施設の整備費については、その大方を県債

に頼るしかないと思われますが、総額でどの程

度になると見込んでおられるのか、また、その

ことにより、後年度の公債費負担についてはど

うなっていくのか、総務部長にお伺いをいたし

ます。

先ほど総合政策部○総務部長（武田宗仁君）

長から答弁がありましたとおり、施設整備に係

る費用の合計を約458億円とした場合、このう

ち75％に当たる約344億円を県債の発行により、

残り25％を一般財源で負担することとなりま

す。

また、現時点での施設スケジュールに沿っ

て、約344億円の県債を仮に金利１％で発行

し、20年間で償還する場合、平成30年度決算額

で約820億円の公債費が、最大で年間24億円程度

増加するものと試算されます。

ちょっと昔の４％、５％の金○坂口博美議員

利時代だったら、これはちょっとできなかった

かもわからんですね。
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そしてまた、起債の対象にできない競技力向

上のための経費でありますとか大会開催の費用

など、いわゆるソフト事業経費なんですけれど

も、これはやっぱり起債が組めないわけですけ

ど、どう確保されようとしているのか、これに

ついては知事にお伺いをいたします。

競技力向上や大会開催○知事（河野俊嗣君）

経費などのいわゆるソフト事業に係る費用を

約230億円とした場合、これらの費用には、議員

御指摘のとおり、県債を財源とすることができ

ないため、基本的には一般財源で対応していく

必要があります。

ただし、この230億円もの一般財源を単年度で

措置することは困難でありますので、各年度発

生する剰余金等をもとに基金を設置するなど、

国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会開

催に係る財源を確保していく必要があると考え

ております。

今言われました障害者スポー○坂口博美議員

ツ大会なんですけれども、今、国民スポーツ大

会と一緒にこのスポーツ大会、国民スポーツ大

会を例示しながら伺ってきたんですけど、この

障害者スポーツ大会についてはどう考えておら

れるのか。目指そうとされている本県ならでは

の大会の姿、これは順位を争うということが主

目的じゃないですから、宮崎ならではの、「あ

あ、なるほど宮崎だ」というような大会、その

姿というのをまず目指すべきだと思いますが、

予定されている費用とかその内訳などについ

て、知事にお伺いをいたします。

この全国障害者スポー○知事（河野俊嗣君）

ツ大会は、国内最大の障がい者のスポーツ大会

として、障がいのあるなしにかかわらず、誰も

が社会の一員としてともに暮らせる宮崎県づく

りにつなげる貴重な機会だと考えております。

私としましては、選手が全力で競技に打ち込

み、大会にかかわる方々がいきいきとサポート

・参画することで、夢や感動、達成感などを共

有できる、そういう大会にしたいと考えており

ます。その姿が、「日本のひなた宮崎県」の魅

力とあわせて、全国に発信される機会にもなる

と考えるところであります。

大会経費につきましては、この大会は、基本

的に国民スポーツ大会の会場を使用することに

なるわけでありますが、先催県の例により、開

会式や競技大会などの大会運営に係る経費とし

て、最大約30億円を見込んでおります。

加えて、競技力の向上に要する経費も必要と

なりますが、この点につきましては、今後、県

準備委員会の専門委員会や関係団体等の御意見

を伺いながら、選手の育成やチームづくりな

ど、本県に即した取り組みをしっかりと検討し

てまいります。

やっぱりかかるものだな、今○坂口博美議員

後の財政需要、相当なものだなという印象です

けれども。

それで今度は、これからの財政の見通しにつ

いて尋ねたいと思いますが、あえて言うなら、

財政改革という名の大義のもとで、県民の皆さ

んの我慢を伴いながら保ってこられた本県の健

全な財政状況と言えます。

今、一連の答弁のように、今後、相当規模の

財政負担が続いていくことになるわけです。し

かしながら、国民スポーツ大会・障害者スポー

ツ大会の成功というのは、全国との約束事であ

り、また同時に、県財政の健全性の維持という

のは、県民に対しての義務であります。責任で

あります。

そして、当然ながら私たち議会は、その両立

をしっかりと県の行政に担保させる責任という
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のを負っております。

あえてそういったことを申し上げて、今後の

財政見通しについて、知事に説明を求めます。

こうした国民スポーツ○知事（河野俊嗣君）

大会・全国障害者スポーツ大会の本県開催に伴

う新たな施設整備等によりまして、県債発行額

と公債費の大幅な増額が見込まれますととも

に、競技力向上や大会開催のために、多額の一

般財源を今後確保する必要があります。

こうした投資というものは、スポーツランド

みやざきを掲げる本県にとりまして、将来につ

ながる大変重要な投資であろうと考えておりま

す。このため、大会開催に係る県の負担額全体

がある程度積算できた段階で、できるだけ早く

財政見通しを策定し、県政の諸課題にも的確に

対応しつつ、将来にわたり財政の健全性が維持

できることを、財政関係２基金の残高や健全化

判断比率の推移等によりお示ししたいと考えて

おります。

そういう状況の中ということ○坂口博美議員

ですけれども、先ほど言いましたように、長年

にわたって県民に強いてきた辛抱我慢というも

のがありました。今こそ積極財政に方向転換す

べきだと思います。先ほどの令和２年の財政見

通し等も含めまして。

例えば、そういった中であらゆる財源を確保

しなきゃいけないんですけれども、住宅供給公

社の解散の議案も上がってきておりますが、そ

うなりますと、決算書などを見ますと、最終的

には、詰めていっても60億くらいの財源という

のは、結果的に一般会計へと歳入されることに

なるのかなと思っております。

それからまた、少々言いづらいんですけれど

も、企業局も毎年度順調な決算を続けておりま

す。

ひょっとすれば、ここには二匹目のドジョウ

がいるかもしれないなと思っています。塩漬け

の金などについても再度見直して、有効に活用

されるような心構えで、積極的な予算というも

のを考えていただくようお願い申し上げまし

て、これからは、フェリー問題について伺って

まいります。

資金ショートの可能性、先ほどの壇上の知事

の答弁で、50億円不足しているということであ

りました。そして、それを会社がどうしても必

要だとしている180億円という金額であります

が、事業費用として中小機構に提出した171

億5,000万のほかにも、さらに８億5,000万が必

要だということを意味していようかと思いま

す。

この８億5,000万の追加支援というものがない

と、資金ショートの可能性があるということを

意味しているのか、確認のために知事に伺いま

す。

投資額として積算をさ○知事（河野俊嗣君）

れました171.5億円につきましては、造船会社か

らの見積もり額や同業他社からの聞き取りなど

をもとに積み上げられたものでありますが、新

船着工後に排ガス規制の見直しがあって、処理

装置の変更やこれに伴う設計変更などがあった

場合には、当初の投資予定額に織り込まれてい

ない数億円規模の追加費用が生じる可能性があ

ります。この場合、171.5億円では足りず、資金

ショートする可能性があると考えております。

県は、この180億の調達目標の○坂口博美議員

中で、既に金融機関との調整を行ったというこ

とと、それから40億円、これは主要銀行と同程

度ということでありました。これを貸すことに

なっているという答弁でありましたが、まず、

この調整というのは何をされたのかというこ

- 18 -



令和元年11月28日(木)

と、何だったのかということ。それから、こ

の40億円決定の合理的な理由というのはどこに

あるのかということを、知事にお伺いいたしま

す。

本県経済は、農産品や○知事（河野俊嗣君）

製造品を大消費地に輸送することで外貨を獲得

しております。

また、トラック運転手の労働時間規制の強化

により、陸送からフェリーへのモーダルシフト

が求められておりまして、フェリー航路の維持

は本県経済の生命線であります。

このようなことから、県としましては、当該

航路の維持に大きな役割を果たしていく必要が

あると考えておりまして、今回、会社から求め

られた50億円の公的資金を検討するに当たりま

しては、県としてできる限りの対応が必要であ

ると判断したところであります。

また、具体的な貸付額につきまして、金融団

の宮崎銀行及び日本政策投資銀行と調整する中

で、新会社は運航実績も短く、自己資金も少な

いことから、その信用を補完するために、最大

限の後押しとして、県に、これら２行と同程度

の40億円の貸し付けとしてもらいたいとの声も

あったところであります。

このようなことから、県といたしましては、

資金計画全体を取りまとめていくという考えか

ら、40億円の貸付額としたところであります。

それは事業者側、行政側から○坂口博美議員

の合理性・合理的な理由になるのかな。

まず、宮崎の生命線というぐらいの大事な位

置づけだったら、通常だと、それは経済が必要

とするから、ひとり歩きができるはずですね、

通常だと。まあ、いろんな事情があるんでしょ

う。

ただ、県民サイドからの40億というものは、

果たしてメーンバンクと同じだけのものを県が

貸す必要があるのかというのは、合理的な理由

というのは県民はなかなか見つけづらいんじゃ

ないかなということを申し上げておきます。

それからまた答弁で、宮崎市は、知事の申し

入れ拒否の理由として、今後の財政上の問題を

挙げたという説明でもありました。では、宮崎

市と本県との、例えば財政の硬直度であります

とか弾力性を比較するとどうなっております

か。これも知事にお伺いをいたします。

直近の公表されている○知事（河野俊嗣君）

数値であります、平成29年度決算に基づく２つ

の財政指標を比較いたしますと、財政構造の弾

力性を示します経常収支比率は、宮崎市が89.9

％、県が92.7％、また、財政規模に対する公債

費の負担割合を示す実質公債費比率は、宮崎市

が7.9％、県が12.9％となっておりまして、市も

県も財政の健全化は保たれていると考えており

ますが、財政の硬直度という視点からは、県の

ほうが高い状況にあります。

そんな中で40対５ですか、８○坂口博美議員

倍ですよね。

宮崎市長は、知事からの直接貸してくれとい

う依頼を断るかわりに、「市の責任で金融機関

から５億円を融資させる」と約束したというこ

とでもありました。

どの金融機関にどのような条件で市長が話を

つけたのか、知事にお伺いをいたします。

宮崎市におかれまして○知事（河野俊嗣君）

は、この事業について金融機関を取りまとめま

す宮崎銀行及び日本政策投資銀行に対し、５億

円の融資枠の確保を依頼したとお聞きしており

ます。

これにより180億円の資金が調達できる見込み

となったわけでありますが、一方、会社におい
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ては、自己資金を1.5億円積み増すこととなりま

したことから、結果として、金融機関の融資枠

が120億円から123.5億円となりまして、3.5億円

の枠が追加的に確保されたことになっておりま

す。

なお、金利、担保等の条件につきましては、

従来から調整をしている120億円の融資枠と同じ

内容と聞いているところであります。

1.5億円は、これまた話が別○坂口博美議員

で、別次元の問題だと思うんですけど。まず、

知事が宮崎市長と約束をしたというのは、これ

は５億円ということであります。結果として、

金融団の融資額総額を125億円にするという約束

をしているわけですけれども、これから見る

と、１億5,000万足りないということになりま

す。

今の時代にフェリー会社を第三セクターとし

て立ち上げたこと自体、変に感じるんですけれ

ども、この会社への出資額を見ると、県が１億

円、市が5,000万円となっております。つまり２

対１となっているんです。

この比率は、例えば権利主張、あるいは責任

を負う、どちらもこの２対１が基本になりま

す。50億円の調達であれば、30億円と20億円、

これがスタートラインにないといけないと思う

んですけど、それを知事は40対５でスタートさ

れて、そのままで寄り切られた。これは全く話

にならないと思います。

もう一度仕切り直しをされる気はないか、知

事に念のためにお伺いをいたします。

今回、会社から求めら○知事（河野俊嗣君）

れました50億円の公的資金を検討するに当たり

ましては、県としてできる限りの対応が必要で

あると判断をして、金融団及び宮崎市との調整

を行ったところであります。

その中で、会社の自己資金の状況や金融機関

からの要請、さらには資金計画全体を取りまと

めていくという考えから、県の貸付額を40億円

とし、残りの10億円について、宮崎市に応分の

負担を求めたものであります。

宮崎市とは２回にわたって協議を行い、県か

らの要請は真摯に受けとめていただいた上で判

断されたものと考えており、県からの貸付金

は40億円としたいと考えております。

真摯というのはどういうこと○坂口博美議員

をもって真摯と言うのかはちょっとわからない

ですけれども。では、新たに借りることになる

この資金、当然金利がつくわけですけれども、

何％の金利を誰が払うことになるのか、再度お

伺いをいたします。

実際の金利につきまし○知事（河野俊嗣君）

ては、金融機関と会社の間の個別取引情報であ

りますので、お答えをしかねるところでありま

すが、高度化資金の収支計画におきまして

は、2.5％で試算しているところであります。ま

た、その利息は会社が支払うこととなります。

まず、県は株主ですよね、大○坂口博美議員

株主。副知事は責任者、経営陣の主として入っ

てるんですよ。僕は、銀行のそういった守秘義

務を聞いているんじゃないんですね。経営その

ものですから。だから、どうなっているんだと

いうのを答えないというのはちょっとどうかな

と思いますけど、時間もあるし、先に進みま

す。

そこで、40億円もの信用補完融資を県がやれ

ば貸しますよということ、これは言いかえる

と、まだこの会社の将来について、我々は信用

というものは、まだ判こを押せないと。だから

その安全のために、まず県が姿勢を示してくれ

と。それで、この信用を補完していきましょう
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ということなんですよね。ですから、運営の不

振、あるいは破綻へのリスクというのが全く消

えているという状況下にはないと思いますけれ

ども、今度は金利がそういったところにあって

スタートをして、まだスタートを切れないと。

金が足りないという状況の中で、新たな金利が

またそこに、これから何十年続くわけですよ

ね。これは完全なる重荷になると思います。そ

して、ややもすると、破綻へのリスクの増大に

なると思うんですよね、余計な金が要るわけだ

から。これ、知事はどういうぐあいに思われま

すか。

今後の新船就航後も含○知事（河野俊嗣君）

めて、会社がしっかりと黒字経営を行って適切

に返済をしていくことは、大変重要なことであ

ろうかと思っておりまして、しっかりとその取

り組みを支援していくことは大変重要であろう

かと考えております。

県が40億出せばこの事業を何○坂口博美議員

とか進めようという、平たく言うと、我々だけ

じゃ責任持てないですよ、先は怖いということ

なんですよね。一緒に歩いてくださいと。そこ

で、金利でも１円でも減らしていくというの

が、やっぱり安全弁じゃないかなと思うんです

けど、宮崎市長は、市の責任で銀行に５億の融

資増をやらせると言ったんですから、必ず５億

円を確保させることと、市が責任を持ってと

言ったんですから、この責任に何が含まれるの

かと。やっぱりリスクが出てきちゃ、これは責

任が持てないことになるから、そこもしっかり

頭に置いてやっていただきたいと思います。

総合政策部長に伺いますが、仮にこの新造船

２隻180億円が就航するとなると、宮崎市にはど

れぐらいの固定資産税が納付されることになる

のか。

また、これまでに幾らほどのフェリーの固定

資産税が既に市に収納されているのか、お伺い

をいたします。

固定資産税に○総合政策部長（渡邊浩司君）

つきましては、県の試算によりますと、新しい

船の建造によりまして20年間で3.5億円、現船に

よりますこれまでのものが、20年間で2.3億円と

なっております。

市が仮に５億をふるさと融資○坂口博美議員

を借りて貸したって、最終的に清算されると、

本当に微々たる金ですよ、５億以上の金に比べ

れば。桁がうんと違いますよ。そこらも市に

は、ちゃんと理解をしてもらって、今後とも交

渉を続けていくべきだなと思っております。

次は、この１億5,000万の会社の積み増しにつ

いてですけれども、穐永社長は、この自己資金

は補助金と合わせて10億円しか準備できないと

言っていたんですが、これが11億5,000万になっ

た。それはいつなったのかと、その金はどこか

ら持ってきたのかということ、これは知事にお

伺いをしたいと思います。

来年１月１日から、燃○知事（河野俊嗣君）

料油に含まれる硫黄分を制限します、いわゆる

「ＳＯｘ規制」が適用されることとなっており

ます。現在運航している船舶につきましては、

規制内容に適した燃料油を使用する必要があり

ます。

この適合油は、従来なかったものであること

から、その価格水準が不透明でありまして、現

在使用しておりますＣ重油との価格差が、１

万5,000円の場合は、自己資金等11.5億円、１

万7,000円の場合は、自己資金等が9.5億円と見

込まれましたことから、この段階では、自己資

金等を10億円程度と設定していたところであり

ます。
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このような中、10月末に、この価格水準が判

明し、その燃料油コストが明らかになりました

ことから、建造費に充てられる自己資金等1.5億

円の積み増しが可能と判断をしたものでありま

す。

今の差額で、例えば1,000円な○坂口博美議員

り1,500円なりの差があったから、これはまだ前

倒しで使えるよという話かなと思うんですけれ

ども、この約束期間、この水準価格で行きま

しょうという、その石油の納入業者なり、重油

の、そことの見直しというのは、どのぐらいの

期間置きにやっていかれることになりますか。

そういった適○総合政策部長（渡邊浩司君）

合油の価格につきましては、主要な販売業者と

船会社との交渉を行うことによって決定してお

りますけれども、これが３カ月ごとに改定をさ

れるということになっております。

今言いましたように、1,500円○坂口博美議員

の価格安ということでやれるといっても、１

億5,000万捻出するのには３年かかりますよ。３

カ月ごとにこの乱高下がひどい、投機家だって

丸裸になる人、たくさんいるんですよ。そんな

ところに３年近い期間を通算、やれるんです

か。価格、そんなに安定しますか、３年も。こ

れ、怖い話ですよ。

だから、そんな無謀をやらしちゃいかん。１

億5,000万円、しっかりと運営のためにためさせ

て、戸敷市長が５億つくると言ったんなら、そ

れをつくらせるべきです。できたと言ったんだ

から、そんなもの、ちゃんと「おまえの身を守

れ」とやるべきだと、僕は思うんですよ。

これは、総合政策部長かな、知事かな。さっ

き言った金利の負担がふえてリスクが高まりま

すよというのと、今の石油の見通しというのは

本当に難しいですよという、これについての所

見を、どちらかにお伺いしたいと思います。

さまざまなリ○総合政策部長（渡邊浩司君）

スクがございますけれども、燃油価格につきま

しては、これに連動した調整金、いわゆるサー

チャージがございます。そのサーチャージを適

切に運賃に転嫁するということで、自己資金へ

の影響を緩和していきたいと考えております。

そういうと、ああそうかと思○坂口博美議員

いやすいんですが、サーチャージというのは、

やっぱりこれは別なものですよ。上げ幅につい

ての共済掛金みたいなものですね、保険みたい

な。

下がるときには、じゃ、どうなるのかという

と、それは荷物に対しての運賃ですから。だか

ら、満杯満杯満杯で行って、それでも98％ぐら

いしか補塡されないと思うんですよ、満載して

いっても。空になるときだってあるじゃないで

すか。サーチャージといったって、元の価格が

乱高下すれば、その差のことですから、サー

チャージがあるから価格が一定するなどという

のは、子供でも信じないですよ。

これも時間がなくなってきてて、通読してい

なかったから、あとどれぐらい要るかわからん

のですけど、それは答弁にならないと僕は思う

んですよ。安定しないんですから。乱高下の

「高」になったときの補塡策ですから。

次に、171億5,000万という数字が出てきまし

て、急にこれで混乱したんですけど、180億円を

要するとしていた今度の事業に対して、先ほど

申し上げた数字が出てまいりました。これが、

それしか調達めどがついていないという時点

で、県は高度化資金申し入れの申請をされてお

ります。もし180億円に満たないときには、船は

つくれないか、つくってもその所有権を移転し

てもらえないということになると思うんです
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が、これで問題はないのかということを、知事

にお伺いいたします。

この171.5億円という数○知事（河野俊嗣君）

字のところでありますが、県の40億円の貸し付

けにつきましては、高度化資金を活用するため

に、中小企業基盤整備機構と手続を進めている

ところであります。今回の新船建造のように工

期が長期間に及び、貸付決定の前に事業に着手

する場合には、中小機構から事業認定を受ける

必要があるところでありまして、県は、11月１

日付で、事業認定申請書を中小機構に提出した

ところでありまして、現時点で、見積書等によ

り明確な積算根拠が示された171億5,000万円の

事業計画を提出したものであります。

なお、最終的には、新船建造後の令和４年度

に、実際に要した事業費を精査し、貸付決定の

手続を行うことになりましたので、事業認定申

請を171億5,000万円として提出したことについ

ては、問題ないものと考えております。

ということは、この船をつく○坂口博美議員

るのに必要なお金が何ぼだというものがある。

それが調達できようができまいが、問題はない

という理解でよろしいんですか、171.5億申請す

るということで。

今の中小機構への事業○知事（河野俊嗣君）

認定申請につきましては、明確な根拠を持った

数字でなければ提出できないということであ

り、現時点で、見積書等により明確な根拠が示

された費用の積み上げである171億5,000万円の

計画として提出したものでありまして、そうい

う意味において問題ないと答弁をしたところで

あります。

そうしたら、さっきの油代の○坂口博美議員

１億5,000万がもしなかったら、170億と書いて

も、やっぱり県は40億調達できる、32億貸して

もらえる、その金を借りるための数字としてこ

こに入れると。もっと言ったら、140億ぐらいで

も条件に合うかもわからないですね、40億つく

るのに。そういう数字だということになるとい

う理解しかできないと思うんですが、そうなり

ますと、これは造船のための事業費ではなく

て、県がお金を借りるための、いわば貸借事業

費ということになると思うんですけれども、そ

の理解でいいですか。お金を借りるための数字

が171.5億だったんだということ。

この171億5,000万円○知事（河野俊嗣君）

は、中小機構から県が高度化資金の貸し付けを

受けるために、現時点で、見積書等により明確

な根拠が示された費用を積み上げた数字であり

まして、いわば「造船事業費」とは異なるもの

であります。

随分、我々は混乱しているん○坂口博美議員

ですよ。県民の方も、171億5,000万という事業

費というのが公表された、報道もなされた、し

かしながら、180億円必要だとも言っている、こ

れは一体どういうことかと。僕らもわからない

んですわと、説明のしようがないんです。

でも簡単ですよ、今のは。だから、県が金を

借りるために171.5億というのをあそこへ入れた

けど、ここには140億と入れていても、200億と

入れていてもいい。そうですよ、８割以下を貸

すわけですから。事業費と県が必要な金との両

方。だから、いいんですよ、160億、あとはまた

商工観光労働部長、計算したら160億でも32億に

は行き着きますよ。そういうことなんですよ。

そういう数字だから、便宜上の数字ですよ。

これは金を借るための便宜上の数字。変わって

いく数字ですよ、そのときの状況で。全く造船

費用とは関係ない。

そのことを今、明らかにここで県民に説明す
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べきだと思います。随分混乱しているんです

よ。報道の方たちも、わからなかった方が多分

いるんじゃないかなというか、わかった方がい

ないんじゃないかなと思うぐらい、これは混乱

したんですよ。

どうですか、知事、このことをどう思われま

すか。ここで撤回すべきですよ。これは事業費

じゃないんだと。県がお金を借りるための、便

宜上ここに 便宜というとちょっと、それ以―

上にいい言葉が見つからんのですけど、これは

こういう客観的な数字ではないんだと。たまた

まそこで出てくる数字がここに入るんだという

ことを、しっかりと説明されたらどうですか。

さまざまな数字があっ○知事（河野俊嗣君）

てわかりにくくなっているところを、真摯に受

けとめたいと考えております。

この171億5,000万、改めてでありますが、中

小機構から高度化資金の貸し付けを受けるため

に、見積書等により明確な根拠が示された費用

を積み上げた、そのための数字ということであ

りまして、ぜひ、今後とも丁寧にそういうこと

を説明してまいりたいと考えております。

だから、これは造船の建造費○坂口博美議員

用という中からは、完全にここで消えていくん

だということ。内部資料としての数字だという

ことになると思うんですね。そして、我々が、

そこに何という数字が書いてあるんだとただし

たときに、171.5億と書いてあると。

やっぱり今、ここまでしっかりと明言されて

おかないと、２つの数字が歩いていきますよ。

数字は１つしかないんですから。いろんな状況

説明とかは幾つもありますよ。価値観も幾つも

あります。でも、数字は１つしかないんです

よ、正しいのは。それが２つがずっと歩いて

いったということ。これは、ちょっとくどく

言っておきます。

今回の代船建造計画ですけれども、これは県

が将来にわたって経営は健全であり、計画は妥

当だと分析していると。その一方で、金融機関

側では、融資をするには、県の直接融資が条件

であると。しかも、その額は横並びだと。

言いかえれば、県の貸付額以上は出し切らな

いよと金融側では分析されているほどの、この

事業の信用度の低さと。だから、２つに大きな

違いがあるということが、やっぱり心配事の一

つです。加えまして、５億円の上積み融資に係

る幾つかの問題点が出てきました。約束が違う

とか、リスクが高まるとか、融資比率の問題。

持ち株の割合とすると、大きく外れている。そ

れから、県の貸し付け40億円についての県民サ

イドから見たときの合理性の説明。これは、な

かなかこの30分では解決しづらいというか、で

きなかったことがたくさんあります。

そしてまた、この議案というのは、県の命運

をかけたプロジェクトとして、これまでずっと

私たち総務政策常任委員会において、報告をさ

れたり、協議をされたり、あるいは現地に行っ

て視察をしたりしてまいりました。しかしなが

ら、まだ最終的な調査を終えるところ、報告を

全部いただくところまでは今、行っておりませ

ん。

ところが今回、さっき言いましたように、40

億円の高度化資金を貸し付けますという金貸し

事業として議案が上がってきているわけです

ね、今のところ。今後、商工建設常任委員会へ

の付託になると。これは議会のやり方となって

いくんですけれども。そうなりますと、議員の

誰ひとりとして、このプロジェクト、この事業

全体の説明というのを全体受ける人は、この中

にいないんですよ。（２回目ブザー）
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だから、今後の成り行き次第で、私は、この

議案については総務政策、あるいは商工建設両

委員会の合同審査でありますとか、先ほどのよ

うに、何か宮崎市の言うことと県の言うことが

一緒なのかなとか、わからない部分があります

から、場合によっては、参考人も外部から呼ぶ

必要が出てくる、そういうことも考えられる。

これは議会内部の問題でありまして、議会もそ

れなりのルールというのを持っておりますか

ら、今後、両委員長、商工それから総務の委員

長を中心に、委員の皆さんとかでいろいろ考え

ていくところでしょうし、これから何日間か続

く一般質問の中でも、数名の方が質問の通告を

されておりますから、そこの流れに沿っていく

ことになると思いますけれども。

先ほど私は、小村寿太郎の先見の識や交渉力

のぬきんでた優秀さについて申し上げました。

それをもって、しかも命をかけて小村がかち

取った数々の国益に触れました。

それは、知事に、交渉というものがいかに大

切なものかを知っていただきたい、その一心で

ありました。

例えば、運動公園の盛り土高台、この件で

は、地権者との交渉に失敗をして、その途端

に10億円ですよ、一晩で。かかる経費が10億円

の増。聞くところでは、知事が地権者に直接理

解を求める姿を見たという人は誰もいない。

一ツ葉有料道路だって、これは私の主観とい

うか、緊急時の重要な支援道路として県は位置

づけているんですということです。ですから、

ひょっとすれば、補助公共事業でやれたかもし

れない。しかしながら、これを有料として利用

者負担ということで、これから100億近い金を集

めなきゃならないということになりました。

これとて、国と身命をかけて交渉されたとの

話というのは聞いていない……

坂口議員に申し上げます。○丸山裕次郎議長

時間が参っております。

（続）ただ、ここではそのか○坂口博美議員

わり、住吉バイパスが動き始めたとの話は聞く

も、果たして、その真なるか、あるいは偽なる

かを知るすべというのは持ちませんが、仮に本

当であれば、宮崎市の長年の願いでありますか

ら、これは実現に向かうこととなる。ならば、

宮崎市に喜びの意を表したいなと思っていま

す。

そして、今回の先ほどずっと議論してきまし

た、宮崎市長と金融機関との交渉でありますけ

ど、県ができなかった銀行説得を、いとも簡単

に市がやってのけた。しかも、実質的な負担、

利息というのは全て宮崎市は避けてしまった。

これはやっぱり一方的な宮崎市長の勝利だと、

僕は思います。

県民の圧倒的な支持をお持ちの河野知事であ

りますから、本気を出して交渉に当たられるな

ら、相当なる成果を出されると、そういう知事

だと僕は思っております。市ができることが県

にやれないことはないと思っています。そう

いった熱い思いで、ぜひとも宮崎のために実力

を常に発揮していただきたいと心から願って、

質問を終わります。（拍手）

次は、岩切達哉議員。○丸山裕次郎議長

〔登壇〕（拍手） 県民連合宮○岩切達哉議員

崎、社民党の岩切達哉であります。大変、大所

高所に立った質問の後ではございますけれど

も、しっかりと自分の立場を踏まえてやってま

いりたいと思います。

まずは、傍聴にお見えの皆さんに、足元が悪

い中ではありますけれどもお越しいただきまし

たことに、お礼を申し上げたいと思います。
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さて、先日、とある調査で、都道府県「幸福

度」ランキング2019というものがあり、宮崎県

が１位と発表されていました。

調査の詳細はわかりませんが、ありがたい評

価だと思います。

「くらしの豊かさ日本一の宮崎」の実現を目

指す河野知事の成果かと思います。

それでも、きょうも、ミルクがない、おむつ

がないという声に、そんな困窮を支える実践者

が走り回っている現状がございます。そんな貧

困の実態や虐待、ＤＶ、社会の課題はなお多く

あるところであります。

この宮崎県が、本当に日本一の評価に見合う

ような社会になっていく、そのための政策が展

開されることを願いながら、質問させていただ

きますので、前向きな答弁をお願いしたいと存

じます。

最初に、国と地方の関係について何点か伺い

ます。

知事に伺います。都市と地方の問題でありま

す。

大学入試共通テストの改革の中で、予定され

ていた英語民間試験に関連して、住む場所や家

庭の経済状況によって不公平が生じないかとい

う質問に、萩生田文部科学大臣が、生徒の境遇

により差が出るのを認めた上で、「身の丈に合

わせて、勝負して頑張ってもらえば」と述べた

というのが、身の丈発言問題として取り上げら

れました。

これは、生活をする場、生活をする家庭の経

済力で教育格差があることを、現役の文部科学

大臣が認めた発言でした。

１回の受験料が２万円を超すことや、民間試

験ゆえに受験会場が限られるのではないかとい

うことで、地方の学生と都市の学生に教育機会

の差が生じる課題があるとの指摘だったのです

が、この格差を容認する発言、「身の丈に応じ

た」という発言は、私たちを含む、地方に生活

する人々への侮辱であったのではないかと私は

思うのであります。このことに対する知事の所

見をお聞かせいただきたいと思います。

続いて、都市と地方の所得格差についてであ

ります。

最低賃金制度でありますが、平成16年時点

で、東京は710円、宮崎は606円、その差は104円

ということで、率にすれば宮崎県は東京の85％

の水準でございました。

これが、ことし、東京は1,013円、宮崎790円

と、その差は223円となり、宮崎県は東京の79％

の水準ということで、格差は拡大している。

また、ことしの人事委員会勧告は、都市と地

方の格差を一部是認したような内容になりまし

た。残念なものだと理解しております。

県人勧は、県職員に対する影響以上に広範な

勤労者に影響を及ぼすことを考えますと、人口

の社会減を抑制するために県内就職の促進、そ

のためにも県内勤労者の給与所得の改善という

政策を進めておられることと矛盾すると考える

のですが、このような都市と地方の所得格差に

ついて、知事の所見をお聞かせいただきたいと

思います。

次に、地方交付税について。これは、国が地

方にかわって徴収する地方税である地方の固有

財源と考えますが、トップランナー方式という

ことで、国が求める業務の外部委託を推奨する

ような内容としていたり、介護保険の保険者機

能強化推進交付金では、都道府県の取り組みを

査定して交付額を決めるなど、国が地方を査定

する、いわば金で釣るものが目立つようになっ

たと考えます。
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このような国と地方の関係について、総務部

長はどのような認識を持たれるのでしょうか、

伺いたいと思います。

壇上から最後に、地域医療対策についてであ

ります。

地域医療構想に関連して、再編・統合の議論

が必要な病院として、424の公的病院名を国が発

表いたしました。宮崎県内の７つの病院の名前

が含まれていました。

それぞれの病院、それぞれの地元で、不安や

反発の声がありますが、これは極めて強引な国

のやり方だと考えます。

地方の実態を無視してのベッド削減は、高齢

者がふえる中で、その地域に入院する施設がな

くなるなど、医療難民をつくるほか、地方で生

活する皆さんの不安をあおると考えます。

丁寧な議論が必要であって、議論が保障され

るべきものと考えますが、福祉保健部長の認識

を伺いたいと思います。

以上、壇上の質問とし、後の質問は質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。まず、萩生田文部科学大臣の発言について

であります。

今回の大学入試制度改革をめぐる大臣の発言

に対し、都市と地方における教育環境の格差等

を容認するものではないかといった批判がある

ことは、承知しております。

教育を受ける権利は、憲法に定められた基本

的な原則でありまして、住んでいる地域や経済

的な状況の違いにかかわらず、全ての国民はひ

としく教育を受ける権利を有しておりまして、

入試制度の設計に当たりましては、それらが十

分考慮されなければならないものと考えており

ます。

御指摘の発言につきましては、その後、大臣

から、「それぞれが置かれた環境のもとで全力

で頑張ってほしいとの激励の趣旨であった」と

の説明がなされたところであります。

いずれにいたしましても、教育のあり方は、

一人一人の生き方や幸せに直結し、社会発展の

基礎をつくる大変重要な問題でありますので、

地方の学生にデメリットが生じることがないよ

う、制度設計を行っていただく必要があると考

えております。

次に、所得格差についてであります。

県民生活を安定させる上で、所得は大切な要

素の一つであります。本県は、都市部に比べ、

最低賃金を初め、その他の給与等に関する指標

においても低い水準にとどまっておりますこと

から、その向上を図っていくことは、大変重要

な課題であると考えております。

このため、成長産業の振興や地域経済を牽引

する中核企業の育成、輸出促進などを通じて、

企業や産業の収益力向上を図るとともに、地域

経済循環によりまして、これを県内全域に波及

させていく取り組みを強化することとしている

ところであります。

また、労働者への配分を高めていくことも重

要でありますので、私自身もさまざまな機会を

捉えて、産業界の方々に給与等の処遇改善を働

きかけているところでありまして、今後ともこ

れらの取り組みを通じて、さらなる県民の所得

向上につなげてまいりたいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えい○総務部長（武田宗仁君）

たします。国と地方との関係についてでありま

す。

議員御指摘のとおり、地方固有の財源である

地方交付税や施策推進のための交付金の算定に
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当たり、実績や成果を一律に加味することは、

地方創生等に向けた地方の自主的・自立的な取

り組みを妨げるとともに、自治体間の財政格差

の拡大にもつながると考えております。

地方創生や地方分権の実現のためには、それ

ぞれの地方が抱える現状と課題を踏まえ、地域

の実情に応じた施策を展開することが重要であ

りますことから、地方税財源の確保・充実や地

方が求める権限の移譲等が必要であると考えて

おります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（渡辺善敬君）

えをいたします。国の公立・公的病院名の公表

についてであります。

本年９月、厚生労働省が、診療実績を分析

し、手術件数が少ない等の項目に該当する公立

・公的医療機関名を公表し、2025年に向けた将

来方針の再検証を要請するとしたものでありま

す。

今回の発表につきましては、一部の診療実績

をもとにした分析手法であること、病院名の公

表が急であったことなどに課題があり、国にお

いては、地域の実情を踏まえた、より丁寧な対

応が求められていると認識しております。

本県で対象となった７病院につきましては、

いずれも機能的・地域的に重要な役割を果たし

ていると考えておりまして、住民の方々などが

不安を抱かないように周知に努めますととも

に、地域の意向を十分に尊重しながら、必要な

支援、協力を行っていくことが重要であると考

えております。〔降壇〕

まず、萩生田文部科学大臣の○岩切達哉議員

発言に関しましては、政府のほうにも修正をす

る力があったというふうに理解をして、これか

ら先、知事もおっしゃっていただいた、地方に

デメリットのない方法に、しっかりと検討いた

だきたいと思います。

そしてまた、労働者への配分を高めていく、

所得向上に尽力いただく答弁がございました。

しっかり受けとめさせていただきたいと存じま

す。

総務部長から、国と地方の関係ということで

答弁をいただきましたけれども、地方は地方な

りの自負があり、国と地方は対等ということに

ついては常々口にしていかないと、やはり以前

のような主従関係とまでは言いませんけれど

も、国がコントロールするという感覚が、国の

ほうにどうしても生まれてくる、揺り戻しのよ

うな動きがありますので、引き続き努力をいた

だきたいと思います。

福祉保健部長に再度質問をさせていただきま

す。

国と地方の関係、象徴的なものとして、地域

医療構想に係る厚生労働省の病院名発表という

ことだったと思います。全国知事会は即座に反

応し、「地域の命と健康を守る最後の砦である

自治体病院が機械的に再編統合されるという住

民の不安を招きかねず、地域の個別事情を無視

するもので、公平な視点とは言い難い。」との

声明を発表されました。その後も市長会・町村

会の連名で意見提出など活動されています。国

に対して言うべきははっきり言う。

厚生労働省はそれを受けて、「強制するもの

ではない」という認識を示しておりますけれど

も、地域での病院の縮小や再編は、医療過疎の

深刻化、さらには地域の存廃にもかかわる問題

であります。

県行政側にある一部の方が、医療機関同士の

合併などを求める発言をしたなどで、地域の議

論を混乱させているという話も聞こえていると

ころであります。
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地域住民、医療現場、しっかり参加して、地

域の事情を踏まえた議論が行われる必要がござ

います。

丁寧な態度で進める、強制的に進めるもので

はないということで確認してよろしいか、重ね

て伺います。

今回の発表に○福祉保健部長（渡辺善敬君）

つきましては、県としても、公立病院の再編・

統合を強制的に進めるものではないと考えてお

ります。

再検証の協議に当たりましては、再編・統合

ありきではなく、公立病院が機能的・地域的に

重要な役割を果たしていることなど、地域の実

情等も踏まえまして、各対象病院や地域の意向

が十分に尊重されるよう、丁寧な議論を促進し

てまいりたいと考えております。

ぜひよろしくお願いしたいと○岩切達哉議員

思います。

では次に、福祉保健部長に、ちょっと質問数

が多いんですけれども、よろしくお願いしたい

と思いますが、福祉施設入所者が起こされた事

件について伺いたいと思います。

去る11月８日の宮日新聞に、７月20日、児湯

郡内の福祉施設に入所していた高齢の夫婦が、

施設から行方不明になり、翌日に発見されたも

のの、女性は死亡していたという内容の記事、

事件報道がありました。

報道によれば捜査中ということでございます

ので、詳細を語ることは難しいかもしれません

けれども、この報道があるまで、私自身は出来

事を知る由はなかったのですけれども、県当局

としては、情報をしっかり把握しておったので

しょうか、福祉保健部長に伺いたいと思いま

す。

県では、当該○福祉保健部長（渡辺善敬君）

福祉施設の入所者が亡くなられた事案につきま

して、発生翌日に、施設より、施設職員による

捜索や、タクシー会社への利用状況の確認、警

察への届け出など、事案の経過や対応状況につ

いて報告を受けまして、状況の把握に努めたと

ころであります。

いわゆる無断で施設を出たと○岩切達哉議員

いう内容のようですけれども、そのような高齢

者が入所する施設としては、それなりにセキュ

リティーというものが必要だと思います。それ

が十分なものだったと言えるのか、施設の対応

に問題はなかったのか、把握しておられるで

しょうか、お伺いします。

県では、当該○福祉保健部長（渡辺善敬君）

施設に対しまして、毎年度、職員の配置状況

や、施設の安全管理指針の策定を含みます入所

者の安全・健康管理などについて監査を行いま

して、運営が適切に行われていることの確認を

行っております。

また、今回の事案の発生による対応状況を確

認しましたところ、１時間ごとの居室確認を

行っていたことや、当直職員など５名により、

施設内や施設周辺などの捜索、警察への連絡な

どが不在確認後、直ちに行われていたことな

ど、今回の事案につきましては、施設の安全管

理指針に基づき、対応が行われていたものと承

知をしております。

時間的には、この間、４カ月○岩切達哉議員

ほどたっているわけなんですけれども、なぜ起

きたのか、どのようにすれば防げたのか、ま

た、認知症の疑いがあるという記事でございま

したけれども、そのような見守りが必要な入所

者を支援する施設共有の課題と思いますけれど

も、これを教訓とすることができるよう、出来

事の検証と再発防止をしっかりやっていただき
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たいと強く求めたいと思います。

当該施設のその後の施設利用者への処遇は十

分なものとなっているか、お伺いしたいと思い

ます。

県としまして○福祉保健部長（渡辺善敬君）

は、今回の事案の発生を受けまして、施設に対

して、施設利用者の健康状態・特性を確認した

上で、その見守りや、職員間の意思疎通を徹底

することなどによる、再発の防止について指導

を行ったところであります。

今後とも、監査などを通じまして、このよう

な事案が再度発生することがないよう、施設利

用者への適切な処遇について指導を行ってまい

りたいと考えております。

指導していただいたというこ○岩切達哉議員

となんですけれども、４カ月間、公表がなかっ

た。新聞報道があったというレベルでございま

して、公表というふうになるかわかりませんけ

れども、同様の方が入所されている施設におい

ては、こういう状況をしっかり承知して、対策

を強化するというか、見守りをさらに強めると

か 同じようなことがこの４カ月間に起きた―

としたら、４カ月前の７月の児湯郡の事件の公

表がなかったことが、結果的に同じような出来

事を起こしたというふうに、批判されても仕方

がなかっただろうと思うわけであります。

やっぱりいろんな背景があって４カ月間、記

事が出るまで、また記事が出て以降も具体的な

ものはないんですけれども、施設といういろん

な処遇をお願いしている場で起きた問題という

ものは、そういうことを前提に県としての対応

を検討いただきたい。しっかりそのあたりも含

めて検証いただくように求めておきたいと思い

ます。

次に、発達障がい者支援について伺いたいと

思います。

発達障がい者支援計画を見ますと、基本方針

に、「年齢や生活環境の移り変わりに対応した

切れ目のない支援体制の構築」とあるところで

あります。

実は、支援の入り口である早期発見、とりわ

け幼児期のそれには、体制が十分整っていない

という問題意識を私は持っております。まず

は、適切な判定を受け、発達支援事業所にきち

んとつながって、そこで専門的な支援が行われ

るべきなのですが、早期発見体制の充実にどう

取り組んでいくのか、お聞かせいただきたいと

思います。

発達障がいの○福祉保健部長（渡辺善敬君）

早期発見につきましては、医療機関の絶対数が

少ないなど、さまざまな課題があると認識して

おります。

こうした中、昨年度策定した宮崎県発達障が

い者支援計画では、県の発達障害者支援セン

ターによる心理判定結果を診断につなげると

いった取り組みなどを行いまして、医師の負担

軽減や診断の効率化、診断に新規参入しやすい

環境整備に努めることとしております。

また、医療機関や関係団体等から構成される

宮崎県発達障がい者支援地域協議会において、

支援体制の整備に向け、必要な協議を行ってお

ります。

宮崎県医師会からも、小児科医や児童精神科

医の育成に係る協力依頼をいただいております

ので、医師会や医療機関とも連携を図りなが

ら、早期発見の取り組みに努めてまいりたいと

考えております。

幼児健診などで発見されるこ○岩切達哉議員

とがあります。その傾向があることを把握した

としても、実は、様子を見ましょうかというよ
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うな結論になることがよくあります。

そうなってしまうのは、今申し上げました専

門の判定を受けること 専門の診断を受ける―

には医療機関の不足だとかいうことで、初診の

機会が限られる実態があることも背景にあると

いうふうに認識をしています。

幼児期の発達というのは、非常に目覚ましい

ものがありまして、様子を見ましょうとした間

に、適切な療育が行われれば、相当に変化に違

いがあると理解しています。

早期発見体制が十分でないという問題を取り

上げましたけれども、現実には、その早期療育

の体制について、これも量の確保と同時に、一

定以上の質が確保される必要がありますし、さ

らに適切な療育方針を確立して行われていくも

のというふうに理解しておりますが、そのよう

な療育体制の整備にどのように取り組んでおら

れるか、お聞かせいただきたいと思います。

放課後等デイ○福祉保健部長（渡辺善敬君）

サービスなどの療育支援を行う事業所は年々増

加しておりますが、一定水準のサービスの質を

確保することは、大変重要だと考えておりま

す。

このため、県の発達障害者支援センターで

は、事業所の支援員を対象としたスキルアップ

研修ですとか、自閉症セミナーなどに毎年取り

組みまして、昨年度は、これらの研修を述べ30

回開催し、参加者も延べ700名に及んでおりま

す。

また、関係団体主催の発達障がいに係る意見

交換のほか、年１回、県内の全事業所を集め、

サービス提供の留意事項などを周知する集団指

導も実施しております。

今後も各種の取り組みを行いながら、事業所

の質の平準化に取り組んでまいります。

放課後デイのような就学児童○岩切達哉議員

の支援体制というのは充実してきていると思い

ますし、教育委員会のほうでも特別支援教育、

特別支援学校等での充実が図られています。幼

児期の支援が今、どうにも足りない、そういう

認識を持っています。

私は、この秋に熊本県のこども総合療育セン

ター、そして鹿児島県立こども総合療育セン

ターを訪問いたしました。それぞれが、その県

の発達障がい児を外来診療で受け入れて、支援

の中核として機能を充実させていました。

そして、県内の小・中学校、幼稚園に対し

て、その場からスタッフが出かけていって、指

導・助言をしていく、そんな宮崎にはない充実

した体制がありました。

県内でも、ひまわり学園の中にある発達障害

者支援センター、そして宮崎東病院、ここは小

児精神科医のしっかりした方がおられる場所で

す。意見交換をしたのですけれども、同様に、

宮崎県ではまだまだ努力が必要という理解をさ

せていただいたところであります。

県では、これからのあり方はどうすればいい

のか、研究を重ねていただくようにお願いした

いのですが、既存施設もあります。機能充実な

ど工夫を含めて要望したいと思いますが、部長

の思いを聞かせていただきたいと思います。

発達障がいの○福祉保健部長（渡辺善敬君）

支援につきましては、年齢や生活環境の移り変

わりで支援が途切れることがないよう、切れ目

のない支援体制の構築が重要であると考えてお

ります。

このため、宮崎県発達障がい者支援計画で

は、本県の発達障がい支援の中核機関である発

達障害者支援センターが中心となり、市町村へ

の支援体制調査や保健、福祉、教育、労働など
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各機関の役割整理、地域支援体制会議の創設な

どを行いながら、身近な地域での支援体制の充

実・強化に努めているところです。

また、医師会や医療機関との連携による早期

発見や療育支援サービスを行う事業所による早

期支援等も行いながら、切れ目のない支援体制

をしっかり構築してまいりたいと考えておりま

す。

この問題、28年６月にも取り○岩切達哉議員

上げまして、早期療育の場の問題についてお願

いをいたしましたけれども、３年経過して、幼

児期の療育の場の過密さといいますか、入れな

い、利用できない実態は拡大しています。当

然、判定される子供がふえていることが背景に

あるんですけれども、ぜひ支援体制の構築に御

尽力をいただきたいと思います。

続いて、精神障がい者支援について伺いたい

と思います。

精神障害者保健福祉制度は、地域移行支援、

地域定着支援を中心に、精神障がい者が地域の

一員として、安心して自分らしい暮らしができ

るようにすること、それを支える精神障がい者

にも対応した地域包括ケアシステム構築などが

その目標とされています。

基本的には、精神障がい者支援は、入院医療

から地域生活中心へとなって、積み上げられて

きた政策の俎上にあると思います。

宮崎県として、地域移行支援の取り組みは、

実績を含め、どのように行われ、またこれから

行っていこうとしているのか、お聞かせいただ

きたいと思います。

精神障がい者○福祉保健部長（渡辺善敬君）

が、入院ではなく在宅等で安心して自分らしい

暮らしをすることができるよう、精神障がいに

も対応した地域包括ケアシステムを構築するこ

とは、重要だと考えております。

このため県では、関係機関で構成される協議

会を県や保健所に設置し、各地域でのネット

ワークづくり等に取り組んでおります。

県の障がい福祉計画では、精神科病院におけ

る入院期間１年間以上の患者数の減少を目標と

しておりまして、平成30年度は3,297人で、計画

の最終年度である令和２年度の目標に至ってい

るわけではありませんが、５年前と比較し約380

人減少しております。

長期入院患者が退院するに当たりましては、

退院後の地域生活に不安を抱える場合もあるこ

とから、地域移行をかなえた精神障がい者の

方々がみずからの体験を語る、いわゆるピアサ

ポート活動も促進しながら、今後とも、精神障

がい者の地域移行を進めてまいりたいと考えて

おります。

今、県や保健所でのネット○岩切達哉議員

ワークづくりの場があるということでございま

したけれども、しっかりと開催回数を伸ばして

いただいて、実効性のあるものになるよう進め

ていただきたいと要望したいと思います。

関連する、ひきこもり支援について伺いたい

と思います。

ひきこもり対策は、宮崎県ひきこもり地域支

援センター、保健所などで取り組まれていると

認識しております。

厚生常任委員会の県外調査で、全国でも最先

端の取り組みをされている秋田県藤里町を訪ね

ました。ひきこもり対策については、いわゆる

引きこもっている状態を、ただ外に出すという

考えから、本人の選択を尊重し、寄り添う支援

に変化し、その中で藤里町では、引きこもって

いる方がいなくなったというお話でありまし

た。

- 32 -



令和元年11月28日(木)

宮崎県での対象者調査、民生委員の御協力を

いただいて、601名という報告がさきにありまし

たけれども、一方、推計では4,600人程度、この

ようなことが言われるものであります。

県として、この問題にどのように対策を行っ

ていく予定としておられるか、お聞かせいただ

きたいと思います。

県では、ひき○福祉保健部長（渡辺善敬君）

こもり地域支援センターにおきまして、専門の

コーディネーターが面談を行ったり、コーディ

ネーターが自宅に訪問させていただくなど、本

人の状況に応じた支援を行っておりまして、平

成30年度は延べ792件の相談対応を行いました。

また、家族への支援も必要でありますことか

ら、電話や面談を通じまして、家族の不安や悩

みを和らげるとともに、本人に合った適切な助

言等も行っております。

御紹介のあった秋田県藤里町のような、住民

に寄り添った支援も重要であると考えておりま

して、県としては、各保健所をその圏域のサテ

ライトと位置づけまして、地域での相談対応に

も取り組んでおり、引き続き市町村とも連携

し、きめ細やかな支援に取り組みたいと思って

おります。

続いて、ギャンブル等依存症○岩切達哉議員

対策について伺います。

ギャンブル等依存症対策基本法が制定されま

して、自治体では、ギャンブル等依存症対策推

進計画策定と、その施策の展開が求められてお

ります。これについては、自助グループの活動

を結成させたり、支援したりなど、高度な支援

能力が必要ですけれども、県として、どのよう

に対策を行っていくことを予定しておられる

か、お聞かせいただきたいと思います。

県では、ギャ○福祉保健部長（渡辺善敬君）

ンブル等のほか、アルコールや薬物の各種依存

症を対象とした対処事業を、平成30年度から実

施しておりまして、精神保健福祉センターに配

置した専門の相談員が当事者への相談対応を

行っているほか、家族教室の開催などにも取り

組んでおります。

また、医療機関や関係事業者のほか、依存症

当事者の自助グループ等により構成される協議

会を設置し、連携協力体制を整備しながら、情

報の共有や、各種依存症に関する総合的な課題

の検討にも取り組んでおります。

ギャンブル等依存症対策につきましては、今

年度、国の基本計画が策定されたところであり

まして、今後、この協議会の中で、県の計画の

策定に向け、必要な調査や協議を進めてまいり

ます。

精神障がい者の地域移行支○岩切達哉議員

援、そしてひきこもり対策、依存症対策、それ

以外にも精神領域の問題として、盗癖症とか、

窃盗症と言われるクレプトマニア、それから小

児性愛者で性犯罪を繰り返すペドフィリアなど

の、精神領域の見識を持って対応するべき犯罪

予防の取り組み、本当に広い範囲での対応が必

要であります。

精神保健福祉センターの名前が再々答弁に出

ましたけれども、少数精鋭で頑張っておられま

す。それでいいのかという問題について答弁を

いただきたいんですけれども、自殺予防対策だ

とか、発達障がいの取り組みも含めますと、精

神保健福祉のニーズは拡大する一方でありま

す。

このニーズに的確に対応するために、県組織

に総合的かつ専門性を発揮できる組織をつくっ

て対応すべきだと考えますが、部長の見解をお

伺いしたいと思います。
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近年、健康や○福祉保健部長（渡辺善敬君）

経済、人間関係等の問題によりまして、家庭や

職場、地域では、さまざまな不安や悩みを抱え

る方々が増加するなど、精神保健福祉行政の課

題は多様化しております。

このため県では、御指摘の精神保健福祉セン

ターにおいて、精神障がい全般に対する相談対

応を行うとともに、ひきこもり支援や各種依存

症対策、自殺対策等の幅広い業務に精神保健福

祉士などの資格を持つ職員が専門的に取り組ん

でおります。

今後とも、このセンターを中心に、医療や福

祉、雇用など幅広い関係機関と連携を図りなが

ら、支援の必要な方々が地域において安心して

生活することができるよう、精神保健福祉の一

層の向上に取り組みたいと考えております。

精神保健福祉分野の一層の向○岩切達哉議員

上に向けて取り組むということで、体制の整備

をというふうに御提供させていただきました。

一遍に答えは出ないと思いますけれども、県

としての姿勢を示すものとして、ぜひ検討を続

けていただきたいと思います。

次に、児童虐待対応について伺います。

児童虐待防止法に基づく通告は、昨年度1,379

件と過去最多になりました。通告を受けて、児

童福祉司が児童を施設に入所させる、いわゆる

措置を行う場合に、保護者負担金を徴収するこ

とになっていることについて取り上げたいと思

います。

まず部長に、児童養護施設等に 里親を含―

みますけれども 子供が入所措置された場―

合、保護者の負担金が生じることについて、実

情を御説明いただきたいと思います。

質問の背景には、虐待死事件が多く報道され

ておりましたけれども、東京都目黒区の５歳の

女児、５歳なのにお手紙を残していた、母親も

ＤＶのもとにあったとか報道されておりますの

で、御記憶にあると思います。この中で、その

５歳児を一時保護中に、児童相談所が施設を勧

めた。保護者も、実は最終的に殺めてしまった

お父さんも、施設入所でいいかなと思ったんだ

けれども、費用負担の話をしたところ、その態

度が一変したと、こういう報道がありました。

そういうことがあり、事件になったというこ

とですから、費用負担ということについて、ま

ずは制度について簡単に御説明いただきたいと

思います。

児童福祉法の○福祉保健部長（渡辺善敬君）

規定によりまして、県が子供を児童養護施設等

に入所させた場合には、本人または保護者か

ら、その負担能力に応じ、費用の全部または一

部を徴収することができるとされております。

県では、費用の徴収に関する規則を定めまし

て、国の定める徴収基準額に準じ、世帯所得に

応じて決定した金額を、毎月、保護者から徴収

しております。

通告を受けて、入所が必要だ○岩切達哉議員

と判断した場合に、保護者に同意を求めるわけ

なんですけれども、半分いいかなと思ったり、

半分嫌だなと思ったりする、そういうのを説得

していくケースワーカーの取り組みがあります

が、そこにお金が必要ですとなれば、子供を連

れていく、そして金までよこせと言うのかと、

こういうふうにトラブルになっていく、こじれ

る現実があるわけであります。

実際のところ、宮崎県の保護者負担の割合な

ど、現状をまずはお聞かせいただきたいと思い

ます。

児童養護施設○福祉保健部長（渡辺善敬君）

等への入所に要する費用につきましては、国と
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県が主に負担する措置費で賄われておりまし

て、平成30年度の措置費の総額は、約26億5,900

万円です。

そのうちの一部に保護者負担金が充てられて

おりまして、その総額は約1,300万円で、措置費

に占める保護者負担金の割合は約0.5％となって

おります。

全体に占める率は本当に小さ○岩切達哉議員

いんですけれども、最終的に、先ほどの５歳児

の例のように費用負担が必要になったケース

は、やっぱりそこが最大のネックになることが

あります。

部長に要請したいのですが、厚労省に対し

て、費用負担を定めた部分、児童福祉法の56条

の運用の変更を求めてはどうでしょうか。

先ほど「できる」規定ですね、と説明をいた

だきました。ただ、徴収をしないとすれば、

じゃ、地方自治体で負担してくださいねという

ことになりますので、県費持ち出しになりま

す。実際は必須ということになります。

私は、虐待から保護する場合は費用負担のこ

とは考えない、費用負担なしでと考えますが、

その点についてのお考えをお聞かせいただきた

いと思います。

保護者負担金○福祉保健部長（渡辺善敬君）

の免除につきましては、負担金の徴収が保護者

の施設入所措置への同意を阻害する要因の一つ

となっているなどの意見もありますことから、

議員の御指摘は重要であると認識しておりま

す。

他方で、負担金の問題等で、仮に保護者の同

意を得られない場合であっても、家庭裁判所の

承認を得ることにより、同意なしで入所措置を

行うことができます。このため、保護が必要と

判断された場合には、所定の手続により入所措

置を行い、児童の安全を確保しております。

また、施設への入所措置の理由には、児童虐

待だけでなく、発達障がいや非行などにより保

護者による養育が困難であるなど、さまざまな

理由があります。このため、児童虐待のケース

のみを対象とした負担金を免除することは、公

平性の観点から課題もあるものと考えておりま

す。

負担金制度があるから、それ○岩切達哉議員

を運用すると公平性の話が出てくるということ

だと思います。負担金制度をなくすということ

になれば、そこには問題は発生しない。強制的

に入所措置ができるということは、確かに裁判

所などの手続をしてできますけれども、その後

もケースワーカーは、その保護した子供の親と

関係修復の努力をするわけです。そこで、ずっ

とお金の話が出てくるわけですね。

そういう話になっていますし、その強制措置

は、実は２年間の限定ですね。２年間たったら

再度、裁判所に相談しなければならない、こん

な制度です。目黒区の５歳児は、現実にそのこ

とで児童相談所を諦めちゃったわけです。

やっぱり大きな問題だというふうに思いまし

て、しっかりこのことについて、ケースワー

カーサイド、保護者サイド、負担感というもの

を部長として理解いただいて、機会を見つけ

て、国とも協議していただきたいと要望したい

と思います。

最後に、そのような児童福祉司の疲弊、これ

は大変なものがあります。きのう、児相職員の

休職する率が学校教員の４倍という記事が、毎

日新聞の１面にありました。

国は３年後までに、児童福祉司を2,020人増員

する計画ということで、児童相談所機能を強化

するとしているのですが、これに対して、県は
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どのような準備をしているでしょうか。

現実的に、児童相談所に伺いますと、増員は

すべきでありますけれども、執務室の環境、事

務室の広さには限りがあって、窮屈な環境で

は、よい仕事はできないところであります。

部長所管の出先機関の体制を再構築すること

を含め、検討いただきたいと思いますけれど

も、どのように対応されるのかお聞かせいただ

きたいと思います。

福祉こどもセ○福祉保健部長（渡辺善敬君）

ンターとして福祉事務所と児童相談所の組織・

機能が統合されて、10年余りが経過しておりま

す。この間、児童相談所の機能強化に取り組む

中で、職員の増員などにより、事務所スペース

の確保や執務環境の整備が課題となってきてお

ります。

このような状況に加えまして、議員御指摘の

とおり、今後、国の方針に基づき、2022年度ま

でに児童福祉司のさらなる増員も見込まれると

ころであります。

県といたしましては、現状を踏まえながら、

福祉こどもセンターが求められる機能を発揮し

ていく上で、再構築という形が最適かどうかも

含めまして、組織体制について検討してまいり

たいと考えております。

多くのことを福祉保健部長に○岩切達哉議員

伺いました。また委員会でもお会いしたいと思

います。

それでは話題をかえまして、森林資源の観光

活用に話題を移したいと思います。

宮崎県は森林県、森林セラピー基地などござ

います。

加えて、県有財産として、共に学ぶ森・ひな

もり台県民ふれあいの森・川南遊学の森、こん

な県民の森を保有しています。

しかし、これらの森林資源が観光という目的

にどう利用されているかでありますが、観光に

は余り生かされていないというふうに思いま

す。

商工観光労働部長に伺いますが、宮崎県の森

林資源、森林環境を観光面でしっかり位置づけ

て、県民の森などを生かすことはできないのか

お尋ねします。

本県に○商工観光労働部長（井手義哉君）

は、祖母・傾・大崩や九州山地、霧島連山など

の豊かな森林があり、四季折々の雄大で多様な

景観など、観光の面からも大きな魅力を有して

おります。

県では、県観光振興計画において、「みやざ

きの強みを生かした誘客の促進」としまして、

ユネスコエコパークや国立公園満喫プロジェク

トなどの取り組みにより、本県が有する豊かな

自然や地域資源を生かし、魅力ある観光地域づ

くりを進めることとしております。

近年の健康志向の高まりの中、トレッキング

や森林セラピーなど、心と体に癒やしを与えて

くれる魅力的なアクティビティーとして、森林

の活用が進められておりますので、今後とも、

県民の森を所管する環境森林部や市町村等と連

携しながら、素材の掘り起こしや磨き上げ、情

報発信に努めてまいりたいと考えております。

環境森林部長に伺いますけれ○岩切達哉議員

ども、今、磨き上げたいというお話でございま

した。どう磨き上げていくかであります。

私、現場に行きましたけれども、本当にいい

素材だと思うんです。環境税でも何でもいいん

ですけれども、少し費用をかけて整備していた

だいて、小・中学生が遠足で利用するなど、県

民が森に触れ合う場、他県の人に自慢できる宮

崎の森としての充実を図ってほしいと思いま
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す。部長の見解をお聞かせください。

県民の森は、○環境森林部長（佐野詔藏君）

森林の機能や役割を学ぶ森林環境教育や森林浴

などの森林レクリエーションの場として設置し

ておりまして、中でも、ひなもり台県民ふれあ

いの森では、オートキャンプ場のほか、近年

は、クロスカントリーコースや登山者向けの休

憩所の整備などを段階的に行いまして、昨年度

は、県内外から８万人を超える方々に利用して

いただいているところです。

今後のさらなる利用促進のためには、老朽化

しました施設の計画的な更新はもとより、通信

環境の改善や案内表示板の設置など、利用者目

線での整備も必要であります。

県といたしましては、引き続き、利用者や地

域の方々の御意見を踏まえながら、県民の森を

さらに活用していただけるよう、ハード、ソフ

トの両面から充実を図ってまいりたいと考えて

おります。

ハード、ソフト両面から整備○岩切達哉議員

を図りたいということでございますので、共に

学ぶ森・川南遊学の森も、ぜひ県民、利用者が

たくさん来ていただけるよう御尽力いただきた

いと思います。

次に、県関係職員の労働条件について伺いま

す。

この間、県の採用、受験者数の減少、著しく

なっております。

先日、教職員の小中学校教諭は1.6倍という状

況だと報道がありました。働き方改革に関連し

て、教職員の労働実態が詳しく報道されている

ことが、その受験をちゅうちょさせたのかとも

思います。労働条件というのは、本当に大事だ

というふうに思います。

それぞれの任命権者、ともに努力しておられ

ると思いますが、申しわけありません、代表し

て病院局長に伺いたいと思います。

県病院の医療従事者の確保には本当に努力さ

れていると認識しておりますが、その努力して

確保した従事者が退職に結びつかないようにす

ることも大事であります。例えば、結婚しても

出産しても働き続けられる環境整備などであり

ます。

次世代育成対策推進法などを踏まえますと、

出産・育児休業から復職後の育児短時間勤務制

度利用者の夜勤配置はしないなど、たくさんの

工夫が必要だと思います。

働きやすい職場づくりに向けて、しっかり取

り組んでいただきたいのですが、現状と方針を

お聞かせいただきたいと思います。

働きやすい職場づ○病院局長（桑山秀彦君）

くりを進める上で、仕事と育児の両立は大変重

要であります。

このため、３県立病院全てに交替制勤務職員

が利用可能な保育施設の整備を行い、また、１

日の勤務時間や週の勤務日数を短くする育児短

時間勤務制度につきまして、本人の意向を確認

しながら運用を行っております。

またさらに、昨年度からは、病院内に職員相

談室を設置しまして、仕事上の悩みに加えて、

育児休業者の職場復帰への不安を解消するため

の相談業務などを行っているところでございま

す。

現在、県立病院では常時約100名の職員が、産

前産後休暇、あるいは育児休業を取得している

状況にございます。

こうした職員が安心して育児と両立させなが

ら仕事に取り組めるように、働きやすい職場づ

くりに一層努力してまいりたいと考えておりま

す。
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病院局が、子ども・子育て支○岩切達哉議員

援事業所として表彰される日が間近だというふ

うに思っております。ぜひ、引き続き御尽力い

ただきたいと思います。

次に、会計年度任用職員制度であります。

今、詳細を詰めているところだと思いますけれ

ども、現場に行きますと、今、臨時職員、非常

勤職員という方々が担っている仕事を、ぜひこ

のまま担っていただきたい、こういう意見がご

ざいます。この制度導入で、スタッフの数が削

られることになってはよくないという思いであ

ります。

総務部長に、制度導入に当たって、配置数な

どを削減するなどのお考えはないのか、お尋ね

したいと思います。

会計年度任用職員○総務部長（武田宗仁君）

制度の導入に当たりましては、現在の臨時・非

常勤職員が担っている全ての業務について、業

務内容や勤務形態等に応じて整理を行い、必要

な業務に必要な人員を配置することが重要であ

ると考えております。

このため、現在、各所属からの会計年度任用

職員の配置要求を確認しながら、来年度の任用

予定数を検討しているところであります。

今回の業務の見直しに伴い、現在の臨時・非

常勤職員の業務の全てがそのまま会計年度任用

職員の業務へ移行するものではありませんが、

今後も、それぞれの職場の実態やニーズに応じ

た検討を進め、適切な移行を図ってまいりたい

と考えております。

同時に、この会計年度任用職○岩切達哉議員

員制度の導入は、その立場で働く人たちの年収

向上、ワーキングプアと言われる状況を変える

ことだというふうに認識します。

総務大臣も、「必要な経費は地方財政計画に

しっかりと計上して財源確保をする」と答弁し

ておられるようでありますけれども、この制度

下で働く皆さんの適正な賃金、労働条件を設定

すべきと考えますが、部長の見解をお聞かせい

ただきたいと思います。

会計年度任用職員○総務部長（武田宗仁君）

制度につきましては、国における働き方改革の

観点を踏まえ、臨時・非常勤職員の任用・勤務

条件を明確化し、適切な運用を確保することを

目的として創設された制度であります。

このため、現在、具体的な勤務条件を検討し

ているところであり、従事する職務の内容、勤

務時間に応じて、一般の職員の給料月額を基礎

とした報酬額を定めた上で、一定の条件を満た

す場合には、期末手当などの諸手当を支給する

こととしております。

また、育児や介護などの休暇制度の充実を図

ることとしており、制度の趣旨を踏まえ、適正

な勤務条件を確保してまいりたいと考えており

ます。

ぜひ、そういう立場でお進め○岩切達哉議員

いただきたいと思います。

交通政策について総合政策部長に伺います。

宮崎市の市内バスの終点が今、宮崎神宮とい

うことになっておりますが、それを芸術劇場な

どのある文化公園にという趣旨の質問でありま

す。

現場を見ますと、半分は宮崎神宮どまり、半

分は宮崎神宮を経過して文化公園まで、またそ

こを通過して国富町などに行く路線のようであ

ります。

文化公園の駐車場が少ないという苦情を御相

談いただくことがございます。施設利用者数を

引き上げていくためにも、公共交通の利便性の

向上ができたらというふうに思います。
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このバス路線を、あと一区間、伸ばすことは

できないのか総合政策部長に伺います。

宮崎神宮線の○総合政策部長（渡邊浩司君）

終点の変更につきまして、宮崎交通に確認いた

しましたところ、総合文化公園のバス停は待機

スペースが限られておりますため、当該路線の

起点・終点とすることは難しいということでご

ざいました。

その際に、宮崎交通としては、総合文化公園

近くのバス停に停車する別の路線も一定の便数

がございますことから、時間帯に応じて、それ

らの路線を御利用いただきたいとのお話をいた

だいたところでございます。

県といたしましては、宮崎交通と連携し、こ

うした路線バスの運行情報が、よりわかりやす

く、しっかりと利用者に伝わるよう、環境整備

に取り組むことで、利便性の向上を図ってまい

りたいと考えております。

総合文化公園のバス旋回場は○岩切達哉議員

十分なスペースがあって、３～４台は待機でき

る状態にあります。敷地外の文化公園停留所

は、道路の向こう側にありまして、劇場で芝居

がはけた後の大量の方をさばくには、危険な場

所であります。ぜひ、いま一度現場を見ていた

だいて、その３施設の利用者増にもつながる施

策だと思いますので、ぜひ研究をいただきたい

と思います。

次に、１問飛ばしまして、美しい宮崎づくり

について伺いたいと思います。

私は、美しい宮崎づくりという取り組みに関

心を持っております。

宮崎はきれいだと旅行者に言われること、ま

ことに地元民として誇りを感じるわけでありま

す。

そのため余計に、道路が草ぼうぼうとか、海

岸が漂着ごみでいっぱいとかだと、残念を通り

越す思いがいたします。

これまで何回か質問いたしましたけれども、

予算の問題のほか、草刈り業務を担う事業者

が、人手を確保することに苦労されているとい

うお話を伺いました。

道路管理者、海岸管理者の担当の違いもある

ということでございます。

このような状況を改善するために、例えば、

海岸清掃に適した機械の導入や、道路草刈りを

機械化して人手を要さない、合理化した方法に

することができるかなど、最新の機械・機器の

研究を行う必要があると思いますが、県土整備

部長に所見を伺いたいと思います。

美しい宮崎○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

づくりにつきましては、行政、事業者、県民の

皆様との協働のもと、良好な景観を守り、つく

り出し、活用する取り組みを進めているところ

であります。

このような中、海岸清掃や道路の除草作業に

つきましては、各管理者の委託事業や、地域が

行う美化活動への支援のほか、ボランティアな

どの協力も得ながら進めており、作業では、４

輪バギーを使ったビーチクリーナーや、肩かけ

式草刈り機なども活用されているところであり

ます。

議員御指摘の機械の導入につきましては、効

果的、効率的に作業を行う観点から有効と考え

ておりますので、市町村や関係部局とも連携を

図りながら、調査・研究を行ってまいりたいと

考えております。

全ての質問を終わらせていた○岩切達哉議員

だきました。ありがとうございました。（拍

手）

以上で午前の質問を終わり○丸山裕次郎議長
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ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時51分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開○丸山裕次郎議長

きます。

次は、重松幸次郎議員。

〔登壇〕（拍手） 公明党宮○重松幸次郎議員

崎県議団、重松幸次郎です。

通告に従い、順次質問させていただきます。

知事を初め関係部長の明快な御答弁をお願いい

たします。

令和元年も残すところあと１カ月余りとなり

ました。12月には「地球温暖化防止推進月間」

や、12月３日の「国際障害者デー」と「障害者

週間」が、また12月10日の「世界人権デー」と

「人権週間」などがございます。

「すべての人間は、生れながらにして自由で

あり、かつ、尊厳と権利とについて平等であ

る」。この有名な文言から始まる世界人権宣言

が国連で採択されたのは、1948年12月10日、国

連はこの日を「人権デー」と定め、人権尊重を

世界に訴えてきました。

法務省のホームページでは、

1949年（昭和２４年）から，毎年，「人権

週間」を定め，その期間中，各関係機関及び

団体の協力の下，世界人権宣言の趣旨及びそ

の重要性を広く国民に訴えかけるとともに，

人権尊重思想の普及高揚に努めてきました。

しかし，いじめや児童虐待などにより子ど

もが命を落とすといった痛ましい事案が依然

として後を絶たず，また，インターネット上

で他人を誹謗中傷したり，個人の名誉やプラ

イバシーを侵害したりする事案のほか，企業

等では，長時間労働による過労死，各種ハラ

スメント（嫌がらせ），不当な差別といった

問題が発生しています。

さらに，「ハンセン病家族国家賠償請求訴

訟の判決受入れに当たっての内閣総理大臣談

話（令和元年７月１２日閣議決定）」の趣旨

を踏まえ，ハンセン病患者・元患者やその家

族がおかれていた境遇を踏まえた人権啓発活

動の強化に取り組む必要があります。

とありました。

このように、12月４日からの１週間を「人権

週間」と定めておりますが、人権週間における

県の取り組みについて、総合政策部長にお伺い

いたします。

続いて、先ほど法務省ホームページにありま

したハンセン病家族対策について、お伺いしま

す。

御承知と存じますが、ハンセン病とは、らい

菌によって主に皮膚や末梢神経が侵される感染

症です。治療薬がない時代は、体の一部が変形

するなどの後遺症を残すことがありましたが、

今現在は発症自体がまれであり、早期発見と適

切な治療によって、後遺症を残さずに治るよう

になっています。

このたび、偏見や差別に苦しんできたハンセ

ン病の元患者家族に対する補償金支給法が、今

月15日、つい先日に成立いたしました。

このハンセン病をめぐって公明党の取り組み

を、我が党の機関誌から若干紹介させていただ

きます。

家族訴訟原告団の樫山勲顧問は、ハンセン

病によって13歳で国立療養所に強制入所させ

られ、それがきっかけで家族が離散した経験

を持つ。

ハンセン病は非常にうつりにくく、1940年
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代には有効な治療薬も登場した。にもかかわ

らず、日本では1996年に「らい予防法」が廃

止されるまで90年近く隔離政策が続き、偏見

・差別が助長されてきた。

1998年に樫山さんら療養所入所者は、国に

賠償を求める初の訴訟を熊本地裁に提

起。2001年５月の判決で隔離政策は違憲と判

断され、原告が勝訴した。

しかし、政府は通例に従って控訴の構えを

見せる。この時、公明党の坂口力厚生労働相

（当時）は、 役人という役人が反対 という“ ”

中、辞表を懐に忍ばせながら「控訴断念」を

強く主張した。

公明党も党を挙げて政府に要請した結果、

小泉純一郎首相（当時）は控訴断念を決断。

同年６月には、入所者らに対する補償金支給

法が成立した。

坂口氏は、「公明党は人権の尊重を高く掲

げた党だ。ハンセン病に対しても、人権無視

があれば正すべきだという思いが強かったこ

とが、当時の私を突き動かした。首相が「控

訴する」と言ったら辞表を出す覚悟だった」

と振り返る。

その後も公明党は、2008年に元患者らの福

祉の増進や名誉回復を進める「ハンセン病問

題基本法」の成立を推進するなど、元患者ら

と共に歩んできた。

一方、今後の課題もある。全国14カ所の療

養所にいる平均年齢85歳超、約1,200人（今

年５月現在）の入所者のケアに加えて、今回

の家族補償対象者への周知、そして、家族訴

訟の判決でも指摘された人権啓発活動・教育

の強化だ。

とありました。

執行部の説明によると、全国では1,215名の入

所者のうち、本県の当事者は38名おられるとお

聞きしました。

全国ハンセン病療養所入所者協議会の藤崎陸

安事務局長は、「ハンセン病問題は後世に伝え

るべき歴史だ。我々が死んだら終わりでは困

る」と指摘。家族補償は新しい啓発の出発点だ

と力説されております。

そこで、ハンセン病の正しい知識の啓発につ

いて、県ではどのように取り組んでいるか、福

祉保健部長にお伺いします。

以上２件を壇上からの質問とし、以下は質問

者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答○総合政策部長（渡邊浩司君）

えいたします。人権週間についてであります。

人権尊重思想の普及高揚を図るため、国

は、12月４日から10日までを「人権週間」と定

めておりまして、全国的にさまざまな啓発活動

が実施されております。

本県では、人権週間のイベントとして、毎

年、ジンケンジャーのショーや啓発資料の配布

等の街頭啓発を実施しておりまして、ことし

は12月７日にイオンモール宮崎で実施をいたし

ます。また、翌８日には、青島太平洋マラソン

の会場でも街頭啓発を予定しております。

そのほか、期間中には、人権啓発のテレビＣ

Ｍの放送や県立図書館での人権啓発パネル展、

人権に関する作品の授賞式など、さまざまな啓

発事業を集中的に行うこととしております。

今後とも、関係機関と連携を図りながら、県

民の人権意識の高揚に努めてまいりたいと考え

ております。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（渡辺善敬君）

えします。ハンセン病の正しい知識の啓発に係

る県の取り組みについてであります。

ハンセン病の元患者及びその家族に対する偏
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見と差別のない社会を実現するためには、正し

い知識の啓発が重要です。

このため県では、親子や学生など、県民の皆

さんがハンセン病療養所を訪問し、入所者と直

接交流を図る「ふれあいハンセン病療養所訪問

事業」や、入所者を講師として学校等に派遣

し、体験をもとにした講演を行っていただく

「語り部派遣事業」に取り組んでおります。

また、地域において正しい知識の啓発を行う

人材育成を図るため、市町村や県の職員による

療養所訪問事業を実施し、本県出身の入所者と

の意見交換等を行っております。以上でありま

す。〔降壇〕

それぞれに御答弁いただ○重松幸次郎議員

き、ありがとうございました。

人権啓発に関しましては、昨年度の実績で

も、研修会や各種の催しの開催など、多岐にわ

たって取り組まれていることをお伺いいたしま

した。

これからも人権に関する問題が次々と顕在化

すると想定し、人権に関する教育・啓発につい

て、さらに充実していくことが必要であると考

えますので、さらなる啓発運動をお願いいたし

ます。

また、ハンセン病問題解決に向けては、超党

派で取り組む課題でありますが、その上で我が

党は、「痛切な反省の上に立って、国が人権を

踏みにじった歴史と事実が語り継がれるよう、

当事者の視点に立った啓発事業の展開に取り組

む。また、元患者が最後まで安定した生活が送

れるよう支えて、寄り添い続ける」と決意をし

ております。

繰り返しになりますが、偏見・差別の解消に

向け、県としても、人権教育や啓発活動の強化

をお願いいたします。

それでは続きまして、来年度の予算編成や重

点事業について伺います。

質問に当たり、令和４年までの計画である

「未来みやざき創造プラン（アクションプラ

ン）」に目を通してまいりましたが、人口減少

対策や危機管理の強化とあわせて、地域経済の

活性化、来年の国民文化祭・障害者芸文祭の開

催、そして、国民スポーツ大会の開催など、多

くの課題を抱えて、それらに的確に対応しなが

ら進んでいかなくてはなりません。

そこでまず、令和２年度当初予算編成にどの

ように取り組むのか、知事にお伺いいたしま

す。

令和２年度当初予算編○知事（河野俊嗣君）

成に当たりましては、基本方針として、人口減

少下にありましても地域の活力を維持していく

ために、「持続可能な宮崎県の土台づくり」と

しまして、１つには、地域や産業を支える人財

の育成・確保、２つ目として、魅力的で持続可

能な地域づくり、３つ目として、社会の変化に

対応し、成長する産業づくり、この３つの柱に

基づく取り組みに重点的な措置を講ずることと

しております。

また、昨今、県内外で頻発する自然災害を踏

まえますと、防災・減災、国土強靱化、その財

源を確保しながら積極的に取り組んでいくこと

も大変重要だと考えておりますし、６月に策定

しました財政健全化指針を踏まえ、社会保障関

係費や公共施設の老朽化対策、国民スポーツ大

会開催に伴う経費など、多額の財政負担が見込

まれる事業につきましては、将来にわたる負担

の平準化及び総額の抑制を図り、計画的な予算

計上を行うこととしております。

将来を見据えて、積極的な○重松幸次郎議員

事業の展開を図ると理解いたしました。一方
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で、社会保障関係費や公共施設の老朽化対策、

そして国民スポーツ大会等の開催経費など、多

額の財政負担が予想されます。

そこで、確認の意味でありますが、国民ス

ポーツ大会と全国障害者スポーツ大会に係る総

事業費の見込みについて、総合政策部長にお伺

いいたします。

国民スポーツ○総合政策部長（渡邊浩司君）

大会と全国障害者スポーツ大会の開催に向けま

しては、まず、総合開会・閉会式、競技会の運

営などの大会運営や、県が新たに整備する陸上

競技場、体育館、プールなどの施設整備、さら

には、天皇杯獲得に向けた競技力向上など、さ

まざまな準備を進めていく必要があります。

これらの取り組みには、相当額の費用が必要

になりますが、大会に係る経費の総額といたし

ましては、先催県の実績等により試算をし、国

民スポーツ大会で約658億円、全国障害者スポー

ツ大会は、競技力向上に要する経費を除き、

約30億円を見込んでいるところであります。

午前中もそのような議論が○重松幸次郎議員

ございました。

御答弁いただいたように、施設整備、運営経

費で、障害者スポーツ大会も含めますと680億円

以上の費用が必要になってまいります。

先月、総務政策常任委員会の県外視察で、

「2018年福井しあわせ元気国体」の開催後のお

話を聞くことができました。

現地でも伺いましたが、地元新聞記事には、

「福井県は県内の経済波及効果が600億円以上に

なるとの推計を明らかにした。県と市町が支出

した費用の約1.34倍に当たる。県は「実体経済

として把握しているわけではないが、建設業や

宿泊、飲食店、運送業など地元に与えた影響は

大きい」と分析している。」とありました。

多額の施設整備、運営経費をかけて開催され

る国民スポーツ大会、また全国障害者スポーツ

大会でありますので、関係団体と連携して、着

実に準備を進めていただき、成功裏に開催され

ることを願っております。そしてその成果が、

その後の「スポーツランドみやざき」の資産と

してしっかり残っていくことを期待しておりま

す。

次に、予算要求限度額の中で２点お伺いしま

す。

今後起こり得るさまざまな施設整備の社会イ

ンフラの拡充と管理などが見込まれております

が、その中でも、令和２年度当初予算における

公共事業に対する予算措置の考え方について、

総務部長にお伺いいたします。

近年の激甚化・頻○総務部長（武田宗仁君）

発化する豪雨災害や南海トラフ地震など大規模

災害から県民の命・財産を守るため、社会資本

の整備は喫緊の課題であると認識しておりま

す。

このため、公共事業費につきましては、令和

元年度当初予算よりマイナスシーリングを廃止

したところであり、国の「防災・減災、国土強

靱化のための３か年緊急対策」に基づく公共事

業につきましても、別途要求を認めることとし

ております。

さらに、令和２年度当初予算より、高速道路

に係る直轄事業負担金について、国からの内示

見込み額を措置することとし、「命の道」とし

て重要な役割を果たす高速道路の整備に係る財

源を十分に確保することとしております。

本年も九州北部の豪雨、ま○重松幸次郎議員

た台風15号の強風からの大規模停電と、19号で

は河川が氾濫し、甚大な被害が発生しました。

これからもますます自然災害が猛威を振るうこ
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とが予想されます。

そこで、県土整備部において、「防災・減

災、国土強靱化のための３か年緊急対策」にど

のように取り組んでいくのか、県土整備部長に

お伺いいたします。

国土強靱化○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

の３か年緊急対策につきましては、重要インフ

ラの点検結果を踏まえ、のり面対策や耐震対

策、浸水対策などに取り組んでいるところであ

ります。

これまでの主な対策としまして、道路ののり

面対策については、対象となった34カ所のう

ち、国道219号など29カ所で整備を進めているほ

か、国道218号の干支大橋などの耐震補強、油津

港の岸壁耐震化などに取り組んでおります。

特に、今年度、全国各地で大きな被害が発生

した河川の浸水対策につきましては、重点的に

予算措置がなされており、対象となった158河川

のうち、瓜生野川など103河川で、樹木伐採や河

道掘削を進めております。

県としましては、早期に効果が発揮できるよ

う、３か年緊急対策の着実な推進に努めますと

ともに、引き続き、必要な予算を確保し、防災

・減災対策に全力で取り組んでまいります。

河川の河道掘削や道路のの○重松幸次郎議員

り面補強、そのほかにも橋梁や護岸補強など、

さまざまにあろうかと思います。県民の命と暮

らしを守る公共工事、よろしくお願いいたしま

す。

続いて、令和２年度の３つのテーマである重

点事業の中からお伺いします。

まずテーマ１の「地域や産業を支える人財の

育成・確保」でありますが、人口減少や高齢化

率の進む本県にとって、担い手の確保は重要で

あります。

中でも、20歳代前半の女性の県外流出が顕著

な本県において、ＵＩＪターンの増加を図り、

「みやざきで暮らし、働く」よさを伝えること

が効果的と考えます。

そこで、今回２回目となる「ひなた女子就職

応援セミナー」の目的と取り組みについて、総

合政策部長にお伺いいたします。

「ひなた女子○総合政策部長（渡邊浩司君）

就職応援セミナー」は、20代前半の女性の県外

流出が大きいことを踏まえまして、県内外に進

学した女子学生を対象として、県内企業等で活

躍する女性との交流の場を提供することによ

り、「みやざきで暮らし、働く」ことのよさを

伝え、県内への就職を促進する取り組みであり

ます。

今年度は、12月から１月にかけて、県内３カ

所、県外３カ所の計６カ所で開催する予定であ

りまして、特に県外では、新たな取り組みとい

たしまして、本県と連携協定を締結している大

学で交流会を開催するとともに、本県出身の学

生への周知等にも御協力をいただいているとこ

ろであります。

今後とも、大学など関係機関としっかり連携

しながら、女性の県内就職の促進に努めてまい

りたいと考えております。

本県で働く女性社員と気楽○重松幸次郎議員

なフリートーク形式で、将来的にライフイベン

トによるキャリアの見直しをして、１人でも多

くの女性が戻ってくることを期待します。

一方、平成27年から国の事業でありました、

県内の大学と地域が連携したＣＯＣ＋（プラ

ス）事業が終了するとのことですが、学生の県

内企業・役所への就労意識と実績も上向き、企

業側のインセンティブも働き始めていただけ

に、これで終わらせるのは非常にもったいない

- 44 -



令和元年11月28日(木)

なと思っております。よって、この地方創生推

進事業（ＣＯＣ＋）が継続できますように、県

からもサポートをお願いいたします。

午前、質問で岩切議員も紹介されましたが、

明るい話題に、「都道府県「幸福度」ランキン

グ2019」で、宮崎県が堂々の全国１位に輝きま

した。

また、「よい子どもが育つ都道府県」でも宮

崎県は第２位になっています。

若い世代に、温暖で豊かな自然、人のよさ、

物価が安いなどなど宮崎の魅力を浸透させるこ

とが、郷土愛を高め県内就職率の向上につなが

ると思います。あわせて、宮崎で暮らし、結婚

や子育てについても同様ですが、若いうちから

結婚・子育てについて考えてもらうためのライ

フデザイン事業について、県の取り組みを福祉

保健部長にお伺いいたします。

県民全体で子○福祉保健部長（渡辺善敬君）

供と子育てを応援する機運を醸成するため、若

い世代が結婚・子育てを遠い未来のこととして

捉えるのではなく、早いうちから、自分自身の

将来の人生設計の一つとして考えてもらうこと

が大切です。

このため、若い世代に就職や結婚、出産、家

族との関係など将来をイメージしてもらう機会

を提供するライフデザイン事業を実施しており

ます。

昨年度は、大学生や高校生等を対象とした出

前講座を５回、社会人も対象に加えたシンポジ

ウムを３回開催したところでありまして、参加

人数は491名となっております。

今後もライフデザイン事業を通しまして、若

い世代の結婚や子育てに関する意識を高めてい

けるよう、取り組みを進めてまいります。

さらに子供・子育ての環境○重松幸次郎議員

を整えていくことが求められます。そこで、我

が党の強力な推進により、幼児教育・保育の無

償化が10月１日からスタートし、やがて２カ月

を迎えようとしています。多くの子育て世帯に

喜ばれる一方、無償化に対する課題や疑問の声

も上がっているようです。

10月１日からスタートした幼児教育・保育の

無償化について、開始後の県内の状況を、福祉

保健部長にお伺いいたします。

無償化による○福祉保健部長（渡辺善敬君）

影響を把握するため、県内の保育所、幼稚園、

認定こども園等の入所児童数を調査しましたと

ころ、本年４月１日時点の数に対する10月１日

時点の数の増加率は8.0％でございまして、昨年

４月１日時点の数に対する10月１日時点の数の

増加率7.6％と、ほぼ同水準でございました。

また、市町村に聞き取りを行い、現時点では

大きな混乱が生じている状況にはないと承知し

ておりますが、来年４月の入所児童の動向等に

ついても、引き続き注視していく必要があると

考えております。

今後とも、幼児教育・保育の無償化が子育て

世代の経済的負担の軽減に資するものとなるよ

う、市町村等と情報共有しながら、必要な保育

の受け皿の確保に取り組んでまいります。

おおむね順調にスタートで○重松幸次郎議員

きたことに安心しました。この幼児教育無償化

は、政府・与党として、全世代型社会保障の構

築に向けて、消費税10％の引き上げの増収分の

使い道を変更し、国として「少子化を克服す

る」「子育て世代の負担を軽くする」という強

いメッセージを発信し、未来の宝である子供た

ちを社会全体で育てていく大きな第一歩になっ

たと考えております。

子育て世帯支援を大幅に拡充させる大改革で
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ありますが、これがゴールではなく、新たなス

タートであります。課題を見つけて、よりよい

制度にするために、改善も求められます。我が

党の全議員も今、アンケート調査を開始し、

「声を聞く運動」を展開しています。

県としても、地域の実情を把握し、見える化

する仕組みをお願いします。「幸福度ナンバー

ワン」、そして「よい子どもが育つ、日本一の

みやざき」をとわに築いてまいりたい、このよ

うに思います。

次のテーマである「魅力的で持続可能な地域

づくり」についてお尋ねします。

アクションプランの中でも、さまざまな角度

から取り組み方針が打ち出され、直近の現況値

と、令和４年までの目標値が示されておりま

す。

このうち、観光・スポーツ・文化振興プログ

ラムの重点項目、魅力ある観光地域づくりと誘

客強化の指標について、「本県の認知度、また

魅力度」が挙げられていますが、現況値が、認

知度36位、魅力度20位とありました。もっと高

いものと思っていましたが、そこで、本県の認

知度・魅力度を高めるためにどのように取り組

んでいくのかを、知事にお伺いいたします。

県ではこれまで、温暖○知事（河野俊嗣君）

な気候や美しい自然、豊かな食、神話や神楽等

の伝統文化など本県の魅力を、「日本のひなた

宮崎県」というキャッチフレーズのもとに、官

民一体となって積極的にＰＲしてきたところで

あります。

特に今年度は、ワールドサーフィンゲームス

の開催、さらにはラグビーワールドカップの事

前キャンプの受け入れなども行い、宮崎を国内

外に積極的に発信してきたところであります。

こういう機会に、県自身の発信というのもも

ちろん大切でありますが、大会等に参加した選

手なり、大会関係者による発信、これも大変大

きいものがありまして、イングランド代表のエ

ディー・ジョーンズヘッドコーチも、また先

日、ダンロップフェニックスで来県された、全

米オープンのチャンピオンであるゲーリー・

ウッドランド選手も、「宮崎牛を」ということ

を、いろんなところでインタビューでコメント

していただき、大変ありがたく思ったところで

あります。

来年は、いよいよ東京オリンピック・パラリ

ンピックが開催され、多くの方が日本国内に来

られる。また、日本に注目が集まる。そういう

機会でありますので、本県におきましても、10

月に国文祭・芸文祭が開催されるなど、本県の

魅力をＰＲする絶好の機会であると考えており

まして、新宿みやざき館ＫＯＮＮＥも活用し

て、効果的なプロモーションに取り組んでまい

りたいと考えております。

今後とも、メディアを活用した情報発信や、

大手民間企業等とも連携した取り組みなど、引

き続き、私も先頭に立って、オール宮崎の体制

で、「日本のひなた宮崎県」の魅力をしっかり

と発信してまいりたいと考えております。

さまざまな取り組みを駆使○重松幸次郎議員

して、認知度・魅力度アップをお願いいたしま

す。

先日、県庁を退職され、現在は宮崎空港ビル

にお勤めの大坪篤史さんが出版された、「青の

国を旅しよう」という宮崎の魅力を伝える本を

読ませていただきました。

県庁時代に培った知識と経験を生かし、農林

水産品の「もの」で伝え、県職員手づくりのツ

アーでつづった「旅」で伝え、そして、御自身

が詠まれた短歌「歌」で、市町村ののどかな情
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景を伝えられています。

宮崎県全域のありとあらゆる特産や観光ス

ポットが紹介されており、大変興味深く、また

丁寧でわかりやすい解説に感服した次第であり

ます。

同じようなことはできませんけれども、何よ

りも県民一人一人が広告塔になって、少しでも

宮崎の魅力を発信することが大切だと感じまし

た。私もこの本を活用して、宮崎の魅力を伝え

てまいります。

先月、南九州観光振興会議が開催され、観光

振興議員連盟の一員として参加しました。基調

講演では、九州経済連合会の観光担当部長の升

本氏が、「真の観光広域連携に向けて」と題し

て講演をされました。

九州インバウンドの現状を分析され、日韓の

政治問題等が反映し、入国者数の伸びが鈍化傾

向にあること、九州の空港（国際路線）の課

題、そして観光ツーリズムと商品造成の重要性

などを話されました。

それにはマーケティング（何を）、またター

ゲッティング（誰に）、アライアンス（何を提

携）させるのかを強調されました。

その戦略の事例として、一つは台湾からの誘

客を南九州三県の周遊で連携する、もう一つは

台湾修学旅行の推進、そしてもう一つは、九州

のサイクルツーリズムによる南九州の連携であ

りました。

ところが、九州のサイクルツーリズムの現状

は、地勢上の優位性はあるものの、体系的・戦

略的な取り組みや、出口戦略（アウトプット）

の未整備、また各県がそれぞれに単体でイベン

トを行っている、ルート設定が県境をまたいだ

ものがないと指摘されています。

そこで、四国と本州を結び瀬戸内海を横断す

る「しまなみ海道サイクリング」のように、南

九州が連携したサイクルコースを提案されまし

た。

サイクルツーリズムの推進のために、県境を

またぐ広域的なサイクルルートの構築が重要で

あると思いますが、商工観光労働部長にお伺い

いたします。

近年、サ○商工観光労働部長（井手義哉君）

イクルツーリズムは人気を集めておりまして、

温暖な気候や豊かな自然など、サイクリングに

適した条件がそろっております本県において

も、モデルルートの設定やサイクルスタンドの

設置などに取り組んでいるところであります。

そのような中、県境をまたぐサイクルルート

の構築は、広域での周遊の促進につながること

が期待できますことから、九州地方自治会にお

いて、九州を一周する広域推奨ルートを設定す

ることといたしておりまして、本県といたしま

しても、現在、大分県、鹿児島県と具体的な議

論を重ねているところでございます。

今後とも、受け入れ環境の整備や情報発信な

どに積極的に取り組むとともに、九州各県とも

幅広く連携を図ってまいりたいと考えておりま

す。

本県では今現在も、宮崎市○重松幸次郎議員

と日南市を結ぶ「グレートアース宮崎ライド」

や、串間市、日南市を結ぶ「ツールド南宮崎」

などのサイクルイベントも人気上昇中と聞きま

した。

南九州三県が連携してサイクルルートを提案

できれば、自由に無理なく周遊し、観光スポッ

ト・物産販売・宿泊がセットになって、一層の

地域振興が図られるものと思います。

また一方で、サイクルルートの構築には、案

内標識、サイクルラックの整備、ゲストハウス
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やレストランなどの協力店も必要です。そして

何よりも、自転車が安全で快適に走れる路面整

備が重要であります。

そこで、サイクルツーリズムの推進には、自

転車通行空間の整備が必要と考えますが、県の

考えを県土整備部長にお伺いいたします。

サイクル○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

ツーリズムの推進につきましては、９月に策定

しました「宮崎県自転車活用推進計画」におい

て、目標の一つに掲げており、県内の各地域の

特性を生かしたモデルルートの設定や、自転車

通行空間の整備等に積極的に取り組むこととし

ております。

この推進計画におきましては、国などの関係

機関と連携し、今後10年間で120キロメートルの

モデルルートの整備を目指しているところであ

ります。

このうち、県におきましては、今年度から、

日南海岸地域のモデルルートを形成する県道内

海加江田線におきまして、自転車通行部を明確

化する路面標示などの整備を進めていくことと

しております。

引き続き、商工観光労働部と連携を図りなが

ら、広域的なサイクルルートを含むモデルルー

トにも対応した自転車通行空間の整備を行い、

サイクルツーリズムの推進に取り組んでまいり

たいと考えております。

サイクルスポーツの振興、○重松幸次郎議員

サイクルツーリズムの推進をよろしくお願いい

たします。

自転車は、子供から高齢者まで手軽に乗れ

て、環境的にも経済的にも優しい便利な乗り物

です。

ですが、便利な反面、自転車と歩行者の事故

もふえているようです。

自転車に関連してですが、先月の常任委員会

で、「自転車の安全で適正な利用の促進に関す

る条例（仮称）」の制定について、制定スケジ

ュールの報告がありました。

この自転車条例を制定する目的と内容につい

て、総合政策部長にお伺いいたします。

自転車に関す○総合政策部長（渡邊浩司君）

る条例は、自転車の安全で適正な利用の推進

と、自転車事故の被害者の保護を図るため、制

定に取り組もうとするものであります。

その背景といたしましては、県内におきまし

て、自転車事故がいまだ多く発生している現状

があり、交通ルールやマナーを守らない利用者

に対して改善を求める要望が、県民から数多く

寄せられていること、また、事故による高額賠

償事案が全国で発生しており、被害者の救済は

もちろんのこと、加害者の経済的破綻を防ぐ必

要があることなどがございます。

条例では、このような状況を踏まえ、交通安

全教育の実施や自転車の点検整備の促進、自転

車損害賠償保険等への加入などについて盛り込

むことを検討してまいりたいと考えておりま

す。

交通ルール、マナーの充実○重松幸次郎議員

を優先的に取り組まれ、そして自転車の点検整

備、また自転車保険の加入促進も図られますよ

う、条例の制定をよろしくお願いいたします。

この自転車マナーや交通ルールを徹底するに

は、小中学生の時期から身につけることが大事

です。そこで役立ってくるのが、「自転車運転

免許証」だと思います。北九州市のホームペー

ジに次のようにありました。

「「乗るなら取ろう！自転車運転免許」

北九州市では「自転車運転免許講習会」が定

期的に開催されています。講習を受け、筆記試
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験と実技試験をパスした方には自転車運転免許

証を交付しています。自転車は誰でも気楽に乗

ることができる乗り物だからこそ、講習会を通

して改めて安全な自転車の乗り方や、交通ルー

ルやマナーについて学んでもらい「免許証」を

交付することで交通安全への関心を高めて、交

通ルールを守る意識を育てています。」という

内容です。

ホームページには、自動車運転免許証のよう

に顔写真入りの免許証を持って、自慢げに映っ

ているスナップ写真が多数紹介され、掲載され

ていました。

全国の事例もたくさん紹介されていますの

で、本県でも市町村、また関係団体とも協議し

て、この対象にしてほしいと思います。

スポーツ振興についてお尋ねします。

宮崎でキャンプをしていただき、ラグビー

ワールドカップで悲願のベスト８を果たした日

本代表、そして準優勝のイングランドチーム、

すばらしい活躍、大健闘の結果でありました。

プロ野球では、読売巨人軍のセリーグ優勝も

すばらしく、またソフトバンクホークスも、ク

ライマックスシリーズを難なく勝ち上がり、日

本シリーズでも圧倒的な強さを見せて優勝し、

３年連続の日本一に輝きました。本当に縁起の

よい宮崎キャンプだと思います。

この勢いを維持しながら、さらなるスポーツ

キャンプ・合宿誘致を今後どのように進めてい

くのかを、商工観光労働部長にお伺いいたしま

す。

お話にあ○商工観光労働部長（井手義哉君）

りましたように、ことしはラグビー日本代表や

イングランド代表、侍ジャパンが本県で合宿を

行い、いずれのチームもすばらしい結果を残さ

れました。また、ワールドサーフィンゲームス

などの世界大会も開催され、国内外にスポーツ

ランドみやざきを大いにＰＲできたものと考え

ております。

来年は、東京オリンピック・パラリンピック

のドイツの陸上や、イギリス、カナダのトライ

アスロンの事前合宿が決定しております。

県といたしましては、これまでの受け入れ実

績や積み上げたノウハウを基盤として、引き続

き、国内外のトップチームや学生・社会人の合

宿誘致について、市町村と連携して積極的に取

り組み、スポーツランドみやざきの全県化・通

年化・多種目化を推進してまいりたいと考えて

おります。

スポーツランドみやざきの○重松幸次郎議員

全県化・通年化・多種目化は重要だと思いま

す。そのためにも、以前検討が進められていま

した屋外型のナショナルトレーニングセンター

の構想はどうなっているのでしょうか。

2015年の新聞記事に、「宮崎県と宮崎市、

フェニックスリゾートの３者は、８月25日、宮

崎県庁で会見を開き、国が拠点構築に関する調

査研究を進める「屋外型ナショナルトレーニン

グセンター」の誘致に共同で取り組むと発表し

た」とありました。

改めて、屋外型ナショナルトレーニングセン

ター誘致の取り組み状況について、商工観光労

働部長にお伺いします。

屋外型ナ○商工観光労働部長（井手義哉君）

ショナルトレーニングセンターにつきまして

は、国の第２期スポーツ基本計画において、

「あらゆる可能性の中で検討を進める」とされ

ておりまして、整備方針までは示されていない

状況でございます。

こうした中、ことしもスポーツ庁等に対し要

望を行ったところでありまして、機会あるごと
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に要望活動を続けております。

また、本県は、トライアスロン、パラトライ

アスロン、ゴルフの国の競技別強化拠点に指定

され、すぐれた環境や受け入れ体制が高く評価

されておりまして、近代五種やラグビー等、他

の競技での利用実績も増加しております。

県といたしましては、受け入れ体制の充実

等、拠点の機能強化を図りつつ、他の競技での

利用もさらにふやすことで、屋外型ナショナル

トレーニングセンターの誘致に粘り強く取り組

んでまいりたいと考えております。

どうか粘り強く取り組んで○重松幸次郎議員

いただきたいと思います。

スポーツ振興テーマの最後です。

質問の冒頭に、「障害者週間」について紹介

いたしましたが、障害者基本法では、12月３日

から９日までを「障害者週間」と定めていま

す。

この週間は、国民の間に広く障がい者の福祉

についての関心と理解を深めるとともに、障が

い者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の

活動に積極的に参加する意欲を高めることを目

的とされています。

あらゆる分野での社会参加を呼びかけてまい

りたい。そこで、国民スポーツ大会と全国障害

者スポーツ大会が2026年、本県で開催されます

が、障がい者スポーツの普及促進と競技力向上

にどのように取り組んでいくのかを、福祉保健

部長にお伺いいたします。

県では、障が○福祉保健部長（渡辺善敬君）

い者スポーツの普及促進と競技力向上を図るこ

とは重要であると考えております。

このため、県障がい者スポーツ大会の開催

や、全国障害者スポーツ大会への選手派遣、市

町村単位でのスポーツ教室の開催等に取り組ん

できたところです。

こうした中、全国障害者スポーツ大会の本県

開催を契機としまして、新たに、特別支援学校

の生徒などを対象とした競技会の開催や、活躍

が期待される選手の国内外の大会への参加支援

なども進めております。

今後は、これらの取り組みに加え、ソフト

ボールやサッカーなど、現在チームが編成でき

ていない団体競技の育成・強化にも取り組んで

まいりたいと考えております。

来年のオリンピック・パラ○重松幸次郎議員

リンピックを契機に、ぜひ機運の醸成を図って

いただきたいと思います。

次に、明年、本県で開催される「第35回国民

文化祭みやざき2020」「第20回全国障害者芸術

文化際みやざき大会」の準備状況についてお伺

いいたします。

県のホームページには、「宮崎県ではこの大

会を記紀編さん1300年記念事業の集大成と位置

づけまして、「山の幸海の幸 いざ神話の源流

へ」のキャッチフレーズのもと、宮崎が誇る文

化資源であります日向神話や神楽などを国内外

に発信してまいります。」とありました。

来年の10月17日に開催されますので、開催ま

であと324日となりました。しっかり準備をお願

いしたいと思います。

昨日、宮崎県立美術館にて開催されました、

「 こころ のふれあうフェスタ2019作品展」を“ ”

鑑賞してまいりました。

このイベントは、「障害者週間」の一環とし

て、障がいのある方のあらゆる活動への参加促

進と、県民の皆さんの関心と理解を深めること

を目的に、また、「国文祭・芸文祭みやざ

き2020」のプレイベントとして作品展が実施さ

れたものであります。
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展示スペースが、一般社会人の作品と同時開

催されていた特別支援学校アート展に分かれて

いましたが、どれも目をみはるほど上手で、ま

た、楽しい絵画や造形などに感銘をいたしまし

た。12月１日まで開催されていますので、皆様

もぜひごらんいただきたいと思います。

国文祭・芸文祭には、全国から障がいをお持

ちの方も多数お見えになると思いますが、受け

入れの準備状況はいかがでしょうか。高齢者、

車椅子を利用される方や、視覚・聴覚に障がい

のある方などさまざまな対応が必要です。

国文祭・芸文祭に向けた、特に障がいのある

方を受け入れるに当たっての取り組みについ

て、総合政策部長にお伺いいたします。

障がいのある○総合政策部長（渡邊浩司君）

方の受け入れに当たりましては、芸文祭の主な

会場となります宮崎、都城、高鍋の各施設とそ

の周辺を、障がいのある方と関係者が一緒に実

地調査を行いまして、円滑な移動やお客様の案

内・誘導等に関する課題を発見し、改善策を検

討することとしております。

また現在、福祉保健部におきまして、各施設

の障がい者用の駐車場やトイレの有無など詳細

な情報を掲載しました「みやざきアクセシビリ

ティ情報マップ」の改訂作業が進められており

まして、今後これらも活用しながら、きめ細か

に対応してまいりたいと考えております。

さらに、障がいのある方の補助などを担う

「大会イベントサポーター」の募集を開始した

ところでありまして、適切な対応ができますよ

う、今後、研修等を実施してまいりたいと考え

ております。

こうした取り組みによって、大会期間中にお

迎えする全てのお客様に安心して楽しんでいた

だけますよう、受け入れ準備を着実に進めてま

いりたいと考えております。

今年度、国文祭・芸文祭は○重松幸次郎議員

今まさに新潟県で行われており、11月30日が閉

会式となっております。

宮崎県議会文化芸術振興会では井本会長ら４

名で、閉会式に参加します。

大会の案内では、「オープニングに、新潟の

文化の未来を担う若者たちを中心としたステー

ジを展開します」とあり、羽茂高校郷土芸能部

による郷土芸能の披露、特別支援学校の生徒た

ちによる歌と踊りのコラボレーションなどな

ど、６つのステージが準備されておるようで

す。

その後に閉会式典、そこでは主催者挨拶の

後、新潟県から宮崎県への大会旗の引き継ぎ、

そして次期開催県（宮崎県）のアトラクション

があり、グランドフィナーレとなっております

ので、しっかりと見届けてまいります。

障害者週間に関連して、聴覚や言語に障がい

のある方のための「電話リレーサービス」を御

存じでしょうか。

このサービスは、耳の聞こえない人が、テレ

ビ電話などでつながったオペレーターに、手話

や文字で「病院を予約したい」といった要件を

伝えると、オペレーターがかわりに電話をか

け、通訳者となってコミュニケーションを手助

けするものです。行政の窓口や企業のコールセ

ンターにも取りつけられているようです。

先日、この電話リレーサービスについて、宮

崎県聴覚障害者センターを訪問し、田中所長さ

んらと意見交換をしてまいりました。

九州では熊本県にリレーサービスの拠点があ

り、宮崎県の方も利用されているようです。

確かに便利なサービスではあるのですが、課

題も多くあり、まず社会の認知、通訳者の人材
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確保・養成、トラブル時の対応、福祉施設がそ

のサービスを担えるかどうかなどなど、御指摘

いただきました。

結論は、耳の不自由な人を支えるために、国

のサービスとして整備していく必要があるとい

うことでありますが、我が党としても普及拡大

に力を入れていくところです。

田中所長からは、そのサービスの前に、本年

４月に「手話等の普及及び利用促進に関する条

例」が施行されましたが、その後の啓発への取

り組みを強調されておりました。

「手話等の普及及び利用促進に関する条例」

の普及啓発に向けた県の取り組みを、福祉保健

部長にお伺いいたします。

手話等の普及○福祉保健部長（渡辺善敬君）

及び利用促進に関する条例は、本年４月に施行

されたところでありまして、まずは条例の趣旨

を広く県民や事業者の方々に理解していただく

ことが重要です。

そのため県では、条例の普及啓発パンフレッ

トの作成・配布、国文祭・芸文祭のプログラム

の一つである、まちなか文化祭における手話等

の体験機会の提供、福祉関係職員向けの研修会

・出前講座などの実施、宮崎県聴覚障害者協会

の手話関連イベントへの支援など、広く周知に

取り組んでおります。

今後とも、関係団体と十分に連携を図りなが

ら、あらゆる機会を活用し、条例の普及啓発に

努め、共生社会の実現を図ってまいります。

普及拡大の取り組みをお願○重松幸次郎議員

いいたします。

田中所長がおっしゃっていたんですけれど

も、この議場でも耳の不自由な方のために音声

ガイドをするヘッドホンの貸し出しをされてお

りますが、できましたら映像に字幕で質問の言

葉が映るような仕組みができないものかという

要望も受けておりました。これらのことも含め

まして、平成28年４月に施行いたしました、

「障がいのある人もない人も共に暮らしやすい

宮崎県づくり条例」に基づいて、身近な地域で

ともに支え合いながら、心豊かに生活できる宮

崎県づくりを目指していきたいと思います。

最後のテーマとなりました。午前中も坂口議

員から質問がありました、宮崎カーフェリー新

船建造についてお伺いします。

宮崎港と神戸港を結ぶ就航中の現２隻は、就

航から20年を迎えて、老朽化が進行しておりま

す。また、時代のニーズに対応した船のスペッ

クや施設整備に応えていくことが求められてい

るようです。

そこで、知事の提案説明にもありましたが、

令和４年度に予定している新船建造資金の貸し

付けに当たり、運営会社や金融機関と融資の内

容、返済方法を定めた協定を締結するため、債

務負担行為をあらかじめ設定するものであり、

金融機関との調整の上、中小企業基盤整備機構

の制度資金を活用して40億円を貸し付けるもの

とありました。

そこで、フェリー就航の重要性と新船建造に

係る支援に至った経緯について、知事のお考え

を改めてお伺いしたいと思います。

長距離フェリー航路○知事（河野俊嗣君）

は、農畜産物等の県産品を大消費地に安定輸送

するとともに、県外からの観光客の誘客に貢献

するなど、本県経済の生命線でありまして、極

めて重要な役割を担っております。

また、トラックドライバー不足や長時間労働

の是正など、本県の物流を取り巻く課題の観点

からも、ドライバーの負担軽減を図りながら、

長距離輸送を可能とするフェリー航路の重要性
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は、今後ますます高まっていくものと考えてお

ります。

この航路を長期的かつ安定的に維持するため

に、新船建造が最大の課題であることから、平

成30年３月に、県や市、地元経済界等の「オー

ル宮崎」による新会社を設立し、新船建造に向

けて検討を行ってきたところであります。

このような中、新会社は、運航を開始して間

もないことから、自己資金の蓄積が十分ではな

く、自力で所要資金の全額を確保することが困

難な状況にあり、新船建造を円滑に進めるため

には、行政からの貸し付けによる支援が必要で

あると判断をしたところであります。

いただいた資料には、「貸○重松幸次郎議員

し付けのもととなる資金計画によると、着工後

のさまざまなリスクに対応し、着実に事業を進

められるよう180億円の上限枠を確保する予定」

とありました。そのうち、公的資金として、宮

崎県が高度化資金を活用して40億円を貸し付け

るわけであります。

では、その高度化資金について、高度化資金

の概要と、その資金を活用する理由を、商工観

光労働部長にお伺いいたします。

高度化資○商工観光労働部長（井手義哉君）

金は、国の中小企業支援施策を総合的に実施す

る、「独立行政法人中小企業基盤整備機構」が

所管する制度資金でありまして、中小企業者が

連携して、経営基盤の強化を図るための施設・

設備を整備する事業に対して、経営診断・指導

と資金貸し付けの両面から、中小機構と県が一

体となって支援する制度であります。

メリットとして、会社にとっては、無利子で

借り入れることによる負担の軽減や、専門家に

よる助言・指導が受けられる点があり、県とし

ても、貸付金40億円のうち、８割の32億円を中

小機構から無利子で借り入れできる点がありま

す。

このことから、特に今回のような大規模な事

業について、高度化資金を活用することは、有

効かつ有益であると考えております。

中小機構から８割負担の32○重松幸次郎議員

億円と、宮崎県が２割負担の８億円、合わせ

て40億円をフェリー会社に貸し付ける。貸し付

けるわけですから、全額を償還してもらうわけ

ですが、それに専門家による経営診断・アドバ

イス等のサポートがあることは、大きなメリッ

トと感じます。

それでは最後に、資金調達に際し、フェリー

会社の収支計画の妥当性について、商工観光労

働部長にお伺いいたします。

会社の収○商工観光労働部長（井手義哉君）

支計画によりますと、貨物運賃収入の９割を占

めるトラックにつきましては、積載可能台数

が30台程度ふえるところを、上りは７台程度、

下りは２台程度の増として、乗船台数をかた目

に試算されております。

また、旅客運賃収入については、個室化等に

よる旅客増加が期待されるところを、現状維持

で試算されております。

費用の約３割を占める燃料費についても、新

船の省エネ効果による燃費向上をかた目に試算

されております。

このように、売上・費用ともにかた目に試算

された堅実で妥当な計画であり、新船就航後の

安定的な黒字運営によって、借入金の確実な返

済が見込まれるものと判断しております。

いずれもかた目というか、○重松幸次郎議員

慎重に試算されているということを理解いたし

ました。

本会議でもさらに質疑があると思います。ま
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た、常任委員会でも審議されるわけですが、そ

れらを参考にして、会派内でも随時検討・議論

をしてまいります。

農畜産物の安定輸送、観光客の誘客に大きく

貢献する、まさに本県経済の生命線であること

は同感いたします。しっかりとこの事業を進め

ていただきたいと思います。

以上で質問を終わらせていただきます。あり

がとうございました。（拍手）

次は、野﨑幸士議員。○丸山裕次郎議長

〔登壇〕（拍手） こんにち○野﨑幸士議員

は。宮崎県議会自由民主党の野﨑幸士です。

９月定例議会に当たり、議長のお許しをいた

だきましたので、質問通告書に従いまして質問

を進めてまいります。

先日、令和２年度当初予算編成方針が示され

ました。令和元年度予算では、国が打ち出し

た、国土強靱化３か年緊急対策に積極的に対応

するため、また、おくれている社会基盤整備を

進めるため、公共事業費についてマイナスシー

リングを撤廃しました。令和２年度の当初予算

では、公共事業費以外の政策的経費についても

マイナスシーリングを撤廃するとのことです。

厳しい財政状況が続いている本県ですが、令

和２年度当初予算編成に対する思いを知事にお

伺いし、以下の質問は質問者席から進めてまい

ります。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

令和２年度当初予算の編成に当たりまして

は、本県が抱える課題への的確な対応や重点施

策の推進に向けまして、各職員による積極的な

政策立案を促すために、一般行政経費について

もマイナスシーリングを廃止したところであり

ます。

また、公共事業費につきましては、令和元年

度の当初予算より、防災・減災対策等に積極的

に対応するため、マイナスシーリングを廃止し

ておりますが、令和２年度は、さらに、高速道

路に係る直轄事業負担金について、国からの内

示見込み額を措置し、整備を加速させていきた

いと考えております。

一方、今後多額の財政負担が見込まれる公共

施設の老朽化対策や、国民スポーツ大会開催に

伴う経費などにつきましては、将来にわたって

財政の健全性が維持されるように、計画的に予

算措置を行っていくこととしております。以上

であります。〔降壇〕

既に進めている、抱えている○野﨑幸士議員

さまざまな事業を初め、防災・減災対策、公共

施設の老朽化対策、少子高齢化・人口減少に伴

う社会保障等々、多額の財政負担が見込まれる

中で、求められるのは、的確な事業の執行と確

実な成果であります。

令和２年度当初予算編成については、これか

ら上がってくる各部の要求に対して、知事が査

定を行うわけですので、執行部の中で唯一政治

家である知事が、県民・現場は何を求めている

のか的確に見きわめ、無駄のない、確実に成果

の出るようなかじを取っていただくよう、強く

要望いたします。

未来みやざき創造プランの重点項目に、

「「スポーツランドみやざき」の構築と県民の

スポーツ活動・交流促進」と掲げてあります。

本県ではこれまで、暖かい気候とすばらしい

自然環境を生かして、世界規模の大会やプロ野

球チームを初め、Ｊリーグ、各企業・大学・団

体等のいろんなスポーツキャンプが行われてお

り、ことしは、ワールドサーフィンゲームスが

９月に、ラグビーワールドカップ2019日本代表
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合宿が６月に、イングランド代表の事前合宿が

９月に行われ、10月には侍ジャパンの事前合宿

が行われました。いずれも優勝、準優勝と、過

去最高のすばらしい成績をおさめています。

このように、県外・海外からプロ・アマを問

わず、さまざまなスポーツ競技・合宿が行われ

る我が県において、競技施設整備も重要である

一方、アスリートをバックアップするスポーツ

メディカルの取り組みも必要と考えます。現在

の取り組み状況を、商工観光労働部長にお伺い

いたします。

スポーツ○商工観光労働部長（井手義哉君）

キャンプ・合宿誘致の地域間競争が激化してい

る中、本県への誘致を進める上で、受け入れの

付加価値を高めるスポーツメディカルの取り組

みは、大変重要であると考えております。

このため県では、県外からの合宿チームが宮

崎大学医学部で行うメディカルチェックに対す

る補助や、アスレチックトレーナーを派遣する

トレーナーズバンクの設置を行っているところ

であります。

また、ワールドサーフィンゲームス等の大規

模イベントの受け入れ時には、医師や看護師等

の手配や調整を行い、選手へのメディカルサ

ポートも行っているところであります。

今後とも、スポーツメディカルを初めとした

受け入れ体制の充実・強化を図り、スポーツ

キャンプ・合宿地としてのさらなる魅力向上に

つなげてまいりたいと考えております。

本県は、「スポーツランドみ○野﨑幸士議員

やざき」を打ち出し、全国に発信を続けてきた

成果として、先ほどのようなさまざまなスポー

ツキャンプ、さまざまな国内外の大会が行われ

るようになりました。

これからも、「スポーツランドみやざき」の

さらなる充実、基盤強化を図っていく上でも、

包括的なスポーツメディカルサポート体制の構

築を進めていただくよう要望します。

ここで、県産材の利用促進の点から質問させ

ていただきます。ただいま、７年後の国民ス

ポーツ大会・全国障害者スポーツ大会に向けて

本格的な準備が進められていますが、施設整備

において多くの県産材を利用することは、県産

材の需要拡大はもとより、全国から参加される

方々へ向けて、県産材のよさをＰＲする絶好の

機会だと考えますが、整備が進められている体

育館、プール、陸上競技場（主要３施設）の県

産材の利用について、総合政策部長にお伺いい

たします。

国民スポーツ○総合政策部長（渡邊浩司君）

大会に向けた主要３施設につきましては、平

成30年度に策定しました基本計画に基づきまし

て、現在、整備を進めているところでありま

す。

県におきましては、県産材利用推進に関する

基本方針を定め、公共建築物の木造化・木質化

を積極的に推進しているところでありまして、

主要３施設につきましても、可能な限り県産材

の活用に努めてまいりたいと考えております。

ただいま、議会としても森林○野﨑幸士議員

・林業活性化促進議員連盟で県産材の利用促進

に関する条例制定に向けて動き始めています。

我が県は、御案内のとおり28年連続杉素材生

産量日本一、そして国産材の製品出荷量も日本

一となるなど、国産材供給のトップランナーと

しての地位を築いてまいりました。

来年開催される東京オリンピック・パラリン

ピックにおきましても、県・関係部局の御尽力

により、新国立競技場や選手村ビレッジプラザ

の一部に本県産材が使用されます。
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このように、県産材のＰＲの促進と県産木材

需要の拡大が、林業・木材産業の発展と山村地

域の活性化につながると思いますので、ぜひ、

国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会に

向けて整備を進めている主要３施設におきまし

ては、ふんだんに県産材を利用していただくよ

う強く要望します。

また、先日火災が発生した那覇市の首里城の

再建に当たっての支援として、知事が本県産材

の調達に向けての協力をする考えがあることを

表明されています。すばらしいことだと思いま

すので、多大な支援をお願いします。

次に、災害への備えについて質問します。

９月９日に、関東では過去最高クラスの勢力

で千葉市に上陸した台風15号、また、その約１

カ月後の10月12日に伊豆半島に上陸した台風19

号は、関東各地を中心に停電や断水、倒木や河

川の氾濫など、多大な被害を及ぼしました。

我が県でも９月22日、延岡市で、台風17号が

原因と見られる竜巻などの突風が発生し、ＪＲ

の鉄塔の倒壊、家や店の屋根や窓ガラスの破損

など、甚大な被害が起きました。

このように、いつどこで起きるかもしれない

自然災害ですが、災害が起きるたびに、その教

訓として人命と財産を守る備えが構築されてき

ているものの、再び同じような災害、また新し

い災害が起きるわけです。

こういった一連の災害を通して、県民の生命

と財産を守るに当たり、災害対応の陣頭指揮を

とる知事の考えをお伺いいたします。

平成23年の東日本大震○知事（河野俊嗣君）

災は、未曾有の大災害となったわけであります

が、それ以降も我が国におきましては、熊本地

震、西日本豪雨、そしてことしの台風19号な

ど、大規模災害が立て続けに発生をしておりま

す。そして、本県におきましても、今、御指摘

がありましたような、17号台風による竜巻被害

もありましたし、日向灘を震源とする地震も大

変数が多くなっております。

南海トラフ地震は、高い確率で発生が懸念を

されておりまして、これらの災害から何として

も県民の命を守ることが、知事として私に課せ

られた最大の使命であると考えております。

このため、社会資本の整備を初め、津波避難

タワー等の避難場所の確保、県民の防災意識の

向上など、県土の強靱化に向けて、ハード・ソ

フト両面からの防災・減災対策に取り組んでい

るところであります。また、例えば台風の上陸

など災害の発生が予想される場合には、最悪の

事態を想定して、私が本部長となる災害対策本

部を設置するなど、万全の体制で災害対応に当

たることとしております。

今後とも、常在危機という意識を徹底しなが

ら、自然災害から県民の生命・財産を守るた

め、私みずから先頭に立って、全力を尽くして

まいります。

県では、一定の規模以上の災○野﨑幸士議員

害時には、知事をトップとする災害対策本部が

立ち上げられ、ここが情報収集や対策立案の司

令塔となるわけです。

先般、森田千葉県知事が、今回の台風災害時

における対応で多々御指摘を受ける事態になっ

たことからも、知事におかれましては、災害時

には指揮官として、その判断と行動がスピー

ディーに県内隅々まで伝達できるような、気構

えと体制を構築していただくよう要望します。

次に、避難所について質問します。

災害から国民の生命と財産を守ることを目的

とした災害対策基本法のもと、それぞれの自治

体で、災害に備え避難所の設置計画が立てられ
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ます。

災害が発生した場合に、県民が避難する場所

として、指定緊急避難場所、指定避難所、福祉

避難所があります。

指定緊急避難場所は、津波避難タワーなど災

害の危険が切迫した場合の一時的な避難先とし

て、災害の危険が及ばない場所や施設を、災害

の種類ごとに指定されたものです。

また、指定避難所は、学校や公民館など、災

害の危険に伴い避難をしてきた方々が一定期間

滞在するための施設として指定されたもので

す。

そして、福祉避難所は、要介護高齢者、障が

い者等の要配慮者のための指定避難所であり、

安心して生活ができるよう配慮された、社会福

祉施設などが想定されています。

避難に当たっては、まず、指定緊急避難場所

に避難し、その後、指定避難所、福祉避難所に

避難することとなっているようですが、本県の

この３つの避難所はどの程度あるのか、危機管

理統括監にお伺いいたします。

指定緊急避○危機管理統括監（藪田 亨君）

難場所と指定避難所は、同じ施設が重複して指

定されている場合がありますけれども、令和元

年11月１日現在の状況では、指定緊急避難場所

が2,205カ所、指定避難所が1,299カ所、福祉避

難所が228カ所となっております。

台風19号、また７月の九州南○野﨑幸士議員

部豪雨、昨年の西日本豪雨等では、各地の避難

所に住民が殺到し、入り切れない人が続出し、

車中泊や遠方の避難所への移動を強いられたと

の報道もありました。

豪雨の中を移動する際、亡くなられた方も多

数いることからも、災害時の避難者数の想定を

改めて検証し、しっかりとした受け入れ体制の

構築を進めていただくことを要望します。

また、避難所の環境にすぐに溶け込めない、

対応できない、障がいのある方や高齢者に対し

ては十分な配慮が必要ですので、改めてその体

制づくりも要望します。

私も知らなかったんですけど、一定規模の災

害発生直後の応急救助を定めた災害救助法で

は、避難所の開設期間は原則７日以内とされて

います。

例えば、避難所として指定されている学校

は、避難する場所として建てられたものではな

く、本来の目的である教育の場として、できる

だけ早期に再開することが望まれます。

規模の大きな災害では、避難生活が７日以上

となることも考えられますが、避難が長期化す

るような災害が起きた場合の対策はどうなって

いるのか、危機管理統括監にお伺いいたしま

す。

近年の災害○危機管理統括監（藪田 亨君）

は激甚化の傾向にあり、被災者が長期にわたっ

て避難所での生活を余儀なくされる事態が生じ

ております。

御指摘のとおり、災害救助法では、避難所の

開設期間は原則７日以内とされておりますけれ

ども、避難が長期化することが見込まれる場合

には、国と協議の上、避難所の設置期間を延長

することが可能となっております。

県といたしましては、避難者の個々の事情に

も十分配慮しながら、避難所をできるだけ早期

に解消し、施設本来の機能を回復できるよう、

市町村と連携しながら、避難所の集約や応急仮

設住宅の提供、公営住宅の空き住戸活用などの

対策を講じるとともに、被災者の住まいの確保

に関する相談や支援体制の整備を図り、被災者

が１日でも早く元の生活を取り戻すことができ
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るよう努めてまいりたいと考えております。

答弁にありました応急仮設住○野﨑幸士議員

宅ですが、東日本大震災では、必要とされる応

急仮設住宅が全て完成したのは６カ月後でし

た。

「避難のために応急仮設住宅を新たに建設す

るといった流れが避難所生活の長期化につな

がっている」との指摘もありますので、まず

は、公営住宅の空き住戸や災害時における不動

産団体との連携体制も進めていただきますよ

う、要望します。

次に、避難所において心配されるのが備蓄で

す。「宮崎県備蓄基本指針」によりますと、県

民（家庭や事業所等・自治会等）へ備蓄を促す

とともに、県・市町村には、指針に基づいた備

蓄に関する計画を策定し、計画に沿った備蓄の

推進に努めることとされていますが、県及び市

町村の備蓄状況を、危機管理統括監にお伺いい

たします。

県では、平○危機管理統括監（藪田 亨君）

成28年に策定いたしました「宮崎県備蓄基本指

針」に基づき、また、市町村におきましては、

地域防災計画等に基づき、食料や水のほか、毛

布、携帯・簡易トイレ等の備蓄を計画的に進め

ております。

これらの取り組みにより、県及び市町村の備

蓄状況は、例えば、長期保存が可能で、水を注

ぐだけで食べることのできる乾燥米飯や保存パ

ンなどの非常食の備蓄量が、ことしの３月時点

で、県が約４万5,000食、市町村が約26万4,000

食、合計で約30万9,000食となっております。

県は、県備蓄基本指針に基づ○野﨑幸士議員

いて、備蓄品を５カ年かけて随時そろえていく

とのことでしたので、計画どおり着実に備蓄し

ていただくことを要望します。

さて、最近、食物アレルギーは、乳幼児、ま

た小さなお子さんを中心に増加傾向にある中、

避難所におけるアレルギー対応食品の備蓄が心

配されます。

阪神・淡路大震災、新潟県中越沖地震、東日

本大震災の被災地では、自治体が備蓄していた

非常食や避難所に届けられた支援物資が食物ア

レルギーに対応せず、アレルギーのある方が食

料の確保に苦労したり、その非常食を口にした

アレルギー体質の方が命の危機にさらされる事

態が生じたこともあって、平成25年８月に内閣

府が発表した、「避難所における良好な生活環

境の確保に向けた取組指針」において、避難所

で提供する食事は、食物アレルギーのある避難

者にも配慮することがうたわれています。

食物アレルギーがある方は、個人で備蓄等の

対応を講じることが原則だと思いますが、公的

機関による備蓄においても、食物アレルギーの

ある方への配慮が必要だと考えます。本県の備

蓄品のアレルギー対策はどうなっているのか、

危機管理統括監にお伺いいたします。

県では、平○危機管理統括監（藪田 亨君）

成29年度から備蓄品の購入に当たりまして、非

常食や育児用ミルクの購入量の一定割合をアレ

ルギー対応のものとしているところでございま

す。

過去２年間の実績で申し上げますと、購入し

た非常食の半分、約１万6,000食、育児用ミルク

の１割、約930回分がアレルギー対応のものと

なっております。

今後とも、アレルギー対応など、被災者に配

慮した備蓄に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

避難所での食物アレルギーに○野﨑幸士議員

対する問題は、本当に重要視されてきています
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ので、引き続きしっかりとした対応をとってい

ただきますよう要望いたします。

また、避難所において食料を配付する係の方

にも、食物アレルギーに対し十分な配慮をする

指導と、アレルギー疾患を持つ患者家族、子育

て中の保護者等へ、常に災害への備えを周知す

ることを要望いたします。

昨年の６月定例議会において、モバイル

ファーマシーについて質問をさせていただきま

した。

御存じのとおり、モバイルファーマシーと

は、キャンピングカーを改造して調剤室を備え

た医師の処方薬を提供できる車両のことで、大

規模災害時には、医薬品を必要とする被災者の

方々に、自立的に調剤して提供することができ

ます。

台風19号におきましては、岐阜県と宮城県で

設置され、東日本大震災を教訓に16都府県が導

入しておりますが、今後、本県においても大規

模な自然災害が想定される中、災害への新たな

備えとして、モバイルファーマシーが必要では

ないかと考えますが、福祉保健部長の見解をお

伺いいたします。

モバイル○福祉保健部長（渡辺善敬君）

ファーマシーにつきましては、ライフライン喪

失下の被災地において、自立した支援活動とし

て、調剤作業と医薬品の交付を迅速に行うこと

ができますことから、大規模な災害時における

避難所等での医薬品の供給方法の一つとして、

有効であると考えております。

その一方で、法令上、平常時に移動薬局とし

ては使用できないなど、使用頻度等の課題もあ

りますことから、既に導入している他県の先進

事例等も参考にしながら、その必要性や効果等

について、薬剤師会等の関係団体と検討してま

いりたいと考えております。

モバイルファーマシーの稼働○野﨑幸士議員

は、災害時のみとされているため、答弁にあり

ましたように、いつ起こるかもわからない大規

模自然災害のために随時管理・保管しておかな

ければならないという課題もあります。もっと

日常的にモバイルファーマシーが稼働できるよ

う、その縛りを解くよう国に対して要望するこ

とも大事なことだと思いますので、よろしくお

願いします。

台風19号を見ますと、千葉県などでは、倒木

による停電や道路交通の妨げなどで被害が多々

起きているようですが、特に、倒木の処理に時

間を要し、現場に容易に近づけず、復旧作業に

苦難があったようです。本県では、台風等で電

線を巻き込んだ倒木が発生し、道路が通行どめ

になった場合、交通開放へ向けてどのように対

応しているのか、県土整備部長にお伺いいたし

ます。

倒木等によ○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

り道路が通行どめとなった場合につきまして

は、早急に交通開放を図る必要があることか

ら、基本的には道路管理者がその処理作業を

行っております。

その中で、電線を巻き込んだ倒木につきまし

ては、作業時の感電や断線等のおそれがあるた

め、まずは、九州電力やＮＴＴなどの電線管理

者がその処理を行い、その後、道路管理者が交

通開放へ向けた作業を行うこととなります。

昨年の台風24号では、電線を巻き込んだ倒木

が多数発生し、交通開放に時間を要した事例も

見られました。

そのため、関係部局や電線管理者との合同会

議を開催し、緊急時の連絡体制を構築するなど

の改善を行ったことにより、ことし５月中旬の
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豪雨を初め、９月の台風17号などにおいて、早

期の交通開放につながったところであります。

今後とも、電線管理者との連携強化に努め、

より早期の交通開放が図れるよう取り組んでま

いります。

引き続き、関係機関との連携○野﨑幸士議員

強化に努めていただくよう要望します。

台風15号では、最大約93万戸の大規模停電を

もたらしました。発災から約３カ月がたとうと

しておりますが、いまだ完全復旧には至ってお

りません。

このような大規模で長期化する停電の発生を

鑑みますと、電線の地中化、無電柱化を進める

べきと考えますが、県管理道路において、今後

どのように取り組んでいくのか、県土整備部長

にお伺いいたします。

議員御指摘○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

のとおり、無電柱化につきましては、道路の防

災性の向上を初め、安全で快適な通行空間の確

保、良好な景観形成の観点からも大変重要な取

り組みであり、県管理道路におきましては、緊

急輸送道路や主要な駅周辺で、これまでに約12

キロメートルの整備を行ったところでありま

す。

現在、国道218号の延岡市北小路地区など４路

線、約４キロメートルについて、電線管理者等

と協力しながら整備を進めており、さらに昨

年11月には「宮崎県無電柱化推進計画」を定

め、今後、県道宮崎島之内線の宮崎市瀬頭地区

など３路線、約３キロメートルについて整備を

行うこととしております。

県としましては、大規模な災害等に備えるた

めにも、引き続き、電線管理者等と連携しなが

ら、無電柱化の推進に取り組んでまいります。

台風15号による千葉県内を中○野﨑幸士議員

心とする停電の被害を受け、無電柱化に関心が

高まっているようですが、調べてみますと、１

キロメートル当たり約５億円と高いコストがか

かることと、電力会社・通信会社との調整が困

難であること、そして工事期間が長期化するな

ど、そういったことが普及を阻む原因となって

いるようです。

本県の厳しい財政状況を見ますと、無電柱化

の促進を図ることは簡単にはいかないと思いま

すので、まずは、電力・通信会社等を含めた協

議会などでしっかりと議論していただき、無電

柱化を推進していただきますよう要望します。

大規模災害のたびに発生する深刻な問題が、

膨大な量が発生する災害廃棄物の処理問題で

す。台風19号においても、災害廃棄物の処理が

深刻な問題となっております。

災害時に最も大事なことは人命を救うことで

すが、膨大な災害廃棄物の処理のおくれが、人

命救助の阻害、救援物資運搬の阻害、復旧作業

の阻害、生活の阻害になることを鑑みると、大

災害への防災・減災対策と並行して、この災害

廃棄物処理対策も重要と考えます。

この問題については、昨年の６月、９月議会

でもお伺いしておりますが、改めて、災害廃棄

物への対策や備えについて、環境森林部長にお

伺いいたします。

県では、大規○環境森林部長（佐野詔藏君）

模災害等による廃棄物を迅速、円滑に処理する

ため、宮崎県災害廃棄物処理計画に基づき、そ

の処理責任を有する市町村に対しまして必要な

支援や、他の自治体等との広域処理体制の構築

に努めているところであります。

具体的には、市町村職員を対象とした研修会

や、官民で構成しますネットワーク会議の開

催、市町村と民間事業者との協定締結の促進な
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どに取り組んできております。特に今年度は、

大規模災害を想定した図上訓練を実施しまし

て、情報の収集・整理、連携のあり方など、市

町村及び関係団体職員のより実践的な対応能力

の向上にも努めたところであります。

今後は、今回の図上訓練の結果等も踏まえな

がら、さらなる対策の強化を図ってまいりたい

と考えております。

図上訓練を実施したというこ○野﨑幸士議員

とで、実践的な災害廃棄物処理への対策、連携

構築が進められていることは評価します。

発生した災害廃棄物の処理をスムーズにする

かなめが、まずは、１次・２次仮置き場の選定

であり、そこから最終処分場へと進むわけです

が、昨年の６月議会での質問の際には、県北地

域で最終処分場の容量不足が想定されるとのこ

とでした。

県の災害廃棄物処理計画によると、県内処理

の優先が基本方針に盛り込まれていることから

も、答弁にありましたように、市町村と民間事

業者との協定締結の促進と連携体制の構築は大

変重要と考えますので、着実に進めていただく

よう要望します。

本年度、国による国土強靱化対策、また県単

事業において、さまざまな公共事業が進められ

ているようですが、河川掘削工事により発生す

る残土の処理について、土捨て場が不足してい

る状況だとお聞きしております。その現状と対

策を、県土整備部長にお伺いいたします。

河川掘削工○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

事により発生する残土につきましては、原則と

して、50キロメートルの範囲内の他の建設工事

へ搬出し、有効利用を図ることとしておりま

す。受け入れ時期などから調整が困難な場合

は、受け入れ可能な民有地へ搬出しているとこ

ろであります。

このような中、現在取り組んでいる３か年緊

急対策により、短期間に大量の残土が発生する

ため、建設業協会などへ搬出先の情報提供依頼

や、市町村広報紙や新聞などで公募を行ったと

ころであり、今年度までに必要な搬出先は、お

おむね確保できている状況にあります。

引き続き、３か年緊急対策により、来年度も

大量の残土が発生する見通しでありますので、

整備効果を早期に発現させるためにも、これま

での取り組みをより一層強化し、搬出先の確保

に努めてまいりたいと考えております。

お聞きしたところ、今年度は○野﨑幸士議員

まあ大丈夫であるが、来年度以降を考えると不

安な面もあるとのことでしたので、土捨て場不

足による残土処理のおくれが工事に影響しない

ように、継続して土捨て場確保に努めていただ

くことと、無償で民有地に搬入するわけですか

ら、搬入された残土が大雨などの際に流出して

問題が起きないよう、しっかりと対策を講じる

よう要望します。

昨年の９月議会でお伺いしました、河川区域

内に存在する民有地、「堤外民有地」の件です

が、本県にも多数、堤外民有地が存在するとの

ことでした。近年の災害時での河川の氾濫によ

る堤防決壊等を見ても、県民の生命と財産を守

る上でも堤外民有地の存在は非常に危険だと考

えますが、その現状と対策を県土整備部長にお

伺いいたします。

堤外民有地○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

は、河川区域内にある民有地であり、河川工事

を行う場合、他の公共事業と同様、買収する必

要があります。

堤外民有地につきましては、不明者や共有

地、さらに字図混乱地などが存在することが多
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く、不在者財産管理制度などを活用しながら用

地取得を進めているところでありますが、用地

境界の確定や用地交渉に多大な労力と時間を要

している状況にあります。

しかしながら、河川整備を進めることは、県

民の生命と財産を守る上でも大変重要でありま

すので、今後も引き続き、さまざまな制度を活

用しながら取り組んでまいりたいと考えており

ます。

この問題については、答弁に○野﨑幸士議員

ありましたように、所有者の特定や調整等にか

なりの時間を要することを鑑みても、早期の解

決は大変難しいと認識しております。

国会でも幾度となく、この堤外民有地につい

て議論がなされていますが、結論には至ってい

ません。また先日、県が管理する19の水系で、

氾濫危険水位を大幅に上回ったときに越水や流

失などの危険がある堤防が239カ所あるとの報道

もなされたところです。お聞きしますと、この

中にも堤外民有地が存在するそうですので、国

に対して、その対応・解決策を積極的に要望し

ていただくことをお願いいたします。

また、近年の災害を見てみますと、市街地の

建物や土地、道路などが浸水する内水氾濫も

多々起きているようです。

本県も、急激な短時間の豪雨の際には、道路

沿いに雨水が大量にたまる箇所がありますの

で、内水氾濫についての対策も進めていただく

よう要望いたします。

次に、農政（畜産）について質問いたしま

す。

ことし３月30日に、畜産加工・販売会社ミヤ

チクの新都農工場が完成しました。新工場は、

高い衛生基準が求められているＥＵ輸出を目指

し整備された最新鋭施設で、欧州を中心に取り

組みが進む、「アニマルウエルフェア（動物福

祉）」の観点で環境が整備されております。

また、６月29日には、宮崎くみあいチキン

フーズ川南食品工場の竣工式と内覧会がとり行

われました。この新工場も、海外展開に向けた

加工拠点と位置づけられていまして、衛生管理

基準であるＨＡＣＣＰに適合した施設で、アジ

ア諸国をメーンに、将来的には米国・ＥＵ諸国

向けに発信できるよう取り組んでいくようで

す。

８月29日にミヤチクの新工場において、宮崎

牛約100キログラムのＥＵに向けた輸出第一便の

出発式が行われ、今後の輸出拡大と販路拡大が

期待されるところです。

こういった本県畜産の発展につながる輸出拡

大をどう進めていくのか、今後の展望と取り組

みについて農政水産部長にお伺いいたします。

本格的な人口○農政水産部長（坊薗正恒君）

減少社会の到来によりまして国内市場が縮小す

る中、海外市場をターゲットとすることは、本

県畜産業の発展にとって大変重要であると考え

ております。

このため県では、本年５月に「農畜産物の輸

出拡大に向けた取組方針」を策定し、国や地域

ごと、品目ごとにターゲットを絞った戦略を立

て、取り組みを進めているところでございま

す。

このような中、牛肉のＥＵへの輸出体制が

整ったことに加えまして、日米貿易協定での低

関税枠の拡大や、中国への輸出再開に向けた動

きがあることは、大きなチャンスと捉えており

ます。

県としましては、国内最新鋭の食肉処理施設

等を核に、相手国の情勢に精通しましたパート

ナー企業や関係機関と連携したプロモーション
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活動を進めることに加えまして、生産基盤の強

化にしっかりと取り組み、さらなる輸出拡大に

努めてまいりたいと考えております。

本県の農業生産額の約６割を○野﨑幸士議員

畜産が占めていることからも、その販路拡大こ

そが本県農業全体を支えるかなめだと思いま

す。

しかしながら、本県の畜産の現状は、担い手

不足や高齢化の進展により、飼養戸数は減少傾

向にある一方、飼養頭羽数は増加傾向であり、

全畜種において、１戸当たりの経営規模は拡大

している中で、やはり、担い手の確保や担い手

をサポートする体制の強化が喫緊の課題となっ

ています。

こういったときだからこそ、攻めの農業がこ

れからの本県農業の発展につながると思いま

す。答弁にも少しありましたが、中国への輸出

が、早ければ来年再開されるとのことですの

で、引き続き、輸出拡大に向けての対策を進め

ていただくよう要望いたします。

これからの本県畜産の輸出を進めていく上で

最も重要なことは、家畜伝染病等への対策、防

疫の徹底だと思います。

たびたび発生する鳥インフルエンザ、本県に

甚大な影響を及ぼした口蹄疫、そして今、国内

で発生している、今回ＣＳＦと呼び方が変わり

ました豚コレラ、中部地域で蔓延しております

が、ことしの９月には関東にまで拡大し、現

在50事例、15万頭を超える被害となっておりま

すし、野生イノシシでの感染も1,400頭を超える

など、終息に至らない状況であります。これら

の地域ではワクチン接種も始まっております。

また、こちらも今回ＡＳＦと呼び方が変わり

ましたアフリカ豚コレラですが、全世界の豚の

生産量の45％を占める中国において、昨年８月

に発生し、その後、ベトナム・北朝鮮などアジ

ア諸国で広がりを見せ、ことし９月には、お隣

韓国でも発生が確認されております。

本県での口蹄疫や鳥インフルエンザの発生前

には韓国での発生が確認されており、韓国での

伝染病の発生は、本県に対する警告だと思いま

す。

さらに、空港で旅客が手荷物として持ち込む

畜産物から、ＡＳＦウイルス遺伝子が多数検出

されており、いつ日本に入ってきてもおかしく

ない状況だと言えます。

こういったことを鑑みますと、事細かに徹底

した防疫対策をとることが最重要と考えます

が、ＣＳＦ及びＡＳＦに対する本県の防疫対策

について、農政水産部長にお伺いいたします。

議員御指摘の○農政水産部長（坊薗正恒君）

とおり、本県でＣＳＦやＡＳＦを発生させない

ためには、まずはウイルスを侵入させないこと

が重要となります。

このため、現在、関係者の協力を得まして、

空港やクルーズ船はもとより、宿泊施設やゴル

フ場などでの靴底消毒を一層強化しているとこ

ろでございます。

また、違法な畜産物の持ち込みを防止するた

め、宮崎空港において、動物検疫所と連携しま

した探知犬による検査やチラシ配布による啓発

を行いますとともに、庁内各部局と連携し、み

やざき外国人サポートセンターや専門学校、旅

行代理店など関係団体と一体となりまして、外

国人労働者や留学生、海外旅行者に対する注意

喚起に取り組んでおるところでございます。

さらに、農場対策としまして、９月補正で承

認いただきました緊急対策事業によりまして、

市町村や関係団体と連携しながら、全ての養豚

場への防護柵設置を進めているところであり、
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引き続き、防疫対策について緊張感を持って取

り組んでまいりたいと考えております。

本県養豚生産の状況は、434の○野﨑幸士議員

農場で、83万5,700頭の豚が飼育されていて、全

国第２位です。

もし本県で、このような家畜伝染病、特に効

果的なワクチンのないＡＳＦの発生が確認され

れば、口蹄疫と同様、再び本県に甚大な影響を

及ぼします。

ＣＳＦにおいては、九州ではまだ発生してい

ませんし、ＡＳＦの国内発生は確認されていな

いことを鑑みますと、隣県、また九州全体の防

疫対策の連携強化もあわせて進めていただくよ

う要望します。

次に、公共事業における不調・不落問題につ

いて質問します。

国が打ち出した国土強靱化３か年緊急対策、

また県単事業の補正予算等、公共事業予算規模

は膨らむ傾向にあります。

このような中、建設業が抱えている深刻な問

題が、人手不足による労働力不足です。特に、

技術者と職人不足が深刻で、建設業界に就職す

る若者が減少傾向にあります。

このように膨らむ公共事業予算を背景に、本

県建設業の現状、そして材料費、人件費の高騰

による利益率の低下等が今、問題となっている

不調・不落につながっているわけです。

公共事業における発注額に応じて、土木一式

工事の建設業者を特Ａ、Ａ、Ｂ、Ｃと格付して

おり、特に、発注額の小さい工事、1,500万円未

満のＣランクにおいて、不調・不落が発生して

いるようですが、これらの工事を受注する格付

が下位のＣランクの業者数はどのように推移し

ているのか、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

入札参加資○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

格における格付につきましては、公共工事の適

正な施工や品質の確保を担保するために、建設

業者の経営状況や技術力などを総合的に評価

し、ランク分けするものであります。

このため本県では、格付の審査を２年ごとに

行っており、土木一式工事においては、おおむ

ね約６割の建設業者がＣランクに格付されてい

るところです。

現在の４段階に格付された平成24年度には、

Ｃランクの業者数は784者、平成26年度では724

者、平成28年度では687者、そして、平成30年度

では657者と、平成24年度と比べ約16％減少して

おります。

Ｃクラスの業者は減少傾向に○野﨑幸士議員

あるようですが、このような業者の育成も不調

・不落問題の解決策の一つと考えます。

県においては、これまで公共事業の品質確保

や人材育成・人材確保など、さまざまな取り組

みがなされているようですが、一方で、受注意

欲のある業者が、過去に公共事業の経験がない

など入札条件を満たさないということで、入札

に参加できないケースも生じているようです。

このような受注意欲のある建設業者が県工事

の入札に参加することは大変重要と考えます

が、現在の入札制度ではどのような施工実績を

求めているのか、県土整備部長にお伺いいたし

ます。

受注意欲の○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

ある建設業者の受注機会を確保することは、地

域企業の育成に大変重要であると認識をしてお

ります。

県工事におきましては、公共工事の品質確保

を図る観点から、一般競争入札の参加資格の要

件として、必要最低限の施工実績等を求めてい
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るところであります。

例えば、土木一式工事におきましては、過

去15年間に完成した国、県、市町村の発注工事

において、元請として施工した実績を入札参加

資格要件としております。

県としましては、今後とも品質確保に十分配

慮しながら、県内企業の受注機会の確保に努め

てまいりたいと考えております。

小規模だけどやる気のある業○野﨑幸士議員

者に対して、入札参加資格の実績をつくれるよ

うな情報提供、発注状況や見通しの周知の充実

を図っていただきますよう、よろしくお願いし

ます。

また、このような小規模業者にとって負担と

なっているのが、多岐にわたる工事書類の作成

です。建設業者全般においても同じことが言え

ますが、公共工事においては、工事を施工し完

成させるまでには、多くの工事書類を作成する

必要があります。もちろん、工事を適正に施工

していく上で重要であると認識していますが、

先ほど申したような建設業を取り巻く大変厳し

い環境を鑑みますと、多大な労力と時間を要す

る工事書類の作成は、現場において施工及び施

工管理などに大きな影響が生じているようで

す。

本県の公共事業においても、書類作成の負担

が大きいと聞いておりますが、工事書類の簡素

化の取り組みについて、県土整備部長にお伺い

いたします。

工事書類の○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

簡素化は、建設産業の担い手の確保はもちろん

のこと、建設業者の受注意欲を高める上で大変

重要であると認識しており、県では、平成21年

度に簡素化要領を定め、これまで改善の取り組

みを実施してきたところであります。

このような中、国におきまして、建設業の働

き方改革として工事書類の簡素化が推進されて

おり、建設関係団体からも要望があることか

ら、ことし７月に設置しました、県と建設関係

団体で構成しますワーキンググループの意見を

踏まえ、今年度中に工事書類の簡素化に関する

ガイドラインを策定する予定であります。

県としましては、今後とも、関係団体と十分

な意見交換を行いながら、より一層、書類の簡

素化に努めてまいります。

今年度中に策定するガイドラ○野﨑幸士議員

インに沿って、来年度から工事書類の簡素化が

進められるということで、期待します。

県はこれまで、さまざまな不調・不落発生抑

制対策を講じてきました。さらに、公共工事に

おける業務等の効率化・簡素化を図ることに

よって、労働環境が改善し、品質確保、コスト

の縮減、生産性の向上につながると思いますの

で、工事書類の簡素化を含め、工事における効

率化・簡素化の取り組みを進めていただくこと

を要望します。

先日、令和元年度上半期の本県公共三部の不

調・不落発生状況の説明を受けたところです

が、状況を見ますと、やはり、発注額の小さ

い、現場環境が厳しい工事現場で多く発生して

いるようです。

公共三部の中でも37.5％と発生率の最も高い

環境森林部における、今後の不調・不落に対す

る対策について、環境森林部長にお伺いいたし

ます。

環境森林部で○環境森林部長（佐野詔藏君）

は、山間部の急斜面での工事など、施工条件の

厳しい現場が多くありますので、不調・不落対

策として、これまでも、山間僻地での諸経費率

の割り増しなど、部独自の取り組みを行ってき
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しかしながら、現状におきましても、その発

生率が高くなっておりますので、12月から新た

に、配置予定技術者の専任要件の緩和などの公

共三部共通の取り組みに加えまして、労務単価

の高い山林砂防工の適用範囲の拡大や、支障木

の伐採経費における見積もりの活用など、より

施工実態を反映した設計を行うこととしたとこ

ろであります。

今後とも、職員の技術力向上に努めますとと

もに、建設関係団体と意見交換を行いながら、

関係部局とも連携して、不調・不落対策にしっ

かり取り組んでまいりたいと考えております。

まずは、やはり県の積算と実○野﨑幸士議員

勢価格に乖離のないよう、現場に出向き、さま

ざまな状況を確認しながら、業者の気持ちに

なって予定価格の積算に慎重に取り組んでいた

だくことを要望します。

また、厳しい現場環境の割には工事評価が低

く、その努力が反映されないとの意見もあるよ

うですので、その苦労と努力が報われるよう

な、次の入札にも意欲が出るような評価の仕組

みを構築していただくよう強く要望しまして、

私の全ての一般質問を終わります。ありがとう

ございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○丸山裕次郎議長

ました。

あすの本会議は、午前10時から、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時43分散会

令和元年11月28日(木)

- 66 -



11月29日（金）

- 67 -



- 68 -



令 和 元 年 1 1 月 2 9 日 （ 金 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（39名）

（ ）１番 日 髙 利 夫 東諸の未来を考える会

（ ）２番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）３番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）４番 来 住 一 人

（ ）５番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）６番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）７番 山 下 寿 同

（ ）８番 窪 薗 辰 也 同

（ ）９番 脇 谷 のりこ 同

（ ）10番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）11番 安 田 厚 生 同

（ ）12番 内 田 理 佐 同

（ ）13番 丸 山 裕次郎 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか
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一般質問◎

これより本日の会議を開き○丸山裕次郎議長

ます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、山

下寿議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○山下 寿議員

ざいます。私は、自由民主党児湯郡選挙区の山

下寿でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。

本日は、私の選挙区からもたくさんの方が傍

聴においでいただいております。大変ありがと

うございます。

県議会議員になり、はや半年が過ぎようとし

ていますが、まだまだ勉強することが多く、戸

惑いを感じ、多くの皆さん方に大変迷惑をかけ

ているところでございます。一日も早く一人前

の議員になれるように努力いたしますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。

さて、早いもので１年がはや終わろうとして

います。ことしを振り返ってみますと、ことし

は統一選挙の年で、いろいろな選挙でいろいろ

な選挙区から新しい議員が誕生いたしました。

私もその一人でございます。

また、ことしは100年に一度と言われる甚大な

被害がいろいろな地域で発生いたしました。亡

くなられた方や被害に遭われた方々に、心から

お悔やみを申し上げますとともに、お見舞いを

申し上げたいと思います。

それでは、通告に従いまして質問いたしま

す。

きのうもたくさんの方が質問されました、宮

崎カーフェリー株式会社の新造船についてお伺

いいたします。

宮崎カーフェリー株式会社の新船建造におい

て、県が40億円を貸し付けることについてお尋

ねします。

過去にマリンエキスプレスから事業を継承し

事業継続が困難となり、新会社をつくり過剰債

務を整理した上で、新船建造、本県の経済の生

命線であるからということで、いろいろと説明

を受けました。それだけ重要であれば、需要も

高かったのではないでしょうか。これだけの事

業を経営しながら、171億円の融資が受けられな

いのが理解できません。宮崎県が始まって２番

目の大型融資とお聞きしますが、１番目のフェ

ニックスリゾートとは、とても初期投資が比べ

物になりません。このことは、県民にとっても

非常に関心の高い事案であります。

今回の議会が始まりまして、11月18日以降、

新聞、テレビ、いろいろな報道がなされ、私た

ちにも県民からいろいろな電話がありました。

県民に迷惑をかけることは絶対相なりません。

県貸し付けについては、確実に返済される見通

しがあるのでしょうか。判断された知事にお伺

いいたします。

以上、壇上での質問を終わり、この後は質問

者席から質問をさせていただきます。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

宮崎カーフェリーへの県からの貸し付けにつ

きましては、国の中小企業施策の実施機関であ

る「中小企業基盤整備機構」が所管しておりま

す、高度化資金を活用することとしておりま

す。同機構の協力のもと、宮崎カーフェリーか

ら提出された収支計画及び償還計画等につい

て、慎重に審査をしてまいりました。

令和元年11月29日(金)
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その結果、償還のための利益が見込まれ、堅

実で実現性が高い計画が立てられていることか

ら、確実な返済が見込まれると判断していると

ころであります。

また、今後、新船建造の経過をフォローする

とともに、資金の貸し付け後には定期的に経営

状況等を把握するなど、債権管理をしっかりと

行ってまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

次に、商工観光労働部長にお○山下 寿議員

尋ねします。

会社の収支計画において、新船就航後の売り

上げの見通しはどうなっているのか、お伺いい

たします。

新船就航○商工観光労働部長（井手義哉君）

後の令和５年度以降の売上高は、貨物運賃収入

が約44億円、旅客運賃収入が約13億円、その他

の収入を含めて約61億円とされており、平成30

年度実績と比べて、約２億円の増加が見込まれ

ております。

その中で、新船は、トラックの積載可能台数

が30台程度ふえるところを、上り７台程度、下

り２台程度の増とし、旅客についても、個室化

等による増加が期待されているところを、現状

維持で試算されております。

また、費用の約３割を占める燃料費について

も、新船の省エネ効果による燃費向上をかた目

に試算されております。

このように、収支の両面において、かた目の

試算とした上で、借入金の償還を計画どおり行

いつつ、毎年度、黒字が確保される見通しと

なっております。

再度、商工観光労働部長にお○山下 寿議員

尋ねします。

収支計画の前提となる年間の稼働日数や上下

便の貨物の利用見通しについて、お伺いしま

す。

稼働日数○商工観光労働部長（井手義哉君）

につきましては、１年間を通じて毎日運航する

ことを基本としておりますが、ドックでの検査

や荒天等による欠航を過去の実績から見込み、

年間上下合わせて700便程度と設定されておりま

す。

また、貨物の利用見通しにつきましては、平

成30年度実績と比較して、上りは約3,000台増の

約４万5,000台、下りは約1,000台増の約３万

台、合わせて約７万5,000台のトラック利用が見

込まれております。

なお、トラック利用台数につきましては、新

船建造により積載可能台数が30台程度増加する

ものの、夏場には農産物の荷が少なくなるこ

と、また、往復での利用は限定的であることな

どから、先ほどお答えしましたとおり、上りで

７台程度、下りで２台程度の増加と、かた目に

見込んだものとなっております。

次に、総合政策部長にお尋ね○山下 寿議員

します。

トラックで陸路を走った場合とカーフェリー

を使った場合のコスト比較はどういうふうに

なっているか、お尋ねします。

カーフェリー○総合政策部長（渡邊浩司君）

の運賃につきましては、大型トラックで、消費

税と燃料調整金を含めた料金は８万9,100円と

なっております。

一方、トラックで陸送する場合は、宮崎イン

ターチェンジから神戸港付近のインターチェン

ジまでの高速道路の料金と燃料費を合わせまし

て、約４万3,000円程度となっております。

なお、運転手の業務時間は１日16時間が上限

とされておりますので、県内での集荷時間と行
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き先での配送時間を考慮しますと、関西地域よ

り遠くに陸送する場合には運転手が２名必要と

なりますので、人件費が１名分多くかかること

となります。

今、知事や商工観光労働部○山下 寿議員

長、総合政策部長から答弁をいただきました。

なぜこれだけの収益の高い事業が、金融機関

から新会社に全額融資できないのかが、納得で

きません。

総合政策部長から話がありましたけれども、

今、国土交通省では、自動車の自動運転化につ

いても開発が進められています。高速自動車道

路など限られた道路においては、近い将来に自

動運転化が可能であるとお聞きしております。

そうなりますと、先ほどは、運転手が２人要る

かもしれないというような話もありましたけれ

ども、自動運転化になれば一人で運転ができる

わけですので、陸路のコストも相当安くなると

思います。20年間での返済が目標の融資でござ

いますので、大変な状況も起こり得るのかなと

いう心配をしております。

それとあわせまして、私は議員の皆さん方も

なかなか納得がいかない事案であると思います

が、この議案が付託され、審査をされる常任委

員会においては、過去のカーフェリー会社の決

算書などいろいろな提出を求めて、慎重な審査

をしていただくことを求めておきたいと思いま

す。

それでは、次の質問に移らせていただきま

す。鳥インフルエンザの発生防止対策について

お伺いします。

国は、外国人の観光誘致に取り組み、観光地

では期待をしているところであります。ところ

が、御案内のように、中国がアメリカとの貿易

摩擦で国内景気が悪く、また、隣の韓国におき

ましても日韓の関係が悪化し、アジアからの観

光客が激減をしております。このようなことか

ら、観光誘致によるインバウンドの取り組みが

必要なことは理解できますが、水際貿易体制の

強化を図った上で、アジアからの観光誘致をす

べきものと考えております。

現在、国内では、岐阜県に端を発しましたＣ

ＳＦ（豚コレラ）の終息が見えず、江藤農林水

産大臣が、苦渋の決断によりワクチン接種に踏

み切ったところであります。

また、ワクチンも治療方法もない大変脅威の

ＡＳＦ（アフリカ豚コレラ）が、中国を初めと

したアジアに蔓延し、本県と直行便のある韓国

まで発生しております。このため、国において

は、肉製品の不正持ち込みの罰則強化、検疫探

知犬の増頭など、水際貿易体制の強化を含めて

法律を改正し、対応しようとしております。

本県においても、９月補正により水際貿易の

強化が盛り込まれました。しっかりとした対応

をお願いいたします。

一方、秋から冬にかけてこの時期は、野鳥が

原因とされる高病原性鳥インフルエンザの発生

を一番警戒しなければならない時期でありま

す。

また、本県はブロイラーの羽数が日本一の養

鶏県であり、一度発生を許せば、経済的にも大

きな影響を与えることになりますので、発生防

止に向けた万全な取り組みが非常に重要と考え

ております。

そこで、高病原性鳥インフルエンザのリスク

が高まる時期となりましたが、発生防止対策に

ついて、農政水産部長にお伺いします。

高病原性鳥イ○農政水産部長（坊薗正恒君）

ンフルエンザの発生を防ぐためには、鶏舎内へ

のウイルス侵入防止対策の徹底が大変重要でご
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ざいます。

このため、全農場におきまして、生産者みず

からが、鶏舎やネットの破損等を点検・修繕し

た後、家畜防疫員が巡回して、修繕に不備がな

いか確認し、きめ細かく指導しているところで

ございます。

また、県が調査のため設置しました監視カメ

ラに、野生動物が鶏舎のすぐそばで確認された

例もありますことから、その写真をもとに生産

者への啓発チラシを作成し、危機意識の高揚も

図っているところでございます。

さらに、水辺周辺などリスクの高い農場に対

しましては、11月以降、再度立入指導を行うこ

とにより、改めて、野生動物対策やウイルス侵

入防止の徹底に万全を期しているところでござ

います。

既に渡り鳥が飛来してきており、発生リスク

の高いシーズンに入っておりますので、最大限

の警戒のもと、引き続き発生防止に努めてまい

りたいと考えております。

高病原性鳥インフルエンザ○山下 寿議員

は、ここ数年、宮崎では発生していませんが、

国内のあちこちで、野鳥のふんからウイルスが

検出されているわけでございますので、万全の

対策をよろしくお願いいたします。

次に、国土強靱化、防災・減災対策につい

て、県土整備部長にお伺いします。

県管理河川の19水系において、洪水氾濫等に

よる浸水被害の危険がある244カ所の対策をどの

ように進めていくのか、お答えください。

御質問の危○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

険箇所につきましては、これまで越水等が発生

した箇所など、洪水の際に河川氾濫等の被害が

予想される、水防上特に注意を要する箇所であ

ります。

このため県では、危険箇所の被害軽減を図る

ために、現在113カ所で河川整備を進めており、

３か年緊急対策においても、河道掘削等を実施

しているところであります。

しかしながら、整備には多大な費用と長い期

間を要することから、ハード対策に加え、ソフ

ト対策として、市町村に河川情報を伝達する

ホットラインの実施や、水位情報や河川監視カ

メラの画像をインターネット上に発信し、住民

みずからの避難行動につながる支援を行ってお

ります。

今後とも、河川整備の一層の推進に向けた予

算確保に努め、ハード・ソフトが一体となった

浸水被害の軽減に取り組んでまいりたいと考え

ております。

再度、県土整備部長にお尋ね○山下 寿議員

します。

最近は、100年に一度と言われる想像もつかな

い災害が頻発しております。

そんな中で、老人ホームや病院など、要配慮

者利用施設の浸水被害が多く発生しています。

水防法で義務づけられている要配慮者利用施設

の避難確保計画の策定率が、先日の報道を見ま

すと、全国平均では45％、本県では23％と、驚

くほど進んでいないようでございます。

そこで、県内の要配慮者利用施設における、

水防法に基づく避難確保計画の策定状況をお伺

いいたします。

平成29年の○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

水防法改正により、洪水浸水想定区域内に立地

し、市町村の地域防災計画に位置づけられた要

配慮者利用施設の所有者等は、避難確保計画を

策定することが義務づけられたところでありま

す。

平成31年３月末時点で、141施設が計画を策定
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しておりましたが、県において、国や市町村と

連携し、施設の所有者等向けの講習会を実施す

るとともに、県内６地区に直接出向き、関係す

る全市町村に対して、具体的な指導・助言を

行ったところ、本年10月末時点では395施設が増

加し、現在536施設において計画が策定されたと

ころであります。

県としましては、今後も、各関係機関と連携

を図り、全ての対象施設において計画が策定さ

れるよう、支援を行ってまいりたいと考えてお

ります。

大きい水害がありますと、病○山下 寿議員

院や老人ホームが浸水している状況を、我々新

聞でよく目にするわけですが、どうか一日も早

く要配慮者利用施設の避難計画を作成するよう

に、指導を要望しておきたいと思います。

次に、和牛甲子園についてお伺いいたしま

す。

ことしの10月、小林市主催で、第１回目とな

る全国和牛ハイスクールサミットが３日間の日

程で開催され、全国31の農業高校から330人の高

校生が集まり、畜産共進会の見学やシンポジウ

ム、技術研修会などが行われました。和牛を通

して仲間づくりやきずなも深まり、参加した全

国の高校生から大変好評であったようでござい

ます。

この取り組みは、来年度も継続の予定とお聞

きしております。担い手育成の観点から、引き

続き、県としても小林市と十分連携して、魅力

ある大会づくりをお願いしたいと思います。

さて、同じく農業高校を対象にした和牛甲子

園という大会があります。この大会は、全農が

主催し、第３回大会には、全国の高校生17県か

ら30校が出場しまして、和牛肥育の高校生チャ

ンピオンを決める、全国の和牛甲子園でありま

す。九州からも佐賀県、熊本県、鹿児島県など

が出場しているようです。

そこで、県内農業系高校における和牛に関す

る学習の現状について、教育長にお伺いしま

す。

和牛の学習には、大○教育長（日隈俊郎君）

きく繁殖と肥育の分野がありますが、現在、高

鍋農業、都城農業、小林秀峰、高千穂の４校に

おいて、本県の和牛農家の大半を占める繁殖の

基礎的な学習を行っております。その後の肥育

に関する学習につきましては、県立農業大学校

に進学後、より環境の整った農場で、実践的学

びを行うという流れができております。

しかしながら、近年、繁殖から肥育までの一

貫経営の大規模化と増加に合わせて、後継者育

成の指定校である高鍋農業でも、肥育に関する

学習を取り入れています。その一環として、肥

育牛を毎年１頭出荷しまして、学校即売会で精

肉販売を行ったり、海外輸出や、ふるさと納税

の返礼品にしたりするなど、経営を意識した学

習にも取り組んでいるところであります。

現在の農業高校の農場では、○山下 寿議員

繁殖牛の飼養管理技術の実習が中心に行われて

いるとのことですが、前回の和牛能力共進会の

肉牛部門でも、内閣総理大臣賞を受賞した実績

がある宮崎県であります。多くの農家や団体、

行政が実績をつくってきた和牛肥育の取り組み

を、しっかり高校生に伝えていくべきであると

考えます。

そこで、和牛甲子園の参加について、今後の

見通しを教育長に再度お伺いいたします。

和牛甲子園は、肥育○教育長（日隈俊郎君）

技術と生産意欲の向上、及び将来の畜産業の後

継者・担い手育成を目的としておりまして、日

ごろの実習の取り組みと、肉質分野の評価を競
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う大会であります。

議員御指摘のとおり、後継者育成の観点か

ら、肥育の農場学習も大切であると考えますの

で、大会の参加に向けて、今後チャレンジして

いきたいと思います。なお、参加させる肥育牛

につきましては、育成から肥育までに約30カ月

を要しますので、毎年１月に開催される和牛甲

子園に参加するためには、大会期日に合わせた

肥育期間の確保が必要となります。

したがいまして、県教育委員会といたしまし

ては、畜産科を有する高鍋農業、都城農業２校

において、令和３年度の大会への参加を目標

に、関係機関の協力を得ながら、準備を進めて

まいりたいと考えております。

教育長は、令和３年に向けて○山下 寿議員

計画をしたいということでございます。どうぞ

よろしくお願いしたいと思います。参加に向け

ては、いろいろと課題もあろうかと考えます

が、ぜひ実現をさせていただきたいと思いま

す。

そして、この和牛甲子園の参加に向けては、

教育委員会と農政水産部が連携して取り組んで

いくべきと考えますが、農政水産部長の考え方

をお伺いいたします。

農業高校の全○農政水産部長（坊薗正恒君）

国レベルの共進会への参加につきましては、教

育委員会との連携によりまして、繁殖牛部門に

おいて、全国和牛能力共進会に出品し、すばら

しい成績をおさめたことで、全国に本県高校生

の力強さを発信することができたと考えており

ます。

今回、和牛甲子園の参加に向けて取り組まれ

るということは、本県の宮崎牛づくりを支える

人材育成にも大きく貢献するものと考えており

ます。

このため、農政水産部といたしましても、県

共進会等を肥育に関する学習の機会として活用

するとともに、関係団体と飼養管理などの技術

指導を行うことで、和牛甲子園という高校生の

新たなチャレンジを最大限サポートしていきた

いと考えております。

年に１回開催されるこの大会○山下 寿議員

の狙いは、高校の、高校球児ならぬ高校牛児た

ちに、大会に出るという具体的な目標を持た

せ、やりがいを感じてもらい、ぜひ将来の担い

手になってもらいたいという願いが込められて

おります。

ですから、まずはこの和牛甲子園への参加を

実現させていただきたいと思います。将来的に

は、県内の農業高校を対象にした本県独自の共

励会も夢ではないと思います。

また、農業高校の生徒たちは、畜産農家の子

供たちだけではありません。高校に入学して、

たまたま和牛に出会った生徒も少なくありませ

ん。そのような生徒たちにも、和牛甲子園を

きっかけに、牛飼いの楽しさ、そして牛飼いへ

の興味と情熱を持っていただけたら幸いです。

ぜひそうなるように願っています。

以上、これからの宮崎牛づくりを担う若い力

に期待を込めて、次の質問に移らせていただき

ます。

日米貿易協定後の農家対策についてお伺いい

たします。

ＴＰＰ11に始まり、日ＥＵ・ＥＰＡに続く協

定、日本にとって一番身近なアメリカとの日米

貿易協定が、10月８日に署名が行われ、来年１

月に発効するようです。

政府の試算によると、2018年度のＧＤＰ水準

で換算すると約４兆円に相当し、約28万人の雇

用が増加すると言われています。
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一方、農業生産の影響試算では、最大1,100億

円が減少し、国内牛肉は最大で474億円、乳製品

は246億円、豚肉は217億円が減少すると発表し

ました。

日米貿易協定後の発効が見込まれる中、農家

の不安を払拭するために、県としてどのような

姿勢で取り組んでいくのか、知事にお伺いいた

します。

日米貿易協定は、来年○知事（河野俊嗣君）

１月の発効に向けて、国会での審議が行われて

おります。今御指摘がありましたようなＴＰ

Ｐ11、日ＥＵ・ＥＰＡに続く協定の発効により

まして、国際的な競争はますます激しくなって

いくものと考えられます。

これらの経済連携協定は、関税引き下げなど

によりまして輸出の拡大等が期待される一方

で、本県の基幹産業である農林水産業を初め、

幅広い関連産業等への大きな影響も懸念される

ところであります。

このため国に対しまして、これまでも機会あ

るごとに、関係者への十分な情報提供と丁寧な

説明や、協定発効後の影響の継続的な検証、そ

して、万全な対策の実施と本県への重点配分な

どにつきまして、県議会、関係団体とも連携し

て要望を行ってきているところであります。今

月15日にも、私が農林水産省を訪問して、緊急

要請を行ったところであります。

県としましては、これらの経済連携協定によ

りますプラスの効果を最大限に発揮するととも

に、マイナスの影響を最小限にとどめるよう、

農林水産業の成長産業化に向けて、今後とも

しっかりと取り組んでまいります。

農政水産部長にお伺いしま○山下 寿議員

す。

政府は、数千億円規模の補正を考えているよ

うでございます。また、農産物輸出促進法が成

立し、手続も簡素化し、対応するようでござい

ます。日米貿易協定にかかわる農家対策につい

てどのように対応されるか、お聞かせくださ

い。

日米貿易協定○農政水産部長（坊薗正恒君）

を初め、ＴＰＰ11等に対する農家対策につきま

しては、国が、「総合的なＴＰＰ等関連政策大

綱」の改定と、それに合わせて補正予算を編成

するとの情報がございます。

県としましては、そのような国の動向等も踏

まえながら、引き続き、「宮崎県ＴＰＰ対応基

本方針」に基づきまして、セーフティーネット

の強化や生産体制の構築、輸出体制の強化な

ど、本県農業の構造改革に向け、今後とも取り

組んでまいります。

特に、生産基盤の強化は大変重要であります

ことから、畜産クラスター事業や産地パワー

アップ事業等を活用した施設等の整備、省力化

や生産性向上等につながるスマート農業の推

進、農地の担い手への集積や大区画に向けた圃

場整備などの対策を積極的に推進してまいりま

す。

県といたしましては、国際化の大きな流れに

あっても、生産者が安心して経営に取り組んで

いけるよう、本県農畜産業の競争力強化に、今

後ともしっかりと取り組んでまいります。

今、知事からも答弁をいただ○山下 寿議員

きました。農政水産部長も担当しているわけで

ございますが、しっかり対応していただきたい

と思います。

特に、宮崎から江藤拓農林水産大臣が誕生し

たわけですから、積極的に要望していただき、

宮崎の農業を支えていただきますよう、お願い

をしておきます。
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次に、県内の高齢化対策についてお伺いいた

します。

県内の高齢化に対する取り組みでございます

が、こうなることはわかってはおりましたが、

とうとう来たかと心配するところであります。

本県の総人口に占める高齢化率は32.2％、一

番低いところで三股町の27.8％、最高は美郷町

の51.8％で、40％を超える自治体が10市町村あ

ります。

今後ますます高齢化が進展することを想定す

る中で、県としてどのような取り組みを行って

いくのか、福祉保健部長にお伺いいたします。

本県の高齢化○福祉保健部長（渡辺善敬君）

率は、本年は32.2％、2025年には35.0％に達し

まして、３人に１人は65歳以上の高齢者になる

と推計されております。

今後ますます高齢化が進んでいく中で、いか

に地域社会の活力を維持し、高めていくかが重

要な課題となっております。

県といたしましては、高齢者自身が地域社会

の活力を維持・増進する担い手として生き生き

と活躍できるよう、老人クラブの活動や宮崎ね

んりんピック等の支援を行っております。

さらに、医療、介護、介護予防、生活支援、

住まいが一体的に提供される地域包括ケアシス

テムの深化・推進に取り組む市町村を支援する

ことによりまして、高齢者の方々が、住みなれ

た地域で安心して自分らしく暮らし続けられる

社会づくりを進めてまいりたいと考えておりま

す。

高齢化がますます進んでいき○山下 寿議員

ます。人口減少対策を一生懸命今やっているわ

けですけれども、若い世代に負担が多くかかる

ようになります。若い世代に少しでも負担がか

からないように、いろいろな対策を講じていた

だき、若い世代の負担が減少するような政策を

ぜひ進めていただきたいと要望しておきたいと

思います。

次に、人口減少を可能性に変える地方創生と

いうことでお聞きしたいと思いますが、実は

私、先日、自治振興セミナーを埼玉県さいたま

市で受講してまいりました。すばらしいセミ

ナーであったと思います。

昭和30年に５つの村が合併し、人口２万人の

町が生まれております。しかし、その町も過疎

が非常に進みまして、人口減少を受け入れ、数

ではなく過疎の中身を改善すると、外部から若

者やクリエイティブな人材を誘致することに

よって、人口減少の健全化を図るとともに、Ｉ

ＣＴインフラ等を活用し、多様な働き方を実現

できるビジネスの場として価値を高めることに

よって、農林業のみに頼らない、均衡のとれた

持続可能な地域を目指すということで、地方創

生をやっております。

四国の徳島県の山の中の町だと思いますが、

徳島県神山町、人口5,300人の地方創生の取り組

みについて聞きますと、この地方創生のやり方

は、非常に全国でも有名とお聞きしておりま

す。恐らく知事も、このことはよく御承知かと

思いますが、こういうまちづくりについて、知

事はどうお考えか、所見をお伺いしたいと思い

ます。

今御指摘がありました○知事（河野俊嗣君）

徳島県神山町におかれましては、首都圏のＩＣ

Ｔベンチャー企業等の誘致を地域活性化の起爆

剤にするという方針のもとで、県との連携のも

と、高速ブロードバンド環境の整備や、サテラ

イトオフィスの開設・運営費用に対する支援等

を行い、移住者の増加や地元雇用の創出につな

がったものであります。
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この事例では、熱意ある地元のＮＰＯ法人と

自治体が連携をしながら、移住者の住居の確保

など、さまざまな課題を解決してきた点が特徴

的であると考えております。

人口減少の状況や課題は、地域ごとに異なっ

ております。神山町のように、それぞれの実情

に合わせて、また強みを生かして、移住・定住

の促進や若者の県内定着等に取り組んでいくこ

とが重要であると考えております。

本県におきましても、日南市や宮崎市では、

ＩＴ企業の立地などが進んでおる例もございま

すし、サーフィンやロッククライミングが移住

に結びついているような例もございます。

今後とも、県が市町村と連携をして、各市町

村の実情に応じた対策の検討やその具体化に向

けて、県外の若者に情報を届ける仕組みづくり

や、中山間地域における第１次産業に就業しや

すい仕組みづくりなど、人口減少対策を初めと

する地方創生の取り組みを鋭意進めてまいりま

す。

人口が減少することに妥協す○山下 寿議員

るわけではございませんけれども、今、知事か

らもお話がありましたように、いろいろな形

で、県民が生きがいを持って暮らせるような地

方創生をつくっていただきますように、要望を

しておきます。

次に、太陽光及び風力発電施設についてお伺

いします。

再生可能エネルギーの固定価格買取制度、通

称ＦＩＴ制度開始後に、林地開発許可を行った

太陽光及び風力発電施設の箇所と面積につい

て、環境森林部長にお伺いいたします。

いわゆるＦＩ○環境森林部長（佐野詔藏君）

Ｔ制度は、平成24年７月１日から運用が開始さ

れておりますが、本年10月末までに林地開発許

可を行いました施設は、太陽光発電施設が、宮

崎市や国富町など９市10町の46カ所で、林地開

発に係る許可面積は、合計で約519ヘクタールと

なっております。

また、風力発電施設が、同様に串間市と五ヶ

瀬町の２カ所で、約20ヘクタールとなっており

ます。

実は私、バイオマス発電を○山下 寿議員

行っているわけですが、皆さんから、山がはげ

山になるといって、非常にいろいろと意見があ

るわけでございます。切った山には再造林を

行って、ちゃんと木を植えていくわけでござい

ますが、今話がありました539ヘクタールの元山

林は、最低でも20年間は山に復元することはあ

りません。ＦＩＴ制度で開発された山林は、意

外と場所もなだらかな山で、杉生産日本一を誇

る宮崎県としては、非常に残念な状況ではない

かなと思うところでございます。

太陽光発電施設について、もう一度お伺いし

ますが、最初の買い取り価格が42円と高い価格

が設定され、利益率が高く、海外からの投資家

が殺到し、県内にも外資系のメガソーラーが幾

つもあるようですが、国のＦＩＴ制度終了後、

放置されるようなことになると、大変なことに

なります。パネルには有害物質が含まれるとお

聞きしております。

今後、増加が見込まれる太陽光パネルの処理

についてどのように対応されるのか、環境森林

部長にお伺いいたします。

議員御指摘の○環境森林部長（佐野詔藏君）

とおり太陽光パネルには、一部鉛等を含んだも

のや、感電等の危険もありますことから、中央

環境審議会などにおいて、リユース・リサイク

ルを前提にした最終処分までの適正処理につい

て検討がなされ、国から平成30年にガイドライ

- 78 -



令和元年11月29日(金)

ンが示されたところであります。

県では、国のガイドラインに基づいた適正処

理の徹底を、関係団体や市町村を通じまして、

産業廃棄物処理業者を中心に、幅広く周知・指

導しているところであり、不法投棄などの不適

正処理が発生しないよう、廃棄物監視員による

監視指導も実施しているところであります。

今後とも国や市町村と連携し、大量廃棄に備

え、適正な処理が確保されるよう努めてまいり

たいと考えております。

特に慎重に対応していただき○山下 寿議員

たいと思うのが、先ほども申し上げましたとお

り、外資系の資本が大分設備をつくっておりま

す。そういう発電設備につきましては、慎重

に、万全を期して対応していただきますように

要望しておきたいと思います。

次に、宮崎県の医師確保についてお伺いしま

す。

宮崎県は、以前から県内の医師不足に悩み、

いろいろと対策をとられてきたようでございま

す。高齢化は急激に進行、医師を必要とする人

口は今以上に拡大するわけでございます。

宮崎大学医学部に県内枠及び地域特別推薦枠

がつくられ、医師確保に努められているようで

すが、その実績と実態、そして今後の対策につ

いて、福祉保健部長にお伺いいたします。

平成31年４月○福祉保健部長（渡辺善敬君）

現在で、宮崎大学医学部地域枠及び地域特別枠

推薦で入学し、医師となった105名のうち、県内

で勤務する医師は79名、県外で勤務する医師

は26名となっております。

県といたしましては、地域枠等医師の県外流

出防止に向けて、出願時の面接と誓約書により

意思確認を行うとともに、今年度からは、新た

に宮崎大学医学部に配置した医師２名による働

きかけを強化するなど、取り組んでいるところ

であります。

また、今年度、医師のキャリア形成プログラ

ムを策定することとしております。これは、医

師免許取得後、原則９年間、県内で勤務するこ

と、研修、勤務先の医療機関を定めること、そ

の過程を通じて、医師としての能力の開発及び

向上を図ることなどを内容とするものでありま

して、来年度から臨床研修を開始する地域枠等

医師から、このプログラムを適用することとし

ております。

今後とも宮崎大学医学部、県医師会及び関係

医療機関等と連携して、地域枠等医師の県外流

出防止に向けて、全力で取り組んでまいりま

す。

県立病院も新しくなるわけで○山下 寿議員

ございます。医師の必要性は格段と高まってま

いるわけでございます。せっかくの取り組みで

ございますので、どうか大切にしていただきま

して、１人でも多くの医師確保ができますよう

に、要望をしておきたいと思います。

それでは、以上で私の一般質問を終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

次は、田口雄二議員。○丸山裕次郎議長

〔登壇〕（拍手） 皆さん、お○田口雄二議員

はようございます。県民連合宮崎の田口雄二で

す。本年最後の一般質問の機会をいただきまし

た。ありがとうございます。本日は11月29日、

いい服の日です。またしても同僚の髙橋議員に

教えていただきました。ブランド物でもなく、

高額でもありませんが、お気に入りのスーツを

着てまいりました。どうぞよろしくお願いいた

します。

さて、紅葉がすばらしい季節を迎えました。

しかし、永田町では桜が満開なのか、連日桜の
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話題が報道されていますが、本年を振り返って

みますと、全国的に災害が発生し、今までとは

規模が違う広域にわたる深刻な被害が連続しま

した。延岡市でも台風17号による竜巻が発生

し、住宅や農業用ハウスに大きな被害が生じま

した。

ＪＲの赤い特急列車が横転した平成18年の竜

巻被害がまだ記憶に残る中、復旧に向けて立ち

上がっているときの10月９日、うれしいニュー

スが飛び込んでまいりました。吉野彰さん

が2019年のノーベル化学賞を受賞することが公

表されました。スマートフォンやパソコン等に

広く使われているリチウムイオン電池を開発

し、私たちの生活に大きな革命を起こしてくれ

た貢献が認められたものです。

そして、このリチウムイオン電池の開発に延

岡の地が大きく関係しており、吉野氏自身が、

「リチウムイオン電池の半分は延岡から誕生し

た」と話しております。延岡で開発、研究して

いたカーボン繊維が電池の負極素材の発見の発

端となり、また商品化に向けて安全性を証明し

たのが、同じく延岡市内の東海工場です。

この工場は以前、ダイナマイト工場と呼ばれ

ていたこともあるダイナマイト製造工場でもあ

り、安全性を確認する爆発実験をする施設も有

しております。

ノーベル賞をつくったのは、ダイナマイトを

発明し巨万の富を得た、アルフレッド・ノーベ

ルです。しかし、本来の目的とは違う戦争に使

われるようになり、「死の商人」と呼ばれ、心

を痛め、人類のために大きく貢献した人に授与

するためにノーベル賞は創設されました。伝統

と権威ある最高の賞としてたたえられていま

す。

吉野さんは、ダイナマイト爆発実験場で最終

的な実験を済ませ、今回のリチウムイオン電池

の商品化に至り、今回の受賞につながりまし

た。今回の受賞には不思議な縁を感じます。

ちなみに私が生まれたのは、この工場に隣接

する地域で、ダイナマイト爆発実験の音を聞き

ながら育ちました。毎年、延岡市教育委員会の

講師派遣事業で、市内の中学生がこの工場に見

学、研修にまいります。この中から、いずれ社

会に大きく貢献する人物が育ってほしいもので

す。

それでは質問に入ります。まず、知事の政治

姿勢についてお伺いします。

県より６月に、平成28年度の「県民経済計

算」が公表されました。この数値を見ています

と、意外な思いがいたしました。11年前からの

統計になりますが、この間、口蹄疫の後遺症や

大幅な人口減少、深刻な人手不足等々、マイナ

ス要因しかないように思っていたのに、県民１

人当たりの平均所得は240万7,000円で、全国平

均の308万7,000円には大きな開きがあるとはい

え、過去11年間で最高になっております。

県民所得には、雇用者報酬のほかに財産所得

や企業所得も含まれており、個人の所得をあら

わすものではありませんが、県民にその実感が

あるのかは疑問ですが、驚きの数値です。県内

総生産は名目で３兆6,840億円、経済成長率は前

年で1.8％増、物価変動の影響を除き推計した実

質経済成長率も0.8％増となり、２年連続のプラ

ス成長となっています。

そこで、１人当たりの県民所得が伸びている

ことについて、知事の感想を伺います。

次に、厚生労働省が９月に、再編・統合の議

論が特に必要として、424の公立・公的病院リス

トが公表され、大きな波紋、そして反発を呼ん

でいます。
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本年２月には、厚労省は医師少数県を公表

し、九州で唯一本県が選定されました。医師数

は全国平均に近いのですが、医師偏在指標に基

づいて、本県が医師少数県と判断されたもので

す。その医師少数県に選定しておきながら、本

県の７つの病院を再編・統合の対象として選定

しています。政府は2025年までに、規模縮小も

含めた再編・統合を終える計画です。日本は、

先進国の中で人口当たりの病床数も多く、不要

な長期入院を招いている。病床数を減らしなが

ら、診療報酬の高い急性期病床をリハビリ用病

床に置きかえていけば、長期入院も医療費膨張

も抑えられる。さらに、分散する病床を集約し

て当直体制等を厚くすれば、勤務医の過重労働

や地方の医師不足も改善できるともくろんでい

るようです。そこで、全体の６割が赤字で、自

治体の一般会計から多額の支援を受ける公的病

院がターゲットになったようです。

しかし、中山間地を多く抱える本県におい

て、地域の病院が統合されるのは死活問題で

す。今回の厚労省の再編・統合の議論が必要と

する病院名公表に関して、知事はどうお考え

か、お伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。１人当たりの県民所得についてでありま

す。

県民経済計算における県民所得を見ますと、

雇用者報酬はおおむね横ばいで推移をしており

ますが、企業所得がふえていることにより、全

体額としては毎年度伸びている状況にありまし

て、こうしたことを背景に、１人当たり県民所

得も近年増加傾向にあります。議員から御指摘

がありましたが、きょう11月29日はいい肉の日

でもあります。１人当たりの肉の消費量もふえ

るのではないかと期待をしておるところであり

ます。

県におきましては、これまでも、県民所得の向

上には企業の稼ぐ力を高めることが重要である

という考え方のもとに、フードビジネスを初め

とする成長産業の振興や中核企業の育成等に加

え、各産業分野におけるスマート化など、企業

や産業の収益力向上に努めるとともに、給与等

の処遇改善を産業界に呼びかけているところで

あります。

今後とも、本県の特性を生かしながら、地域

経済の拡大と循環に努め、人口が減少する中に

あっても県民所得の向上が図られるよう、取り

組みを強化してまいりたいと考えております。

次に、国の公立・公的病院名の公表について

であります。

今回の発表につきまして、本県では７病院が

対象とされましたが、いずれも政策医療や地域

唯一の病院として、機能的・地域的に重要な役

割を果たしている医療機関であります。国の発

表は、一部の診療実績をもとにした分析手法で

あること、病院名の公表が急であったことなど

から、住民に不安を与えかねず、国において

は、地域の実情を踏まえた、より丁寧な対応が

必要であると考えております。私としまして

も、全国知事会を通じて国へ働きかけるととも

に、本県の実情について国に訴えてきたところ

であります。

今後とも、県民が安心して適切な医療が受け

られる体制の確保に向け、地域の実情も踏ま

え、各対象病院や地域医療構想調整会議の協議

等における地域の意向を十分に尊重しながら、

県としても必要な支援、協力を行ってまいりま

す。以上であります。〔降壇〕
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ありがとうございます。○田口雄二議員

東京商工リサーチ福岡支社は、2018年度の単

体売上高が100億円を超えた本県の企業が、前年

より５社増加し、29社になったと発表していま

す。好調な自動車や建設・不動産の業種で業績

がアップしており、10年ぶりの高水準となった

ようです。

ただ、今後、米中貿易摩擦や日韓の関係悪化

など、マイナス要因があるのは心配です。県民

所得は、先ほども申しましたように、雇用者報

酬のほかに、財産所得や企業所得も含まれてお

り、純粋に個人の所得をあらわすものではあり

ませんが、地域経済が活性化するよう、引き続

き御尽力をよろしくお願いいたします。

公立病院の再編ですが、中山間地は民間病院

も少なく、少々効率が悪くても、地域住民の命

を預かる大きな責任を持ちながら、少ない医療

スタッフで地域医療を支えています。逆にそう

いう病院にこそ手厚い財政援助をしてほしいも

のですが、全国知事会としてはどのように取り

組んでいるのか、知事にお伺いします。

国の発表が、９月26日○知事（河野俊嗣君）

でありました。これを受けて、全国知事会では

翌日、「全国一律の基準による分析のみで病院

名を公表したことは、地域の個別事情を無視す

るもので、公平な視点とは言いがたい」とする

コメントを発表しまして、その後設けられまし

た、全国知事会を含む地方３団体と厚生労働省

及び総務省によります「地域医療に関する国と

地方の協議の場」の中で、知事会としての意見

を伝えてきたところであります。

第２回の協議の場におきましては、全国知事

会から、公立・公的病院、民間病院の別なく思

い切った国費による財政支援や、地域の実情に

応じた実質的かつ効果的な医師偏在是正対策の

実施など、６項目を求める意見書を国へ提出し

たところであります。

今後とも、持続可能な地域医療体制の確保に

向けて、全国知事会と連携を図りながら、国へ

強く働きかけてまいります。

この公立病院の再編に関しま○田口雄二議員

しては、事前に国からの相談は全くなかったと

聞いております。２月の医師少数県を公表した

際も唐突だったと伺っております。これまで

も、国の指示に従い医療体制を整えてきたの

に、地方の声を聞くことなく、いきなり既成事

実をつくって進めていくやり方は、腹立たしい

ところがあります。地域の反発は大きいのです

が、県は2015年度から、県内の７構想区域で地

域医療構想調整会議を開催し、将来の必要病床

数や地域医療構想について協議中ですが、この

７病院は今後どう位置づけられるのか、今回の

国の方針を参考にして協議が進められるのか、

福祉保健部長にお伺いします。

地域医療構想○福祉保健部長（渡辺善敬君）

につきましては、現在、各地域の調整会議にお

きまして、昨年度、各医療機関が作成した将来

方針をもとに、2025年に向けた医療提供体制を

構築していくための具体的な協議が進められて

おります。

御質問の７病院につきましては、今後、国か

らの通知を受け、県からも対象病院へ将来方針

の再検証を要請することを経まして、各地域の

調整会議で協議が進められてまいります。

この協議に当たっては、現在、それぞれの病

院が、政策医療や地域唯一の病院として、機能

的・地域的重要な役割を果たしていることを踏

まえつつ、国が発表したデータのみならず、地

域独自のデータも参考にしながら、地域の意向

を十分に尊重して、協議が進められていくもの
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と考えております。

中山間地では、少ない医療ス○田口雄二議員

タッフで地域医療を支えています。地域の実情

を把握しての検討をよろしくお願いいたしま

す。

次に、人材確保対策のプロフェッショナル人

材戦略拠点について伺います。

販路開拓、新事業の立ち上げ、生産性の向

上、経営管理、事業承継等々の専門的技能と知

識を持つ人材を県内企業に呼び込む活動を平

成28年１月からスタートしており、国と県の事

業になります。東京以外の各都道府県につくら

れましたが、その後、沖縄県は撤退したようで

す。東京と沖縄県以外の都道府県に設置され、

人材不足が叫ばれる中、まさに県内の企業が求

めるプロの人材をこの宮崎県に連れてくること

は、至難のわざではないかと思います。拠点の

設置以来、間もなく４年を迎えようとしていま

すが、プロフェッショナル人材戦略拠点の運営

体制及び成約実績について、商工観光労働部長

にお伺いします。

プロ○商工観光労働部長（井手義哉君）

フェッショナル人材戦略拠点は、県内企業が経

営課題を解決し、成長を目指す上で必要として

いる、専門的な知識や経験を持つ人材を採用す

るための支援を行っております。

本県では、平成28年１月に拠点を設置し、当

初は県直営で運営しておりましたが、平成30年

度からは、中小企業診断士協会へ全面的に業務

を委託する体制とした結果、企業への訪問面談

件数がふえ、経営課題の分析や助言等を、より

きめ細かに行うことができるようになりまし

た。

こうしたことから、拠点立ち上げから平成29

年度までは、事業周知のためのいわば種まきの

期間だったこともありますが、成約実績は合計

で14名でした。しかしながら、平成30年度は28

名、今年度は10月末までに36名と、順調に実績

を伸ばしております。

平成30年には体制も強化さ○田口雄二議員

れ、成約実績は順調に推移し、今年度の目標

は20名であったのに、10月末で既に36名と、貴

重な専門家の実績が上がっています。このまま

いけば、今年度中には50名近くになるのではな

いかと、大変楽しみにしております。

次に、これまで成約に至ったプロフェッショ

ナル人材の年代別、職種別、地域別の傾向につ

いて、商工観光労働部長にお伺いします。

プロ人材○商工観光労働部長（井手義哉君）

の成約実績は、ことし10月末現在で累計78名と

なっております。

年代別の傾向を見ますと、40歳未満が41名と

全体の約半数以上を占めており、比較的若い世

代が多くなっております。

次に、職種別では、「製造管理・開発職」

が26名で全体の約33％と最も多く、次いで「営

業職」が22名で全体の約28％となっており、そ

の２つの職種が半数以上を占めております。

さらに、地域別では、宮崎市が37名で全体の

約47％、延岡市が16名で全体の約21％などと

なっており、企業数が多い市に集中している傾

向があります。

私は、漠然と本県出身者が都○田口雄二議員

会でキャリアを重ね、定年を迎え、第二の人生

をふるさと宮崎で恩返しをしたいというパター

ンなのかと思っていましたが、40歳以下が半数

以上とは、大変驚きです。新天地でやりがいを

感じるような仕事をしていただき、いつまでも

大きな戦力でいてほしいものです。

宮崎市と延岡市で53名と約７割になっていま
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す。複数採用に至った積極的な企業もあるよう

ですし、現在外国人の内定者もいらっしゃるよ

うで、本県グローバル化にも大きく貢献してい

ただければと思っております。

では次に、これまでの成約実績における本県

の特徴について、商工観光労働部長に伺いま

す。

本県の特○商工観光労働部長（井手義哉君）

徴といたしましては、成約実績78名のうち半数

以上の40名が、県外から県内へ採用された、い

わゆるＵＩＪターンによるものであり、全国平

均の約４割に比べると、比較的高い割合となっ

ております。

また、プロ人材受け入れ企業のうち、情報通

信業の占める割合が15％と、全国の６％に比べ

て２倍以上となっております。

なお、その情報通信業に採用されたプロ人材

の約７割が40歳未満のＩＴ技術者等であり、年

代別で若い世代の採用比率が高い要因となって

おります。

さらに、海外勤務経験を持つプロ人材が６名

おり、国際的な営業を専門とする人材の採用が

多いことも特徴であります。

若い方が多く、また半数以上○田口雄二議員

が県外から採用されており、家族連れで本県に

来ていただいた方もおり、移住により人口減少

対策にも貢献いただいているようです。

海外勤務経験を持つプロ人材が６名、本県の

農産物の東アジア戦略等にも大きな力になって

くれるかもしれません。海外で築いた人脈にも

期待したいものです。

今回、プロフェッショナル人材戦略拠点につ

いて何点か伺いましたが、思っていた以上に順

調に実績を上げていることを、大変頼もしく感

じたところであります。本県の力強い前進にぜ

ひとも貢献してくれるものと期待いたしまし

て、この件の質問を終了いたします。

次に、県立延岡病院に関連して伺います。

ここ数年で、県北の医療の拠点となる延岡病

院の体制は大きく前進いたしました。ドクター

ヘリが発着できる救命救急センターの設置、ド

クターカーの導入、新たに呼吸器センターと心

臓脳血管センターの設置、医師を初め医療ス

タッフの増員等々です。研修医には敬遠されて

きましたが、２年連続で複数の研修医が来てお

り、来年度のマッチングも２名になり、研修医

の行きたい病院になりつつあるのかと、期待を

しているところであります。そこで、新たに導

入された何点かについてお伺いをいたします。

まず、ドクターカーに関連してですが、救急

医療では「15分ルール」というものがあり、救

急患者に15分以内に医者の適切な処置ができれ

ば、その後の経過に大きな影響が出ると言われ

ております。ドクターヘリが導入されたことは

大変ありがたいのですが、ヘリの拠点から県北

部は遠く、30分近くかかり、15分ルールには遠

く及ばない状況です。本県のように南北に長い

県は、ヘリの２機体制が理想なのですが、現時

点では財政的にも厳しい状況です。

そこで、昨年度から延岡市消防本部と連携

で、ドクターカーがスタートしました。２年目

に入り、実績はどうなっているのか気になると

ころです。県立宮崎病院と延岡病院のドクター

カーの出動件数を、病院局長にお伺いします。

県立宮崎病院のド○病院局長（桑山秀彦君）

クターカー出動件数は、昨年度が556件、今年度

は、10月末現在で285件となっております。

一方、県立延岡病院では、延岡市消防本部の

緊急車両を活用しておりますが、その出動件数

は、昨年度が31件、今年度は、10月末現在で28
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件となっております。

平日の昼間のみですが、宮崎○田口雄二議員

病院がこの10月末までに285件、延岡病院が28件

で10分の１です。宮崎地区では、夜間には宮崎

大学医学部附属病院の救命救急センターも平

成26年４月からドクターカーを出動させてお

り、出動件数はさらに多くなってまいります。

ドクターヘリが到着するのに時間を要する延

岡病院では、もう少し出動がふえなければなら

ないと思うのですが、せっかくつくった体制を

もっと活用していかなければなりません。県立

延岡病院が、宮崎病院と比べて出動件数が伸び

ていない要因を、病院局長にお伺いします。

現在、宮崎病院で○病院局長（桑山秀彦君）

は、医師等が現場に直接向かう乗用車型のドク

ターカーを院内に配置しまして、運用を行って

いるところでございます。

一方で、延岡病院では、延岡市消防本部から

出動した緊急車両が、延岡病院で医師等を同乗

させてから現場に向かう方式を採用しておりま

して、その活動範囲も、医師の到着時間がおお

むね30分以内となる延岡市内の地域とするな

ど、宮崎病院よりも限定された運用となってい

るところであります。

こうしたことから、延岡病院での出動件数が

少なくなっているものと考えているところであ

ります。

ドクターカーの出動の仕方が○田口雄二議員

宮崎と延岡では違うことが、一つの要因だと思

います。２段階で出動する延岡が現場到着に時

間を要するので、出動範囲が狭まるのではない

かと思います。県立宮崎病院と同様に、延岡病

院自体にドクターカーを導入する考えはない

か、病院局長に伺います。

延岡病院では、延○病院局長（桑山秀彦君）

岡市消防本部と月に１回程度、意見交換を行っ

ておりますけれども、その中で、病院といたし

ましては、さらに出動回数をふやしても差し支

えない旨を伝えるなど、効果的な運行体制に努

めているところでございます。

病院に専用車両を配置することになります

と、車両等の導入費用に加えまして、現在、宮

崎病院では、宮崎市消防局からの職員の派遣を

いただいておりますが、そうした人員体制の整

備も必要となってまいります。

ドクターカーは、救急患者の救命率の向上や

後遺症の軽減を図る上で非常に有効であります

ことから、今後とも地元市町村等と協議しなが

ら、検討を進めてまいりたいと考えておりま

す。

ドクターヘリに比べれば、は○田口雄二議員

るかに経費は少なくて済みます。そして何より

も、病院側がさらに出動回数をふやしても差し

支えないと言っていただいているようです。日

南病院も含めて、早急な導入の御検討をよろし

くお願いいたします。

次に、昨年、県立延岡病院に呼吸器センター

が開設されました。呼吸器内科と呼吸器外科が

連携し、肺がんを初めとした呼吸器領域の幅広

い疾患に対して、内科、外科の枠を超えた治療

ができる体制になりました。これまで専門医が

おらず、宮崎市や熊本などで行われていた呼吸

器疾患の手術が、延岡病院で行われるようにな

りました。呼吸器疾患に対して、内科と呼吸器

外科相互のバックアップで積極的な治療ができ

ることが、センター開設の大きなメリットとな

ります。

県立延岡病院の呼吸器センター設置による効

果について、病院局長に伺います。

延岡病院では、従○病院局長（桑山秀彦君）
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来より心臓血管センターや消化器センターな

ど、臓器別のセンター化を進めてまいりました

が、新たに呼吸器外科の医師が確保できました

ことから、昨年10月に呼吸器センターを開設し

たところであります。

センターでは、肺がんを初めとしました呼吸

器領域の幅広い疾患に対しまして、現在、内科

医４名、呼吸器外科医２名が中心となって、こ

れまで以上に連携して治療に当たっておりまし

て、迅速な診断と最適な治療が、一貫して切れ

目なく提供できるように努めております。

また、御質問にもありましたが、これまで宮

崎市や熊本県内の病院に紹介せざるを得なかっ

た患者の治療も行えるようになり、患者サービ

スにも大きく貢献しているところでございま

す。

今後とも、患者本位の質の高い医療の提供に

努めてまいりたいと考えております。

県外や遠くで手術等を受ける○田口雄二議員

ことなく地元でできるというのは、患者にとり

ましても、家族にとりましても負担が軽くなり

ます。設置に感謝申し上げます。

次に、心臓脳血管センターは、本年の３月26

日に竣工しました。私たちの大激戦の県議選の

告示３日前でございましたが、県議会議員全員

がその竣工式に参加したものでした。

新設されたカテーテル手術室の最新の医療機

器を見せていただきました。当時、専門の循環

器の専門医が６名もいるのに、カテーテル手術

室が１部屋しかなく、増設を要望していました

が、その願いがかない、感慨無量の思いがあり

ました。

４月の第４週から診療が開始されましたが、

延岡病院の心臓脳血管センターについて、稼働

状況を病院局長にお伺いします。

延岡病院の心臓脳○病院局長（桑山秀彦君）

血管センターにつきましては、ことし４月に、

まずは心臓カテーテル装置１台体制で稼働させ

たところでありますが、９月には、さらに１台

を導入して２台体制となり、格段の機能強化が

図られたところでございます。

今年度９月までの手術及び検査実績は546件と

なりまして、前年同期に比べ20件の増となって

おります。

また、２台体制となったことにより、緊急を

要する救急患者への対応もこれまで以上に迅速

となり、さらに長時間、あるいは、より難易度

の高い治療にも取り組めるようになったところ

でございます。

今後とも、県北地域における医療体制の充実

のために、期待される役割をしっかり果たして

まいりたいと考えております。

私の認識では、これまでの機○田口雄二議員

器と新規のカテーテル装置を併用するものとば

かり思っていました。しかし、９月にはさらに

新しい機器が導入されたと、今回の質問で知り

ました。医療スタッフも新しいカテーテル装置

のレベルの高さに喜んでいるとも伺いました。

これで、新しい装置がフル活動できる体制にな

りました。さらに血管の治療が前進することを

期待いたします。

次に、竜巻支援について伺います。

延岡市におきましては、９月22日の台風17号

の接近により竜巻が発生し、住宅に程度の差は

ありますが、523戸、農業用ハウス23棟が被災し

ました。竜巻は我が家のすぐ近くを通過してお

り、数は減りましたが、まだブルーシートが屋

根を覆っているところがあります。

また、テレビ等で何度も放映されました、大

きな被害を受けた農業用ハウスは、我が家から
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直線距離にして300メートルほどしか離れていな

いところです。

政府より激甚災害に指定されましたが、住宅

の多くが一部損壊で、全半壊の件数が要件を満

たしておらず、災害救助法の適用は見送られる

公算が高く、延岡市は独自の復興支援策を検討

しておりました。住宅と農業用ハウスの再建費

用補助をする予定で、私たち延岡の県議会議員

も同行させていただき、県の財政支援を求める

要望書を今月の５日に出させていただきまし

た。延岡市からの要望である竜巻による被災住

宅への支援について、県はどのように対応して

いただけるのか、県土整備部長に伺います。

台風17号に○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

よる竜巻で被災しました延岡市内の住宅の復旧

に対する支援につきましては、東日本を中心に

広範囲にわたって甚大な被害をもたらした台

風15号や19号による災害の復旧が進む中、17号

による被災者への支援が埋没しないよう、延岡

市と連携して国に要望してきたところでありま

す。

その結果、被災住宅の復旧に対する支援につ

きましては、一部損壊の被害を含め、耐震性の

向上に資する改修工事を行うものに対して、国

の交付金の活用が認められたところでありま

す。

これを受け、県としましては、市が交付金を

活用して支援する事業につきまして、地方負担

分の２分の１を負担するとしたところでありま

す。

被災住宅へ市が交付金を活用○田口雄二議員

して支援する事業に、県としても支援を決定し

ていただき、まことにありがとうございます。

それでは、農業用ハウスへの竜巻被害に対す

る県の支援策について、農政水産部長にお伺い

します。

農業用ハウス○農政水産部長（坊薗正恒君）

の竜巻被害につきましては、被災された農家３

戸に対しまして、被災直後から延岡市などと連

携して、再建方法について検討を進めてまいり

ました。その中で、国に対して要請しておりま

したハウス等の再建のための交付金が発動され

ることになり、農家からの早期に営農を再開し

たいとの要望を踏まえまして、当該交付金を活

用することになったところでございます。

また、県では、稲作等で被災しました農家も

含めて対応できる災害資金を発動するととも

に、農業改良普及センターに営農相談窓口を設

置し、交付金の申請手続の支援や栽培技術等の

指導も実施いたしております。

県としましては、引き続き関係機関と連携し

て、被災農家に寄り添い、経営再建に向けて

しっかりと支援してまいりたいと考えておりま

す。

国の交付金が活用されること○田口雄二議員

になり、県としてはソフトの面で対応というこ

とになるようです。手厚い支援をよろしくお願

いいたします。

昨年の西日本豪雨や本年10月の台風19号な

ど、地球温暖化の影響と思われる気象災害が相

次いでいます。

台風19号では、120地点で12時間降水量が観測

史上１位の記録を更新しました。台風が勢力を

落とさずに日本に接近するようになり、また１

時間に50ミリ以上の「バケツをひっくり返した

ような雨」の年間発生件数は、1976年以降、10

年当たり27.5回のペースで増加するなど、短時

間豪雨もふえています。本年の台風19号の災害

を見て、課題が新たに浮き彫りになってきまし

たが、現在の本県の災害対策状況を伺います。
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近年の頻発○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

する甚大な被害を受け、県では、これまでの計

画的な河川整備に加え、重要インフラ緊急点検

で抽出されました、過去に浸水被害が発生した

箇所や、堤防決壊時における人命リスクの高い

箇所などについて、国土強靱化のための３か年

緊急対策として、県内158河川において、樹木伐

採や河道掘削、堤防強化等に取り組んでいると

ころであります。

しかしながら、台風19号の被害状況から、施

設の能力には限界があり、施設では防ぎ切れな

い大洪水は必ず発生することを前提としたソフ

ト対策の重要性を再認識したところでありま

す。

このため、国、県、市町村などで構成する大

規模氾濫等減災協議会を設置しており、タイム

ラインの構築やホットラインの実施、水位計や

カメラの設置等による切迫性のあるわかりやす

い河川情報の提供を行うなど、水害対策に取り

組んでいるところであります。

河床掘削は、地域の皆さんか○田口雄二議員

らの要望が多い項目です。防災・減災対策とし

て、2020年度までの３年間で、158河川の河床掘

削工事を予定しており、200万立方メートルの土

砂の搬出が予定されています。

宮崎市では、県総合運動公園の避難場所とし

ての膨大な盛り土が予定されていますが、他地

区においては、土砂の搬出先の確保が難航する

ことが予想されます。その対策にどのように取

り組んでいるのか、県土整備部長にお伺いしま

す。

河川掘削工○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

事により発生する残土につきましては、原則と

して、50キロメートルの範囲内の他の建設工事

へ搬出し、有効利用を図ることとしております

が、受け入れ時期などから調整が困難な場合

は、受け入れ可能な民有地へ搬出しているとこ

ろであります。

このような中、現在取り組んでいる３か年緊

急対策により、短期間に大量の残土が発生する

ことから、延岡地区におきましても、市の広報

紙や地元新聞紙などで公募を行うとともに、建

設業協会などへ搬出先の情報提供を依頼したと

ころであり、今年度までには、必要な搬出先は

おおむね確保できている状況にあります。

引き続き、来年度も大量の残土が発生する見

込みでありますので、整備効果を早期に発現さ

せるためにも、これまでの取り組みをより一層

強化し、搬出先の確保に努めてまいります。

搬出先の確保をよろしくお願○田口雄二議員

いいたします。

次に、今回の台風で、各地において堤防を越

水した濁流が堤防の外側を削り取り、堤防が決

壊する映像が多く流されました。堤防の外側

の、専門用語では裏のり、のり尻というらしい

ですが、そういう部分を強化しなければと指摘

する専門家もいました。私の記憶では、堤防が

決壊することは最近ではありませんが、本県に

おける堤防決壊は、近年ではいつどこで発生

し、どのような被害が出たのか、また、その対

策について、県土整備部長に伺います。

近年では、○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

平成17年の台風14号に伴う豪雨により、一ツ瀬

川支川の三財川において、越水により堤防が７

カ所、延長800メートルにわたって決壊をしてお

ります。

被害の状況につきましては、609戸の家屋の浸

水被害や、マンゴー栽培のビニールハウスが損

壊するなど、甚大な浸水被害が発生をしており

ます。
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これらの被害を受け、災害関連事業などで直

ちに被災箇所を復旧しており、平成19年度から

は、より安全度を高めるため、広域河川改修事

業に着手し、河道掘削等を進め、さらに３か年

緊急対策により、堤防の補強対策や樹木伐採、

河道掘削に取り組んでおり、効果の早期発現に

努めているところでございます。

平成17年の台風14号という○田口雄二議員

と、県全体が未曾有の大水害で大騒動の年でし

た。私自身も自宅が床上70センチまで浸水した

ときで大変な思いをしましたので、三財川の７

カ所、800メートルにわたる決壊の件は、西都の

皆さんには申しわけありませんが、記憶には

残っておりませんでした。堤防が決壊すると、

越水より流れ出る水量がはるかに多くなり、被

害も甚大になります。堤防の補強、河川改修、

よろしくお願いいたします。

今回の台風19号では、ダムの放流が各地で問

題提起されています。記録的な大雨で、関東甲

信越と東北地方にある６カ所のダムでは、満水

に達する前に放流する緊急放流に踏み切ってい

ます。下流では大規模な水害が起きる可能性が

あり、管理者は洪水調整機能を放棄することに

なると、苦渋の判断を迫られたようです。これ

らのダムでは、昨年の西日本豪雨の教訓として

提言された、利水用の最低限の貯水を含む事前

放流を行っておらず、運用をめぐる課題が浮か

び上がってきました。

そこで、治水ダムと利水ダムの放流方法につ

いて、県土整備部長に伺います。

治水ダム○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

は、洪水被害の防止を目的としたダムでござい

まして、日ごろから大雨に備えて水位を下げて

おり、大雨の際は、ダムへの流入量に対して、

少ない水量をダムから放流することで、ダムに

水をため込み、下流の洪水被害を防ぐことがで

きるダムでございます。

利水ダムは、農業用水の確保や発電等を目的

としたダムで、その目的ごとに必要な水を安定

的に利用できるように水をためており、洪水時

に水をためる容量を確保していないことから、

大雨の際は、ダムへの流入量と同じ水量をダム

から放流することとなります。

本県においては、台風が来る○田口雄二議員

前の事前放流はしたことがないとのことでし

た。我が家の前の祝子川の上流には治水ダムの

祝子ダムがあり、雨が強いときにサイレンを流

しながら放流するのが緊急放流かと思っており

ましたら、これは予備放流というそうでござい

まして、なかなか私たちにはその定義が難しい

ところです。

緊急放流とは、大雨の影響でダムの貯水量が

急増して決壊するのを防ぐため、満水になった

場合、流入量と同じ量を放流する措置のことで

す。あらかじめ放流できるのは、原則、国土交

通省の洪水調整のための治水分だけで、生活

用、農業用のための利水分の放流は、自治体や

民間事業所などの利水者との話し合いが必要に

なります。大量に放流し予想が外れると、ダム

の水が枯渇して、断水や農産物などに影響が出

るため、放流の合意形成は、ハードルがかなり

高くなります。

そこで、本県における緊急放流を実施するた

めの手続について、県土整備部長に伺います。

緊急放流○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

は、「異常洪水時防災操作」のことでございま

して、大雨が続き、ダムがため込むことができ

る容量を超えてしまうおそれがある場合に、ダ

ムから放流する水の量をダムへの流入量と同じ

量になるまで徐々に増加させ、ダムの水位を一
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定に保つための操作のことでございます。

緊急放流の実施手続につきましては、ダムご

とに定める操作規則に規定されており、緊急放

流が予測される場合には、ダムを所管する土木

事務所長が、あらかじめ県土整備部長の承認を

得て、放流を行うこととなっております。

難しい判断が求められるのは○田口雄二議員

十分わかりますが、災害を最小限に食いとめら

れますよう、よろしくお願いいたします。

次に、東九州自動車道について伺います。

一ツ葉有料道路が、県民との約束を二度も

破って有料が継続されるのは大変残念ですが、

東九州道路のトピックスが続いています。国富

スマートインターチェンジが開通し、また新富

町においては、スマートインターチェンジ設置

に向けた準備や検討が行われています。

そのような中、９月10日に突然、「高速道路

における安全・安心基本計画」が公表され、日

向―都農間の20キロ、高鍋―西都間の12キロ、

西都―宮崎西間の17キロメートルが、優先整備

区間として４車線化を進めると公表されまし

た。宮崎西―清武間は既に事業化が決定してい

ますので、有料区間では延岡―日向間と都農―

高鍋間などを残すのみとなりました。

暫定２車線区間における４車線化について、

優先整備区間が公表されましたが、国の選定方

法について、県土整備部長に伺います。

ことし９月○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

に国が優先整備区間を公表した、「高速道路に

おける安全・安心基本計画」におきましては、

時間信頼性の確保、そして事故防止、さらには

ネットワークの代替性確保の３つの観点から課

題の評価が行われております。

具体的には、時間信頼性の確保の観点では、

速度が低下する区間の延長、事故防止の観点で

は、死傷事故の発生件数、ネットワークの代替

性確保の観点では、通行どめの時間などを指標

とした課題の評価がなされ、各観点のいずれか

において、大きな課題を抱える区間が優先整備

区間として選定をされております。

なお、県内の優先整備区間につきましては、

いずれも事故防止の観点における課題が全国的

に見て大きかったことから、選定をされており

ます。

県としましては、県内暫定２車線区間が全線

４車線化されるよう、今後も引き続き、知事を

先頭に要望してまいりたいと考えております。

これまで九州中央３県議員連○田口雄二議員

盟で、国土交通省九州地方整備局やＮＥＸＣＯ

西日本に何度も要望活動に行ってまいりました

が、いつも色よい返事を聞いたことがありませ

んでした。今回の４車線化のニュースは、大変

ありがたいものでした。

ただ、残る区間の４車線化に、今後も要望活

動を続けていかなければなりません。引き続

き、よろしくお願いいたします。

次に、これまた何度も要望している、パーキ

ングエリアの設置の回答はまだ出ていません。

生理現象を我慢できずに路肩にとまっている人

を見かけますし、長時間高速道路を走行してい

ると、高速道路催眠現象という、眠っていない

のに眠っているような状態となることがあるよ

うで、休憩場所の設置が急がれます。

東九州自動車道における休憩施設の充実につ

いて、国などへの取り組み状況を、県土整備部

長に伺います。

東九州自動○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

車道の県内区間におきましては、まず、川南

パーキングエリアにおきまして、川南町が、隣

接する町有地に、高速道路側からも利用でき、
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物産販売や飲食コーナーも備えた施設を建設中

であり、来年の４月ごろオープン予定と伺って

おります。

次に、北川インターチェンジに隣接する道の

駅「北川はゆま」におきまして、国が新たな駐

車場を整備中であり、今後は、トイレの改修等

も行われる予定であります。

また、高速道路外の休憩施設等の活用も図る

ため、高速道路からの一時退出を可能とする実

験が、えびのを含む一部のインターチェンジに

おいて全国的に実施されておりますが、国にお

いて、その対象の拡大が検討されております。

県としましては、休憩施設の充実が図られま

すよう、国や西日本高速道路株式会社に対し、

引き続き要望してまいりたいと考えておりま

す。

現在のパーキングエリア、道○田口雄二議員

の駅が充実することも当然ありがたいのです

が、パーキングエリアの増設、トイレと自動販

売機だけでもいいので、安全対策からも必要で

す。今後の取り組みをよろしくお願いいたしま

す。

私は６月議会で、公営住宅の下見・内覧につ

いて伺いました。県北の指定管理者が抽せん会

で当選したにもかかわらず、一切住居の下見・

内覧をさせないことに不満を持った方の件を取

り上げ、今後の対応について伺いました。そし

て、県土整備部長より、よりよいサービスを提

供するため、入居される全ての方々が、住戸内

の写真を閲覧したり内覧を行うことができるよ

う、現在指定管理者と検討しているとの回答を

いただきました。

県営住宅の下見・内覧についてどのように改

善されたのか、また住戸を内覧された世帯数に

ついて、県土整備部長に伺います。

県営住宅の○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

住戸に関する情報を、入居を希望される方に

知っていただくことは重要であることから、指

定管理者との協議を行い、７月以降、内覧の取

り扱いについて改善を図っております。

具体的には、住戸内部の情報を提供していな

かった県北地区におきましても、指定管理者の

ホームページで掲載を始めたほか、県内の県営

住宅の申し込み説明会や抽せん会において、写

真帳などを用意し、来場者が閲覧できるように

したところであります。

また、住戸の内覧につきましては、申し込み

説明会等の際、希望される方全員に内覧をして

いただいております。

住戸を内覧された世帯数につきましては、運

用の改善以降、入居者募集において、244世帯の

応募者のうち、50世帯の方が内覧をしていただ

いたところであります。

今回、県内全域にわたって同○田口雄二議員

様のサービス向上になりました。早急に改善し

ていただき、まことにありがとうございます。

次に、2026年（令和８年）に開催予定の宮崎

国民スポーツ大会の施設整備について質問しま

す。

延岡市に建設が予定されている県体育館、延

岡市民は建設を大変楽しみにしています。現在

の延岡市民体育館は、夏には全国の実業団や大

学の日本柔道界のトップ選手が一同に集結し、

強化合宿が行われており、オリンピックのメダ

リストが多く生み出されております。全日本ク

ラスの選手の合宿のほかにも、県北での大会や

市民のレクリエーションなど、稼働率が大変高

い施設です。昨年の暮れには大相撲の地方巡業

も開催され、幕内力士の琴恵光も、元気な姿を

市民に披露してくれました。県内でも珍しい空
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調設備が整備された体育館ではありますが、老

朽化が顕著で、雨漏りなども発生し、建てかえ

か大型補修が言われておりましたので、完成を

待ちわびております。

そこで、県体育館の現在の進捗状況につい

て、総合政策部長に伺います。

県体育館の整○総合政策部長（渡邊浩司君）

備につきましては、平成30年度に基本計画を策

定しまして、現在、延岡市や競技団体と意見交

換を行いながら、基本設計を進めているところ

であります。

あわせて、延岡市との役割分担や国民スポー

ツ大会後の活用についての検討なども、関係機

関と十分に連携を図りながら進めているところ

であります。

今後も先行して供用を行うサブアリーナを令

和４年度中に、メーンアリーナを令和６年度中

に完成することを目指しまして、整備を着実に

進めてまいりたいと考えております。

国スポ大会の１年半ぐらい前○田口雄二議員

までには全てが完成するということで、本当に

ありがたく思っております。

ただ、今回は２つの体育館のどちらも県がつ

くりますが、この流れでいくと、サブアリーナ

は延岡市が、メーンアリーナは県が管理運営し

ていくのが自然な感じがするのですが、現在こ

の２つの体育館の所有、運営はどのように協議

されているのか、総合政策部長に伺います。

県体育館の所○総合政策部長（渡邊浩司君）

有や管理・運営につきましては、他県の共同整

備を行っている事例等も参考にしながら、現

在、延岡市とそのあり方の検討を行っていると

ころであります。

今後も引き続き、延岡市と連携を図りなが

ら、できるだけ早く方針を固めたいと考えてお

ります。

延岡市の建設費の負担もこれ○田口雄二議員

からの協議だと聞いております。十分協議しな

がら順調に建設が進むよう、よろしくお願いい

たします。

体育館についてもう一点伺います。

現在の市民体育館には武道等の練習場があり

ますが、新しい体育館ではどのようになってい

るのか、総合政策部長に伺います。

新たに整備す○総合政策部長（渡邊浩司君）

る県体育館につきましては、柔道場や剣道場と

して使用できる多目的室の設置を計画しており

ます。

現在、基本設計を行っているところであり、

この中では、多目的室の位置や広さなどについ

ても盛り込むこととしておりまして、延岡市や

競技団体の意見を伺いながら、検討を進めてま

いりたいと考えております。

これまでよりも大きく充実し○田口雄二議員

た施設になるように、心から期待をしておりま

す。よろしくお願いいたします。

次に伺います。

日本労働組合総連合、通称連合が労働者につ

いて、職場における服装や身だしなみに関する

規定について、「社内ルールにおける男女差に

関する調査2019」となるアンケート調査を実施

し、その結果が公表されました。約６割で決ま

りがあり、「男性はスーツ、ネクタイ着用」

「男性はピアスをしてはならない」「女性は化

粧をしなければならない」などの回答がありま

した。こうした決まりが就業規則で定められて

いるのは45.7％、服務規程の中で定められてい

るのが26.3％、決まりに従わなければ「何らか

の処分がある」というのが19.4％の回答です。

連合が服務規程に着目した背景には、日本の
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職場で女性にハイヒールやパンプスの着用義務

に抗議する社会運動「＃ＫｕＴｏｏ（クー

トゥー）」の動きがあるようです。性別によっ

て異なる服装の強要は、パワハラや性差別に当

たるとの指摘が出てきたことを受け、実態を把

握しようと考えたようです。

そこで、県庁職員には、職場での服装や身だ

しなみに関する規定は存在するのか、知事部局

の状況について、総務部長にお伺いします。

県職員につきまし○総務部長（武田宗仁君）

ては、常に全体の奉仕者であることを自覚し、

県民の立場に立った、親切で真心のこもった行

政サービスを提供するよう心がけることが必要

であり、また、県民の信頼を確保するために

は、高い倫理意識のもと、真摯な姿勢で職務に

邁進することが求められております。

そのため、知事部局の職員に対しましては、

服装や身だしなみに関する個別の規定は設けて

おりませんが、毎年度発出する服務通知におい

て、公務員としての品位の保持の徹底を図って

いるほか、夏季のクールビズ実施通知により、

相手方に不快感を与えないことを基本とし、適

切な服装を心がけるよう周知することなどに取

り組んでいるところであります。

最近のスポーツ選手や若者の○田口雄二議員

ファッション感覚のタトゥーや、ひげや髪の

毛、ピアス、ネックレス等々、以前とは身だし

なみ一つとっても時代の変化で大きく変わって

きました。職員本人に自覚はなくとも、その服

装や身だしなみにより、県民や周りの職員に不

快な印象を与えることになった場合はどのよう

に対応するのか、総務部長にお伺いします。

先ほど申し上げま○総務部長（武田宗仁君）

したとおり、職員が他の模範となるべき立場に

あることを強く自覚し、服務規律及び綱紀の保

持に努めるよう、周知をしているところであり

ますが、万が一職員が、その服装や身だしなみ

により、県民等に対して不快な印象を与えるこ

ととなった場合には、まずは所属において、当

該職員に対し、是正の指導を行うこととなりま

す。

時間が足りなくなると思って○田口雄二議員

少し早口になってしまいましたが、用意しまし

た質問は全て終了いたしました。きょうは11

月29日、いいスーツを着て、いい肉を食べに参

りたいと思っております。どうもありがとうご

ざいました。（拍手）

以上で午前の質問を終わり○丸山裕次郎議長

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時41分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開○山下博三副議長

きます。

次は、有岡浩一議員。

〔登壇〕（拍手） 皆様、こん○有岡浩一議員

にちは。郷中の会の有岡です。先ほどニュース

がございました。中曽根康弘元首相が101歳で他

界されたということで、御冥福をお祈り申し上

げます。

それでは、通告に従いまして、質問をさせて

いただきます。

まず、知事の政治姿勢についてお伺いいたし

ます。

１年前の一般質問で、第２次世界大戦中、リ

トアニアで多くのユダヤ人などにビザを発給

し、避難民の救済に尽力された杉原千畝氏、ウ

ラジオストクから日本への渡航に尽力された、

本県出身の根井三郎氏、日本での滞在期間の延

令和元年11月29日(金)
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長や安全な国への渡航に尽力された小辻節三氏

を、命のバトンをつなぐ人々として紹介いたし

ました。

今回は、杉原千畝氏の功績の一端を知るため

に、先月、リトアニアのカウナスの杉原記念館

を訪問しました。百聞は一見にしかずです。か

つての日本領事館が、現在杉原資料館として、

当時の資料の展示や執務室の様子を再現されて

いました。

現地のスタッフの案内で、杉原氏の功績を伺

いました。杉原氏40歳のとき、1940年７月か

ら、救いを求めるユダヤ人たちに、本国の指示

に背いてまでビザの発給を決断し、リトアニア

を脱出する列車の中でまでビザを書き続

け、2,000枚を超えるビザを発行したと言われ、

第三国に渡ることができた人も6,000人を超える

とのことです。その子供たちを含めると、現在

３万人を超えているともありました。

リトアニアでは、2004年切手に杉原氏が描か

れたり、首都のヴィリニュスには杉原桜公園が

あります。しかし、45歳のとき、ブカレスト郊

外のゲンチャ捕虜収容所に連行され、２年後

の47歳のとき、日本に帰国後、外務省を依願退

職されています。実は、帰国前にリストラ対象

者とされていたようです。その後、職を転々と

し、75歳までモスクワで勤め上げ、帰国後、86

歳で鎌倉市にて永眠されました。その14年後の

生誕100年の2000年10月10日、外務省で、公式の

名誉回復が行われたそうです。

大きな葛藤に直面したときの行動こそ、人間

の本質があらわれると言われます。戦時下にあ

りながら、人の命を救う勇気を持った日本人、

命がけの決断をし、実行した杉原千畝氏の姿に

ついて、政治家として知事はどのような御所見

をお持ちか、お伺いいたします。

次に、本県における域際収支についてお伺い

いたします。

平成23年の移輸出移輸入を見ると、移輸出額

１兆5,451億円、移輸入額２兆1,183億円で、マ

イナス5,732億円となっております。現在もマイ

ナスとなっている中、今後、域際収支を改善す

るためどのような取り組みを行っていくのか、

知事にお伺いいたします。

以上、壇上からの質問を終わり、質問者席よ

り再質問を行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。まず、杉原千畝氏の評価についてでありま

す。

戦時中の大変困難な状況の中で、本省の命令

に異を唱え、多くのユダヤ系避難民のとうとい

命を救った杉原氏の行動は、本人としても熟慮

を重ねた末のものであったと思いますが、命の

危機が迫る避難民に対し、人道的な見地から、

強い信念と覚悟を持ってなされた決断であり、

私としましても、強い感銘を受けたところであ

ります。

このような行動や判断は、いわゆる命のビザ

をバトンのようにつなぐため、氏と同じく勇気

ある決断を行った本県出身の外交官、根井三郎

氏とともに、高く評価されるべきものと考えて

おります。

昨日はこの議場で、本県出身の小村寿太郎侯

の業績についても言及があったところでありま

すが、私としましても、以前、外交官を志して

おりました。そういう思いからしますと、心よ

り、この先人の取り組みに敬意を表するもので

あります。

このような先人の姿に学びながら、現在知事

としてある私の果たすべき役割というものを強

く意識しながら、日々精進を重ねてまいりたい
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と考えております。

次に、域際収支についてであります。

本県における域際収支、いわゆる県際収支の

改善には、県外から外貨を獲得し、県内で循環

させていくことが重要であります。

このため、県外からの外貨獲得につきまして

は、フードビジネスを初めとする付加価値の高

い成長産業の振興や創出とともに、輸出促進に

向けた支援などにも取り組んでいるところであ

ります。

また、県内経済の循環につきましては、県外

から移入される財やサービスを県産のものに置

きかえるとともに、県内の素材を県内で加工し

て出荷するといった取り組みが必要となってま

いります。

このような取り組みを進めるため、地域中核

企業の育成や、地域内における企業間の取引拡

大などを通じて、引き続き県際収支の改善に努

めてまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

ただいま知事より、杉原千畝○有岡浩一議員

氏の理念というものをお聞かせいただきました

し、知事が外交官を目指したということもあり

まして、共通する部分があると感じておりま

す。残念ながら、杉原記念館では根井三郎氏の

資料というものは見つけることはできませんで

したけれども、やはり命のバトンとして、本県

出身の根井三郎氏の功績が広く県民の中でも紹

介できる機会があればいいというふうに思って

おります。

そこで、本題に戻りますが、知事の政治姿勢

として、徹底した現場主義を政治信条とし、

「課題解決のヒントは現場にある」という知事

の政治姿勢において、知事の取り組みについて

まずお尋ねしてまいります。

議員からも幾つかの質問がありましたが、本

年９月22日、日曜日、午前９時前に延岡市を

襲った竜巻被害の現場にはいつ行かれたのか、

お尋ねいたします。

竜巻は22日に発生して○知事（河野俊嗣君）

おりますが、その４日後、26日に赤羽国土交通

大臣が来られた際、そして、28日に江藤農林水

産大臣が来られた際に、私も一緒に現場を視察

したところであります。

22日の発生から、24日火曜日○有岡浩一議員

には伊東農林水産副大臣が被害状況を視察され

ております。今のお話では、26日、赤羽国土交

通大臣が現地を訪れた際に一緒に同行されたと

いうお話でありました。私は、９月25日まで行

く時間がなかったとするならば、９月23日、県

政報告会 私も参加させていただきましたが―

例えば途中、円卓トークが終了してからで―

も現場に行くことが必要であったのではないか

と考える一人であります。そういった意味で、

知事の周辺にそのような助言をされる方はいな

かったのか、お尋ねいたします。

こうした自然災害等に○知事（河野俊嗣君）

おける被害現場の視察のタイミングにつきまし

ては、過去の口蹄疫などの経験も踏まえまし

て、災害発生直後は、現場が被害状況の把握等

で混乱しているところであります。私が直ちに

現地に入ることで、かえって現場にさらなる負

担と迷惑をかけてしまうのではないかというこ

とを懸念し、被災直後の視察は控えて、落ちつ

いた段階での視察となったところであります。

次に、10月５日、東京でラグ○有岡浩一議員

ビーワールドカップを応援に行かれたと伺って

おります。合計３回の招待を受けて、東京、横

浜に応援に行かれたようですが、10月５日は東

京でイングランド戦の応援、実は、10月５日、
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隣県の茨城県では国民体育大会が行われていま

した。競技力向上が課題の本県において、「課

題解決のヒントは現場にある」という知事の政

治姿勢からすると、なぜ国民体育大会の会場視

察、要するに、国体のほうへチームの応援等に

行くことは考えられなかったのか、お伺いいた

します。

こうした行事につきま○知事（河野俊嗣君）

しては、２役で手分けして対応しているところ

であります。今回の茨城国体への訪問につきま

しては、現在、本県での国民スポーツ大会に向

けて、関係機関と一体となって競技力の強化に

取り組んでいるところでありますが、そのため

の対策本部長である郡司副知事に対応をお願い

したところであります。

私は、本年夏の九州南部イン○有岡浩一議員

ターハイで、宮崎市体育館にボクシングを応援

に行きました。接戦の試合運びの中、僅差で敗

れた選手の姿を見たことで、さらに応援したく

なりました。その選手は、茨城国体決勝でリベ

ンジし、優勝したというニュースを聞き、喜び

が湧いてきます。そのような感動を覚えるの

も、試合を見ることができたからであります。

そこで、再度質問いたします。今回の「いき

いき茨城ゆめ国体」は、41位という結果でし

た。昨日、競技力向上には110億円の予算が必要

だということで答弁がありましたが、そのよう

な現状の中で、大会会場に知事が直接足を運

び、直接見ることで、今後の対策に本気になれ

ると思いますが、知事の御見解をお伺いいたし

ます。

私も副知事時代から、○知事（河野俊嗣君）

国体については、複数回にわたってその会場に

行かせていただき、応援もし、また激励もして

いるところでありますが、近年は、競技力向上

対策本部長である副知事などに対応をお願いし

ているところであります。

また、７年後の本県の国民スポーツ大会で天

皇杯の獲得を目指すためにも、さらに選手団の

士気を高め、競技力の向上を図っていく必要が

あると考えております。

毎年の壮行会などは、可能な限り私が出席し

て、選手団を激励しておるところであります

が、副知事との役割分担、また他の行事等の調

整も考慮しながら、今後、国体の現場における

私自身の参加についても、さらに検討してまい

りたいと考えております。

私は、立場上、副知事が行か○有岡浩一議員

れているということで、理解をします。しか

し、それでも、知事が都合がつけば足を運んで

現場を見る、そして、その知事が来られている

姿に選手も発奮する、関係者も、もっともっと

頑張ろうという気持ちになる、そういう相乗効

果を期待するわけです。そういった意味では、

ぜひチャンスがあれば現場へ行くんだと、そう

いう知事の政治姿勢をもっともっと見たいと

思っております。

先ほど、「百聞は一見にしかず」というお話

をしましたが、その続きがございます。「百見

は一考にしかず。百幸は一皇にしかず」とあ

り、「自分個人の幸せよりもさらに上を目指す

べきだ」と続きます。そのためには、まず何か

をなし遂げるためには自分の目で見ることから

始まる、そして、みんなの幸せに努める、この

教えです。そういった意味では、ぜひとも現場

主義という知事の政治姿勢からして、ほかの方

が行く、それはそれで大切でありますが、知事

自身の目で確かめ、そして、何が必要かという

ことをしっかり判断するためにも、現場に足を

運ぶことをぜひとも努力していただきたいと要
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望しておきます。

次に、宮崎県総合運動公園津波避難施設整備

について、県土整備部長にお伺いいたします。

宮崎県総合運動公園の盛り土高台の場所が変

更となり、予算規模が10億円追加される見込み

だと伺っております。

昨年９月19日、20日の商工建設常任委員会で

説明を受けた際、私がクロスカントリーコース

の変更について伺うと、環境森林課と打ち合わ

せをし、事前に調整をしていると室長は答弁さ

れています。それなのになぜ、９月議会で説明

する前に、地権者である関係者との事前協議が

なされなかったのかが疑問であります。

そこで、今回の盛り土高台の計画がなぜ急に

変更となったのか、それらの経緯と問題点をど

のように認識しておられるのか、お伺いいたし

ます。

県の総合運○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

動公園の盛り土高台につきましては、昨年10月

に３つの自治会の代表者の方々に説明を行い、

一定の御理解が得られたとの認識のもと、本年

２月に当初予算として計上したところでありま

す。

その後、地元の方々に対しまして説明を行

い、避難施設の必要性は御理解いただいたもの

の、整備予定地としていた民有保安林におい

て、これまで地元の方々が大切に育ててこられ

た松に対する重いが強く、自治会の総意とし

て、盛り土高台の整備場所の変更について要望

があり、検討の上、中央広場に変更することと

いたしました。

このようなことになったのは、予算の計上に

当たり、早い段階から地元の総意をしっかりと

把握できなかったことが原因であったというふ

うに考えております。

今、部長が答弁されたよう○有岡浩一議員

に、地権者との協議が遅過ぎると。やはり計画

立案の段階から相談をしながら進める必要が

あったと思います。そういった意味では、再発

防止のため今後どのように対応されるのか、再

度お伺いいたします。

事業を円滑○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

に進めるためには、事前に地元の意向を確認

し、信頼関係を築きながら、合意形成を図るこ

とが必要であります。

今回のように、整備予定地が特定され、か

つ、多数の住民で構成される自治会のような組

織と合意形成を図る場合におきましては、特に

早い段階から住民説明会を開催することが必要

であったと考えております。

今後とも、事業を進めるに当たりましては、

地元へのきめ細かな情報提供を行うなど、地元

の事情や意向をしっかりと把握した上で、合意

形成を図りながら適切な事業の執行に努めてま

いります。

答弁をいただきましたけれど○有岡浩一議員

も、知事の徹底した現場主義とかけ離れた行政

の対応に、大変残念だという声を聞いておりま

す。信頼関係を築く前に、まず現場に足を運

ぶ、現場主義の姿勢でやっていくこと、それが

求められると思っていますので、まずは現場を

大事にすると。そのことから行政運営はスター

トするんだと、そういう姿勢を今後ともとって

いただきたいと思っております。

次に、総合政策部長に、宮崎カーフェリー新

船建造についてお伺いいたします。

新船のトラック積載台数は160台程度となって

おりますが、現在より30台ふえることで、増収

が見込まれているということです。今後とも、

フェリー貨物の上り荷については、農産物が中
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心で荷が十分見込まれますが、下りの荷が少な

いという課題があります。

そこで、下り荷の確保についてどのように取

り組む計画なのか、お伺いいたします。

宮崎カーフェ○総合政策部長（渡邊浩司君）

リーやトラック業界から、上り荷に比べまして

下り荷が少ないとお聞きしております。航路の

経営安定化のためには、下り荷の確保が大きな

課題であると考えております。

このため、県が実施しております、県内航路

等への荷寄せを促進する補助事業では、下り荷

の補助額を割り増して交付することによって、

宮崎カーフェリーを初めとする運送業界の事業

展開を後押ししているところであります。

また近年では、熊本地震の際に西九州ルート

での輸送に支障が生じたことから、関東・関西

の企業が、北部九州を経由することなく、南九

州への直送ルートを確保しようとする動きも出

てきております。

県といたしましては、このような動きにも適

切に対応し、下り荷の確保に積極的に取り組ん

でまいりたいと考えております。

ただいまの下り荷の確保につ○有岡浩一議員

きましては、関係機関と、例えば、プロジェク

トチームをつくってでも具体的な対策を進める

ことを、期待しております。

次に、関連しまして、観光の分野において

も、今後、大量輸送が可能であり、睡眠をとり

ながら移動できるホテルというイメージで、イ

ンバウンド・アウトバウンドなど、観光分野で

も成長を期待している中、旅客収入の確保に向

けてどのような客室を考えているのか、お伺い

いたします。

宮崎カーフェ○総合政策部長（渡邊浩司君）

リーは、平成26年度の神戸就航後、神戸港の市

街地からのアクセスのよさなどから、旅客が増

加傾向にあります。

しかしながら、現在の船舶は、段差が多いほ

か、172名を定員とする２等室は、仕切りもな

く、いわゆる雑魚寝の形態であることなど、現

在の旅客ニーズに合致していない状況にありま

す。

このため、新船におきましては、高齢者が利

用しやすいバリアフリー化や、プライバシーに

配慮して個室の割合を高めるとともに、学生の

合宿などを想定し、30名程度の部屋を設けるな

ど、さまざまな旅客ニーズに対応する客室が検

討されております。

ただいまお話がありましたよ○有岡浩一議員

うに、フェリーの中の個室の充実を図るという

ことでありましたし、また、合宿というお話も

ありました。学生の修学旅行やスポーツ合宿、

こういったものも視野に入れながら取り組む必

要がありますし、宮崎の食のブランドツアー

や、例えば、先輩方の二度目の新婚旅行、さら

には神話のふるさとツアーなど、宮崎らしい楽

しい企画を期待しております。

次に、４番目になりますが、産業廃棄物につ

いて、環境森林部長にお伺いいたします。

2017年末、中国が廃プラスチックの輸入を規

制し、2018年、東南アジアでも輸入規制が始ま

りました。さらに、インドでは2019年８月31日

から全面輸入禁止と、広がっています。

そこで、産業廃棄物の廃プラスチックのリサ

イクル率について、全国及び本県の過去３年間

の状況をお伺いいたします。

公表されてお○環境森林部長（佐野詔藏君）

ります、過去３年分の全国の廃プラスチック類

の排出量に対する再生利用量の割合は、平成27

年度は59.6％、28年度は58.3％、29年度は59.0
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％となっております。

これに対します本県の数値につきましては、

平成27年度は43.7％、28年度は43.8％、そし

て29年度は42.4％となっておりまして、いずれ

も全国平均を下回っているのが現状でございま

す。

今、報告いただきましたよう○有岡浩一議員

に、平成29年度が全国59％に対し、本県が42.4

％と、全国平均を下回るとともに、年々差が広

がっているというのが現状であります。

そこで、本県のリサイクル率向上に向けた将

来的なビジョンについて、再度お伺いいたしま

す。

リサイクルに○環境森林部長（佐野詔藏君）

関する県のビジョンとしましては、平成23年３

月に、「宮崎県循環型社会推進計画」を策定

し、家畜ふん尿や木材といった農林水産業の資

源を中心に、再生利用の促進を図るなど、本県

らしい循環システムの構築を目指してきたとこ

ろであり、来年度が計画の見直しの時期となっ

ております。

このような中、国は、2035年までに使用済み

プラスチックを100％有効利用するなど、持続可

能な社会づくりを目指しまして、昨年６月に、

第４次の「循環型社会形成推進基本計画」を、

本年５月に、「プラスチック資源循環戦略」を

策定しております。

県といたしましては、これらの国の方針を踏

まえますとともに、これまでの課題を検証し、

リサイクルの向上につながるよう、次期計画の

策定を進めてまいりたいと考えております。

リサイクルには幾つかの方法○有岡浩一議員

がありますが、まずはマテリアルリサイクルの

推進、そしてケミカルリサイクルの技術開発、

このような処理施設の事業化など、中長期的な

取り組みが必要であります。午前中の山下議員

の太陽光パネルの処理も含めまして、リサイク

ルの推進は、日本全国で進めなければなりませ

ん。本県の廃棄物を県内で処理できる環境が必

要であり、今後大きな課題になることを申し上

げまして、次の質問に参りたいと思います。

森林盗伐について、前回に引き続き質問いた

します。

まず、警察本部長にお伺いいたします。警察

における盗伐に対する取り組みについてお伺い

いたします。

警察といたしま○警察本部長（阿部文彦君）

しては、盗伐に関する相談等があった場合に

は、現場の状況や経緯等を詳細に聞き取り、犯

罪があると思料する場合には、刑事訴訟法の関

係規定に基づき、被疑者の特定、証拠の収集、

その他所要の調査を行うなど、厳正な対処をし

ているところであります。

また、盗伐の未然防止等を図るため、県、市

町村、その他関係機関と連携して、合同パト

ロールを実施しているところであります。

ありがとうございます。衆議○有岡浩一議員

院の農林水産委員会でも、宮崎県の無断伐採事

案の発生が議論されております。まず、警察に

おける森林法違反の立件による取り組みが、違

法伐採の抑止力となると信じております。

今後とも、被害者の皆さんの声として、厳正

な対応をお願いするものです。

次に、違法伐採された木材の流通防止策につ

いて、環境森林部長にお伺いいたします。これ

までの取り組みについてお尋ねいたします。

違法木材の流○環境森林部長（佐野詔藏君）

通防止対策につきましては、警察等と連携した

伐採パトロールによる監視の強化等に加えまし

て、昨年12月には、林業関係３団体が、「合法
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伐採推進協議会」を設立し、各団体が認定して

いる事業者に対して、合法木材流通の指導を徹

底しているところであります。

また、本年３月には、森林管理署や県建設業

協会、県トラック協会などの協力を得まして、

違法伐採の現場情報を連絡する体制の構築に向

けた協定を締結したところであります。

さらに、今年度は、この協定に基づきまし

て、違法木材の受け入れ停止、悪質な事業者の

認定取り消しなど、厳格な対応の推進や、認定

事業者に対する違法伐採防止の意識向上を目的

とした研修会の開催などに、官民一体となって

取り組んでいるところであります。

ただいま、合法伐採推進協議○有岡浩一議員

会という立派な名称の紹介がございましたが、

その協議会の中に、違法伐採にかかわっている

業者がおられることは、私にとっては大変違和

感があります。

そこで、どうすれば違法に伐採された木材が

流通せず盗伐が防げるのか、環境森林部長に見

解をお伺いいたします。

これまでの協○環境森林部長（佐野詔藏君）

定締結等によりまして、原木流通に携わる関係

者はもとより、県や市町村も一体となり、違法

木材を流通させないための体制づくりを行いま

したが、今後は、その実効性をより高めていく

必要があると考えております。

このため、伐採事業者に対する法令遵守意識

の一層の徹底を図りますとともに、原木市場等

におけるチェック機能の強化などを進めること

といたしております。

また、より厳格な運用に向けて、林業関係３

団体が足並みをそろえて、立入検査の実施や指

導から認定取り消しに至るルールづくりに取り

組んでいくことといたしております。

県といたしましては、まずはこれらの取り組

みを業界全体に浸透させますとともに、その効

果も検証しながら、違法木材の流通防止につな

げてまいりたいと考えております。

今、部長から、今後の取り組○有岡浩一議員

みについてお話がございました。県や市町村も

一体となって、違法木材を流通させないための

体制づくりをというお話でしたが、もう現状

は、木材が鹿児島、熊本、大分、他県にまで流

れていく可能性がある。そういった意味では、

本県だけでなくて、隣県との協力もこれから必

要だと。さらに仕事量がふえて大変だと思いま

す。しかし、それでもしっかり取り組んでいか

なければ、この問題は解決しないと思っており

ます。

そういった意味で、知事に決意をお伺いした

いと思いますが、盗伐被害者の会員がふえ続け

ている中で、海外からも違法木材の流通につい

て指摘を受けております。今後、違法木材を絶

対出さないという知事の決意をお伺いいたしま

す。

これまで違法伐採が発○知事（河野俊嗣君）

生し、被害に遭われた方がおられる状況につい

ては、まことに遺憾であると考えております。

先人の努力により確保された森林資源を活用し

ていく上で、違法木材の流通というのは決して

あってはならないことだと認識しております。

全国に先駆けて伐期を迎えている本県は、い

わば課題先進県でありまして、これを課題解決

先進県にしていかなくてはならない。そういう

強い決意のもとに、先ほど部長も答弁しまし

た、警察との連携での監視体制の強化、さらに

は、違法木材を流通させない、効果的で実効性

のある体制の構築にも取り組んでいるところで

あります。
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全国をリードする森林・林業県として、本県

としましては、違法木材の根絶は極めて重要な

課題でありますので、今後とも関係者と一体と

なり、使命感を持って取り組んでまいりたいと

考えております。

その知事の思いが各団体や皆○有岡浩一議員

さん方に伝わって、宮崎はそういった意味では

先進県だと言われる取り組みを期待したいと

思っております。

次に、本県のＣＬＴの活用についてお伺いい

たします。

これは、環境森林部長にお尋ねいたします

が、本県において、ＣＬＴの生産体制が整って

いない現状の中、県として今後どのように取り

組んでいくのか、御所見をお伺いいたします。

ＣＬＴは、一○環境森林部長（佐野詔藏君）

般的な建築工法に比べまして、部材費などが割

高であり、また、設計できる技術者も少ないと

いった課題がございますが、コスト削減などの

技術開発や、官民挙げての需要創出に向けた取

り組みなどにより、都市部を中心に活用の広が

りが期待されているところであります。

このため県では、効率的な製造方法の研究に

取り組みますとともに、ＣＬＴを活用した建築

物整備への支援や、その設計ができる建築士の

育成、さらには、県内企業とともに日本ＣＬＴ

協会に参加するなど、全国のさまざまな情報の

収集、共有を行っているところであります。

今後とも、これらの取り組みを通じまして、

ＣＬＴの活用促進を図り、県内における生産体

制の構築にもつなげてまいりたいと考えており

ます。

今、御答弁いただきました○有岡浩一議員

が、都市部を中心に広がるというお話、期待さ

れているということですが、私は、地震や災害

に強い、そういったものをこの宮崎から発信し

ていくべきだと考えております。そういった意

味では、このＣＬＴの生産体制を早く築くべき

だと思っております。先ほどの域際収支の関係

で申し上げますが、県産材を使ったＣＬＴを今

回、防災庁舎に使うということを伺っておりま

すが、ＣＬＴの確保を県外で行うことで、加工

費等が県外に流れます。安い材料を確保して高

い製品を買って使うという流れは、外貨を稼ぐ

産業の育成とは真逆の流れです。これでは域際

収支のマイナスは解消されません。いま一度、

宮崎県の得意分野をどう生かし、伸ばすべき

か、検討されることを希望しておきます。

次に、ビッグイベントへの取り組みについ

て、総合政策部長にお伺いいたします。

先日、東京2020オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会に向けたシンポジウムが東京スポー

ツスクエアで行われ、聖火リレーについて、聖

火リレー室長の岡田氏が経過報告をされまし

た。

全国を駆けめぐる準備の大変さとともに、多

くの関係者が携わり、期待されることが伝わっ

てきました。

そこで、本県で行われる2026年国民スポーツ

大会・全国障がい者スポーツ大会の機運を盛り

上げるために、どのように取り組んでいくの

か、総合政策部長にお伺いいたします。

本県での国民○総合政策部長（渡邊浩司君）

スポーツ大会の開催に向けましては、県準備委

員会に「広報・県民運動専門委員会」を設置し

まして、これまで、ポスターの作成・配布や大

会の愛称とスローガンの公募など、大会開催の

周知に取り組んできているところであります。

先催県におきましては、県民参加型の啓発イ

ベントの開催や、来場者へのおもてなしのため
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の花いっぱい運動などの取り組みが行われてい

るところであります。

今後も、県準備委員会におきまして、他県の

取り組みも参考にし、市町村、関係機関と連携

しながら、全県下で開催の機運を盛り上げる取

り組みについて、具体的な検討をして、実施し

てまいりたいと考えております。

今、答弁の中で、他県の取り○有岡浩一議員

組みも参考にというお話がありましたが、私は

もう一歩進んで、一つの例でありますが、日本

のふるさと宮崎国体の炬火リレーの場合、昭

和54年ですが、6,224人が炬火リレーに参加して

おります。私は、東京2020オリンピック・パラ

リンピックの聖火リレーの取り組みの中で、例

えば、車椅子の聖火ランナーの場合、どのよう

な工夫が行われているのか、中継時の工夫など

参考にし、宮崎での炬火リレーにはみんなが参

加できる多様性を今から意識して取り組むこと

を期待しております。どうぞ組織が立ち上がっ

てからではなくて、常に情報を収集しながら、

参考になるものは取り入れる、そういう柔軟な

体制で臨んでいただくことを強く要望しておき

ます。

次に、国文祭・芸文祭の件でお尋ねいたしま

す。

国文祭・芸文祭のフォーカスプログラムの一

つに「宮崎の食文化」を掲げておりますが、ど

のような展開を計画しているのか、総合政策部

長にお伺いいたします。

国文祭・芸文○総合政策部長（渡邊浩司君）

祭のテーマの一つであります、「宮崎の食文

化」につきましては、豊かな自然により育まれ

た食材や焼酎、みそ、しょうゆなどの発酵食

品、県内各地に伝わる郷土料理など、本県の豊

かな食文化を、シンポジウムや各種イベントを

通して、県内外の皆様に知っていただく機会に

したいと考えております。

また、県内各地での触れ合いを通して、本県

文化を身近に感じていただくため、山の幸、海

の幸をテーマに、多様な食文化や県産食材の魅

力に着目したツアーの実施を予定しておりま

す。

各プログラムの実施に当たりましては、より

多くの方々に御参加いただけますよう、関係部

局とも十分に連携を図りながら進めてまいりた

いと考えております。

国文祭・芸文祭のフォーカス○有岡浩一議員

プログラムでは、宮崎ならではの記紀、神話、

神楽や宮崎国際音楽祭、若山牧水、宮崎食文化

とつながります。51日間に及ぶ宮崎の魅力の

フォーカスに期待しております。

次に、国文祭・芸文祭では、全国の皆さんに

宮崎のおいしい食材を紹介できるチャンスだと

考えております。食文化の発信に農政水産部と

してどのように取り組むのか、部長にお伺いい

たします。

全国から来県○農政水産部長（坊薗正恒君）

される方々に、本県の農畜水産物のすばらしさ

をツアーやイベントなどを通じて広くＰＲし、

ファンになっていただくことは大変重要と考え

ております。

このため、宮崎ブランドを代表します宮崎牛

やみやざき地頭鶏、黒皮かぼちゃなど、旬の食

材を使った本県ならではの伝統料理を、県内各

地で存分に味わっていただけるような仕掛けを

企画したいと考えております。

また、県民の皆様にも本県の農畜水産物のよ

さを再認識していただく絶好の機会であります

ので、生産者を初め、学生など若い人たちが、

おもてなしの心で食を通した交流を深め、誇り
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を感じていただけるよう、市町村や関係団体等

と連携し、しっかり取り組んでまいりたいと考

えております。

ぜひ、来年の11月29日は宮崎○有岡浩一議員

のおいしい肉の日としてまたＰＲしていただき

たいと思いますし、宮崎へまた行ってみたい、

また、あれが食べてみたいなど、記憶に残る楽

しいイベントとなることを期待しております。

次に、投票率向上について、選挙管理委員長

にお伺いいたします。

先月、リトアニアから北上して、エストニア

の首都タリンを訪問しました。ジェトロからい

ただいた資料によると、人口132万人、面積は九

州より少し広い４万5,336平方キロメートルで

す。ソビエト時代にＩＴの研究が盛んであり、

電子市民制度を導入しています。2007年、世界

で初めてインターネットでの投票を国政選挙に

導入した国で、ことしの３月には、元大関の把

瑠都ことホーヴェルソン氏が国会議員となって

いました。通訳の若者に聞くと、電子投票は当

たり前で、全投票者の約43％が電子投票だった

そうです。メリットとして、国外在住の有権者

や若者、高齢者が自宅で投票できる、選挙費用

が大幅に軽減できるとの話でした。

そこで、投票率向上のため、電子投票の導入

について、選挙管理委員長の御所見をお伺いい

たします。

インター○選挙管理委員長（吉瀬和明君）

ネットを活用した電子投票につきましては、投

票所まで足を運ばずに容易に投票できる点につ

きまして、若者などの投票率向上が期待される

ところでございます。

また、疑問票・無効票の解消や、開票結果が

迅速かつ正確になされるなど、選挙の管理執行

の面でも一定の効果があるものと考えておりま

す。

一方で、有権者である本人確認、投票の秘密

の確保、システムの安定稼働の対策等の課題も

ありまして、現在国において、海外に住む有権

者を対象とするネット投票の実証実験が計画さ

れておるところでございます。

県選挙管理委員会といたしましては、近年の

選挙で投票率の低下が大きな課題である中、こ

うした電子投票の導入に向けた国の動きにつき

まして、注視してまいりたいと考えておりま

す。

ただいま答弁いただきました○有岡浩一議員

が、システムの安定稼働ということもございま

すが、今後、電子投票等を導入するに当たり、

ネットワークのインフラ整備が必要でありま

す。

そこで、光ファイバーなどの高速のブロード

バンド環境の整備に向けて、今後、県としてど

のように取り組んでいくのかを、総合政策部長

にお伺いいたします。

光ファイバー○総合政策部長（渡邊浩司君）

など、高速のブロードバンド環境の整備は、県

民の利便性の向上はもとより、産業振興の観点

からも重要であると考えております。

このため県では、国に対して、条件不利地域

を対象とした補助制度の見直し等について要望

を重ねてきたところでありまして、今年度か

ら、民設民営方式での整備が新たに補助対象と

なるなど、制度が拡充されております。

このような中、西都市で、新たな制度を活用

しました光ファイバーの整備が進められている

ほか、美郷町におきましても、高速化に向けた

取り組みが行われております。

県といたしましては、今後とも市町村、通信

事業者と連携しながら整備促進に取り組みます
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とともに、国に対して、引き続き、さらなる財

政支援の充実について働きかけてまいりたいと

考えております。

今答弁いただきましたが、本○有岡浩一議員

県のブロードバンド基盤整備率は99.8％と大変

高いです。しかし、今おっしゃった高速ブロー

ドバンドでないと、地域によってはかなり速度

に差があるという課題があります。それを解消

するためにこのような事業に取り組まれている

わけですが、県民の中の切実な声として、やは

り高速ブロードバンドの基盤整備、これを切に

要望するという声をお届けしておきたいと思い

ます。

次に、宮崎県体育協会で活用しておりました

「人材カード」について、教育長にお伺いいた

します。

宮崎県体育協会では、定期的に人材カードの

更新を行い、競技団体や関係機関との連携によ

る選手の活動環境づくりに取り組んでいると

伺っております。人材カードに現在58名の登録

と、５年間で10名の成果があったと伺っており

ます。今後、社会人選手や指導者の獲得のため

にも情報の共有、マッチングは必要と考えま

す。

そこで教育長に、人材カードの活用状況と今

後の取り組みについてお伺いいたします。

お話にありましたと○教育長（日隈俊郎君）

おり、これまで県体育協会においては、優秀な

社会人選手を獲得するために、県内で就職を希

望する選手の情報を記載した「人材カード」を

活用しまして、受け入れ企業等の開拓に取り組

んできたところであります。

しかしながら、国体に向けた競技力向上のた

めには、さらなる取り組みの充実が必要である

と考えております。

そのため、県競技力向上対策本部の中に、県

体育協会を初め、経済団体や行政等から成りま

す専門委員会を設けまして、官民一体による選

手の受け皿づくりに向けた検討を進めていると

ころであります。

今後は、このような選手の就職支援の取り組

みに加え、その後の強化支援も含めまして、就

職した選手が活躍できる環境づくりにも努めて

まいりたいと考えております。

人材を確保し、その人材がア○有岡浩一議員

スリートとして動ける時期、そして、その方が

今度は指導者となっていく、そういった意味で

はつながっていくということですので、人材

カードを活用して切れ目のない体制づくり、こ

れが国民スポーツ大会が終わった後のレガシー

として続く大変貴重な人材確保のシステムです

ので、十分活用していただきたいと思っており

ます。

一つ、私なりの意見を申し上げたいと思いま

すが、先日、宮崎県武道館で演武大会がござい

ましたので、伺ってきました。私は、まず会場

で受け付けをした後に、男子のトイレに参りま

す。スリッパを見にいくわけです。８組ほどの

スリッパがある中で、半分ほどがよそを向いて

いる状態であります。私は並べて退出をしまし

た。その後、どうなっているのか、20分ほどし

て見にいくと、やはり半分ほどよそを向いてい

ます。再度並べ直して退出しましたが、「来た

ときよりも美しく」という言葉が私の頭をよぎ

りました。よく耳にする言葉ですが、この言葉

の意味は、次の世代へともっといい時代を残し

たいと、そういう意味があるそうであります。

次に利用する人のためにきれいにスリッパを並

べることは、誰にでもできることであります。

そのような当たり前のことが自然にできる選手
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であり、指導できる人材をこれからも育ててい

くためにも、今回の人材カードをただのデータ

として扱うのではなく、県民のリーダーとして

生かしていただくことを強く希望したいと思っ

ております。

次に、福祉保健部長にお尋ねいたします。

２年前にも障がい者スポーツの推進について

質問をしましたが、再度、現在の障がい者ス

ポーツ選手・指導者の育成にどのように取り組

んでいるのか、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

障がい者ス○福祉保健部長（渡辺善敬君）

ポーツ選手の育成につきましては、近年、県障

がい者スポーツ大会の参加者数が減少傾向にあ

るため、現在、その裾野を広げる取り組みとし

まして、市町村単位でのスポーツ教室の開催や

障がい者スポーツクラブへの支援、各種競技会

を実施しております。

また、全国障害者スポーツ大会の団体競技の

中には、チームが編成できていない競技があり

ますので、本県開催を見据え、ソフトボールな

どのチームづくりに取り組んでおります。

指導者の育成につきましては、初級指導員養

成講習会を毎年開催しておりまして、現在264名

が資格を取得しているほか、全国障害者スポー

ツ大会の強化合宿や各種競技会にも参加いただ

き、指導技術の向上も図っております。

ただいま部長より報告いただ○有岡浩一議員

きましたが、初級障害者スポーツ指導員が264

名、中級指導員31名、上級指導員８名と聞いて

おります。私が２年前に質問したときよりも29

名ほど指導員が増員されているようです。

ただ、大切なことは、その指導員の方々に参

加していただく、携わっていただく機会を徐々

にふやす必要があります。大会運営などにも携

われる人材育成に期待しております。

最後の質問になりますが、全国障害者スポー

ツ大会の開催に当たり、障がい者に配慮した会

場づくりが必要と考えますが、どのように取り

組んでおられるのか、再度お伺いいたします。

本県開催の全○福祉保健部長（渡辺善敬君）

国障害者スポーツ大会の競技会場につきまして

は、来月初開催する県準備委員会の専門委員会

が中心となりまして、会場のバリアフリーの状

況等を踏まえながら選定を進める予定としてお

ります。

現在県が整備を進めている新たなスポーツ施

設につきましては、多目的トイレやエレベー

ター、車椅子使用者用の観覧席の整備など、障

がいのあるなしにかかわらず、誰もが利用しや

すい施設づくりを進めております。

また、県や市町村等の既存施設につきまして

も、会場地市町村など関係者と連携しまして、

必要に応じて、スロープや多目的トイレ、案内

表示の設置等も含め、大会に参加する全ての

方々に配慮した会場づくりに努めたいと考えて

おります。

これからさまざまな準備が必○有岡浩一議員

要でありますけれども、７年後の全国障害者ス

ポーツ大会がゴールではない、通過点となるよ

うな取り組みが必要だと私は考えています。大

会後も指導者、選手が活動を楽しみながら続け

られるような取り組みを、専門委員会でレガ

シーとして議論いただくことを要望したいと思

います。

時間が若干ありますので 今回の一般質……。

問を職員の皆さんと協議する中で、森林盗伐に

ついて大変多くの議論をしてまいりました。こ

のままではなくならない、努力を継続します、

そういうやりとりをずっとやってまいりまし
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た。先ほど、当たり前のことを当たり前にでき

るというお話をしましたが、山林所有者の山が

あり、そこの山の木が勝手に切られる、そし

て、その問題を指摘して裁判をしていくために

は、泥棒に追い銭のように、またコストがか

かって費用を出さなきゃいけない。そして、大

雨が降れば、その現場が災害に遭う。地権者は

自分です。その方にとってその山は、次の世代

へつなぐ財産ではなく負の遺産でしかない。こ

ういう山の地権者の思いをしっかりと受けとめ

て、このようなことが宮崎県ではもう二度と起

こらない、そういう思いをしっかりと共有して

いただきたい。これが、当たり前のことが当た

り前にできる県政であるというふうに思います

ので、ぜひともこの強い思いを そして、職―

員の皆さんもしっかりやるとおっしゃっていま

す。この連携で、宮崎県の文化を、環境を守る

ためにこれからも努力してまいることをお誓い

申し上げまして、私の質問の全てを終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

次は、前屋敷恵美議員。○山下博三副議長

〔登壇〕（拍手） 日本共産○前屋敷恵美議員

党の前屋敷恵美でございます。通告に従いまし

て、一般質問を行ってまいります。

まず、知事の政治姿勢から伺ってまいりま

す。

ことしも今月18日から昨日28日までの日程

で、日本とアメリカ、それにオーストラリアの

３カ国による機雷掃海訓練が、日向灘・油津港

沖で行われました。オーストラリアが加わるよ

うになったのは昨年からで、訓練規模が拡大さ

れています。

また、来年１月には、えびのの霧島演習場

で、アメリカ海兵隊との日米共同訓練が予定を

されています。新田原基地での日米共同訓練も

頻繁に行われており、さらに沖縄の訓練移転が

行われるなど、宮崎の陸で海で空で、戦争に備

えた軍事訓練が繰り返されています。

また、日米地位協定に基づく「２・４・ｂ基

地」の位置づけにも反して、緊急事態と米軍が

判断すれば、いつでも新田原基地での離着陸を

可能にもしています。まさに宮崎県が軍事拠点

化していく状況にあります。

知事はこのような状態、事態をどのように受

けとめておられるかをお伺いいたします。

あとは質問者席から続けさせていただきま

す。（拍手）

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

外交・防衛に係る問題は国の専管事項であり

まして、本県で実施される米軍等との共同訓練

や、普天間飛行場の能力を代替することに関連

する新田原基地の緊急時使用のための施設整備

等につきましても、安全保障体制の確保や沖縄

の基地負担軽減など大局的な観点から、国の責

任においてなされるものと認識しております。

一方、県は、県民の安全で平穏な生活を確保

する重要な役割を担っておりますので、これま

でも訓練等が行われるたびに、国に対して安全

対策の徹底等を申し入れてきたところでありま

す。

今後とも、県民の安全・安心を確保すること

を最優先に、国に対して詳細な情報提供や丁寧

な説明を求めていくなど、地元に寄り添って対

応してまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

今お答えをいただきまし○前屋敷恵美議員

た。しかし、これまでの経過を見ても、地元に

寄り添った、また、情報提供など、なかなかな

されてこなかったのが実情でもございます。
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さらに、安全な訓練をということも要望され

ておるようですけれども、それを要求しても何

の役にも立たないというのが実情ではないかと

思うところです。これが今の県内の実態である

ことを認識した上で、続けて質問をさせていた

だきます。

新田原基地の米軍弾薬庫建設問題についてで

す。

この件については、新田原基地の米軍基地化

につながる重大問題として、これまでも質問を

してまいりました。沖縄普天間基地の能力の代

替、機能の移転と言いながら、普天間にはない

弾薬庫を新田原に新設するなど、こんな理不尽

なことはありません。防衛省は、米軍が使う弾

薬庫を自衛隊の施設として建設するとしていま

す。自衛隊としての安全基準を満たし、火薬類

取締法の関係法令に基づく、この国内法の上に

施設の整備をするとしています。そうであるか

ら安全だと言いたいのでしょうが、決してそう

ではありません。

そこで、火薬類取締法第12条では、「火薬庫

を設置しようとする者は、経済産業省令で定め

るところにより、都道府県知事の許可を受けな

ければならない」ということになっています

が、法的手続はどうなっているのか、お答えく

ださい。

弾薬庫につ○危機管理統括監（藪田 亨君）

きましては、火薬類取締法上、「火薬庫」に該

当しまして、通常、これを新たに設置する場合

は、同法の規定によりまして、県知事の許可を

受けることとされております。

しかしながら、自衛隊の設置する弾薬庫につ

きましては、自衛隊法の規定によりまして、県

知事の許可ではなく、経済産業大臣の承認とさ

れるなど、関連手続につきましては、全て国に

おいて行われることとなっております。

自衛隊法の火薬取り締まり○前屋敷恵美議員

の適用除外というのに当てはまるというわけで

すから、言いわけですけれども、この適用除外

の第106条では、火薬類取締法第12条は適用除外

に適用しない、すなわち火薬取締法を適用する

とうたっているのではないかと私は読み取った

んですけれども、そうではないわけですね。改

めて確認をしたいと思います。

自衛隊の設○危機管理統括監（藪田 亨君）

置する弾薬庫につきましては、先ほどもお答え

しましたとおり、自衛隊法の規定によりまし

て、経済産業大臣が承認をするということに

なっておりまして、関連の手続については、全

て国において行われることとなっております。

この自衛隊法の施行令で、○前屋敷恵美議員

火薬類取締法の適用の特例を定めるということ

で、都道府県知事の責任、権限の及ぶところを

全て経済産業大臣に読みかえるなどして、すな

わち国が全ての権限を握ってしまうということ

になるわけです。まさに地方自治そのものの無

視と言わなければならないと私は思います。法

律の上に施行令や特例などをつくって、何でも

国の思うとおりに事を進めることができる、こ

ういう状態がつくられることになる。これが今

の現状であるということをしっかりと まさ―

に不条理であるということを言わなければなら

ないと思います。

でき上がった弾薬庫に米軍の弾薬を貯蔵・管

理するということになるわけですけれども、自

衛隊の弾薬庫に米軍の弾薬を貯蔵・管理ができ

るのか、火薬類取締法上の法的根拠はあるの

か、伺いたいと思います。

火薬類取締○危機管理統括監（藪田 亨君）

法では、火薬類の貯蔵につきまして、保安上の
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が、貯蔵する火薬類の所有者を限定する規定は

ございません。

このことから、同法に定めます基準等に従

い、自衛隊の施設に米軍の弾薬を貯蔵すること

は、法的に問題はないと考えております。

○前屋敷恵美議員 今、法的に問題がないとい

うことでしたけれども、どんな弾薬が中に貯蔵

されるのか、これは極めて大問題だと私は思っ

ています。自衛隊が責任を持って管理をすれ

ば、米軍の弾薬の貯蔵・保管は可能ということ

のようですが、その弾薬の種類が問題でありま

して、これは防衛省に尋ねても、一切明らかに

はいたしません。「弾薬の運用に関すること

は、米国政府との関係でお答えできない」と、

こういう答弁なんです。

今、沖縄にあります米軍の基地では、放射能

兵器でもあります劣化ウラン弾やクラスター弾

などが貯蔵もされ、これが訓練に使われてい

る、こういう状況がございます。ですから、新

田原の自衛隊が管理するというこの弾薬庫に

も、こうした危険きわまりないものが貯蔵され

ること、それが狙われていることが十分に予測

が可能であります。「どういう弾薬が入るか、

それはお答えできない」としながらも、「こう

した劣化ウラン弾などが入るのではないか」、

そう尋ねても、それへは否定は一切していない

というのが今の現状でもありまして、極めてこ

の問題は大きいと思います。ですから、自衛隊

につくられる米軍の弾薬庫、これは安全などと

はとても言えない。住民の皆さん方は、このこ

とに対して大変心配をしておられます。

また、地元には、「この国内法に基づいて弾

薬庫がつくられるから心配ない」と言わんばか

りの文書が配られているように聞いております

けれども、決して中身はそうでないことを、

はっきりと私は申し上げておきたいと思いま

す。

そこで、当然、建築基準法に基づく県の許可

も必要になると思いますが、その手続はどうな

るのか、伺いたいと思います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 弾薬庫を含

む建築物につきましては、建築基準法に基づ

き、その規模や構造等によって、手続の有無や

種類が定められております。

新田原基地の弾薬庫は、延べ床面積が200平米

を超える鉄筋コンクリート造と聞いております

ので、建築主である国は、工事着手前の「計画

通知」及び工事完了後の「完了検査」の手続が

必要となります。

これらは、いずれも建築主事に対して通知す

ることとされており、建築主事は、建築基準関

係規定に適合しているかどうかについて審査や

検査を行い、規定への適合が確認されれば、確

認済証や検査済証を交付しなければならないと

されております。

○前屋敷恵美議員 今、建築主事がその任に当

たるということでしたけれども、この建築主事

の権限というのは、県そのものの権限と見てい

いんですか。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 議員御指摘
※

のとおりでございます。

○前屋敷恵美議員 じゃ、県が許可するといい

ますか、認可するということになるわけです

ね。そういう手続でよろしいんですか。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） そういうこ

とになります。

○前屋敷恵美議員 それでは、出された申請書

どおりに建築物がつくられているかどうか、確

認はされると伺ったんですけれども、それはさ

※ 118ページに訂正発言あり

令和元年11月29日(金)
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れるわけですね。

先ほど申し○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

上げましたとおり、建築主事が、建築基準関係

規定に適合しているかどうかにつきまして、審

査や検査を行いまして、規定への適合が確認さ

れれば、確認済証や検査済証を交付するという

ことになります。

重ねてですけれども、つく○前屋敷恵美議員

る建物は弾薬庫です。ですから、火薬の量に対

する安全性が担保されている構造、建築構造に

なっていないといけないと思うんですけれど

も、それが確かめられるわけですか。どういう

ものが入り、種類は別としても、どれほどの量

の火薬が貯蔵されるのか、そういう前提のもと

に建物がつくられるわけですから、それあたり

もきっちり確認をした上での認可ということに

なるのでしょうか。

弾薬庫につ○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

きましては、建築基準法では倉庫に分類されて

おります。手続が必要となりますのは、床面積

が200平米を超える倉庫や、木造以外の構造で２

階以上の階数を有するもの、または延べ床面積

が200平米を超えるものとなっております。

倉庫といっても、弾薬を貯○前屋敷恵美議員

蔵する弾薬庫ですから、普通の倉庫とはまた意

味が違うわけですよね。ですから、安全性を担

保するということにはならないんだと私は思い

ます。それでも、それが認可ができるというこ

とであれば、私はそれは法の意味合いはなさな

いと思います。法的に認められるというのであ

れば、自治体権限の責任を果たすことにはなら

ない。実際、国の法律でそれを認めなさいとい

うことになれば、まさに自治体無視、さらには

住民無視、住民の不安に応えるものではないと

言わなければならない。きつい話ですけど、ま

さに無法状態だと私は言わなければならないと

思います。

しかも、県の職員という身分で、建築主事に

判断が任せられ、本質的な中身を伏せた計画が

受理されるということであれば、ますますそれ

は、県民にとっても大問題だと思いますが、県

の責任としてはどういうふうに受けとめておら

れるのか、再度伺いたいと思います。

私どもとし○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

ましては、この建築基準法の規定に基づきまし

て審査を行い、書類の審査を行い、検査を行

う。それに基づきまして、規定の適合が確認さ

れれば、先ほど申し上げましたけれども、確認

済証や検査済証を交付するという流れになるも

のと考えております。

では、知事に伺いますけれ○前屋敷恵美議員

ども、知事は何を担保に県民の安全を守れると

お考えでしょうか、お答えいただきたいと思い

ます。

先般、九州防衛局か○知事（河野俊嗣君）

ら、県に対しましても、施設整備の概要や今後

の整備スケジュール等について説明があったと

ころであります。弾薬庫につきましては、他の

自衛隊施設にある弾薬庫と同様に、自衛隊とし

て安全基準を満たすとともに、火薬類取締法等

の関係法令に基づいた施設を整備し、通常は自

衛隊が適切に維持管理するという説明でありま

した。

また、米軍が新田原基地に弾薬を保管する場

合には、安全面に十分に留意し、細心の注意を

払って弾薬を取り扱うよう、強く働きかける考

えであると伺ったところであります。

弾薬庫の整備につきましては、地元の不安も

お聞きしているところでありますので、県とし

ましては、県民の安全・安心の確保の観点か
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ら、引き続き国に対し、詳細な情報提供や丁寧

な説明を求めていくなど、地元関係市町とも連

携して対応してまいりたいと考えております。

事実上、国民の命、安全を○前屋敷恵美議員

守るという法律そのものがなし崩しにされてい

る状況を、この宮崎県で目の当たりにしたと思

うところでございます。

冒頭述べましたように、宮崎の陸海空で軍事

演習が繰り広げられ、来年１月には霧島演習場

と熊本県の大矢野原演習場で実施されようとし

ている米軍再編に係る移転訓練は、米海兵隊と

陸上自衛隊の実動訓練です。沖縄での県道越え

実弾訓練と同様の訓練ではないでしょうか。し

かも、米海兵隊のオスプレイも参加することを

検討していることも明らかになっております。

こうした訓練を行いながら、「沖縄の負担軽

減」を口実に、新田原基地を初めとして国内法

が適用されない、アメリカの判断で自衛隊基地

使用をも可能にするなど、まさに日本全土の

「米軍基地化」が加速をしていると思います。

こうした在日米軍の駐留経費は、「思いやり

予算」として全て国民の税金で賄われておりま

す。トランプ政権は今後、年間 8 0億ドル

（約8,640億円）、現状の4.5倍への増額を要求

したことも報じられております。戦争を想定し

ての基地の強化や軍事演習、それらに費やす莫

大な税金は見直しが必要とは思いませんでしょ

うか。

軍備で紛争や問題の解決が図られないこと

は、既に歴史が証明をしてきました。これほど

の無駄遣いと危険性を伴うものはありません。

県土の平和と安全、何よりも県民の命と暮ら

しを守るべき知事として、軍事演習の中止、米

軍基地化につながる弾薬庫建設を初めとする基

地強化にきっぱりと反対を表明すべきと思いま

すが、知事の見解をお聞かせください。

外交・防衛の問題は国○知事（河野俊嗣君）

の専管事項でありまして、日米共同訓練や日向

灘掃海訓練などの訓練につきましても、安全保

障政策の一環として、国の責任においてなされ

るものと考えておりますが、県としては、県民

の安全・安心の確保の観点から、訓練のたびに

安全対策の徹底等を要請してきたところであり

ます。

来年１月に霧島演習場で実施が予定されてお

ります日米共同訓練につきましても、先日、文

書で要請をしたところでありまして、今後、本

県で行われる訓練につきましても、国に対し

て、可能な限り早いタイミングでの詳細な情報

提供や丁寧な説明を求めるとともに、安全対策

の徹底を要請するなど、地元自治体の意向等も

踏まえ、しっかりと対応してまいりたいと考え

ております。

「防衛は国の専管事項」、○前屋敷恵美議員

このように知事は繰り返されます。知事として

の責任は、これでは果たし得ないのではないか

と私は思います。地方自治はなきに等しいと言

えるわけです。県民の身になって、県民の立場

で物事を考え判断する、知事としての責任を全

うしていただきたい、このように思うところで

す。

また、観光立県やスポーツランド推進を目指

して、豊かな自然環境や暮らしやすさをＰＲし

て、人口の増加も目指す宮崎のこの地の軍事拠

点化は、県の施策にもマイナスの要因でしかな

いと思います。何より、県民の安心・安全に

とって大問題だと思うところです。軍事演習の

中止を求める立場に立って、県民の暮らしも安

全も守っていただく、この方向にしっかりと

立っていただくことを再度要求申し上げ、次の
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質問に移りたいと思います。

次は、知事のラグビーワールドカップ観戦に

ついて伺います。

今回のワールドカップ日本大会は、日本中

で、スポーツとしてのラグビーに、とても興味

関心が高まったものだと受けとめております。

報道によれば、この大会に知事が、県ゆかり

のスポンサーの企業などからのチケット提供を

受けて、公務として無償で観戦されたとのこと

ですが、観戦は当初から公務として予定されて

いたのか、それとも、チケットの提供を受けた

ので、公務での観戦ということにしたのか、そ

のあたりを明確にお聞かせください。

今回のワールドカップ○知事（河野俊嗣君）

のキャンプの受け入れのみにかかわらず、国内

外のトップチームが来ましたときは、それを歓

迎し、県産品で激励し、そして、その大会での

成功という情報をフォローする、場合によって

は現場で応援する、そのような取り組みをして

きたところであります。

今回は、大会組織委員会やイングランドチー

ム、そして、大会スポンサー企業からの招待が

あったため、公務として観戦を行ったところで

あります。

知事本人が試合会場で応援しますことは、今

申し上げましたように、プロ野球やＪリーグも

含め、本県で合宿を行ったチームと良好な関係

を築いていくことで、大変大切なことだと考え

ておりまして、関係先からのせっかくの好意を

無にすべきではないという考えもありました

し、本県は国際規模のスポーツ大会誘致にも取

り組んでいるところであります。

ラグビーワールドカップのような大規模大会

の運営、現場の状況を実際に自分の目で見るこ

とは、大変重要なことだと考えたところであり

ます。

では、県ゆかりのスポン○前屋敷恵美議員

サー企業から５万円相当のチケット提供を受け

たということになっておりますけれども、その

企業がどこなのか、また、県とはどういうかか

わりといいますか、関係にある企業なのか、お

答えいただきたいと思います。

この点につきまして○知事（河野俊嗣君）

は、相手方との関係がございますので、企業名

の公表は控えさせていただきたいと考えており

ます。

では、このラグビー観戦と○前屋敷恵美議員

いうのは当初から公務として予定をしていたと

いうことで、たまたま招待券をいただいたの

で、それを利用したということにすぎないとい

う立場でしょうか。

先ほど答弁申し上げま○知事（河野俊嗣君）

したのは、当初から公務として予定していたと

いうことではなしに、一般論としまして、さま

ざまなチームがキャンプをしていただいた、そ

のチームを場合によっては現場で応援するとい

う機会を捉えて現場に行ってまいりましたとい

うことを申し上げた上で、今回については、大

会組織委員会等からの招待があったので、それ

を公務として参加したということでございま

す。

では、最初から公務として○前屋敷恵美議員

位置づけていたというものではないということ

ですね。私は、本来ならば、スポーツランドの

推進なども含めて、知事が観戦されるというの

であれば、このチケット購入などは、公費とし

てきっちり購入をして観戦することが筋ではな

いかと思ったところですので、お尋ねをしたと

ころです。

また、知事御夫妻にチケット提供があったと
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して、夫人同伴での観戦を公務として、交通費

の支出がされておりますが、夫婦同伴での観戦

が必要な公務だったのでしょうか。その位置づ

けについて伺います。

夫婦同伴での出張につ○知事（河野俊嗣君）

きましては、これまでも主催者から招待のあり

ました事業で行っております。例えば、ドイツ

やアメリカの大使公邸でのレセプションであり

ますとか、園遊会、そうしたものにつきまして

も同伴で行っております。今回の試合観戦につ

きましては、組織委員会から、世界的イベント

における国際的な慣例等により、夫婦での招待

があったものと認識をしております。

御質問の試合観戦につきましては、大会関係

者との交流も想定される中で、私としてもスー

ツ、ネクタイ姿で現場に行ったところでありま

すが、この大会が日本政府の全面的な支援のも

とに国内12都市で開催され、皇族方の御臨席も

あるなど、国家的な祭典としての性格を帯びて

いる、また、招待の趣旨、社会的な儀礼の意味

合いを考慮して、公務として整理を行ったもの

でありまして、県費の支出自体は問題ないもの

と考えております。

国家的祭典と位置づけられ○前屋敷恵美議員

たということですが、国が主催した大会でもな

く、しかも観戦はスタジアムの一般席だったわ

けですから、それほどの位置づけが必要だった

のかという点では、私は甚だ理解に苦しむとこ

ろです。交通費ぐらいと思われるのでしょう

が、あくまでも公費の支出でございます。知事

夫人が観戦の意思をお持ちだったのなら、自前

で、自費でごらんになるのが本来のあり方では

ないかと私は思うところです。その辺は明確に

しておく必要があるのではないでしょうか。知

事、いかがですか。

残念ながら、妻はラグ○知事（河野俊嗣君）

ビーには余り関心はないわけでありますが。た

だ、今御指摘のところでございます、会場に

行ったときには、大会関係者のスペースではな

く一般席であったということであります。以

前、Ｊリーグの開幕ゲームに行きましたときは

大会関係者の席で、そこで御挨拶をする、そう

いう機会があったわけでありますが、今回は、

大会組織委員会からの招待ではありながらも、

一般席であったと。そういうことで、結果的

に、夫人同伴の必要性について県民からどのよ

うな見られ方がされるかというのは、真摯に受

けとめる必要があるものと考えております。

県民は、公費については非○前屋敷恵美議員

常にシビアな見方をしております。今、国会で

もさまざま、桜を見る会などで問題にもなって

おりますが、それと同一のものではないことは

十分理解しておりますが、公費のあり方、支出

のあり方について、その辺は十分細心の注意を

払い、県民感情も含めて、公明正大な立場での

支出に当たっていただきたい、このように思う

ところでございます。

それでは、次に移りたいと思います。延岡竜

巻被害への支援について伺います。

午前中に田口議員も質問されまして、少し重

なる部分もありますけれども、改めて質問させ

ていただきたいと思います。

９月に発生した延岡の竜巻は、甚大な被害を

もたらし、家屋被害だけでも525戸に及ぶと聞い

ております。被災された方々は、突然の災害に

困惑をし、生活再建に不安を募らせておられま

す。私も現地を回らせていただきましたが、家

屋被害では、部分的な被害、「一部損壊」が多

く見られます。それでも改修費用はかなりの額

に及び、年金が頼りのひとり暮らしの方など
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は、「どう費用を工面すればいいのか、見通し

がありません。先が見えず、生きる気力がなく

なりました」と、悲壮感を漂わせておられまし

た。 激甚災害に指定されたものの、災害救助

法の対応には至りませんでした。災害救助法が

適用されれば、住宅被害への手だては一定でき

るわけですけれども、人口の区分や破損状態、

世帯数などの指定で適用が制約をされ、今回の

竜巻被害にはこの救助法は全く役に立たなかっ

たという結果となりました。

しかし、被災者にとっては、被害世帯の数が

規定に達していないなどということは全く理由

にはなりません。また、全国的にも、この制度

上の矛盾、問題があらわれてきております。救

助法が実態に即して生かされていくよう、真に

被災者の救援につながるよう、制度の改善がど

うしても必要だと思います。この立場で県も、

国に対してその改善を求めることが必要と思い

ますが、県の考えをお聞かせください。

災害救助法○危機管理統括監（藪田 亨君）

は、災害発生直後の応急的な生活の救助などを

定めた法律でありまして、市町村や県の人口に

応じまして、国が定めた一定規模以上の災害が

発生した場合に適用され、避難所の設置や住宅

の修理などの応急救助が実施されることとなっ

ております。

このため、これまでも国に対しまして、被災

地の状況に応じた弾力的運用が可能となるよ

う、災害救助制度の見直しについて要望を、さ

らには、今般の台風災害を踏まえまして、被災

者生活再建支援法など、他の支援制度を含めま

して、被災者にとってわかりやすく、不公平感

を招かない制度運用を、全国知事会や九州地方

知事会を通じて要望してきているところでござ

います。

今後とも、全国知事会等と連携しながら、被

災者の支援制度の充実を求めてまいりたいと考

えております。

この支援制度、幾らあって○前屋敷恵美議員

も使えない、役立たない法制度では無意味なわ

けですから、真に役立つ法制度にするように改

善を求めることだと思います。ぜひ県もこうし

た立場で 今要求もしていただいているよう―

ですが 引き続き強く国にその改善を求めて―

いただくことをお願いしておきたいと思いま

す。

次に、延岡市が独自に被災家屋の復旧に支援

する事業を立ち上げて対応する方針を決められ

ました。県にも支援を求めておられます。改め

て、県の対応をお聞かせいただきたいと思いま

す。

台風17号に○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

よる竜巻で被災した住宅の復旧に対する支援に

つきましては、これまで延岡市と連携して国に

要望するとともに、市の要望に対して、県とし

てどのような支援ができるか検討してきたとこ

ろであります。

その結果、一部損壊の被害を受けた被災住宅

の復旧に当たり、耐震性の向上に資する改修工

事を行う場合には、国の交付金を活用すること

が認められたところであります。

これを受け、県としましては、市が創設した

補助事業において、交付金を活用する場合の支

援として、地方負担分の２分の１を負担するこ

ととしたところであります。

ぜひ被災者の皆さん方に寄○前屋敷恵美議員

り添ったその施策、十分施行していただきた

い、そのように思います。

続いて、「宮崎県・市町村災害時安心基金」

というのがございます。今回の災害についても
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その運用がなされると、被災者も対象になると

いうふうに思うのです。しかし、金額的には、

まさに見舞金といった程度のもので、金額的に

もですが、今回のような一部損壊の方々にも支

給対象として広げられるよう、その拡大を図る

ことが必要ではないかと思います。県の考え方

を聞かせていただきたいと思います。

県では、自然○福祉保健部長（渡辺善敬君）

災害での被災世帯に対する支援策としまして、

県と市町村が共同で「宮崎県・市町村災害時安

心基金」を設置し、全壊、大規模半壊、床上浸

水を含む半壊といった一定規模以上の被害が生

じた住家について、被災後の当面の生活を支援

するため、お見舞金として、それぞれ20万

円、15万円、10万円を交付しております。

同基金の支援対象の見直しにつきましては、

制度の趣旨との兼ね合いや市町村の財政負担な

ど、課題もありますことから、市町村とともに

研究をしてまいりたいと考えております。

市町村との協議が必要なこ○前屋敷恵美議員

とは十分理解をするところですけれども、床上

浸水、その一部損壊というところにまで対象が

及んでいないと思います。やはり被災された

方々の暮らしを再建していく、その一助になる

という点では、すぐに使える基金として活用し

ていただきたいと思いますので、ぜひ活用範囲

が広がるような対応を検討していただきたいと

強く申し上げておきたいと思います。

では次に、ＪＲ日豊線の美々津鉄橋の騒音対

策について伺いたいと思います。

耳川にかかる鉄橋の騒音について、これまで

も住民の皆さん方からさまざまな御要求が、日

向市当局にも、また県にも寄せられてまいりま

した。鉄橋周辺の幸脇地区においては、まさに

耳元でうなり声を上げる鉄橋を渡る電車の騒音

が、長年、住民の方々の生活を著しく脅かして

きたという状況がございます。これまでに若干

の処置がされたと聞いておりますが、十分では

なく、不快な生活を強いられております。

県として、切実な住民の要望を受けとめ、Ｊ

Ｒ九州に対して、調査とさらなる対策を急ぐこ

とを強く求めていただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。

ＪＲ日豊本線○総合政策部長（渡邊浩司君）

は、通勤、通学等の生活路線として、また、ビ

ジネス、観光等の移動手段として利用される重

要な交通基盤でありますけれども、その運行に

当たりましては、沿線地域の生活環境との調和

を図ることが必要であると考えております。

耳川橋梁の騒音対策につきましては、ＪＲ九

州に確認をいたしましたところ、これまでレー

ルの継ぎ目の溶接などの対策を行っているもの

の、十分な改善には至っていないため、今後

も、実施可能な改善策について検討してまいり

たいとのことでございます。

県といたしましては、引き続き地元の日向市

とも連携を図りながら、騒音対策の状況につい

て適時確認するとともに、ＪＲ九州に対し、一

層の改善が図られるよう働きかけてまいりたい

と考えております。

これまでに日向市が行った○前屋敷恵美議員

独自の騒音調査では、最大値が100デシベルを超

えており、これはＷＨＯの基準をはるかに上

回っているということからも、日常生活に及ぼ

す影響がどれほどのものであるかは、おわかり

いただけると思います。ぜひ早急な対応をして

いただくよう、お願いいたします。

次に、赤江浜侵食問題とサーファーの方々の

赤江浜利用について伺います。

清武川河口の左岸の侵食が急速に進んできて
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おり、このまま放置すると背後にある畑などに

も影響が出かねないと、地元の方々の心配も

募っております。早急な調査と対策が必要です

が、県の対応について伺います。

清武川河口○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

北側の赤江浜におきましては、本年10月の台

風19号により海岸の一部が侵食され、浜崖とな

り、海岸の利用に支障を来している状況にあり

ます。

このため、今月発注しました清武川河川掘削

工事で発生する残土を用いて、必要な対策を講

じることとしており、できるだけ早期の復旧に

努めてまいりたいと考えております。

この海岸は、以前からもこ○前屋敷恵美議員

うした状況がありまして、既にテトラポットの

突堤や人工リーフなどを入れるなどの対策も行

われてきたところでもあります。また、松林は

松くい虫の被害が出るなど、海岸線の白砂青松

は損なわれている状況が見てとれ、本当に胸が

痛むところです。

この侵食対策は、浜崖と同時に侵食を防ぐ実

効ある対策をどう講じるかが問題であると思い

ます。ぜひ、専門性を駆使した対策を講じてい

ただくよう、強く要望しておきたいと思いま

す。よろしくお願いします。

続いてですが、この赤江浜には、早朝から

サーファーの方々が詰めかけている状況がござ

います。出勤前に波に乗って職場に向かうと

いった若者も見られます。しかし、駐車するス

ペースも侵食等で狭くなっている状況ととも

に、トイレやシャワーの設備も強く要求をされ

ております。

また、サーファーが浜に行く浜に通じる道路

は、浜の近隣の集落の中の狭い道路を通るか、

農道を利用するために、地域の人々の日常生活

や農作業にいろいろな弊害も出ております。堤

防道路の整備などを行って、地域住民にもサー

ファーにも喜ばれる、安心できる環境を整える

ことが必要と思いますが、県の対応をお聞かせ

ください。

赤江浜にお○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

きましては、平成16年の災害を契機に、地元住

民、海岸利用者、関係行政機関等で構成されま

す、「赤江浜海岸づくりフォーラム」を設置

し、海岸の防護、海岸環境の整備・保全、公衆

海岸の適正な利用の確保のため、定期的に意見

交換を行い、合意形成を図っているところであ

ります。

この中で、赤江浜に通じる道路の利用につき

ましては、海岸利用者が集落内を通行せずに清

武川左岸の堤防道路を通行するよう、周知して

いるところでありまして、円滑な通行を確保す

るため、定期的に補修も行っているところであ

ります。

また、トイレやシャワー等の環境整備につき

ましても、フォーラムの中で、地域住民の方々

と海岸利用者が共存でき、赤江浜が魅力ある地

域となるよう、引き続き意見交換を行ってまい

りたいと考えております。

堤防の道路については、今○前屋敷恵美議員

現在、かなりの穴ぼこができております。非常

に通りづらくなっておりますので、ぜひその改

修をお願いしたいと思うところです。

施設やこの道路の整備については、県や市の

責任のすみ分けを明確にするということも必要

だと言われております。整備する必要がないと

か、頭からやれないという考えでない限りは、

行政サイドで検討することではないかと思いま

す。サーフィンをやりたいという移住者もふえ

ています。これは県の施策の一環でもあるわけ
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ですから、ぜひ、環境を整えることに積極的に

取り組んでいただきたい、強く要望しておきた

いと思います。

次に、日米貿易協定について伺います。

日米貿易協定承認案が、既に衆議院で自民

党、公明党、維新などの賛成多数で可決され、

参議院に回されております。国会に十分な資料

も提出されないまま審議が進められ、今臨時国

会での採択が狙われております。既に発効して

いるＴＰＰ11、日欧ＥＰＡに加えて、日本側の

関税、非関税措置を縮小させ、農産物の市場開

放、自由化を一層もたらすものになってまいり

ます。宮崎の農業にとって、より打撃的なもの

になることは明らかです。

宮崎の農業に及ぼす影響はどれほどと試算す

るのか、明らかにお示しください。

県の影響額の○農政水産部長（坊薗正恒君）

試算につきましては、これまでＴＰＰ11や日Ｅ

Ｕ・ＥＰＡなど、国の方法に準じまして、国内

対策が確実に実施されるとの前提のもと、本県

農畜産物等の影響額を試算してきております。

今回の日米貿易協定が発効された場合の影響

額につきましては、現在、試算を行うための情

報収集や分析を行っておりまして、可能な限り

速やかに公表できるよう、作業を進めていると

ころでございます。

日米貿易協定は、日本が米○前屋敷恵美議員

国農産物の関税72億ドル分を撤廃・削減する一

方で、米国は日本製自動車や同部品の関税撤廃

を見送っており、日本が一方的に譲歩したもの

になっております。日本の農産物の市場開放・

自由化を一層拡大するものです。

政府は、国内農産物の生産額が最大1,100億円

減少すると見込んでおり、日本の農林水産業を

衰退させ、食の安全を脅かし、食料自給率をさ

らに低下させるものになることは必至です。食

料主権・経済主権を破壊する日米貿易協定の国

会承認は、断じて認められないものです。

宮崎の第１次産業への影響は深刻です。県と

して、国会での承認に反対し、日米ＦＴＡ交渉

の中止を求めるべきと思いますが、知事の答弁

を求めます。

今回の日米貿易協定を○知事（河野俊嗣君）

初めとした国際化の急速な進展に対しまして、

農業者や関係団体等から、今後の農業経営の影

響について不安の声があることは十分承知して

おりまして、先日もそういう声を、農水省への

緊急提言、要望でお届けをし、十分な説明、そ

して、対策というものを求めたところでありま

す。

一方で、これまでも国のＴＰＰ対策等も活用

しながら、例えば肉用牛や園芸施設の規模拡大

に取り組み、生産基盤の強化や輸出に挑戦する

といった、大変頼もしい事例も多く見られると

ころであります。

県としましては、このような国際化の大きな

流れを、本県農業の競争力強化に向けた構造改

革を推進する一つの機会とも捉え、今後とも、

担い手の確保・育成や生産体制の構築、輸出の

促進等の諸対策に、関係団体等とも連携をしな

がら、しっかりと取り組んでまいります。

さまざまな対策を講じると○前屋敷恵美議員

いうことのようですけれども、幾ら日米ＦＴＡ

対策を打ったとしても、また販路拡大、特に宮

崎牛の販路の拡大などが言われておりますけれ

ども、こうしたことで輸出量をふやしたとして

も、そのことが抜本的な対策、解決策にならな

いことは明らかです。ますます離農を加速さ

せ、食料自給率の低下を招くことになります。

宮崎の農業は、まさに家族農業を大事に守り
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育てていく、このことがやはり後継者をつくる

ことにもなります。規模拡大とか、そういった

ことだけで物事を進める、農業を維持できると

いうものではないと思います。

宮崎の基幹産業である農業を守らずして、宮

崎の経済の発展も、また県民の暮らしも守れな

いと私は思うところです。

改めて、知事におかれましても、国に対し

て、こうした日本の農業、ひいては宮崎の農業

の衰退につながるような農産物の自由化に道を

大きく開いていく こうした自由貿易そのも―

のを間違いだと言うわけではありませんけれど

も、関税そのものを撤廃するというのは、自由

貿易のルールからいってもおかしいと私は思う

ところです。

ぜひとも、日米ＦＴＡの交渉の中止を強く求

めていただきたい、このことを要望しておきた

いと思います。

次に、公立学校の変形労働制導入について伺

います。

今国会で、公立学校に１年単位の変形労働時

間制を導入することを盛り込んだ、公立学校教

職員給与特別措置法改正案が、衆議院で自民

党、公明党、維新などの賛成多数で可決されま

した。

この法案は、教員の長時間労働の是正をうた

いながら、１年単位の変形労働時間制を導入し

て、残業代を支払うことなく、いわゆる繁忙期

に１日８時間、週40時間を超えて働かせること

ができるようにするものです。今でも深刻な長

時間労働を一層助長するものにほかなりませ

ん。

しかも法案は、当事者である教員の意見を反

映させる労使協定なしに、自治体の条例で導入

できることにしていることは大問題であり、条

例で労働基準法上の原則を踏みにじることは許

されないものです。

そこで、同法案に対する教育長の御見解を伺

いたいと思います。

お話のとおり、改正○教育長（日隈俊郎君）

法についてはまだ審議中でありますので、この

法案における変形労働時間制につきましては、

比較的業務量が少ないとされる夏休み等の長期

休業期間に休日をまとめて取得できるなど、年

度を通じて勤務にめり張りをつけることができ

る一方で、業務量の多い時期は１日の勤務時間

が長くなるため、育児や介護中の職員への配慮

が必要になるものと考えております。

そのため、改正法の成立、施行の後、本制度

の導入をする際には、学校の実態をよく踏まえ

て、市町村教育委員会等とも十分協議を行いな

がら、慎重に検討してまいりたいと考えており

ます。

なお、学校における働き方改革は、業務の改

善と勤務時間の適切な管理等が最優先の課題で

ありますので、まずは、本年３月に策定しまし

た、学校における働き方改革推進プランの具現

化に努めてまいりたいと考えております。

まだ国会で審議中の法案で○前屋敷恵美議員

はありますけれども、これが強行採決されてし

まえば、それに従って県も、教育委員会も対応

が迫られるということになるわけです。

人間は、暇なときだからといって、繁忙期に

睡眠を削って働いた分を寝だめするとか、ま

た、休日をまとめてとればいいというものでは

ありません。教員の長時間労働の解消には、業

務の抜本的な縮減や、教員の大幅増員をおいて

ほかにはないと思います。教員の疲労・疲弊

は、子供たちに影響いたします。子供たちの健

やかな成長、教育の質の向上には、教員の職場
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環境、労働条件の改善が第一であることを申し

上げておきたいと思います。

あわせて、自治体が条例を変えないという判

断を行うこと、各学校でも導入しない判断が重

要であることを強く申し上げておきたいと思う

ところです。

私のきょうの質問は以上ですけれども、時間

……が少しありますので、宮崎県における

済みません、前屋敷議員、○山下博三副議長

県土整備部長から発言の訂正がきていますの

で、よろしいですか。

済みませ○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

ん。先ほどの発言を訂正させていただきます。

弾薬庫についての質問の答弁でございますけ

れども、先ほど私は、建築主事の判断は県の判

断であるという趣旨の答弁をさせていただきま

した。実際は、県が任命した建築主事が、法令

等に基づき建築主事として判断をするものとい

うことでございます。おわびして訂正をさせて

いただきます。

今の御答弁ですけれども、○前屋敷恵美議員

だから、県として判断するというわけではな

い、建築主事個人にその判断が委ねられるとい

うことなわけですか。

建築主事に○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

その判断が委ねられているということでござい

ます。

私、先ほどお話ししました○前屋敷恵美議員

けど、これほど重大な問題を、建築主事個人の

判断でこれを許可ではなくて、認可でしたか。

ただ、申請がそのとおりになっていれば、それ

でよしとするものだと伺ったんですけど、それ

で問題が、安全が確保されるとか、そういうこ

とでは全くないということが、改めて明らかに

なったと私は思うところです。とりわけ地元住

民の皆さん方の不安は増大しております。ひい

ては、地元だけでなく、県民全体に及ぶ問題に

もなるわけですから、県の責任としてこの問題

は十分受けとめていただいて、この弾薬庫建設

の中止そのものを私は求めておきたいと思いま

す。

時間が参りましたので、以上で終わります。

（拍手）

以上で本日の質問は終わり○山下博三副議長

ました。

次の本会議は、12月２日午前10時から、本日

に引き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時43分散会

令和元年11月29日(金)
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一般質問◎

これより本日の会議を開き○丸山裕次郎議長

ます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、脇

谷のりこ議員。

〔登壇〕（拍手） 皆様おは○脇谷のりこ議員

ようございます。自民党の脇谷のりこでござい

ます。今回もたくさんの方に傍聴にお越しいた

だきました。ありがとうございます。きょうも

頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願

いいたします。

さて、10月28日に鹿児島県で開催された第27

回南九州観光振興会議に初めて参加してまいり

ました。熊本・鹿児島・宮崎県議会の観光議員

連盟の会員や観光の関係者が一堂に会して開催

される、南九州３県の観光振興会議です。

御来賓として、主催県である鹿児島県から三

反園知事、そして熊本県からも副知事が、それ

ぞれの県の観光ＰＲを含め御挨拶されました

が、宮崎県からはどなたも参加されていません

でした。聞くところによると、主催県でない限

り、知事は出席されないということですが、や

はり３県のうち２県の代表が自分の県のＰＲを

されるわけですから、宮崎からも来てもらいた

かったというのが正直なところです。

会議では、交通ネットワークの形成について

の説明がありましたが、その説明資料によりま

すと、南九州３県の高速道路の整備率は、宮崎

県が九州内で最もおくれているという状態、長

距離バスネットワークでは、福岡に行く便が熊

本県では一日82便もあり、鹿児島県からは21

便、宮崎県は33便。ですが、鹿児島は御存じの

とおり九州新幹線が通っており、鹿児島中央駅

から博多までは約１時間半で行けます。

九州新幹線といえば、博多―熊本間の利用者

が、平成30年度には、およそ1,069万人で一日平

均約３万人、前年比102％だそうです。熊本―鹿

児島中央間の新幹線利用者は約523万人、一日平

均１万4,300人で、前年比100％という、何とも

うらやましい数字です。一方の宮崎県は、九州

新幹線鹿児島ルートから誘客するために、日豊

本線の鹿児島中央駅―宮崎駅間の特急列車の増

便・高速化をＪＲ九州に要望している段階で

す。

航空路線の国際線においては、韓国、台湾の

路線は３県ともありますが、香港線は３県のう

ち宮崎県だけが運行休止になっています。鹿児

島県は週５便から、現在では13便もあるそう

で、おまけに上海線まであります。観光に莫大

な予算もつぎ込んでおられ、各県の知事の意気

込みが感じられます。

南九州３県の中でも交通アクセスの一番低い

数字を見せられ、さらに、県の代表としての知

事も出席されていないということで、私にとっ

て初めての南九州観光振興会議は、本当にがっ

かりというか、寂しいものでした。心なしか、

ほかの２県の関係者は、宮崎県より元気なよう

な気がしてまいりました。

宮崎の観光資源は他県に劣っていないと思い

つつも、アクセスは悪いし、陸の孤島だと県民

からも他県からも言われるしで、とても情けな

い思いをしています。

そんな中、９月から10月は、県内でさまざま

な出来事が起こりました。延岡の竜巻被害、一

ツ葉有料道路の有料化継続、県陸上競技場の盛

り土高台問題、さらにフェリー新船などなど、

大きな出来事が起きている中、知事は９月か

ら10月にかけて、ラグビーワールドカップに３

令和元年12月２日(月)
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回も東京や横浜に観戦に行かれて、しかも、奥

様と御一緒に行かれたということが新聞に載り

ました。公務とはいえ、ラグビーワールドカッ

プ観戦には３回も県外に行けて、南九州観光振

興会議には出席されていない、延岡の竜巻被害

にはすぐには駆けつけられない、県の陸上競技

場の盛り土高台の説明にも、一度も地元に足を

運ばれない。となると、一体、知事は宮崎を愛

しておられるのかと、どうしても疑いたくなり

ます。

先日のほかの議員の質問に、延岡の竜巻被害

には迷惑になるからと、４日後に行かれたと御

答弁されましたが、当日では迷惑になるにして

も、やはり次の日には被害現場を見て、何とか

しなければと思うのが通常ではないでしょう

か。首長の使命感でそうしてほしいというよ

り、宮崎市からもボランティアとして、すぐに

駆けつけた方がおられましたから、同じ県民と

して、知事にもすぐに駆けつけてほしかったと

いうのが本音です。

県議になってからの７カ月間で感じました

が、知事は、観光・スポーツ・文化にはとても

詳しく、興味をお持ちですが、地域や現場のこ

とには目を向けてくださっているでしょうか。

済みません、新人ながらこんなことを申し上げ

ることをお許しください。しかしながら、あえ

てお尋ねいたします。河野知事は、宮崎を愛し

ていらっしゃるでしょうか。知事のモットーは

何でしょうか。宮崎をどうしたいと思ってい

らっしゃるでしょうか。どうぞお答えくださ

い。

この後の質問は、質問者席で行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

私の宮崎での生活が今、14年半に及んでいる

ところであります。知事として間もなく10年目

を迎えようとしている中で、既に宮崎は私の大

切なふるさとであります。この愛する宮崎のた

めに、全力で県政運営に取り組んでまいりまし

た。そして、その間、現場主義を基本姿勢とし

て、県内各地をくまなく回るとともに、県民の

皆様を初め市町村、企業、各種団体との対話と

協働に努めてきたところであります。私の姿

勢、取り組みについて、さまざまな御意見や御

指摘があることについては、真摯に受けとめて

まいりたいと考えております。

私は、これまでの２期８年の取り組みにより

県政は着実に前に進んでいると、手応えを感じ

ておりますが、一方で、本県は依然として多く

の課題に直面しております。中でも人口減少問

題への対応が、喫緊の課題と考えております。

そして、この問題に道筋をつけることが、私の

最大の使命であると考えているところでござい

ます。

将来にわたって、この宮崎に若者が残り、人

口減少の中にあっても、県民の皆様が安心と希

望を持って暮らし続けることができるような宮

崎県、持続可能な宮崎県の土台づくりに向けて

全力を尽くしてまいります。以上であります。

〔降壇〕

知事のお気持ちはわかりま○脇谷のりこ議員

したけれども、県民に伝わることを願っており

ます。まだまだ言いたいことは足りませんけれ

ども、一応、知事の政治姿勢については、時間

がないので次に参りたいと思います。

続いて、観光行政についてお伺いいたしま

す。

宮崎市の青島（あおしま）が、中国山東省の

青島（チンタオ）と同じ漢字の観光地である縁
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で、ことしの６月、経済協力パートナーに関す

る覚書を交わしており、この10月に宮崎市が、

宮崎空港を結ぶチャーター便の誘致を検討して

いることを発表いたしました。

宮崎市長は、「来年５月以降に飛ばせるとい

い」と述べられており、それに向けて、11月に

経済団体とともに青島（チンタオ）市を訪問さ

れ、就航実現を働きかけられたようです。この

点について、県としてはどのように取り組んで

いかれるのか、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

宮崎市では、○総合政策部長（渡邊浩司君）

平成16年に市の観光協会が、青島（チンタオ）

市の観光部門を所管しております旅游局と観光

友好盟約を締結されまして、毎年８月には「み

やざき青島（あおしま）国際ビールまつり」に

旅游局の職員が参加されるなど、継続的な交流

を進めておられます。

また、本年６月には、観光分野にとどまら

ず、経済や貿易に関する交流を推進するため、

宮崎市と青島（チンタオ）市が、経済協力パー

トナーに関する覚書を締結されたところであり

ます。

宮崎市は、この覚書の締結を機に、さらなる

交流促進を図りますため、チャーター便の誘致

を進める方針であると伺っておりまして、実現

されますと、訪日需要の旺盛な中国本土からの

観光誘客拡大の足がかりになるものと期待して

おります。

このため県では、10月に宮崎市と連携をいた

しまして、航空会社や旅行会社への要望活動を

行ったところであり、今後とも、チャーター便

の誘致に、積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。

実は、10年前の2009年10月○脇谷のりこ議員

にも青島（チンタオ）旅游局の局長さんが宮崎

市に来られまして、チャーター便を年１回運航

するとの協定を結ばれています。当時の観光協

会長にお聞きしますと、その後は、交流しよう

としたものの、尖閣諸島問題で日本と中国の関

係が悪化し、それからぷっつりと縁は切れたと

いうことでした。日中関係次第で観光業も影響

を受けますから、慎重な対応が必要だと思いま

す。ただ、この11月に在青島（チンタオ）日本

国総領事館の総領事に、えびの市出身の井川原

氏が着任されましたので、とても心強く思って

います。青島（チンタオ）とのチャーター便が

実現し、新しい国際就航便ができることを期待

しています。

続いて、ＤＭＯについてであります。

ＤＭＯとは、英語でDestination Management/

Marketing Organizationの略で、観光地を活性

化させて、地域全体を一体的にマネジメントし

ていく組織のことです。数年前からＤＭＯとい

う言葉は耳にしていましたが、どうもぴんとこ

なくて、多分、広域連携で観光客誘致のために

何かやることなんだろうと思っていましたが、

先日、瀬戸内海に面した７つの県で構成する

「せとうちＤＭＯ」の話を聞いて、感動しまし

た。通常、観光協会のように、行政からの補助

金が主な収入で活動している法人では、行政の

意向に沿った観光事業になります。もちろん、

お金がなければプロモーション活動などできな

いと言われるでしょう。ですが、このせとうち

ＤＭＯは、自分たちの思うとおりの大胆な発想

で観光地域づくりをするために、地域が稼ぐた

めの戦略、もうかる仕組みをつくっているので

す。

このせとうちＤＭＯのホームページを見たこ

とがあるでしょうか。観光客のターゲットを外
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国人に絞っていて、とても魅力的な情報発信に

なっています。外国人向けといいましても、日

本語で書いてあるんですけれども、とてもわく

わくするような内容です。従来からある観光協

会とはすみ分けをしているんだそうです。訪日

外国人の宿泊者数は順調に右肩上がりをしてい

ます。本当にすごいです。

九州にも同じ広域のＤＭＯがあります。宮崎

県が加入しています九州観光推進機構のホーム

ページを見てみましたら、全く魅力のないコン

テンツで、誰に向けて発信しているんだろうと

いうような内容でしたので、びっくりしまし

た。この九州観光推進機構はどのような取り組

みをしているのでしょうか。商工観光労働部長

にお伺いします。

九州観光○商工観光労働部長（井手義哉君）

推進機構は、九州地域戦略会議で策定した九州

観光戦略の実行組織として、平成17年に九州の

７県と経済界が一体となって設立し、平成30年

３月には、九州の観光地域づくりを推進する組

織として、観光庁から広域連携ＤＭＯに登録さ

れております。

同機構では、国内大都市圏や東アジア、欧米

豪を対象に、九州エリアでの広域周遊を促進す

るための観光商品づくりや情報発信に取り組ん

でおります。

また、九州が一体となって取り組むことで、

より大きな効果が期待できる合同商談会の開催

や、インターネット等を活用したデジタルマー

ケティング、プロモーションの実施など、九州

への誘客を促進するための事業に取り組んでお

ります。

九州７県は、もっとこの九○脇谷のりこ議員

州観光推進機構のあり方について検討すべきだ

と思います。でなければ、海外に行ってプロ

モーションしたとしても、各県のブースでＰＲ

をしているだけで、結局どこの県が目立ってい

たとか、競争しているだけにすぎません。もっ

と九州が一体となった独自の魅力を発掘して、

的を絞った戦略が必要だと思います。ぜひ、せ

とうちＤＭＯを参考にして、九州ならではの観

光地域づくりを目指してもらいたいと思いま

す。

次に、宮崎版ＤＭＯというのがありますが、

この現状と今後の取り組みについてお伺いいた

します。

宮崎版Ｄ○商工観光労働部長（井手義哉君）

ＭＯは、県や県観光協会を中核に、幅広い関係

者が連携し、本県の魅力を高め、観光誘客につ

なげることで、持続可能な観光地域づくりを目

指す取り組みでありまして、その実現のために

は、人材育成から観光資源の磨き上げ、プロ

モーションまで一貫して行うことが重要であり

ます。

このため、観光みやざき創生塾を開設し、地

域の観光をリードする人材の育成に努めるとと

もに、県観光協会に専門人材を配置し、市町村

等と連携しながら、地域資源を生かした体験メ

ニューづくりなどに取り組んでいるところであ

ります。

今後は、これらの取り組みを継続しながら、

観光客の動向等の分析などマーケティング機能

の強化にも努めることで、持続可能な観光地域

づくりを進めてまいりたいと考えております。

せとうちＤＭＯを成功に導○脇谷のりこ議員

いた方が、シビックプライドと言われました。

シビック（市民のとか都市の）プライド（誇

り）、つまり、我がまち、我が都市に対する誇

りを喚起することが、観光地域づくりになると

いう考え方です。我がまちを愛する人材が、我
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がまちをどうにかしたいと思って、みんなで観

光資源を磨いて、観光につなげていく、それが

観光地域づくりであります。

稼げる地域がつくられていくことを願って、

観光についての項目を終わります。

続いて、市街化調整区域についてお伺いいた

します。

市議時代からの一番の要望として、市街化調

整区域における開発行為が行えるかどうかとい

う質問がありました。前回の９月議会でも、中

野議員や日髙利夫議員が質問をされています

が、あえて私からもお聞きいたします。

都市計画法によりますと、都道府県は、一体

の都市として総合的に整備し、開発し、及び保

全する必要がある区域を都市計画区域として指

定しています。現在、県内26市町村のうち、９

市10町の19市町において都市計画区域が指定さ

れています。

その都市計画区域において、無秩序な市街化

を防止し、計画的な市街化を図るために必要が

あるときは、市街化区域と市街化調整区域との

区分、いわゆる線引きを定めることができま

す。

その線引きがある都市計画区域が、宮崎県で

は、延岡市と門川町、日向市の各一部を含む

「日向延岡新産業都市計画区域」、そして、宮

崎市と国富町の各一部を含む「宮崎広域都市計

画区域」になります。線引きを行わない都市計

画区域は、都城市や日南市、西都市、小林市な

どがあります。そのうちの都城市は、もともと

線引きがありましたが、今はなくなっていま

す。宮崎市議会議員時代、「都城市のように宮

崎市も線引きを外せないのか」という質問が多

く、いつも頭を悩ませていました。

そこでまず、都城広域都市計画区域の線引き

を廃止した理由及びその後の状況について、県

土整備部長にお伺いいたします。

都城広域都○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

市計画区域は、昭和45年に線引きを行い、昭

和63年に廃止を行っております。

その当時、都市計画区域内の人口に占める人

口集中地区の人口割合が、全国平均67％に対し

まして37％と低く、市街地に収容可能な人口に

余裕があることから、市街地が広がる可能性は

低い状況にありました。

また、農振農用地、いわゆる青地農地が市街

地周辺の相当部分を取り巻くように分布してい

ることから、無秩序な開発行為等が大規模とな

らないものと判断し、地元の市町の意向を踏ま

え、線引きを廃止したものであります。

その後の状況につきましては、区域内の人口

が増加するとともに、郊外の幹線道路沿線での

商業施設の立地や、市街地縁辺部での住宅建設

が増加したところであり、一方で中心市街地の

活性化が課題となってきたことから、必要な対

策が講じられているところであります。

宮崎市は、線引きがあるに○脇谷のりこ議員

もかかわらず、今の宮崎市郡医師会病院の前

に、当時は立地可能であったかもしれません

が、郊外型の大型ショッピングセンターができ

ました。そのため、中心市街地には空き店舗が

ふえ、活性化にどのように取り組むかを常に議

論しているところであります。

今では、その大型ショッピングセンター周辺

には次々と店舗がふえており、道路沿いでは開

発できるが、その一歩奥に入ったところは許可

できないといった、どこが市街化区域で、どこ

が調整区域かわからない状況にあります。

今回、その大型ショッピングセンターの前の

宮崎市郡医師会病院が、宮崎西インターチェン
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ジ付近に移転することになりました。

市郡医師会には、看護専門学校、臨床検査セ

ンター、成人病検診センターのほか、歯科福祉

センターや会営薬局など、そこに働く職員の

方々がおよそ500～600人もおられますが、西イ

ンター付近はほとんど山間部ですから、移転先

の場所を聞いて看護師さんなどが、「仕事の帰

りに買い物ができないから、そちらには行きた

くない」とおっしゃっているらしいのです。

確かに、女性としてはよくわかります。周辺

は大変に暗く、もちろん移転してからは路線バ

スも巡回するとは思いますが、山の上になりま

すから、車でなければ行けないところですし、

周りにスーパーもありません。この地域は、宮

崎市西部にあるため、災害を想定して徐々に注

目されているところではあります。せめて、市

郡医師会の周辺にスーパーなどの商業施設はで

きないものでしょうか。

そこで、お聞きいたします。宮崎広域都市計

画区域において、飛び地の市街化区域の可能性

はないか、県土整備部長にお伺いいたします。

宮崎広域都○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

市計画区域につきましては、無秩序な市街化を

防止し、計画的な市街化を図るため、市街化区

域と市街化調整区域の区分、いわゆる線引きを

定めております。

市街化調整区域において飛び地の市街化区域

を設けるためには、宮崎市における長期計画や

都市計画マスタープラン等に新市街地の開発を

行う位置づけがあることに加え、面積20ヘク

タール以上をめどとする計画的な市街地整備が

確実に行われることなどの要件があり、議員お

尋ねの宮崎市郡医師会病院移転先周辺は、これ

らを満たしていない状況にあります。

では、周辺における開発行○脇谷のりこ議員

為はできるものなのでしょうか。来年度には完

成する予定ですが、職員の皆様のためにも、ま

た、県内から来られる患者さんやその御家族の

ためにも、何らかの対応が必要だと考えます。

移転後の宮崎市郡医師会病院周辺の開発行為に

ついて、県土整備部長にお伺いいたします。

宮崎市郡医○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

師会病院につきましては、宮崎広域都市計画区

域内の市街化調整区域において、移転工事が進

められております。

市街化調整区域における開発行為につきまし

ては、個別案件ごとに用途や規模などの一定の

要件を満たした場合、可能となります。

お尋ねの同病院移転先周辺における開発行為

につきましては、都市計画法に基づき、中核市

として許可権限を有する宮崎市が判断すること

となります。

都市計画法第６条には、○脇谷のりこ議員

「都道府県は、都市計画区域について、おおむ

ね五年ごとに、（中略）見通しについての調査

を行うものとする。」とあり、宮崎県もことし

６月に見直されたようです。その内容を見てみ

ると、宮崎市内では、赤江東や下北方、希望ヶ

丘など、計画的な開発地を市街化区域に編入し

たようです。

都市計画法を見てみると、「市街化区域は、

すでに市街地を形成している区域及びおおむね

十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべ

き区域とする。」とあります。とすれば、宮崎

市郡医師会病院が移転した後、人口の流れが変

わり、何らかの変化や要望などが大きくなれ

ば、できる範囲で宮崎市も少しは考えてくださ

るかと少し期待して、この項目は終わります。

続いて、全ての子供たちの施策についてお伺

いいたします。
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まず、児童虐待についてであります。

11月は「児童虐待防止推進月間」です。自民

党女性局は、毎年11月に児童虐待防止キャン

ペーンとして、「あなたの周りで虐待かもと

思ったら、お近くの児童相談所につながる全国

共通ダイヤル189番（いちやはく）にお電話くだ

さい」という啓発を行っています。

全国的にもふえている児童虐待相談件数なん

ですが、宮崎県ではどうなっているのでしょう

か。５年前と比較してどれくらい増加し、その

要因をどう考えているのか。また、宮崎県内に

ある各３つの児童相談所が受け付けた今年度上

半期の相談件数もあわせて、福祉保健部長にお

伺いいたします。

県内の児童相○福祉保健部長（渡辺善敬君）

談所の平成30年度の児童虐待相談対応件数につ

きましては、過去最高の1,379件で、５年前と比

較しますと約2.6倍となっております。

大きく増加した主な要因は、警察において、

子供がＤＶの現場を目撃する、いわゆる面前Ｄ

Ｖを全て通告する取り扱いとされたことによ

り、警察からの通告件数が大きくふえたこと

や、東京都目黒区や千葉県野田市で発生した児

童虐待死事件が大きく報道されたことで、県民

の児童虐待への関心が高まり、近隣住民等から

の通告が増加したことなどによるものと考えて

おります。

また、県内３つの児童相談所が本年４月から

９月までに児童虐待相談として受け付けた件数

につきましては、速報値となりますが、中央

が545件、都城が263件、延岡が155件の計963件

となっております。

面前ＤＶというのは、18歳○脇谷のりこ議員

未満の子供の前で、親が配偶者などに暴力を振

るうことで、そこにいた子供たちの数を虐待件

数として数えるんですね。直接的に暴力を受け

なくても、ＤＶを見聞きして育つ子供は、心身

に傷を負い、大人になっても苦しんでいる人は

少なくありません。

先日、中央児童相談所に伺ってまいりまし

た。何人かの小学生たちが勉強しており、新し

く入ってきた子供にも対応されており、子供た

ちのスペースはしっかりと確保されて、とても

きれいでしたが、増加する相談件数の対応に職

員の方々も大変だろうと、事務スペースの狭さ

を感じたところです。

増加する児童虐待相談に、児童相談所は適切

に対応できているのでしょうか。福祉保健部長

にお伺いします。

県では、増加○福祉保健部長（渡辺善敬君）

する児童虐待相談に適切に対応するため、順

次、児童相談所の体制の強化に努めてきている

ところでありまして、本年４月には、中央児童

相談所において、児童福祉司を増員するととも

に、児童虐待相談対応を行う体制を２担当制か

ら３担当制へふやしたところであります。

また、各児童相談所では、介入と支援を交代

制で行う仕組みを導入したり、職員間で担当

ケース数の偏りが出ないように調整するなどし

て、スペースの確保とあわせて、児童虐待相談

が増加する中にあっても、通告受理後48時間以

内の安全確認等を徹底し、子供の安全を最優先

に対応していきたいと考えております。

国は、これまでも児童虐待○脇谷のりこ議員

の対策の一環として、児童相談所や市町村の体

制・専門性の強化、専門職の配置の充実などを

講じてきましたが、相談対応件数は年々増加の

一途をたどってきており、深刻な社会問題と

なっています。

そこで、昨年の７月、緊急総合対策が取りま
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とめられました。それが「児童虐待防止対策体

制総合強化プラン」です。その内容の一つ

に、2022年度までに児童福祉司を全国で2,020人

程度増員する方針を示していますが、県の今後

の取り組みについて、福祉保健部長にお伺いし

ます。

大幅に増加す○福祉保健部長（渡辺善敬君）

る児童虐待相談に適切に対応していくために

は、児童福祉司の増員を初めとする、児童相談

所の体制及び専門性の強化が不可欠です。

このため県では、国の「児童虐待防止対策体

制総合強化プラン」に基づきまして、令和４年

度までに必要な児童福祉司等を計画的に配置し

ていけるよう、関係部局等と連携して、しっか

りと取り組んでまいりたいと考えております。

ちょうどきょうの新聞に、○脇谷のりこ議員

「児童福祉司の増員難航」という記事が載りま

した。専門知識や経験を有する人材が足りない

という内容です。

部長も簡単におっしゃっておりますけれど

も、なかなか難しいというふうに思いますの

で、子供たちのために専門性の確保と強化にぜ

ひ努めていただくよう、お願いいたします。

児童福祉法が平成28年に改正され、中核市や

特別区でも児童相談所が設置できることとなり

ました。５年をめどに設置できるよう国が支援

するということなのですが、なかなか前向きな

中核市・特別区があらわれません。

全国の中核市のうち、児童相談所を設置して

いる自治体はどこがあるのでしょうか。また、

その自治体は、設置に向けどのような取り組み

を行ったのか、福祉保健部長にお伺いします。

現在、全国の○福祉保健部長（渡辺善敬君）

中核市58市のうち、児童相談所を設置している

中核市は３つでございまして、神奈川県横須賀

市と石川県金沢市が平成18年４月に、兵庫県明

石市が本年４月に開設しております。

設置に向けた取り組みとしましては、例えば

明石市では、開設の３年前から準備に着手し、

県と市によるワーキング会議で検討を重ねたほ

か、課レベルの児童相談所準備担当の設置です

とか、市から県、神戸市などの児童相談所へ、

３年間で延べ26人の職員を派遣しまして、児童

相談業務の実地研修を行ったと伺っておりま

す。

宮崎市は、虐待にも対応で○脇谷のりこ議員

きる子ども家庭総合支援拠点の設置に向けて、

現在検討しているそうです。専門職を配置し、

子供とその家庭、妊産婦等を対象として、地域

の実情の把握や相談対応、調査、継続的支援等

を行うとのことで、２年後には設置したいとの

ことでした。ぜひ、宮崎市と中央児童相談所と

の専門的な人材の連携・交流に向けて、県から

も働きかけていただくよう、要望いたします。

続いて、発達障がいの子供たちの支援につい

てであります。

文科省が2012年に、全国の公立小中学校の約

５万人を対象にした調査結果で、発達障がいの

可能性があるとされた児童生徒の割合が6.5％と

いうデータを発表しました。学級でいえば、１

クラスに２人程度はいることになります。

発達障害者支援法ができて約15年。10年前

は、保護者にも社会にもまだまだ知られていな

くて、小学校でいつも悪いことをする子として

レッテルを張られていた児童が、卒業後に発達

障がいだと判断されたと聞いたとき、もっと早

くに診断されていれば、親も子も苦しまずに済

んだのに、何よりそのお子さんがもっと自分ら

しい学校生活が送れたのにと、悔やまれまし

た。
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発達障がいは、早期発見や早期支援など幼児

期からの取り組みが重要だと思いますが、どの

ような支援が行われているのか、福祉保健部長

にお伺いします。

幼児期につき○福祉保健部長（渡辺善敬君）

ましては、発達障がいの特性があらわれる早期

発見・早期支援の重要な時期であります。

そのため、その特性があらわれ始める３歳ご

ろは、市町村が行う幼児健診での気づきが、次

の段階である就学前は、保育所等での気づきが

大変重要です。

気づき後の支援としましては、市町村が実施

するフォロー教室のほか、福祉サービス事業所

では基本的動作の指導、発達障害者支援セン

ターでは、ペアレントメンターによる保護者へ

の相談対応を行っております。

さらに県では、これらの取り組みを支援する

ため、支援に携わる保健師や保育士などを対象

とした、年間延べ30回のスキルアップ研修です

とか、幼児検診や保育所等への心理士の派遣な

どを行っております。

母親が気づく、あるいは保○脇谷のりこ議員

育士が気づくということで、子供一人一人を支

援につなげていくことが大事だと思います。そ

ういった子供が小学校に入るときは、どのよう

な支援体制になるのでしょうか。

発達障がいがある児童の障がいの程度に応じ

た学びの場について、教育長にお伺いします。

小中学校における発○教育長（日隈俊郎君）

達障がいのある児童生徒は、原則として、通常

の学級に在籍し、支援を受けながら学習するこ

とになっております。

通常の学級における支援だけでは適応が困難

な場合には、ほとんどの授業を通常の学級で受

けながら、障がいによる困難さを改善、克服す

るための指導を別室で受ける「通級による指

導」を利用することができます。

また、軽度の知的障がいをあわせ有する場合

や、自閉症の障がいの程度が重く、通常の学級

では学ぶことができない場合には、特別支援学

級に在籍することができます。

なお、手厚い支援を必要とする知的障がいや

病弱、肢体不自由等をあわせ有する場合には、

特別支援学校で学ぶこともあります。

発達障がいには、自閉症、○脇谷のりこ議員

アスペルガー、注意欠如・多動性障がい、学習

障がいなどがありますが、個人差がとても大き

いという点が特徴だと思います。発達障がいの

ある児童には、個々の特性に応じた支援が必要

となりますが、どのように対応しているのか、

教育長にお伺いします。

発達障がいのある児○教育長（日隈俊郎君）

童生徒は、御指摘のとおり、一人一人特性が

違っておりますので、まずは、教員による観察

や専門機関の検査結果等を踏まえて、的確な実

態把握を行い、障がいの特性とそれに伴う困難

さについて整理します。それらの情報をもと

に、必要となる支援の内容や方法を検討し、本

人及び保護者の了解を得ます。

その上で、卒業後までの長期的な視点に立っ

て、家庭、福祉、医療などと、役割分担を明確

にしながら連携し、一貫した組織的な支援を行

うための「個別の教育支援計画」を作成しま

す。

さらに学校では、一人一人の障がいによる困

難さに応じた学習の目標や指導内容・方法等を

盛り込んだ「個別の指導計画」を作成し、指導

や支援を行うことになります。

学年が上がって先生がか○脇谷のりこ議員

わっても、個別の教育支援計画があることで、
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ずっとその子供に合った教育支援が受けられる

ことはとてもよいことだと思います。先生に

よっては、まだ発達障がいについてよくわから

ないという人もおられると思いますので、通常

学級の担任の先生が、発達障がいのある児童生

徒に対する指導や支援に係る専門性を向上させ

るための取り組みについて、教育長にお伺いし

ます。

まず、通常の学級の○教育長（日隈俊郎君）

担任が発達障がいに係る専門性を向上させるた

めに、県教育研修センターにおいて、初任者や

中堅教諭など全ての教員を対象とした研修を実

施しております。

また、県内７つのエリアごとに行っておりま

す本県独自のエリアサポート体制のもとで、各

エリアの実情に応じて企画した研修を、通常の

学級の担任を対象として実施しております。

具体的な内容としましては、発達障がいの特

性の理解と支援のあり方などの基本的な講義

や、実際の授業場面を想定した具体的な事例を

もとに支援方法を考えるなど、実践的な演習を

行っているところであります。

発達障がいの子供とは限り○脇谷のりこ議員

ませんが、今、高校を卒業して、そのまま就職

につながらず、あるいは就職しても職場の人た

ちとのコミュニケーションがとれず、そのまま

ひきこもりになってしまう若者が多くいます。

既にひきこもりの若者に対しては、サポートス

テーションがさまざまな支援をしていますが、

やはり引きこもらなくて済む取り組みが必要だ

と考えます。

発達障がいのある生徒が、高校を卒業後、進

学や就職をして社会とつながっていくためには

何が大切か、教育長にお伺いします。

発達障がいのある生○教育長（日隈俊郎君）

徒が、高等学校卒業後、社会と円滑につながっ

ていくためには、進学先や就職先に働きかけ、

周囲の理解を得ることに加え、本人の自己理解

が大切であると考えております。

各高等学校では、本人の自己理解を深めるた

めに、特別支援学校の教員などによる巡回相談

を活用した、きめ細かな教育相談を行っている

ところであります。また、県内９校で実施して

おります「通級による指導」におきましても、

一人一人の特性に応じた指導を行っておりま

す。

県教育委員会といたしましては、今後とも、

生徒自身が課題意識を持ち、自分自身の特性を

理解した上で、必要な配慮を求めることへの主

体性や技能を身につけられるよう、指導の充実

を図ってまいります。

一人の子供が生まれたとき○脇谷のりこ議員

から自立していくまで、最初に母親が気づくと

いうところから、やがては本人が気づいて理解

することが大切だということがわかりました。

これからも一人一人の特性が生かされるような

教育体制になっていくことを願っております。

続いて、家庭教育支援についてお伺いしま

す。

発達障がいの子供を持つ保護者にとっては、

育てにくさという不安や悩みがあります。ま

た、我が子だけでなく、学校とのつき合い方に

悩んでおられる保護者もおられるのではないか

と思います。なかなか人には言えない子育てな

どについて、本県の家庭教育支援に関する教育

委員会の取り組みを、教育長にお伺いします。

家庭教育を充実させ○教育長（日隈俊郎君）

ることは、未来の宮崎を支える人財を育てる上

で重要であります。このため県教育委員会で

は、大きく２つの取り組みを推進しておりま
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す。

全県的には、「みやざき家庭教育サポートプ

ログラム」を活用し、保護者が子供とのかかわ

り方などについて学ぶことができる学習機会の

提供を行っております。今年度は活用というこ

とで、10月末現在で103件となっております。

これに加え、本年度より、「家庭教育サポー

トチーム」のモデル地域として都農町を指定

し、子育て経験者や元教員などの地域の方々

が、子育てに関する不安や悩みを抱える保護者

の相談に乗ったり、子育て仲間づくりのための

イベントを実施しております。

今後、このような取り組みや体制づくりを県

下全域に広め、家庭教育支援の充実に取り組ん

でまいります。

私は議員になる前から、○脇谷のりこ議員

「地域の子供は地域で育てる」をモットーに、

学校と地域の連携事業をやってまいりました。

そのきっかけは、「地域の人たちにとって学校

は、とても敷居の高いところで、何をしている

かわからない」と言われたからです。先生方は

数年すると転勤されますが、地域住民はずっと

そこに住んでいるのですから、子供たちを地域

全体で育てていくことが、人づくりにつながる

のではないでしょうか。

先日、教育委員会が主催する「生涯学習実践

研究交流会」に参加してきました。県内の地域

の団体や企業が、「みやざきの人づくり・地域

づくり」をテーマに活動発表されましたが、や

はり、地域の活性化も予算がなければできない

のではなく、そこにかかわる人だと思ったとこ

ろです。

今まで学校支援地域本部という名前で、学校

に配置されたコーディネーターが地域と学校を

つなげておられましたが、地域と学校が連携し

た取り組みについて、今後の方向性を教育長に

お伺いします。

議員御指摘のとお○教育長（日隈俊郎君）

り、地域と学校が連携する取り組みは大変重要

であります。

地域と学校の連携については、これまでも、

お話にありました学校支援地域本部の取り組み

により、登下校の見守りや授業支援などの学校

の求めに応じた活動が、県内各地で行われてき

ました。

今後の方向性といたしましては、これまでの

取り組みに加え、地域と学校が、目指す地域の

姿や育てたい子供の姿などの目的や目標を共有

し、地域住民も子供たちの成長を支える当事者

として、主体的に教育にかかわる「地域学校協

働活動」を推進してまいります。

具体的には、文化や伝統の継承や、防災など

の地域課題の解決をともに考える多様な活動に

取り組むことにより、地域の担い手の育成や地

域づくりにつながる教育の充実を図ってまいり

ます。

地域学校協働活動とは大変○脇谷のりこ議員

難しそうなんですけれども、前は、学校支援地

域本部、学校を支援する地域、今度は、地域と

学校が協働するということで、横並びで、とて

もいい名前だと思います。ぜひ、地域と学校が

連携して、子供たちを健やかに育てていきたい

と思います。

続いては、ネット犯罪の防止についてお伺い

いたします。

まずは、ネット犯罪、つまりはサイバー犯罪

と言われる相談件数の推移と、被害防止に関す

る取り組みについて、警察本部長にお伺いしま

す。

平成30年中のサ○警察本部長（阿部文彦君）
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イバー犯罪に関する相談件数は2,410件で、５年

前の平成25年と比較いたしますと、992件の増加

となっております。最も多い相談内容は、架空

請求のメールなど、詐欺・悪質商法に関する相

談で、約６割を占めております。

被害防止に関する取り組みにつきましては、

複雑・多様化するサイバー犯罪に対し、迅速、

的確な捜査により検挙を図るとともに、犯罪の

実態を解明して、被害防止に必要な情報を県民

に広報啓発するなどの取り組みを推進している

ところであります。

また、自主防犯活動を行う民間団体や、特定

サイバー防犯ボランティアの方と連携した被害

防止活動に取り組んでいるところであります。

今おっしゃった特定サイ○脇谷のりこ議員

バー防犯ボランティア、初めて聞いたんです

が、この活動内容について、警察本部長にお伺

いします。

県警では平成27○警察本部長（阿部文彦君）

年から、情報通信技術に関する知識や技能に精

通している方を「特定サイバー防犯ボランティ

ア」として委嘱しておりまして、本年は、ＩＴ

関連企業等に勤めておられる方を24名、宮崎大

学工学部の大学生を11名、合計で35名の方々に

委嘱をしております。

その活動内容につきましては、中学校等で行

われる防犯教室等において、生徒・保護者を対

象に、インターネットの安全な利用に関する講

演活動や、サイバーパトロールによるサイバー

空間の浄化活動等を行っているところでありま

す。

今後とも、複雑・多様化するサイバー犯罪に

対し的確に対処できるよう、警察全体の知識・

技術の向上に向けた取り組みとあわせ、官民連

携による被害防止活動を推進してまいりたいと

考えております。

先日の女児誘拐事件では、○脇谷のりこ議員

やはりＳＮＳで知り合った男性と会って監禁さ

れたということでしたが、このＳＮＳに起因す

る犯罪の被害児童の現状について、警察本部長

にお伺いします。

ＳＮＳに起因す○警察本部長（阿部文彦君）

る犯罪の被害児童数につきましては、インター

ネットやスマートフォンの普及に伴いまして、

全国的に増加傾向にあります。

昨年は、全国で約1,800人、県内では12人の児

童が犯罪被害に遭っており、本年も10月末現

在、県内で12人の児童が、主に性犯罪等の被害

に遭っているところであります。

具体的には、ＳＮＳで知り合った県外居住の

男により、県内の女子児童が誘拐される事件が

発生したほか、ＳＮＳで知り合った男から公園

でわいせつな行為をされそうになった強制わい

せつ未遂や、だまされて自分の裸の画像を送信

させられる児童ポルノ法違反などの性犯罪の被

害に遭う事件が発生しているところでありま

す。

一度ネットに出てしまう○脇谷のりこ議員

と、全世界から見ることができますし、なかな

か消すことができません。そういったことを知

らずに送ってしまう子供たちも少なくありませ

ん。それらＳＮＳに起因する犯罪被害防止の取

り組みについて、警察本部長にお伺いします。

警察では、児童○警察本部長（阿部文彦君）

生徒が安全に安心してインターネットを利用で

きるように、児童生徒のネットリテラシーを向

上させる取り組みとあわせて、保護者へのフィ

ルタリング利用促進の啓発活動を行っていると

ころであります。

具体的には、学校当局と連携して、ＳＮＳを
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利用する際の注意点やネットによるいじめ防止

などについての情報モラル教室を実施してお

り、昨年度は、県内全小学校の約４割に当た

る96校で実施をいたしました。

また、被害に遭った児童生徒の約９割がフィ

ルタリングを利用していないという現状を踏ま

え、卒業を控えた県内全ての小中学校の児童生

徒の保護者に対しまして、フィルタリング利用

促進のリーフレットを配布するなどの取り組み

を行っているところであります。

これからは、ますますス○脇谷のりこ議員

マートフォンを持った子供が多くなってくると

思いますから、保護者や子供たちに対しての啓

発をお願いしたいと思います。

続いては、最後になりますが、豪雨などによ

る災害防止についてお伺いいたします。

記録的な豪雨となった台風19号による堤防決

壊の様子を映像で見た方は、誰しも我が地域の

堤防は大丈夫だろうかと思います。宮崎市内を

流れる大淀川、そして支流の大谷川は、平成17

年の台風14号で多くの浸水被害が出ました。激

甚災害対策特別緊急事業により整備されました

が、それでもなお、想定外の豪雨になったら

と、地域の方は心配されています。

まず、大淀川本川下流域の整備状況につい

て、県土整備部長にお伺いします。

国が管理し○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

ております大淀川本川の下流域につきまして

は、昭和２年より国の直轄事業として本格的な

改修に着手し、整備を進めてきたところであり

ますが、平成17年台風14号により、浸水家

屋4,483戸もの甚大な被害が発生しました。

このため、河川激甚災害対策特別緊急事業の

採択を受け、平成17年度から平成21年度までの

５カ年で、河道掘削や堤防の整備などが進めら

れました。

さらに、昨年６月には、平成17年の台風14号

規模の洪水をより安全に流すために、大淀川の

河川整備計画が変更され、今後、直轄事業によ

り、大淀川本川の河道掘削や堤防整備、岩瀬ダ

ムの再生などが行われる予定と伺っておりま

す。

県としましても、国と連携しながら、事業が

円滑に進むよう協力してまいりたいと考えてお

ります。

その変更した河川整備基本○脇谷のりこ議員

計画の内容を、国の方からお聞きいたしました

ら、整備期間は何と、おおむね30年とのことで

す。先日の台風19号で決壊した堤防の河川は、

整備計画に入っていて、掘削工事を予定してい

たやさきのことだったということですから、大

淀川もそんなことにならないよう、国に強く働

きかけていただくよう要望いたします。

それでは、大淀川支流の大谷川の整備状況に

ついて、県土整備部長にお伺いします。

大淀川の支○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

川、大谷川につきましては、平成17年台風14号

の豪雨により川の水が堤防を越水したことか

ら、国とともに激特事業の採択を受け、洪水対

策を行ったところであります。

支川の洪水対策につきましては、堤防を高く

する方法や、排水ポンプで対応する方法があり

ますが、大谷川では、地域に与える影響や経済

性等を総合的に検討し、大淀川合流点から上

流3.3キロメートルの区間において、堤防のかさ

上げを行ったところです。

また、大谷川の上流域におきましては、３カ

年緊急対策により、河道掘削及び樹木伐採を

行っており、さらなる治水安全度の向上を図っ

ているところであります。
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それでは、宮崎市内の中心○脇谷のりこ議員

部を流れる小松川についてお伺いします。

宮崎市役所からＵＭＫ近くを通って、南九州

大学付近までの3.6キロメートルの大淀川の支流

ですが、「大雨のたびに浸水する」と、市民の

方から苦情が来ています。この小松川の整備状

況はどうなっているのでしょうか。県土整備部

長にお伺いします。

大淀川の支○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

川、小松川につきましては、過去に浸水被害が

たびたび発生していたことから、大淀川合流点

から南九州大学付近までの約3.6キロメートル区

間について、昭和61年度から河川整備に取り組

んでいるところであります。

これまでに、大淀川合流点から県道宮崎須木

線の水神橋までの約2.6キロメートル区間におけ

る河川改修や、放水路の整備を行ってきたとこ

ろであります。残る１キロメートル区間につい

て、今年度は、約100メートル区間において河床

を掘り下げ、川の断面を広げる工事を実施する

こととしており、来年度以降も、順次進めてい

く予定としております。

今後とも、地元の皆様の御協力をいただきな

がら、１日でも早く完成するように努めてまい

りたいと考えております。

幅６メートルから７メート○脇谷のりこ議員

ルぐらいの護岸工事を１年でたった100メートル

しか整備されません。あと残り900メートルもあ

りますから、９年もかかるのでしょうか。ぜ

ひ、こちらもなるべく早く整備していただくよ

うに、強く要望いたします。

それでは、ソフト対策事業についてお伺いい

たします。

さまざまな豪雨災害に備えて、県としてどの

ような対策がとられているのでしょうか、県土

整備部長にお伺いします。

近年、激甚○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

化・頻発化する洪水氾濫が発生する中、平成29

年に水防法が改正され、国や県は、関係機関と

連携し、大規模氾濫に対する減災対策を推進す

る協議会を設置するよう定められたところであ

り、本県では、国、県、流域市町村等で構成す

る協議会を県内６地域で設置しております。

協議会は、毎年、出水期前に開催しており、

洪水時に河川の情報を伝達するホットラインの

確認、ハザードマップ作成の進捗状況の共有、

水位計や監視カメラ等の設置を周知するなど、

ソフト対策を推進しているところです。

今後とも、協議会を通じて関係機関との連携

を強化し、防災・減災対策に取り組んでまいり

たいと考えております。

平成27年に水防法が改正さ○脇谷のりこ議員

れたことにより、従来の計画規模の降雨から、

想定し得る最大規模の降雨に見直されましたの

で、それを受けて、洪水浸水想定区域も新たに

公表されています。

県のホームページに載っているんですけれど

も、県が公表した新たな洪水浸水想定区域図を

どのように活用していくのか、県土整備部長に

お伺いします。

洪水浸水想○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

定区域の設定につきましては、平成27年に水防

法が改正され、雨量の想定が、河川整備の基本

となるおおむね30年から100年に一回発生する降

雨から、想定し得る最大規模となるおおむ

ね1,000年に一回発生する降雨に見直されたとこ

ろであります。

これを受け県では、ことし７月までに、水防

上重要な35河川全てにおいて区域の見直しを行

い、浸水が想定される区域や水深、浸水継続時
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間等を掲載した新たな洪水浸水想定区域図を、

県ホームページ等で公表したところでありま

す。

今後、関係する市町村では、その区域図をも

とに洪水ハザードマップを策定することとして

おり、浸水継続時間など、より具体的な災害リ

スクを明示することで、住民の方に安全な避難

方法の情報が伝わりやすくなり、さらに、住民

みずからの迅速かつ確実な避難を促すことがで

きるものと考えております。

最近、本当に自然災害が多○脇谷のりこ議員

くなりました。気候変動に伴う豪雨災害リスク

は増加していると考えなければなりません。施

設の能力には限界があり、ハードだけでは防ぎ

切れない災害も起こり得ることを念頭に置き、

自分の身は自分で守るよう、住民も意識を変え

つつあります。

ぜひ、関係する全ての市町村が新しい洪水ハ

ザードマップを作成し、早急に全ての住民に周

知していただくよう、強く要望いたします。

しかしながら、ソフト事業だけでは、やはり

住民は納得いきません。ハード対策、ソフト対

策、２つあわせて一緒になることが、地域住民

にとってはふさわしいものであると思います。

これで最後の質問を終わったんですけれど

も、知事は、先ほど、人口減少問題が一番の喫

緊の課題だとおっしゃいました。私も、本当に

そう思いますけれども、やはり、国土強靱化に

ついても言ってほしかったというのが本音で

す。国土強靱化のほうは、予算がなければなか

なかできないというのはわかりますけれども、

やはり強い要望を持って国土強靱化、あわせて

人口減少対策、２つを柱にしてお願いいたしま

す。

それから、現場主義とおっしゃいましたけれ

ども、ぜひ今後も、皆様方待っていらっしゃい

ますから、現場主義を貫いていただきまして、

さまざまなところに顔を出していただき、そし

て、現場の声を吸い上げて県政に反映していた

だくことを願いまして、私の質問の全てとさせ

ていただきます。どうもありがとうございまし

た。（拍手）

次は、髙橋透議員。○丸山裕次郎議長

〔登壇〕（拍手） きょうは、○髙橋 透議員

たくさん傍聴に来ていただいているようです。

私が議員になって、こんなに多くの方に来てい

ただくのは初めてじゃないかと思います。緊張

しますが。きょうは12月２日であります。語呂

合わせの日は何もありません。

実は、きょう、田口議員が61歳になる日なん

です。誕生日は12月３日ですが、あすになれ

ば61歳と１日になるわけですね。したがいまし

て、年金の請求権は誕生日の前日であります。

ちなみに井上議員も、あす12月３日が誕生日

であります。詳細は御本人にお聞きいただきた

いと思いますが、12月３日、「１、２、３。３

つ数えてアン・ドゥ・トロワ」で覚えてくださ

い。

早速、通告に従い、質問に入ってまいりま

す。まずは、防災・減災対策についてでありま

す。

災害時の道路輸送を確保することが大事で

す。県南地域では、国道220号の改良が未整備

で、海岸沿いにあるため寸断される可能性が高

く、県道日南高岡線についても、災害に弱い面

を持っています。そこで、寸断リスクの高い道

路の代替道路となり得る東九州自動車道清武南

―日南北郷間が経済対策の候補となっていると

の新聞報道を受け、この区間の早期整備に向け

た知事の意気込みを伺います。
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あとは質問者席で行います。(拍手)〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

東九州自動車道清武南―日南北郷間につきま

しては、トンネルや橋梁はおおむね完成し、芳

ノ元トンネル上部の地すべり対策についても、

専門家の意見を聞きながら進められており、一

定の効果があらわれてきていると伺っておりま

す。

新聞報道の内容につきましては、国の正式な

発表ではないことから確認ができておりません

が、経済対策として、もし予算が措置されれ

ば、事業の推進につながるものと考えておりま

す。

今後発生が懸念される南海トラフ地震などの

さまざまな自然災害から県民の暮らしを守るた

めには、清武南―日南北郷間の早期完成、そし

て、東九州自動車道の１日でも早い全線開通が

喫緊の課題と考えております。

このため、先月、沿線の４県１市が一体と

なった建設促進協議会の会長として、東京で中

央大会と要望活動を行い、国土交通省や財務省

などに対し、防災・減災、国土強靱化も含め

て、しっかりと本県の実情を訴えてきたところ

であります。

今後とも、私が先頭に立って、沿線自治体や

地域の皆様とさらなる連携を図り、一日も早い

全線開通に向けて、全力で取り組んでまいりま

す。以上であります。〔降壇〕

ありがとうございます。まだ○髙橋 透議員

正式な発表はないということですが、新聞を見

ますと、今月の上旬あたりで経済対策、いわゆ

る財政支出10兆円超える方針をまとめるようで

す。仮に経済対策に盛り込まれれば、19年度の

補正予算なり、来年度の当初予算なりに反映さ

れるわけですので、いわゆる事業費の前倒しに

なる。ということは、工事が前に進むというこ

とになりますから、非常に期待をするところで

あります。ぜひ情報収集をよろしくお願いした

いと思います。

次に、災害時の被害を軽減するために、例え

ば道路のためます、あるいは側溝などの排水施

設について、老朽化したもの、あるいは堆積土

砂等の除去など、ふだんの管理を強化すること

が私は重要だと思っております。復旧にかかる

費用の軽減とか、あるいは道路の崩壊を防ぐこ

とになって、命を守ることにつながります。ど

う考えますか、県土整備部長にお尋ねします。

県管理の道○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

路におきましては、施設を良好な状態に保ち、

利用者の安全を確保するため、日常的にパト

ロールを実施しております。

一方で、側溝やためますなどの排水施設につ

きましては、特に冠水が発生しやすい箇所にお

いて、出水期前に土砂の堆積状況などを点検

し、必要に応じて速やかに対処しているところ

であります。

議員からお話のありましたとおり、近年は異

常な豪雨もふえており、大きな被害を防止する

ためには、道路の排水施設などの機能を維持す

ることが大変重要と考えております。

このため、県といたしましては、これまで点

検を行っていた箇所に加え、過去に災害が発生

した箇所や、地形的に土砂がたまりやすい箇所

などの点検を強化し、適正な維持管理に努めて

まいりたいと考えております。

例えば、山の斜面から大量の○髙橋 透議員

水が流れていく、その水が暗渠を通らずに越水

して、河川側の堤防を崩壊する。そんなのがあ

るわけであって、その復旧に携わられた現場の
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方に聞きますと、道路の下部にある暗渠をしっ

かり点検していれば、こんな大きな災害にはつ

ながらなかったというところが結構あるんです

よ。この点検、お金がかかるかもしれません

が、大事だと思っています。

次に、県内河川の整備状況と今後の河川改修

の進め方についてお尋ねいたします。

県が管理す○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

る河川におきまして、整備が必要な延長は

約1,100キロメートルであり、その整備率は、平

成31年３月末現在で49.5％となっております。

県では、甚大な浸水被害が発生した地域や家

屋浸水のおそれがある地域など、緊急性の高い

河川から優先的に整備を進めておりますが、予

算も限られていることから、土地利用や過去の

浸水被害状況等を総合的に判断し、放水路や宅

地かさ上げなどの整備手法も含め、効率的、効

果的な浸水対策に取り組んでおります。

今後とも、さらなる予算の確保に努め、ス

ピード感を持って河川改修を進めてまいりたい

と考えております。

ことしの日本列島を襲ったた○髙橋 透議員

びたびの台風で、河川がもたらす災害は甚大

だったと思います。今、まだ改修が50％に至っ

ていないということでありますが、私の地元で

も、日南市の中心部を流れる２級河川の戸高川

というのがあるんですけど、実は平成25年に質

問していまして、そのときに総事業費が93億円

でありました。昨年度までに41億円執行されて

います。当時は、工事完了が平成41年、つまり

令和11年だったんですけど、今ふと考えます

と、あと10年ぐらいで改良が済むかなと思った

りするわけで、素人ながら想像するに、事業費

もまだ膨れ上がるような気がしていまして、あ

と10年での事業完了は非常に厳しいだろうなと

思っております。しかし、厳しい財政状況下で

ありますが、早期完了に向けて御尽力いただき

たいと思います。

先ほどの道路の関係でも言いましたけれど

も、河川も、ふだんの管理、木を切ったり、

しゅんせつなり、今、一生懸命頑張っていらっ

しゃいますが、よろしくお願いしたいと思いま

す。

次に、自民党県連会長の坂口議員も御支援い

ただいておりますが、小村寿太郎侯顕彰事業に

ついてお尋ねしてまいります。

第38回の小村寿太郎侯顕彰弁論大会が８月23

日、日南市飫肥の小村記念館で開催されまし

た。ほぼ毎年参加させていただいておりまし

て、高校生の格調高い弁論に感銘を受けており

ます。この大会の盛り上がりを、これまでもこ

の議会の場で何回か指摘をしてまいりました

が、過去５年間の弁論大会原稿応募数を調べて

みました。平成27年が応募校11校で応募数34

名、28年が12校の35名、29年が12校の31名、30

年が11校の26名、そして、今回の令和元年が12

校の26名です。

本県には県立高校39校、私立高校14校、合

計53校の高等学校があります。応募校が余りに

も少ないと私は思います。小村寿太郎侯顕彰弁

論大会において、応募校が少ない状況をどう捉

えているのか、教育長にお尋ねします。

本大会は、県奨学会○教育長（日隈俊郎君）

主催により実施されておりまして、小村寿太郎

侯の偉業に思いをいたし、これを顕彰するとと

もに、外務省などが実施する「国際理解・国際

協力のための高校生の主張コンクール」の県予

選という役割も担っております。

このため、題目が国際連合に関することなど

に限定されていることや、ちょうど４月から６
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月までの募集時期が、生徒にとって必要な資格

検定試験や対外行事等と重なることなども影響

しているのではないかと考えております。

そうはおっしゃっても、いろ○髙橋 透議員

いろ工夫されて、もっと学校がこの弁論大会に

取り組める、そういう姿勢をつくってほしいな

と思っています。

そしてまた、もう一点は、例年であれば夏季

休業期間にやっていらっしゃるんですが、こと

しは、たまたま始業式の日と重なったようです

ね。だから、中学生の参加がほとんどなかっ

た。ほとんどゼロですよ。特に中学生に聞いて

ほしいなと思っていますので、この弁論大会を

中学生が傍聴しやすい工夫が必要じゃないかと

思いますが、教育長の見解を求めます。

大会日程につきまし○教育長（日隈俊郎君）

ては、例年、県奨学会において、参加する高等

学校の学校行事を考慮しながら決定されており

ます。

しかしながら、議員の御指摘のとおり、高校

生のすばらしい発表をより多くの中学生に観覧

してもらうことは、大変意義があることと思い

ますので、中学生がより参加しやすい日程で開

催できないか、主催者である県奨学会ととも

に、関係教育委員会、学校等と協議してまいり

たいと考えております。

教育長もお話されましたよう○髙橋 透議員

に、そもそもこの弁論大会は、外務省主催の

「国際理解・国際協力のための高校生の主張コ

ンクール」の県予選ですよね。そこに小村寿太

郎侯顕彰事業の冠をつけた大会で、中央大会に

行けば、小村寿太郎侯の名称は使われていない

わけですよ。

そこで、この中央大会において、例えば大相

撲の宮崎県知事賞のような特別枠の賞を、小村

寿太郎賞として外務省主催の弁論大会に創設で

きるように働きかけはできないのか。あるい

は、国際貢献・国際交流に貢献された方を対象

に、小村寿太郎賞の創設ができないのか、知事

に伺います。

小村寿太郎侯でありま○知事（河野俊嗣君）

すが、近代日本の歴史の転換期に、外務大臣と

してポーツマス講和条約の締結や関税自主権の

回復など、我が国の平和、繁栄のために数々の

功績を残された、日本を代表する偉大な人物で

あると考えております。

私も外交を志していたことがありますし、最

も尊敬する人物のお一人であるわけですが、こ

のような郷土の先覚者を後世に語り継ぐこと

は、大変重要な取り組みだというふうに考えて

おります。

県では、これまで講演会を開催するなど、さ

まざまな形で顕彰に努めておりまして、来年１

月にも宮崎市で、小村侯をテーマとする講演会

を予定しているところであります。

今後とも、小村侯の功績を広くアピールして

まいりたいと考えておりますが、新しい賞の創

設等につきましては、どのような分野・功績を

対象とするかなど、さまざまな課題があります

ことから、今後の顕彰のあり方について、関係

機関等とも意見交換を行ってまいりたいと考え

ております。

知事も外交官を目指されてい○髙橋 透議員

た。であるなら、目標高く、外交官を目指す登

竜門としての小村寿太郎賞、ハードルが高いか

もしれませんが、ぜひ検討をお願いしたいと思

います。

次に、服部植物研究所の活用についてお尋ね

をしてまいります。日南市飫肥にあります、世

界で唯一のコケ類研究機関、服部植物研究所に
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ついてお尋ねをいたします。

これまで二度質問をして、繰り返しますが、

服部植物研究所は、レベルの極めて高いコケ研

究機関として、国内外から評価をされていま

す。県外の研究者とのネットワークもあって、

他県にない、宮崎県が誇れるオンリーワンの施

設です。県としての評価とその位置づけについ

て、知事に伺います。

服部植物研究所は、コ○知事（河野俊嗣君）

ケに関する基盤情報の確立や、研究成果の公開

によりまして、海外からも高く評価をされてお

ります。国内外の学術文化の進展に寄与された

功績によりまして、昨年度、宮崎県文化賞を授

与したところであります。

また、最近では、実際にコケに触れること

で、その特徴などを一般の方に知っていただく

体験型講座が静かな人気を呼んでおりまして、

特に女性の関心が集まるなど、研究所の存在を

広く知っていただく取り組みもされていると

伺っております。

コケの研究という世界で一カ所しかない、ま

さにオンリーワンの研究所でありまして、本県

が世界に誇ることのできる貴重な財産だと考え

ております。これからも大きな研究成果を上げ

られ、多くの方々に親しまれながら、なお一層

発展されることを期待しているところでありま

す。

本当に、知事のおっしゃると○髙橋 透議員

おりだと思います。また、いろいろ期待する施

設でありまして、私はこの前の議会のときに、

県の総合博物館とのしっかりした連携を質問し

ているんですけど、８月に、総合博物館におい

て講演会、観察会が開催されたと聞いておりま

す。さらなる総合博物館との連携を今後どのよ

うに行っていくのか、教育長にお尋ねします。

県総合博物館では、○教育長（日隈俊郎君）

これまでに、同研究所の協力を得た展示会の開

催や、野外での共同調査などの取り組みを、研

究所と連携しながら行ってきたところでありま

す。

また、お話にありました、ことしの８月10日

の「服部植物研究所 コケの日」には、県総合博

物館を会場として、研究所主催のイベントが初

めて開催されまして、小学生などが、研究者に

よる話や、博物館周辺での観察会などを楽しむ

姿が見られたところであります。

今後とも、さまざまな連携を深めながら、展

示会や教育普及活動の一層の充実を図るととも

に、研究所の成果や活動を紹介することによ

り、広くその魅力発信につなげてまいりたいと

考えております。

ありがとうございます。飫肥○髙橋 透議員

城下町の「食べあるき・町あるき あゆみちゃ

んマップ」というのがあるんですけど、ここに

も、この研究所の施設が載っている関係もある

んでしょう、最近では、立ち寄る観光客も多く

なっているようで、大変うれしく思っていま

す。今後とも、いろいろな御支援をお願いした

いと思います。

次に移りたいと思います。公立・公的病院の

再編・統合問題についてお尋ねをしてまいりま

す。

厚生労働省が、全国の公立・公的病院のう

ち424の病院を名指しで、再編や統合が必要な医

療機関と、発表を行った問題であります。既に

岩切議員と田口議員から質問があって、再編・

統合を強制されるものではないという答弁はあ

りました。ただし、厚労省が発表した424病院、

本県では７病院、このリストは残っているわけ

です。撤回はしておりません。
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そこで、私の地元にある日南市立中部病院

は、さまざまな役割を担っていて、最近では、

回復期リハビリテーション機能を充実されて、

県立日南病院との連携など、県南地域にはなく

てはならない病院として位置づけられていま

す。県としてどのように考えていらっしゃるの

か、福祉保健部長にお尋ねします。

日南市立中部○福祉保健部長（渡辺善敬君）

病院につきましては、昭和26年の開設以来、県

立日南病院等の周辺医療機関との連携を図りな

がら、救急医療などの政策医療を担う公立病院

として、機能的・地域的に重要な役割を果たし

ております。また、近年、救急医療を担う医療

機関の減少や高齢化の進展等、地域の医療環境

の変化を受けまして、これまでの役割に加え、

在宅医療などの充実も図られております。

今後、中部病院の将来方針の再検証につきま

しては、調整会議で協議が進められてまいりま

すが、協議に当たっては、再編・統合ありきで

はなく、地域の意向が十分に尊重されるよう、

丁寧な議論を促進してまいりたいと考えており

ます。

風評被害が出ているんですよ○髙橋 透議員

ね。公立病院は赤字だから、もう統廃合は仕方

ないというか、そういう空気が生まれてくるん

です。そうなれば、患者を初めとする住民の中

に、「病院がもうなくなるんじゃないですか」

という話が出てきまして 実は現実に出てい―

ます。

患者離れが心配されますが、さらに、もう一

点、看護師を初めとするいろんな職種の採用で

す。実際、最近募集しても、なかなか応募がな

い。こういったところに拍車をかける、そう

いった状況も予測されます。地域医療、限りあ

る医療資源をしっかり守るために必死に頑張っ

ている現場の方々は本当にやりきれないと、私

は思っております。

そこでお尋ねするのは、今回の国からの名指

しの発表によって、住民や患者に広がっている

風評被害、不安を払拭することが大事だと思い

ます。県としてどのように取り組んでいくの

か、福祉保健部長、お願いします。

今回の発表に○福祉保健部長（渡辺善敬君）

つきましては、本県では７病院が対象とされま

したが、いずれも政策医療や地域唯一の病院と

して、機能的・地域的に重要な役割を果たして

いる医療機関であります。

県としましては、対象病院が将来に向けて担

うべき役割や、それに必要な再編統合等の方向

性を機械的に決定するものではないこと、地域

の実情を踏まえ、対象病院や地域医療構想調整

会議の協議等における地域の意向が十分に尊重

されることが重要であることなど、こうしたこ

とを速やか、かつ丁寧に、市町村や関係機関に

周知、説明を行ってきたところであります。

今後とも、住民の方々の不安が広がらぬよ

う、県としては、こうした内容につきまして、

引き続き丁寧に周知に努めてまいりたいと考え

ております。

先ほど、救急医療を担う病院○髙橋 透議員

がだんだん減っているとおっしゃいましたけ

ど、日南市において救急告示施設は、県立日南

病院と中部病院だけなんです。仮に中部病院が

統合再編されれば、おのずとその任務というの

は県立日南病院に降りかかってきますよ。中部

病院の機能見直しに伴う県立日南病院への影響

について、病院局長にお尋ねします。

日南市立中部病院○病院局長（桑山秀彦君）

の将来方針につきましては、今後、日南串間医

療圏の地域医療構想調整会議において、協議が
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進められると伺っております。

現在、県立日南病院は、地域医療確保のため

に、中部病院と、御質問にもありました救急医

療を初め、さまざまな分野で連携をしていると

ころでありますので、協議の結果によっては、

患者動向に影響が生じる場合もあろうかと思い

ますが、引き続き、日南病院が地域の中核病院

としての機能を果たせるよう、適切に対応して

まいりたいと考えております。

部長も、先ほど答弁がありま○髙橋 透議員

したとおり、対象病院なり、調整会議でいろい

ろ議論されると思うんですが、地域の特性を

しっかり尊重していただいて、必要な支援を

行っていただきたいと思います。

次に、救急安心センター事業（＃7119）の取

り組みについてお尋ねしてまいります。

消防白書によりますと、全国の救急車の出動

件数はふえ続けております。約６割は65歳以上

の高齢者で、入院を必要としない軽症患者がほ

ぼ半数を占めているそうです。

そこで、軽症で救急車の必要がない患者の搬

送を少なくするために、総務省消防庁は、

「＃7119」に電話をすれば、医師や看護師、相

談員らが緊急性や応急手当ての方法をアドバイ

スする救急安心センター事業の普及を推進して

います。この救急安心センター事業導入につい

て、県の考え方をお尋ねします。

消防機関が○危機管理統括監（藪田 亨君）

行う救急業務につきましては、全国同様、本県

においても、救急出動件数が年々増加する傾向

にありますことから、救急車が、本当に必要な

方のところにいち早く到着できるよう、救急体

制の整備とあわせて、救急車の適正利用を促進

することが課題となっております。

このような中、国が進めております救急安心

センター事業、いわゆる「＃7119」につきまし

ては、議員の御質問のとおり、受診の緊急性や

救急車の必要性などについて、医師や看護師な

どが電話相談に応じるものであり、相談者の不

安解消とともに、救急車の適正利用にも資する

事業と認識をしております。

県といたしましては、先行する自治体の状況

につきまして、情報収集に努めるとともに、関

係機関の意見も踏まえながら、引き続き導入の

必要性について検討してまいりたいと考えてお

ります。

この救急安心センター事業と○髙橋 透議員

似ている部分があるんでしょうけど、県北も、

日曜・祝日・年末年始が24時間対応で、平日は

午後５時から朝８時まで。日南市が、24時間365

日対応で相談を受けているんですよね。頑張っ

て い る な と 思 っ て い る ん で す が 。 こ の

「＃7119」、常備消防単位で導入する方法もあ

るんでしょうけど、やっぱり県単位で導入した

ほうが、コスト面とか効率面でいいのかなと思

いますが、しっかり検討いただいて、準備して

いただきたいなと思っています。よろしくお願

いします。

次に、観光振興対策についてお尋ねしてまい

ります。

「海幸山幸」が10周年であります。さまざま

なイベントが開催されました。県からも補助金

を出していただいて、御支援をいただいたとこ

ろであります。また、期成同盟会が、利用団体

への補助要件を30人から20人以上に下げていた

だきました。ありがとうございました。

そこで、10周年を迎えた観光列車「海幸山

幸」の現在の利用状況と、さらなる利用促進に

向けてどのように取り組んでいかれるのか、お

伺いいたします。
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運行開始か○総合政策部長（渡邊浩司君）

ら10周年を迎えました「海幸山幸」の利用状況

につきましては、本年４月から８月までの平均

乗車率が93％となるなど、ＪＲ九州の観光列車

の中でトップクラスの乗車率となっておりま

す。

また、本年度から、平日に「海幸山幸」を貸

し切り運行した場合の助成制度につきまして、

人数要件を緩和するとともに、幼稚園、老人ク

ラブ等の団体への利用促進の協力依頼や、県内

外の旅行業者へのＰＲなど、取り組みを強化し

ているところであります。

県といたしましては、引き続き、沿線自治体

やＪＲ九州と連携しながら、ＪＲ日南線のサ

ポーターを初め、広く県内外に利用を呼びかけ

まして、さらなる利用促進に向けて、積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。

おっしゃいましたように、利○髙橋 透議員

用客は伸びておりまして、追い風であります。

ぜひＪＲ、各沿線自治体、そして県が一体と

なって、今後も取り組んでほしいと思います。

そして来年、いよいよ記紀編さん1300年記念

事業の集大成として、国民文化祭、全国障害者

芸術・文化祭が開催されます。観光列車「海幸

山幸」の活用が本当に期待されるところであり

ます。県外から多くの観光客の入り込みも考え

られます。海の幸、山の幸を扱った食文化ツ

アーなど、さまざまな企画を準備されていると

思いますが、その取り組み状況についてお伺い

します。

国文祭・芸文○総合政策部長（渡邊浩司君）

祭での観光列車の活用につきましては、大会の

キャッチフレーズ「山の幸 海の幸 いざ神話の

源流へ」に込められました、宮崎の魅力を現地

で体感していただきたいという思いからも、非

常に有効な手段であると考えております。

このため、来年度の大会では、本県文化の強

みであります「国際音楽祭」や「宮崎の食文

化」など、４つのテーマそれぞれに旅行企画を

盛り込んでおりまして、その中で、観光列車に

乗って、沿線の景色や食を味わいながら、社内

でコンサートを楽しむツアーなどについても検

討を行っているところであります。

今後、市町村や関係機関とも相談・連携をし

ながら、観光列車を活用したツアーの造成等に

取り組み、本県文化の魅力発信、大会の盛り上

げにつなげてまいりたいと考えております。

ぜひよろしくお願いいたしま○髙橋 透議員

す。

ちょっと順番を変えて、先に水産振興につい

てお尋ねしてまいります。申しわけありませ

ん。

本県のカツオ一本釣りとビンナガマグロの不

漁について、６月議会で質問いたしましたとこ

ろ、知事が早速動いていただいたようです。本

当にありがとうございます。

さきの９月議会において、県信連から運転資

金を借り入れる場合に利子補給を実施する補正

予算を措置いただきました。漁業者初め漁協関

係者は、本当に喜んでいらっしゃいます。この

場をおかりして、お礼を申し上げます。

その後、実はこのカツオ、漁獲量は例年まで

に戻ったらしいんですよ。ただ、価格が極端に

安く、ビンナガマグロが不漁だったということ

でありますが、今期の本県のカツオ一本釣り漁

業不振の状況とその原因及び「漁海況変動等対

策資金」の利用状況について、お伺いいたしま

す。

本県のカツオ○農政水産部長（坊薗正恒君）

一本釣り漁業の今期の状況につきましては、後
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半、やや漁獲量が回復したものの、例年と異な

る漁場形成に加えまして、前半のビンナガマグ

ロの不漁、そして８月以降のカツオの魚価低迷

によりまして、10月末時点での生産額は53
※

億4,000万円、対前年比76％の厳しい結果となっ

たところでございます。

また、カツオ一本釣り漁業者の経営安定を図

るために、９月議会で御承認いただきました

「漁海況変動等対策資金」につきましては、現

在までに８億円の融資額に対して、５億8,580万

円の申し込みがあったところでございます。

県といたしましては、今後とも、カツオ一本

釣り漁業者の皆様が、来年に向けて安心して経

営ができるよう、引き続き関係者と協力して取

り組んでまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 今おっしゃいました今年度の

日南の水揚げ高、かなり減少していますが、額

にして15億円ぐらいと聞いているんですけど。

それと、きょう午後から串間の武田議員が、串

間のカンショの基腐病について詳しく質問され

ますが、これがざっくり10億円ぐらいですか。

合わせて25億円ですよ。これの県南の経済に対

する影響は大きいんですよね。ぜひ県として可

能な限り、県南地域の水産・農業をしっかりと

守るために、きめ細かな御支援を今後ともよろ

しくお願いしたいと思います。

次に、食農教育について質問してまいりま

す。

常任委員会の県北調査で、高鍋町にあります

ママンマルシェ高鍋を調査いたしました。農業

大学校のフードビジネス専攻科の生徒が開発し

たアイスクリームが販売されていまして、試食

させていただきましたが、本当にほどよい甘み

で、あっさり感がある、すばらしい商品であり

ました。ほかにもさまざまな加工品を農業大学

校で開発されているようですが、食に関する学

習の状況についてお伺いいたします。

○農政水産部長（坊薗正恒君） 農業大学校生

が食について学ぶことは、農産物の生産にとど

まらず、加工に関する知識や技術を学び、６次

産業化など、付加価値を高めながら経営発展に

つなげるためにも大変重要であると認識してお

ります。このため県におきましては、平成29年

度に、全国に先駆けて「フードビジネス専攻」

を新設したところでございます。

この専攻では、食品加工や食品衛生などの専

門知識と実習による加工技術や新商品開発など

の学習を行い、在学中に食品衛生責任者やフー

ドアナリスト４級の資格を取得することができ

るカリキュラムになっております。

○髙橋 透議員 日本食ブームと言われており

ますが、クルーズ船のバイキングのメニューに

和食を採用するケースがふえているようです。

しかし、国内では和食離れが進んでいて、米の

消費量は右肩下がりであります。洋食とか中華

料理に押されている現状があると思われます

が、和食そのものの魅力を十分に消費者に伝え

られず、担い手づくりがおくれてきたとも言わ

れております。家庭での手間のかかる和食離れ

があり、学校給食での献立も、和食のメニュー

は少ないようです。農業に詳しい食の担い手の

育成が求められているのではないかと思いま

す。

そこで、農業大学校に、和食を初めとする食

と農を学べるカリキュラムを創設してはどうか

と思いますが、考え方をお聞きします。

○農政水産部長（坊薗正恒君） 農業大学校生

が、食と農のつながりについて理解することは

重要でありますことから、食品加工に関する授

業の中で、和菓子専門の菓子製造アドバイザー

※ 150ページに訂正発言あり
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による小豆あんや、女性加工グループ等による

納豆や甘酒、ツワブキのつくだ煮などの加工実

習も取り入れているところであります。

御提案の、和食を初めとする食と農を学べる

カリキュラムを新たに創設することにつきまし

ては、スマート農業や輸出など、学生が学ぶべ

き分野が増加していることもあり、困難である

と考えておりますが、現在の取り組みの中で、

可能な限り食に関する知識の習得を図ってまい

りたいと考えております。

今カリキュラムをふやすと、○髙橋 透議員

いろいろとまた調整も難しくなるんでしょうけ

ど。今、食をテーマとする観光をガストロノ

ミーツーリズムと呼んでいます。単に食べるこ

とだけではなく、地域の食材や、食にまつわる

歴史を含む食文化に触れることを目的としてい

ます。

今日の観光は、物消費から事消費に変化しま

した。外国人観光客の誘客をと、地方間の競争

が激しくなっているわけですが、訪日客が食や

土地の風土に興味を持って地方に足を延ばす仕

掛けをつくらなければ、外国人観光客の誘客に

はつながらないと思います。それには人材育成

が急務ですから、ぜひ検討をお願いしたいと思

います。

次に、味覚の授業の実施状況と今後の展開に

ついてお尋ねしてまいります。

味覚を育むということは、子供たちの脳の発

達、あるいは感性を磨くことになります。舌の

表面に味蕾（みらい）という器官があります。

８歳で急速にふえ、12歳がピークだそうです。

味覚の５要素と言われる酸味、塩味、苦味、甘

み、うまみを学ぶとともに、県産食材のおいし

さ、繊細な味わいを子供たちに実感してもらう

味覚の授業の取り組みがあります。私も地元酒

谷小学校のこの授業に参加したことがありま

す。

味覚の授業が全国で展開されている中、本県

は本当に積極的に取り組んでいただいておりま

す。本県における味覚の授業の実施状況と今後

の展開について、お尋ねいたします。

本県の「味覚○農政水産部長（坊薗正恒君）

の授業」につきましては、「みやざきの食と農

を考える県民会議」が平成27年度より取り組ん

でおりまして、本年度は、全国トップレベルと

なる44の小学校で実施し、1,927名の子供たちが

参加しております。

料理人や野菜ソムリエなど多様な講師による

工夫された授業は、高い評価をいただいており

まして、実施校・児童数とも年々増加してお

り、今後のさらなる拡大が期待されるところで

ありますが、一方では、この授業を行う人材の

確保等が課題となっております。

このため、教育委員会や食育活動に携わる

方々との連携を強化しながら、学校への啓発活

動や人材確保を進め、できるだけ多くの子供た

ちがこの授業に参加できるよう取り組んでまい

りたいと考えております。

平日に夕食を準備する時間が○髙橋 透議員

なかなかとれない家庭が、最近多くなっている

と思うんです。だから、加工食品とか、でき合

いのものにしてしまう現状もあるわけです。

以前、ＮＨＫの番組ですが、味覚異常の子供

が３割いるということなんですね。ファスト

フードとかインスタント食品には、実は、亜鉛

に結合して吸収を妨げる食品添加物が多く含ま

れているわけです。亜鉛を食品添加物がブロッ

クして吸収させないわけですね、わかりやすく

言えば。そうした関係で味覚異常の これは―

大人もそうだというふうに言われています。
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今の子供たちは、ミネラル・亜鉛不足であり

ます。心の問題も起きていると言われていま

す。ただ、大淀小は、調べましたら、「味覚の

授業」が始まった平成27年から手を挙げてい

て、ずっと授業があっているようです。

先ほどおっしゃいました、人材が不足してい

る ぜひ教育委員会と連携していただいて、―

この「味覚の授業」が早々に毎年、県内全ての

学校で開催できるように努力いただきたいと思

います。よろしくお願いします。

最後のテーマになりますが、教育問題につい

て質問してまいりたいと思います。

まず、英語民間試験の、いわゆる大学入試改

革ですが、その導入延期の影響、課題について

お尋ねしてまいります。

新たに始まる大学入学共通テストへの民間英

語試験検定の導入をめぐっては、いわゆる「身

の丈発言」への批判もあって、導入延期となり

ました。高額な民間試験料とか、あるいは、住

む地域によって受検の便利さが違う不公平も明

らかになったところであります。来年度から実

施される大学入学共通テスト、及び延期となっ

た大学入学英語成績提供システムの課題をどう

捉えていらっしゃるのか、教育長にお尋ねしま

す。

まず、来年度から実○教育長（日隈俊郎君）

施される大学入学共通テストにつきましては、

国語と数学の記述式問題を導入するに当たり、

採点する側の資質や専門性の担保が必要であり

まして、採点における公平性の観点で懸念があ

るのではないかと感じております。

また、お話にありました、民間の資格・検定

試験を活用いたします「大学入試英語成績提供

システム」につきましては、導入が先送りにな

りましたが、地方の受験生が、地理的、経済的

な面等から不利益をこうむることがないような

制度設計が必要であると思います。

県教育委員会といたしましては、生徒や保護

者に適切な指導助言ができるよう、引き続き情

報収集に努めますとともに、本県などの地方の

受験生が不利にならないように、地方の立場か

ら対応してまいりたいと考えております。

この問題は、制度の中身がわ○髙橋 透議員

かりやすく広く伝わっていない面もあったかに

思います。情報収集をしっかりとされて、おっ

しゃいましたように、地方の受験生が不利にな

らない、そういったことをぜひ文科省に、しっ

かりと言っていただきたいと思っております。

次に、特別支援学級担任免許所有率の現状と

課題についてお尋ねします。

特別支援教育に対する理解は年々広まってき

ていると思います。よって、主に知的障がいや

発達障がいのある児童生徒が増加しています

が、特別支援教育に携わる教員の専門性には課

題がまだあります。

そこで、本来保有しなければならない特別支

援学校、及び保有が望ましいとされている特別

支援学級に勤務する教員の特別支援学校教諭免

許状の保有率について、現状と課題をお尋ねし

ます。

本県における特別支○教育長（日隈俊郎君）

援学校教諭免許状の保有率につきましては、特

別支援学校におきましては、全国平均79.7％に

対し、本県は85.2％、特別支援学級におきまし

ては、全国平均30.8％に対し、39.9％となって

おります。

このように、本県の保有率は全国平均を上

回っておりますが、専門性を持った教員が指導

に当たることが望ましく、今後、免許状保有率

のさらなる向上が課題であるという認識を持っ
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ております。

今ありましたように、小中学○髙橋 透議員

校で特別支援学級の担任特別支援教育免許所有

率は、全国平均を30.8％とおっしゃいました

が、本県は39.9％だということです。これをも

うちょっと具体的に言うと、小学校で48.7％、

中学校では21.6％ですか。かなり低くなってい

るわけで、この所有率を上げることが、本当に

喫緊の課題なわけです。どのようにしてこれを

上げていかれるのか、お尋ねいたします。

特別支援学校教諭免○教育長（日隈俊郎君）

許状の取得のために、講習会等を開いて対応し

ているところでありますけれども、講習会にお

きましては、特別支援学校以外の小中学校の教

員についても対象としておりまして、特別支援

学校教諭免許状の取得促進を図っているところ

でございます。

また、今年度から、小学校の教員採用試験に

おきましても、特別支援学校教諭免許状を持っ

た教員の採用枠を新たに設け、専門性の高い教

員の確保に努めているところであります。

今後も引き続き、免許取得の促進と免許取得

者の積極的な採用に取り組みまして、免許保有

率の向上に努めてまいりたいと考えておりま

す。

令和３年度から、小中学校か○髙橋 透議員

ら特別支援学校への転籍はできなくなるとお聞

きしております。現在、特別支援学校に勤務さ

れている免許を保有していない方の処遇はどう

なるんですか。教育長、お願いします。

お話にありました教○教育長（日隈俊郎君）

育職員免許法では、幼・小・中・高のそれぞれ

の教諭免許状を有していれば、当分の間、特別

支援学校での指導ができるとされております。

したがいまして、今後も特別支援学校での勤務

は可能であります。

しかしながら、先ほど申し上げたとおり、専

門性を有した教員が指導に当たることが望まし

いと考えておりますので、現職教員の免許取得

促進を図る必要があるものと考えております。

申し上げたとおり、県教育委員会といたしま

しては、特別支援学校教諭免許状が取得可能な

講習会を開催し、取得促進に努めているところ

でございます。

法に「当分の間」というのが○髙橋 透議員

うたってあるから、まだ猶予はあるんでしょう

けど、ぜひ免許取得を促していただきたいと

思っています。

この特別支援教育は、当事者の周りにいる子

たちへの教育が大事だと私は思っていまして、

教職課程に特別支援教育の基礎知識、こういっ

たものが盛り込まれて、全教職員が免許を保有

する、これがインクルーシブ教育 多様性を―

尊重し、ともにまなぶ教育 につながってい―

くと思われます。

高校通級も始まりました。要約筆記も配置さ

れてきました。合理的配慮が求められています

から、ぜひ環境整備に御努力をいただきたいと

思います。

次に移ります。学校司書の配置の現状と課題

についてお尋ねしてまいります。

公立小学校・中学校及び県立高等学校等の学

校司書配置の現状と採用形態について、お伺い

いたします。

学校司書につきまし○教育長（日隈俊郎君）

ては、公立小中学校では、ことし９月に県教育

委員会で調査しましたところ、小学校が72％、

中学校が61％の配置状況となっております。ま

た、県立高等学校等は全校に配置しておりま

す。
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採用形態といたしましては、小中学校では、

市町村による採用になりますが、全て臨時的任

用職員等を配置しております。また、県立高等

学校等39校につきましては、12学級以上の29校

には正規採用職員、11学級以下の10校には臨時

的任用職員等をそれぞれ配置しております。

今、答弁にありましたよう○髙橋 透議員

に、小中学校は全て臨時的任用職員ということ

で、本当にお粗末だなというふうに感じまし

た。

それと、今、高校の配置も詳しく説明があり

ましたが、よく調べてみますと、正規採用職員

の中には、実は司書免許を持っているけれど

も、働き方は、午前中は事務室で、午後は図書

館でと、こういった働き方らしいですよ。専任

ではないということなんですよね。これでは、

図書が授業に活用されているか、甚だ疑問であ

ります。

県立学校司書エリアコーディネーターを３カ

年事業で６名配置されておりますが、この事業

も今年度で終わりだというふうに聞いておりま

す。

今後、県立高校の学校図書館の充実をどのよ

うに図っていかれるのか、お尋ねいたします。

お話にありました、○教育長（日隈俊郎君）

学校司書エリアコーディネーターの事業におき

ましては、これまで司書資格を持つエリアコー

ディネーターが、各校の学校司書に図書館運営

等の指導助言を行ってきたところであります

が、学校司書業務の質の向上を図る上で一定の

成果があったと考えております。

県立高校の学校図書館の充実に向けまして

は、これまでの取り組みについて、成果と課題

の整理を行うことにしておりますが、その中で

も、学校司書の担う役割は大きいと考えており

ます。

学校司書については、今後、業務内容等につ

いて整理していくとともに、これまでの取り組

みの成果を踏まえ、研修等の実施による資質向

上に力を入れてまいりたいと考えております。

研修等の充実で、今年度から○髙橋 透議員

の事業を補完できるのか、私も疑問に思うとこ

ろなんですが。アクティブラーニング、いわゆ

る調べ学習、探求型教育と言われていますが、

自分で調べる学習を今、教育側が求めているわ

けでしょう。そういったレファレンスをしてく

れるのが司書。司書の役割は大きいと思うんで

すよ。ぜひ必要な予算を措置して、司書のレベ

ルを上げていただきたいと思っております。

９月議会で渡辺議員が、新聞の学校図書館へ

の配備状況の質問をしております。小学校

で69.5％、中学校で75.8％、高等学校で100％新

聞を配備していると答弁されています。

ただ、地方財政措置では、小学校には１部、

中学校には２部、高等学校には４部配備するこ

とが目安になっています。その実態、配備数の

状況についてお伺いいたします。

各学校における新聞○教育長（日隈俊郎君）

の配備状況ですけれども、公立小中学校におき

ましては、学校図書館の状況になりますが、公

立小学校で、１紙以上配備している学校は69.5

％、公立中学校で、２紙以上配備している学校

は29.8％となっております。県立高等学校等に

おきましては、校内に４紙以上配備している学

校が74.4％となっております。

新聞配備に要する経費は、交○髙橋 透議員

付税で措置されていますよね。単位費用、算定

基礎を、私もざっくり計算なんですけど、高等

学校費の新聞配備経費で1,000万円ぐらいになる

んじゃないかなと思って計算をしました。39で
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割ると、１校当たり26万円ですよ。十分、４紙

を１年間配備できる額だと私は思っています。

それと、小中学校では100％配備されていない

といけないわけですよ。そういったところを、

県教委からもちゃんと御指導いただけたらなと

思っています。

気になるのは、高校で４紙だけれども、３紙

だったり２紙という学校があるわけでしょう。

それは小規模、いわゆる11学級以下に３紙とか

２紙になっている。

ここでお尋ねしませんでしたけど、先ほど学

校司書の配置でも、29校が正規だけど、あと

の10校はたしか非正規で、聞いてみますと、11

学級以下の学校なんですよ。結局、小規模校は

人口が少ない、県央部から離れたところにある

わけで、都市と地方の教育格差が言われていま

すが、ここにも、いわゆる地方にも教育格差は

あるわけですよ。

渡辺議員も言っていましたけど、新聞を購読

していない家庭がふえていますよね。そこを行

政で埋めないでどうするんですか。やっぱりそ

こが大事な点であって、背後といいますか、裏

づけできる財政であれば、ぜひしっかりと新聞

配備をお願いしたいと思っています。

最後の質問になります。

教育委員会の事業に、「日本一の読書県を目

指す総合推進事業」があります。その目的・背

景に、「県立図書館や学校、家庭、地域等との

連携による全県的な事業を展開し、子供から大

人まで、生涯にわたって読書に親しむ環境づく

りを推進することで、日本一の読書県を目指

す」とあります。「日本一の読書県」を目指す

なら、人と金、つまり予算をしっかり措置して

いくべきですが、知事の思い、お考えをお願い

いたします。

読書は、言葉を学び、○知事（河野俊嗣君）

感性を磨き、表現力を高める、人生を豊かに生

きていく上で欠くことのできないものであると

いうふうに考えております。このようなメッ

セージを広く伝えたいという思いも込めて、

「日本一の読書県」を提唱して、これまでさま

ざまな取り組みを進めてきたところでありま

す。

私は毎年、小・中・高、いずれかの学校を訪

れて、みずから授業を行う「知事の白熱教室」

という取り組みを行っているところであります

が、昨年度は中学校を訪れて、「読書につい

て」をテーマに授業を行いまして、改めて、本

のよさや大切さについても認識をしたところで

あります。

また、出張先で時間がありますときは、市町

村の図書館を訪れて、子供の本のコーナーで、

絵本をよく読んでおるわけでありますが、絵本

の読み聞かせというものが、やはり読書へのい

ざない、親子のきずなづくり、情操教育、本当

に全てのものの基本になるな、大変重要だなと

いうことを改めて今感じております。それか

ら、ノンフィクション作家の柳田邦男さんが、

絵本は人生に三度読むべきであると。子供のこ

ろ、親となって子供に読み聞かせをするとき、

そして、人生の終盤に差しかかったとき。

大変これに感銘を受けておりまして、みずか

らも実践をしながら、この「日本一の読書県」

に何とか結びつけていくことができないだろう

かと、そのような思いをめぐらせているところ

でありますが、幅広い取り組みを進めながら、

今後とも、読書活動の推進を県民運動へと高

め、生涯にわたり感性と教養を育み、県民の心

の豊かさにつなげてまいります。

知事の図書に対する思いは十○髙橋 透議員
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分わかるんですよ。その後を言ってくださらな

いと。課題はいっぱいあるわけですよ。その中

でやっぱり人が大事。でも、人の位置づけは、

それに裏づけされる予算をしっかりとつけてあ

げないと、あなたの下で一生懸命頑張っている

職員は苦労しています。そのことを最後に申し

上げて、私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

申しわけあり○農政水産部長（坊薗正恒君）

ません。先ほど、カツオ一本釣り漁業の御質問

の中で、10月末時点の生産額を53億4,000万円と

お答えいたしましたが、正しくは53億400万円で

ございました。訂正させていただきます。失礼

いたしました。

以上で午前の質問を終わり○丸山裕次郎議長

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時55分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開○山下博三副議長

きます。

次は、濵砂守議員。

〔登壇〕（拍手） 西都市西米○濵砂 守議員

良村選出、自由民主党の濵砂でございます。午

前中からたくさんの傍聴の方がお見えになりま

した。しばらく空席になりましたが、また武田

議員の応援団が入ってまいりました。私の話も

聞いていただきたいと思います。

それでは、質問通告に従いまして、順次質問

をしてまいりますので、よろしくお願いいたし

ます。

まずは、知事の政治姿勢について伺います。

ことし４月30日、上皇陛下が譲位されました

ことで、５月１日からは第126代、令和、徳仁天

皇陛下が皇位継承されました。

10月22日には、陛下が国内外に即位を宣言す

る「即位礼正殿の儀」の皇位継承儀式が、厳か

に優雅に、そして喜びに満ちた雰囲気の中でと

り行われました。前の日から降っていた雨は、

即位礼が始まると晴れ上がり、青空が出て美し

い虹がかかり、国民は皆感動いたしました。

11月14日夕方から翌日未明には、天皇が一代

で一度だけ臨まれる大がかりな神事、大嘗祭が

古式ゆかしく行われたとの報道をお聞きしてお

ります。皇位が継承されるというのは、日本が

継承され続けるということであります。日本国

民の一人として、謹んでお喜びを申し上げま

す。

陛下の御譲位によって、平成に次ぐ新しい元

号「令和」の御代を迎えることになりました。

日本が元号を使い始めたのは645年、「大化」が

最初とされております。御譲位によって新天皇

が即位されるのは、第119代の光格天皇以来、

約200年ぶりのことであります。これまでの元号

は全て中国の古典を典拠としていましたが、

「令和」は、万葉集を典拠としております。

世界の歴史の中で、数多くの王朝が興っては

滅びていきました。そうした中で日本だけは、

約700年にわたる武家政権が続いても、一度も途

切れることなく、連続して一つの皇室が続いて

おります。存続する世界の王室の中で、日本の

皇室は最も長い歴史を誇っております。それ

は、日本が世界最古の国家だということを意味

しております。

皇室、そして天皇という存在は、日本にとっ

て何物にもかえがたい存在であります。令和の

時代も伝統を守りつつ、常に新たな息吹を取り

入れながら、平和でとわに弥栄（いやさか）あ

れと願うものであります。

令和元年12月２日(月)
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知事は、宮崎県民を代表して、「即位礼正殿

の儀」、「大嘗祭」ともに御出席をなされたと

お聞きしておりますが、そのときの状況と感想

をお聞かせください。

以上で壇上からの質問を終わり、次の質問か

らは質問者席より行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

天皇陛下の御代がわりに伴う一連の儀式とし

て、即位礼正殿の儀や大嘗祭がとり行われ、私

は、丸山議長とともに県民を代表して、心から

のお祝いの思いをもとに、参列をしてきたとこ

ろであります。

まず、即位礼正殿の儀では、皇居内の正殿松

の間におきまして、天皇皇后両陛下が高御座

（たかみくら）と御帳台（みちょうだい）に昇

られ、陛下からお言葉が述べられるとともに、

内閣総理大臣から寿詞（よごと）の奏上などが

行われたところであります。

大変印象的でありましたのは、今の御質問に

もありましたとおり、私どもの席からは中庭し

か見ることができず、空が晴れているか、虹が

かかったとかいうのを見ることはできなかった

わけでありますが、朝から雨が降りしきってい

たところ、儀式が始まる直前に、この中庭が急

にぱっと明るくなったと。一部に青空が広がっ

たということを後で伺ったところであります

が、これは大変よい兆しではないか、吉兆では

ないかという受けとめもしたところでありま

す。

また、大嘗祭におきましては、皇居内に特別

に造営されました大嘗宮におきまして、陛下が

御祭服をお召しになり、悠紀殿（ゆきでん）供

饌の儀と主基殿（すきでん）供饌の儀の２つの

儀式が、それぞれ３時間ずつ夜を徹して行われ

たところであります。

私ども参列者が並びましたのは、幄舎（あく

しゃ）と呼ばれる、いわば大きな屋外テントで

ありました。大変寒い中、しかも照明が落とさ

れた真っ暗な中で、それぞれ３時間を過ごすと

いう状況であったわけでありますが、陛下にお

かれましては、国家・国民のために、国の平和

と安寧、また五穀豊穣を願う、お務めになって

おられる陛下のお姿に思いをいたしつつ、私ど

もも静寂と暗闇の中で、多くの参列者と一緒

に、感謝と祈りの時間を過ごしたところであり

ます。

これらの儀式に参列し、皇位継承という歴史

的瞬間を肌で感じ、感銘を受けますとともに、

改めて、令和の時代が平和でさらによき時代と

なるよう、また本県におきましても、希望あふ

れる時代となることを祈念したところでありま

すし、私も知事としての役割をしっかり果たし

ていかなくてはならない、その思いを新たにし

たところであります。以上であります｡〔降壇〕

ありがとうございました。○濵砂 守議員

引き続き知事の政治姿勢について伺います。

宮崎県の行政区域を昔にさかのぼってみます

と、いろいろな変遷があります。江戸時代の日

向国には、大きな大名は置かれておりません。

天領と小藩に分割されており、北から延岡藩、

高鍋藩、佐土原藩、飫肥藩、他に人吉藩預所の

椎葉山・米良山、そして、隣の大隅国から大き

くはみ出るように、薩摩藩が南部の大部分を占

める諸県郡を領有し、その間を縫うように天領

（幕府直轄領）が配置されておりました。

日向諸藩の経済状況は藩政初期から逼迫し、

住民の生活も厳しい状況が続いていたようであ

ります。小藩分立を示す地図では、日向国内が

細かく分断されております。佐土原町と田野町
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が合併する前の旧宮崎市内は、延岡藩領・高鍋

藩領・飫肥藩領が入り組んでおります。

幕府により、本領以外にも管理費用がかかる

小さな飛び地を置くことで、大名たちが力を蓄

えないように監視する「飛び地支配」と呼ばれ

る方法がとられておりました。

日向国の人々は、小さな藩や領域の中で、江

戸時代約260年を過ごしてきたため、藩ごとの特

殊性が慣習として伝わっております。言葉だけ

を比べてみましても、大分や四国に近い延岡市

と、鹿児島藩領内の都城市の人が使う言葉は、

明らかに違っております。

高千穂や五ヶ瀬の人々は、熊本に接近してい

ますから、熊本とつながりが深く、同じ宮崎県

内でも、歴史的に向き合ってきた方向によっ

て、慣習や考え方、言葉が異なっております。

明治４年の廃藩置県・府県合併を経て日向国

は、大淀川を境に、美々津県と都城県の２県に

編成されました。その後、美々津県と都城県が

合併し、宮崎県が誕生し、市街地が形成され、

県都・宮崎の中心部も発展し始めましたが、明

治９年には、本県は鹿児島県へ再び併合される

ことになりました。その間に西南戦争が起こ

り、終結後、戦後の始末や地域の発展を図る中

で、鹿児島から分離独立する動きが起こり、当

時、飫肥藩士族で日向国選出の鹿児島県議会議

員、川越進翁 現在の宮崎市清武町出身であ―

りますが 後の初代宮崎県議会議長を初めと―

した、日向国選出の県議会議員の熱心な分権運

動によって、明治16年、ついに鹿児島県から独

立して、宮崎県が再置・開庁されました。

現在の丸山議長は第70代70人目を数えており

ます。

当時の鹿児島県議会議員の定数は53人、その

うち日向国選出は13名で、全体の４分の１にも

満たない数でありました。ちなみに、ことしは

再置から136年目を迎えております。宮崎県政外

史によりますと、宮崎県議会の初めての選挙

は、明治16年７月30日をもって各郡一斉施行さ

れました。

選挙権を持つのは満20歳以上の男子にて、そ

の府県内において、地租５円以上を納むる者、

被選挙者は、満25歳以上の男子にて、地租10円

以上を納むる者と制限が加えられ、有権者は県

内全域において、わずかに２万6,000人にすぎな

かったと言われております。その選挙で、宮崎

県第１代の県会議員として22名が当選、それぞ

れ貢献するところがあったと記してあります。

明治22年の町村制施行時点には100の町村が存

在しておりましたが、現在は約４分の１の26市

町村となり、それぞれの地域の特性を生かした

行政運営がなされております。しかしながら、

県民経済の力は相も変わらず、全国でも下位の

状態が続いております。このことは、地理的に

見て大都市や大消費地から遠く離れているな

ど、自然条件が大きく左右しているとはいえ、

歴史的に県民性から来る障害もあったのかもし

れません。

小藩分立で、その間に天領が介在し、常に雄

藩の従属的な立場に置かれていたため、住民の

「日向国」としての意識は従来希薄、積極的な

創造を生まず、現状に満足する物静かな性格が

つくられてきたと思われます。このことは、日

本本来の特性でもある、人様に功を譲るという

ことにもつながりますが、地域経済の活力を考

えるとき、消極的な県民の気持ちは大きな障害

となります。とはいえ、私どもの住む地域は、

神代の昔や、神武天皇にまつわる古典が一木一

草ににじんでおります。

令和に御代がわりし、新たな時代を迎えた宮
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崎県、明治16年に宮崎県が再置されて以来、初

代官選知事、田辺輝実氏から35代35人、昭和22

年初代公選知事、安中忠雄氏から20代８人目に

当たる河野知事であります。

令和という新しい時代を迎え、知事は、現在

の県政をあずかる立場から、県民生活の向上に

どのように取り組み、また何を残されようとし

ているのか、お伺いをいたします。

平成という時代を振り○知事（河野俊嗣君）

返りますと、その半ばに本県も、我が国も、人

口減少に転じたところでありまして、令和を迎

えた今、本格的な少子高齢・人口減少の中にあ

ります。その中で、県民の皆様が安心して暮ら

すことができる社会や経済を構築し、宮崎の確

かな未来を築いているという思いで私に託され

た、この３期目４年間、大変重要な時期である

と考えております。

このような考えから、本年６月に策定しまし

た総合計画では、本県の最重要課題である人口

減少対策を初め、産業振興や経済活性化、危機

管理対応など、今後４年間で取り組むべき５つ

の重点施策を掲げるとともに、30億円の人口減

少対策基金を設置したところであります。

現在、さまざまな面で、将来に結びつくよう

な基盤づくり、拠点づくりが進行中でありま

す。医療の拠点として県立宮崎病院を、防災の

拠点として防災庁舎を、スポーツの拠点として

国民スポーツ大会を見据えた施設整備等を進め

ているところであります。

さらに、東九州自動車道の県南区間や九州中

央自動車道の整備を図るとともに、今議会にお

いて、本県経済の生命線でありますフェリーの

新船建造に対する支援の議案を提案させていた

だいておりまして、これらは、将来に向けた交

通の基盤となるものと考えております。

また、宮崎駅前広場を県が事業として担う中

で再開発事業も進み、これは、にぎわいの拠点

づくりが進行しているわけでありまして、こう

した半世紀に一度というべく基盤づくり、拠点

づくりが現在進行しております。

私は、これまで積み重ねてきました経験や実

績等を活用しながら、人口減少対策を初めとす

る困難な課題や、将来を見据えた仕組みづくり

にも全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。そして、県民の皆様が安心と希望を持っ

て暮らしていける、そのような持続可能な宮崎

県の土台づくりに全力で取り組んでまいりま

す。

御承知のように、戦前の官選○濵砂 守議員

知事は、内務省を中心とした中央官庁からの天

皇の勅命によって派遣された、勅任官と呼ばれ

る、県民からしますと神様のような存在の県知

事閣下であります。全ての知事が１期で交代を

いたしております。

昭和22年以来、８人の公選知事の中でも、３

期以上続いているのは黒木知事、松形知事、そ

して現・河野知事の３人だけであります。東国

原知事を初め、他の５人の知事は全て１期で終

わっております。

継続して県政全般の執行権を持つということ

は、それなりの責任が伴ってまいります。河野

知事には、経世済民の志を持ち続けていただ

き、県政をつかさどっていただきますようお願

い申し上げて、質問を続けてまいります。

まず、一ツ瀬川の濁水対策について伺いま

す。

第39代から第44代知事、黒木博氏は、みずか

らが残した「はまゆう随想―自然と人間と創造

―」に、一ツ瀬川のことを「濁り水」と題し

て、このように所載しております。
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「濁り水」「清らかな水」、語感が非常に

ちがう。目にうつる感じはなおさらである。

さらに、これで生活の変化がおこったら大変

である。いずれも、水なることには間違いな

い。土地微粒の混雑の状態からくる変化であ

ろう。

山紫水明ということばは、日本本来のこと

ばとして、よく使われるが、濁水滔々という

ことばは、私どもの日常生活の中では、あま

り使わない状態であった。

昨年（昭和46年）の19号、23号台風後は、

山紫水明の一ツ瀬川が一変した。今までに例

のない現象である。何が原因であるかはいち

おう別として、従来は、台風後一定の日時を

経過すれば、必ず水清らかな川となっていた

ことはまちがいない。人間の知る由もない原

因がどこかにあるはずである。

私が、濁り水の問題を、学問的に解明する

ことの必要性を、昨年（昭和46年）秋、宮崎

市で開催された一日内閣の際に、佐藤総理と

の懇談のときに提言してから、国は各省から

なる本問題解明のための連絡協議会をつく

り、学者の皆さんが現地調査の必要性を認め

てくださった。もちろん、県には環境保全の

立場から協議会を設け、解明に努力している

ことは申しあげるまでもない。

濁水の川についての研究は、調べてみる

と、日本はもちろん、世界にもその例がない

ようである。しかし、それであればあるほ

ど、学問的究明の必要を感ずる。特にあの地

域はダムがある。それだけに問題の解明を急

ぐ必要がある。

全く未知の世界にメスを入れることである

から、今日が明日というわけにはいかない。

時間がかかるかもしれないことは覚悟しなけ

ればならない。

しかし、地域住民のみなさんの立場に立っ

て、かつての山紫水明の美しい自然をとりも

どすためにこの問題の解決は、なんとしても

急がねばならないことである。

この文章は、昭和47年３月、広報みやざき

「随想」に所載されたものであります。それか

ら50年が経過いたしております。県はこれま

で、一ツ瀬川の濁水問題についてどのような対

策に取り組んでこられたのか。また、その取り

組みはどのような効果をもたらしているのか、

知事にお伺いをいたします。

一ツ瀬川の濁水問題に○知事（河野俊嗣君）

つきましては、長期の濁水現象が顕著化しまし

た昭和46年に、県の関係部局で取り組みを開始

しております。現在、一ツ瀬川濁水軽減対策計

画に基づきまして、県、流域市町村、九州電力

等、関係者一体となって取り組んでいるところ

であります。

具体的な対策としましては、上流域では県及

び流域市町村が、植林や崩壊地などの緑化を進

めております。中下流域では九州電力が、選択

取水設備や濁水制御膜を一ツ瀬川ダムで運用す

るとともに、非常用放流設備に加え、杉安ダム

の底部放流設備の整備を行っております。

これらの対策により上流域の緑化が進み、ま

た、一ツ瀬ダムに流入した濁水の速やかな排出

が促進されておりまして、行政や学識経験者等

で構成する一ツ瀬川水系濁水対策評価検討委員

会において、濁水の長期化は軽減傾向にあると

の評価がなされておりますことから、対策によ

る一定の効果が出ていると考えております。

調査の結果は軽減の方向にあ○濵砂 守議員

るということで、今お話がありましたけれど

も、現実にあのダムができ上がったのは昭和37
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年なんです。昭和37年から10年を経過した後

に、このような濁水が発生を始めた。それか

ら50年間ずっと続いているんです。

学者さんは、この濁水の原因の話をよくされ

る。協議会でもそういう話が取り上げられま

す。しかし、私どもが望んでいるのは、濁水の

原因じゃないんですよ。濁水の清流化なんで

す。ずっと私ども、この清流化を訴え続けてま

いっているんですが、どうも返ってくる答え

は、濁水の原因の話ばかりであります。そこ

で、お尋ねをいたします。

次に、河川管理者の権限と責任について、知

事にお伺いいたします。

２級河川一ツ瀬川の河川管理者は知事であり

ます。河川は、公共に利用されるものであっ

て、その管理は、洪水や高潮等による災害の発

生を防止し、公共の安全を保持するように、適

正に行わなければならないとあります。

この管理について権限を持ち、その義務を負

うのが管理者であります。このため川の管理

は、河川法という法律で行政機関が行うものと

定められております。知事は、河川管理者とし

て今後、一ツ瀬川の濁水対策にどのように取り

組んでいかれるおつもりか、お尋ねをいたしま

す。

九州電力による一ツ瀬○知事（河野俊嗣君）

ダム非常用放流設備と一体となって運用される

杉安ダム底部放流設備が平成29年５月に完成し

たところでありますが、昨年７月、地元の一ツ

瀬川水系濁水対策推進協議会において、これま

で設備の使用状況を満たす濁水が発生しておら

ず、使用されていないことから、有効活用への

御意見があったところでありまして、河川管理

者という立場でも、昨年10月に九州電力との勉

強会を立ち上げ、検討してきたところでありま

す。

ことし２月までの検討の結果、一定の流入量

を超える出水の場合に当該設備を活用すること

で、濁水軽減の効果が期待できるという結論と

なりました。

今後は、年間を通じて、この活用策の効果を

見きわめ、一ツ瀬川水系濁水対策評価検討委員

会を初め、地元の関係協議会の御意見を伺いな

がら、九州電力に対し必要な指導を行ってまい

ります。

一ツ瀬川の濁水問題は、地域の皆様にとりま

して、切実な問題であると認識をしております

ので、引き続き、流域一体となった濁水対策を

積極的に推進してまいります。

一ツ瀬川の濁水は、何度も訴○濵砂 守議員

えておりますように、一ツ瀬ダムから下流域に

発生するんです。原因は、ダムに長期間濁水を

貯留することにあることは、もう間違いありま

せん。

知事は、この長期間の濁水の現状をごらんに

なったことがありますでしょうか。50年にもわ

たる濁水の状況を、知事は管理者としてどのよ

うに考えておられるのか。地域住民の立場に

立って、解決に立ち向かうお気持ちはないの

か。場合によってはダムを撤去させるぐらいの

気持ちがないと、この問題は解決いたしませ

ん。知事の考えをお聞かせください。

一ツ瀬川は、九州山地○知事（河野俊嗣君）

を源とする自然豊かな河川でありまして、流域

の人々とさまざまな形でかかわり、大きな恵み

を与え潤してきた、地域住民にとって重要な河

川であります。

私も、西都市を訪れ、また西米良村を訪れる

ときに、この一ツ瀬川の流域、大変その美しさ

に心を奪われるところでありますが、長期にわ
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たる濁水問題、その状況は、私も把握し、十分

認識をしているところであります。

河川管理者としましては、九州電力への水利

権の許可には、定期的な濁度測定の実施や河岸

の維持など、河川法上、できる限りの対応を義

務づけているところであります。

また、平成17年に発生した台風第14号により

まして濁水の長期化が顕著になった際には、九

州電力に対し、濁水軽減に全力で取り組むよう

要請し、翌年には濁水対策検討委員会を設け、

各機関一体となって、必要な対策を講じている

ところであります。

濁水問題は、地域の皆様が心を痛めておられ

る切実な問題でありますので、今後とも、河川

管理者として必要な指導を行いながら、関係機

関・団体と連携を一層強化し、流域一体となっ

た対策にしっかりと取り組んでまいります。

この話でありましたように、○濵砂 守議員

一ツ瀬ダムの非常用放流設備を設置 設置と―

いうか、もともとあったんですけれども、全く

使用されていなかった。たび重なる要望の中

で、これを手動で動かすものから遠隔操作をす

るように改良したんですね。

それから杉安ダムの底部放流設備の設置を要

望して、これもやっと完成したところでありま

すが、かなりのお金をかけて九電もやっている

んです。ただ、この設備を利用していないんで

すよ、一度も。県土整備部長、これはどのくら

いお金をかけてやっているんですかね。

一ツ瀬ダム○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

の非常用放流設備の改造工事費でございます

が、約４億円。また、杉安ダムの底部放流設備

の設置工事費でございますが、約35億円と伺っ

ております。

そうです。そのような費用を○濵砂 守議員

かけて、実際は濁水軽減のために、濁水解消の

ためにやろうとしていることはしているんです

が、一度も使っていない。部長は、行って見ら

れたことがありますか、試験的なものも見たこ

とがありますか、お尋ねします。

平成29年の○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

５月に設置されてからは、私は見ておりませ

ん。

何度も、使うように私どもは○濵砂 守議員

要請をしております。ところが、昨年までは、

ここに濁水が５万立米以上流れ込む。しか

も、10月以降です。そんな雨降るはずないんで

すよ。流れ込まないと、これは使わないという

ことか。ことしになって1,500立米になった。こ

れでも一度も使っておりません。これは、ぜひ

定期的に使って、せっかくつくった装置ですか

ら、本当に、もう最終的には壊せよというぐら

いの気持ちでやっていただきたいんですよ。

山紫水明、本当にきれいな川でした。西の嵐

山と言われるような川だったんですよ。ダムが

できて10年後からずっと50年間、このような濁

水が続いているんです。この現状、現実ですか

ら。知事も徹底した現場主義を貫くと、きのう

から何度も言われております。ぜひ、行って現

実を見ていただいて、原因究明に、そして清浄

化に、ぜひとも前向きに取り組んでいただきた

い。地域住民はずっとそれを願っていますの

で。知事も、そういう意味から見ますと、今回

３期目なんですよ。３期以上務めた方は３人な

んですよ、今まで。ずっと１期で終わっていま

す。

やはりそういうものの中で、それだけの経験

を持っておられるわけですから、今の現状をよ

く知っておられるわけですから、ぜひとも県民

の期待に応えていただきたいと思います。どう
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ぞよろしくお願いいたします。

それでは次に、環境森林税について、環境森

林部長にお尋ねをいたします。

総務省は９月に、森林の整備や保全に充てる

資金「森林環境譲与税」約100億円を初めて配分

いたしました。

2021年度までは各年度、市町村分、約160億

円、都道府県分、約40億円を９月と３月の２回

に分けて、年間の総額200億円を譲与することと

しております。そのうち５割を私有の人工林面

積、３割を人口、２割を林業就業者数とする基

準にのっとって配分をするために、大都市への

配分が手厚く、森林が多くても人口が少ない自

治体は少額となる傾向となっております。

総額のうち80億円が市区町村分で、最多は横

浜市の約7,100万円で、上位10自治体に７つの政

令指定都市が入り、下位10自治体は全て人口の

少ない離島で、最少は沖縄県の渡名喜村の8,000

円の支給であります。都道府県分20億円は、北

海道の約１億5,300万円がトップ、最少は香川県

の800万円であります。

森林環境譲与税は、全国6,000万人が納める個

人住民税に、１人当たり年間1,000円を上乗せし

て、2024年から市町村で徴収するもので、年間

約600億円になります。

2015年国勢調査によりますと、沖縄県の渡名

喜村の法定人口は430人ですから、このうち約60

％が個人住民税を納めていると仮定いたします

と、258人で年間25万8,000円を納めることにな

ります。そのうち今回支給されるのは8,000円と

いうことになります。

今回の本県における配分額及び市町村の配分

額についてはどのような状況になっているの

か、環境森林部長にお尋ねをいたします。

森林環境譲与○環境森林部長（佐野詔藏君）

税は、令和６年度からの森林環境税の徴収に先

立ちまして、今年度から譲与されますが、本県

への譲与額は、市町村に４億6,100万円、県に１

億1,500万円、合わせまして５億7,600万円と見

込んでおります。

このうち、上半期分として９月に、市町村に

２億3,100万円、県に5,700万円、合わせまして

２億8,800万円が譲与されたところであります。

引き続き、森林環境税につい○濵砂 守議員

て伺います。

そもそも森林環境税の創設の目的というの

は、森林の有する公益的機能が、国民に広く恩

恵を与えるものであり、適切な森林の整備をす

る上で、自然的条件が悪く、採算ベースに乗ら

ない森林について、市町村みずからが管理を行

う新たな制度であり、国民一人一人がひとしく

負担を分かち合って、我が国の森林を支える仕

組みとして創設されたものであります。

次に、譲与基準により人口割３割が算定され

ることについて、どのように受けとめられてい

るのか、環境森林部長にお尋ねをいたします。

森林環境譲与○環境森林部長（佐野詔藏君）

税につきましては、都市部の住民を含めた国民

全体の理解を得ていく必要がありますことか

ら、都市部における木材の利用促進や普及啓発

も税の使途の対象とされ、人口も基準の一つと

して譲与することとされたところであります。

県といたしましては、都市部での木材需要拡

大により、本県の森林整備の促進や森林所有者

等の収入確保につながるものと考えております

が、一方で、森林の多い地域に、より重点的に

配分されるよう、基準の見直しが必要ではない

かとの意見があることも承知いたしておりま

す。

当制度は、全国の自治体や林業関係者の長年
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の悲願が、国レベルでのさまざまな検討の結

果、ようやくかなったものであり、開始後、間

もない状況でありますので、まずは、県や市町

村において、税を有効に活用し、森林整備や担

い手の確保などを着実に進めることが重要と思

いますが、国や他県の動向等にも留意しなが

ら、対応してまいりたいと考えております。

ありがとうございました。○濵砂 守議員

次に、本県におけるふるさと納税の流出と流

入の現状について、総務部長にお尋ねをいたし

ます。

ふるさと納税とは、自治体に寄附ができる制

度で、地方間格差や過疎などによる税収の減少

に悩む自治体に対して、格差是正を推進するた

め、2008年に発足されたものであります。

寄附金額は、確定申告を行うことで、自己負

担額の2,000円を除いた金額が、所得税及び住民

税から控除されるもので、寄附に対して返礼品

がもらえる地域があること、使い道が指定でき

ることなどから注目を集めております。

総務省の発表によりますと、ふるさと納税が

始まった2008年は、受入額が約81億円、受け入

れ件数が約５万4,000件でありましたが、2015年

からワンストップ特例制度が利用できるなどの

要因から、受入額と受け入れ件数が急激に増加

をいたしております。2017年には過去最高であ

る約1,730万件を記録し、受入額は3,653億円に

上ります。

ふるさと納税人気都道府県で本県は、北海

道、佐賀県に次いで第３位、受け入れ件数155

万3,000件、受け入れ金額は249億円と、貴重な

財源確保に貢献をしております。

市町村別では、第１位が、他の自治体に比べ

て還元率が高いことから話題になっている大阪

府の泉佐野市で、納税の受け入れ件数は約86

万2,000件、受け入れ金額は約35億3,000万円で

あります。第２位は本県の都農町で、受け入れ

件数約43万件、受け入れ金額約79億2,000万円で

あります。

昨年までふるさと納税日本一に輝いた都城市

は、第３位にランクインして、受け入れ件数は

約52万3,000件、受入額は約74億7,000万円と

なっております。

ただし、ふるさと納税の寄附者は、自己負担

額2,000円を超える部分が所得税、住民税から控

除されます。そのため寄附者が居住する自治体

では、ふるさと納税の流出額が多いほど、本来

徴収されるはずの住民税が失われることになり

ます。その失われる住民税のうち75％は、地方

交付税の基準財政収入に算入されていますか

ら、地方交付税の交付を受ける多くの自治体で

は、流出した住民税の４分の３は、地方交付税

交付金の増額という形で補塡されております。

そこで、本県における、ふるさと納税に係る

寄附金としての受入額と流出額、及び個人住民

税の給付金の税額控除の額の現状について、ま

た、件数についてもお聞かせください。総務部

長。

直近の総務省の公○総務部長（武田宗仁君）

表資料によりますと、平成30年度におきます、

ふるさと納税に係る寄附金としての受入額は、

県分が、約700件の約3,000万円、県内市町村分

が、約182万件の約286億円となっております。

一方、平成30年の寄附金としての流出額は、

県と市町村を合わせまして約14億円、寄附を

行った人数は約１万4,000人となっております。

また、ふるさと納税に係ります個人住民税の

寄附金税額控除額は、県分が約４億円、市町村

分が約６億円となっております。

なお、今申し上げました数字につきまして
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は、県内自治体間における寄附金等も含むもの

となっております。

ありがとうございました。○濵砂 守議員

引き続き、総務部長に伺います。

昨年７月に総務省が公表した統計資料により

ますと、2017年に最も住民税控除額が大きかっ

た市区町村は、103億8,000万円の横浜市。以

下、名古屋市、大阪市など大都市が並んでおり

ます。しかし、これらの市は、地方交付税交付

金の増額という形で補塡されておりますから、

実質の流出額はその４分の１になります。

一方、そもそも交付税を受けておらず、独自

の税収で財政運営ができている東京23区や川崎

市などは、ふるさと納税で多額の住民税が流出

していても補塡がないため、「住民税が流出し

ております」と記したポスターの配布や、総務

省に対し、税控除の上限額設定や地方交付税に

よる補塡の仕組みの見直しを盛り込んだ要望書

を提出されておるようです。

返礼品競争で、ふるさと納税が拡大する一方

で、都市部の自治体の財政への打撃が大きく

なっておるようであります。

市町村によっては、ふるさと納税の流入額が

年間の予算額に匹敵するような自治体もあるよ

うであります。受け入れに関し、地方交付税措

置には影響していないのか、お尋ねをいたしま

す。

地方交付税につき○総務部長（武田宗仁君）

ましては、各自治体の標準的な行政費用である

基準財政需要額から標準的な地方税収等である

基準財政収入額を差し引いた財源不足額が交付

されるものであります。

ふるさと納税における受入額については、制

度上、地方交付税の算定対象ではないため、寄

附金を受け入れた自治体におきましては、地方

交付税への影響はないことになります。

引き続き、総務部長にお尋ね○濵砂 守議員

をいたします。

ふるさと納税制度は、本来、生まれ育ったふ

るさとや応援したい自治体に寄附するのを目的

に始まった取り組みのはずですが、全国の自治

体の中には、金券を返礼品として提供する、返

礼品の金額の割合が高くなり過ぎるなどの幾つ

かの問題点が指摘されております。

この点について総務省は、自治体が寄附金に

対する返礼品調達額の３割を超す場合や、地場

産品でない返礼品の場合などを問題視しており

ます。

本県の自治体では、ふるさと納税の問題点に

ついての指摘はないのか、また返礼品としてど

のようなものを提供しているのか、お尋ねをい

たします。

ふるさと納税制度○総務部長（武田宗仁君）

は、返礼品について、調達費用を受入額の３割

以下とすることや地場産品とすることなど、そ

の運用を適正に行う自治体をふるさと納税の対

象として、総務大臣が指定する仕組みとなって

おります。

現在、本県及び県内市町村の全てにおいて、

総務大臣の指定を受けておりますことから、制

度の運用上、特に問題はないものと考えており

ます。

また、本県において提供されております返礼

品につきましては、例えば宮崎牛、みやざきブ

ランドポーク、みやざき地頭鶏などの肉類や、

完熟マンゴー「太陽のタマゴ」、日向夏等の果

物類のほか、焼酎やウナギのかば焼き等といっ

た地場産品が提供されているところでありま

す。

ありがとうございました。○濵砂 守議員

- 159 -



令和元年12月２日(月)

次に、ひとり親家庭支援について、福祉保健

部長に伺います。

公正証書や調停調書などで、相手側と養育費

の取り決めをしたにもかかわらず、離婚相手か

ら受け取るはずの養育費が滞っている、ひとり

親家庭がふえていると聞いております。

厚生労働省の調査では、養育費を受け取って

いる母子家庭は約24％にとどまり、不払いで泣

き寝入りしているひとり親家庭も少なくないよ

うであります。

県内におけるひとり親家庭の養育費受け取り

の状況について、お尋ねをいたします。

本県におきま○福祉保健部長（渡辺善敬君）

しては、５年ごとに「ひとり親世帯生活実態調

査」を行っておりまして、直近の平成29年度調

査において、母子世帯のうち、「養育費を受け

取っている」と回答した世帯の割合は、23.8％

でありました。

これは、前回調査である平成24年度の17.4％

と比較し、改善傾向にはあるものの、低い割合

となっております。

引き続き、福祉保健部長にお○濵砂 守議員

尋ねをいたします。

兵庫県の明石市や大阪市は、公正証書や調停

証書などで相手側と養育費の取り決めをしたひ

とり親に対して、民間の保証会社と養育の保証

契約をした際に、市が初年度の保証料上限５万

円を保証することで、不払いが発生した場合

は、保証会社が養育費をひとり親に支払い、保

証会社が相手側への債権回収を行う事業に取り

組んでおります。

また、法的効力のある書面で養育費の取り決

めを促すため、公正証書作成などの諸費用も助

成するとして、予算計上しております。

これらの市では、養育費支払いは親の義務と

して制度周知に努め、子供の貧困対策に資する

と強調しております。

本県ではまだ具体的な取り組みはなされてい

ないようでありますが、子育て支援の面から

も、ぜひ検討いただきたいと思います。福祉保

健部長にお尋ねをいたします。

ひとり親家庭○福祉保健部長（渡辺善敬君）

の生活の安定と向上を図っていくためには、関

係機関が連携して、さまざまな支援を行ってい

く必要があります。その中でも、住民に身近な

存在である市町村の果たす役割は重要ではない

かと考えているところです。

このため、県におきましては、ひとり親家庭

の相談に応じまして助言を行うため各市に配置

されている、母子・父子自立支援員を対象とし

た研修会を毎年開催しておりまして、必要な知

識の習得と資質の向上を支援しております。

また、養育費の確保につきましては、全市町

村に対しまして、養育費の法的位置づけや手続

等を記載したリーフレットの配布や、国の養育

費相談支援センターが実施する研修会への参加

案内等を行っているところであります。今後さ

らに、養育費確保のために有益な情報を積極的

に提供するなど、市町村の取り組みを支援して

まいりたいと考えております。

済みません、時間がちょっと○濵砂 守議員

足りないようですので、１つ飛ばしまして、ラ

ウンドアバウト（環状交差点）についてお尋ね

をいたします。

渋滞、信号待ちの車を運転しているときのス

トレスの多くは、信号交差点に起因すると言わ

れております。そうした要素が軽減され、事故

防止や景観上のメリットもあるという環状交差

点「ラウンドアバウト」が近年、全国にふえて

いるようであります。
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2014年に施行された道路交通法改正に基づき

法律的に整備されたもので、合流と分岐を繰り

返すことで、より安全に進行方向を変えられる

ことが特徴であります。

また、構造上、信号を必要としないため、災

害時などの停電時でも円滑な交通を維持できる

効果があり、交差点整備のコスト削減や景観維

持などのメリットがあると言われています。

全国及び県内におけるラウンドアバウト（円

形交差点）及び県内の整備状況について、警察

本部長にお尋ねをいたします。

ラウンドアバウ○警察本部長（阿部文彦君）

トと呼ばれる交差点は、平成26年９月の改正道

路交通法で、車両の通行部分が環状の交差点で

あって、道路標識等により車両が当該部分を右

回りに通行すべきことが指定されているものと

規定されており、車両は一定方向の通行となる

ため、信号機の不要な交差点となります。

設置状況につきましては、平成30年度末で、

全国では31都府県に87カ所、県内では、平成26

年12月に日向市駅前西口交差点の１カ所で運用

を開始しております。

いわゆるラウンドアバウト（環状交差点）

は、流入時の速度抑制や車両の交錯の減少等、

安全性の向上が期待されますが、他方で、大規

模な交差点改良などを伴いますことから、設置

について、県警といたしましては、今後とも道

路管理者と連携を図り、慎重に検討してまいり

たいと考えております。

引き続き、県内における交差○濵砂 守議員

点の信号機の設置状況について、警察本部長に

伺います。

信号機を設置してほしいとの要望は、県内各

地であると聞いております。私の選挙区でも、

学校の通学路や交通事故の多発地などで、親子

会や地域の代表者と数カ所の要望に立ち会って

おります。

県内における信号機設置の要望についての状

況をお聞かせください。

信号機の設置要○警察本部長（阿部文彦君）

望につきましては、平成30年度は県内で46件を

受理しております。

これら要望の中には、設置が困難な場所や必

要性が低いと判断される場所なども含まれてお

りますが、全ての要望につきまして、要望者か

ら直接お話をお伺いし、現地調査などを行い、

警察庁が示しております「信号機設置の指針」

に沿って、設置の適否を総合的に判断しており

ます。

また、厳しい財政状況の中、限られた予算の

範囲内において、既存の信号機の耐用年数や更

新費用を勘案しながら、必要性の高い場所を順

次選定して計画的に設置を進めておりますが、

平成30年度は15基を設置したところでありま

す。

欧米のラウンドアバウトは、○濵砂 守議員

パリ中心部の凱旋門があるシャルル・ド・ゴー

ル広場のような大規模なものから、田舎町の小

さな十字路まで、サイズや分岐の数はさまざま

のようであります。

ラウンドアバウトには信号機も一時停止線も

なく、交通の流れを見きわめながら合流するた

め、渋滞が軽減されるケースが多く、重大事故

のリスクは低いと言われております。

県内の信号機設置を要望している交差点にラ

ウンドアバウトを有効に活用できないか、県土

整備部長にお尋ねをいたします。

ラウンドア○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

バウトにつきましては、交差点に入る際の速度

低下や正面衝突がなくなることによる重大な交
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通事故の減少、停電時においても困難なく通行

が可能となるなどの長所があると言われており

ます。

一方、通常の交差点に比べ規模が大きくなる

ことや、横断歩行者が多い場合、スムーズな車

両の進入や流出ができなくなること、車両の停

止が認識しづらく、視覚障がい者の横断が難し

くなるなどの課題が報告されております。

このため、ラウンドアバウトの導入に際しま

しては、交通量を適切に把握した上で、信号機

設置と比較し、安全性や経済性等の観点から優

位性を評価するとともに、警察と密接に連携を

図りながら、利用者や地域住民の意見を踏ま

え、慎重に検討していく必要があると考えてお

ります。

ありがとうございました。○濵砂 守議員

以上で私の質問の全てを終わります（拍手）

次は、武田浩一議員。○山下博三副議長

〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ○武田浩一議員

んちは。串間市選出、自由民主党、武田浩一で

ございます。本日は、私の地元、串間市大束の

ほうから、たくさんの傍聴者の方が見えており

ます。まことにありがとうございます。

まずは、本年９月の佐賀県豪雨、本県の延岡

市の竜巻、10月の台風19号等を初め、本年も全

国各地で大きな被害が発生いたしました。お亡

くなりになった皆様に、お悔やみを申し上げま

すとともに、被害に遭われた皆様に心よりお見

舞いを申し上げます。また、一日も早い復興を

お祈りいたしております。

それでは、通告に従いまして、質問してまい

ります。

本年10月31日未明、沖縄県のシンボルであ

り、沖縄県民のルーツ・魂とも言える首里城が

焼失いたしました。我々日本国民にも大きな衝

撃が走りました。

知事は、11月20日に「首里城再建を県産材で

支援」と表明されました。第２次世界大戦終盤

に沖縄県上陸作戦がありました。宮崎県と鹿児

島県の県境、志布志湾上陸作戦の可能性も大い

にあったと聞いております。もし志布志湾に上

陸していれば、串間市民はもとより、日南市、

都城市、志布志市、曽於市等、どうなっていた

のか。また、沖縄県が長く米軍の占領下にあっ

たように、もしかすると九州全体が占領されて

いたのではと考えるとき、沖縄県民の皆様に心

から寄り添う、それが我々の務めではないかと

考えます。沖縄県首里城火災に対する知事の思

いを伺います。

次に、国連の関係団体である「持続可能な開

発ソリューション・ネットワーク」が発行す

る、「世界幸福度調査」によると、日本の幸福

度は世界58位であります。

そんな中、先月飛び込んでまいりましたのが

「都道府県『幸福度』ランキング2019」、我が

宮崎県が全国１位というニュースであります。

このランキングは、ブランド総合研究所がこと

し初めて行った、住民視点で地域の課題を明ら

かにする「地方版ＳＤＧｓ調査」によるもので

あります。インターネットにて実施、１万5,925

人から回答。

特に本県では、20代が全国１位、30代が２位

と、若い世代が全体を牽引したようでありま

す。若い世代が宮崎で暮らすことに幸福を感じ

られるということは、宮崎の未来は明るいと考

えます。ある意味、ここへ来て、知事２期８年

の成果があらわれたとも考えられますが、知事

の所見をお伺いいたします。

あとは質問者席にて行います。（拍手）〔降

壇〕
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〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、首里城の火災に対する思いについてで

あります。琉球王国の歴史や文化を今に伝えて

おりました首里城が、このたびの火災により、

多くを焼失いたしました。まずは、沖縄の皆様

に心からお見舞いを申し上げます。

首里城は、沖縄のシンボルであり、我が国が

誇る世界文化遺産であります。今回の焼失によ

り、沖縄県民のみならず、首里城に親しみを感

じていた多くの国民がショックを受け、深い悲

しみと喪失感を覚えたものと考えております。

フランスでもノートルダム大聖堂の火災などが

あったところであります。

このため、先般開催された全国知事会におき

まして、「首里城の早期復元の実現に関する緊

急決議」を行ったところであります。また、私

からも直接、玉城沖縄県知事に対しまして、過

去の首里城の復元に際し、本県からイヌマキや

杉材が使われたということもありますので、今

回の首里城再建に向けても、木材の供給につい

て協力する用意があるということを直接お伝え

したところであります。

本県と沖縄県は、戦時中における疎開の受け

入れを初め、人的・歴史的なつながりがありま

す。首里城の再建計画がまとまり次第、さまざ

まな団体と協力をしながら、できる限りの支援

に取り組んでまいりたいと考えております。

次に、幸福度ランキングについてでありま

す。

今回の都道府県ランキングは、地域の持続性

を高めるために、住民視点での現状把握とし

て、ブランド総合研究所が実施したものであり

ます。この中で本県が、幸福度で全国１位にな

りましたことは大変うれしく、また誇らしいこ

とであると考えております。

また、今回の結果は、総合計画に掲げており

ます、新しい「ゆたかさ」にも通ずるものであ

りまして、本県の価値や魅力、将来の目指すべ

き姿を考える上で参考になるものと考えており

ます。

これまでの２期８年の取り組みにより、交通

基盤の整備・充実、農業産出額や輸出額、１人

当たり県民所得の増加など、具体的な成果もあ

らわれてきていると考えておりますが、一方

で、暮らしの基本となる所得の向上、厳しい状

況にある中山間地域の維持・充実など、引き続

き取り組むべき課題は山積しております。

このため、これまで積み重ねてまいりました

経験や実績等を活用しながら、県民の皆様が、

この宮崎に住んでよかった、いつまでも住み続

けたい、そう実感できるような地域づくりに、

今後とも全力で取り組んでまいります。以上で

あります。〔降壇〕

ありがとうございます。しっ○武田浩一議員

かりと全力で取り組んでいただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

さて、地方創生とＳＤＧｓについて質問させ

ていただきます。

東京一極集中からの脱却として地方創生が叫

ばれ、はや５年が過ぎようとしておりますが、

本県の地方創生について、これまでの実績とそ

れに対する所感を知事に伺います。

本県では、平成27年に○知事（河野俊嗣君）

策定しました総合戦略に基づき、「しごとを興

す」「ひとを育てる」「まちを磨く」「資源を

呼び込む」という４本の柱を立てて、さまざま

な地方創生の取り組みを進めてきたところであ

ります。

この間、総人口は、約107万人と目標を下回っ

- 163 -



令和元年12月２日(月)

て推移しておりますが、合計特殊出生率は1.7台

となって、改善してきております。

また、課題でありました高校生の県内就職率

につきましても、４年連続で改善傾向にありま

すとともに、移住世帯数も順調に推移しており

ますほか、フードビジネスなどの成長産業の育

成を初め、交通インフラ整備も図られてきてお

り、全体としては一定の成果が出てきているも

のと考えております。

こうした流れをさらなる成果や県勢の発展に

つなげ、将来にわたって安心と希望あふれる宮

崎を築いていくことができますよう、今後とも

市町村や民間の皆様との連携を一層強化しなが

ら、地方創生の取り組みを進めてまいります。

ありがとうございます。○武田浩一議員

それでは次に、串間市は、再生エネルギー施

設を核とした産業観光を展開、交流人口の増加

に寄与し地域内の経済循環を促す。同時に環境

省による「自然環境保護と観光振興の両立を目

指すエコツーリズム推進地域」に指定されたこ

とから、「2019年度ＳＤＧｓ未来都市・自治体

ＳＤＧｓモデル事業」に応募するなど、積極的

な取り組みをしております。知事の所見をお伺

いいたします。

御指摘の事業は、ＳＤ○知事（河野俊嗣君）

Ｇｓの考え方に沿って、経済・社会・環境の３

つの側面について、持続可能な地域づくりを統

合的に進めるものであります。

串間市の取り組みにおかれましては、木質バ

イオマスや風力などの再生可能エネルギー施設

とエコツーリズムとを融合した、新たな観光の

展開を図るとともに、人材の育成や雇用の拡

大、環境意識の向上などを目指すプロジェクト

と伺っております。

このプロジェクトは、地域の特性や資源を生

かし、交流人口の拡大や環境教育の推進、さら

には将来を担う人材の育成など、持続可能な地

域づくりを進めようとする大変意欲的なもので

あると考えておりまして、今後の取り組みに大

いに期待したいと考えております。

ありがとうございます。○武田浩一議員

串間市の今後の発展に期待をしていただきた

いと思いますし、また、ぜひ県のほうでも御尽

力をお願いしたいと思います。

次に、今後、宮崎県の地方創生を進めるに当

たり、知事は、ＳＤＧｓやＳｏｃｉｅｔｙ 5.0

などの新たな時代の流れをどのように考えてお

られるのか、お伺いいたします。

ＳＤＧｓやＳｏｃｉｅ○知事（河野俊嗣君）

ｔｙ 5.0の実現は、国の次期総合戦略の見直し

における新たな視点として示されているところ

であります。県としても、さまざまな施策を進

める上で、大変重要な視点であると考えており

ます。

このため、県総合計画において、これらを時

代の潮流に位置づけるとともに、アクションプ

ランにつきましては、ＳＤＧｓの理念である持

続可能な社会づくりを重要テーマの一つとしま

して、５つの重点施策を取りまとめたところで

あります。

また、Ｓｏｃｉｅｔｙ 5.0につきましては、

ＡＩやＩoＴなどの技術を活用し、人材不足に直

面する各産業分野の持続可能性を高めるととも

に、中山間地域の暮らしの維持にも重要な役割

を果たすことが期待されると考えておりまし

て、今後、その実現に向けて積極的に取り組ん

でまいりたいと考えております。

私は、宮崎県が今後生き残○武田浩一議員

り、知事の言われる「未来を築く新しい「ゆた

かさ」への挑戦」をなすためには、仕事・教育
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・医療福祉が重要であり、住民一人一人が地域

に誇りを持ち、お互いさまの精神で助け合うこ

とが、持続可能な地域をつくると考えます。

以下の質問にも常に、地方創生、ＳＤＧｓ、

Ｓｏｃｉｅｔｙ 5.0を念頭に質問してまいりま

すので、よろしくお願いいたします。

本日の本番に入ります。農政について。串間

市を中心とした南那珂地域におけるカンショの

病害について、質問いたします。

かんしょ茎・根腐敗症の南那珂地域における

発生状況について、農政水産部長にお伺いいた

します。

南那珂地域に○農政水産部長（坊薗正恒君）

おける、かんしょ茎・根腐敗症は、本年は５月

に発生が確認され、６月には、茎・根腐敗症の

一つで、新たな病害であるサツマイモ基腐病も

確認されたところであります。

その後、９月以降、集中的な降雨や台風の影

響等により急速に拡大し、10月末時点の調査で

は、南那珂地域の栽培面積約750ヘクタールの約

４割で発生している状況でございます。

本年２月の一般質問、９月の○武田浩一議員

代表質問で外山議員からも質問させていただき

ました。本来であれば、昨年度のうちにしっか

りとした対策を打つべきだったと私も思ってお

ります。農家の皆様には本当に御迷惑をかけた

ところでありますが、そんな中で発生が確認さ

れた、サツマイモ基腐病対策の取り組み状況と

今後の対策について、農政水産部長にお伺いい

たします。

サツマイモ基○農政水産部長（坊薗正恒君）

腐病の対策につきましては、４つの基本的な対

策、具体的に言いますと、来年産の発生源とな

る収穫後の残渣の処理、健全な苗や種芋の使

用、圃場の消毒と排水性の改善、植えつけ前の

苗の消毒の取り組みが重要でありまして、関係

市町村やＪＡ、酒造組合等と連携し、周知・徹

底を図っているところであります。

現在、対策のポイントである残渣の持ち出し

や分解促進について、地域が一丸となって取り

組んでおり、また、来作に向けては、今議会で

お願いしております県単事業「サツマイモ基腐

病緊急対策推進事業」や、緊急的に措置された

国の支援事業の活用によりまして、今後、地元

自治体等とも連携し、対策にしっかり取り組

み、安心して作付できる産地づくりを進めてま

いります。

また、中長期的には、農薬登録の拡大や抵抗

性品種の育成に向けて、国との共同研究を進

め、効果的な防除体系の構築も図ってまいりた

いと考えております。

発生状況と今後の対策につい○武田浩一議員

ては、ある程度理解しましたが、地域の農家の

方々に伺うと、「この状況では離農するしかな

い」、また、「農業関連で投資した借入金の返

済に苦慮している」などお聞きいたします。

そこで、危機的状況であるカンショ農家の

方々に寄り添うような営農相談体制が必要であ

ると考えますが、どのように対応していくの

か、農政水産部長にお伺いいたします。

今回のかん○農政水産部長（坊薗正恒君）

しょ茎・根腐敗症の発生によりまして、特に被

害が著しい南那珂地域を中心に、収量の減少等

による農家所得の低下が見込まれておりますこ

とから、生産農家に対し、営農全般にわたるき

め細かな支援が大変重要になると考えておりま

す。

このため現在、農業改良普及センターを窓口

として、営農相談等に対応しておりますが、そ

れに加えまして、市やＪＡと連携した個別の巡
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回や面談等を通じ、農家のもとに直接出向いて

営農相談に応じる取り組みも進めてまいりたい

と考えております。

今後とも、被害農家にしっかりと寄り添いな

がら、関係機関・団体と一丸となり、農家が希

望を持って営農に取り組めるよう、支援してま

いりたいと考えております。

私は市議、県議になりまし○武田浩一議員

て10年たとうとしているんですが、一般のとき

には、市役所とか、県庁とか、行政というとこ

ろはなかなか行きづらいものです。

今、答弁にありましたように、こういう準備

がしてあるから来てくださいよと。こういう準

備があるからどうぞではなくて、やはり現場に

足を運んでいただいて、もちろん地元の市役所

と農政サイドも南那珂等に行っていただいて、

本当に現場の声を聞いていただきたい。

家族のある農家の方は、どうしても全部自分

で抱えてしまうところがある。これは農家だけ

じゃなくて、一般の方もそうだと思うんです

が、状況が悪くなればなるほど、自分で抱え込

んでしまうところがありますので、そこをどう

か行政の方々に、手を差し伸べていただきたい

と思っております。

対話と現場主義です。先日は、知事、農政水

産部長初め、多くの皆様が串間に来ていただき

ました。意見交換、現地視察をしていただきあ

りがとうございました。

そこで知事に、視察の感想とこれからの対策

への意気込みについて、お伺いいたします。

先日、串間市において○知事（河野俊嗣君）

発生圃場を視察しまして、被害を受けた産地の

状況を目の当たりにしますとともに、産地の皆

様の声を直接伺いまして、改めて、サツマイモ

基腐病の深刻さと生産者の皆様の不安を受けと

めたところであります。

何といってもカンショは、この地域の基幹作

物であり、また一つ、シンボルのようなもので

あり、地域の皆様が受けられたショック、また

将来への不安というものはいかばかりかと思わ

れます。

今回の病気につきましては、産地全体を巻き

込む大きな災害となったわけでありますが、担

い手の減少・高齢化や輪作など、農地の高度利

用に向けた作物の選定など、さまざまな課題が

浮き彫りになり、地域全体で共有されたものと

感じております。

口蹄疫のときもそうでありましたが、ああい

う大変な災害の中で、これまでさまざまな課題

というものが浮き上がってきて、それで抜本的

な対策を打ち、今の畜産につながっているわけ

でありまして、この大変なピンチの状況を、何

とか将来への展望に結びつけてまいりたい、そ

ういう思いであります。

全国有数のカンショ産地であります南那珂地

域の一日も早い復興に向けて、まずは、現在取

り組んでいる対策の着実な実行を推進してまい

ります。

また、本県カンショは、輸出を牽引し、焼酎

産業を支える重要な品目でありますので、さら

なる振興へ向けて、関係者一体となって取り組

んでまいります。

ぜひ、今の知事の思いを来年○武田浩一議員

度予算にも反映させていただきたいと思います

ので、よろしくお願いしておきます。

今回、串間市が5,600万円の大型補正、また、

県が健全な苗や種芋への更新等に要する経費の

補助として3,341万6,000円の予算を計上されて

おります。

また、知事、農政水産部長の国への要望活動
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により、約１億8,500万円の国の支援も決まって

おります。国、県、市の関係者の皆様に心より

感謝申し上げます。来年に向け、これからが大

切であります。

11月14日、15日に行われました天皇陛下の即

位継承祭祀「大嘗祭」において、本県から７品

目の農産物が送られました。その中にＪＡ串間

市大束から「温室きんかん」「ヤマダイかん

しょ」の２品目がありました。

本県の重要な品目であるカンショの産地・串

間市が、将来にわたり発展するためには、今回

の茎・根腐敗症、サツマイモ基腐病の発生拡大

は、産地農家にとって危機的状況であります

が、これを一つの契機とし、病害虫防除の省力

化に寄与するブームスプレーヤ等の導入など、

ハード面での整備はもとより、50年を超えるカ

ンショ生産の歴史と、これまでに培ってきた人

材や技術、設備など、産地の資源・力を生か

し、農地の集積による営農の効率化や地域内連

携の強化など、産地の構造改革が必要ではない

かと考えております。

本県においても、カンショのさらなる振興に

向けた一層の支援について、強くお願いを申し

上げます。

次に、教育行政についてお伺いいたします。

高等学校教育整備計画（後期実施計画）の主

な内容について、教育長にお伺いいたします。

高等学校教育整備計○教育長（日隈俊郎君）

画（後期実施計画）は、今年度から令和４年度

までの本県高校教育の目指す姿を示していると

ころでありまして、「魅力と活力ある宮崎の高

等学校教育の創造」をスローガンに、地域と学

校をつなぐ仕組みでありますコミュニティ・ス

クール制度の導入や、それぞれの高校が教育実

践の情報を共有し合う連携体制の整備などに取

り組んでいるところであります。

また、後期実施計画期間における再編整備の

基本的な考え方として、「１学年４学級以下の

高等学校を対象とした新たな統廃合の予定はな

い」としているところであります。

ありがとうございます。○武田浩一議員

ただいま、令和４年までは１学年４学級以下

の高等学校を対象とした新たな統廃合の予定は

ないと再確認し、地域住民の皆様とともに安堵

しておりますが、県教育委員会では、次期教育

整備計画の検討がなされております。検討状況

について、教育長にお伺いいたします。

次期教育整備計画の○教育長（日隈俊郎君）

検討につきましては、現在、宮崎県学校教育計

画懇話会を設置しまして、「新しい時代の県立

高等学校の在り方」をテーマに、幅広い御意見

をいただいているところであります。

この懇話会は、12名の有識者等で構成され、

これまで２回開催しております。また、北部、

中部、南部の３地区において、それぞれ９名で

構成する地区別懇話会を開催しておりまして、

地域の実情についての意見の聴取に努めており

ます。

今後は、来年度中に、各地域からの意見も踏

まえた提言をいただきまして、その提言を反映

させる形で、新しい時代に向けた教育整備計画

を検討してまいりたいと考えております。

地方の時代であります。地方○武田浩一議員

創生があり、ＳＤＧｓが叫ばれる中、今後の高

等学校のあり方について、県教育委員会の考え

を教育長にお伺いいたします。

これからの高等学校○教育長（日隈俊郎君）

は、地方創生やＳＤＧｓ社会の実現に向け、経

済、社会、環境など、さまざまな課題解決に対

応できる資質・能力を、生徒にしっかりと身に
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つけさせなければならないと考えております。

そのためには、地域住民とともに、地域課題

や将来への展望等を認識・共有しながら、「地

域とともにある学校づくり」を展開することが

大切でありまして、その中で、生徒がみずから

地域の課題を見出し、よりよい地域づくりに向

けた活動を行うなどの取り組みを、より一層推

進してまいりたいと考えております。

ありがとうございます。○武田浩一議員

私は、後期実施計画、特に地域と学校をつな

ぐ仕組みであるコミュニティ・スクール制度の

導入等高く評価しております。もちろん教育整

備計画は、生徒の皆さんの生活、学習環境を整

えることが最優先であり、決して財政の状況

や、単に生徒数基準による統廃合ありきではな

らないと考えます。

地方創生やＳＤＧｓも念頭に地域住民ととも

に、地域とともにある学校づくりに取り組んで

いきながら、次期教育整備計画を進めていただ

きたいと、強く要望いたします。

次に、公立病院編成についてお伺いいたしま

す。

今議会で岩切議員、田口議員、本日の髙橋議

員の質問で、再編統合対象病院のほうは理解い

たしましたので、割愛いたします。

地方創生、持続可能なまちづくりを進める上

で、地域医療は、住民にとって大きな関心事で

あります。地域医療構想を今後どのように進め

ていくのか、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

地域医療構想○福祉保健部長（渡辺善敬君）

につきましては、現在、各地域の調整会議にお

いて、昨年度、各医療機関が策定した将来方針

をもとに、2025年に向けた医療提供体制を構築

していくための具体的な協議が進められており

ます。

そのような中、今回、国が９月に将来方針の

再検証を要請する病院名を公表し、本県では、

７病院が対象とされたところであります。７病

院につきましては、今後、調整会議の場で再検

証の協議が行われる予定となっております。

県としましては、各医療機関や地域の意向を

十分に尊重しつつ、昨年度設置した医師２名の

地域医療構想アドバイザーからも技術的な助言

を得ながら、再編統合ありきではなく、中山間

地域における公立病院の役割の大きさなど、そ

れぞれの地域の実情を踏まえた、調整会議にお

ける議論の促進を図ってまいりたいと考えてお

ります。

今議会でも答弁いただきまし○武田浩一議員

たように、再編ありきではなく、中山間地域に

おける公立病院の役割、実情を踏まえた上で、

地域医療構想を進めるためには医師確保も必要

であると考えますが、どのように取り組まれる

のか、知事にお伺いいたします。

これも重要な課題であ○知事（河野俊嗣君）

りまして、県では、平成30年７月の医療法の一

部改正を踏まえ、今年度末までに第７次宮崎県

医療計画の一部を改定しまして、医師の確保の

方針、確保すべき医師の数の目標、目標の達成

に向けた施策、この３つを内容とする医師確保

計画を新たに盛り込むこととしております。

地域医療構想との整合性を確保しながら、こ

の医師確保計画に基づきまして、宮崎大学医学

部におきます地域枠等の継続的な設置により、

県全体の医師の増加を図ってまいります。ま

た、新たに策定します医師のキャリア形成プロ

グラムに基づきまして、地域枠等医師の派遣調

整等を行うことを通じて、地域偏在の是正を図

ることとしております。
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今後とも、宮崎大学医学部、県医師会、市町

村及び関係医療機関と密接に連携しながら、医

師の養成・確保に向けて、積極的に取り組んで

まいります。

ありがとうございます。○武田浩一議員

地方創生、ＳＤＧｓ、住みなれた地域で持続

可能な生活をしていくためには、やはり仕事、

特に宮崎県では１次産業、農林水産業です。そ

して教育、全国どこにいても同じ教育が受けら

れる環境。そして医療・福祉であります。

先日、医師会の役員の皆様と意見交換をする

機会がありました。その中で、「着実に医師数

は皆様の努力によってふえている。しかし、65

歳以上の医師の割合が大変高い。10年後の医師

が、宮崎県の医療が心配される」ということを

お聞きいたしました。

いつも医師不足、医師不足と言われますが、

実は、大学を出て、残りたい若い先生が相当数

いらっしゃる。しかし、「しっかりとした受け

入れ先が不足しているのではないか」という御

意見がありました。今は、大学病院から県内の

公立病院に医師を送っていただいております

が、大学病院の採用にも限界があります。

そこで、「県教育委員会のように、宮崎県が

医師を採用し、期間を決めて県内各地の公立病

院へ赴任させる。また、５年、10年のスパンで

中央で最新の医療技術を学べるようにすればど

うだろうか」という御意見をいただきました。

各自治体で医師を確保するのも大変苦労され

ております。どうか検討していただくよう要望

いたしておきます。

次に、ＵＩＪターンについて質問いたしま

す。

私は、ＵＩＪターンによる若者の移住は、地

方創生ＳＤＧｓ推進の肝であると考えますが、

ＵＩＪターン推進の取り組みと現状について、

総合政策部長にお伺いいたします。

県では、東○総合政策部長（渡邊浩司君）

京、大阪、福岡、宮崎に移住相談のための窓口

を設置するとともに、相談会等を実施いたしま

して、住まいや仕事等の具体的な相談対応や効

果的な情報発信に努めているところでありま

す。今年度、22の市町村が参加いたしました東

京・大阪の移住相談会におきましては、30歳代

以下の若い世代を中心に、合計152組、280名の

参加がありました。

また、市町村が実施する空き家バンクの運営

や移住サポーター設置等の取り組みに対する支

援を行うことにより、受け入れ体制の整備を進

めているところであります。

さらに、ことし９月のワールドサーフィン

ゲームスの際には、観戦に訪れた方々とサー

フィン移住者との交流会を開催いたしましたけ

れども、予想を超える参加がありまして、うち

３名の方から、本県への移住を決めたといった

御報告を受けたところでございます。

宮崎県は、全国でも若い移住○武田浩一議員

者の方に人気のある県のようであります。県、

市町村が主催する移住相談会以外に、実際に県

内に住まわれている移住者の方からの情報で

入っている方も多数いらっしゃるとお聞きして

おります。串間市でも市木のほうでは、小学生

の半分以上の子供たちが、移住者の方々の子供

さんであるとお聞きしております。

移住者の皆様の活躍は、地域の活性化に資す

ると考えますが、本県における若い世代の移住

者の活躍事例を、総合政策部長にお伺いいたし

ます。

移住者がそれ○総合政策部長（渡邊浩司君）

ぞれの地域で活躍しておられる事例といたしま
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しては、例えば北諸県地域では、夫婦で地域お

こし協力隊として移住をされ、外部から見た集

落の魅力に焦点を当てたパンフレットの作成

や、地元産品を使った食育活動・情報発信等を

行いながら、伝統芸能の保存活動にも積極的に

参加されるなど、地域の中心となって活躍して

おられる方がいらっしゃいます。

また、南那珂地域では、移住してイチゴ農園

を始めた方が、都市部から大学生を受け入れま

して農業体験を実施し、参加者の中から新たな

就農移住者が生まれている事例がございます。

さらに西臼杵地域では、ＮＰＯ法人を立ち上

げ、地域や特産品の情報発信をしながら、町議

会議員として地域振興に力を入れておられる方

もいらっしゃいます。

子供たちを産み育てる若い世○武田浩一議員

代に一生懸命、県、市町村が予算をつけて頑

張っているところですが、やはり今、予算をつ

けたことが 生まれてくる子たちからすれ―

ば20年後になります。人口減少対策には、20年

後といいましても間に合いませんので、やはり

若い移住者の方々の力が必要になってくると考

えております。

県が持続可能な地域づくりを進めていく中

で、若者を地域に引きつけ、移住に結びつける

施策について、今後どのように取り組んでいか

れるのか、知事にお伺いいたします。

都市部から若者のＵＩ○知事（河野俊嗣君）

Ｊターンを促進することは、人口減少対策や担

い手対策に加えて、外からの新しい風、刺激を

与えるといった意味で、地域活力の維持・増進

を図る上で大変重要であると考えております。

ことし９月には、私のほうで、地域おこし協

力隊として活躍されている都市部からの移住

者10名と意見交換を行ったところであります。

参加者からは、宮崎の魅力について、さまざ

まな評価をいただくとともに、「いきなり移住

を前提に話をスタートするのではなく、宮崎の

よいところを見てもらえば移住につながるので

はないか」、さらには「移住に向けたサポート

体制について工夫すべきではないか」など、い

ろんな意見をいただいたところであります。

こういった意見は、私の思いとも一致すると

ころでありまして、今年度は、サーフィンの聖

地であります本県のサーフィン環境のＰＲや、

都市部の若者に本県の暮らしや仕事を体感して

いただく「ふるさとワーキングホリデー事業」

を実施しているところであります。また、多く

の若者が利用しておりますユーチューブを活用

して、宮崎の魅力や暮らしのよさを広く発信す

ることとしております。

今後とも、こうした移住者の生の声も生かし

ながら、市町村等と連携をして、若者を引きつ

ける取り組みを進め、移住の促進と活力ある地

域づくりに取り組んでまいります。

ありがとうございます。○武田浩一議員

本年、私は、人口減少・地域活性化対策特別

委員会で、県内、また県外を調査してまいりま

した。県内外の人口減少・高齢化率の高い地域

において、多くの若者が、新しい価値観やライ

フスタイルを持ちながら地域の高齢者の方々に

愛され、また頼りにされながら、ともに活動す

る姿を見てまいりました。

その中で言われていたことがあります。それ

は、「人口減少の著しい地域においては、何を

やるにしても、やはり65歳以上の方々を巻き込

まないとだめだ」ということです。「幾ら若い

世代が突っ走っていろいろやるにしても、結局

は地域の方々の協力がなくては社会は動いてい

かない」ということを聞きました。まさに、多
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様性の中で、それぞれの地域が新しい幸福、新

しい豊かさを求めていると感じました。

先ほどから申していますように、私は、地方

の時代が来ると。地方の時代にならないと、日

本がだめになるし、世界がだめになると思って

おります。一緒に頑張っていきたいと思います

ので、よろしくお願いしておきます。

次に、県内での経済循環についてお伺いいた

します。

本県の県際収支の現状について、総合政策部

長にお伺いいたします。

「宮崎県県民○総合政策部長（渡邊浩司君）

経済計算」の最新データであります平成28年度

の推計結果によりますと、本県の県際収支は、

約4,200億円の赤字となっております。

業種別で見ますと、県内では生産が難しい石

油・石炭製品や情報通信業、自動車等の輸送用

機械などで大きくマイナスとなっている一方、

電子部品や農林水産業、食料品製造業などにつ

きましては、プラスとなっている状況でありま

す。

4,200億円の赤字なんですね。○武田浩一議員

説明をいろいろ受けたんですが、やはり宮崎県

には豊かな農産物があって、１次産業の分につ

いては大きく移出が上回っていると。しかしな

がら、自動車であるとか、医薬品であるとか、

県内で製造されるものがないということで、な

かなか大変だと思いますが、ここを１％でも５

％でも10％でも改善していくことが、県内の経

済循環につながって、宮崎県の発展に寄与する

と思いますので、よろしくお願いしておきま

す。

そこで、私、「宮崎を知ろう！100万泊県民運

動」は、すばらしい推進運動だと思っておりま

す。県議になる前は、何となく100万泊県民運動

というのを聞いていたような気がするんです

が、やはりここ数年、地方創生であるとか、人

口減少社会であるとかというところを勉強する

に当たって、一緒にしていくに当たって、これ

は本当にいい取り組みではないかと思っており

ます。

その実績について、総合政策部長にお伺いを

いたします。

観光庁が実施○総合政策部長（渡邊浩司君）

している宿泊旅行統計調査によりますと、県内

のホテル・旅館などに宿泊された県民の数につ

きましては、最新の平成30年１月から12月まで

の期間で、延べ102万5,860人となっており、平

成27年以降、４年連続で100万人を超えておりま

す。

４年連続で100万人を超えてい○武田浩一議員

るということで、この運動は成功していると言

えるんですが、次の目標を、ぜひ上方修正して

立てていただきたいなと。

県議になりまして、この２年、県北、県西、

県央、南那珂は地元ですので大体わかるんです

が、本当に、いろいろな人と知り合ったり、い

ろいろな場所を見たり、いや、宮崎県の中でも

こんなにいろいろなものがあるんだなと。こう

やって宮崎県の中で、外から人を連れてくるの

もいいですけど、まずは宮崎県民が、同じ県内

の美しい景色を見たり、優しい人々と出会った

り、おいしいものを食べたりする運動は、僕は

最高の地産地消であると思いますので、よろし

くお願いをしておきます。

次に、ひなたカードの取り組みを、この県内

での循環に組み合わせると、今後、宮崎県の発

展に大きく寄与すると考えますが、現状と今後

の展開について、商工観光労働部長にお伺いい

たします。

- 171 -



令和元年12月２日(月)

ひなた○商工観光労働部長（井手義哉君）

カードは、みやざき物産館や道の駅など、県

内31の観光施設等で使える本県独自のポイント

カードでありまして、会員に対し、定期的な観

光情報等の発信や、会員限定のキャンペーン等

を実施するとともに、カードの利用状況やアン

ケート結果を加盟店舗へ提供することで、各店

舗の販売戦略に活用いただいているところであ

ります。

今年度は、ＮＥＸＣＯ西日本と連携したキャ

ンペーンや地域イベントでのＰＲなど、入会促

進に取り組んだ結果、会員数は、10月末時点で

約6,800名となり、昨年度末から約1,000名増加

しております。

今後とも、こうした取り組みを市町村等と連

携して実施することで、宮崎ファンの拡大やリ

ピーターの獲得を図り、観光誘客による地域経

済の活性化につなげてまいりたいと考えており

ます。

ありがとうございます。○武田浩一議員

今、実績を紹介いただきましたが、僕は大変

少ないと思います。本当にこれをうまく活用し

ていけば 今、私も一応、ひなたカードを―

持っておりますが、県の職員さんは何％持って

いるんでしょうか。それと、県内の市町村の職

員さん、どうでしょうか。やはりそのあたりの

ＰＲがちょっと足りないんじゃないかなと。

串間で使おうと思っても、使うところもあり

ませんので、ポイントがたまりません。これは

今、サーフィンであるとか、ゴルフであると

か、来られている方、宮崎のファンをつくるの

に、僕は最高のツールだと思っています。これ

を、宮崎に何回来た、何泊した、どこどこを

回ったという回数で、県外の方を表彰したり、

県民の方を表彰したり、これがゴールドカード

になったりすると、余りお金をかけずに取り組

めることじゃないかなと思っておりますので、

これを起爆剤にしていただきたいなと。県民100

万泊と一緒にセットにして広げていっていただ

きたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。

私は、本県を一つの国と見立てたとき、県際

収支の改善は重要であり、域内での経済を循環

させる努力が必要であると考えます。

その中で、県が取り組んでいる「100万泊県民

運動」や「ひなたカード」など、もっと推進し

ていくべきであります。県内の経済循環をどの

ように促進されていくのか、知事にお伺いいた

します。

本県の置かれた状況を○知事（河野俊嗣君）

考えますと、外貨を稼ぐ、これも非常に重要な

ことでありますが、その上で県民の皆様が、県

内で生み出された農林水産物を購入したり、県

産品を使用すること、さらには、県内の宿泊施

設をみずから利用することなど、広い意味での

地産地消を推進していくこと、これは県内の経

済循環を促進していく上で大変重要なことであ

ると考えております。

このため本県では、官民20団体が一体となっ

て、「みやざき元気！地産地消県民運動」など

を展開しておりますほか、県におきましても、

建設工事や委託業務などにおいて、県内発注率

の向上に向けた実施方針を定めて取り組んでい

るところであります。

地産地消というと、どうしても物を買う・使

う、そっちのほうに意識が行きがちであります

が、より広い意味で取り組んでいるところであ

ります。例えば、県内各地で行われているイベ

ントやお祭りに参加すること 私も今、串間―

市の一連のお尋ねの中で、ビーチバレーに参加
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したこと等を思い出しておるわけでありますが

そのときに飲食だとか宿泊効果が生まれ―

る。そして出会いが生まれる。いろんな広がり

が生まれる。そのことが広い意味での地産地

消、経済循環に結びついていくと考えておりま

すので、今後とも、県民一人一人が地産地消の

意義を理解し、行動してもらえますよう、官民

を挙げて、広い意味での地産地消の一層の浸透

を図ってまいりたいと考えております。

地方創生、私たちが住みなれ○武田浩一議員

たふるさとで持続的に生活していく上で、知事

の言われる広い意味での地産地消は必要であ

り、答弁にもありました、県際収支が10％改善

すれば、420億円というお金が県内で回ります。

この県内経済循環を県民一人一人が意識すれ

ば、新しい「ゆたかさ」の宮崎がつくれると信

じているものであります。ともに頑張ってまい

りますので、よろしくお願いしておきます。

次に、国道448号についてお伺いいたします。

448号は、「文化猿の生息する幸島」「国の天

然記念物の指定を受けている野生馬の都井岬」

へ通ずる観光の道路であり、海外クルーズ船が

寄港する油津港へのアクセス道路の役割も担っ

ております。

また、地域住民にとっては、日常生活や通勤

・通学・緊急医療搬送の重要な道路でありま

す。平成29年６月から通行どめになっている藤

地区から舳地区について、平成30年３月に、ト

ンネルを含むバイパスによる災害関連事業とし

て採択されました。このトンネル工事の進捗状

況について、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

藤地区で施○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

工中のトンネルにつきましては、岩盤の強度を

推定するため、地質調査などを行い、これに基

づく工法を選定した上で、２工区に分割し、串

間市側と日南市側の両側から掘り進めておりま

す。

先月末時点で、延長約880メートルのうち、２

工区合わせて約330メートルの掘削が完了してお

りますが、実際に掘削を行ったところ、地下水

の影響などで岩盤の風化が進み、亀裂も多いな

ど、当初想定した地質よりも非常にもろい状態

となっており、掘削面の崩壊も発生しておりま

す。

このため、掘削面の安定を図ることを目的

に、鋼管を打ち込む工事を追加するなど、慎重

に掘削を進めているところであります。

非常に厳しい現場条件となっておりますが、

安全を確保しながら、一日も早い完成に向け

て、全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。

ありがとうございます。○武田浩一議員

本当に、この藤―舳地区間は命の道でありま

す。生活されている方には、本当に日常の道で

あって、これが通らないと この前も早急に―

来ていただきましたけど、舳―南郷間が前回、

台風で崩れまして、そのときも素早い対応に、

地元の方々からは県土整備部に対して、ありが

たかったというお言葉もいただいておりますの

で、一日も早いトンネル、バイパス開通を祈っ

ております。よろしくお願い申し上げます。

次に、本年３月29日に串間市都井岬灯台、日

南市鞍埼灯台、日向市の細島灯台の３基が、九

州で初めて国の登録有形文化財に指定されたこ

とは、皆様御承知のとおりであります。国指定

・登録は、平成31年４月１日時点で全国19灯台

であり、全国で上れる灯台16基のうち、登録有

形文化財とダブっているのは６基であります。

その１つが、串間市の都井岬灯台であります。
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宮崎の新しい観光資源として活用すべきである

と考えますが、商工観光労働部長にお伺いいた

します。

御質問に○商工観光労働部長（井手義哉君）

ありましたように、本県では、ことし３月に都

井岬、細島、鞍埼の３基が、灯台としては九州

で初めて国の登録有形文化財に指定され、中で

も都井岬灯台は、九州で唯一、内部を常時公開

する灯台でありまして、周辺の景観と調和した

魅力的な観光施設でもあります。

また、細島・鞍埼灯台においても、国文化財

の指定を契機に、灯台内部の特別公開や散策ツ

アーが開催されるなど、施設管理者と地域の連

携した取り組みが進められております。

国においても、インフラ施設を活用したイン

フラツーリズムを推進しており、これらの灯台

も、そのすぐれた技術力や歴史的価値を感じる

ことができる魅力的な観光資源でありますの

で、市町村等と連携し、周辺観光地などと組み

合わせて、その魅力を発信してまいりたいと考

えております。

ありがとうございます。○武田浩一議員

我が串間市の都井岬は、全国有数の観光地で

あると僕は思っています。しかしながら、ここ

最近は低迷しておりますので、ぜひ、これを一

つの起爆剤としたいなと。私たちは小さいころ

から、都井岬の灯台には親しんでおります。遠

足で行ったり、あそこで絵を描いたりした記憶

があります。

県内においても、ダムまた旭化成の工場等の

インフラ施設を活用したインフラツーリズム、

これをいろんな形で推進していただきたいな

と。灯台自体が国の敷地内でありますので、県

単独、また市町村単独ではなかなか難しいとこ

ろがあると思いますが、やはり国、県、各市町

村で連携をとっていただきたいと思っておりま

すので、よろしくお願いしておきます。

次に、水難事故防止対策についてお伺いいた

します。

スポーツランド宮崎づくりを推進してきた本

県は、多くのプロ・アマのスポーツチームの合

宿・キャンプ地として利用されております。近

年は国際大会も開かれ、全国屈指のサーフス

ポットとして有名になり、サーフィンのために

移住されるケースもあります。

宮崎県において過去10年間（平成20年から平

成30年）のサーフィンの事故統計（宮崎海上保

安部）を見ますと、発生件数34件、死者・行方

不明者５名でありました。ところが、本年は、

発生件数９件、死者・行方不明者７名（11月８

日現在）と、大きく増加いたしております。

国際大会を初め、サーフィンによる誘客が進

められる中、サーフィン中の事故が急増してお

りますが、県として事故防止にどのように取り

組んでいるのか、商工観光労働部長にお伺いい

たします。

本県では○商工観光労働部長（井手義哉君）

９月にワールドサーフィンゲームスが行われた

ところでありますけれども、その成果を生か

し、今後さらにサーフィンを活用した誘客を進

めていくためには、安全対策にもしっかりと取

り組んでいくことが重要であると考えておりま

す。

このため、県サーフィン連盟に協力いただ

き、県の観光情報サイト「旬ナビ」に、サー

フィンをする上で注意すべき点を新たに掲載

し、注意喚起を図っております。

また、今月開催予定の市町村や観光協会担当

者との会議の場において、事故防止に向けた方

策や、サーフショップとの連携等、安全対策に
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ついて情報共有を行うこととしており、市町村

や関係団体等と連携して、サーファー等への注

意喚起に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

日向市等では、サーフィン関○武田浩一議員

連の皆さんと一緒に事故を防ごうということ

で、官民で会議を開いたという情報も新聞に出

ておりましたし、この前、日高博之議員が、

「海を安全に楽しむためのお願いです」という

パンフレットをサーファーの皆さんに砂浜で

配ったと言っていらっしゃいますので、しっか

りと取り組んでいただきたいなと。やはりサー

フィンの事故が多いとなると、せっかくサー

フィンの地・宮崎で売り出しておりますので、

よろしくお願い申し上げます。

次に、このような中、沖縄県では、県警が主

体となって、沖縄県水難事故防止推進協議会が

設置されております。同じような協議会を設置

し、サーファー及び地域住民の安心を守るべき

だと思いますが、県警本部長にお伺いいたしま

す。

県警といたしま○警察本部長（阿部文彦君）

しては、従来から、宮崎市などの自治体が設置

した水難事故防止目的の協議会に参加し、水難

事故防止に関する情報発信活動等に取り組んで

いるところであります。

そのため、県警主体での水難事故防止協議会

の設置予定はありませんが、議員の御質問の趣

旨を踏まえながら、今後も自治体や関係機関と

連携し、水難事故防止の広報啓発活動等に努め

てまいりたいと考えております。

よろしくお願いします。○武田浩一議員

最後に、江戸末期に600を超える村々を貧窮か

ら救ったと言われる二宮尊徳翁の教えを端的に

表現した言葉の一つに、「積小為大」がありま

す。

「例えば、百万石の米といっても粒が大きい

わけではない。一万町歩の田を耕すのも、一く

わずつの手わざでできる。千里の道も一歩ずつ

歩いていくものだ。この道理をはっきりわきま

えて、精を出して、小さなことを勤めてゆけ

ば、大きなことは必ずできあがる。小さなこと

をいい加減にする者は大きなことは決してでき

ぬものだ」。私は、地方創生、まちづくりと

は、このようなものであると今、実感しており

ます。今後とも、ふるさと宮崎、地域のために

一歩一歩、皆様とともに努力してまいりますこ

とをお誓い申し上げまして、本日の質問を全て

終わります。ありがとうございました。（拍

手）

以上で本日の質問は終わり○山下博三副議長

ました。

あすの本会議は、午前10時から、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時47分散会

令和元年12月２日(月)
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令 和 元 年 1 2 月 ３ 日 （ 火 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（39名）

（ ）１番 日 髙 利 夫 東諸の未来を考える会

（ ）２番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）３番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）４番 来 住 一 人

（ ）５番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）６番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）７番 山 下 寿 同

（ ）８番 窪 薗 辰 也 同

（ ）９番 脇 谷 のりこ 同

（ ）10番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）11番 安 田 厚 生 同

（ ）12番 内 田 理 佐 同

（ ）13番 丸 山 裕次郎 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）16番 前屋敷 恵 美

（ ）17番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）18番 髙 橋 透 同

（ ）19番 中 野 一 則 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 横 田 照 夫 同

（ ）21番 濵 砂 守 同

（ ）22番 西 村 賢 同

（ ）23番 外 山 衛 同

（ ）24番 日 高 博 之 同

（ ）25番 野 﨑 幸 士 同

（ ）26番 日 髙 陽 一 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 二 見 康 之 同

（ ）34番 原 正 三 同蓬

（ ）35番 右 松 隆 央 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 井 本 英 雄 同

（ ）38番 徳 重 忠 夫 同

（ ）39番 山 下 博 三 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏

副 知 事 鎌 原 宜 文

総 合 政 策 部 長 渡 邊 浩 司

総 務 部 長 武 田 宗 仁

危 機 管 理 統 括 監 藪 田 亨

福 祉 保 健 部 長 渡 辺 善 敬

環 境 森 林 部 長 佐 野 詔 藏

商工観光労働部長 井 手 義 哉

農 政 水 産 部 長 坊 薗 正 恒

県 土 整 備 部 長 瀬戸長 秀 美

会 計 管 理 者 大 西 祐 二

企 業 局 長 図 師 雄 一

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

総務部参事兼財政課長 吉 村 達 也

教 育 長 日 隈 俊 郎

警 察 本 部 長 阿 部 文 彦

監 査 事 務 局 長 髙 林 宏 一

人 事 委 員 長 濵 砂 公 一

事務局職員出席者

事 務 局 長 片 寄 元 道

事 務 局 次 長 和 田 括 伸

議 事 課 長 齊 藤 安 彦

政 策 調 査 課 長 日 髙 民 子

議 事 課 長 補 佐 鬼 川 真 治

議 事 担 当 主 幹 山 口 修 三

議 事 課 主 査 井 尻 隆 太

議 事 課 主 任 主 事 三 倉 潤 也
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一般質問◎

これより本日の会議を開き○丸山裕次郎議長

ます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、太

田清海議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○太田清海議員

ざいます。

まず、地方自治ということをテーマに質問を

したいと思います。

１カ月近く前、介護現場で働くある女性が私

の家に来られて、介護現場のさまざまな状況を

話されました。

その方が最後に言った言葉が、言いにくそう

でしたが、「このまま続けば福祉の現場は崩壊

すると思いますよ。」という言葉でした。

「福祉の現場が崩壊する。」この言葉の意味

は、私自身も常々感じていたことで、私は、さ

きの９月議会でも、「介護の社会化を言うなら

ば、そこで働く人の賃金を、せめて準公務員並

みの賃金を保障すべきではないか」そういうこ

とを言わせてもらいましたが、この女性の方の

意味するところは、過酷な労働実態や待遇から

くる職員のいらいら感、施設経営者とそこで働

く職員の心のつながりのなさ、そして高い離職

率。その方は手を首に当てて表現されました

が、場合によっては、現場での犯罪を想起させ

るものでした。

宮崎県内においても、職員が利用者に馬乗り

になっての暴行事件や、施設経営者による不正

経理事件などが、数々、報道されています。こ

の女性の意味されたことが、如実にあらわれて

いると思います。

現代社会が、福祉現場に限らず、人間の心も

あらざる方向に向かっているようで、こんな社

会を何とかしなければと痛感をいたします。

そして私は、どうも政治が的確にうまく機能

していないのではないかと思えてなりません。

もっと言うなら、私も含めて、政治家の責任、

政治の怠慢、政治の貧困にあるのではないかと

思えるほどです。

政治には、そして地方自治として、地域住民

の声を聞き、その声をもとに人間の幸せのため

に、どう表現していくのかが求められていると

思います。

こんな話があります。ある役場の正面玄関

で、年のころ80歳を過ぎたような老人がつえを

振り上げ、それはそれは大きな声で、誰かをど

なり上げていたそうです。何か住民同士のトラ

ブルでも起こったのかと思って、慌ててその人

に駆け寄り、「どうしたんですか。何かあった

んですか」と聞くと、その老人が振り向きなが

ら言うには、「この役場の正面玄関に設置して

あるこの箱を見てみなさい。上に何と書いてあ

りますか。あなたの声を聞かせてください」老

人は、箱の投書口に口を当てて、自分の声を聞

かせていたのでした。老人はすっきりしたよう

でした。

今で言うパブリックコメントも、歴史的には

このような誤解をはらみながら、徳川吉宗が日

本で最初に設けたと言われる目安箱から発展、

継承されたのでしょう。これからも、本当の県

民の声を聞いていきたいものであります。

そこで地方自治、住民の声を聞くというテー

マの質問ですが、まず、人事委員長にお伺いい

たします。国の人事院勧告では、国家公務員の

特別給を0.05カ月分引き上げるという勧告がな

されましたが、県の人事院勧告では、それを据

令和元年12月３日(火)
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え置くということになりました。この勧告にお

ける給与決定の考え方を、まず伺いたいと思い

ます。

以下の質問は、質問者席で行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはよ○人事委員長（濵砂公一君）

うございます。お答えいたします。

人事委員会勧告は、労働基本権制約の代償措

置として、社会一般の情勢に適応した適正な給

与を確保する機能を有するものであります。

公務員の給与につきましては、幾つかの原則

がございますが、その一つに、地方公務員法

第24条に規定する、いわゆる「均衡の原則」と

いうものがございます。これは、具体的には県

内の民間事業所の従業員の給与と県職員の給与

を精密に比較した結果や、国及び他県の給与の

状況等を総合的に考慮しなければならないとい

うものでございます。

さらに、均衡の原則につきましては、県民の

理解と納得が得られるよう、国の給与制度を基

本としつつ、その水準は地域の民間給与をより

重視することが必要とされております。

人事委員会といたしましては、このような法

の趣旨を踏まえました上で、例年、国や民間等

の状況を総合的に考慮し、勧告内容を決定して

いるところでございます。以上でございます。

〔降壇〕

人事委員会としての今回の勧○太田清海議員

告の考え方は理解いたしました。

人事委員会は、独立・中立機関だと思います

ので、政治的な介入や周りの雑音に影響される

ことなく勧告されたのだろうと思います。

ただ、本音を言うと、特別給の0.05カ月につ

いては、どうにかならんかったかなという思い

はいたします。

そこで、知事に質問いたします。今回の県の

勧告では、特別給が県内の経済動向を反映して

据え置かれ、それをもとに給与条例の提案がな

されたわけですが、この意味するところは、公

務員賃金は県内の経済動向に引っ張られてい

く。そのことで、ますます県内の景気がデフレ

マインドになっていく。さらに、行政がそのよ

うな方向を追認した、黙認したということにな

らないかと思うわけです。

というのは、県では、景気循環システムなど

経済活性化方策を打ち出し、商工観光労働部に

限らず、教育委員会などの全てセクションが、

県内の就職率の向上、人口流出対策、ＵＩＪ

ターンなど涙ぐましい努力をされ、経済の活性

化策を打ち出しておられます。これを見ると、

行政の一体感が感じられない、食い違い、不一

致を感じるわけです。今回の勧告の扱いは、宮

崎県の経済の活性化という意味でも大変もった

いないという思いがいたします。

地方公務員法は、先ほども言われました第24

条の２項でありますが、「その他の事情を考慮

して定めなければならない」と書いてありま

す。「考慮して」という言葉なんですよね。

「準じて」だったら、そのとおりやらないかん

ということだろうと思いますが、「考慮して」

という言葉の意味は、さまざまなことを考慮し

てやってくださいという意味だろうと思うんで

す。

ということで、知事として、県内経済活性化

の視点から、多少柔軟に判断してもよかったの

ではないかと思うんですが、知事、いかがで

しょうか。

今回の給与改定につき○知事（河野俊嗣君）

ましては、人事委員会から地方公務員法に基づ

き勧告が出され、私としましても、それを受け
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て判断し、今回、議案としてお願いしていると

ころであります。

勧告は、人事行政に関する中立的かつ専門的

な機関である人事委員会が、県内民間の給与等

を精緻に調査・研究した上でなされるものであ

りますことから、職員の給与の決定に当たって

は、この人事委員会勧告制度の趣旨を尊重する

ことが大切であると考えております。

わかりました。本当に私は、○太田清海議員

特別給が出されて県内に波及する相乗効果をも

たらすという効果もあったんだがなとか、人材

確保の面からもどうだったのかなとか、そんな

ことを思いました。

後でまた議論になると思いますけど、次に総

務部長にお伺いいたします。

会計年度任用職員制度の導入に当たっての、

国の予算措置の状況を伺いたいと思います。

会計年度任用職員○総務部長（武田宗仁君）

制度に関する国の予算措置についてでございま

すが、今年度の総務省の概算要求時におきまし

て、令和２年度予算の編成の過程で必要な検討

を行うこととされております。

このため、現在も総務省から、各地方公共団

体に対しまして、準備状況などの調査が行われ

ているところであります。現時点では、具体的

な内容や額については示されておりません。

今、答弁があったように、い○太田清海議員

ろんな制度をつくる場合に予算が明示されてい

ない中で、自治体では苦労して制度をつくって

いかないかんわけですよね。どうなるだろうか

という思いをしながら。私は、予算の措置があ

る程度きちっとされて、本当の制度がつくられ

ていくんじゃないかと思うので、このようなや

り方というのは余りよくないと思うんですよ

ね。これはもちろん国のことですけれども。

それで、知事にお伺いします。いわゆる地方

自治という視点からでありますが、新たな制度

導入に関して必要となる財源について、早目に

明示するよう国に要望すべきだと思います。知

事のお考えをお伺いしたいと思います。

会計年度任用職員制度○知事（河野俊嗣君）

の導入に当たりましては、必要な財源の確保に

ついて、全国知事会等を通じて、機会あるごと

に、国に対して要望を行ってきたところであり

ます。

先月開催されました全国都道府県知事会議の

総理懇談会におきましても、総理から直接、準

備状況に関する調査の結果などを踏まえ、適切

に対応するとの回答がなされたところでありま

す。

制度の円滑な導入・実施のためには、必要な

財源が確実に確保される必要がありますので、

国の予算編成の動きを注視するとともに、今後

とも国に対して要望してまいります。

ぜひ、強い要望をしていただ○太田清海議員

きたいと思います。そして、こういった制度づ

くりには、必ず予算措置をきっちり明示して自

治体に判断をさせるような、そういうことでな

いといけないと思うわけです。

私も９月議会でこのことを質問しましたが、

そのときには、この会計年度任用職員というの

は、今いらっしゃる正規職員が基本であって、

会計年度任用職員よりか、でき得るならば身分

を正規職員に上げていくこと。それからもう一

つは、会計年度任用職員、臨時職員が、やはり

会計年度任用職員もそうですが、有期という期

間が定まってるというようなイメージがあっ

て、この人たちは１月、２月、３月は、「４月

から私は採用されるだろうか」という強烈な不

安感があるわけです。これもまだ拭えないと思
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うんです。だからこの辺も、ぜひしんしゃくし

てあげてほしいなと思います。もう一つ、今回

つけ加えたいのはフルタイム、私はぜひ、会計

年度任用職員はフルタイムでお願いしたいと思

います。パートタイムでやったら賃金は下がり

ます。新聞報道もされていましたけれども、

ボーナスが出るからいいんじゃないかといって

パートにすると、通常の臨時職員の場合、月給

が月13万ぐらいになりますけど、30時間程度働

かせるパートタイムだったら、月給が11万程度

になるんですよね。そして後で一時金で補塡さ

れると。これは分割払いみたいなものですよ

ね。私は、こういうパートタイムで低く抑える

というのはよくないと思う。ぜひともフルタイ

ムの会計年度任用職員をつくっていただきたい

と思います。でないと、やっぱりみんな月々の

生活をしておるわけですから、これが13万が11

万に下がるような例だと大変だと思うんです。

これは働き方改革じゃなくて、働かせ方の問題

だと思うんです。

ぜひ、そういう意味でワーキングプア、年

収200万円以下がワーキングプアと言われていま

すけど、200万円を超えるような賃金を支払える

ような制度にしていただきたいと思います。

次に、ふるさと納税ということで、総務部長

にお聞きしたいと思います。

濵砂議員もさきに質問されましたが、確認の

意味で、県及び県内市町村のふるさと納税の全

体の収支についてお伺いしたいと思います。

ふるさと納税につ○総務部長（武田宗仁君）

きましては、直近の総務省の公表資料によりま

すと、本県及び県内市町村の平成30年度におき

ます受入額が約286億円である一方、平成30年の

寄附金による個人住民税の控除額が約10億円と

なっております。

なお、ことしの６月から、返礼品の調達費用

等を含みます寄附金の募集に要する経費が、受

入額の50％以下とされたところでございます。

―○太田清海議員 286億円、返礼品をその分

返礼品というのは、県内のいろんな活性化のた

めに、宮崎のブランド牛とかいったものを提供

するわけですから、県内の活性化に大いに役立

つと思うんです。宮崎県に残された使える金と

しては、きのうの発言等も考えてみると、80億

程度は使えるのかなと思います。

ただ、このふるさと納税については、私は前

回も言っておりますけれども、県の財政という

のは、余り県民の気分とか国民の気分で確立さ

れていくようなものであってはいけない。やっ

ぱり、税制の中できちんと冷徹に制度をつくっ

て、所得再分配、そういった機能を生かしてい

くというのが基本だと私は思います。

ただ、これはこれで効果を発揮しているとい

うことで、今後の推移を見守っていきたいと

思っています。

次に、福祉保健部長にお伺いします。生活保

護の需給世帯数及び人員の推移についてお伺い

したいと思います。

本県の生活保○福祉保健部長（渡辺善敬君）

護の受給世帯数につきましては、各年度の平均

値で、平成20年度の１万75世帯と比較しまし

て、30年度は約1.4倍の１万4,249世帯に増加を

しております。

生活保護の需給人員数につきましては、同じ

く各年度の平均値で、平成20年度の１万3,324人

と比較して、30年度は約1.3倍の１万7,874人に

増加しております。

生活保護というのも経済動向○太田清海議員

に左右されるから、その数値には浮き沈みが

あったりするんですよね。ただ、全体的に伸び
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ているというところに、一つの問題はあろうか

と思います。

生活保護のこのような状況をどう分析されて

いるのか。傷病世帯とかその他の世帯とかいろ

いろありますよね、その辺の動向とかわかれ

ば。

平成30年度の○福祉保健部長（渡辺善敬君）

県内生活保護世帯の類型内訳を見ますと、高齢

者世帯が56.4％、傷病者世帯が12.7％、障がい

者世帯が11.3％、母子世帯が4.1％などとなって

おります。

このうち、高齢者世帯は、平成20年度から30

年度に増加した約4,200世帯のうち、約3,000世

帯と７割以上を占めております。

このことから、生活保護受給世帯の増加につ

きましては、高齢化の進行に伴い、就労による

収入等の不足や、医療費等の支出の増加によ

り、経済的自立が容易でない高齢者世帯が増加

したことなどが主な要因であると考えておりま

す。

高齢者がふえている、顕著と○太田清海議員

いうか、ほかと違ってふえているというような

状況があると思うんですよね。分析としてはそ

ういうことだろうと思いますが、私は、高齢者

がふえているというのは、やはり、民法で言う

扶養義務の意識が少し薄くなってきているのか

なと思います。

それから、なぜ扶養できないのかというと、

扶養すべき子供たちが仕事のために都会に行っ

てしまっている。それから、よく言われている

非正規労働が派遣労働も含め今、４割近くに

なっているというような実態を考えると、やは

り親を扶養できないという経済実態もあるのか

なと、この２つを感じるわけです。中には、ひ

きこもりという問題もあるだろうと思います。

まあ、わかりました。一応、そういう状況で

あるということですね。

地方自治ということで、最後に知事に質問を

したいと思います。

冒頭述べたように、国民の幸せづくりのため

に政治の出番が求められているのに、どうも政

治がうまく機能していない。そのため、政治の

光の当たらないところに、県も含め全ての市町

村が必死になって補完しようとしている。政治

の足らざるところを、県・市町村が必死で支え

ているとしか見えません。

これまで私は、先ほども言いましたように、

労働者派遣法の改善や累進税率の強化などを訴

えてきましたが、格差を助長するこれらの改善

をしないと、景気循環システムどころか経済の

活性化は図れない、結婚できない、少子化は進

む、むしろ逆の方向になっていっているような

気がいたします。県も、国に対する要望書など

を提出して努力されていますが、人事院勧告の

扱いとか会計年度任用職員の問題などを考える

と、地方自治が機能せず、萎縮していっている

ような気がいたします。

沖縄県では、基地移転の民意をめぐって激し

い国とのつばぜり合いが演じられていますけれ

ども、今後、国の動向を考えると、地方自治の

発展のために、知事としての心構えが必要かと

思います。知事の地方自治に対する考え、決意

をお伺いしたいと思います。

私は、地方自治の基本○知事（河野俊嗣君）

は、自己決定・自己責任の原則のもとで、地方

がみずからの意思と力で、それぞれの特性に応

じた地域づくりを進めることにあると考えてお

ります。

そのため、知事としての私に課せられた使命

は、地域の声や生活の実態をきめ細かに把握す
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るとともに、将来を見据え明確なビジョンを示

し、県民の皆様が希望を持って暮らし続けるこ

とのできる社会づくりを進めていくことであろ

うと考えております。

国との関係におきましては、地方の声をしっ

かり伝えていくことが重要であると考えており

まして、これまでもあらゆる機会を捉え、本県

の厳しい実情や実態を踏まえたさまざまな予算

や制度改正などを、国に強く求めてきたところ

であります。

その結果、例えば地方創生等の新たな交付金

制度の創設や、防災・減災対策に係る地方財政

措置など、一定の成果も出てきていると考えて

おります。

今後とも、国に対し主張すべきは主張し、直

面する課題や本県の未来のために、今なすべき

ことにしっかりと取り組み、県民の皆様の暮ら

しを守ること、そして暮らしの豊かさを築いて

いくこと、これがまさに地方自治の発展につな

がるものと考えております。

これまでの一般質問の中で、○太田清海議員

知事は、例えば県内の賃金を上げないかんとい

うことで、県内の企業を回って要請をされてい

るということも聞きましたので、努力されてい

るんだなと思います。

今、決意もお伺いしましたが、多少気になる

のは、いろいろ議論したときに、「これは国の

専管事項だから」とかいう言葉を使って、

ちょっとはぐらかすというんじゃないけど、そ

こで論点をちょっと避けることはありますよ

ね。

ただ、私は今から、国の専管事項だからと

いっても、そういったところと本当に議論しな

いと、国民・県民の幸せというのが達成できな

いような問題が将来出てくると、私は思ってい

るんですよね。

ですから防衛でも、理論的には統治行為論と

かいうのもありますけれども、私は、こういっ

たつばぜり合いをせないかんことが出てくると

いう思いをすれば、今の知事の決意を受けとめ

ながら 参考に挙げておきますと、2015年―

の11月１日に全国町村議会議長会では、沖縄の

「日米地位協定の見直しに関する特別決議」と

いうのをやっていますよね。

こういった動きというのは出てくると思いま

すので、ぜひ、決意を強めていただきたいと思

います。

それでは、次の質問に移ります。総合政策部

長にお尋ねします。

自転車保険についてでありますが、自転車の

運転にひやりとすることがあります。一部の利

用者のマナーの問題、スマホのながら運転と

か、イヤホン運転とか、そういったものがあり

ますが、自転車のマナーについて、交通安全を

担当する部長としてどのように受けとめている

のか、お伺いしたいと思います。

自転車利用者○総合政策部長（渡邊浩司君）

のマナーについてでございます。県が自転車活

用推進計画を策定するに当たりまして、昨年11

月に行いましたアンケート調査では、県民の皆

様から、スマートフォンを操作しながらの運転

や傘差し運転、スピードの出し過ぎといった危

険な運転をする自転車利用者が多いことから、

ルールやマナーの指導の強化を求める意見が数

多く寄せられたところであります。

私も、自転車利用者による危険な運転を目に

することがあります。少しでも事故を減らすた

めには、全ての利用者のルールやマナーの遵守

に向けた取り組みを、さらに進めなくてはなら

ないと強く感じているところでございます。
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安全で適正な運転のために条○太田清海議員

例を制定しようとしているようですけれども、

全国の自転車条例の制定状況についてお伺いし

たいと思います。

自転車条例○総合政策部長（渡邊浩司君）

は、現在24の都道府県で制定されております。

この条例が最も早く制定されましたのは京都

府でありまして、平成20年４月となっておりま

す。その後、昨年６月に国の自転車活用推進計

画が閣議決定をされ、条例による損害賠償責任

保険等への加入促進が要請されるようになって

以降、７つの県で制定され、条例化の動きが加

速化してきているところであります。

各都道府県の条例にほぼ共通して見られる内

容といたしましては、県及び関係団体等の責務

を初め、交通安全教育に関すること、自転車損

害賠償責任保険等への加入促進等がございま

す。

この自転車保険であります○太田清海議員

が、自動車の保険は自賠責保険などの車体に掛

けられているということでわかりやすいんです

が、自転車についてはどのような保険に加入し

たらいいのか、ちょっとわかりづらいものです

から、説明をお願いします。

自転車保険○総合政策部長（渡邊浩司君）

は、自転車利用者が加害者となり、民事上の賠

償責任を負うこととなった場合に、損害賠償を

行うための金銭負担を補償する保険でありまし

て、大きく個人向けと事業者向けに分けられま

す。

まず、個人向けといたしましては、自動車保

険や火災保険等の特約で附帯した保険や、ＰＴ

Ａや学校が窓口となる保険がございます。

一方、事業者向けといたしましては、宅配

サービスや自転車貸付業等の事業者が、業務利

用中の事故に備えた保険がございます。

そのほか、個人も事業者も利用できるものと

して、自転車安全整備士が点検整備を行った自

転車に附帯されるＴＳマーク付帯保険がござい

ます。

実は私も、自動車は余り好き○太田清海議員

ではないものですから、自転車で議員活動をや

ることが多いんですね。実は、その活動中に雨

が降ってきて、傘を差して運転したら、青パト

カーだったのか、「はい、傘差しやめてくださ

い」と言ってマイクで放送されまして、非常に

恥ずかしい思いをしたことがあります。

それで今回、こういった条例ができればとい

うか、その前に、私もこの自転車保険に第１号

で入りたいと思いますが。そんな思いでありま

す。

自転車は環境に優しく、生活の足としては欠

かせないものだろうと思いますので、自転車の

利活用を図る上で、マナーアップと保険加入は

大切であります。ぜひ、この条例制定にしっか

り取り組んでいただきたいと思います。

次に、危機管理統括監にお伺いいたします。

千葉県で、今回の台風15号で大規模な停電が

発生して、発生から10日後でも３万戸以上が停

電していたという状況があります。停電を解消

しても隠れ停電もあったとか、そういったこと

でありますが、災害時における停電を未然に防

ぐため、宮崎県ではどのようなことに取り組ん

でいるのか、お伺いしたいと思います。

災害時にお○危機管理統括監（藪田 亨君）

ける停電を未然に防ぐことは、一義的には国や

電気事者の役割であると認識しております。

国におきましては、今回の台風15号・19号に

より千葉県などで発生いたしました停電を受け

て課題の検証を行っておりまして、長期の停電

- 186 -



令和元年12月３日(火)

の一因である鉄塔や電柱などの電気設備の損壊

につきましても、必要な対策について検討が現

在進められているところでございます。

長期の停電は県民生活や経済活動に大きな影

響を及ぼすことから、県といたしましても、国

の検討の動向を注視するとともに、停電の未然

防止や早期復旧に向けまして、電気事業者など

と意見交換を行うなどの連携を図ってまいりた

いと考えております。

わかりました。○太田清海議員

千葉県では、たまたま今回の停電が 送電―

線というのは網の目のように張りめぐらされて

おるということで １カ所が途切れても、別―

のルートでささっと送ることができるというこ

とではあるようですけど、そういったルートが

まばらな地域であったということも言われてお

るようです。

そういったところも、宮崎県はないのかどう

か、ぜひ、調査なり連携をとっていただきたい

と思います。

次に、福祉保健部長にお伺いいたします。

はり師、きゅう師及びあんまマッサージ指圧

師の施術に関する受領委任制度 現物給付と―

も言いますが それから同意書の見直しがな―

されて改善をされたと聞いております。内容に

ついてお伺いしたいと思います。

御質問の受領○福祉保健部長（渡辺善敬君）

委任制度につきましては、患者が、療養費の支

給申請や受領を施術者に委任しまして、一部負

担金の支払いだけで施術を受けられる制度であ

ります。国等による必要に応じた指導監督の実

施などとあわせまして、ことし１月に、全国共

通で制度化をされております。

また、療養費の支給を受けるためには、保険

医から同意書の交付を受ける必要があります

が、昨年10月に、同意書の有効期間の３カ月か

ら６カ月への変更や、保険医の再同意に際し

て、施術者からの施術報告書を必要とするなど

の見直しが行われました

これらにより、患者の負担軽減とともに、保

険医と施術者の連携など、患者が必要かつ適切

な施術を受けるための環境整備が図られたもの

と考えております。

在宅とかいったことがよく叫○太田清海議員

ばれて、地域でいろんな処置をしていくと。は

り・きゅう・マッサージ師、こういった人たち

も、その一助になって力強く支えていくという

こともありますので、ぜひ医師会との連携で、

医師とのお互いの同意書のやりとり等、スムー

ズにいくように、今後、ＰＲ等をよろしくお願

いしておきたいと思います。

次に、同じく福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

冒頭で、破綻するのではないかというような

非常に悲観的な意見を述べさせてもらいました

が、ただ、やっぱりそれぞれの施設、一生懸命

頑張っているところがあるわけですよね。

それで、介護職員の処遇改善について、こと

しの10月から始まった介護職員等特定処遇改善

加算、どのような制度なのかということをお伺

いしたいと思います。

介護職員の処○福祉保健部長（渡辺善敬君）

遇につきましては、これまでも、賃金や職場環

境の改善などが図られてきたところでありま

す。

議員御指摘の介護職員等特定処遇改善加算制

度につきましては、現行の処遇改善加算を取得

している事業所に対しまして、資質の向上と労

働環境等の改善について複数の取り組みを行う

こと、この取り組みをホームページ等で公表す
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ることを条件に、一定額が介護報酬に上乗せさ

れるものでありまして、上乗せされた加算収入

は全て、介護職員等に賃金として配分をされま

す。

今回の制度は、経験・技能のある職員につい

て、他産業と遜色ない賃金水準を実現するこ

と、また、これまで対象外であった調理員や生

活相談員など、介護職員以外も対象としたこと

が特徴となっております。

県では、制度周知のため、県内３ブロックで

の説明会開催や、社会保険労務士による助言・

指導を行っておりまして、今度とも、介護職員

等のさらなる処遇改善に取り組んでまいりたい

と考えております。

わかりました。○太田清海議員

それで、調理師さんとかそういった人も含

め、こういった制度が活用されるということで

ありますので、私は一つの改善だろうと思いま

す。私が冒頭言った、職員のいらいら感とか、

施設の経営者と職員との心のつながりのなさと

かいうのも、こういう中で賃金が改善されて、

解消されていくといいなと思います。

ただ、こういった制度がつくられたばかりで

すけれども、先ほど言われたように、何か経験

のある人とか、聞くところによると８万程度

アップするんじゃないかという話も聞いており

ますけど、やっぱり、ある程度みんなが上がる

というような制度に持っていってもらいたいん

ですよ。ある程度、特定層にやっていくという

ことじゃなくて、みんながよかったねと思うよ

うな現場になってほしいなと思いますので、こ

の制度のあり方について、今後見守っていきた

いと思っております。

次に、県土整備部長にお尋ねいたします。

県道の除草についてでありますが、よく県道

の脇の草が枯れとるよということで、「何か

やっちょっちゃろかね」という話を聞きます。

それで、県が管理する道路において、除草剤

だろうと思いますが、どのように使用している

のかお伺いしたいと思います。

県管理道路○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

における除草剤の使用につきましては、近年懸

念されている労働力不足への対応や、限られた

予算の中、より効果的な除草対策として、従来

の草刈りと併用しながら、その活用を試験的に

導入しております。

現在は、雑草の成長に合わせ、最も効果的な

散布時期などについて地域ごとに検証をしてい

るところであります。

使用する除草剤につきましては、国において

審査・登録され、一般に市販されているものを

使用しており、散布する際は、使用上の注意事

項を遵守するとともに、土地利用状況などの周

辺環境や気象条件に十分配慮しながら、作業を

行っております。

今後とも、予算の確保に努めながら、良好な

沿道景観の保全に向けた効果的な除草に努めて

まいりたいと考えております。

私は、基本的には余り除草剤○太田清海議員

は使わんほうがいいよという思いはあります。

特に人手を使って、賃金を支払って刈るという

ことを、ぜひ基本にしていただきたいなと思い

ます。

私たちも県議会で、以前、いろんな農薬会社

の映画会をやったこともあります。それが人体

にいろんな問題を与えているところもあります

ので、これは今言われたように、市販された除

草剤を希釈するような基準に沿ってきちっと

やっているということですから。ただ、その辺

は将来、安全なものという視点で常に検証して
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いただきたいなと思います。発がん性があると

か言われると、やっぱりみんな気にすると思い

ますよ。ぜひ、その辺は慎重に対応していって

いただきたいと思います。

次に、同じく県土整備部長に、太陽光発電に

ついてお伺いいたします。

最近、山肌に無造作に太陽光パネルが設置さ

れているのを見かけるようになって、景観上ど

うかなという思いがあります。県としてそう

いった規制が難しければ、市町村に、県にある

ような景観条例をつくったらどうかと働きかけ

てはどうかと思うんですが、県土整備部長、い

かがでしょうか。

景観法で○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

は、景観行政の中心的な役割を担う主体は景観

行政団体であると定められており、本県では、

全ての市町村が景観行政団体になっておりま

す。

現在、県内26市町村のうち、19の市町村が景

観条例等を定めており、対象となる区域におい

て、建築物や工作物などの新築、増改築等を行

う場合に、色彩や形態等の制限を行っておりま

す。

県では、平成27年３月に、市町村に対しまし

て「景観形成に係る太陽光発電設備の取扱い」

を示しており、この取扱いを参考にした景観条

例等により、太陽光発電設備の色彩の制限や景

観への配慮事項を定め、届け出制度を設けてい

る市町村もございます。

今後とも、この取扱いの周知を図るととも

に、景観条例等を定める際の助言など必要な支

援に取り組んでまいります。

わかりました。○太田清海議員

色彩とかいろんなところに美観の問題、個人

的な問題もありますけど、やっぱり「うん」と

いうのがあるようです。ぜひ、そういったとこ

ろをうまくやれるように、市町村に働きかけて

いただきたいと思います。

それから次に、教育長にお伺いをいたしま

す。

学校事務についてでありますが、数年前から

導入されておる、市町村立小中学校における学

校事務の共同実施について、成果と課題をどの

ように認識しているのか、お伺いしたいと思い

ます。

学校事務の共同実施○教育長（日隈俊郎君）

についてでありますが、事務職員が原則１人配

置であります市町村立小中学校において、事務

を共同処理することで、実務を通した人材育成

や事務の適正化・効率化などに成果を上げてき

ております。

一方で近年、学校教育に対するニーズの多様

化に伴いまして、総務や財務などに精通した事

務職員が、より主体的・積極的に学校運営に参

画することが求められているところでありま

す。

しかしながら、ベテラン職員の減少に伴う若

手職員の育成や、市町村ごと・地区ごとの取り

組みに差が見られることなどが課題であると認

識しております。

そういうベテランの職員さん○太田清海議員

たちがいなくなるような問題とか、指摘はあっ

たわけですが、平成29年の法改正で制度化され

た共同学校事務室を今後どのように活用してい

くのか、お伺いしたいと思います。

共同学校事務室の仕○教育長（日隈俊郎君）

組みは、共同実施と大きく変わるものではあり

ませんが、市町村の教育委員会規則で、業務内

容等について定めることとされております。こ

れにより、業務内容の明確化・標準化が進むと
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ともに、市町村教育委員会と学校の連携強化が

図られまして、業務改善の推進も期待できるも

のと考えております。

そこで、共同学校事務室の設置主体となりま

す市町村教育委員会の理解促進を図るため、一

昨年度から、市町村の担当者を対象とした協議

会や、市町村を訪問しての説明などを通して、

積極的な導入について働きかけを行っていると

ころであります。

その結果、今年度４月から、宮崎市など６市

町30地区で共同学校事務室が導入されてまいり

ましたので、引き続き導入促進に努めてまいる

こととしております。

学校事務、プロパーの人たち○太田清海議員

もある程度おらないかん。人事交流でどうにか

その辺を、いい意味での交流をしながら発展的

につくっていくというのも大事だろうと思いま

すので、ぜひ、こういった制度の有効な活用を

図っていただきたいと思います。

時間がありますので、私は福祉問題につい

て、冒頭、ああいった言い方で、政治の責任、

そういったものがあるんじゃないかということ

を言わせていただきましたが、私も実は若いこ

ろに、生活保護の担当をしておりました。

当時、常任委員会の懇親会の、私のおった

テーブルで、当時、国会でもいろいろ問題が

あって言われていたときでしたので、生活保護

者がパチンコをしたり酒飲んだりしていかんな

というような話をするわけですね。ケースワー

カーとして、そういう人も確かにおるけれど

も、そういう人をいかに世の中に復帰させてい

くかというのが、私たちの仕事なんですよね。

お父さん、お母さんで、パチンコをする人も

おった。しかし、「あなたが一生懸命働けば、

子供があなたを見ているのよ。だから、脱却す

るためには、あなたは体が悪いかもしれないけ

れども、子供さんが、あなたの次を背負ってく

れるんだから」ということで、真面目に生きて

みようということを訴えてきました。中には、

そういう子供さんたちが学校の先生になって、

見事に社会復帰された人たちもいっぱいいま

す。

私は、県のある常任委員会の最後の懇親会

で、私のテーブルが、そういった「パチンコす

る人間ばっかしやな」というようなことだった

ものですから、「いや、違うんだよ。私たちの

仕事は社会復帰させるための仕事で、実際、子

供さんが立派に育った面もいっぱいあるんだ

よ」ということを言わせていただきました。そ

して、私はテーブルをかわって、ほかのテーブ

ルに行ったんです。そうしたら、私のところに

すっと、ある男の方が来られて、「太田さん、

ありがとうございました。私は、生活保護を受

けているということは誰にも言っていません。

太田さんは生活保護受給者のことをあんなふう

にかばってくれて、ありがとうございました」

と、涙ながらに話されました。

だから、私はこういったケースワーカーとい

うか、福祉に携わっている人たち、そういう立

場から見ると、今、児童相談所の人たちが、家

庭の中に何で入らんのか、遅いじゃないかと

か、いろいろ言われて謝罪をしなければならな

いことが、テレビでもよく報道されています

が、家庭の中に入るというのは大変なことなん

ですよ。

私自身も、ひきこもりの人の家の中に、お母

さんが外におって入っていったときに、「これ

以上入ってきたら、ぶっ殺すぞ」と、障子の奥

から言われたこともあります。家庭の中に入る

というのは大変難しいことなんです。だから、
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児相の職員の人たちが、何かおくれたというこ

とで社会から糾弾されたりもしますけれども、

その難しさは、ぜひわかっていただきたいと思

います。

それよりも、冒頭私が言ったように、人間の

いらいら感、働くことのいらいら感とか、社会

とのつながりのなさとか、もしくは自分の人生

観がきちっとつくられなかった人たちもいるわ

けですよね。だから私は、この社会をどんな社

会にするのかというのは政治家の責任だと思う

んですね。そこをやり遂げた上で、みんなが本

当に楽しく働けるような社会になってほしいな

と思います。

以上で質問の全てを終わらせていただきま

す。ありがとうございました。（拍手）

次は、日髙陽一議員。○丸山裕次郎議長

〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ○日髙陽一議員

んにちは。自由民主党、宮崎のひなた、日髙陽

一です。

ことしも、残り１カ月となりました。

2019年、令和元年は、ゴールデン・スポーツ

イヤーズの幕あけの年となりました。アジア初

開催となったラグビーワールドカップ2019は、

９月20日の日本とロシアによる開幕戦を皮切り

に、11月２日の決勝戦まで大変な盛り上がりを

見せ、年末恒例の新語・流行語大賞には「ＯＮ

Ｅ ＴＥＡＭ」が選ばれ、そのほか大会公式

キャッチコピーである「４年に一度じゃない。

一生に一度だ。」を初め、関連する言葉が５つ

もノミネートされるなど、大会終了後も熱狂が

さめやらないところであります。

私も一般質問に当たっては、「１年に二度

じゃない。一生に一度だ。」という心構えを

持って臨んでまいりたいと思います。

大会前は、ラグビー後進国のアジアで開催し

ていいのかという意見もあった中、大会が進む

につれ盛り上がりを見せ、大会関係者、選手か

ら、「こんな大会は今までなかった。ホスピタ

リティーのすばらしさ、練習環境を含めた受け

入れ環境のすばらしさ、今までは、訪れるとア

ウエー感のある受け入れだったが、日本は対戦

相手であるにもかかわらず、最高のおもてなし

で迎えてくれた。もう一度、日本で開催した

い」という声が上がったそうです。おもてなし

の心が、大会関係者、選手に届いたのではない

でしょうか。

また、フェイスブック社が発表した、「世界

中の人々から最も応援された代表チームランキ

ング」で１位を獲得したのは、世界１位となっ

た南アフリカ代表でもなく、人気ナンバーワン

だったニュージーランド代表でもなく、開催国

である日本代表でありました。「ＯＮＥ ＴＥ

ＡＭ」の精神で世界の強豪に挑んだ日本代表選

手の奮闘が、日本人だけでなく世界中の人々に

感動を届けたのではないでしょうか。

そして、「ラグビーワールドカップが最も話

題になった国ランキング」では、知事のトップ

セールスのおかげで、本県のキャンプが実現し

たイングランド代表が１位に輝いたところであ

り、ＳＮＳでこの発信力が最も高いチームも、

このイングランド代表であったそうです。

そのため、この期間、「＃Ｍｉｙａｚａｋ

ｉ」が世界を駆けめぐりました。

そこで、ラグビーの合宿地として本県の知名

度は上がったと考えていますが、今後どのよう

に取り組んでいくのか、知事にお伺いいたしま

す。

以下の質問は、質問者席より行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）
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す。

今回、ラグビーワールドカップは大変盛り上

がり、日本代表、イングランド代表の合宿地で

ありました本県も、大いに情報発信することが

できたものと考えております。スポーツをめぐ

る話題はもちろんでありますが、日本代表が訪

れた日向市の大御神社なども注目を集めたとこ

ろであります。

本県で合宿を行った両チームからも、合宿環

境等への高い評価をいただくとともに、両チー

ムの快進撃によりまして、「縁起のよい宮崎」

「結果の出る宮崎」として、「キャンプ地宮

崎」のブランド力が一層高まったものと考えて

おります。

また、ワールドカップ終了後、実業団のトッ

プリーグの中から、従来からキャンプを行って

いただいておりますパナソニックに加えて、昨

年の優勝チームである神戸製鋼、さらにはヤマ

ハ、この３チームが合宿を行うことになり、早

速、その成果があらわれてきているものと考え

ております。

また今、御指摘がありましたような、ことし

の流行語大賞に「ＯＮＥ ＴＥＡＭ」、この日

本代表に由来する言葉が選ばれたと。その中心

メンバーである６人の所属するパナソニック

が、現在宮崎で合宿中であり、実業団のトップ

チームが合宿をしているということだけにとど

まらないアピール効果も、このたび流行語大賞

に絡んであったのかなとも受けとめておりま

す。

県としましては、今後より多くのラグビー

チームはもとより、さまざまなスポーツチーム

や選手が、「勝利を目指すなら宮崎合宿だ」

と、そういう思いで合宿地として選んでいただ

けますよう、積極的な誘致・受け入れに取り組

んでまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

新たに２チーム、苦労して○日髙陽一議員

キャンプを誘致されたかいがあったと思いま

す。

来週からキャンプが始まるヤマハ発動機ジュ

ビロの堀川監督は、内田議員と同級生でありま

す。内田議員がどんな力わざを使ったか知りま

せんが、とにかく宮崎を新たにキャンプ地とし

て選んでいただいたことはうれしいことであり

ます。

ちなみに、この堀川監督のお名前は、盛り上

げるという意味のある西郷隆盛の「隆」という

字に、延岡の「延」と書いて隆延（たかのぶ）

であります。まさに、延岡を盛り上げるために

お越しいただいたのではないかと思います。

来シーズンにすばらしい成績をおさめ、縁起

のいいキャンプ地宮崎をさらに発信していただ

きたいと思います。

続いて、この同じ時期に行われました2019Ｉ

ＳＡワールドサーフィンゲームスについて伺い

ます。

世界トップサーファーが集結し、台風も味方

につけたすばらしい大会でした。

私も、開会式から３日間観戦しましたが、本

当にいい雰囲気で、まさに南国宮崎という感じ

の大会だったと思います。

大会後の東京行きの飛行機で、偶然にも隣に

座った方がイギリス代表の選手だったんです

が、「波も環境も食事も最高だった。また戻っ

てきたい」という話をしてくれました。

また、ラグビーのイングランド代表も急遽会

場に訪れ、彼を応援していただき、輪をかけて

この宮崎のすばらしさが発信されたと思いま

す。
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日向で行われた世界サーフィンジュニア大会

も、大きな反響があったと聞いていますが、今

回、世界トッププロが集まってのワールドサー

フィンゲームスの成果とサーフィンを活用した

今後の取り組みについて、知事にお伺いいたし

ます。

東京オリンピックの出○知事（河野俊嗣君）

場選考を兼ねた今回の大会は、過去最高となり

ます55の国と地域から530名の選手・スタッフが

参加するとともに、予想を大きく上回る８

万8,000人の観客が訪れて、大変盛り上がった大

会となりました。

国際サーフィン連盟のアギーレ会長を初め関

係者からも、宮崎のサーフィン環境と受け入れ

態勢は世界レベルであると、大いに評価をいた

だいたところであります。

先ほどのラグビーもそうでありますが、４年

前の日本代表の活躍、そして今回の日本大会、

さらには日本代表の活躍ということで、ぐぐ

ぐっと勢いに乗ったわけでありますが、この

サーフィンに関しましても、オリンピックの正

式種目に選ばれた、そして世界ジュニアサー

フィン選手権、そして今回のワールドサーフィ

ンゲームスと、宮崎としても、本当によい意味

での波に乗ることができたのではないかという

思いがしております。

この大会開催に伴います経済効果等は、現在

調査中でありますが、メディアを通じた国内分

のＰＲ効果は、約46億円と試算をしておりま

す。

今後は、安全性や利便性の向上などサーフィ

ン環境の整備等の課題に対応しながら、本大会

の成果を将来につながる遺産（レガシー）とし

て、サーフィンを活用した誘客や移住促進に取

り組み、我が国における「サーフィンの聖地み

やざき」として確固たる地位を築いてまいりた

い、そのように考えております。

国内のみのＰＲで46億円です○日髙陽一議員

から、世界を調査したときには、本当に大きな

効果があると思います。これからが本当に大事

になってくると思います。

この流れをしっかり生かして、「サーフィン

の聖地みやざき」を確立していただきまして、

移住・定住にもつなげていただきたいと思いま

す。

続いて、おもてなしの心を届けたラグビー

ワールドカップでありますが、海外から訪れた

多くのファンや関係者からは、滞在中に食べた

和食も高い支持を得たそうです。この和食を食

材の面から支えているのが、食料自給率日本一

の本県であると言っても過言ではありません。

しかし、全国同様、本県においても農業従事

者の高齢化が進展しており、担い手の確保は喫

緊の課題となっております。

このような中、今後、担い手の確保を進める

上で、大きな初期投資を少しでも削減すること

が重要であり、前回、６月議会では、ハウスの

低コスト化について、農政水産部長にお伺いい

たしました。その際、「スピード感を持って取

り組んでいきます」との御答弁をいただきまし

たが、園芸ハウスにおける低コスト化の現在の

取り組み状況について、農政水産部長にお伺い

いたします。

園芸ハウスの○農政水産部長（坊薗正恒君）

低コスト化につきましては、まずは、本県施設

園芸の約９割を占めます「ＡＰ２号改良型」に

ついて、約１割のコスト削減の実用化に向け、

実際のコスト計算や標準設計書の作成を行って

いるところであります。

今後は、この設計書をできるだけ早く完成さ
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せ、ハウスを実際に設置した上で、生産者の意

見を聞きながら、耐候性や実用性について、関

係機関と連携して検証し、国庫事業でも活用で

きる標準化に向け、取り組んでまいります。

さらに、風速50メートルに耐えられる「低コ

スト耐候性ハウス」につきましては、骨材の軽

量化による施工期間の短縮や形状変更による輸

送効率の向上など、視点を変えた低コスト化に

ついても検討してまいりたいと考えておりま

す。

低コスト耐候性についても、○日髙陽一議員

引き続き研究をお願いしたいと思います。

次に、スマート農業についてであります。

露地野菜や米の生産においては、ＩＣＴ技術

を活用した無人化などの取り組みが進んでおり

ますけれども、本県農業において多くの割合を

占める、施設園芸におけるスマート農業の具体

的な取り組み事例について、農政水産部長にお

伺いいたします。

本県の施設園○農政水産部長（坊薗正恒君）

芸におけるスマート農業の取り組みにつきまし

ては、ＩＣＴ技術のノウハウを持つ民間企業と

の連携や、県総合農業試験場での環境制御と養

液栽培との複合技術の開発等を進めているとこ

ろであります。

ＩＣＴ技術では、ハウス内の温度、湿度等の

数値や、生育・収量等のデータを収集・分析

し、最適な生育環境をつくり出すことで、ピー

マンやキュウリで単収が15～25％程度増加した

事例や、試験場では短い栽培期間で通常栽培と

同等の収量が確保できるという成果が出ており

ます。

県としましては、スマート農業の推進方針を

年内に策定するとともに、先月、農研機構、宮

崎大学と締結した連携協定を踏まえて、本県農

業の特性に合った開発・実証・普及を推進し、

施設園芸のさらなる振興を図ってまいりたいと

考えております。

これまでは、土の違いで栽培○日髙陽一議員

方法がそれぞれ違いましたけれども、この養液

栽培でデータを収集して分析することで、最先

端の栽培方法のマニュアル化ができると思いま

すので、これがしっかりと収量アップにつなが

るように、よろしくお願いしたいと思います。

続いて、担い手の確保を図る上で、初期投資

の削減、スマート農業の実現は非常に重要な取

り組みであると考えておりますが、本県の基幹

的農業従事者、つまりふだんから仕事として農

業に従事している者のうち約58％が65歳以上と

なっており、今後ますます人口減少・高齢化が

進む中、一層の労働力不足が懸念されます。外

国人材を含め、労働力確保対策をどのように進

めていくのか、農政水産部長にお伺いをいたし

ます。

農業における○農政水産部長（坊薗正恒君）

労働力の確保が、今後一層困難となる中、新規

就農者の確保・育成に加えまして、女性や高齢

者、障がい者など多様な人材活用が重要と認識

しております。このため県では、農家の繁忙期

に作業を手伝う人を紹介する「援農隊」、障が

い者を雇用する「農福連携」などの取り組みを

推進しているところであります。

また、外国人材につきましても、技能実習生

が年々増加しており、昨年は614人が研修を受け

るなど、そのニーズが高まっておりますことか

ら、ＪＡが実習生を受け入れる「農作業請負方

式技能実習」や、特定技能外国人を、本県で

冬、北海道で夏に雇用する実証試験にも取り組

んでいるところであります。

県としましては、関係団体などと連携して、
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地域や個々の農業者の実情に合わせて、多様な

手法を組み合わせ、労働力の安定確保に取り組

んでまいりたいと考えております。

労働力確保は、本当に大変重○日髙陽一議員

要な問題でありますので、ＪＡと関係団体を中

心として、また農家の方の意見を聞きながら、

各種取り組みを推進していただきたいと思いま

す。

先月、中国の王毅外相が日本を訪れ、茂木外

務大臣と会談を行いましたが、その会談に先立

ち、両政府は、日本産牛肉の対中輸出再開の前

提となる「動物衛生検疫協定」に署名をいたし

ました。

現在、経済成長が減速局面にあるものの、近

年、急激な経済成長を遂げた中国では、消費の

中心が豚肉から牛肉へとシフトしてきていると

の話を伺います。

このような中、約20年ぶりに中国への牛肉輸

出が再開されるとの報道がありましたが、県は

どのように考えているのか、農政水産部長にお

伺いいたします。

中国は、世界○農政水産部長（坊薗正恒君）

第１位の人口を抱えますとともに、ＧＤＰ第２

位という経済大国であります。

また、近年の牛肉の需要動向を見ますと、都

市部を中心に消費が拡大し、輸入量も年々ふえ

ておりまして、米国農務省によりますと、昨

年、米国を抜いて世界最大の牛肉輸入国とな

り、今後、さらに需要が高まるものと考えてお

ります。

このような中、中国への牛肉輸出が再開され

れば、ＥＵ等への輸出を可能とする最新鋭の食

肉処理施設を有し、輸出拡大を目指す本県に

とって大きなチャンスとなりますことから、早

期の再開を期待しているところでございます。

今後、検疫体制や輸出条件等の協議が行われ

るということでありますので、情報収集に努め

ながら、一昨年の台湾への牛肉輸出解禁時のよ

うに、関係団体やパートナー企業等と連携し、

迅速な対応ができるよう、準備を進めてまいり

たいと考えております。

台湾については、県と関係団○日髙陽一議員

体の連携によって日本で一番早く輸出すること

ができて、その後この輸出量の伸びにつながっ

ているものと考えております。

中国に関しても、関係団体としっかりと連携

しながら、輸出再開に向けた準備をしていただ

きたいと思います。世界一の宮崎牛ですので、

よろしくお願いいたします。

先ほど、ラグビーワールドカップではファン

や関係者から和食が高い支持を集めたという話

をいたしましたが、もちろん、来年行われる東

京オリンピック・パラリンピックにおいても、

和食がクローズアップされることは間違いあり

ません。

特にアスリートは、食事をトレーニングの一

つとして大変重視しておりますことから、自然

と食材に注目が集まるものと思います。

食料自給率日本一である本県の安心・安全で

おいしい農畜水産物を世界に発信する大きな

チャンスでありますが、東京オリンピック・パ

ラリンピックに向けた農畜水産物のＰＲについ

て、県の取り組みを農政水産部長にお伺いいた

します。

東京オリン○農政水産部長（坊薗正恒君）

ピック・パラリンピックでは、国内外から非常

に多くの観客が見込まれますことから、観光や

物産等と一体となって、首都圏のホテルや飲食

店でのフェアなどを通じ、宮崎牛を初めとした

県産農畜水産物を積極的にＰＲしていきたいと
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考えております。

また、本県では、多くの各国代表チームの事

前合宿が予定されており、先日、本県で合宿を

行ったラグビーイングランド代表からも、本県

の食が絶賛され、海外に向け発信されましたこ

とから、これまでのスポーツキャンプの取り組

みを踏まえたＰＲも重要と考えております。

このため、県といたしましては、この絶好の

機会を逃すことなく、市町村や関係団体等とも

連携しながら、本県の食の魅力を国内外にしっ

かりとアピールしてまいりたいと考えておりま

す。

まずは「にわかファン」から○日髙陽一議員

でもいいんじゃないかなと思いますので、積極

的にジャッカルをしていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。

各自治体がこの機会を捉え、地元の農産物を

ＰＲしようと、それぞれ都道府県ＧＡＰをつく

りました。

その中で、本県においても「ひなたＧＡＰ」

が創設され、各農家が取得に向けた取り組みを

進めてきたところでありますが、ＧＡＰに関し

ては、農家の経営改善や生産リスク回避の面

で、東京オリンピック・パラリンピック後も大

変重要と考えています。また、本県産の農畜産

物を世界に発信していく上で大きな武器となる

ものです。

今後も引き続き、取得推進を図っていく必要

があると思いますが、今後の県のＧＡＰ推進方

策について、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

本県では、平○農政水産部長（坊薗正恒君）

成29年度にＧＡＰ取り組みへのファーストス

テップとして、「ひなたＧＡＰ」を創設しまし

て、啓発や指導員の育成を推進してまいってお

ります。

その結果、直近では、国際水準ＧＡＰを取得

した92経営体を含む158経営体が各種ＧＡＰ認証

を取得し、意識改革や経営改善につながった等

との評価を得ております。

また、指導員も県や農業団体等で400名を超

え、きめ細かな指導体制が構築されておりま

す。

県といたしましては、今後とも関係団体等と

連携しながら、個別認証はもとより、産地・部

会などの団体認証取得によりＧＡＰの裾野拡大

を図るとともに、国際水準ＧＡＰへのステップ

アップを後押しするなど、戦略的に推進してま

いりたいと考えております。

これまでの取り組みにより、○日髙陽一議員

高い意欲を持った農家の方が着実にふえてきて

いると思います。ぜひ、東京オリンピック・パ

ラリンピック後もこの機運が途絶えることのな

いように、しっかりと取り組んでいただきたい

と思います。

続いて、ワールドサーフィンゲームスの映像

で何度も登場した松林について、お伺いをいた

します。

観光資源ともなり得るすばらしい沿道景観の

一つである松林ですが、防潮林・防風林として

も私たちの生活を守ってくれています。この防

潮林がないと、グローバルギャップも取得でき

ないかもしれません。

この松林に関しては、一ツ葉有料道路沿岸の

松くい虫対策について何度も質問をさせていた

だいておりますが、今回は松毛虫、いわゆるマ

ツカレハに関して質問をさせていただきます。

最近、地域の方から、松が松くい虫とは違う

枯れ方をしている、特に料金所のあたりと聞き

ました。通勤で利用されている坂口議員からも
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情報をいただきましたが、二度被害に遭うと枯

れてしまうというこのマツカレハ。一ツ葉有料

道路沿岸におけるマツカレハの被害対策につい

て、環境森林部長にお伺いをいたします。

マツカレハ○環境森林部長（佐野詔藏君）

は、松の葉を食害するガの一種で、大量に発生

し、葉が食べ尽くされてしまいますと、枯れた

ように見え、また、被害が続くと樹勢が弱ま

り、枯れる場合もありますことから、景観を損

なうだけでなく、海岸防災林としての機能低下

も懸念されております。

このため県では、一ツ葉有料道路沿線の松林

を定期的に巡視し、被害が発生した場合には、

薬剤による防除を行いますとともに、枯れた場

合には伐採し焼却するなど、適切に処理するこ

とといたしております。

今後も、被害の早期発見と防除により、景観

の保全や防災林の機能維持に努めてまいりたい

と考えております。

先々週は、ダンロップフェ○日髙陽一議員

ニックストーナメントで、本当に多くのお客さ

んがこの道を利用されたと思います。生活を守

る防風林・防潮林はもちろんですけれども、観

光地としてもすばらしい景観を持つ一ツ葉有料

道路でありますので、しっかりと防除対策をお

願いしたいと思います。

来年はオリンピックイヤーですが、本県にお

いても国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭と

いうビッグイベントが開催されます。その後

も、国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大

会と、県外から多くの方が本県を訪れることと

なります。空路で来県されたほとんどの方が、

空港通りにあるフェニックスを見て感動されま

すが、その後に通る沿道で雑草が生い茂ってい

ては、その感動も薄れてしまいます。

国民文化祭等ビッグイベントの開催に当た

り、本県の美しい沿道景観で多くの方を迎えた

いと考えますが、県はどのように取り組んでい

るのか、県土整備部長にお伺いいたします。

本県では、○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

良好な景観の保全、創出または活用を図るた

め、「美しい宮崎づくり推進条例」を制定し、

その取り組みの一つとして、沿道修景美化によ

り、道路が快適性と心の安らぎを与える空間と

なるよう、整備と保全を行っているところであ

ります。

特に、来年の国文祭、芸文祭に向けまして

は、県外から多くの方が訪れることから、空港

や高速道路のインターチェンジ周辺など、玄関

口の植栽を充実させることとしております。

また、その方々が観光する際に、その経路も

含めて「美しい宮崎づくり」を感じていただけ

るよう、主要な観光地を結ぶ路線につきまして

も、こうした取り組みを進めてまいります。

県といたしましては、引き続き、その後の国

民スポーツ大会などを見据え、県内各地の美し

い宮崎づくりの取り組みと連携しながら、おも

てなしの心で多くの方をお迎えしたいと考えて

おります。

この宮崎県には、沿道景観を○日髙陽一議員

美しく磨き上げるスペシャリストを目指す若者

たちがいます。それは、園芸学、造園学を学べ

る全国的にも数少ない学校であります、南九州

大学の学生の皆さんです。

将来、造園などの仕事に携わるために、日々

勉強をされている学生の皆さんと、それを指導

されている教授方に、本県の沿道景観の対策に

かかわってもらえれば百人力ではないかと思い

ますが、沿道修景を初めとした宮崎の景観形成

に関し、南九州大学とどう連携しているのか、
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県土整備部長にお伺いをいたします。

全国でも数○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

少ない造園関係の学科を持つ南九州大学は、園

芸、造園、自然環境分野のスペシャリストを育

成しており、景観形成とも関係が深い、自然景

観や都市緑地に関する研究もなされているな

ど、特色ある大学であります。

このため、南九州大学の先生方には、「美し

い宮崎づくり推進有識者会議」や「沿道修景美

化に関する検討会」等の委員に就任していただ

いており、沿道修景美化を初めとした美しい宮

崎づくりを進めるに当たり、専門的な助言をい

ただいているところであります。

また、学生の皆様には、美しい宮崎づくりを

推進する活動団体の交流会に参加してもらい、

県の取り組みに理解を深めていただいておりま

す。

今後とも、南九州大学の特色を生かしなが

ら、美しい宮崎づくりの推進に向け、連携を深

めてまいりたいと考えております。

学生の皆さんとは、交流会だ○日髙陽一議員

けではなく実際に作業に参加してもらうこと

で、本県の景観形成に若いアイデアと力を注入

し、参加した学生のスキルアップ、単位取得に

つながるような仕組みができれば、園芸業界の

問題であります労働力不足・担い手不足も少し

は改善されるのではないでしょうか。

かつてクリント・イーストウッドが市長を務

め、景観で人を呼び込むまちとなったカーメル

のように、全国で初めて沿道修景美化条例を制

定した宮崎県として、来県された方を魅了する

美しいまちを、ぜひ県民と一緒につくっていき

ましょう。

次に、国道10号住吉道路についてお伺いをい

たします。

小さいながら、幼稚園・保育園を入れると20

を超す学校に、多くの子供たちが通学する住吉

地区ですが、この通学時間帯に県内で最も交通

渋滞が生じる国道10号があります。

渋滞が起きると、急ぐ車は少しでも先を急ご

うと回り道をします。その回り道は、多くの子

供たちの通学路となっており、平均の約３倍の

事故が起きています。

もう20年以上前からの地域の切なる願いであ

る、国道10号住吉道路の新規事業ですが、こと

しに入ってたくさんの方に御指導いただき、長

年の夢が近づきつつあります。

国道10号住吉道路の事業化に向けた進捗状況

について、鎌原副知事にお伺いいたします。

国道10号住吉道路○副知事（鎌原宜文君）

は、佐土原バイパスと宮崎北バイパスを結び、

住吉、佐土原地区の渋滞を緩和し、都市圏交通

の円滑化を図る重要な道路であります。

現在、国土交通省におきまして、新規事業採

択の前段階となる計画段階評価の手続が進めら

れており、ことし９月の九州地方小委員会で、

現道拡幅や、現道西側と東側のバイパスの３

ルート案が示されたところであります。

また、10月末からは、この案に対する周辺住

民へのアンケート調査や、沿線自治体などへの

ヒアリング調査が行われておりまして、今後、

これらの意見を踏まえて、概略ルートや構造等

を検討すると伺っております。

この道路は、物流の効率化や救急搬送時間の

短縮などに大きく寄与するものと考えておりま

すので、県としましては、早期事業化に向け、

地元宮崎市と一体となって国に要望するととも

に、計画段階評価後に行う都市計画決定などの

必要な手続が円滑に進むよう努めてまいりたい

と考えております。
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１日でも早い開通を地域の住○日髙陽一議員

民は願っております。着工までには、都市計画

決定など国以外が携わる部分があると思います

ので、円滑に進むように、どうぞよろしくお願

いいたします。

次に、建設業関係について質問をいたしま

す。

ことし10月、東日本を中心に台風19号による

甚大な被害が発生したのは、記憶にも新しいと

ころであります。被害に遭われた方々には、心

からお見舞いをいたすとともに、一日も早く元

の生活を取り戻されることを祈念いたします。

また、昨年の西日本豪雨、一昨年の九州北部

豪雨など、近年は災害が頻繁に激甚化する傾向

にあります。台風の常襲地であり、これまで多

くの自然災害に見舞われてきた宮崎県におい

て、建設業は、インフラ整備の担い手であると

同時に、災害時には最前線で地域の安全・安心

を確保する「地域の守り手」として、生活や社

会経済を支える上で重要な役割を担っておりま

す。

一方で、地域の建設業の方々からは、長時間

労働の常態化や、現場の高齢化や若者離れの急

速な進展など、さまざまな問題を抱え、大変厳

しい経営環境にあるとの話を多く聞いていま

す。

このような課題に対して、地域の建設業者が

今後も活躍し続ける経営環境を確保することを

目的に、品確法、建設業法、入契法のいわゆる

担い手３法が、ことしの６月に改正されたとこ

ろであります。

そこで、この改正された新・担い手３法の改

正内容について、県土整備部長にお伺いいたし

ます。

新・担い手○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

３法につきましては、建設産業が地域の守り手

として、持続して発展することを目指すもので

あり、長時間労働の是正などの新たな課題に対

応するため、「働き方改革の推進」「生産性向

上への取組」「災害時の緊急対応」などの観点

から改正がなされております。

まず、「働き方改革の推進」におきまして

は、休日等を考慮した適正な工期の設定、債務

負担行為などを活用した施工時期の平準化、適

正な下請契約の締結などが明記されたところで

す。

次に、「生産性向上への取組」においては、

ＩＣＴの活用による生産性向上、技術者に関す

る配置の緩和などが、また、「災害時の緊急対

応」においては、緊急性に応じた随意契約など

の入札・契約方法の選択や、地方公共団体と建

設業者の連携強化などが明記されております。

この新・担い手３法の改正に○日髙陽一議員

ついては、公共工事の発注者が、内容を十分に

理解しておく必要があると考えます。また、こ

の改正を受けて、今後どのように取り組んでい

くのか、大変重要になってきます。

そこで、新・担い手３法の改正内容につい

て、発注者への周知方法と今後の取り組みにつ

いて、県土整備部長にお伺いいたします。

今回の改正○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

内容につきましては、発注者がその趣旨を十分

に理解し、必要な取り組みを推進することが、

大変重要であると考えております。

このため県では、公共工事の発注を行う国、

県、市町村で構成されます連絡協議会や、県、

市町村の発注事務を担当している職員を対象と

した研修会において、改正内容を説明し、周知

を行ったところであります。

特に、品確法につきましては、国において、
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発注者の責務を明確に規定した運用指針が今後

示される予定であることから、それに基づき、

必要な取り組みを行うこととしております。

県としましては、今後とも、関係団体等と連

携を図りながら、新・担い手３法に関する施策

を総合的に進めてまいります。

現場のニーズや変化に即して○日髙陽一議員

法令が改正されても、やっぱり発注に携わる職

員の皆さんがその内容を十分に理解していなけ

れば意味がありませんので、しっかりと周知徹

底を図っていただきたいと思います。よろしく

お願いします。

次に、建設工事における不調・不落について

伺います。

昨年度の公共三部の不調・不落の発生件数

は、過去10年のうち２番目に多く、今年度は、

それを上回るペースで発生しているとのことで

あります。

建設業者から話を聞きますと、受注したくて

も、技術者や作業員が足りない、下請業者が見

つからないといった声が聞かれる一方で、発注

時期や地域、等級によっては、受注可能な業者

が十分あるといった状況もあるようですので、

発注の仕方や入札条件によっては、不調・不落

の発生を抑制することが可能ではないかと考え

ますが、現在も増加している不調・不落につい

て、今後どのように対策を講じていくのか、県

土整備部長にお伺いいたします。

不調・不落○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

の増加は、国土強靱化３か年緊急対策等により

工事発注量が増加する中、建設業者が、技術者

の配置や採算性を考慮して、応札する工事を選

択していることが主な要因と考えております。

これまでも、現場代理人の常駐義務の緩和

や、工事準備を行うための余裕期間の拡大、最

新入札情報のメール配信など、各種対策を講じ

てきたところですが、依然として不調・不落が

高い発生率で推移していることから、本年12月

より、配置予定技術者の専任の緩和や、総合評

価落札方式における受注状況の評価を見直す取

り組みを始めたところであります。

今後とも、建設関係団体と十分な意見交換を

行い、地域の実情を把握するとともに、書類の

簡素化など、さらなる取り組みも含め適切に対

応してまいります。

防災・減災、国土強靱化３か○日髙陽一議員

年緊急対策は、現時点では来年度までの実施予

定となっておりますが、その延長を求める声

や、今年度の経済対策の補正予算も検討される

状況であります。

このような中、公共事業のより円滑な執行は

ますます重要になってくるものと思いますの

で、今後も、引き続きよろしくお願いいたしま

す。

続いて、介護人材不足についてお伺いをいた

します。

高齢化の進行に伴い、介護サービスの質の向

上や多様化するニーズへ対応するためには、必

要とする介護人材を確保していくことが大変重

要なことだと考えています。

厚生労働省の推計によりますと、2025年度末

に必要な介護人材は約245万人となり、2016年度

の約190万人に加え55万人の、年間６万人程度の

介護人材を確保する必要があるとされていま

す。

また、本県においては、宮崎県高齢者保健福

祉計画において、2025年には約3,700人の介護職

員が不足する推計がなされており、介護人材の

確保に向けて効果的な施策を講じていく必要が

あると考えます。2025年に向けて、喫緊の課題
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でありますが、その取り組みについて福祉保健

部長にお伺いをいたします。

本県の高齢者○福祉保健部長（渡辺善敬君）

人口がピークを迎える2025年を見据えまして、

介護サービスの基盤となる介護人材を確保・育

成することは、大変重要だと考えております。

このため県では、事業者団体や専門職等で構

成する「介護人材確保推進協議会」を設置しま

して、介護分野への就業や定着促進を図る取り

組みを行っております。

具体的には、介護職への新たな参入を促すた

め、修学資金の貸し付けを初め、未経験者や離

職者への就業支援を行うとともに、介護に対す

るマイナスイメージを払拭するため、介護の魅

力ややりがいを発信するテレビ番組の制作など

を行っております。

また、職員の離職防止や定着促進を図るた

め、「介護職員処遇改善加算制度」の推進や、

介護職員初任者研修・実務者研修の受講支援な

どを行っております。

県としましては、引き続き、介護分野への就

業や定着促進を図る取り組みをさらに充実・強

化することにより、介護人材の確保に努めてま

いります。

未経験者や離職者に対する取○日髙陽一議員

り組みなどを行っているとのことでしたが、介

護人材確保には、将来の担い手となる子供たち

に対してもアプローチをしていく必要があると

思います。

それには、小中学生の早い段階から、子供た

ちに介護の仕事を正しく理解してもらい、介護

職の重要性や、やりがいを教えていくことが重

要だと考えますが、県は、将来の担い手となり

得る児童・生徒への介護に対する理解をどのよ

うに図っていくのか、福祉保健部長にお伺いい

たします。

県では、将来○福祉保健部長（渡辺善敬君）

の貴重な担い手であります小中学生に、特別養

護老人ホームなどでの介護体験や出前講座等、

介護の仕事についての理解や関心を深めてもら

う取り組みを実施しております。実際に中学生

のときの体験がきっかけで、今年度介護福祉士

になられた事例もあります。

また、11月の介護の日に合わせまして、「ひ

なたの介護フェスタ」を実施し、介護の魅力を

ＰＲするとともに、介護福祉士の仕事をわかり

やすく漫画で説明したパンフレットを作成しま

して、県内全ての中学２年生と高校などに配付

する取り組みを行っております。

県としましては、引き続き、介護の仕事が今

後の少子高齢社会を支える働きがいのある仕事

であることを積極的に周知しまして、介護に対

する理解を深めてもらう取り組みを進めてまい

りたいと考えております。

介護体験等がきっかけで就労○日髙陽一議員

までつながったというのは、本当に驚きまし

た。すばらしいことだと思いますので、こう

いった取り組みを、ぜひ粘り強く行っていただ

きたいと思います。

一方、必要とする介護人材を確保するには、

国内人材だけではなく、外国人材も確保しなけ

れば難しいのではないかと思いますが、国で

は、介護人材確保のため、平成29年９月には、

外国人留学生が専門学校などの養成学校を卒業

して介護福祉士の国家資格を取得する在留資格

「介護」、同年11月には外国人技能実習制度の

中に「介護」を加え、今年４月から始まった特

定技能にも介護分野を入れ、海外人材を活用す

る制度を整えています。

実際、介護現場では、人手不足解消のため、
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外国人に活路を見出し、外国人材の確保に動き

出している事業所もあります。

そこで、県内の介護現場における外国人材の

受け入れに向けた取り組み状況を、福祉保健部

長にお伺いいたします。

外国人介護人○福祉保健部長（渡辺善敬君）

材の受け入れにつきましては、これまで、老人

福祉サービス協議会など関係団体との意見交換

や、事業所への実態調査を行いながら、就労の

状況や受け入れに係る課題の把握に努めている

ところであります。

介護人材が不足する中、今年度、県では、介

護福祉士を目指す外国人留学生の育成・確保を

図るために、介護福祉士養成校が行う海外での

ＰＲ活動経費や、介護施設が支給する奨学金等

の一部を助成する事業を始めたところでありま

す。

県としましては、今後とも介護現場の状況を

踏まえながら、外国人介護人材を円滑に受け入

れできるよう、必要な支援策を講じてまいりま

す。

他県では、もう既に、現地の○日髙陽一議員

学校と人材育成に関する協定を締結しまして、

受け入れに向けた取り組みを進めているところ

があります。今後、このような事例を参考にし

ていただきながら、外国人材の受け入れについ

て取り組みを進めていただきたいと思います。

これから、2025年には約3,700人不足する推計

がある中、介護人材の確保は喫緊の課題である

と思います。

現地の学生に、「日本で働くことになったら

どこに行きたいか」と聞いたら、多くの学生が

「富士山」と言うそうです。なぜなら、日本の

ことをほとんど知らないからです。

だとしたら、勉強する時点で、宮崎の観光地

や食文化のＰＲ動画を現地学生用につくって伝

えることも大事なのではないでしょうか。日本

語の話せる現地の方に紹介してもらうことによ

り、安心できて来日しやすくなるとも思いま

す。

また、私もそうでしたが、海外での生活は、

言葉や文化が違う中で苦労も多く、日本人の方

に会うと本当に安心しました。

外国人に安心して生活してもらうには、生活

上の悩みや疑問を気軽に相談できる体制を整え

る必要があると思います。

そうした中、県では、県内に在住する外国人

の生活面での支援を行うため、先般開設した外

国人サポートセンターにおいてどのように取り

組んでいくのか、商工観光労働部長にお伺いを

いたします。

10月下旬○商工観光労働部長（井出義哉君）

に開設した外国人サポートセンターにつきまし

ては、外国人が働いている企業等へのチラシの

配布やＳＮＳの活用など、外国人住民に直接届

くように周知に努めているところであります。

このセンターでは、外国人住民が抱えるさま

ざまな疑問や悩みに対して、外国語のできる相

談員３名のほか、翻訳機等を活用し、19言語で

相談対応を行っており、開設から１カ月間で、

在留資格更新や運転免許切りかえ、子供の健診

など約60件の相談が寄せられております。

今後、生活や防災に関する情報を多言語で発

信するほか、交流の場としても活用するととも

に、県内各地での出張相談会を実施するなど、

国や市町村、関係機関とも連携しながら、外国

人住民のきめ細かな支援に取り組んでまいりた

いと考えております。

ぜひ、この宮崎に来てよかっ○日髙陽一議員

たと思えるように、御支援をよろしくお願いし
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たいと思います。

また、多くの外国人が集まるこのセンター

に、新潟県や山形県のように、雇用したいけど

方法がわからないなど企業側の悩みも相談でき

る体制を構築することで、さらなるマッチング

につながっていくのではないかと思いますの

で、御検討をよろしくお願いしたいと思いま

す。

先々月、林活議連で、九州北部豪雨の現地調

査として朝倉市に行ってきました。

平成29年７月に発生した九州北部豪雨。私

も、10日後に現場に入りましたが、当時は本当

に多くの流木が町を覆っていました。表層崩壊

によって杉の流木が流れ込み、ため池が決壊し

てしまったのが原因だそうです。

杉などの木が大量に生えている人工林は、間

伐して日当たりを改善するなどしなければ木が

成長せず、深い根を張れないため、大量の木が

流され、多くの家屋が倒壊しました。

しかし、この流木をスリット式ダムがせきと

め、家屋の助かった地域もありました。国もこ

の状況を踏まえ、スリット式ダムについて整備

を推進する考えを示しております。

今までにない豪雨により、毎年、日本全国各

地で災害が発生している現在、杉生産量28年連

続日本一の本県でも、同じような災害が起こる

可能性が高いのではないかと思いますが、流木

の被害を防ぐスリット式ダムの整備状況と今後

の対策について、環境森林部長と県土整備部長

にお伺いをいたします。

環境森林部で○環境森林部長（佐野詔藏君）

は、山腹崩壊等の山地災害から下流域を守るた

め、山腹工による崩壊地の復旧や、間伐等の森

林整備による発生源対策とともに、治山ダムに

よる土砂等の流出防止対策に取り組んでおりま

して、流木の捕捉効果が高いスリット式の治山

ダムにつきましては、施工中を含め、６基整備

してきております。

このような中、昨年、国により「土石流・流

木対策指針」が新たに制定されましたことか

ら、現在はこの指針に基づき、出水時に倒木流

出のおそれが高いと判断された箇所につきまし

ては、積極的にスリット式治山ダムを設置する

ことといたしております。

今後とも、国や市町村などの関係機関と連携

しながら、流木の被害防止を含めました山地災

害対策に、しっかりと取り組んでまいりたいと

考えております。

県土整備部○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

では、土石流から県民の生命、財産を守るた

め、県内各地で砂防ダムを整備しており、従前

から、想定される流木などの状況によっては、

流木捕捉効果の高いスリット式を採用しており

ました。

近年、豪雨による自然災害が頻発化・激甚化

する中、流木を含む土石流により甚大な被害が

発生していることから、国において、平成28年

に「砂防基本計画策定指針」が改定され、新設

の砂防ダムはスリット式が原則となったところ

であります。

このような方針のもと、県土整備部では、ス

リット式のダムを現在38基整備しているところ

であり、これまでにも34基が完成しておりま

す。

今後とも、この国の指針に基づき、計画的に

整備を進めるとともに、タイムラインやホット

ラインなどのソフト対策にも取り組みながら、

国や市町村など関係機関と連携のもと、総合的

な土砂災害対策に取り組んでまいりたいと考え

ております。
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ぜひ、あのような大きな被害○日髙陽一議員

が出ないように、山地災害対策をよろしくお願

いしたいと思います。

先日、日向灘沖で地震が発生しました。いつ

南海トラフ地震が起きるかわからない状況にあ

ります。

あす、議場でも避難訓練が行われますが、さ

まざまな災害のさまざまな状況を想定して、訓

練は大変大切だと思います。

特に実際の災害発生後には、避難所でも混乱

が生じ、訓練時にはスムーズにできていた情報

伝達すら困難になることもあると聞いておりま

すが、このような中、まずＤＭＡＴなど災害発

生時の医療体制がどのようになっているのか、

福祉保健部長にお伺いいたします。

災害時に備え○福祉保健部長（渡辺善敬君）

まして、本県には現在、災害時の医療提供の拠

点となる12の災害拠点病院、33のＤＭＡＴチー

ムがあります。

災害発生時には、県が災害対策本部内にＤＭ

ＡＴ調整本部を設置しまして、統括ＤＭＡＴの

指揮のもとで、県内の被災状況を収集しなが

ら、ＤＭＡＴの出動要請、参集や活動拠点の設

定などを行う災害医療体制を構築し、医療ニー

ズに対する支援の調整を行っております。

県としましては、このような災害発生時の医

療体制が十分に機能するように、今後とも、災

害拠点病院の機能強化やＤＭＡＴの養成など、

体制の強化に努めてまいりたいと考えておりま

す。

ＤＭＡＴのチームの数も着実○日髙陽一議員

にふえて、災害直後の災害医療体制も整備され

てきているようですが、このような中、先日、

宮崎県歯科医師会で行われました災害歯科保健

医療体制研修会を見学してまいりました。そこ

では、災害発生後のさまざまな取り組みについ

て話し合われており、被害想定の死者数約３

万5,000人。そのうち第１週目に収容される遺体

は１万4,175人、その身元確認をするには、５

万6,700平方メートルの面積と、１日当たり200

人から400人の歯科医師が必要だとか、本当に非

常にリアルな状況を想定した訓練が行われてい

ました。

歯科医師会だけではなく、さまざまな分野の

専門家がこのようなトレーニングを行っている

と思いますが、災害発生から時間が経過し、保

護医療にかかわる多様な支援ニーズが発生した

際に、各専門職の連携が必要だと考えます。連

携がうまくいくためにどのような取り組みを

行っているのか、福祉保健部長にお伺いをいた

します。

救護所や避難○福祉保健部長（渡辺善敬君）

所の運営が開始されますと、被災者のケアなど

さまざまな支援ニーズに対応する必要がありま

して、ＤＭＡＴだけではなく、医師会や日本赤

十字社などの救護班を初め、歯科医師会や薬剤

師、保健師など専門職チームの連携による対応

が重要となります。

このため、県においては、災害時に保健医療

に係る支援ニーズを把握し、支援を行う専門職

チームを調整する災害医療コーディネーターを

平成26年度から設置しまして、現在34名に委嘱

しているところです。

また、県内の各専門職の災害への対応力向上

と顔の見える関係づくりのために、平成27年度

から毎年度、災害医療コーディネート研修を開

催し、今年度はさまざまな専門職や保健所職員

など92名が参加したところです。

今後も、関係者の連携強化に努めてまいりた

いと考えております。
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現在構築が進められています○日髙陽一議員

地域包括ケアシステムは、医療・介護・福祉が

一体となって、地域に住まわれている方々を守

るシステムとなっている中で、災害時の医療・

介護・福祉の連携体制については、まだ十分に

構築されていないとの声も聞いております。

災害時においても、行政・医療・介護・福祉

がいずれも欠けることなく、ワンチームとなっ

て、せっかく助かった命を、避難所生活の中な

ど災害関連死と呼ばれるもので失うことのない

よう、これまで各地で発生した災害状況や、そ

の際、医療・福祉の災害対応チームなどの活動

報告を十分に踏まえ、宮崎県独自の医療・介護

・福祉の連携体制を整備していただきたいと思

います。

国際基準避難所運営ガイドラインであります

「スフィア・スタンダード」というものがあり

ます。このスフィア・スタンダードの日本でも

数少ないトレーナーが、実はこの宮崎にいらっ

しゃいます。彼女は、東日本大震災、そしてま

た熊本震災と２つの地震で、医師として現場で

活動していらっしゃいました。そんな貴重な経

験をされた方が身近にいらっしゃいますので、

しっかりと連携しながら、災害時の体制をつ

くっていただきたいと思います。

最後に、先日、ある方の講演で、「現場を指

揮する者は笑顔を忘れてはいけない。顔がこわ

ばっていては現場の空気も固まってしまう」と

いうお話を聞いたところであります。笑わない

男ではだめです。ここにいらっしゃる方は、現

場で指揮される方がたくさんいらっしゃると思

います。その現場が和やかな雰囲気になるよ

う、しっかりと笑顔で対応して、環境をつくっ

ていただきたいと思います。

以上をもって、私の質問とさせていただきま

す。ありがとうございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わり○丸山裕次郎議長

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時44分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開○山下博三副議長

きます。

次は、西村賢議員。

〔登壇〕（拍手） 本日も傍聴○西村 賢議員

に来ていただきまして、ありがとうございま

す。

先週末、女子プロゴルフ最終戦リコーカップ

が、宮崎カントリークラブで行われました。大

会期間中の観客動員が２万5,000人を超え、過去

最多となったと報道されておりました。まさし

く「しぶこフィーバー」の恩恵を受け、前週の

ダンロップトーナメントとともに宮崎ゴルフマ

ンスを盛り上げ、全国に発信してくれました。

渋野日向子選手の名前には「日向」という文

字があり、勝手に愛着を持っておりますが、こ

としの渋野プロの活躍のように、私もよい１年

で締めたいと思いますので、執行部の皆様の明

快な御答弁をお願いいたします。

まず、カーフェリーの建造支援について質問

をいたします。

今議会冒頭の坂口県議を先頭に、数名の方々

が質問されましたので、なるべく重複を避けま

すが、県は、宮崎カーフェリーの新船建造に、

宮崎県が40億円、宮崎市が５億円、合計45億円

を貸し付けると発表いたしました。船の老朽化

による２隻の新船建造に必要な費用で、180億円

の資金計画のうち、自己資金と金融機関からの

融資を充てても不足する資金を県が貸し付ける

- 205 -



令和元年12月３日(火)

ということであります。

宮崎と神戸を結ぶカーフェリーは、宮崎県に

とって貴重な公共性の高いものであることは、

重々承知をしております。

これまでの質問にもありましたが、民間企業

の設備投資支援に税金を投入すること、また、

県がリスクを負って支援しなければならないの

かなど、さまざまな疑問があります。県民の理

解を得るためにも、先日行った、県北のトラッ

ク事業者との意見交換の際の意見も踏まえて、

質問を行います。

まず確認でありますが、宮崎カーフェリー社

には、副知事が社外取締役となっております。

経営参画をされていくわけですが、今後も県が

宮崎カーフェリー社に経営参画をし続けるとい

う認識でよいのか。

また、運送業の中には、「本県の企業体、い

わゆるオール宮崎体制にこだわらず、大手の海

運業者と組むほうが安定輸送につながるので

は」と指摘する方もいます。

そう指摘されると、確かに心情的には宮崎の

地場企業にこだわりたいものの、世界や全国を

結ぶネットワークや多くの船舶を持つ大企業の

ほうがトラブルにも強いのではないか、とも

思ってしまいます。県がオール宮崎体制にこだ

わる理由を、知事に伺います。

この後の質問は、質問者席より行います。

（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

現在の宮崎カーフェリー株式会社は、平成30

年３月から県も出資する新会社として運航を開

始し、同年８月には、会社からの要請に応える

形で、副知事が社外取締役に就任したところで

あります。

将来的には、自立した経営体となることが適

当だと考えますが、今回の新船建造に当たり、

多額の貸し付けを予定していることから、県と

いたしましても、今後とも経営の安定化に向け

て、一定の経営関与を続けてまいりたいと考え

ております。

また、この新会社を立ち上げる際、県産品や

旅客を安定して輸送するために本県発着の航路

を維持する必要性や、従業員の雇用などを考慮

し、地元経済界等が結束することが最善の方策

であると考え、オール宮崎で支えていくことと

したものであります。以上であります。〔降

壇〕

次に、経営の見通しについて○西村 賢議員

伺います。県北地域から見ると、トラック輸送

は、宮崎港に南下するよりも大分方面に北上し

たほうが、高速の無料区間の恩恵や船の便数な

どもあり、場合によっては陸路のまま走るほう

がいいという話になりました。

今後、別府―大阪航路を運航する三井商船が

同じく２隻の新船建造を行い、日本初のＬＮＧ

燃料船として、現行の9,200トンから１万7,300

トンと乗客、積載数ともに輸送力が強化される

とのことです。宮崎カーフェリーの新船が１

万4,300トンの予定ですから、より大きな船とい

うことであり、同時期の2022年より就航予定と

のことで、経営にとっても影響があるのではな

いかと懸念しています。

そのほかにも、高速道路のスマートインター

の設置や４車線化の整備、先日の山下寿議員の

質問にもあった自動運転などの技術革新なども

あり、これから競争が激しくなる海運業の中で

宮崎カーフェリーの経営見通しをどう考える

か、郡司副知事に伺います。

御指摘の例も含めま○副知事（郡司行敏君）
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して、近年、他のフェリー会社においては、大

型化を伴う新船建造が進んでいるところであり

ます。

これは、ドライバー不足や長時間労働の是正

等を背景に、トラックによる陸送から、海上輸

送への転換、いわゆるモーダルシフトの需要

が、全国的に高まってきていることによるもの

と考えられます。

本県におきましても、同様の状況であります

ので、モーダルシフトの需要を取り込むととも

に、他の航路との競争に対応していくために

も、早期の新船建造が必要であります。

なお、トラックの自動運転につきましては、

現在、国が、高速道路における隊列走行の２台

目以降の無人化を検討しておりますが、その実

現には、一般道に接続するための仕組みや施設

の整備が必要であり、まだ相当の時間を要する

ものと考えているところであります。

また、旅客につきましても、客室を個室化す

ることなど、旅客ニーズを捉えることにより、

安定的に経営できるものと考えているところで

あります。

次に、新船建造が本県物流の○西村 賢議員

利便性の向上につながるのか、伺います。

意見交換の中で、宮崎カーフェリーにいざ乗

せてもらおうとしても、乗せてもらえないとき

が多いという不満を聞きました。これがたまた

ま偶然なのか、経営方針なのかわかりません

が、今後、県が経営参画を行っていく上で、県

内企業の優先や県内荷物の優先のような措置が

とれるものか、郡司副知事に伺います。

フェリーへの乗船に○副知事（郡司行敏君）

つきましては、予約車両が優先されるというこ

とであり、県内外というふうな条件で優先度が

変わるものではないと伺っているところであり

ます。

また、現在の船舶では、乗船希望のトラック

の全ては載せ切れていない状況が多くなってお

りますが、今後、新船が就航し、積載台数が拡

大した場合には、県内の需要にも、これまで以

上に対応していけるものと考えているところで

あります。

先ほど知事が、オール宮崎に○西村 賢議員

こだわる理由を言われました。そういうことで

あれば、県内の優先枠みたいなものがあっても

いいのではないかなと思っております。

新船が大きければ、今まで待っていた車が乗

れるということになれば、それはそれで解消す

るかもしれませんが、今後もその流れを見なが

ら、検討を随時していただきたいと思います。

次に、40億円の県の融資について質問をいた

します。

今、国内の金融機関は融資先を探している状

況にあり、県が太鼓判を押すような事業内容な

らば、宮崎カーフェリーと取引したい金融機関

からの協力の声が上がるのではないかと考えま

すが、そのような金融機関からの申し出はない

のか、郡司副知事に伺います。

県に対しましても、○副知事（郡司行敏君）

フェリー会社に対しましても、そのような申し

出はございませんでした。

このないということが、逆に○西村 賢議員

ほかの金融機関が二の足を踏んでいるというこ

とであって、県の事業計画、また県というか、

その企業の事業計画や信頼性にも不安が残ると

ころであります。

私は、平成15年松形県政最後の議会で決定

し、県内企業への金融支援「宮崎県中小企業

ファンド」が、10年後の平成25年に９億円もの

税金を失う結果に終わったことについて、平
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成25年９月議会で質問いたしました。

あのとき、私は県の幹部の皆さんに「10年前

に決定したファンド事業の責任は誰にあるの

か。誰が損失の責任をとるのか」と訴えまし

た。当時の答弁で河野知事は、「行政はベスト

な選択を行った」と、責任論ははぐらかされま

したが、そのときのやりとりで、今も答弁席に

おられるのは河野知事だけです。

平成15年ファンドを立ち上げた県の関係者

も、その損金処理に当たられた県の関係者も、

どなたもいらっしゃいません。前回は損失が９

億円、期間は10年でありました。今回は40億円

の投資、そして20年間の返還期間になります。

私も含めてここにいる者は、20年後にいない可

能性があります。行政が民間企業に直接融資す

る貸付責任をどのように考えているのか、商工

観光労働部長に伺います。

御指摘の○商工観光労働部長（井手義哉君）

ありました「中小企業等支援ファンド」は、事

業再生を支援するための投資であり、今回の貸

し付けとは性質を異にするものと考えておりま

すが、40億円の貸し付けは、大変規模の大きな

ものであり、県としては、貸し付けが妥当かの

判断を慎重に行うとともに、債権管理をしっか

りと行っていく責任があると考えております。

このため、中小機構の協力のもと慎重に審査

を行い、新船就航後の安定的な黒字経営によっ

て、貸付金の確実な返済が見込まれると判断し

たものであります。

また、貸し付け後は、中小機構とともに、経

営状況等を把握するなど、償還計画に沿った返

済がなされるよう、しっかりと管理していくこ

ととしております。

そこで、その確実という言葉○西村 賢議員

に、非常にまだ違和感を持っております。

では、計画どおりに事業が進まず、返済が

滞った場合、どうやって債権の保全を考えてお

られるのか、再度、井手部長に伺います。

高度化資○商工観光労働部長（井手義哉君）

金の債権保全措置としましては、貸付規則の規

定により、物的担保及び連帯保証人を求めるこ

とになります。

宮崎カーフェリーの場合、物的担保について

は、他の金融機関と同順位かつ第一順位の船舶

抵当権を設定する予定としております。

なお、仮に、災害や経済事情の著しい変動等

により、償還が著しく困難となった場合には、

中小機構とも協議しながら、償還能力に応じ

て、一時的な償還猶予や20年の償還期限の延長

等を行うことにより、貸付金の回収を図ること

となります。

まだ疑問が完全に払拭された○西村 賢議員

わけではございませんが、今後、委員会におい

ての審議をしっかりと見守りたいと思って、次

に移ります。

次に、介護予防・日常生活支援総合事業につ

いて、福祉保健部に伺います。

高齢者の健康増進やリハビリ等の効果によ

り、高齢者自身の幸せや生きがいを支援し、介

護保険制度の普及で行き過ぎた介護サービスに

よりふえ続ける社会保障費を抑制する効果が大

きいと思います。

しかし一方では、リハビリや栄養指導などの

効果により、喜ばしいことではありますが、要

介護者の介護度が下がり、介護サービスの内容

が変わることへの不満が、家族や事業者などか

らも聞かれるようになりました。

総合事業への移行が県内各市町村で進み、そ

の取り組みの進捗においては、市町村間での取

り組みの差が出ないようにする必要があります
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が、マンパワーが不足する人口の少ない自治体

にとっては、重い負担となります。介護予防の

推進のため、県がしっかりとサポートすべきと

考えますが、小規模自治体に対する県の支援に

ついて、福祉保健部長に状況を伺います。

御質問の総合○福祉保健部長（渡辺善敬君）

事業についてでありますが、市町村の裁量によ

り、地域の実情に応じたサービス提供が可能と

なる一方で、小規模自治体においては、専門職

や担い手不足等の理由によりまして、事業の実

施に苦慮している実態があります。

そこで今年度、県では、モデル的に、小規模

自治体において栄養改善による介護予防を進め

るため、新任の管理栄養士に県の専門職が助言

するなど、県職員による支援を行っておりま

す。また、テレビ会議システムを活用し、地域

にいない薬剤師等の専門職が地域ケア会議に参

画できる仕組みをつくり、高齢者の自立支援に

努めております。

今後、このモデル事業の成果を県内に横展開

し、小規模自治体が直面している課題を踏まえ

て、必要な事業を実施できるよう、きめ細やか

な支援を行ってまいります。

続けて、総合事業における利○西村 賢議員

用者へのサービスの提供において、介護支援専

門員、いわゆるケアマネジャーの存在は重要で

あります。しかし、近年、ケアマネジャーの中

には有効期間の更新を行わないケースもあり、

その背景には、午前中の質問にもありました

が、介護労働者の処遇改善のための処遇改善加

算の対象ではなく、総合事業やケアプランの作

成などで多忙な労働環境もあります。また、受

験要件の見直しから、受験者数や合格者数も

減ってきております。

今後はケアマネジャーのスキルを上げ、所得

向上や社会的な価値を高めていかなければなり

ませんが、ケアマネジャーの育成・確保につい

て県はどう取り組むのかを、福祉保健部長に伺

います。

ケアマネ○福祉保健部長（渡辺善敬君）

ジャーの育成につきましては、研修内容に現場

の声を反映しまして、事例検討を行うグループ

ワークを取り入れる等の改善や、医療職を初め

とする多職種と連携するために必要な医学的知

識等を習得する研修会を開催するなど、その充

実を図っております。また、経験豊富なケアマ

ネジャーを各施設等へ派遣し、具体的な指導・

助言を行っております。

このほか、「みやざき・ひなたの介護情報発

信事業」を通じまして、地域包括ケアシステム

の中心的な役割を担うケアマネジャーの重要性

を周知するなど、その確保に取り組んでいると

ころであります。

県では、今後とも、関係団体等と連携をしま

して、さらなる資質の向上と、育成・確保に努

めてまいりたいと考えております。

次に、質問順序を変えて、誤○西村 賢議員

伐・盗伐問題に対して先に質問を行います。

近年、林業が活況となり、それに合わせ誤伐

・盗伐の報道も多くなってまいりました。

ことし、日向市内の伐採業者が盗伐により逮

捕される事件がありました。新聞報道などで私

の知る限りでは、杉７本、杉13本の伐採を、当

人は誤伐と主張し、被害者は盗伐と主張し、当

事者間で示談を進めていたとのことですが、一

転し、伐採業者の逮捕に至ってしまいました。

係争中の案件ですから、具体的にこの場で触

れませんが、この案件は、林業の未来や担い手

の確保も含めて大きな影響があるのではないか

と思います。
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当然ながら、本県で過去に起こった、悪質な

ブローカーが行った契約書の偽造などの悪意の

ある犯罪は、許しがたいものでありますし、盗

伐自体は許されるものではありません。

過去に、県内の地籍調査の進捗を質問したこ

とがありますが、地籍調査の済んでいない山林

においては、境界の確定は難しく、先祖から相

続した山林の場所さえ知らない相続人が毎年増

加しているのが現実であります。

無断伐採に間違いがあった場合、ほとんどの

案件は穏当に和解がなされているとのことであ

りますが、今回のように刑事事件にまで発展す

ることは、極めてまれなケースと考えていま

す。

広大な山林の伐採に際しての数本の誤伐は、

業務の特性上、ある意味避けられないことでは

ないかなと思いますが、そのような誤伐も絶対

に許されない社会状況になれば、林業後継者の

確保も難しくなります。

森林法、県や市町村の規定によれば、純粋な

伐採自体は、極端に広大な面積にならなけれ

ば、保安林以外は基本的に届け出だけで済む内

容になっています。保安林であっても、許可を

取得することによって伐採自体は禁じられては

おりません。

その届け出と許可申請において、土地所有者

の同意を得るということは求めておりますが、

隣接者との境界確認などというものは特に求め

られていません。

これは、山林の特殊性を考慮し、伐採・植林

がスムーズに行われるように配慮されているの

ではないかと理解をしますが、今回の事件のよ

うな伐採業者のケースは、今後も起こりかねな

いと思います。

そこでまず、本県における無断伐採の相談件

数について、環境森林部長に伺います。

県や市町村へ○環境森林部長（佐野詔藏君）

の森林所有者からの相談件数につきましては、

平成26年度から本年10月末までに合計で125件と

なっております。

直近の３年間では、相談された年に伐採され

たものばかりではございませんが、平成29年度

が42件、30年度が36件、令和元年度が10月末ま

でに22件の相談件数となっております。

今、相談件数について伺いま○西村 賢議員

したが、これは、今起こったわけではなくて、

過去、いつの間にか自分の山を見たら切られて

いたとか、相続の対象になるところを見にいっ

たら切られていたとかいうことも含まれている

と思います。いつ切られたかわからないとい

う、確かに無断伐採が行われた事実はあると思

いますが、それに伴って無断伐採の防止には、

森林境界の確認を確実に行うことが重要である

と思います。

そのことについて、県はどのように取り組ん

でいるのかを、環境森林部長に伺います。

県では、伐採○環境森林部長（佐野詔藏君）

時の境界確認が徹底されますよう、伐採届の事

務処理マニュアルを作成しまして、伐採届を受

理する市町村に、隣接所有者の確認書類の添付

などによる審査の強化を指導しております。

また、研修会や伐採パトロール等によりまし

て、森林所有者や伐採事業者に、境界の保全や

境界の確認の徹底を啓発・指導しております。

さらに、境界の確認が円滑に行われますよ

う、「森林整備地域活動支援交付金事業」など

で、森林組合等が行います境界を明確化する測

量などに支援をしているところであります。

今後とも、これらの取り組みによりまして、

森林の境界確認が確実に行われるよう努めてま
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いりたいと考えております。

土地の境界も不確かな山林で○西村 賢議員

のわずかな誤伐がもとで、訴えられたり、失業

したり、廃業せざるを得ない状況に追い込まれ

ることがあってはならないと考えます。そもそ

も、地籍調査の進捗を進めていくことが重要だ

と思います。その進捗も求めながら、また一方

で、当事者同士の和解方法の確立というもの

も、今後検討していただきたいと思っておりま

す。

昨日の有岡議員の質問とは真逆になるかもし

れませんが、当然ながら、誤伐もいいことでは

ありません。しかし、誤伐によって、その伐採

業者が大きなペナルティーを受けることが、果

たして宮崎県の林業の将来につながるのかとい

うことも、同時に考えていかなければならない

と思いまして、この問題を取り上げさせていた

だきました。県当局におかれましては、この問

題をしっかりと受けとめていただきたいと思い

ます。

次に、海の安全対策について伺います。

先日の武田議員の質問にもありました。こと

し、県内でのサーフィンの海難事故が続出して

おります。私の地元伊勢ヶ浜でも、先日の台風

の影響下で、サーフィンを行った県外観光客が

死亡し、いまだ１人は行方不明となっておりま

す。亡くなった方には大変申しわけありません

が、地元の我らが親しんでいる海水浴場での死

亡事故は、気持ちがいいものではありません。

そもそもサーフィンの安全管理は、「自己責

任論」が非常に強いわけですが、実際に事故が

起こったときには、海上保安庁、消防、警察を

初め、地元消防団や医療機関など多くの方々を

巻き込み、また、その捜索の際の２次被害も想

定されます。

サーフィンは自然が相手で、地形や気象が大

きく影響いたします。特に離岸流はその地域の

特性があり、海難事故の大きな要因となってお

ります。

まずは警察本部長に伺いますが、本県には、

「宮崎県遊泳者及びプレジャーボートの事故の

防止等に関する条例」があります。ここでは、

海水浴場の規制や安全対策、プレジャーボート

等の利用の事故防止に関する条文が記されてお

りますが、この条例にサーフィンの安全管理は

該当しないのかを伺います。

サーフィンにつ○警察本部長（阿部文彦君）

きましては、議員御指摘の条例により、特別遊

泳場として指定された県内６カ所の区域内にお

いては、所要の規制がなされているところであ

ります。

他方、昨今のサーフィンの事故につきまして

は、この特別遊泳場以外の海上で発生している

ものと承知しております。

このため警察といたしましては、今後とも、

宮崎市、日向市など沿岸市町村やその他の関係

機関と連携しながら、サーフィンを含め、水難

事故防止の広報啓発活動や現場指導に努めてま

いります。

次に、通告しておりました○西村 賢議員

「サーファーへの注意喚起」については、武田

議員のきのうの質問にありましたので割愛させ

ていただきますが、要望として、今本県は、各

地に恵まれたサーフスポットがあり、県や沿岸

自治体では、サーフィンによる観光誘客や移住

促進を行っています。また、世界大会等の開催

を通じて、積極的に本県のサーフィンの魅力を

発信しているところでもあります。そこには大

きな成果も出ていると思いますが、県や沿岸自

治体もサーフィン誘客を叫ぶ以上、安全対策も
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しっかりと行うべきと考えます。昨日、武田議

員の質問にもありましたが、県において安全対

策を行う組織を考えるべきと私も要望して、次

の質問に移りたいと思います。

続いて、農道整備について農政水産部長に伺

います。

日向市平岩から籾木地区を抜け鵜毛地区につ

ながる市道の拡幅整備を、かつては農道整備と

して要望しておりました。しかし、平成12年度

に農道整備事業の総点検 打ち切り完了や見―

直し再採択等 が行われ、新規路線の着手を―

凍結することになりました。地元の方々にとっ

ては、事業凍結は非常につらかったと思います

が、その後、何とか市道の拡幅工事に切りかえ

て、少しずつ整備を進めている状況でありま

す。

現在、この地域を含め籾木・鵜毛地区におい

ては、土地改良事業に取り組んでおり、圃場整

備が進んできています。しかし、この圃場がよ

くなっても、この田畑に通じる道路が今のまま

では、利便性や安全性に問題が残ります。これ

からの地域農業のためにも、後継者のためにも

必要な圃場整備を行っていくわけですから、こ

の機にここを通る道路をよくしたいという機運

が、この地域で再度高まってきています。

農道整備の凍結が解除され、今後新規での整

備も期待できるとのことですが、この籾木地

区、鵜毛地区を結ぶ農道の整備の見通しについ

て伺います。

本県における○農政水産部長（坊薗正恒君）

農道整備につきましては、継続路線の完成のめ

どが立ったことや、国の予算が回復してきたこ

とから、新たな農道についても事業化の検討を

進めていくことといたしております。

このような中、御質問のありました鵜毛・籾

木地区につきましては、これまで市道改良など

により一部で整備が進められていることを踏ま

え、改めて日向市において受益面積を見直した

ところ、国の基幹農道整備の採択要件を満たし

ていないことから、本年度、市の事業管理計画

から除外されたところであります。

県といたしましては、今後の農業経営におい

て、農道の整備が重要であると考えております

ので、当該地区の事業化の可能性も含め、整備

の手法について、地元の意向を確認しながら、

今後、日向市としっかり協議してまいりたいと

考えております。

ぜひ、支援のほうをよろしく○西村 賢議員

お願いしたいと思います。この地域も待ちに

待って、ずっと待って道路ができていない地域

でありますので、この道路拡幅の願いを少しで

も早くかなえていただけるように、お願いを申

し上げたいと思います。

次に、午前中にも日髙陽一議員のほうから質

問がありましたが、建設分野における人材確保

について質問を行います。

現在、多くの産業で人材不足が叫ばれており

ますが、特に建設関連では若者不足の声が大き

いところです。

若者が働きやすい労働環境をつくり、環境改

善していくために、業界全体や企業にも改革が

求められますが、公共事業の発注者としての行

政の役割も大きく、今後始まっていく働き方改

革も、建設業には大きな影響があります。

そこで、現場における週休２日の実施に向け

て、建設業協会も第２土曜一斉休業と声を上げ

ていますが、完全に実施されているわけではな

く、天候や工期、さらには経費などの理由か

ら、企業によって足並みがそろわないところが

あります。
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私たちの世代と違い、週休２日が小学生のこ

ろから当たり前の今の若者たちにとって、職業

を選択する上で、週休２日は必須項目でもあり

ます。建設業が週休２日を実現するため、県は

週休２日工事にどのように取り組んでいるの

か、県土整備部長に伺います。

建設工事に○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

おける週休２日制の推進は、担い手確保を図る

上で大変重要であると考えております。

このため県では、平成28年度から週休２日工

事の試行を開始し、現在は、積算上必要な経費

を割り増すことで、さらなる推進を図ってお

り、昨年度は51件で試行を行い、今年度は10月

末時点で、87件で取り組みを進めているところ

であります。

さらに、週休２日制の必要性について、より

一層理解を深めるため、県内の建設現場におい

て、毎月第２土曜日を一斉に閉所する取り組み

を実施しているところです。

県としましては、今後とも、国の動向を踏ま

え、建設関係団体と十分に連携を図りながら、

週休２日制の定着に向けて積極的に取り組んで

まいります。

よろしくお願いします。これ○西村 賢議員

は、どうしても公共事業が主導していかなけれ

ば、元請さん、そしてまた下請さんまで、いろ

んな立場の方がいらっしゃいます。企業におい

ては、強気のところが完全週休２日を打ち出し

て、若い人たちを獲得しているという話も聞き

ます。そういうふうになっていけば、業界全体

の人不足というものも解消していけるのかなと

思いますので、ぜひ、県が率先して指導してい

ただきたいと思います。

次に、建設業への女性の進出について伺いま

す。

建設業にとっても女性の活躍は、人材確保の

面でも、またイメージアップの面でも大きいと

思います。土木女子を「ドボジョ」と呼ぶそう

ですが、これまで多くの建設関連の企業では、

そもそも女性が現場に出ることを想定していな

く、労働環境としてはまだまだ不備があると思

います。一部企業では女性更衣室や休憩室を設

置したとの報道もありますが、まだまだ女性の

進出を応援していかねばならないと思います。

そこで県は、女性の進出支援のため、建設現場

の労働環境をどのように改善していくのか、県

土整備部長に伺います。

建設現場に○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

おける女性が働きやすい労働環境の整備は、働

き方改革を推進し、女性技術者等の進出を支援

する上で、大変重要であると認識をしておりま

す。

このため県では、平成28年度から、技術者を

対象とした女性専用トイレを設置するモデル工

事を開始し、現在は、現場で働く全ての女性を

対象としております。

また、現場環境改善の経費の一つとして、女

性更衣室の設置も対象とするなど、働きやすい

環境づくりに努めているところであり、女性技

術者の数は増加傾向にあります。

今後とも、関係団体と十分連携しながら、女

性のさらなる活躍を推進し、担い手の育成・確

保に積極的に取り組んでまいります。

よろしくお願いします。○西村 賢議員

次に、これは建設業の方からの声でありま

す。現行の入札制度におきまして、現場監督の

「技術点数」というものがあります。公共工事

の施工に対して、その現場がいかによくできた

のかを点数化するもので、その後の入札の際の

点数にも影響してきます。
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しかし、これが逆に若手の技術者の重い負担

となっており、下働きからやっと現場を任せら

れるようなレベルに達しても、現場監督になる

ことを嫌がったり、建設業をやめてしまったり

するケースがあるとのことです。当然、この若

者の働き方というものもいろいろあると思いま

すが、県の総合評価落札方式において、若手の

技術者の育成のためにどのような取り組みを進

めているのか、県土整備部長に伺います。

建設産業に○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

おきましては、若年入職者の減少や技術者の高

齢化といった問題が生じており、若手技術者の

育成が重要な課題となっております。

このため県では、総合評価落札方式におきま

して、35歳以下の技術者を現場代理人として配

置することや、新規学卒者の雇用を評価項目と

しているところであります。

さらに、昨年度から、若手技術者の配置を容

易にするため、会社がバックアップすることに

より、技術者の施工実績の経験を求めない、

「技術者育成チャレンジ型総合評価落札方式」

の試行を始めており、今年度は試行件数を拡大

しているところであります。

県としましては、今後とも、関係機関や建設

業団体と十分な連携を図りながら、若手技術者

の育成に努めてまいります。

現在、働き方改革導入に向け○西村 賢議員

ての動きがある中で、建設業の実態と制度が乖

離しているのではないかと感じることが多々あ

ります。天候や工期などに大きく影響される建

設業の仕事にあって、さらに下請企業や納入業

者など建設現場を支える企業などは、もっと拘

束時間が長いのが実態であります。朝８時から

現場が動くとすれば、下請企業はもっと前から

働かざるを得ません。

働き方改革によって、元請企業自体も時間的

な制約を受けていくわけですが、さらにそのし

わ寄せは下請企業に行くのではと予想されま

す。県は、下請企業の労働環境についてどのよ

うに考えていくのかを、県土整備部長に伺いま

す。

働き方改革○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

の推進は、若年入職者の減少等が課題である建

設産業において、担い手確保の観点から大変重

要であると認識をしております。

このような中、建設業は、他産業と比べ労働

時間が長く、週休２日の浸透がおくれている状

況も見受けられることから、元請企業が行う働

き方改革が、小規模な企業が多い下請企業への

しわ寄せにならないように、注視していく必要

があります。

このため、県といたしましては、引き続き、

建設業者向けの研修会等の場を活用して、契約

の遵守や不当に低い請負代金の禁止等について

元請企業を指導していくほか、下請企業からの

さまざまな相談や訴えに対応することで、働き

方改革が下請企業の労働環境の改善につながる

よう、国の機関とも連携しながら取り組みを

行ってまいります。

この働き方改革、一様にどの○西村 賢議員

企業も同じように働いて、同じように時間の制

約があってということが理想ではありますが、

世の中そう簡単にはいかないと思いますし、当

然ながら元請と下請の役割も違ってくるわけで

あります。

県もしっかりと監督署の方々に情報提供をし

て、本県の実態、実情というものをしっかりと

伝えていただくようにお願いしたいと思ってお

ります。

次に、学校現場での教師のいじめ問題につい
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て、教育長に伺います。

学校でのいじめ問題に今、多くの教育関係者

が努力されているところであります。その現場

の最前線に立つべき教師自身が、同僚教師にい

じめを行う事件が神戸市で発生し、大きく報道

されました。

さらに、本県でも教頭が確信犯的に何十年も

無免許運転を行ってきたことが判明し、検挙さ

れました。

このような中、教育現場のパワハラ問題、コ

ンプラ違反を踏まえて、県教育委員会が、教師

への実態調査を11月上旬に行ったということを

聞きました。

この実態調査をどのような意図で行ったの

か、また、この調査は記名式で行われたと伺っ

ております。果たして同じ学校の先生同士が、

自分の名前を書いた上で、「〇〇先生からパワ

ハラを受けました」と事実を書けるのかという

疑問もありますが、調査を記名式にした理由に

ついても、あわせて教育長に伺います。

今回実施いたしまし○教育長（日隈俊郎君）

たパワハラに関する調査は、教職員のハラスメ

ント問題に対する関心の高まりを受けまして、

運転免許証の保有状況等の確認とあわせて、コ

ンプライアンスの推進を目的とした調査の中で

実施いたしました。

また、記名式による調査については、職員が

パワハラ行為を受けたと回答した場合に、まず

は学校において速やかに状況を確認し、対応す

ることを狙いとしたものであります。

なお、記名式では回答しにくい職員もおられ

ますので、このことも考慮して、調査票には、

教育委員会担当課や人事委員会などの外部の相

談窓口を記載したところであります。

記名式ということで、例え○西村 賢議員

ば、実態調査を見た校長等の管理職が、正直に

書いた教員に対して、パワハラ事案を隠すよう

なこととか、訂正を求めるようなことが全くな

いのかなという疑念は抱きました。そのような

ことはないと信じたいと思いますが、この調査

の結果はどうだったのか、どのような事案が

あったのか、また県教育委員会として、調査の

結果を踏まえ、学校現場のパワハラ問題解決に

ついてどのような策を講じようとしているのか

を、教育長に伺います。

今回の調査の結果、○教育長（日隈俊郎君）

悪質な事例は確認されておりませんが、「同僚

から叱責を受け、精神的苦痛を感じた」とか、

「業務上のミスを過度に指摘された」などの回

答が上がってきております。これらについて

は、現在、各学校に設置されておりますコンプ

ライアンス推進委員会や市町村教育委員会等を

通じて、事実の確認を行い、状況の改善に向け

た取り組みを進めているところであります。

県教育委員会といたしましては、調査結果を

踏まえ、学校や市町村教育委員会等の関係機関

と連携して、研修等を通したハラスメント防止

に関する意識の啓発や相談窓口の周知徹底等を

行うことにより、引き続き、教職員の働きやす

い環境づくりに努めてまいりたいと考えており

ます。

今後も県教育委員会の真摯な○西村 賢議員

取り組みに期待したいと思いますが、先ほど言

われたような実態調査の結果をしっかりと見

て、また教育委員会以外の窓口にあった相談等

もしっかり踏まえた上で、対策をしていただき

たいと思います。

次は、ひきこもり問題についてに移ります。

先日、岩切議員の質問でも紹介されました

が、厚生常任委員会の県外調査で、秋田県藤里
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町の社会福祉協議会を訪問いたしました。ここ

は、ひきこもり対策で全国的に有名となった町

で、私も質問で何度か取り上げております。本

県からもこの施設を訪れ、立ち直った若者がい

たという話も伺いました。

ひきこもり対策には、行政や家庭からの幅広

い支援が必要であります。現在、国も就職氷河

期世代のひきこもりに対し、「就職氷河期世代

支援プログラム」に取り組み始めたことは、こ

の問題を政府も認識したあかしであると思いま

す。引きこもるタイミングに、いじめ、入試の

失敗、就職の失敗など、いわゆる人間の挫折の

タイミングがあると思います。

高知県では、高校中退者の学び直しを教育委

員会などが支援しているケースもあるようです

が、周りのサポートで立ち直る事例もありま

す。まずは、本県の高校中退者の推移とその要

因について、教育長に伺います。

本県の県立高等学校○教育長（日隈俊郎君）

における中途退学者数につきましては、平成30

年度が332名ということでありまして、過去５年

は、毎年300人前後で推移しております。

また、生徒1,000人当たりの中途退学者の数で

見ますと、平成30年度、本県は14.3人でありま

して、全国が14.2名と、ほぼ同程度の状況にあ

ります。

中途退学の要因でございますが、これはさま

ざまありますけれども、主なものといたしまし

ては、「高校生活になじめなかった」とか、

「人間関係がうまく保てなかった」などが挙げ

られております。

中退者がそのまま引きこもら○西村 賢議員

ないようにしなければなりませんが、若者の就

職や社会参加への支援を担う、本県の若者サ

ポートステーション事業の利用状況と就職決定

者数の推移について、商工観光労働部長に伺い

ます。

国が設置○商工観光労働部長（井手義哉君）

する「みやざき若者サポートステーション」の

利用状況につきましては、電話による相談等も

含めた延べ件数で、平成28年度が9,171件、29年

度が１万577件、30年度が１万656件と増加して

おります。

一方で、就職決定者数につきましては、手厚

い支援を長期間必要とする利用者が増加傾向に

あることから、平成28年度が184人、29年度

が143人、30年度が117人と年々減少していると

ころであります。

年々減少しているということ○西村 賢議員

でありますけれども、しっかりと若者たちのサ

ポートを引き続きお願いするとともに、しっか

りと目の行き届くサービスを続けていただきた

いと思います。

この秋田県藤里町の取り組みは、現在、国が

制度設計し、本県でも取り組んでいます「生活

困窮者自立支援制度」に非常に近いもので、こ

の事業の充実に大きな可能性があると考えま

す。

この生活困窮者自立支援制度は、福祉事務所

を有する自治体に、「自立相談支援の実施」、

「住居確保給付金の支給」を必須とし、そのほ

かに、就労準備支援や家計相談、子供の学習支

援など任意で行えるメニューがあり、生活保護

に頼る前に、これらの事業で自立を進めていく

ことで、就労や就学の自立支援につながってい

ます。これらの現在の取り組み状況と今後の取

り組みについて、福祉保健部長に伺います。

「生活困窮者○福祉保健部長（渡辺善敬君）

自立支援制度」につきましては、ひきこもりの

方への支援も含めまして、生活保護に至る前の
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「第２のセーフティーネット」として、平成27

年度に始まった制度であります。県及び各市の

福祉事務所において相談支援員等を配置しまし

て、自立に向けた居住、就労、家計等の相談や

支援を一体的に行うものです。

実績としましては、平成30年度の新規相談の

受け付け件数は、県全体で1,685件となっており

ます。加えて、任意事業としては、各地域の

ニーズに応じ、それぞれの福祉事務所等におい

て、生活困窮者に対する就労準備、家計改善、

子供の学習を支援しております。

県としましては、今後とも、あらゆる機会を

通じまして、制度の周知に努めるとともに、関

係機関を集めた会議や研修会を開催し、この事

業の活用を促してまいりたいと考えておりま

す。

この生活困窮者自立支援制○西村 賢議員

度、私はとてもネーミングが悪いと思います。

これは国の制度ですから仕方がないのでありま

すが、まだ県内の市でも、全てのメニューに取

り組んでいるわけではありませんので、ぜひ、

この制度の周知というものを、各行政ととも

に、これを利用したいという方にもしっかりと

届くようにしていただきたいと思っておりま

す。

今回のひきこもり対策についても、教育長と

２人の部長から答弁をいただきました。ひきこ

もり対策には部局横断で取り組んでいく必要が

あります。私は、この問題を何度も議会で取り

上げておりますが、ぜひ、宮崎県も知事を先頭

に、本県の対策を整えていって、１人でもひき

こもりから脱却できるように 藤里町は１人―

のひきこもりもいなくなったという話でありま

したので、ぜひ宮崎県も充実をしていただくよ

うに要望して、私の質問を終わります。ありが

とうございました。（拍手）

次は、内田理佐議員。○山下博三副議長

〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ○内田理佐議員

んにちは。自由民主党、内田理佐です。

まず、竜巻災害について質問します。

台風17号に伴い、９月22日に延岡市で発生し

ました竜巻災害により、人的被害軽傷18名、建

物583軒、農業用ハウス23棟で被害が起こりまし

た。

発災後、県内外からたくさんの方々がボラン

ティアに来ていただきました。特に発災から３

日後、ビニールハウスの災害現場では、人手が

足りなく熱中症症状の方が出るなど焦りが出て

いたところに、議長の声かけにより、宮崎県産

業開発青年隊が40名ほど、応援に来ていただき

ました。市民よりたくさんの差し入れが届くな

ど、現場が一気に明るくなり、作業がはかどっ

たものです。

議場内にも知事や議長、副議長を初め、日髙

陽一議員にも「日程調整して手伝いに行こう

か」と、言葉だけかと思いましたが、本当に知

事よりも随分遅く来ていただきました。現場に

足を運んでいただいた方々が、議場内にもたく

さんいらっしゃいます。御支援もいただきまし

た。

今回の質問で、「知事が現場に来るのが遅

かった」といったような御意見も出ております

が、済みません、質問された皆さんは、被害に

遭われた方々の気持ちになり、一刻も早く予算

をつけていただきたいというお気持ちで言って

いただいているなとは思います。私は現場で

は、「知事が遅い」という言葉は、誰からも全

く聞いておらず、とにかく１日でも早い復興を

願い、毎日必死に作業をしていました。

国会議員、知事、議長、議員、部長など来て
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いただけるだけで、「助かった」「来てくれ

た」と勇気が出ました。被害を受けて心が折れ

そうだった延岡市民は、それぞれの立場で献身

的に取り組んでいただいた姿に大変勇気づけら

れました。そのときの判断で動いていただくの

がベストです。県の職員ということを隠し、新

聞を見て神社にボランティアに来ていただいた

方もいました。まだ復興に至っていませんが、

この場をかりてお礼を述べさせていただきま

す。ありがとうございました。

しかし、まだまだ完全な復旧・復興はできて

おらず、現在もボランティア活動の続いている

場所があります。夏田稲荷神社においては、補

助事業の採択要件に合わないということで、ボ

ランティアの方々によるクラウドファンディン

グが始まりました。行政の支援に期待される方

が、今もたくさんいらっしゃいます。

また、応急対応時の国、県、市、関係機関と

の連携について課題も見えてきました。この教

訓を生かし、来年以降の台風シーズンへの対応

強化が必要ですが、果たして万全な状態と言え

るでしょうか。「指示待ち」「様子見」での対

応をしていては、巨大台風、南海トラフ巨大地

震に対応できません。

今回、延岡での竜巻災害が発生したとき、県

立延岡病院では、竜巻災害発生直後から、自主

的にトリアージのための院内災害対策本部を立

ち上げられました。幸い、実働までには至りま

せんでしたが、この姿勢が大切だと思います。

つまり、初動後の応急対応時に、指示待ちで

はなく、「自分たちが今すべきことは何か」を

常に考えて行動に移すことが大切です。

そこで、みずから動ける組織を構築するため

にも、ふだんからの顔の見える連携体制を強化

すべきだと考えます。これは、私自身も今後の

課題だと気づかせていただきました。

県や市の地域防災計画には、各団体が災害時

にすべきことが明記されています。しかしなが

ら、計画を「絵に描いた餅」で終わらせないた

めにも、県がみずから動ける組織づくりを積極

的に推進していただき、広域的な対応は、県か

ら宮崎県の各種団体や市町村へ通知していただ

くのがスムーズだと思います。例えば、今も、

瓦屋根の修理をしていただく職人さんが見つか

らず、ブルーシートで屋根が覆われた家が見受

けられます。竜巻災害では、瓦工事業連盟や板

金組合、塗装・防水組合など、想定される業者

があります。県が災害協定を結んでいただき、

広域的に業者を探さないといけない場合は、県

が動いていただくのが一番よいと思います。

宮崎県災害対策本部の最高責任者となる知事

からの指示待ちでは、大規模災害では組織も機

能しません。また、災害時の対応は、押しかけ

方式であるリエゾン派遣が効果的で、国交省は

リエゾン派遣を行います。県も連絡員を派遣さ

れますが、市町村任せにしない積極的なリエゾ

ン派遣を行っていただきたいと思います。

現在、県災害対策本部が入る立派な防災庁舎

を建設中です。これまでにない新たな体制構築

に努めていただき、来るべき南海トラフ巨大地

震への対応にも、県の司令塔として役を果たし

ていただきたいと思います。

そこで、延岡市の竜巻災害では、応急対応に

おいて、人員体制や関係機関の連携などに課題

が残ったと感じていますが、応急対応のあり方

に対する知事の考えと県の取り組みについてお

伺いします。

以上、壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）
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す。

災害発生時におきまして、被害状況の把握や

救助・救急活動などの応急対応を迅速かつ的確

に行うことは、被害の軽減を図る上で極めて重

要であります

刻々と状況が変化する中で、多岐にわたる応

急対応を効果的に行うためには、全組織的な災

害対応の体制を確立するとともに、関係機関が

情報を共有し、県が広域的な支援の調整を行う

など、相互に役割分担した上で、連携して取り

組む必要があると考えております。

このため県では、災害時には、市町村に情報

連絡員を派遣するなど、迅速な情報収集や対応

に努めているところであります。今回の竜巻災

害におきましても、発生当日に県から延岡市に

情報連絡員を派遣したり、また、停電により電

力が不足した１医療施設に電源車の派遣調整を

行い、さらには御指摘ありました延岡病院にお

ける災害関連患者の受け入れ等に取り組んだと

ころであります。さらに平素から、災害対策本

部の機能強化や災害時応援協定の締結、防災訓

練や研修会などを通じた関係機関との顔の見え

る関係の構築などに取り組んでいるところであ

ります。

今後も引き続き、御指摘も踏まえながら、今

回の教訓をしっかりと生かし、訓練や研修等の

充実を図り、市町村の支援を含め、さらなる災

害対応能力の向上に取り組んでまいりたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

今、御答弁の中に、災害時の○内田理佐議員

応援協定の締結というお言葉がありました。塗

装とか板金、防水などは協定が結ばれていると

思いますが、左官だったり瓦だったり、そうい

う職人さん自体も少なくなっているということ

と、あと全国的に災害もたくさんあって、そち

らのほうのお仕事に派遣で行かれていて、なか

なか延岡だけでは職人さんを見つけることが困

難だったりということで、てこずった部分もあ

りましたので、組合としては大きくなくても、

そういうところとも締結していただいて、こう

いう災害時には県も御協力いただくというよう

な連携がとれる体制づくりをしていただけれ

ば、本当にありがたいなと思います。また御検

討をお願いしたいと思います。

それと今回、激甚災害の指定を受けたにもか

かわらず、建物523戸の被害の多くが「一部損

壊」で、国の支援策の対象となりませんでし

た。先日の田口県議の質問より、「県は市が交

付金を活用して支援する事業について、地方負

担分の２分の１を負担する」と答弁されまし

た。一方で、被災住宅では既に工事に着手した

ものもあると聞いています。県の具体的な支援

の割合と対象について、県土整備部長にお伺い

します。

今回活用し○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

ます国の交付金につきましては、国の要綱で算

定方法が定められております。具体的には、被

災した住宅の復旧工事費の23％について、その

２分の１を国が負担し、残りが地方負担分とな

ります。

県は、この地方負担分の２分の１を支援する

こととしており、県の負担割合は、被災した住

宅の復旧工事費の5.75％となります。ただし、

国及び地方負担分の合計は、83万8,000円が限度

となります。

また、県が行う支援の対象につきましては、

国おいて交付金の活用が認められました11月８

日以降に工事の契約を締結したものが対象とな

ります。

県としましては、今後、個別の物件ごとに延
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岡市と協議しながら、しっかりと支援してまい

りたいと考えております。

活用の認められた11月８日以○内田理佐議員

降に工事の契約を締結したものが対象というこ

とですが、それ以前に工事契約を締結された方

が当てはまらないのかなということで、前もっ

てされた方は気の毒だなとも思います。

きのう、延岡市長と話しましたが、これに該

当する方も余りいないんじゃないかというよう

なお話もありまして、ほかの手だてがないもの

かと、いろいろ悩むところでありますが、県に

おいても、最大の御支援をよろしくお願いした

いなと思います。

次に移ります。

今年の台風15号では、千葉県などで多くの風

倒木が発生し、長期間停電するなど、災害復旧

に時間を要したのは記憶に新しいところです。

延岡市の竜巻災害においても、小規模ではあり

ますが、延岡商業高校に隣接する杉林が高校グ

ラウンドに倒木するなど、数カ所で風倒木被害

が発生しました。

そこで、県の風倒木被害に対する森林整備の

取り組みについて、環境森林部長にお伺いしま

す。

県では、風倒○環境森林部長（佐野詔藏君）

木が発生した森林において、その早期復旧を図

るため、「森林整備事業」により、風倒木の伐

採と再造林を支援しますとともに、「荒廃渓流

等流木流出防止対策事業」により、渓流に堆積

した風倒木の撤去等を実施しております。

また、台風等による森林被害の発生を未然に

防止するために、「間伐材生産強化対策事業」

等により、樹木の根を発達させるための間伐

や、「水を貯え、災害に強い森林（もり）づく

り事業」により、風に対し抵抗力の高い広葉樹

の植栽等の支援に取り組んでいるところであり

ます。

今後とも、これらの取り組みを通じまして、

被害を受けた森林の早期復旧と災害に強い森林

づくりに、積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。

先日、延岡市で開催された○内田理佐議員

「ひなたの林業シンポジウム」では、林野庁の

本郷長官の講演があり、「長伐期、間伐を繰り

返すこと。また、賢いスマート林業への転換

を、宮崎県がトップとして走っていただきた

い」といった内容であったと思います。

自伐型、全伐型など、伐採の方法はさまざま

ですが、循環型林業を目指そうという考えは同

じです。そもそも、持続可能な開発であるＳＤ

Ｇｓは、林業から生まれた取り組みです。８分

野のうちの４分野、「成長市場創出地域活性化

イノベーション」「強靱な国土インフラ整備」

「省エネ・再エネ気候変動対策循環型社会」

「生物多様性森林・海洋の環境保全」について

施策を展開しています。

高知県では、自伐化推進のために予算を確保

し、間伐や作業道の造成の補助を行っておりま

す。本県でも、高知県のような支援を期待した

いと思います。

次に、延岡市は「水郷のべおか」と言われる

ように、１級河川を含めたくさんの川が流れる

反面、水害も多く、長年、水害対策に力を入れ

てきました。

近年、国土交通省による五ヶ瀬川、大瀬川の

適正分派事業が進められ、現在、県の管轄でも

ある北川では、毎年のように水害が発生し、対

策が急務ですが、多額の河川改修費用がかかる

ため、一刻も早い国による直轄事業化が望まれ

ています。
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北川町曽立地区では、延岡市による河川改修

事業の予算は計上済みで事業中ですが、排水ポ

ンプ設置の予算措置は今からと聞いています。

現在の五ヶ瀬川や北川曽立地区における浸水

対策の取り組み状況について、県土整備部長に

お伺いします。

五ヶ瀬川水○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

系につきましては、平成17年の台風14号により

甚大な浸水被害が発生したことから、国や県に

おいて、河川激甚災害対策特別緊急事業によ

り、河道掘削や堤防のかさ上げなどを行ったと

ころであります。

現在、国においては、河川整備計画に基づ

き、五ヶ瀬川や大瀬川において洪水をより安全

に流すことができるよう、適正分派対策が進め

られており、また、防災ステーションの整備や

３か年緊急対策による河道掘削等にも取り組ん

でいると伺っております。

一方、北川曽立地区におきましては、延岡市

が内水対策として曽立谷川の堤防かさ上げに取

り組むこととしていることから、県では、曽立

谷川の水の流れをよくするため、北川本川の水

位低下を図ることを目的として、河道掘削等を

実施しております。

今後とも、国や市と連携を図りながら、浸水

被害の軽減に取り組んでまいります。

ぜひ、計画どおりに進めてい○内田理佐議員

ただきますように、よろしくお願いいたしま

す。

また近年、巨大化した台風に伴う強風による

被害が甚大な中、日本随一の森林面積を誇る本

県として、循環型林業を目指すことで山を守る

努力をするとともに、砂防にも力を入れていく

必要があります。

特に、土石流や強風で倒れた木が一気に下流

域に流れ出るのを防ぐ砂防ダムの整備は、大変

重要です。

また、山林ののり面崩壊を防ぐ急傾斜対策事

業も非常に重要で、要望も多くなってきていま

す。

そこで、県として、防災という観点で、災害

が起きてから予算をつけるのではなく、先手を

打つ形で、災害を未然に防ぐための砂防ダムの

整備、急傾斜対策の予算確保に尽力していただ

きたいと思いますが、土砂災害対策にどのよう

に取り組んでいるのか、県土整備部長にお伺い

します。

本県は、地○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

形が急峻な上に地質が脆弱であり、台風や梅雨

前線など、豪雨のたびに土砂災害が発生してい

ることから、県民の生命、財産を守るために、

危険箇所の整備が大変重要であると考えており

ます。

このため県では、地元の要望を踏まえなが

ら、避難所や避難路等がある箇所など優先度の

高い箇所から、砂防ダムやコンクリート擁壁等

の整備を進めており、昨年度からは、国土強靱

化の３か年緊急対策も合わせて、集中的に事業

を実施しているところであります。

さらに、県民の早期避難が図られるよう、土

砂災害警戒区域等の指定による危険箇所の周

知、各土木事務所で実施している土砂災害防止

教室などの啓発活動、タイムラインやホットラ

インの運用等も行っております。

今後とも、国や市町村など関係機関と連携を

図りながら、ハード・ソフト一体となった土砂

災害対策を推進してまいりたいと考えておりま

す。

延岡だけでなく、県内全域で○内田理佐議員

土砂災害対策が必要になると思います。前向き
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な御答弁だったと思います。どうぞよろしくお

願いします。

かわりまして、県立学校の学生寮について質

問いたします。

県内には、高千穂、延岡、日向、西都、宮崎

地区に６つの生徒寮があります。その中でも延

岡地区には２つの寮があり、その２つの寮のみ

エアコンが設置されていません。今年、熱中症

症状の学生が出て、保護者に迎えに来てもらう

といった事案も起こりました。

２つの寮のうち延岡第二寮は、現在約1,800万

円の事業費で設置工事中です。来年２月上旬に

完了予定で、工事がおくれた理由は、県内の小

中学校で、一斉にエアコン設置工事が進んでい

たためだと聞いております。

残された第一寮ですが、６つの寮の中で一番

利用生徒数が多く82名いらっしゃいます。夏場

や冬場は不便な寮生活を送っていると思われま

す。これでは勉強もはかどりません。現在、電

気設備の工事を行っているようですが、エアコ

ンの設置工事の予算は来年度の予算でつけてい

ただきたく、何とか夏を迎えるまでに設置をお

願いします。

そこで、延岡地区の２寮のエアコン整備状況

を教育長にお伺いします。

延岡地区生徒寮のエ○教育長（日隈俊郎君）

アコン整備状況についてでありますが、お話に

ありましたとおり、第二生徒寮につきまして

は、現在、設置工事を行っているところであり

まして、来年２月上旬には完了する予定であり

ます。

第一生徒寮につきましては、今年度、まずエ

アコン設置に必要となる電気設備の改修工事を

行っておりますので、完了した後、エアコン設

置に向け、早期整備に向けた取り組みに努めて

まいりたいと考えております。

県教育委員会といたしましては、生徒がより

快適な環境で安心して生活できるよう取り組ん

でまいりたいと考えております。

私は実際、寮を見学しまし○内田理佐議員

た。進学を希望する学生にとっては、夏や冬、

あの狭い部屋に エアコンが設置されている―

お部屋があるんですけど ぎゅうぎゅう詰め―

になって勉強しているというような状況です。

今、県立高校も選べる時代です。ぜひ、第一寮

も来年夏までに設置をお願いしたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いします。

次に、宮崎県高等学校競技力強化指定校につ

いてです。

県教育委員会は今年度、高校スポーツ競技力

の強化を図るため、指定校を選び、実績により

重点、推進、育成の３区分で、総額約2,500万円

を助成し、合宿や遠征などの支援をされていま

す。この、学校を指定する考え方について、教

育長にお伺いします。

県の競技力強化指定○教育長（日隈俊郎君）

校制度でありますが、本県の高校スポーツ水準

の維持・向上と、国民体育大会における競技力

向上に資することを目的として、平成９年度に

設けたものでありまして、現在28校30競技63部

を指定しております。

指定の基準につきましては、「全国に通じる

競技力を有し、今後も維持・向上が期待される

こと」や、「競技力が県のトップにあり、その

活動が地域や学校に根づき、将来とも、その競

技力の向上が期待できること」などとしており

ます。

こうした基準に基づき、関係部局や学校体育

団体等で構成します「強化指定校連絡調整会

議」の意見を聞いた上で、指定を行っていると
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ころであります。

例えば、さきの高校ラグビー○内田理佐議員

花園予選において高鍋高校は、準々決勝で宮崎

合同と109対０、準決勝で佐土原高校と105対

０、決勝で星雲高校と80対０で優勝しました。

高鍋高校は９年連続32回目の優勝。花園へは今

回で27回目の出場となります。一方、決勝で負

けた星雲高校は、花園へは東高校のときに７回

出場しておりますが、部員は年々減少し、３年

生が引退した現在、ついに部員が８名となって

しまいました。これでは試合さえできません。

高鍋高校は、ラグビーでは唯一の強化指定校

になっており、毎年５名のスポーツ推薦枠があ

ります。ラグビー関係者に聞くと、「県内の優

秀な選手は高鍋に集まりやすく、県内にほかに

強豪校がないほど圧倒的に強いのだが、全国大

会では１回戦負けが続いているのは、県内で切

磋琢磨できていないからだ」と言います。ま

た、県内の優秀な選手が県外に引っ張られてい

るのも事実です。

宮崎県は、ラグビー日本代表が合宿するな

ど、ラグビーの聖地と言っても過言ではありま

せん。そんな宮崎県ですが、ラグビーにおいて

国民スポーツ大会で優勝できるよう、宮崎県か

ら優秀な選手が県外へ引き抜かれないよう、強

化指定校をふやすなどして食いとめないといけ

ません。

そこで、強化指定校の指定の基準見直しを検

討すべきだと考えますが、教育長のお考えをお

伺いします。

強化指定校につきま○教育長（日隈俊郎君）

しては、ことしの国体や全国高校総体におい

て、入賞件数のうち、６割を超える実績を上げ

ておりまして、一定の成果が出ているものと認

識しております。

しかしながら、さらに多くの入賞を果たすた

めには、それぞれの競技で、全国に通用する競

技力に高める必要がありますことから、学校間

の活発な競争を促すため基準の見直しを行って

きたところであります。

また、指定校以外で高い競技実績がある学校

に対しましても、ライバル校として強化支援を

行うなど、安定的な競技力の向上につなげられ

るよう取り組んでおります。

今後は、天皇杯獲得を目指すためにも、各学

校が切磋琢磨し、全体の競技力の底上げに資す

る制度となりますよう、さらに検討を重ねてま

いりたいと考えております。

ぜひ、前向きな検討と見直し○内田理佐議員

をよろしくお願いいたします。

続きまして、薬物乱用についてです。

宮崎県はこれまで、18歳以下の薬物による検

挙はありませんでした。しかし、ことし11月に

入り、法務局の職員より、宮崎県でこれまでな

かった高校生による大麻事犯として検挙された

とお聞きしました。また、青少年においては大

麻使用がふえています。いま一度、宮崎県とし

て、薬物を根絶させるための対策を練っていた

だきたいところですが、まず、県内における薬

物乱用の現状について、県警本部長にお伺いし

ます。

県内の薬物事犯○警察本部長（阿部文彦君）

の検挙件数は、ここ数年毎年100件前後で推移し

ているところであります。

昨年の薬物事犯の検挙件数は108件で、その内

訳は、覚醒剤事犯が49件、大麻事犯が55件、麻

薬等事犯が４件でありました。なお、これらの

中に少年被疑者の検挙はございませんでした。

本年は、10月末までに81件を検挙しており、

その内訳は、覚醒剤事犯35件、大麻事犯40件、
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麻薬等事犯６件となっております。これらの中

で、大麻事犯の被疑者として少年５名を検挙し

ているところであります。

当該少年被疑者５名につきましては、全て男

性で、１名は高校生、４名は有職少年となって

おります。また、その犯行の形態は、所持が４

件、譲り渡しが１件となっております。

県では、県知事が薬物乱用対○内田理佐議員

策推進地方本部の本部長です。会議では、薬務

対策室、各保健所及び県精神保健福祉セン

ター、県警において、薬物関連問題に関する相

談窓口を設置するなど、薬物乱用防止のための

対策を練っていただいていると思います。今

回、高校生が検挙されたということで、高等学

校における薬物乱用防止教育の取り組みについ

て、教育長にお伺いします。

学校においては、保○教育長（日隈俊郎君）

健の授業を中心に、小、中、高等学校それぞれ

の発達の段階に応じて、薬物乱用による心身へ

の影響や、規範意識についての学習に取り組ん

でいるところであります。

また、中学校、高等学校では、警察や保健所

の職員、学校薬剤師などを講師とした薬物乱用

防止教室を年１回以上開催しておりまして、特

に高等学校においては、具体的な事例をもと

に、より深い知識や薬物の危険性を認識できる

判断力などを身につけさせるよう取り組んでお

ります。

今後とも、児童生徒が、「薬物乱用は絶対に

行ってはいけない」ということを実感できるよ

う、関係機関と連携を図りながら、薬物乱用防

止教育の充実に努めてまいりたいと考えており

ます。

今、メディア等を通じて薬物○内田理佐議員

に興味を持つ学生もふえていると思います。常

に実態を把握しながら、効果のある取り組みを

よろしくお願いいたします。

続いて、里親制度についてです。

厚労省がつくった里親を推奨するチラシを、

子育て支援のお仕事をしている若い女性が見

て、「こんなにお金がもらえるの。何人も預か

ろうとする人が出てくるよね」と言っていまし

た。そのチラシには、養育里親の場合は、１人

目が月額８万6,000円。２人以降が４万3,000

円、生活費として、乳児が５万8,310円、乳児以

外が５万570円、そのほか医療費や教育費も支給

されます。これをビジネスと捉える方がいらっ

しゃるかもしれませんが、この手当の事実を知

らない方が多く、経済面に不安があるとして、

里親になることをためらう人が多いのも事実で

す。

県が2015年に策定した「宮崎県家庭的養護推

進計画」では、2029年度までに里親等委託率

を35％とすることを目標とし、現在は13.4％と

伸び悩んでいます。県では、その計画を全面的

に見直し、新たに社会的養育推進計画を策定す

るということで、里親委託児童や施設入所児

童、社会福祉審議会の方々などの意見を聴取し

ながら策定作業を進め、今月、厚生常任委員会

に計画の素案が提出されます。その後、パブ

リックコメント等が実施され、来年３月に計画

策定される予定です。この計画は、国の目標も

見ながら、本県の子供たちの多様な生活ニーズ

に対応した、児童福祉施設等の社会資源を十分

に踏まえた計画となるよう願います。計画の中

身に不安を抱く児童養護施設関係者の方々もい

らっしゃいますので、この計画策定の県のお考

えを、福祉保健部長にお伺いします。

本県の社会的○福祉保健部長（渡辺善敬君）

養育推進計画の策定に当たりましては、国の計
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画策定要領で示された目標等を念頭に置きなが

らも、児童養護施設や里親会などの関係機関の

意見を十分に聞いた上で、社会的養護を必要と

する子供の状況や児童養護施設等の果たしてい

る役割など、本県の実情を十分に踏まえること

としております。

計画に記載している里親等委託率の目標値に

つきましても、本県の社会的養護を必要とする

子供一人一人の状況をよく踏まえた上で、望ま

しい目標値を設定することとしております。

厚生常任委員会に計画の素案○内田理佐議員

が提出されるということですが、また当局のほ

うでもよい計画となるように、よろしくお願い

いたします。

続きまして、県立特別支援学校ＰＴＡ連絡協

議会についてです。

毎年、13校ある県立特別支援学校のＰＴＡ連

絡協議会より、数多くの陳情事項が提出されて

います。例えば、高等支援学校または職業コー

スが九州の中で宮崎県のみ設置されていないの

で、これらの設置を要望されています。また、

障がい者用トイレの拡充や、福祉圏域ごとに、

こども療育センター的機能を持つ機関の整備な

ど重点項目を初め、多くの御要望が継続となっ

ているのが現状です。そこで、陳情事項への対

応の進捗状況について、教育長と福祉保健部長

にお伺いします。

県立特別支援学校Ｐ○教育長（日隈俊郎君）

ＴＡ連絡協議会より、教育環境の整備・充実な

ど多くの陳情をいただいておりますが、これを

受けまして、都城きりしま支援学校小林校の本

校化や多目的トイレの設置などを進めてきたと

ころであります。

また、防災対策や教室不足の対応としての校

舎増築など喫緊の課題につきましても、優先的

に取り組んできております。

さらに、心理士等の外部専門家の派遣や、お

話にありました高等特別支援学校設置に関する

要望につきましては、今年度の新規事業におき

まして、指定校による研究を実施しているとこ

ろであります。

その他の要望につきましても、現在、さまざ

まな検討を進めているところでありまして、今

後も、各学校の実情を踏まえながら、必要な教

育環境の充実に努めてまいりたいと考えており

ます。

福祉保健部で○福祉保健部長（渡辺善敬君）

ございますが、「社会的自立の支援」や「福祉

サービスの充実」などの陳情をいただきまし

た。

その進捗状況ですが、まず、「社会的自立の

支援」につきましては、本県の障がい者の雇用

状況は全国的に高い水準にはございます。その

中で、企業向けや特別支援学校でのセミナーの

開催など、関係機関と連携し、より一層の雇用

促進に取り組んでおります。

次に、「福祉サービスの充実」につきまして

は、放課後等デイサービスなどの障がい児サー

ビスの充実に取り組んでいるほか、生活の基盤

となるグループホームの整備等を計画的に進め

ております。

また、地域偏在などの課題がある重症心身障

がい児や医療的ケア児の支援につきましても、

市町村など関係機関と連携し、引き続き取り組

んでまいります。

教育サイド、また福祉サイド○内田理佐議員

からの御答弁、ありがとうございました。ぜ

ひ、横断的な取り組みも必要だと思いますの

で、連携をとりながら、ＰＴＡにも取り組みが

情報として伝わるように、よろしくお願いいた
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します。

次に、県立病院における医療従事者の拡充等

についてです。

医療はチームで行うものですが、絶対的にマ

ンパワーが足りていない現実があります。

こうした医療を取り巻く環境が厳しくなって

いる中、県立延岡病院は、「いい病院ランキン

グ2018」という本で、九州内でベスト８となっ

ています。スタッフ一丸となり、日本一の病院

を目指そうと、モチベーション高く頑張ってい

ます。

しかし、こうした努力にもかかわらず、延岡

病院では、恒常的に医療従事者不足に悩まされ

ています。ぜひ県としても、この思いに答えて

ほしいと思います。

先日、県医師会との意見交換会で、「県立病

院には医療従事者の定数はあるのか」と伺う

と、医師より「あるようでない」というような

お答えをいただきました。公立病院の役目とし

て、人材育成の場という考え方もありますの

で、経営感覚も確かに大切なことですが、医療

従事者は多いにこしたことはないので、どんど

ん人材確保に力を入れ、地域に根差した医療を

目指してほしいと思います。

現在、専属看護師や医師不足に悩まされてい

る県立延岡病院の医療スタッフの拡充に向け

て、どのように考えていらっしゃるのか、病院

局長にお伺いします。

まず、医師につき○病院局長（桑山秀彦君）

ましては、人員体制の充実が図られている診療

科がある一方で、いまだ体制が十分でない診療

科もありますので、引き続き地元の自治体や医

師会とも連携しながら、大学医局に派遣の要請

を行うなど、医師確保に取り組んでまいりたい

と考えております。

また、看護師や薬剤師、臨床検査技師などの

コメディカルスタッフにつきましては、医療の

高度化や患者ニーズの多様化に効果的・効率的

に対応するために、必要な人員体制の整備を

図ってきているところでございます。

今後とも、医療需要や経営状況等を踏まえな

がら、よりよい人材の確保を図りますととも

に、延岡病院、ひいては地域医療に貢献できる

人材の育成に努めてまいりたいと考えておりま

す。

医療機関で働く女性はほかの○内田理佐議員

職種よりも比率が高く、まさに女性のマンパ

ワーなくして地域医療は成り立ちません。

近年、医師国家試験の合格者は３割は女性で

あり、より女性の医療従事者の割合が高くなっ

てきています。

人手不足が医療機関で深刻化する中、子育て

中の女性医療従事者へのサポート体制を充実さ

せることが、深刻な医療従事者不足を解決する

方策の一つと考えます。

そこで、子育てサポート支援を行っている民

間事業者と、医療機関とのマッチングを促進

し、医療機関で働くママを応援する体制を構築

すべきだと考えます。これは、県立延岡病院を

調査した際、妊娠し臨月を迎えられる女性医師

との意見交換よりヒントをいただきました。

例えば、「宮崎県医師会女性医師保育支援

サービスモデル事業」が平成27年度からスター

トしています。これは、県医師会が保育サービ

ス事業所に委託し、あらかじめ女性医師対応の

ための講習を受けた保育サポーターが、女性医

師の子供を一時的に預かるサービスです。

しかし、現在のところ、宮崎市内限定、女性

医師限定のサービスです。

そこで、このモデル事業を、各地にある子育
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て支援センターと提携し、県立病院の女性医療

従事者に積極的に推進していけば、女性の口コ

ミで女性医師の確保にもつながると思います。

実際、その妊娠された女性医師も、このような

サービスが県立病院にあれば、仲間に声かけで

きるとおっしゃっていました。

そこで、子育て中の女性スタッフのための支

援体制を充実させるべきだと思いますが、お考

えを病院局長にお伺いします。

県立病院では、常○病院局長（桑山秀彦君）

時約100名の職員が、産休や育児休業を取得して

いる状況にありますことから、仕事と育児の両

立ができる就業環境を整えることは、人材の育

成・確保、定着を図る上で重要な課題の一つと

考えております。

このため、１日の勤務時間や週の勤務日数を

短くできる育児短時間勤務制度の運用や、県立

病院全てに、交代制勤務職員が利用可能な保育

施設を整備するなど、支援体制の充実を図って

きているところであります。

議員御提案のありました内容につきまして

も、今後の参考とさせていただきたいと思いま

す。

引き続き、子育て中の職員のニーズを十分酌

み取りながら、働きやすい魅力ある職場づくり

に努力してまいります。

その妊娠中の女性ドクター○内田理佐議員

は、２歳ぐらいのお子さんもいらっしゃって、

院内保育に預けながら産婦人科に勤務をされて

いました。先生は、「大学病院にはたくさんの

サポートがあった。そして、保育のプログラム

がとても魅力的で、給食もあり、子供を迎えに

行ったりしてくれるサポーターさんがいる」と

いうことを言われていました。

「県立病院でその体制をつくっていただけた

ら、大学の女性医師の仲間に声かけができるん

だけど。自分が前例をつくらなければ」と話を

されていました。

私は、これはチャンスだと思いました。延岡

であれば、「おやこの森」という子育て支援セ

ンターもありますので、連携をとってやってい

ただけるよう、まず第一歩をよろしくお願いい

たします。

次に、ドクターヘリが宮崎県に配備され、た

くさんの方々の命が救われました。また、ドク

ターカーも徐々に整備されつつあり、ドクター

ヘリとあわせて人命救助に活躍しています。

しかし、ドクターヘリは宮崎大学医学部附属

病院に１機しか配備されていないため、県北地

域に出動しても、現地に到着するまで20分以上

かかり、そこで患者を乗せて再び宮崎大学医学

部附属病院に戻るまで、合計１時間ほどかかっ

てしまうので、救命率が低下することになりま

す。

西臼杵３町の町長との意見交換でも、ドク

ターヘリの要望がありました。ヘリを２機体制

とし、１機を県立延岡病院に配備すれば、県北

地域の救命率は飛躍的に向上することになりま

す。

そこで、ドクターヘリをもう１機導入するな

ど、県北の救急医療体制充実のためにどのよう

に取り組んでいくのか、福祉保健部長にお伺い

します。

県内の救急医○福祉保健部長（渡辺善敬君）

療体制につきましては、平成24年度にドクター

ヘリが導入されて以降、宮崎大学医学部におい

て安定的に救急専門医が養成されまして、県内

救急拠点病院への医師派遣が増加してきており

ます。県北におきましても、県立延岡病院救命

救急センターの人員が強化されて、昨年度から
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は、延岡市消防本部との連携によるドクター

カー運行が開始されるなど、充実が図られてい

ると認識をしております。

御質問の新たなドクターヘリの導入につきま

しては、財政上の課題や、ヘリに搭乗する医師

や看護師などの確保の課題もありまして、現在

のドクターヘリの状況も見ながら、慎重に検討

していくべき課題と考えております。

県としましては、県北の救急医療体制充実に

向けまして、引き続き宮崎大学医学部等と緊密

に連携しながら、必要な支援などに取り組んで

まいりたいと考えております。

まずはドクターの確保が課題○内田理佐議員

であると、私も思います。担当課の職員の方の

熱意もすごく感じました。そして、県立延岡病

院の救命を初め、先生方のモチベーションも本

当に高くて、結束力もあり、何とか日本一を目

指して頑張りたいんだという思いも伝わってお

りますので、西臼杵の町長たちのお言葉も聞か

せていただきながら、やっぱりドクターヘリが

もう１機欲しいなというところでありますの

で、医師確保等も含めて、さらに努力をお願い

したいと思います。

それでは、東九州自動車道についてです。

６月議会でも質問しましたが、東九州自動車

道は、県内のほとんどの区間が片道１車線であ

り、救急搬送において、一刻を争う際に支障が

あります。

このような中、ことし９月、国において、

「高速道路における安全・安心基本計画」が策

定され、東九州自動車道の暫定２車線区間のう

ち、日向インターチェンジ―都農インターチェ

ンジ間、高鍋インターチェンジ―宮崎西イン

ターチェンジ間を４車線化の優先整備区間とし

て選定することが公表されました。今回の公表

において、延岡南インターチェンジ―日向イン

ターチェンジ間などが優先整備区間として選定

されなかったことは、非常に残念でした。

東九州自動車道は、延岡と宮崎の区間が平

成26年３月に開通して５年が過ぎ、年々通過台

数がふえてきています。また、延岡南インター

チェンジから大型車が生活道路へ流入し、門川

南や日向インターチェンジで乗り直しするなど

迂回しないように、料金が引き下げられること

から、ますます東九州自動車道の早期の４車線

化が必要となってきています。

先月に引き続き今月も、県医師会との意見交

換がありますが、先生方は必ずと言っていいほ

ど、東九州４車線化の話をされます。

県北から宮大附属病院まで搬送することを考

えますと、県北区間を含めた全線の４車線化が

必要です。

国においては、時間信頼性の確保や事故防止

の観点、さらにネットワークの代替性確保の３

つの観点から、優先的に４車線化等を実施すべ

き区間を選定したとされております。

そこで、「高速道路における安全・安心基本

計画」の公表を受け、東九州自動車道の４車線

化に向け、県としてどのように取り組んでいく

のか、知事にお伺いします。

今回公表された全国の○知事（河野俊嗣君）

優先整備区間は、ただいま御指摘のありました

３つの観点のいずれかにおいて、特に課題が大

きい区間が選定をされております。日向―都農

間、高鍋―宮崎西間は、いずれも事故防止の観

点における課題が、全国的に見て大きかったこ

とから選定されたものであります。これらの区

間につきましては、今後、早期に事業化される

よう、関係機関に働きかけてまいります。

一方、今回選ばれなかった延岡南―日向間な
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どは、私も大変残念に思っておりますが、並行

する国道10号が、南海トラフ巨大地震による津

波浸水区域として想定されておりまして、ネッ

トワークの代替性確保の観点で、本県独自の課

題を抱えておりますことから、これらの区間も

含めた全線の４車線化が必要不可欠だと考えて

おります。

今後、国は定期的に優先整備区間の見直しを

行うこととしておりまして、県といたしまして

は、引き続き沿線自治体等と連携を図りなが

ら、本県区間の課題を力強く訴え、できるだけ

早期に全線が４車線化されるよう、全力で取り

組んでまいります。

我々も全力で努力をしていか○内田理佐議員

ないといけないと思っております。どうぞよろ

しくお願いいたします。

最後に、第35回国文祭・芸文祭についてで

す。

いよいよ、宮崎県で来年開催される「第35回

国民文化祭」と「第20回全国障害者芸術・文化

祭みやざき大会」まで１年を切りました。

本大会は、「山の幸 海の幸 いざ神話の源

流へ」を大会キャッチフレーズとして、来年10

月17日から12月６日までの51日間、県内各所で

開催されます。昨年は大分県で、ことしは新潟

県で開催されました。

特に大分県では、「おおいた大茶会」をメー

ンテーマとし、喫茶文化、食文化を紹介する

マーケットを開催するなど、食のイベントと連

携したことで、集客力が増して盛況でした。

宮崎での国民文化祭まで１年を切りました

が、地方の各種ボランティア団体にもまだ国文

祭の概要が説明されておらず、市町村の観光協

会の方々でも、概要を理解している方は少ない

ように感じます。

文化祭開催時期には、県内各地で「神楽」

が、宮崎市では「神武さま」が、延岡市では

「のべおか天下一薪能」「城山かぐらまつり」

など、たくさんの既存のイベントが開催されて

います。

これらは、重点的に広報戦略を図ることで、

県内外の方に宮崎のイベントのすばらしさを

知ってもらう絶好の機会となります。国民文化

祭終了後も継続されるイベントなので、リピー

ター客を呼び込めるコンテンツとなり得ます。

この機会を逃さず、しっかりと広報戦略を練っ

てほしいです。

また、観光と食をつなげ、県内への入り込み

客の増加を図るための仕掛けづくりの時期に

入っていると思います。特に「山の幸」「海の

幸」をメーンテーマに入れているので、食のア

ピールを全面に取り組むべきです。国民文化祭

のホームページには、観光、飲食の情報、イベ

ントチケット入手方法などが一目でわかるよう

にしてもらう必要があります。

広報、報道、観光、飲食、交通などさまざま

な業界の方々の力を結集して、国文祭を通じ

て、本県の観光をさらに伸ばすチャンスとして

いきましょう。

そこで、さまざまな関係者を巻き込んで盛り

上げていく必要があると思いますが、知事の意

気込みについてお伺いします。

国文祭・芸文祭に向け○知事（河野俊嗣君）

た機運の醸成につきましては、先日開催しまし

た一年前イベントを初め、市町村巡回広報等の

実施、イメージソングの制作、県内各地で行わ

れる文化イベントとの連携など、積極的に広報

に取り組んでいるところであります。

今後、県民の皆様にさらに国文祭・芸文祭を

身近に感じていただき、開催機運を高めていく

- 229 -



令和元年12月３日(火)

ため、県内外の企業と連携した広報ＰＲや観光

ツアーの造成、文化団体や商店街と共同でのイ

ベントの実施、学生を中心とした広報サポー

ターの募集など、多くの方々が参画していただ

ける取り組みを進めることとしております。

国文祭は、文化の国体というふうに言われて

おりますが、今度、国体から名前が国民スポー

ツ大会と変わるわけでありますけれども、それ

と比べても、イメージがつかみにくいイベント

であるのかなと思います。一つには、歴史の長

さが全く違うということ。もう一つには、文化

という言葉の多義性であります。芸術文化、伝

統文化、生活文化、食文化、幅広いものが含ま

れているという多義性。そして３つ目には、国

民スポーツ大会は、スポーツが多種多様であっ

ても、それを天皇杯、皇后杯で総合得点で順位

を争うという、大会としてのわかりやすさとい

うものがあるわけであります。

ただ、イメージがつかみにくいということ

で、今も御説明をいたしましたが、この国文祭

・芸文祭を通じた文化振興など、その効果とい

うのは大変重要だと考えておりまして、本大

会、本番まで１年を切り、県民の皆様にも少し

ずつ浸透してきていると感じているところであ

ります。

現在、国が展開しております「日本博」にも

位置づけたいというところでもありますし、大

会の成功に向け、私自身も、あらゆる機会を通

じて情報発信しますとともに、市町村を初め、

民間事業者、教育機関などと一丸となって、

オール宮崎での取り組みを強力に進めてまいり

たいと考えております。

済みません、もう１問。○内田理佐議員

平成24年は古事記編さん1,300年でした。令和

２年が日本書紀編さん1,300年という大きな歴史

的節目に当たります。この記念事業を県民の力

を結集して展開していくため、県や市町村、民

間団体など79団体から成る「記紀編さん1,300年

記念事業推進協議会」を設立し、日向神話や伝

説、史跡などの再認識、地域の活性化と情報の

発信を行ってきました。

来年は、記紀編さん記念事業の集大成として

国文祭が実施されますが、日向神話を根づか

せ、将来にわたって語り継いでいくために、今

後どのように取り組んでいくのか、総合政策部

長にお伺いします。

記紀編さ○総合政策部長（渡邊浩司君）

ん1,300年記念事業では、「神話のふるさと県民

大学」や小・中・高校生を対象にした出前講座

の開催など、さまざまな取り組みを行ってきた

ところでありまして、市町村や企業、団体など

の取り組みとも相まって、日向神話の認知は着

実に高まってきているものと考えております。

集大成となる来年の国文祭では、日向神話を

題材にした舞台芸術や、神話の世界を舞で表現

した神楽のイベントなどを県内各地で実施する

ことにしておりまして、これらの取り組みと記

紀編さん記念事業を効果的に連携させながら、

「神話の源流 みやざき」を県内外に力強く発

信してまいりたいと考えております。

このように、本県での国文祭の開催という絶

好の機会も十分に生かしながら、県民の興味・

関心がさらに高まり、将来にわたって日向神話

が語り継がれていくよう、引き続き取り組みを

進めてまいりたいと考えております。

どうもありがとうございまし○内田理佐議員

た。終わります。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○山下博三副議長

ました。

あすの本会議は、午前10時から、一般質問、
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あります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時42分散会

令和元年12月３日(火)
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一般質問◎

これより本日の会議を開き○丸山裕次郎議長

ます。

本日の日程は、一般質問、人事案件の採決及

び議案の委員会付託であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、井

上紀代子議員。

〔登壇〕（拍手） おはよう○井上紀代子議員

ございます。県民の声、井上紀代子です。通告

に従い一般質問を行います。

平成26年に日本創成会議が発表した「ストッ

プ少子化・地方元気戦略」、いわゆる増田レ

ポートには、「地方はこのまま推移すると、多

くの地域が将来消滅するおそれがある」との

ショッキングな将来認識が述べられており、人

口減少が我が国全体の問題として捉えられる

きっかけとなりました。

国では、人口減少問題に対応するため、地方

創生のための戦略や組織、予算の枠組みなどが

つくられ、地方においても、少子化対策や仕事

の場づくり、地域の活性化等々、さまざまな取

り組みが進められています。

我が県では、平成23年に策定した県総合計画

「未来みやざき創造プラン」において、人口減

少の問題を正面から捉えるとともに、中山間地

域振興条例を制定し、条件不利地域の対策にも

取り組んできました。

国全体の人口減少の大きな要因である少子化

問題に対して、子供を産み育てやすい環境を整

え出生率を上げる、また、東京一極集中を是正

し、地方における社会減を抑制するため企業の

地方移転を促したり、移住やＵＩＪターンに力

を入れるということが取り組まれました。

こうした取り組みの結果、我が県の合計特殊

出生率は、平成17年の1.48から平成29年に

は1.73となり、高卒者の県内就職率も、少しず

つではありますが上昇しています。また、移住

世帯数を見ても、平成26年度は64世帯でした

が、昨年度は471世帯に増加しています。こうし

た取り組みと結果に対し、一定の評価はすべき

でありますが、一方で、これで十分なんだろう

かとの思いを拭い切れずにいます。あの増田レ

ポートが「このまま推移すると」とした将来像

を、これで本当に変えられるのかという疑問で

す。

30億円の人口減少対策基金をつくられた知事

の本気度は受けとめています。その上で、人口

減少の流れを変えるためには、これまでと違っ

た発想が必要であり、その動き出しをスタート

させるための基金であってほしいと願っていま

す。

現状では、我が国の人口が長期的に減少して

いくことはほぼ間違いないと言えます。そう考

えたときに、私たちが直面している人口減少問

題に対しては、２つの視点が必要であると思っ

ています。

１つ目は人口減少の流れを変えること、２つ

目は人口減少に応じた地域社会をつくることで

す。

そこで、知事にお尋ねいたします。

我が県の人口減少の背景には、自然減と社会

減が同時に進行している状況があります。出生

率や出生数の向上、若者の県内定着などにより

流れを変える必要があります。どう取り組まれ

るかお尋ねいたします。

長期的に人口減少が続く見通しの中では、特

に中山間地域は大きく変わっていかざるを得ま

せん。人口が半減すると推計されている市町村

は、どうやって地域社会や経済を守っていくの

令和元年12月４日(水)
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か、大きな問題を抱えています。これは、県や

市町村だけでなく、多くの知恵を出し合い取り

組まなければならない問題です。また、地域に

よって置かれている現状は違い、どうしたら住

み続けられる地域となるのか、そのイメージが

できていない気がします。住み続けられる地域

をつくっていくためには、それぞれの地域の将

来像を市町村や住民と共有し、課題や施策を明

確にしていくことがまず必要だと思います。

知事はどのように取り組んでいかれるのか伺

います。

壇上の質問は以上とし、以下の質問は質問者

席にて行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。

お答えします。まず、宮崎の将来像について

であります。

人口減少や人口構造の変化が急速に進む中、

人口減少をできる限り抑制するとともに、誰も

がそれぞれの地域で暮らし続けることができ、

多様な豊かさを実感できるふるさとを構築して

いくこと、いわば「安心と希望を育む宮崎の新

時代」を実現することが、今、私に課せられた

最重要課題であると考えております。

このため、県総合計画アクションプランにお

きましては、こうした将来像に向かって、人口

問題対応や生涯健康・活躍社会など、今後取り

組むべき５つの重点施策を掲げるとともに、人

口減少対策を強力に推進するための基金も設置

したところであります。

今後とも、市町村や民間との十分な連携のも

と、私が先頭に立って、「持続可能な宮崎の土

台づくり」に全力を傾けてまいりたいと考えて

おります。

次に、住み続けられる地域社会づくりについ

てであります。

御指摘のとおり、市町村によって置かれてい

る状況や取り組むべき課題はさまざまでありま

す。例えば中山間地域では、交通や買い物、福

祉サービス等の日常生活に必要な機能の維持・

確保が重要になってまいります。また、都市部

では、産業振興による雇用の受け皿づくりや大

学や病院など、広域的な観点からの都市機能の

充実などが必要になると考えております。

このため、ことし７月に、実務レベルでの

「人口問題対策研究会」を設置し、県と市町村

で地域課題を共有するとともに、県外の若者に

企業情報を届ける仕組みづくりや、中山間地域

における第１次産業に就業しやすい仕組みづく

りなどに取り組むこととしているところであり

ます。

私は、若者が「宮崎で暮らし、働き、そし

て、子供を産み育てたい」と思える魅力的な地

域をつくることが何よりも大切だと考えており

ます。そのためにも、市町村や県民の皆様との

意見交換などを通じて、地域の将来像を共有し

ながら、市町村ごとの実情を踏まえた持続可能

な地域づくりにしっかりと取り組んでまいりた

いと考えております。以上であります。〔降

壇〕

知事が今議会の中で、この○井上紀代子議員

問題に対する道筋をつけたいとおっしゃったこ

とは、大変重要と受けとめておりますので、今

後とも積極的な取り組みをお願いいたします。

次に、住み続けられる地域の切実な問題とし

て、今向き合わなければならないのは、医療・

介護の問題だと思っています。特に山間部で

は、地理的条件から、訪問看護や介護、サービ

スなどが行き届きにくい。難しい問題だとはわ

かっていますが、住み続けるための環境を確保
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するためには、完全ではないとしても、解決の

方法を探る必要があると思います。

どのような方向性をもって進めようとされて

いるのか、福祉保健部長にお尋ねいたします。

中山間地域に○福祉保健部長（渡辺善敬君）

住み続けられる医療や介護の確保は、人口減少

対策の観点からも大変重要な課題です。その置

かれた環境を踏まえて、医療と介護の連携した

持続可能な体制としていく必要があると考えて

おります。

医療面では、公立病院等を中心としまして、

総合診療機能、救急医療、人材確保の取り組み

をさらに推進することとしております。例え

ば、キャリア形成プログラムによる医師の派遣

調整などを着実に行ってまいります。

介護面では、特別養護老人ホーム等を中心と

した介護や認知症の予防、居宅サービスの提

供、人材確保の取り組みをさらに推進すること

としております。例えば、ＩＣＴを活用した地

域ケア会議への技術的助言や労働環境の改善な

どを充実してまいります。

今後とも、宮崎大学や関係機関、市町村と十

分連携し、持続可能な医療・介護体制の構築に

向けて取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

住み続けられる地域をつく○井上紀代子議員

るということなんですよね。ですから、市町村

の皆さんとは、ある意味では市町村にとって耳

の痛いこともやっていかなければいけない可能

性が高いと思います。まずは、医師のスキル

アップをするためにはどうしたらいいか。働き

方改革をどう乗り越えていくのかという問題が

まだまだあると思いますので、十分に地域とい

う考え方をしっかりとしていただいて、そこに

医療・介護・福祉がきちんとあるようにしてい

ただきたいと思います。要望しておきたいと思

います。

次に、人口が半減すると推計されている市町

村においては、１次産業の就業割合が高くなっ

ています。就業者の４割を１次産業が占めてい

るところもあります。このことを考えると、地

域の産業振興だけでなく、人口の観点からも就

業者の確保は必要だと思います。

一方、中山間地域の新規就業者の確保はなか

なか難しいとも言えます。どのように取り組ん

でいかれるのか、農政水産部長にお伺いいたし

ます。

中山間地域に○農政水産部長（坊薗正恒君）

おいては、農業でしっかり所得を上げ、安心し

て農業を続けられることが、その地域に住み続

け、さらには新たな就農者を確保していく上で

も大変重要であると考えております。

県内では、西米良村のユズや肉用牛生産団地

のような担い手を集約する取り組みや、日之影

アグリファームのような農作業受委託による地

域農業を支える取り組み、美郷町でのクリの付

加価値向上を図る６次産業化の取り組みなど、

地域の状況に応じた多様な農業が展開されてお

ります。

このような中山間地域の特徴を生かした儲か

る農業を展開していくため、県としましては、

市町村等と連携して、技術習得から就農、定着

までをパッケージ化して支援するなど、安心し

て農業ができる環境の整備を進め、地域内外か

らの就農者確保につなげてまいりたいと考えて

おります。

やっぱり頭の切りかえも必○井上紀代子議員

要だと思うんですよね。11月24日にシーガイア

で、「健康の未来」というセミナーが行われま

した。そこに来られていた全国のお医者さんが
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一様におっしゃったことは、「人間の体は食べ

た物によってつくられている」と。ということ

は、私どもの宮崎県のように、安心・安全な物

をつくり続けていく地域にとってみると、「こ

れからの健康と未来については、私どもに任せ

ていただきたい」と言える地域ではないでしょ

うか。ですから、今からつくっていくものにつ

いては、先ほど出ましたように、儲かる農業で

あると同時に、健康や機能性食品も含めてそう

ですけれども、我が宮崎県は非常に立ち位置が

いいと言わざるを得ない。人口減少にストップ

をかけるために、人に入り込んでいただく。こ

こで大丈夫だと言える地域になる可能性は非常

に高いのではないかと思います。ぜひ頑張って

いただきたいと思います。

次に、林業担い手の育成についてお伺いいた

します。

本県は、全国に先駆けて森林資源が充実し、

伐採等の林業生産活動が拡大し、杉丸太の生産

量は、平成３年から28年連続で日本一です。将

来の森林資源の確保、林業の持続的発展、山間

地域の経済の活性化を図るためには、新たな森

林資源を造成する必要があります。一方で、安

定傾向にはあるものの、依然として厳しい水準

にある木材価格や人口減少の進行等に伴い、林

業経営は厳しく、林業担い手は減少していま

す。

課題として、伐採作業等は、担い手が減少し

ても高性能林業機械等によって、ある程度維持

することはできますが、再造林や下刈り等の森

林整備は、伐採のように機械化は進んでいませ

ん。

このため、特に森林整備等の作業の効率化と

林業担い手の確保が重要です。中でも担い手の

確保は、中山間地域の維持等に直結し、最重要

課題です。担い手を確保する上では、まず何よ

りも、担い手を育成する林業教育の充実が重要

と考えます。

農業や林業などの産業に従事する人材教育に

おいて、高等学校の占める力は大きいと言えま

す。林業についていえば、かつて農業高校に

あった林業科が全て廃止され、授業の１科目と

して学べる程度になっています。

本県は今年度、林業大学校を開講しました

が、熊本、大分などの隣県は、高校に林業科を

持ちながら、さらに林業大学校やアカデミーを

設置されています。すぐれた林業担い手を育成

するためには、まず高校で林業の基礎を学び、

そして職業として林業を選択する生徒が、さら

に林業大学校で実践的で高度な林業技術を学ぶ

必要があると考えられます。

そこで教育長に、高校における林業教育の必

要性について、お考えをお伺いします。

現在、地球規模での○教育長（日隈俊郎君）

環境変化が問題となる中、森林が果たす役割の

重要性が高まっております。県土の多くを森林

が占める本県におきましても、森林の保全や林

業従事者の育成等が大きな課題となっておりま

す。

県内の農業系高校におきましては、基礎科目

「農業と環境」の中で、森林の持つ多面的機能

について学習しておりまして、特に林業が盛ん

な地域にあります門川高校では、より専門的な

学習として、演習林実習や林業機械研修などを

実施することで、後継者育成につながる取り組

みも行っているところであります。

県内の林業科というのは少○井上紀代子議員

なくなっているわけですけど、今後、県内の高

校に再び林業科を設置するお考えはないのか、

お伺いいたします。
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林業に関する学科に○教育長（日隈俊郎君）

つきましては、生徒数や入学希望者の大幅な減

少など、状況の変化に伴いまして、平成23年３

月末で閉校いたしました日南農林高校を最後

に、林業に関する学科は設置しておりません。

そのため、新たに林業に関する学科を単独で設

置することは難しいと考えております。

しかしながら、林業に関する学びについて

は、門川高校に林業を専攻するコースを設置し

ており、高千穂高校、日南振徳高校では、林業

の科目を選択できるようにしております。

近年、林業界からの人材育成の要望も高まり

つつある状況でございますので、今後とも、地

域や関係部署と一層の連携を図り、林業の教育

に生かしてまいりたいと考えております。

全国には、森林・林業に関○井上紀代子議員

する科目・コース設置校というのが72校ありま

す。日本一の林業県である我が県は、日本一の

林業教育県でもあるベきだと私は思っておりま

すので、再考をお願いしたいと思っておりま

す。

次に、今年度、みやざき林業大学校が開講

し、常任委員会の現地調査で、林業大学校生と

の意見交換をさせていただきました。現在、定

員15名を超える21名の受講生が入校し、18歳か

ら52歳までの幅広い年齢層が学んでいます。

林業大学校生の中には、県外出身者も修学さ

れており、そのような生徒は卒業後、我が県内

の林業関係事業体に就職し、林業担い手になる

ことが期待できます。

全国には１府17県に、アカデミーが５校、大

学校が13校あります。

そこで、環境森林部長に、他県の林業大学校

と比較して、我が宮崎県の林業大学校の特色に

ついてお伺いをいたします。

本県の林業大○環境森林部長（佐野詔藏君）

学校は、全国の林業大学校の中では最多となり

ます16の資格取得が可能であることに加えまし

て、充実した実習による高度な技術の習得や、

ＩＣＴを活用した最新技術などの研修を取り入

れております。

また、名誉校長として、株式会社内田洋行の

大久保社長に就任いただいておりまして、特別

講義や研修へのアドバイスにより、山村と都市

との交流やグローバル化など、受講生の世界観

が広がる研修内容となっております。

さらに、美郷町の御田祭などへの参加によ

り、郷土愛の醸成を図りますとともに、サポー

トチームとの連携によります就職先のあっせん

など、全国にも誇れる研修内容や支援体制と

なっていると考えております。

国立の大学校とかそういう○井上紀代子議員

ところで、九州内で言っても、福岡の九州大学

だとか宮崎大学、鹿児島大学、それから大きな

大学とかで連携できるようになっているんです

ね。森林林業に関する学科とか科目数を持って

いる大学です。だから、そことの連携もとって

いただけるようにお願いしたいと思っていま

す。

次に、今後、減少傾向にある林業担い手を安

定的に確保する上では、５年、10年と継続して

安定的に林業大学校生を確保していくことが極

めて重要だと思いますが、その取り組み状況に

ついて、環境森林部長にお尋ねいたします。

県では、受講○環境森林部長（佐野詔藏君）

生を確保するために、ホームページや新聞、ポ

スター等による情報発信のほか、県内外におけ

る林業就業相談会の実施や移住相談会への参加

などにより、募集内容の周知に努めているとこ

ろであります。
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また、県内全ての高校の進路指導担当教員を

訪問しまして、生徒の進路の一つとして林業大

学校を選択してもらえるよう、説明を行います

とともに、オープンキャンパスを開催し、林業

に就業している若者との意見交換や、林業機械

の操作体験などの募集活動にも取り組んでいる

ところであります。

今後も、このような取り組みを継続しますと

ともに、市町村や林業関係団体、民間企業な

ど85者から成るサポートチームと連携して、林

業や林業大学校の魅力を発信しまして、安定的

な受講生の確保に努めてまいりたいと考えてお

ります。

やはり職員の方々の取り組○井上紀代子議員

みの結果だというふうに思います。高校の進路

指導担当教員を全部訪問されたというのは、大

変すばらしいことだと思います。

今年度の選考試験では多くのいい結果が出て

いますので、これはすごく大切にしながら着々

と、走り出したばっかりですので、定着させて

いっていただけるようにお願いをしておきたい

と思います。

また、より魅力ある林業大学校にしていくた

めに、どのような取り組みをされていくのか、

環境森林部長にお尋ねいたします。

林業大学校で○環境森林部長（佐野詔藏君）

は、本年度、当初の研修計画に加えまして、延

岡市で開催されました林野庁長官の講演等への

参加や、志布志港における海外輸出の現地研修

など、柔軟に研修内容の充実を行ってきたとこ

ろであります。さらに、受講生からの要望やサ

ポートチームからのアドバイス、来年度、女性

の受講が予定されていることなども踏まえまし

て、さまざまな視点から、研修内容や研修環境

の改善にも取り組むことといたしております。

今後とも、これらの取り組みを積み重ねなが

ら、林業大学校から社会に出て活躍できる人材

を輩出し、みやざき林業大学校が、林業界だけ

でなく、社会的にも評価されるよう、関係者一

丸となって取り組んでまいります。

今いただいた、そのような○井上紀代子議員

視点からすると、もう少し思い切った対策とか

カリキュラムを検討してはどうでしょうか。若

く、感性の豊かな大学校生が、外の世界を見て

大きな刺激を受けることなど、学ぶ上で極めて

大切なことだと考えます。例えば、私も行った

ことのあるオーストリア等の世界で最も林業の

進んだ地域を学ぶ海外研修などを行うのもよい

かと考えます。

今年度、森林環境税も国から譲与されます

が、林業施策としては、担い手、人材の育成が

最も重要であることは申し上げたとおりです。

海外研修は一例にすぎませんが、このような事

例を含め、「人づくり」に思い切って大胆に投

資すべきだと考えます。

林業を担う人材育成のために、今後どのよう

に取り組んでいかれるのか、知事の思いを伺い

たいと思います。

本県は、先人のたゆま○知事（河野俊嗣君）

ぬ努力によりまして、豊富な森林資源が造成さ

れ、全国屈指の林業県となっているところであ

ります。これからの林業をさらに発展させるた

めには、ただいま、るる御指摘がありましたよ

うな、林業への情熱にあふれ、確かな技術力を

備えた人材の確保・育成が大変重要であると考

えております。

このため、みやざき林業大学校におきまし

て、今、いろんな御提案をいただいたところで

ありますが、さらにカリキュラムに工夫を凝ら

しながら、実践的な技術を備えた即戦力となる
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人材を育成するとともに、宮崎県林業担い手対

策基金により、就労環境の改善や女性の林業へ

の参入促進、高校生へのキャリア教育、さらに

は、国の「緑の雇用」事業を活用した新規就業

者の技術向上などにも取り組んできたところで

あります。

今後とも、こうした取り組みを積極的に展開

するとともに、ＩＣＴ等先端技術の活用など、

魅力ある林業の姿を示しながら、林業大学校を

中心として、将来、本県に定着して、林業を牽

引する担い手を確保・育成してまいりたいと考

えております。

どうぞよろしくお願いいた○井上紀代子議員

します。人口減少対策には、林業対策というの

は本当に欠かせない、人材確保というのは欠か

せないものですから、よろしくお願いしておき

ます。

次に、農政問題についてお伺いいたします。

ことしの８月には台風８号が宮崎に上陸し、

２人がけがをされ、住宅浸水の被害も出まし

た。その後の９月の台風15号では、関東・東北

を中心とした農林水産業で523億円の被害が、10

月の19号では、同様に2,639億円の被害が発生し

ています。

被災された方々には、心からお悔やみ申し上

げます。そしてまた、復興・復旧に向けた取り

組みを微力ながら支援してまいりたいと考えて

おります。

さて、このような強い台風の接近の理由の一

つに、高い海水温度が原因と報道されており、

高い海水温度の原因には、地球温暖化があると

言われています。

日本が大きな台風に見舞われているときに、

国連では、各国の首脳が地球温暖化を討議する

「気候行動サミット」が開催されていました。

あのスウェーデンの高校生、グレタ・トゥーン

ベリさんが招待され、スピーチで「Ｈｏｗ ｄ

ａｒｅ ｙｏｕ（よくもそんなことを）」と激

しく怒りをぶつけた報道を覚えていらっしゃる

方も多いと思います。

2050年に温室効果ガスの排出をゼロにするパ

リ協定は、来年発動することになっており、国

連の事務総長は、「何もしないことによる損失

が最も大きい」と、各国に呼びかけられており

ます。

そこでまず、地球温暖化が本県の農水産業に

どのような影響を及ぼしており、本県はどのよ

うな対策を講じていこうとしているのか、郡司

副知事にお伺いいたします。

気象庁によります○副知事（郡司行敏君）

と、日本の平均気温はここ100年で約1.2度上昇

し、御指摘のように、地球温暖化が原因とされ

るさまざまな影響があらわれてきております。

本県の農水産業におきましても、農業分野で

は農作物の収量・品質低下や、今議会でも出て

おります新奇病害虫の発生、畜産分野では暑熱

ストレスによる生産性の低下、水産分野では魚

のとれる時期や魚種の変化など影響が顕在化し

ており、また近年、激甚化・頻発化する災害へ

の備えも待ったなしの課題であると認識をして

いるところであります。

このような中、県といたしましては、気象予

測や生産施設等の強靱化、畜舎の暑熱対策、漁

船の省エネ対策など、地球温暖化に対応した新

たな技術の開発・普及に積極的に取り組んでい

るところであります。加えて、地球温暖化をこ

れ以上進展させないため、例えば、施設園芸で

の省エネ対策やローカルエネルギーへの転換な

ど、脱化石燃料に向けた取り組みなども大変重

要になってきていると考えております。
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これらの挑戦は容易なものではございません

けれども、御紹介にあったグレタ・トゥーンベ

リさんのあのスピーチもしっかり胸に刻みつ

つ、本県農水産業の新たなステージに向け、

しっかり取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

本県の農業振興対策は、台○井上紀代子議員

風災害を回避する「防災営農」に特化して進め

られてきたことが、日本の食糧基地の一翼を担

う大産地をつくり上げたと言えます。しかしな

がら、海外からの化石燃料や輸入飼料に頼る施

設園芸や畜産は、地球温暖化の視点から見ます

と、大きな構造的な課題を持っていますし、さ

らに本県の商品を大消費地まで届けるためのエ

ネルギーも必要です。特に、施設園芸を支えて

いる原油価格は平成28年より上昇に転じてお

り、農家経営にも大きな影響を与えていると聞

いています。

そこで、施設園芸の省エネルギー対策をどの

ように進められているのか、農政水産部長にお

伺いをいたします。

議員御指摘の○農政水産部長（坊薗正恒君）

とおり、施設園芸における省エネルギー対策

は、地球温暖化対策として、さらには農業用の

重油価格が高騰する中、コスト削減対策として

も大変重要でございます。

県ではこれまで、農家がみずから取り組める

ハウスや暖房機の保守点検などによる燃油使用

量の節減、保温効果を高める資材やヒートポン

プ等の省エネ資材・設備の導入を推進しており

まして、取り組み農家の過去３年間の10アール

当たりの燃油使用量は、約３割削減されたとこ

ろであります。

県としましては、今後の重油価格の動向が見

通せない中、安定した農家所得を確保するた

め、引き続き省エネ対策を推進するとともに、

飛躍的な収量・品質の向上や、単位収量当たり

の省エネ効果も期待できます環境制御などの新

技術の導入にも努めてまいりたいと考えており

ます。

過去３年間の10アール当た○井上紀代子議員

りの燃油使用量が３割削減というのは、すばら

しい結果を出していらっしゃるなと思います。

次に、畜産関係について伺います。

近年、家畜の疾病対策や悪臭対策等を目的と

して、閉鎖型のウインドーレス畜舎整備が進ん

でいると聞いています。地球温暖化が進む中

で、心配されるのは畜産経営への影響です。

近年、夏の気象変動が激しさを増しており、

体温のコントロール機能が低く、暑さに弱い家

畜への対策は、例えば乳用牛にしましても、暑

熱によるストレスが、乳量の減少や受胎率、発

育の低下など、生産面でのマイナス要因にもな

るでしょうし、ひいては畜産経営にも大きな影

響を与えるのではと思います。

できるだけ家畜に暑熱のストレスを与えな

い、畜舎内の温度管理、環境づくりが大切で

す。省エネに配慮した畜舎での暑熱対策がどの

ように行われているのか、農政水産部長にお伺

いいたします。

議員御指摘の○農政水産部長（坊薗正恒君）

とおり、夏場の暑熱は畜産の生産性への影響が

大きく、その対策は非常に重要であると考えて

おります。

このため、各農場におきましては、屋根への

断熱材の利用や散水、細霧装置によるミスト噴

霧や換気扇による送風など、畜舎内の温度上昇

を抑える工夫が講じられております。

また、県内の酪農家における新たな取り組み

としまして、年間を通して最適な飼養環境を確
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保するために、畜舎内の温度・湿度・風速を自

動で制御する「次世代閉鎖型牛舎」を畜産クラ

スター事業により導入し、乳量や受胎率の向上

を目指す取り組みも始まったところでございま

す。

県としましては、引き続き、畜舎における暑

熱対策を含め、新たな技術等を活用しながら、

畜産の生産性向上の取り組みを推進してまいり

たいと考えております。

次に、高い海水温度の影響○井上紀代子議員

を最も受けているのが水産ではないかと心配し

ております。

水産政策では、省エネ対策として、漁船の小

型化や操業海域の見直し等に取り組んでこられ

たことは承知しています。

そこで、漁船漁業の省エネルギーへの取り組

みについて、どのように進められているのか、

農政水産部長にお伺いいたします。

漁船漁業の省○農政水産部長（坊薗正恒君）

エネルギー化につきましては、国の補助事業な

どを活用して、従来より燃油消費を５％削減で

きる低燃費型エンジンを導入するとともに、水

産試験場が開発した海の天気図によりまして、

漁業者の出漁判断に必要な海況情報を提供し、

燃油消費の低減を推進しているところでありま

す。

その結果、平成28年度からの４年間で、71隻

が低燃費型エンジンへ更新したほか、海況情報

を利用する中型まき網漁業での燃油使用量の削

減効果は、約８％と試算をいたしております。

県としましては、今後も、漁船漁業の省エネ

ルギー化を積極的に推進するとともに、環境の

変化に対応できる強い経営体づくりに努めてま

いりたいと考えております。

環境農林水産常任委員会で○井上紀代子議員

は、スマート農業と新時代の農業担い手の育成

をテーマに、北海道、東京の視察を行いまし

た。人口が減少する中、スマート農業は、労働

力の代替のみならず、篤農技術を継承していく

対策として有効であること、またＩｏＴやＡＩ

等を駆使した作業の効率化や作業精度の向上

は、地球温暖化にも大きく寄与すると確信した

視察でもありました。

しかしながら、これら技術を個々の農家に導

入していくためには、コスト面や機器を使いこ

なしていく技術面でもかなり高いハードルがあ

るのではと懸念をしています。

そこで、県は今後、スマート農業をどのよう

に本県に定着・普及していこうとしているの

か、農政水産部長にお尋ねいたします。

御指摘のとお○農政水産部長（坊薗正恒君）

りスマート農業は、農業生産の効率化や収量・

品質の向上に加え、担い手や労働力不足の解消

や熟練農業者の技術伝承などの観点からも、本

県農業への導入は必要不可欠であると考えてお

ります。

このため、本県が目指すスマート農業の将来

像を示す推進方針を年内に策定し、農業大学校

などを活用したスマート農業を学べる環境の創

出や、ロボットトラクターなどスマート農業に

対応した農地等の集積や基盤整備の推進、ス

マート農業を使いこなせる農業者や指導者の育

成などの取り組みを積極的に進めてまいりま

す。

加えまして、推進方針を農業者、関係者で共

有するため、来年２月には「スマート農業推進

大会」を計画しているところであります。

県といたしましては、大きな可能性を秘めた

このスマート農業を、中山間など条件が厳しい

地域でも普及・定着できるよう、新しい形での
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「儲かる農業」の実現に取り組んでまいりたい

と考えております。

新しい農業の時代を予感さ○井上紀代子議員

せるスマート農業ですが、それを使いこなして

いく人材育成もまた重要な課題であることか

ら、東京では、日本農業経営大学校の話を伺っ

てきました。

この大学校は、経営力を鍛えるために、一流

の講師陣と日本を代表する農業法人や企業での

研修を中心に授業が組み立てられており、まさ

にこれからの農業者を育成するために必要な学

習環境が整備されていました。

本県の農業大学校から２名の学生が進学して

います。人口減少の中、今までと同じことを

やっていては、産地を維持することもできなけ

れば、その売り先さえも縮小していくことにな

ります。

本県の産地を支えてきた担い手を養成する柱

は農業大学校です。

私は、23日土曜日に開催された農大祭に参加

しましたが、学生と地域が一体となった農業の

祭典に、大きなエネルギーをもらいました。２

年前、牛の共進会で出会った小林秀峰高校の女

子学生が農大生となり、楽しそうに肉の販売を

している姿に、大変うれしくなりました。

この数年、農業大学校では、学科の見直しや

学生出資会社の設立、大型農業法人や食品加工

企業との連携など、さまざまな取り組みが進め

られているようですが、委員会調査で伺った際

の学生の説明では、施設面、カリキュラムの質

など、まだまだ満足している様子ではありませ

んでした。

人口減少という大きな課題の中で、変革の時

代を、本県の26市町村がそれぞれの個性を生か

して生き抜いていくためには、それぞれの地域

の農林水産業を牽引していく英知を持った担い

手の育成が不可欠のはずです。

そこで、この変革の時代を支えていく農業・

水産業の若き担い手に求められる資質を、県は

どのように捉え、その資質向上に取り組んでい

こうとされているのか、知事にお伺いいたしま

す。

本県は、先人の御努力○知事（河野俊嗣君）

により、全国第５位の農業産出額を誇る県と

なっております。人口減少を背景として、農業

者の減少が避けられない中、こうした先人の努

力により培われた本県の農業をしっかりと引き

継ぐとともに、本県農業を牽引する経営感覚に

すぐれた人材を育成することは、これまで以上

に重要になると認識しております。

このため、農業大学校を総合研修拠点と位置

づけ、次代を担う学生や意欲の高い農業者を対

象としまして、企業や農業法人から先進的な取

り組みなどを学ぶ授業を行うとともに、スマー

ト農業を最大限に生かすための知識や技術を習

得できる環境づくりに取り組んでいるところで

あります。

また、私みずからが塾長となり５年目を迎え

る「みやざき次世代農業リーダー養成塾」を開

講しまして、全国トップクラスの企業経営者や

農家などによる経営等に特化した講義を行いま

して、みずからの経営ビジョンや理念を語るこ

とのできる農業者を育成し、実際、地域のリー

ダーとして活躍しておられる方も出てきている

ところであります。

今後とも、私が先頭に立って、時代の変化に

対応し、本県農業を託せる人材の育成にしっか

りと取り組んでまいります。

農業大学校は、本県農業の○井上紀代子議員

担い手養成の核です。総合研修拠点としての役
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割が果たせる施設として整備していただくよ

う、要望しておきます。

また、本県の農業・水産業は、さきに紹介し

た「防災営農」施策のように、県が進むべき方

向性をしっかりと示したことで、今日の姿があ

ります。

農政水産部では、農業・水産業の長期計画の

見直しに着手されていると伺っていますが、本

県の農業者や水産業者が進むべき方向をしっか

り示す施策を明確に打ち出していただきますよ

う、要望しておきたいと思います。よろしくお

願いいたします。

次に、危機管理問題につきまして、危機管理

統括監に３点、お伺いをしたいと思います。

実は、熊本県で実際に被災された方にお会い

し、そしてまた、そのことを契機として、千葉

県にまで行ってまいりました。それで、被災者

になったときに一番困っていることは何なのか

ということをつぶさに聞かせていただいたんで

すが、停電や断水が生じた場合、早期復旧に向

けて、県ではどのような対策がとられているの

か、お伺いをしたいと思います。

災害時の停○危機管理統括監（藪田 亨君）

電や断水を復旧させることは、一義的には電気

事業者や水道事業者の役割ではありますけれど

も、長期の停電や断水は、県民生活や経済活動

に大きな影響を及ぼすことから、県としても、

復旧活動が円滑に進むよう、関係機関と平素か

ら連携を図っておくことが必要であると認識し

ております。

停電につきましては、その発生原因箇所に早

く到着するために必要な道路啓開を担う土木事

務所などと九州電力との間で緊急連絡体制を構

築しており、また断水につきましては、九州各

県と協定を締結し、給水車や復旧に必要な職員

の派遣等について必要な事項を定めるなど、早

期復旧に向けた体制を整備しております。

県といたしましては、今後とも他県の取り組

みなども参考に、復旧体制の充実を図ってまい

りたいと考えております。

次に、被災者の方から聞い○井上紀代子議員

た話の中で、非常に衝撃的だったのが、県外か

らの支援物資が被災者に確実に届けられるとい

う状況ではなかったと。被災者になってみて、

それは非常につらいことであったと言われてお

りましたが、県ではどのような対策がとられて

いるのか、お伺いをいたします。

災害発生時○危機管理統括監（藪田 亨君）

における国などからの支援物資につきまして

は、被災地の受け入れ体制の不備などさまざま

な要因により、被災者まで十分に行き届かない

といった問題が指摘をされているところでござ

います。

このため本県では、支援物資の滞留が発生し

ないよう、物資調達に係る計画やマニュアルを

定めまして、県外からの物資を受け入れる広域

物資輸送拠点を県内に５カ所設置するほか、民

間の物流事業者と協定を締結しまして、災害発

生時には、災害対策本部や設置した広域物資輸

送拠点へ物流専門家を配置するなど、市町村が

物資を受け入れる地域内輸送拠点や避難所まで

速やかな輸送ができるよう、体制を整備してい

るところでございます。

また、有事の際、これらが有効に機能するよ

う、県の総合防災訓練などを通じまして検証を

行うほか、物流事業者と意見交換を行うなど、

顔の見える関係の構築にも努めているところで

ございます。

防災訓練の大切さというの○井上紀代子議員

は、こういうところにあらわれていると思うん
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ですよね。どうやったら自分たちが３日間生き

残っていくための物が確保できるのかというこ

となども含めて、日常的な防災の意識というも

のをきちんと持ってもらうためにも、防災訓練

を着実にやっていくことが大変重要だと思いま

すので、地域自治体の皆さんにも、ぜひしっか

りと伝えていただきたいと思います。

私は、熊本の方から聞いた内容で非常に衝撃

を受けたんですが、道の駅が非常に有効だった

そうです。宮崎県は17の道の駅があるんですけ

れども、防災上、道の駅がどのような位置づけ

になっているのか、お伺いしたいと思います。

道の駅は、○危機管理統括監（藪田 亨君）

東日本大震災や熊本地震などの大規模災害発生

時に、避難場所や防災関係機関の活動の拠点と

して活用された事例がございます。

国も、道の駅の基本機能に防災機能を付加し

た施設としての活用を推奨しておりまして、県

内では、一部の市町村が避難場所として、また

国土交通省におきましては緊急災害対策派遣

隊、いわゆるＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの集結拠点と

しての活用を予定しております。

県におきましては、防災上の拠点として、市

町村の運動公園などを後方支援拠点に、また、

運送会社の倉庫などを物資の輸送拠点としてお

り、現時点では、道の駅につきまして特段の位

置づけをしておりませんけれども、防災対策を

進める上で有効な施設であると考えられますの

で、関係機関と連携しながら、防災面での活用

方法を研究してまいりたいと考えております。

私は宮崎市に住んでいるも○井上紀代子議員

のですから、先日できました国富町のスマート

インターを非常に狙っているところなんですけ

れども、あそこに一つ、道の駅ができるといい

なというのを狙っておりますので、県土整備部

長、よろしくお願いします。

次に、教育問題についてお尋ねいたします。

萩生田文部科学大臣の大学入試制度改革に伴

う「身の丈に合わせて」発言は、地方の経済実

態や地方と都市の学習環境格差などを考慮しな

い、地方に生活する人々への侮辱であったと考

えております。

この発言に対して、知事はどのようにお考え

なのか、お聞かせいただきたいと思います。

今回の大学入試制度改○知事（河野俊嗣君）

革をめぐる問題についてでありますが、私は、

教育を受ける権利というものが憲法に定められ

た基本的な権利であり、教育のあり方は一人一

人の生き方や幸せに直結し、社会発展の基礎を

つくる大変重要な問題でありますので、地方の

学生にデメリットが生じることがないよう制度

設計を行っていただく必要があると考えており

ます。そして、このことについては、しっかり

と政府に対応していただきたいと考えておりま

す。

言葉というものが、人の心に明かりをともす

こともあれば、悲しみのふちに追いやることも

ある、大変怖いものであるなと改めて感じたと

ころであります。また、今回の大臣の発言を機

に、私自身、みずからの言葉の先にいる人々に

思いをはせることの大切さを改めて感じたとこ

ろでありまして、言葉の力というものをしっか

りと磨いていきたい、そのように考えておりま

す。

地方創生の国の施策の根本○井上紀代子議員

的なところが間違っておられるというふうに思

います。萩生田大臣の発言は、私たちが国を信

頼する気持ちを失わせてしまったという点で

は、大変重要な発言だったと思います。

この発言に対して、教育長はどのようなお考
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えをお持ちでしょうか。

文部科学大臣の発言○教育長（日隈俊郎君）

につきましては、導入が先送りになりました民

間の資格検定試験を活用する大学入試英語成績

提供システムをめぐってのものであり、都市と

地方における教育環境の格差の容認ととれるよ

うな発言であったと認識しております。

英語の民間試験の活用において、例えば本県

の例で申し上げますと、今回予定されておりま

したのは、７つの種類の民間試験がありますけ

れども、県内では２つしか実施される予定では

なかったということ、そして、その２つも受験

会場の十分な確保のめどが立っていなかったと

いうことで、多くの生徒たちは県外の会場まで

移動するということになりますので、時間や交

通費がかかる可能性があるなど、さまざまな負

担が想定されていたところであります。

県教育委員会といたしましては、引き続き情

報収集に努めまして、今後とも、本県の生徒た

ちを第一に考え、地方の受験生が不利にならな

いよう対応してまいりたいと考えております。

知事の発言も、教育長の発○井上紀代子議員

言も、共感するものが多々ありますので、これ

からもその姿勢で頑張っていただきたいと思い

ます。

教育長に、大学入学共通テストの導入に伴う

教育委員会の対応についてお伺いいたします。

大学入学共通テスト○教育長（日隈俊郎君）

は、新学習指導要領に基づきまして、思考力、

判断力、表現力をはかるために、国語、数学に

おいて記述式問題が導入されるなど、新しい問

題作成方針が打ち出されております。

このような状況を踏まえ、県教育委員会とい

たしましては、新たに導入される記述式問題に

対し、適切な準備・対応ができるよう教員の研

修会を実施したり、日々の授業において、生徒

が主体となって考え、表現できる場面を多く取

り入れるよう、各学校に対しまして、授業改善

の指導を行ったりしております。

今後とも、生徒や保護者が安心して受験に臨

めるよう、大学入学共通テストについて、保護

者説明会や三者面談等を通して十分な情報提供

に努めまして、受験生の不安に寄り添った支援

を行うよう指導してまいります。

教育長は御存じだと思うん○井上紀代子議員

ですけど、各市町村から教職員の人材確保と増

員について、多分、意見がいっぱい集まってき

ていると思います。そういう意味で言えば、人

口減少の中で一番重要なポイントになるのは教

育なんですね。教育は、こっちに移り住んでく

ださる方にも魅力ある教育が受けられるという

ことになれば、こっちに来ようとされる方たち

も十分いらっしゃると思うんです。教職員の人

材確保と増員について、まず教育長の見解だけ

お伺いしておきます。

教育の質の確保を図○教育長（日隈俊郎君）

るためには、教職員の人材確保は非常に重要な

問題でございます。

教職員の人材確保につきましては、本県教育

の魅力を効果的にＰＲするため、ＳＮＳの活用

や県内外での説明会の規模を拡大するなど、積

極的な情報発信に努めているところでありま

す。また、教員採用選考試験におきましても、

受験年齢制限の撤廃を行い、また今回、大学推

薦制度の導入など思い切った改善に取り組むこ

ととしております。

次に、教職員の増員につきましては、国への

要望を継続して行う一方、県独自に、特別支援

教育や生徒指導の充実を図るための教員や、ス

クール・サポート・スタッフ、部活動指導員な
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どの配置を進めているところであります。

今後も、教職員が質の高い教育活動に専念で

きる教育環境の整備に努めることで、積極的に

人材の確保に努めてまいりたいと考えておりま

す。

先ほどの大学入学共通テス○井上紀代子議員

トの問題でもそうなんですけれども、ことしの

３年生だけに影響があるわけではないんですよ

ね。３年生にももちろん影響があって、その次

に受ける生徒にも影響があって、日本は学力社

会というか、どこの学校に行ったかによって負

け組、勝ち組が決まってしまうというような、

国としてもそういう状況ができ上がっているの

は否定できないと思います。ですから、どの大

学に行ったか、その大学に行ってどういうもの

を学んだかによっては、勝ち組になったり負け

組になったりしてしまうわけですね、本人が望

む望まないにかかわらず。ですから、本来は、

教育というのは国全体の中で共通のもの、本当

に必要なものというのがしっかりと子供たちに

手渡されなければいけないと思うんですけれど

も、大変残念ながら、そういうふうになってい

ません。経済格差が地域格差、そして地域格差

が教育との格差にもなるということは、本当に

あってはならないことだと思うんです。教育先

進国だと世界で言われていますノルウェーとか

フィンランドとかアイスランド、スウェーデン

は、子供の学力に対しては国家が保障していま

すよね。無償化です。ですから、いつでも学び

直すこともできれば学ぶこともできるという、

本当に国民全体がすぐれた学力を持つような状

況、環境というのがつくられているわけです。

私どものような地方に住む者にとってみれ

ば、人口減少対策の中で、先ほどもちょっと申

しましたが、どのような教育を受けられるの

か。食べる物も、自然環境も全てが、どなたが

宮崎に来てくださっても、私は十分喜んでいた

だけると思います。と同時に、教育がしっかり

と届けられる状況がないと、なかなか難しい。

そこが、やはり私どもがもうひと踏ん張りしな

ければいけない内容ではないのかなと思いま

す。地域から学校がなくなるということほど、

地域がだめになることはないと思います。地域

のみんなの希望は、そこに子供たちの声があっ

て、学校があって、そこを中心として地域がで

き上がっていくということが大変重要なのでは

ないかなと思うんです。ただ、教育を考えたと

きに、国の制度の中でしか動けないということ

については十分わかるわけですけれども、だか

らこそ今、先生の質も問われると思いますし、

先生の質も問われると同時に、先生の働き方改

革もしなければいけない。多くの課題がある中

で、どう宮崎の教育をつくり上げていくのかと

いうのは、日隈教育長の３年間の教育長として

のあり方の中で、どんな教育をつくっていこう

とされているのか、そこをまず聞かせていただ

きたいと思います。

お話がありましたよ○教育長（日隈俊郎君）

うに、前職で総合政策部を担当しておりました

ので、人口減少社会にあっては、現在進めてい

る地方創生は最も重要な政策課題であると考え

ておりますし、その方策のかなめは、お話にあ

りましたように、人材の育成であろうと考えて

おります。

私は、前回も申し上げましたが、人材こそが

最大の社会資本であるというふうに考えており

ます。したがいまして、次の世代の主役であり

ます子供たちへの投資こそが最も重要であると

いうふうに考えております。

産業政策でずっとこれまで経験しておりまし

- 249 -



令和元年12月４日(水)

たけれども、「失われた30年」と言われた平成

の時代、アメリカに目を転じますと、よく頭文

字を使って「ＧＡＦＡ」と言われるんですが、

グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾ

ン、そして世界一のマイクロソフト、こういっ

た企業の発展によって、アメリカはＧＤＰも３

倍以上に伸びてきている、片や日本は120％程度

と言われております。アメリカは人口も３億人

を超えてきております。アジアでも当然、中国

はアリババ、ファーウェイ、テンセント、そう

いった企業が伸びてきておりますので、ＧＤＰ

も10倍以上にこの30年で伸びてきているという

ような状況です。しかし、これからは、やっぱ

り日本が新しい産業を築いていくべきだろうと

考えております。そのためにも、宮崎、そして

我が国の未来を切り開く若い世代、そういった

人材の育成に力を注いでいく必要があるという

ふうに考えます。

本県においても、みずからの手で未来を切り

開く、気概のあるたくましい人材、高い志を持

ち、豊かな感性と未来を見通す力を持った人

材、地域・郷土を思い、人とつながり、地域を

担い得る人材、そしてグローバルとローカル両

方の視点を持って行動できる人材など、こう

いった子供たちそれぞれの個性を尊重しながら

も、自己実現と地域の未来創生ができ得る人材

の育成に向けて、我々教育委員会はしっかり取

り組んでいく必要があるというふうに考えてお

ります。以上です。

教育のところが、競争か自○井上紀代子議員

己目標か。競争では学力が上がらないというこ

とは、実態としてありますね。自己目標を達成

していくような教育を受けるということには、

教師のレベルが高くないと教育とは言えないよ

うな状況に今なっています。若年学習から生涯

学習の時代に入っていると。だから、世界の中

のスピードについていけるような教育を、地方

にいても受けられるようにしていかなければい

けないというふうに思います。何度でも大学に

戻って勉強できる、そういう国になりたいなと

私自身、思っています。

武田議員からもありましたけど、地方の中で

学校がなくなるということのつらさ、学校がど

うなるのかという不安感というのは、本当に大

きいものがあると思います。いつまでもいつま

でも地域に学校があり、子供たちの声がし、そ

して十分な教育が受けられる、そんな国であり

たいなと思っている次第です。

これから非常に人口減少していく中で、大変

なときではありますが、地域の市町村の皆さん

ともしっかりと話し合っていただいて、「宮崎

県は新しい教育ができる」という教育にしてい

ただけるように要望して、私の質問を終わりた

いと思います。ありがとうございました｡(拍手)

次は、河野哲也議員。○丸山裕次郎議長

〔登壇〕（拍手） 公明党宮崎○河野哲也議員

県議団の河野哲也でございます。最終日の２人

目でございます。質問が重複しているところが

あります。お許しください。

まず、知事の政治姿勢でございます。

延岡竜巻発生から２カ月半がたちました。被

災した地域は、今も屋根を覆うブルーシートが

目につきます。先日の答弁にありましたが、県

は、延岡市と連携して、被災者への支援を進め

ていただいております。ありがとうございま

す。

延岡市は、屋根等修繕緊急支援事業等の独自

の支援策を提示し、今、申請が進んでいます。

市が国の交付金を活用して支援する木造住宅

耐震化促進事業への上乗せ補助の要請に対し、
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県は地方負担分の２分の１を負担すると決めま

した。これで十分ですとは申し上げられません

が、被災者は、いつになればもとの生活へ戻れ

るのだろうかと、不安を抱きながら日々を送っ

ています。どうか落ちつくまで見守っていただ

きたいと思います。

国は、社会保障制度の維持・充実に向け、消

費税率を２段階にわたって引き上げる一方、経

済、国民生活への影響を最小限に抑えるよう、

軽減税率、ポイント還元、プレミアム付商品券

等に取り組み、２カ月が過ぎようとしていま

す。

公明党の主張で、消費税率引き上げに合わせ

て実施された軽減税率、当初、イートインコー

ナーのある店では混乱を心配する声もありまし

たが、実際には、ほとんどの店で大きなトラブ

ルは見られなかったようです。

日経の世論調査によると、10月以降の家計負

担については、支出が変わらないと答えた人

は76％で、軽減税率が一定の効果を発揮したと

見られています。ちなみに「軽減税率」

は、2019年新語・流行語大賞のトップ10に入る

ことができました。

ポイント還元は、扱う店舗が急増し、想定を

上回る現状に、国も予算の追加措置を決定しま

した。１日平均10億分のポイントが消費者に還

元されています。そして、公明党が推進したプ

レミアム付商品券は、自治体によっては医療機

関で利用することができ、子育て世帯からは、

予防接種にも使えて便利との声も上がっている

そうです。

全国的にはこのような状況ですが、知事、特

にプレミアム付商品券に関する本県の現状をお

聞きかせください。

ブランド総合研究所が地域に合った持続的な

開発目標を明らかにしようと行った「地域版Ｓ

ＤＧｓ調査」、47都道府県に住む合計およそ１

万6,000人にアンケートを実施いたしました。住

民が抱える悩みや地域にある社会課題を明らか

にするとともに、現在の幸福度、満足度、定住

意欲度などについても尋ねています。

その中の都道府県幸福度ランキングで、何と

宮崎県が１位と発表されました。私は、素直に

喜び、今後とも発信していきたいと考えます

が、知事の素直な感想をお聞かせください。

以上、壇上からの質問とし、あとは質問席か

ら行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。まず、プレミアム付商品券事業の現状につ

いてであります。

この事業は、消費増税による低所得者と子育

て世帯の消費に与える影響を緩和するととも

に、地域における消費を喚起・下支えすること

を目的として、国の全額補助のもと、全市町村

が実施しております。

本県の現状についてでありますが、11月22日

時点で、商品券の使用可能店舗数は、小売店や

飲食店、医療機関など6,276店舗、商品券換金に

より既に店舗に支払われた金額は、約５億2,000

万円となっているところであります。

次に、「都道府県『幸福度』ランキング」に

ついてであります。

今回、ブランド総合研究所が実施した「都道

府県『幸福度』ランキング」において、本県が

全国１位になりましたことは、大変うれしく、

また誇らしいことだと考えております。

本県にも人口減少、また経済活性化、さまざ

まな課題はあるわけでありますが、住んで暮ら

しやすい、よい宮崎という実感があるわけであ

りまして、それがあらわれたということを感じ
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るとともに、この結果は、総合計画に掲げてお

ります新しい「ゆたかさ」にも通ずるものであ

り、本県の価値や魅力、将来の目指すべき姿を

考える上で参考になるものと考えております。

その上で、今後、幸福度を高めていくために

は、県民の皆様が心豊かに暮らしていくことが

でき、この宮崎に住んでよかった、いつまでも

住み続けたいと実感できるような、安心と希望

が持てる地域づくりに全力で取り組んでいく必

要があると、改めて感じたところであります。

以上であります。〔降壇〕

消費税対策であるプレミアム○河野哲也議員

付商品券については、１回4,000円の５回に分け

て買えることや、対象者の住民税非課税者は申

請が必要であることを周知徹底していただきま

すようお願いします。

幸福度１位については、トップの積極的な発

信をお願いいたします。ただ、支援の谷間にい

る方々への目配りは忘れてはなりません。

このランキングでは、幸福度１位の一方で、

「悩める住民が多い県」として、宮崎は第８位

にランクされています。悩みの要因は、「低収

入・低賃金」です。また、宮崎県は、人工死産

率、離婚率は常に上位にあります。

福祉政策について福祉保健部長にお伺いしま

すが、こうしたことから、例えば、本県はひと

り親世帯が多くあり、さまざまな悩みを抱えて

おられると考えます。ひとり親世帯は、シング

ルマザーとシングルファーザーに分けられま

す。特にシングルマザーの貧困率が高いので

す。その要因は、「正規雇用が少ない」「末っ

子が幼い時点での離婚が多い」「養育費をも

らっていない」でございます。

まずは、本県のひとり親家庭の世帯数と平均

月収について教えてください。

県が５年ごと○福祉保健部長（渡辺善敬君）

に行っております「ひとり親世帯生活実態調

査」の直近の平成29年度の調査結果によります

と、ひとり親家庭の世帯数の推計値は、母子世

帯が１万5,686世帯、父子世帯が1,471世帯で、

合計で１万7,157世帯となっております。

また、平均月収につきましては、母子世帯で

は、10～15万円未満の世帯が最も多く、35.6％

となっており、次いで、15～20万円未満の世帯

が22.7％となっております。父子世帯では、15

～20万円未満の世帯が最も多く、30.3％となっ

ており、次いで、20～25万円未満の世帯が23.8

％となっております。

全国９万8,000人おられる未婚○河野哲也議員

ひとり親世帯は、宮崎において、増加傾向にあ

るのではないでしょうか。未婚の母子世帯の母

親の年間就労収入は平均177万円と言われていま

す。月収に直すと14万7,000円。その上、寡婦控

除が適用されないのでございます。婚姻歴のあ

るひとり親に比べ負担がさらに重い。国も、よ

うやく支援の手を差し伸べようとしています

が、今年度、臨時措置として１万7,500円を来年

１月に児童扶養手当に上乗せすると聞いており

ます。

そこで、未婚のひとり親家庭にもひとしく支

援をと考えますが、県としての支援状況につい

てお伺いします。

婚姻歴の有無○福祉保健部長（渡辺善敬君）

にかかわらず、ひとり親家庭への支援につきま

しては、経済的支援として児童扶養手当の支給

やひとり親家庭医療費の助成のほか、子供の修

学等に要する費用を無利子または低利で貸し付

ける「母子父子寡婦福祉資金事業」等を行って

おります。

また、就業支援として、親が看護師等の養成
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機関に修学する間の生活資金を支給するほか、

就業支援員による就業相談などの事業を行って

いるところであります。

県の支援としては平等だとい○河野哲也議員

うことですね。わかりました。

未婚のシングルマザーの困り事は、貯蓄がで

きない、食事が困る、協力を仰ぎにくいという

点で声が上がっております。ひとり親家庭と

言っても千差万別です。懸命に生きる親子に、

暮らしに目を向けなければいけない。どんな状

況であれ、生まれてきた命と家族を社会が支え

ていくという動きが必要でございます。

質問初日、幼保無償化について、我が会派の

重松議員が、開始後の本県の状況についてただ

しました。「本年４月１日時点の入所児童数に

対する10月１日時点の増加率は、前年とほぼ同

じであったこと、現時点では、大きな混乱もな

いと把握している」との答弁でした。

今、公明党議員は、事業所及び利用者さんか

ら聞き取りを開始しております。幾つかの課題

点が浮かび上がっています。

きょうは１問だけ取り上げますが、園長から

の声でございます。「定員に対する保育士数は

決まっていますが、配置がえと臨機応変に動か

せる保育士さんがいない」と言われます。

そこで、幼児教育・保育の無償化に伴い、保

育士不足を懸念する声が聞かれますが、県内の

保育士確保の取り組み状況をお伺いします。

現在、県内の○福祉保健部長（渡辺善敬君）

保育所等における保育士の配置につきまして

は、施設の認可等の要件である基準は満たして

おりますが、休暇をとりやすい等、余裕を持っ

た人員配置という観点からは十分に確保できて

いる状況にはないと認識をしております。ま

た、無償化の導入により、保育士不足を懸念す

る声があることも承知しております。

このため県では、保育士修学資金の貸し付け

や保育士支援センターの設置等により、保育士

の育成・確保に取り組むとともに、保育士の処

遇改善を図るため、キャリアアップ研修等を実

施しているところであります。

市町村においては、来年４月入所の申し込み

受け付けが順次始まっておりますことから、そ

の動向等についても十分に注視しながら、引き

続き保育士の安定的な確保に努めてまいりま

す。

よろしくお願いします。○河野哲也議員

介護予防の総合事業は、高齢者が住みなれた

地域で暮らし続けられるように、高齢者自身の

能力を最大限に生かし、要介護状態になること

を予防するための仕組みでございます。

自治体への財政的インセンティブとして、高

齢者の自立支援、重度化防止等、介護予防に関

する取り組みを推進する交付金が倍増するとい

うことが報道されました。高齢者の自立した日

常生活の支援、重度化防止には介護予防が重要

でございますが、見解をお伺いいたします。

介護予防につ○福祉保健部長（渡辺善敬君）

きましては、高齢者が要介護状態等になること

の予防、または要介護状態等の軽減や悪化の防

止にとどまらず、高齢者の日常生活の活動を高

め、家庭や社会への参加を促し、それにより一

人一人の生きがいや自己実現のための取り組み

を支援して生活の質の向上を目指す、極めて重

要なものであると認識しております。

県としましては、介護予防の取り組みを推進

することにより、高齢者が住みなれた地域で自

分らしく暮らしていけるよう、市町村はもとよ

り、地域住民の方々や関係団体などと連携・協

力しながら取り組んでまいりたいと考えており
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ます。

市町村では、介護予防とし○河野哲也議員

て、身近な地域で体操などを行う「通いの場」

などの取り組みを行っており、引き続き、効果

的かつ継続的な事業展開を図る必要がありま

す。

事業の旗振り役は市町村ですが、介護事業者

を初め、地域の企業、団体、ＮＰＯ、ボラン

ティア、町会、そして住民などさまざまな立場

の人たちが参画し連携し合うことで、高齢者を

支えていきます。

市町村が取り組む介護予防に対し、県はどの

ような支援を行っているのでしょうか、お伺い

します。

県におきまし○福祉保健部長（渡辺善敬君）

ては、市町村が地域の実情に応じた多様なサー

ビスを展開できるよう、県内外の先進的な取り

組みを行っている自治体から直接、取り組みの

紹介や助言を行う研修会を開催しております。

また、住民みずから運営する介護予防のため

の体操教室等、「通いの場」における取り組み

をより効率的、継続的に行えるよう、リハビリ

テーションの専門職を派遣しまして、技術的助

言を行う取り組みなども行っております。さら

に、派遣される専門職に対する研修を行うな

ど、人材育成にも取り組んでいるところであり

ます。

今後とも、心身機能、活動、参加、それぞれ

にバランスのとれた介護予防の取り組みが推進

されるよう、市町村や関係団体に対し、積極的

に支援してまいりたいと考えております。

東京都東村山市は、先ごろ、○河野哲也議員

高齢者を対象にしたフレイル予防のための会食

サロンを市民サポーターが主体となって開始

し、注目を集めています。東京大学高齢社会総

合研究機構が考案したフレイルチェックと、栄

養摂取や口腔ケアなど食に関する介護予防を組

み合わせた全国初の試みであります。

サポーターが、頰や顎のつぼを手で押して唾

液の分泌を促す「唾液腺マッサージ」を実演

し、実践を呼びかけています。唾液は、飲み込

む力が弱くなる高齢者の助けになると言いま

す。その後、宅配されたできたて弁当が机に並

ぶ。管理栄養士や歯科衛生士などの専門スタッ

フと配食業者が工夫した栄養満点のメニューで

つくられているそうでございます。食後は食べ

残しを確認するシートを記入してもらい、専門

スタッフが栄養面のアドバイスを行います。

このように、全国に先進的なモデルがありま

す。宮崎もモデル的な介護予防が発進できるよ

うに、県の支援をお願いいたします。

農業政策についてお伺いします。

昨年８月に中国において、アジアで初めてＡ

ＳＦ（アフリカ豚コレラ）が確認され、その

後、拡大し、韓国においても11月までに14例確

認されたとの報告がありました。

防護柵の迅速な設置支援が求められますが、

農家の方々の不安解消には十分ではないとの声

があります。

ＡＳＦ等の防疫対策として、空港、港湾等で

の徹底した水際対策が重要でございます。本県

の取り組みについて、農政水産部長にお伺いい

たします。

海外で発生し○農政水産部長（坊薗正恒君）

ていますＡＳＦなどの家畜伝染病を県内で発生

させないためには、議員御指摘のとおり、まず

は、水際での防疫が重要となります。

このため、空港や海外クルーズ船寄港時の靴

底消毒を強化しますとともに、空港では、動物

検疫所による探知犬の出張検査に加え、旅行者
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に対する肉製品等の持ち込み防止の啓発を行っ

ております。

また、国際郵便などによる不正持ち込みがな

いよう、県内に居住する外国人労働者や留学生

等に対して、さまざまな手段により注意喚起も

行っているところであります。

県としましては、先月の全国知事会議の場に

おいて、本県への探知犬の常時配置を含め、地

方空港における水際防疫の充実強化を、知事が

直接国へ要望したところであり、引き続き、Ａ

ＳＦなどを本県に侵入させないよう、緊張感を

持って取り組んでまいります。

ありがとうございます。緊張○河野哲也議員

感を持ってという言葉と、最後の最後までとい

うか、落ちつくまでお願いしたいと思います。

口蹄疫の侵入原因は何だったか。いろんな方面

から手を打ちましたが、はっきりと見つけ切れ

ない。防疫に徹するときに中途半端でやってし

まうと、本当に取り返しがつかない、その不安

感を農家の方々が持っていらっしゃるというこ

とで、お声を代弁して質問させていただきまし

た。

農産品等にかける日米間の関税を撤廃・削減

する日米貿易協定の承認が国会で進んでいま

す。自由貿易が促進されることは認識します

が、本県の農業基盤の整備強化を訴えなければ

なりません。また、発効により影響を受ける農

林水産物の生産減少額は600億～1,100億円にな

るとの政府試算を踏まえて、影響を受ける可能

性のある農家を徹底的に支えるべきでございま

す。

日米貿易協定の合意について、知事が緊急要

請を行った際の国の反応についてお伺いいたし

ます。

日米貿易協定につきま○知事（河野俊嗣君）

しては、先月15日、私が直接、農林水産省を訪

問しまして、協定発効後の影響の継続的な検証

や、万全な対策の実施と本県への重点配分など

について緊急要請を行ったところであります。

対応していただいたのは、河野義博政務官で

あります。福岡の御出身で、本県をたびたび訪

れていただいております。江藤大臣のもとで政

務官を務めていただいており、その実情をよく

御存じでありますので、大変心強く思ったとこ

ろでありまして、この緊急要請の際には、本県

農業者や関連産業など、現場の不安感を共有し

ていただくとともに、「現在、国で改定作業を

行っている「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」

に基づき、生産基盤の強化や補正予算の確保な

ど、将来に希望が持てる万全の対策を講じてい

きたい」と、大変心強い発言をいただいたとこ

ろであります。

県としましては、国際化の大きな流れにあっ

ても、生産者が夢と希望を持って農業経営に邁

進できるよう、本県農畜産業の競争力強化に、

今後ともしっかり取り組んでまいります。

私も、河野義博政務官にお礼○河野哲也議員

の電話をさせていただきました。「しっかり対

応します」との返事をいただきました。

日中両政府は11月25日、現在禁止されている

日本産牛肉の対中輸出再開の前提となる「動物

衛生検疫協定」を交わしました。今回の署名

は、中国への輸出解禁に向けた重要なステップ

になります。早期実現に向けて、本県も動くべ

きであると考えます。

県内の畜産関係者は、中国への牛肉輸出再開

に期待をしていると聞いておりますが、県とし

ては積極的に進めるのか、農政水産部長にお伺

いいたします。

近年、中国で○農政水産部長（坊薗正恒君）
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は牛肉の消費が急速に伸びておりまして、昨年

は、米国を抜いて世界最大の牛肉輸入国となり

ましたことから、日本にとっても有望な輸出相

手国になるものと考えております。

中国に向けました牛肉の輸出再開は、本県で

輸出に取り組む畜産関係者にとりまして、新た

な販路拡大の大きなチャンスになることに加

え、輸出量が増加することは、畜産農家にとり

ましても、所得の安定確保や宮崎牛のさらなる

ブランド価値の向上につながり、大きな励みに

なるものと期待されております。

このように、中国市場への展開は、本県畜産

の発展につながる重要な取り組みでありますの

で、県としましても、情報収集に努めますとと

もに、関係団体等と連携し、積極的に準備を進

めてまいりたいと考えております。

ありがとうございます。よろ○河野哲也議員

しくお願いします。

林業政策について、環境森林部長にお伺いい

たします。

延岡で行われた「ひなたの林業シンポジウ

ム」で、本郷林野庁長官から、「ＳＤＧｓで

は、林業は目標15「陸上資源」に含まれる。人

口が減り続ける山村の現状から考えると、木を

切り出すことを優先することが必要だ。山に入

るお金を大きくし、山村の経済を大きくし、人

が住めるようにしていかないといけない」との

提案がありました。

長官の提案をどう受けとめますか、お伺いい

たします。

収穫期を迎え○環境森林部長（佐野詔藏君）

た森林を伐採して活用していきますことは、木

材の売買や雇用機会等が生まれ、森林所有者を

初め、山村全体の収入増加につながりますこと

から、大変重要であると考えております。

本県では、木質バイオマス発電所や大型製材

工場の稼働等により木材需要が増加し、山村地

域の林業総生産額も増加しておりまして、これ

を将来的に持続していくためにも、伐採後の確

実な再造林を進めることにより、資源を循環利

用していくことが必要であります。

このため、県といたしましては、伐採後すぐ

に植栽する一貫作業や、ＩＣＴ等先端技術の導

入により、伐採や再造林等の省力化、効率化を

進め、「伐って、使って、すぐ植える」循環型

林業を確立し、山村地域での一層の所得確保に

つながるよう取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

また、「持続可能なものにす○河野哲也議員

るために、賢い（スマート）林業に転換し、新

技術を取り入れて省力化、コスト削減などを図

ることが重要だ。日本一の宮崎にそのトップラ

ンナーになってもらいたい」と期待されており

ました。

県はその提案にどう答えるか、お伺いいたし

ます。

本県は、全国○環境森林部長（佐野詔藏君）

に先駆けて森林資源が利用期を迎え、伐採や再

造林等の林業生産活動が盛んに行われる中、林

業先進県であるがゆえに、担い手不足や労働災

害などの課題に直面しておりまして、これらの

課題を解決する上で、スマート林業の実現は大

変重要であると考えております。

このため県では、広範囲の樹木を一度に計測

できる地上レーザ測量や、ドローンを用いた苗

木運搬の実証試験などに取り組んでおります。

また、森林組合等におきましても、現地調査

が不要となる航空レーザ測量や、無線操縦によ

る下刈り機械の実証試験などの取り組みが進め

られております。
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県といたしましては、今後とも、市町村を初

め関係機関と連携して、本県に適した技術の早

期実用化やその普及などにも努め、スマート林

業を積極的に推進してまいりたいと考えており

ます。

首里城再建に協力を約束され○河野哲也議員

た河野知事です。ぜひ宮崎の杉、飫肥杉を提供

しましょう。台湾ヒノキは厳しいそうです。率

先して手を挙げてください。

2022年、沖縄本土復帰50年を迎えます。首里

城と一体の中城御殿と御茶屋御殿も含め、琉球

王国の歴史的遺産の再生を沖縄は目指していま

す。よろしくお願いします。

学校のＩＣＴ化について、教育長にお伺いし

ます。

11月14日に、西米良ならではの授業改善を狙

いとしたＩＣＴ活用の研究公開に参加いたしま

した。西米良の村所小学校・西米良中学校の合

同研究でございます。

西米良は、2012年にデジタル教科書を導入

し、ＩＣＴ環境を本格的に整え始めまし

た。2016年にはタブレットを導入、2018年度に

はタブレット１人１台体制となりました。

当日は、小学校３年生の算数を参観いたしま

した。準備に先生方の御苦労はあったにせよ、

子供たちのタブレットへの対応は、スピード感

がありました。学習におくれのある子がいると

聞いていたのですが、間違っている答えは一つ

も出ず、とんとん拍子で授業の深目の問題に

入っていきました。

まず、県内公立小中学校のＩＣＴ整備率につ

いてお伺いいたします。

本県のＩＣＴ整備率○教育長（日隈俊郎君）

につきましては、平成30年度末現在で、教育用

コンピュータ１台当たりの児童生徒数は、小学

校が全国平均6.1人に対しまして、本県は5.9

人、中学校が全国平均5.2人に対しまして、本県

は4.4人と全国平均を上回っておりまして、その

整備状況は年々高まってきている状況にあると

考えております。

佐賀県は、パソコンの普及率○河野哲也議員

は1.8人に１台ですね。これだけ広がるというの

はということで、ちょっと問うてみたいんです

けど、講話では、情報教育の第一人者である東

北大学の堀田達也教授が、「2020年に向け情報

教育も大きく進みます。文部科学省からことし

の６月に出された「新時代の学びを支える先端

技術活用推進方策（最終まとめ）」では、多様

な子供たちを誰一人残すことのない、公正に個

別最適化された学びの実現に向けて、ＩＣＴを

活用するための方向性が示されています」と

語っておりました。

西米良の教育長は、子供たちに地域格差を感

じさせない学習環境で育てようとしているとい

うことを実感させます。「誰一人残すことのな

い」というリーダーの意識で、環境は変えるこ

とができます。

ＩＣＴ整備率を高めるためには、組織のトッ

プの意識が大切だと思いますが、お考えをお伺

いします。

先ほど申し上げまし○教育長（日隈俊郎君）

たが、公立小中学校のＩＣＴの整備率は年々高

まってきておりまして、各市町村のＩＣＴ整備

に向けた意識の高まりを感じているところでご

ざいます。

このような中、お話にありましたとおり、本

年６月に、「学校教育の情報化の推進に関する

法律」が施行されるとともに、先日の報道で

は、全国の小中学校において、令和６年度まで

の５年間をかけまして、１日に１こま程度で、
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１人１台の学習環境の実現を図るという国の方

針が示されたところであります。

県教育委員会といたしましては、この国の動

向を注視しつつ、ＩＣＴ整備のさらなる充実が

図られるよう、市町村に対し、あらゆる機会を

捉えて、積極的に働きかけてまいりたいと考え

ております。

国は大きく動きます。「国の○河野哲也議員

動向を注視しつつ」と答弁にもありましたが、

先ほどの講話をされた堀田教授は、「今回の推

進方策に示された柱は、大きく３つある」と

おっしゃいました。

１つは、遠隔教育の推進による先進的な教育

の推進、２つ目は、教師・学習者を支援する先

端技術の効果的な活用、３つ目は、先端技術の

活用のための環境整備を挙げておられました。

国は前提として、高速ネットワークの敷設を強

力に打ち出すとのことです。

宮崎における学校のＩＣＴ化の目的につい

て、もう一度、確認をしたいと思います。

県教育委員会では、○教育長（日隈俊郎君）

本年６月に策定しました宮崎県教育振興基本計

画におきまして、教育の情報化について、３つ

の目的を掲げております。

まず、必要な情報を主体的に収集・処理し、

わかりやすく発信するなどの児童生徒の情報活

用能力を育成すること、２つ目に、わかりやす

く深まりのある授業を実現するために、教科指

導における効果的なＩＣＴ活用を推進するこ

と、３つ目に、教職員が教育活動に専念できる

環境づくりのために、校務の情報化を推進する

ことであります。

これらの目的に向かいまして、ＩＣＴを活用

した教育の情報化充実の取り組みを進めること

で、教育の質の向上を目指してまいりたいと考

えております。

ここ５年ぐらいで急速に情報○河野哲也議員

化教育は早まると思います。国の本気度が、平

成24年度までの予算にあらわれていると思いま

す。前の計画というのは、22年度までにパソコ

ンは３人に１台配備となっていましたが、国

は22年度までに、５年生から中学生に１人１

台、24年度までには１年生から４年生に１人１

台を実現するとしています。それだけでなく、

インターネット環境も整備費を半額助成すると

いう、大変思い切ったというか、スピード感の

ある情報化教育を整えようとしていると。

宮崎だからこそ、西米良の教育長の積極的な

発言というか、堀田教授が西米良に来られて、

全国に発信するようなお話をされたんです。西

米良でもそういう話が聞ける。先ほど言いまし

たけど、意識のあるリーダーがそうやって引っ

張ってくる、そうやって整える、それでこれだ

け変わるんだなということを実感したところで

ございますので、どうかよろしくお願いしま

す。

警察行政について、警察本部長にお伺いいた

します。

県内で、65歳以上の運転者による人身事故

は、昨年1,920件発生し、全体に占める割合

は、2014年度比4.2ポイント増の25.8％で過去最

高となりました。

安全運転相談の全国共通ダイヤル＃8080（は

ればれ）が11月22日より利用できると、新聞報

道がありました。運転適性相談は、従来どおり

多くの相談が寄せられているそうですが、今

回、＃8080が開設され、その直後に３件の相談

が寄せられたと聞きました。

＃8080はどのようなものか、お伺いいたしま

す。
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イヤルは、これまで運転適性相談の名称で、運

転者やその家族等からの相談に対応してきたも

のを、本年11月22日より全国的に名称を変更・

統一し、番号も＃8080（はればれ）に統一して

運用することとしたものであります。

警察では、本ダイヤルにより、加齢に伴う身

体機能の低下を踏まえた安全運転の継続に必要

な指導・助言や、自主返納制度及び自主返納者

に対する各種支援施策の教示、医療機関の案内

などの対応を行ってまいります。

どうか相談者の立場に立って○河野哲也議員

対応をお願いいたしたいと思います。

警察本部によると、ことし10月末現在、うそ

電話詐欺による被害認知件数は昨年から３件増

の20件、被害総額は2,696万円だそうです。とま

りませんが、県警の御努力に感謝いたします。

県警本部が11月19日に理・美容業生活衛生同

業組合と締結した、「犯罪の起きにくい社会づ

くりに関する協定」の目的と広報啓発の方法に

ついてお伺いいたします。

警察が両組合と○警察本部長（阿部文彦君）

締結いたしました協定の目的につきましては、

これらの組合に加盟する約1,500の理容室及び美

容室において、警察が提供する防犯情報などを

お客様にお伝えいただき、防犯意識の高揚や犯

罪の被害防止を図ることを目的としておりま

す。

その具体的な方法といたしましては、各店舗

におきまして、警察で作成したうそ電話詐欺防

止のリーフレットを配布してもらったり、防犯

メールの犯罪情報を話題にしてもらうなどの広

報啓発活動が想定されます。また、従業員の方

が事件・事故等を認知した際は、警察に積極的

に通報していただきますよう、お願いしている

ところであります。

締結時に本部長がお話しされ○河野哲也議員

ていましたが、各店舗が防犯情報の基地として

活用され、地域社会の安全・安心確保に努めら

れることを望みます。

最後の質問ですが、他団体との締結状況につ

いて、今後、同協定締結予定についてお伺いい

たします。

警察では、本○警察本部長（阿部文彦君）

年11月末現在で、33の団体・企業と同協定を締

結しているところであります。

今後も、県内の関係団体・企業に対しまし

て、必要な働きかけを行い、同協定の締結を含

め、犯罪の起きにくい社会づくりに資する活動

を推進してまいりたいと考えております。

予定した質問はここまででご○河野哲也議員

ざいます。ありがとうございました。（拍手）

以上で午前の質問を終わり○丸山裕次郎議長

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時45分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開○丸山裕次郎議長

きます。

次は、横田照夫議員。

〔登壇〕（拍手） 自由民主党○横田照夫議員

の横田照夫です。私もいよいよ前期高齢者の域

に入ってまいりました。見えを張らずに、眼鏡

をかけて質問をさせていただきます。

今回、一番最後の一般質問となりました。こ

れまでのほかの議員の質問と重なるところもあ

りますが、お許しをいただき、いましばらくの

おつき合いをお願いいたします。

まず、災害対応について伺います。

令和元年12月４日(水)
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先日の台風19号では、過去にないようなすさ

まじい被害が出ました。死者98名、行方不明３

名、負傷者484名、そのほか堤防や家屋の決壊、

交通網・通信網の寸断など、数え切れないくら

いの爪跡を残していきました。亡くなられた

方々の御冥福をお祈りいたしますとともに、被

害に遭われた皆様に心からお見舞いを申し上げ

ます。

ことしは、佐賀県での大雨による水害や台

風15号なども大きな被害をもたらしました。近

年は、台風や豪雨、地震災害も格段に大きく

なってきたように感じます。

私は、三財川の支流である追手川の水門と排

水ポンプを管理するメンバーに入っていますの

で、台風や豪雨のときにはポンプ場に詰めて排

水作業などをし、その合間を縫って町内の被害

状況を確認するために巡回しています。台風の

さなかに危険だとは思いますが、ポンプ場で川

の水位などの確認作業もしておりますので、同

じだと考え、巡回しています。どちらにして

も、家で寝ている気にはなりません。

平成17年14号台風のときもポンプ場で排水作

業をしていましたが、フル稼働でくんでいたに

もかかわらず、排水が間に合わず、住宅地も冠

水してしまいました。ポンプ場もつかり出し

て、危険だから避難するようにとの指示が出た

ので、ポンプは回しながら避難をしました。そ

のときは、川の水位が堤防高の50センチくらい

のところまで来ており、恐怖を感じました。川

の水位は街の高さよりもはるかに高く、もし決

壊したら、今回の台風19号のように街をのみ込

んで、街全体が冠水してしまったのではないで

しょうか。

今回の台風19号では、71河川の140カ所で堤防

決壊があったそうですが、同じような被害が私

たちの周りでいつ起きてもおかしくないと言え

るのではないかと思います。

先日、野﨑議員も触れられましたが、台風15

号襲来のとき、千葉県で災害対策本部が設置さ

れた当日に、森田千葉県知事が公用車で自宅に

帰っていて、被害が集中した県南部の自治体に

連絡員の県職員が行ってもいなかったり、知事

の職務である自衛隊への災害派遣要請も遅かっ

たとして、非常に軽率だったとの批判が出てい

ました。

森田知事のことをどうこう言うつもりはあり

ませんが、災害発生時に知事がどう動けばいい

のか、災害現場にどの時点で入ればいいのかな

ど、しっかりと決めておくことが大事だと考え

ます。

宮崎県として、知事の対応の仕方をどのよう

に考えておられるのかを、知事にお伺いいたし

ます。

以下の質問は、質問者席でさせていただきま

す。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

災害が発生した場合、県におきましては、あ

らかじめ定められた手順に従いまして、災害対

策本部等の設置など初動体制を確立するととも

に、関係機関との連携のもと、人命救助や被害

状況の把握に当たることとなります。

これを指揮し、統括する知事の立場にありま

しては、組織的対応が十分になされているか

チェックをするとともに、被害状況を可能な限

り迅速に把握し、迅速かつ的確な判断や指揮を

行うことが重要になってくると考えておりま

す。

そして、被災した現場の対応に支障を来さな

いよう、状況を見きわめながら、知事みずから
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被災状況を把握するとともに、被災者、また災

害対応に従事する方々を励ますために適切な時

期に被災地の視察を行う、これも地域のリー

ダーである知事の重要な役割であると認識をし

ております。

私が初めてこの宮崎に参りましたその年に、

台風14号災害が発生し、また、その後もたび重

なるさまざまな自然災害等に見舞われてきたと

ころであります。

今後とも、こうした経験、教訓等を生かしな

がら、常在危機、この意識を徹底し、あらゆる

災害から県民の生命・財産を守るため、私が先

頭に立って、災害対応に全力を尽くしてまいり

ます。以上であります。〔降壇〕

知事が被災地に入るタイミン○横田照夫議員

グというのはなかなか難しいと思います。で

も、被災者にとって、知事が来てくださったと

いうことはすごく安心感につながると思います

ので、遅くならないタイミングを見計らって

入っていただきたいと思います。

台風15号は、９月９日未明に千葉県に上陸し

ました。夜が明けると被害状況が少しずつ判明

し、千葉県内の23市町村はその日のうちに災害

対策本部を立ち上げましたが、県の立ち上げ

は10日の午前９時だったそうです。そして、県

が現地への職員派遣を始めたのは発生４日目

の12日で、ヘリで上空から被害状況を確認した

のも12日だったそうです。孤立している集落が

あったにもかかわらず、情報がなかったために

自衛隊の派遣がおくれたところもあったと聞い

ています。

災害が発生した場合、市町村は県の防災シス

テムに被害情報を入力して情報の共有化を図る

ことになっていたそうですが、被災した自治体

は停電や断水、避難所設営などの対応に追わ

れ、県への連絡が後手に回ったことは仕方がな

いことだと思います。

宮崎県では、口蹄疫や鳥フルが発生したと

き、部局関係なく、多くの職員がその対応のた

めに現地に入りました。まさに迅速な対応だっ

たと思います。でも、それが危機管理ではない

でしょうか。台風・災害等で道路網や通信網が

遮断されたとき、自治体からの情報を待ってい

るのではなく、いち早く県の職員を派遣して情

報収集することが大事だと思いますし、すぐに

ヘリやドローンで確認することもできると思い

ます。

災害発生時の情報収集に対しての県の考え

を、危機管理統括監にお伺いします。

災害情報を○危機管理統括監（藪田 亨君）

迅速かつ的確に把握するためには、関係機関に

対し、積極的に情報をとりにいくことが重要で

あります。

このため県では、災害時において市町村に対

し情報連絡員を派遣する仕組みを設け、情報収

集に当たっているところでございます。

また、被害が広範囲に及んでいる場合や、山

間部など被害の状況が把握しにくい場合は、県

や県警本部などのヘリコプターが撮影した映像

により、リアルタイムで被害状況の確認をして

おります。

なお、局地的な災害現場の状況を確認するた

めには、お話にありましたドローンの活用も有

効であると考えられますので、関係部局とも連

携しながら、その活用方法等について研究して

まいりたいと考えております。

先日、日向市で、無料アプリ○横田照夫議員

で報告した災害情報を人工知能（ＡＩ）が収集

・整理する実証実験が行われました。消防団が

市内各地から送信した投稿から、ＡＩが住所や
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災害の内容などを抽出して、市の災害対策本部

会議に伝えるというものだったそうです。

日向市の防災推進課は、「従来の電話を使っ

た情報収集では時間がかかる。同時多発の情報

を収集しやすくなるのが利点と感じた」と言っ

ています。

先日、情報化推進対策特別委員会で訪れたＮ

ＴＴテクノクロス株式会社では、「Ｔｏｐｉｃ

Ｒｏｏｍ」とか「わくレポ！」というサービス

を提供しているそうです。「ＴｏｐｉｃＲｏｏ

ｍ」はＬＩＮＥを使った安全なビジネスチャッ

トで、１日以上かかっていた災害時の状況把握

が２時間半に短縮できるということです。ま

た、「わくレポ！」は、参集途中の職員や現地

調査員などがスマホやタブレットから各市町村

の対策本部に被害状況等を報告できて、瞬時に

市町村や県等の対策本部で情報共有できるそう

です。

このように、一刻を争う情報収集にＡＩを積

極的に利用することが有効だと考えますが、危

機管理統括監、いかがでしょうか。

災害発生時○危機管理統括監（藪田 亨君）

には、県や市町村、関係機関などが迅速に情報

を共有し、共通認識を持って災害対応に当たる

ことが極めて重要であると考えております。

このため本県では、防災庁舎の建設に合わせ

まして、気象情報やさまざまなシステムで提供

される情報を集約し、地図上などでわかりやす

く表示する新たな防災情報共有システムを導入

し、災害発生時の応急対策業務などの迅速化、

効率化を図ることとしております。

御質問にありましたＡＩの活用につきまして

も、近年、さまざまな新技術の開発が進んでお

り、迅速な情報収集を行う上で有効と考えられ

ますので、災害対応力の向上を図るため、技術

開発の動向を注視し、また先進事例等も参考と

しながら、研究をしてまいりたいと考えており

ます。

次の質問とも絡みますが、今○横田照夫議員

後、ＩＣＴ化はすごいスピードで進んでいくと

思いますし、ＡＩを活用した災害時の情報収集

システムも急速に発展していくものと思いま

す。災害は県民の生命にかかわることですの

で、積極的にそれらのシステムに更新していっ

てほしいと思います。

次に、県のＩＣＴ化について、総合政策部長

にお尋ねします。

情報化推進対策特別委員会で、千葉県幕張

メッセで開催された「ＣＥＡＴＥＣ 2019」とい

うデジタル技術の総合展示会を見てきました。

国内外から787の企業・団体が出展していたそう

です。主催者は、2030年のまちをイメージした

「Ｓｏｃｉｅｔｙ 5.0 ＴＯＷＮ」の企画展示を

目玉に据え、未来の社会を体験してほしいと、

来場を呼びかけていました。自動運転のバス、

人を運ぶドローン、ＡＩとあらゆるものをネッ

トワークでつなぐＩｏＴ技術を組み合わせた技

術など、わずか10年後にこういう社会になるん

だろうかと、その技術革新の速さに驚きまし

た。

また、５Ｇと呼ばれる第５世代移動通信シス

テムのサービスが来年春にも開始されるとのこ

とですが、このことによって、遠隔医療や遠隔

授業、機械の遠隔操作、自動運転などもできる

ようになり、過疎化や人手不足等に対しても、

いろいろな対応ができるということです。

本県は、Ｓｏｃｉｅｔｙ 5.0や５Ｇの活用と

して、どういうことに期待をしておられるの

か、お聞かせください。

人口減少社会○総合政策部長（渡邊浩司君）
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におけるさまざまな課題の解決を図るため、Ａ

ＩやＩｏＴ、ロボット技術などの先端技術を活

用することが重要であり、このような取り組み

が、まさにＳｏｃｉｅｔｙ 5.0の実現につな

がっていくものと考えております。

現在、県におきましては、担い手不足の解消

等に向けて、農業では、ドローンやロボットト

ラクターなどの活用を進めるとともに、建設現

場におきましては、ＩＣＴ建設機械等による施

工にも取り組んでおります。また、交通弱者対

策として、自動運転技術を活用した公共交通の

研究を行っているところであります。

また、新しい情報通信基盤であります５Ｇに

つきましては、遠隔医療への活用による医療格

差の解消等が期待されております。

今後とも、日々進化する先端技術について、

情報収集を行いながら積極的に活用し、本県の

課題解決につなげてまいりたいと考えておりま

す。

宮崎県は、行政の情報化に係○横田照夫議員

る基本的な方向と取り組み内容を示すものとし

て、「宮崎県電子行政推進指針」を平成24年３

月に策定しました。そして、その取り組みを継

続・強化するために、平成28年７月に前計画を

見直す形で、指針の改定版である「ｅみやざき

推進指針」を策定し、現在に至っています。

今、ＩＣＴはすごいスピードで進んできてい

ますが、県はそれに対してどのように対応しよ

うと考えておられるのかをお聞かせください。

県では、「ｅ○総合政策部長（渡邊浩司君）

みやざき推進指針」等に基づき、各種事務のデ

ジタル化を進めるとともに、さまざまなデータ

の利活用に取り組んできたところであります。

このような中、ＡＩやＩｏＴ、ロボット技術

など、いわゆるＩＣＴの技術革新が急速に進ん

できており、本県におきましても、民間を含め

た幅広い分野で、こうした新しい技術を活用す

ることが重要であると考えております。

このため、県内の情報化に関する現状やニー

ズを把握するとともに、技術の進化も踏まえな

がら、来年度以降、「ｅみやざき推進指針」の

見直しを行うこととしております。

県といたしましては、今後とも、先端技術等

を積極的に活用し、県民の利便性の向上や効率

的・効果的な取り組みを一層推進してまいりた

いと考えております。

東京都は、Ｓｏｃｉｅｔｙ○横田照夫議員

5.0の実現に取り組むために、ＡＩ等を活用で

きるＩＴ人材の確保が必要として、ＩＴ職種を

新設し、来年度から採用を始めることにしたそ

うです。東京都としては、行政系の職種の新設

は1973年以来ということですが、今後、10名程

度の採用をするそうです。

東京都の職員数は３万8,000人ぐらいいるそう

ですが、当然、その中にはＩＴに詳しい人もた

くさんいると思います。にもかかわらず、あえ

てＩＴ職種を新設して新たな人材を確保する必

要性を感じているのではないでしょうか。

宮崎県も、物すごいスピードで進んでいくＩ

ＣＴ化に乗りおくれないようにしっかりと対応

していくためにも、外部のＩＴ人材の活用を考

えるべきではないかと思いますが、いかがで

しょうか。

目覚ましい進○総合政策部長（渡邊浩司君）

歩を続けております情報通信技術を効果的に活

用するためには、専門的な知見を有する外部の

ＩＴ人材の活用が重要であると考えておりま

す。

このため、本県では平成17年度から、情報化

に精通した民間の人材を任期付職員として採用
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し、各種情報システムの調達の際に専門的なア

ドバイス等を行うとともに、今年度からは、ロ

ボット技術を活用した、いわゆるＲＰＡ等によ

る業務の効率化にも取り組んでいるところであ

ります。

また、一層の行政の情報化を図りますため、

有識者による懇話会を開催し、幅広い御意見を

いただいているところであります。

今後とも、外部のＩＴ人材を積極的に活用し

ながら、Ｓｏｃｉｅｔｙ 5.0の実現に向けた取

り組みを推進してまいりたいと考えておりま

す。

正直言って、ＩＣＴなどは、○横田照夫議員

私にはちんぷんかんぷんです。でも、一利用者

である私たち一般県民は、そのシステムなどに

はちんぷんかんぷんでもいいと思いますが、し

かし、それを推進する主体である県行政などは

そういうわけにはいきません。その道のプロを

積極的に活用し、乗りおくれないように、そし

て、それに詳しい一般県民でも利用しやすいシ

ステムづくりに努めていただきたいと思いま

す。

次に、農業政策についてお尋ねします。

私の知り合いの農業生産法人の若手社長から

聞いたんですけど、島根県から何回も電話が

あって、「島根県で農業をしませんか。農地も

あるのでセットで紹介します。補助事業もあり

ます」と誘われ、別にアンケートも送られてき

たそうです。沖縄県からも、「沖縄ではキュウ

リ栽培の技術が確立されていないので、技術指

導も含めて沖縄に来てくれないか」と誘われた

そうです。

別の知り合いは、もう既に大分県で大規模農

業を始めておられます。

宮崎県の優秀な農家に県外からの触手が伸び

てきているようで、危機感を感じます。

また、大消費地から遠い本県の宿命でもあり

ますが、生産規模の大きい農業生産法人ほど輸

送コストが経営を圧迫し、大消費地近くに移転

することを考えている人もいると聞いていま

す。農業経営者の本県離れが起きないように、

危機意識を持つ必要があるのではないでしょう

か。

そこで、県内の農業法人が県外に出ることな

く、地元にしっかりと根づき、安心して農業経

営を発展していけるよう、社員の人材育成や規

模拡大など、法人が抱えている高度な課題解決

に向け、きめ細かい支援を行っていく必要があ

ると思いますが、本県農業法人の現状と育成の

取り組みについて、農政水産部長にお伺いしま

す。

昨年の県の調○農政水産部長（坊薗正恒君）

査によりますと、県内の農業法人数は10年前と

比較し200法人がふえ、787法人となっておりま

す。このうち、売上高１億円以上の法人が全体

の約３分の２を占めるなど、地域農業の担い手

として大きな役割を担っていただいていると認

識いたしております。

このため県では、「みやざき次世代農業リー

ダー養成塾」を初め、経営能力向上や人材育成

に関するセミナー等を開催するとともに、中小

企業診断士といった専門家の派遣を行う農業経

営相談所を設置し、コスト削減など、法人が抱

えるさまざまな経営課題の解決にも取り組んで

いるところでございます。

今後も、地域農業を牽引する法人が地元で

しっかりと経営発展できるよう、引き続き関係

機関と連携し、支援を強化してまいりたいと考

えております。

昨年８月に岐阜県で、国内で○横田照夫議員
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は26年ぶりにＣＳＦ、いわゆる豚コレラの発生

が確認され、現在までに50例15万頭が殺処分さ

れるなど大きな被害となっております。また、

ＡＳＦ、いわゆるアフリカ豚コレラが中国、韓

国など東アジアで猛威を振るっており、いつ日

本に侵入してもおかしくない状況にあると言わ

れています。

このために、本県の養豚場においてＣＳＦや

ＡＳＦを発生させないために、国のアフリカ豚

コレラ侵入防止緊急支援事業に加え、県でも、

養豚場の周りに防護柵を設置する費用の一部を

助成することになりました。

県内全ての養豚農家に防護柵の設置をしてほ

しいと思いますが、また、それとあわせて、イ

ノシシの捕獲もする必要があるのではないで

しょうか。

そこで、農家から、豚舎の周りにわなをかけ

ることはできないかという相談がありました。

イノシシは口蹄疫ウイルスを持ち込む可能性も

ありますので、牛舎も含めた畜舎の周りにわな

の設置はできないものかと考えます。鳥獣保護

管理法の中で、猟のできる場所や時間などの制

限があると思いますが、畜舎の周りでのわなの

設置の可能性について、環境森林部長にお伺い

します。

イノシシを捕○環境森林部長（佐野詔藏君）

獲するための畜舎周りでのわなの設置につきま

しては、議員がおっしゃいましたように、鳥獣

保護管理法に定められております、狩猟または

有害鳥獣捕獲許可により可能となっておりま

す。

まず、狩猟につきましては、狩猟免許所持者

が狩猟者登録を行った上で、11月11日から３

月15日の狩猟期間に、鳥獣保護区や公道等の狩

猟禁止場所を除いて設置することができます。

また、有害鳥獣捕獲許可につきましては、イ

ノシシによって畜舎周辺の農林作物等に被害が

あった場合に、市町村から許可を受けた上で、

有害鳥獣捕獲班等により、許可１回につき180日

間を限度に設置することができます。

今の説明のように、わなの設○横田照夫議員

置が可能なのであれば、野生イノシシの生息数

を少しでも減らすことは、畜産農家にとって病

気の発生防止対策として有効だと考えますの

で、進めていただきたいと思います。でも、一

方では、わなへ誘う餌がかえって野生動物を呼

び寄せるといったこともあると聞きますので、

畜舎周辺でのわなの設置については、市町村や

猟友会等の意見も聞いていただきながら、適切

に進めていただければと思います。

次に、野生イノシシにおけるＣＳＦの感染状

況ですが、岐阜、愛知などの中部地域では、野

生イノシシにおける感染が拡大し、現在まで

に12県の1,400頭以上で確認されており、本病の

感染拡大の要因の一つと考えられています。

野生イノシシへの対策としては、経口ワクチ

ンの対策が進められていますが、即効性のある

対策とはなっておらず、ＣＳＦの防疫対策を長

期化させる要因となっています。

そこで、本県の野生イノシシにおけるＣＳＦ

の検査がどのように行われているかを、農政水

産部長にお伺いします。

野生イノシシ○農政水産部長（坊薗正恒君）

におけるＣＳＦの検査につきましては、その感

染の状況を調べるため、猟友会の協力によりま

して、捕獲したイノシシの血液を用いて、毎

年100頭から200頭の抗体検査を行っておりま

す。これまで全て陰性を確認いたしておりま

す。

また、この検査に加えまして、岐阜県で野生
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イノシシの感染が確認されました昨年９月以降

は、死亡イノシシの連絡があった場合には、病

原体の有無を確認する遺伝子検査を行っており

まして、現在までに20頭全てで陰性を確認した

ところでございます。

県としましては、捕獲イノシシの検査を通し

て、県内への侵入を監視するため、９月補正の

緊急対策事業で御承認いただきました、今年

度1,000頭の検査を計画しており、引き続き、緊

張感を持って取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

現時点では、本県の野生イノ○横田照夫議員

シシにおいては、ＣＳＦについて清浄性が確認

されていると聞いて安心をしました。しかし、

ウイルスはいつどこから侵入してくるかわかり

ませんので、引き続き、防疫対策には万全を期

すようにお願いいたします。

次に、教員採用についてお尋ねします。

全国的に教員不足が深刻化する中、宮崎県教

育委員会は、大学から推薦を得た新卒予定の小

学校教員採用試験受験者を対象に、特別選考試

験を実施し、合格者には１次試験を免除する方

針を固めたということです。九州では初めての

取り組みだそうです。

宮崎県の小学校教員採用試験の倍率は、2013

年度の11.6倍を境に減少し、来年度は1.7倍にま

で落ち込んだそうです。資質と情熱があり、多

様化する現場に対応できる教員の確保は重要で

す。

そんな中、臨時的任用講師は、クラス担任や

部活動を受け持つなど長年の現場キャリアを

持っているにもかかわらず、試験勉強をする時

間的余裕がなくて、１次試験に合格できずに長

いこと臨時的任用講師を続けている人も少なく

ないようです。

臨時的任用講師は、教育に対して情熱がある

からこそ、短期契約で身分保障も少ないにもか

かわらず教師を続けておられるのだと思いま

す。こういう人こそ１次試験を免除して、正規

採用の道を広げるべきではないかと考えます

が、教育長、いかがでしょうか。

臨時的任用講師につ○教育長（日隈俊郎君）

いてでありますが、本県教育を支える必要な人

材でありまして、講師経験を重ね、高い指導力

を有する方もおられます。

そのため、教員採用試験を受けられた場合、

１次試験におきましては、講師経験が２年以上

ある者について、筆記試験のうち、教育関係の

法令や施策など教職教養に関する内容を免除し

ております。

さらに、２次試験におきましても、模擬授業

などの指導力を問う試験を実施しております

が、臨時的任用講師にとりましては、日ごろの

指導経験が生かされる試験内容となっているも

のと考えております。

今後は、即戦力として期待される臨時的任用

講師の研修を一層充実させることで、正式採用

となった後に必要とされる実践的指導力の育成

についても取り組んでまいりたいと考えており

ます。

学校現場では、第２次ベビー○横田照夫議員

ブーム世代が入学した昭和50年代に大量採用さ

れた教員が退職の時期を迎えています。そのこ

ともあって、ここ数年、新規採用の若い教員が

ふえており、ベテランの大量退職で、経験や指

導法が十分伝えられなくなるのではないかとも

言われています。つまり、年齢構成が極めてア

ンバランスになってくるということです。それ

をカバーしてくれるのが臨時的任用講師ではな

いでしょうか。キャリア十分の臨時的任用講師
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が正式採用されることによって、年齢構成のア

ンバランスが矯正され、うまく回っていくよう

になるのではないかと考えます。臨時的任用講

師ができるだけたくさん正規採用されることを

期待します。

次に、河川パートナーシップ事業について、

県土整備部長にお尋ねします。

宮崎県では、河川空間の持つ豊かで美しい自

然環境を良好に維持していくための官民一体と

なったパートナーシップの形成を図るために、

平成17年から河川パートナーシップ事業を始め

ています。

この事業は、一定規模の河川の草刈りを行っ

た自治会等に対し報奨金を交付することで、地

域の人々による住民参加型の河川の維持管理を

行い、良好な河川環境の維持が図れるととも

に、不法投棄等の防止効果も期待できるもので

す。

私も、地元の追手川で参加をしています。身

近な川をきれいにしようと、草刈りだけにとど

まらず、彼岸花を植栽したりして、河川周辺の

美観の形成にも大いに貢献していると思いま

す。

そこで、県内で河川パートナーシップ事業に

参加している団体はどれぐらいあるのかをお尋

ねします。

河川パート○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

ナーシップ事業は、地域の皆様と県とのパート

ナーシップのもと、自分たちの住む町の川に愛

着を持って、よりよい河川環境を守っていくこ

とを目的として、県が管理する河川の草刈り作

業などを自治会等に実施していただき、草刈り

面積に応じて報奨金を交付する事業でありま

す。

事業を開始した平成17年度は72団体でありま

したが、年々参加していただく団体がふえ、平

成30年度には678団体の方々に参加していただい

ている状況にあります。

始まった当初は、刈った草は○横田照夫議員

業者が処理をするということになっていたと思

います。しかし、私の近くの団体で、「刈った

草を上まで上げるように」と言われて、そこま

ではできないと判断をして河川パートナーシッ

プ事業から離れたという団体があります。

現在、河川パートナーシップ事業で刈った草

の処理方法はどうなっているのでしょうか。

パートナー○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

シップ事業における刈草の処理につきまして

は、河川への流出や飛散の防止、また防火の面

から適正に実施することが必要であると考えて

おり、自治会等の方々には草刈りの申請時に、

刈り草を河川管理者に引き渡すか、あるいはみ

ずから堆肥化するかなどの処分方法を決めてい

ただくようにしております。

刈り草を河川管理者に引き渡す場合には、適

度な範囲で草を集めていただくようお願いして

いるところでございますが、議員御指摘のよう

に十分な説明ができておらず、誤解を招いた

ケースがあると伺っております。

今後は、自治会等の方々の誤解を招くことが

ないよう、丁寧な説明を行っていきたいと考え

ております。

実際の草刈り現場では高齢者○横田照夫議員

や女性も多く、草を刈るだけでも精いっぱいな

ので、刈った草を上まで上げるのには無理を感

じます。せっかく住民参加型で河川環境をよく

していこうと機運が盛り上がってきていたとこ

ろに、水を差すことになってはいけません。

河川パートナーシップ事業は、県の事業の中

でも非常に成功している事例だと思います。ぜ

- 267 -



令和元年12月４日(水)

ひこれからも広がっていってほしいと考えます

が、今後の取り組みに対しての考え方をお聞き

かせください。

河川パート○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

ナーシップ事業は、限られた予算の中、官民協

働による美しい宮崎づくりの推進に寄与する効

率的・効果的な事業であると考えており、自治

会等の方々の御協力に感謝しているところであ

ります。

今後とも、参加していただく自治会等をふや

すことは重要でありますので、これまで行って

きました自治会への声かけや河川事業説明会で

の取り組みの紹介に加え、今後、県庁ホーム

ページや行政の広報紙に掲載し公募するなど、

河川パートナーシップ事業の拡大に努めてまい

りたいと考えております。

自分たちの周りのことは、で○横田照夫議員

きるだけ自分たちでやろうと考えていただくこ

とは、すごく大事なことだと思います。河川

パートナーシップ事業を成功事例として、ほか

の分野にも広がっていくことを期待したいと思

います。

次は、水素社会に向けての考え方をお尋ねし

ます。

先日、中部国際空港セントレアで燃料電池バ

スを見ました。運転手にも話を聞きましたが、

セントレアの敷地の中に水素ステーションもあ

るそうです。この水素ステーションは、知多半

島周辺での水素利用の促進を目的として建設さ

れたもので、燃料電池自動車や燃料電池バスを

初めとする空港島内の水素利用拡大に貢献して

いくということです。

このバスは、セントレア―イオンモール常滑

間を運行している無料シャトルバスで、平日12

往復、土日祝日27往復運行し、月間２万8,000人

が利用しているそうです。

福島県では、いわき市を中心に「いわきバッ

テリーバレー構想」という取り組みが行われて

いるそうです。いわき市に近い浪江町では世界

最大級の水素製造プラントが建設されており、

将来は、ここでつくった水素をいわき市の燃料

電池車に供給することで、再生可能エネルギー

の地産地消を目指すそうです。また、浪江町で

生産された水素は、来年開催される東京オリン

ピック・パラリンピックの選手村の電源や熱源

に使われる予定ということです。

このように、国内でも間違いなく水素社会の

実現に向けての動きが始まっています。私はこ

れまで、宮崎大学が太陽光で生み出すエネル

ギー量の24.4％を水素エネルギーに変えること

に成功し、世界最高の変換率を達成しており、

実用化サイズで常時高効率な太陽光水素製造装

置もできているそうで、その気になればいつで

も実用化できるということなどから、宮崎県を

水素製造や燃料電池製造の拠点にしていこうで

はないかと言ってきました。

ことしの６月議会でも、「みやざき水素ス

マートコミュニティ推進協議会」が昨年度発足

したということで、その役割と目指すところを

質問しましたが、その答弁は、「水素エネル

ギー活用に向けた本県の機運醸成を図っていき

たい」というものでした。

先ほど言いましたように、周りでは水素社会

の実現に向けて大きく動こうとしています。機

運醸成だけでは間に合わないのではないでしょ

うか。具体的に水素製造や燃料電池製造に取り

組んでいく考えはないのかを、総合政策部長に

お伺いします。

水素エネル○総合政策部長（渡邊浩司君）

ギーは、製造コストが高いことや、日常的に利
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用できる社会インフラが十分に整っていないこ

となど、具体的な利活用には解決すべき課題が

ございます。

一方、議員御指摘の宮崎大学が有する水素製

造技術を活用すれば、太陽光発電と連動したエ

ネルギーの地域循環につながる可能性もあるこ

とから、県としても、このような取り組みに対

し支援を行っているところであります。

県といたしましては、今後とも水素エネル

ギーに関する動向を注視しながら、「みやざき

水素スマートコミュニティ構想」の実現に向け

て、産学官で構成する協議会を中心に、情報共

有や普及啓発を図るとともに、先ほど述べまし

た宮崎大学の先駆的な研究の実用化に向けた取

り組みなど、水素需要の拡大と水素が身近に感

じられる環境づくりに取り組んでまいりたいと

考えております。

確かに、コストや社会インフ○横田照夫議員

ラ等の整備が整っていない現状で、すぐに取り

組んでいける状況にはないと思います。でも、

宮崎大学が頑張っていただいている中で、宮崎

県を何とか水素製造と燃料電池製造の拠点とし

て産業化できないものかと考えています。

先ほどのＳｏｃｉｅｔｙ 5.0のところでも言

いましたが、これからはすごいスピードで社会

の変革が起こっていくような気がします。水素

社会に向けても同じように進んでいくと思いま

すので、決して乗りおくれるようなことがない

ように取り組んでいっていただきたいと思いま

す。

最後に、「都道府県『幸福度』ランキング」

について、知事にお伺いします。

これまで、何人かの議員が触れられました

が、ことしの「都道府県『幸福度』ランキン

グ」で、宮崎県が全国１位になりました。この

ランキングは、ブランド総合研究所がことし初

めて行った住民視点で地域の課題を明らかにす

る「地域版ＳＤＧｓ調査」によるものです。

私は、初当選のときから「心豊かに暮らそう

よ」という言葉をキャッチフレーズにしてきて

いますので、今回の全国１位は本当にうれしく

思っています。

宮崎県はこれまで、本県には経済的な豊かさ

とお金にかえられない価値との両方が調和した

新しい「ゆたかさ」を実現できる大きな可能性

があるとして、「ゆたかさ」を見える化した

「ゆたかさ指標」を作成し、これを宮崎のよさ

や価値、自分の生活を見詰め直し、地域への愛

着と誇りを育む機会になればとしてきました。

今回のランキング結果の特徴は、20代、30代

などの若い人の数字が高かったことにあるよう

です。今、本県では、若者の県外流出が大きな

問題となっていますが、若い人たちが宮崎に魅

力や幸福感を感じてくれていることを、県外流

出に歯どめをかける方策に何らかの形で生かし

ていくべきではないかと考えますが、いかがで

しょうか。

先般公表された「都道○知事（河野俊嗣君）

府県『幸福度』ランキング」におきまして、本

県が全国１位となりましたこと、また、今御指

摘がありましたように、特に若年層で評価が高

かったということは、本当にうれしく、また誇

らしく感じたところであります。

現在、若者の県内定着の促進が大きな課題と

なっておりますことから、県では、人材の育成

や働く場の魅力向上に取り組むとともに、本県

の労働環境や住環境のよさをさまざまな形でＰ

Ｒしているところであります。今回の結果につ

きましても、本県で暮らし働く魅力をあらわす

データの一つとして積極的に活用していきたい
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と考えております。

実際、私自身、先月、県内２つの大学で開催

された講座におきまして講義をする機会があっ

たわけでありますが、それぞれ参加した学生に

対し、新しい「ゆたかさ」をアピールするため

に県で作成しております「ゆたかさ指標」等と

ともに、このランキング結果を紹介し、改めて

本県の魅力をアピールするとともに、ぜひ本県

で就職して、将来を支える人材として頑張って

ほしいと訴えたところであります。

今後とも、就職や生活環境の充実はもとよ

り、本県の魅力の効果的な発信に努めることに

よりまして、若者を初め、多くの人々から、暮

らし、働きたい場所として選ばれるみやざきづ

くりに取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

知事が、このランキング結果○横田照夫議員

を、早速、大学生などに紹介していただいたと

聞いて、大変うれしく思います。

今回のランキング調査は、幸福度のほかに満

足度、定住意欲度、愛着度などいろんなランキ

ングがあるようです。幸福度以外のランキング

結果がよくわかりませんので、全体の様子はわ

かりませんが、でも、幸福度が第１位という結

果は大いに生かしていくべきだと思います。

別の調査で幸福度ナンバーワンの常連県と

なっている福井県は、今回の調査では第３位で

すが、ほかの項目では30位台に落ち込んでいる

そうです。インターネットの中での説明では、

「福井県は幸福度が高いという長年の刷り込み

によって、今回も「幸せ」と答えた人が多かっ

たのではないか」と分析しています。でも、こ

のことは非常に大事なことではないでしょう

か。例えば、学校の先生が、子供たちにいろん

な機会で「宮崎県は幸福度が日本一なんだよ」

と言って聞かせることで、子供たちがそういう

思いになってくれるのではないかと考えます。

ですから、教育長にも、今回の幸福度ランキン

グの結果を先生方に活用するように指導をして

いただければと思います。

多くの県民が宮崎県に住むことに幸福感を感

じてくれて、自分のふるさとに対して自信と誇

りを持ってくれる、そして心の豊かさを感じな

がら暮らしていける、そんな宮崎県になってい

くことを心から願いながら、令和元年11月定例

議会の一般質問の全てを終わらせていただきま

す。ありがとうございました。（拍手）

以上で一般質問は終わりま○丸山裕次郎議長

した。

次に、今回提案されました○丸山裕次郎議長

議案第１号から第31号までの各号議案を、一括

議題といたします。

質疑の通告はありません。

議案第29号から第31号まで採決◎

まず、収用委員会委員及び○丸山裕次郎議長

収用委員会予備委員の任命の同意についての議

案第29号から第31号までの各号議案について、

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そ○丸山裕次郎議長

のように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第29号から第31号までの各議案につい

て、一括お諮りいたします。
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各号議案については、同意することに御異議

ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。○丸山裕次郎議長

よって、各号議案は同意することに決定いたし

ました。

議案第１号から第28号まで委員会付託◎

次に、議案第１号から第28○丸山裕次郎議長

号までの各号議案は、お手元に配付の付託表の

とおり、それぞれ関係の委員会に付託いたしま

す。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす５日から10日までは、常任委員会、特別

委員会等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、11日午前10時から、常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後１時48分散会

令和元年12月４日(水)
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令 和 元 年 1 2 月 1 1 日 （ 水 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（39名）

（ ）１番 日 髙 利 夫 東諸の未来を考える会

（ ）２番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）３番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）４番 来 住 一 人

（ ）５番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）６番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）７番 山 下 寿 同

（ ）８番 窪 薗 辰 也 同

（ ）９番 脇 谷 のりこ 同

（ ）10番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）11番 安 田 厚 生 同

（ ）12番 内 田 理 佐 同

（ ）13番 丸 山 裕次郎 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）16番 前屋敷 恵 美

（ ）17番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）18番 髙 橋 透 同

（ ）19番 中 野 一 則 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 横 田 照 夫 同

（ ）21番 濵 砂 守 同

（ ）22番 西 村 賢 同

（ ）23番 外 山 衛 同

（ ）24番 日 高 博 之 同

（ ）25番 野 﨑 幸 士 同

（ ）26番 日 髙 陽 一 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 二 見 康 之 同

（ ）34番 原 正 三 同蓬

（ ）35番 右 松 隆 央 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 井 本 英 雄 同

（ ）38番 徳 重 忠 夫 同

（ ）39番 山 下 博 三 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏

副 知 事 鎌 原 宜 文

総 合 政 策 部 長 渡 邊 浩 司

総 務 部 長 武 田 宗 仁

危 機 管 理 統 括 監 藪 田 亨

福 祉 保 健 部 長 渡 辺 善 敬

環 境 森 林 部 長 佐 野 詔 藏

商工観光労働部長 井 手 義 哉

農 政 水 産 部 長 坊 薗 正 恒

県 土 整 備 部 長 瀬戸長 秀 美

会 計 管 理 者 大 西 祐 二

企 業 局 長 図 師 雄 一

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

総務部参事兼財政課長 吉 村 達 也

教 育 長 日 隈 俊 郎

公 安 委 員 長 藤 田 紀 子

警 察 本 部 長 阿 部 文 彦

代 表 監 査 委 員 緒 方 文 彦

人 事 委 員 長 濵 砂 公 一

事務局職員出席者

事 務 局 長 片 寄 元 道

事 務 局 次 長 和 田 括 伸

議 事 課 長 齊 藤 安 彦

政 策 調 査 課 長 日 髙 民 子

議 事 課 長 補 佐 鬼 川 真 治

議 事 担 当 主 幹 山 口 修 三

議 事 課 主 査 井 尻 隆 太

議 事 課 主 任 主 事 三 倉 潤 也
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常任委員長審査結果報告◎

これより本日の会議を開き○丸山裕次郎議長

ます。

本日の日程は、常任委員長の審査結果報告か

ら採決までであります。

まず、議案第１号から第28号までの各号議案

を、一括議題といたします。

ここで、常任委員長の審査結果報告を求めま

す。まず、総務政策常任委員会、日髙陽一委員

長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○日髙陽一議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外７件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案委員会審

査結果表のとおり、いずれも全会一致で決定い

たしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、令和元年度宮崎県一般会計補正予算

（第４号）についてであります。

今回の補正は、国庫補助決定に伴うもの及び

その他必要とする経費について措置するもの

で、８億3,700万円余の増額となっており、歳入

財源の主なものは、国庫支出金１億5,700万円

余、繰入金２億200万円余、県債４億7,700万円

余であります。

この結果、補正後の一般会計の予算規模

は6,131億2,600万円余となります。

このうち、総合政策部の補正予算は、一般会

計で800万円余の増額であり、特別会計と合わせ

た補正後の予算額は165億3,500万円余となりま

す。

また、総務部の補正予算は、一般会計で６

億1,200万円余の増額であり、特別会計と合わせ

た補正後の予算額は2,700億8,000万円余となり

ます。

次に、国民スポーツ大会・全国障害者スポー

ツ大会に係る経費についてであります。

このことについて委員より、「さきに開催し

た県の実績等により試算した今回の概算事業費

のうち、施設整備費については、今後の物価変

動等でさらにふえることはないのか」との質疑

があり、当局より、「新たに県が整備する陸上

競技場と体育館については、現在、基本設計を

行っており、今後より精度の高い事業費が算出

されることとなる。現時点で、今後の資材費や

人件費の推移を見込むことは困難であるが、今

回試算した概算事業費を目標に、総額としてこ

れを超えることがないように進めていく必要が

あると考えている」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、事業費の最大限

の低減を目指すとともに、施設整備後の維持管

理費も含め、より精度の高い事業費を可能な限

り早急に算出し、速やかに報告していただくよ

う要望します。

次に、県有施設維持整備基金等についてであ

ります。

このことについて委員より、「今回の補正で

防災拠点庁舎建設事業に充当後の県有施設維持

整備基金の残高はどれぐらいか。また、国民ス

ポーツ大会の施設整備にも活用する必要がある

が、どれぐらい積み立てる必要があるのか」と

の質疑があり、当局より、「繰り入れ後の基金

残高は、237億円程度である。基金の適正規模と

いうものはないが、少しでも多くの残高を確保

できれば、県債の発行が抑制できる上、当該基

用金は公共施設の老朽化対策の財源としても活

していくため、可能な限り積み立てたいと考え

令和元年12月11日(水)
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ている」との答弁がありました。

また、このことに関連し別の委員より、「今

定例会に解散を提案している県住宅供給公社の

剰余金が60億円以上あると聞いているが、どの

ように活用するのか」との質疑があり、当局よ

り、「提出している議案が可決されれば、国土

交通省の認可を得て、清算手続に入ることとな

るが、県への返還が確実となれば、貴重な財源

として、その使途を議会に報告した上で活用し

ていきたい」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、健全な財政を維

持するため、基金残高の管理にもしっかりと取

り組んでいただくよう要望をいたします。

なお、今定例会において、商工建設常任委員

会に付託されています議案第２号に関して、同

委員会との合同審査会を行いましたが、その審

査概要については、同委員長が報告いたしま

す。

最後に、「総合政策及び行財政対策に関する

調査」につきましては、地方自治法第109条第８

項の規定により、閉会中の継続審査といたした

いので、議長においてその取り扱いをよろしく

お願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、厚生常任委員会、岩○丸山裕次郎議長

切達哉委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○岩切達哉議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外２件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案委員会審

査結果表のとおり、いずれも全会一致で決定い

たしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、福祉保健部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で400万円余の増額で

あり、一般会計と特別会計を合わせた補正後の

予算額は2,278億4,400万円余となります。

このうち、新規事業「外国人患者受入れ環境

整備推進事業」についてであります。

この事業は、増加する訪日外国人や在留外国

人に対して、県内医療機関の外国人患者受け入

れ環境整備を推進することで、外国人が安心し

て医療を受けられる体制を構築するものであり

ます。

このことについて委員より、「さまざまな関

係機関による対応が必要となるが、どのように

体制づくりを進めていくのか」との質疑があ

り、当局より、「課題の整理や対応方針検討の

ため、さまざまな関係機関が参加する協議の場

を設けることや、医療機関に対するセミナーを

開催することで、しっかり連携しながら体制を

整えていきたい」との答弁がありました。

次に、民生委員・児童委員の一斉改選につい

てであります。

このことについて当局より、「民生委員等の

定数は、宮崎市を除く市町村で1,700名であるこ

とに対して、委嘱者数は1,600名で、充足率

は94.1％となっている。これは前回の一斉改選

時より約３％低くなっており、民生委員のなり

手がいない地区がふえている」との報告があり

ました。

当委員会といたしましては、今後ますます、

民生委員のなり手不足が進むことが懸念される

ことから、各市町村の民生委員の業務実態や支

援策を把握した上で、特になり手が少ない市町

村との意見交換を積極的に進めていただくこと
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を要望します。

次に、第２期みやざき子ども・子育て応援プ

ランについてであります。

このことについて委員より、「保育の無償化

や幼保一元化に対応した施設整備が進む中、ソ

フト面でどのような支援を行うのか」との質疑

があり、当局より、「県民意識調査では、子育

てに対する不安や負担を感じる方が６割を超え

る状況が依然として改善しないことから、市町

村と連携して、子育てについて相談できる拠点

の全ての市町村への設置を目標とするなど、安

心して子育てができる環境を整えたい」との答

弁がありました。

また、別の委員より、「合計特殊出生率を令

和６年までに1.84まで引き上げることは難しい

のではないか」との質疑があり、当局より、

「県の総合計画で掲げる目標をもとに定めてお

り、福祉保健部はもとより、関係部局の施策を

含め、全庁的な取り組みにより達成したい」と

の答弁がありました。

次に、県立病院事業の令和元年度上半期の業

務状況等についてであります。

このことについて当局より、「前年度と比

べ、抗がん剤などの高額医薬品の使用に伴う材

料費や患者給食の業務に伴う委託費が増加して

いるものの、入院患者数の増や１人当たりの入

院・外来収益の増により、令和元年度の１年間

の決算見通しは、4,500万円余の黒字を見込んで

いる」との報告がありました。

当委員会といたしましては、当局の県立病院

事業の運営に係る経費削減等の取り組みについ

て高く評価するとともに、医療従事者の処遇

や、子育てへの支援や配慮についても、より一

層取り組んでいただくことを要望いたします。

最後に、「福祉保健行政の推進及び県立病院

事業に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第８項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてその取り扱

いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、商工建設常任委員○丸山裕次郎議長

会、日高博之委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告申し○日高博之議員

上げます。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外９件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案委員会審

査結果表のとおり、いずれも全会一致で決定を

いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

議案第２号「令和元年度宮崎県小規模企業者

等設備導入資金特別会計補正予算（第１号）」

についてであります。

これは、宮崎カーフェリー株式会社の新船建

造に係る資金の一部を県が貸し付けるための経

費40億円について、令和４年度までの債務負担

行為を設定するものであります。

この議案については、これまで総務政策常任

委員会で新船建造に関する報告を受けてきた経

緯等を踏まえ、同委員会との合同審査会を開催

いたしました。

この合同審査会では、まず、今後の収支の見

通し、貸付金額の根拠などについて、当局から

の説明があり、これに対する質疑が行われまし

た。

また、委員会日程の２日目には、新・旧の宮

崎カーフェリー株式会社の代表及び社外取締役

を務める郡司副知事を参考人として招致し、そ
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の後、河野知事にも出席を求め、活発な質疑が

行われるなど、休日を含み４日間にわたる審査

を行いました。

審査では、あらゆる観点からの熱心な議論が

なされたところでありますが、その中から、主

なものを３つに整理して報告いたします。

まず１つ目は、経営計画の妥当性についてで

あります。

このことについて委員より、「収支計画にあ

るように、確実に黒字化する見通しがあるの

か」との質疑があり、参考人の現宮崎カーフェ

リー株式会社の代表取締役より、「トラック積

載台数の増加による需要の取り込みなどにより

収入をふやすとともに、費用の多くを占める燃

料油の仕入れ価格の引き下げ交渉などにより経

費を抑えることで利益を出す見込みであり、収

支計画は十分に達成できると考えている」との

答弁がありました。

次に、２つ目は、年内契約の必要性と安全性

の担保についてであります。

このことについて委員より、「年内契約の必

要性があるのか」との質疑があり、当局より、

「造船所の船台の予約を既に行っており、その

スケジュールの都合はもとより、来年１月１日

に施行されるＳＯｘ規制強化に伴う燃料費負担

増を抑えるために、ＳＯｘ規制に対応した新船

の早期建造が必要となっているためである」と

の答弁がありました。

また、参考人質疑において複数の参考人よ

り、「ＳＯｘ規制が強化されることに加えて、

旅客船が座礁や衝突により損傷しても、沈まず

に復原性を維持する損傷時復原性を確保するた

めの基準が来年１月１日に改正される予定であ

り、改正後は新たな基準に適合した船舶とする

必要があるが、現行の基準においても安全性は

担保されていることから、年内に建造契約を締

結したいと考えている」との答弁がありまし

た。

これに対し別の委員より、「経済性を優先し

たものではないのか」との質疑があり、当局よ

り、「人命を第一に、安全性に配慮した構造に

することは、県が出資している会社であること

からも非常に大事であるので、安全性の確保に

ついて責任を持って会社に申し入れたい」との

答弁がありました。

当委員会といたしましては、より安全性を尊

重した船舶を建造することを強く要望いたしま

す。

最後に３つ目は、金融機関の貸付利率につい

てであります。

このことについて複数の委員より、「金融機

関からの融資に適用される貸付利率の計画値

が2.5％となっているが、民間企業への一般的な

貸付利率と比較すると高過ぎるのではないか。

新船建造にオール宮崎で取り組むのであれば、

金融機関と再度交渉して、少しでも利息負担を

減らすよう最大限の努力をすべきではないか」

との意見がありました。

このことについて、知事に対し貸付利率低減

のために金融機関と交渉するよう要請を行った

ところ、知事より、「カーフェリー航路は本県

経済の生命線であり、本県の将来のためにも政

治生命をかけて維持していかなければならない

覚悟を持っており、金融機関との交渉について

も取り組んでまいりたい」との答弁があり、最

終日には、その後の交渉を踏まえて、当局よ

り、「４行のうち３行については貸付利率を下

げるとの確約を得るとともに、残り１行につい

ても、現在、要請活動を行っているところであ

る」との答弁がありました。
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当委員会といたしましては、会社の経営安定

はフェリー航路の維持や長期的な収支計画の改

善において重要であることから、貸付利率の低

減について、引き続き努力を行うよう強く要望

いたします。

このほか、県が40億円、宮崎市が５億円を貸

し付ける負担割合について、「宮崎市に対して

さらなる支援を再度要請するべきではないか」

との意見がありました。

なお、委員より当議案に係る附帯決議の提出

が提案されましたが、全会一致とならず、委員

会としての提出は見送ることとなりました。

最後に、「商工観光振興対策及び土木行政の

推進に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第８項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてその取り扱

いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、環境農林水産常任委○丸山裕次郎議長

員会、野﨑幸士委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○野﨑幸士議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外６件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案委員会審

査結果表のとおり、いずれも全会一致で決定い

たしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、環境森林部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で5,100万円余の増額

であり、この結果、特別会計を合わせた補正後

の予算額は246億5,300万円余となります。

次に、環境森林部所管工事の入札における不

調・不落対策についてであります。

このことについて当局より、「環境森林部の

工事は、地形が急峻な山間部など、条件の厳し

い現場が多いことなどから、令和元年度上半期

の不調・不落の発生率が37.5％に及んでいるた

め、これまでの対策に加え、支障木伐採等の費

用の積算方法の見直しや労務単価の高い山林砂

防工の適用範囲の拡大を行うことで、不調・不

落の防止を図っていきたい」との報告がありま

した。

これに対して委員より、「不調・不落を防止

するためには、業者に余裕がある年度当初に発

注するなど、施工時期の平準化も必要ではない

か」との質疑があり、当局より、「施工時期の

平準化については、業者からも強い要望がある

ことから、測量・設計の前年度予算化を国に要

望するとともに、債務負担行為の活用なども含

め、今後も、その平準化に向けて積極的に取り

組んでまいりたい」との答弁がありました。

また、別の委員より、「今回の対策とあわせ

て、大規模災害等が発生した際にもしっかり対

応できるよう、適正な積算を行うなど、業者の

育成にも取り組んでいただきたい」との要望が

ありました。

次に、農政水産部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で１億5,900万円余の

増額であり、この結果、特別会計を合わせた補

正後の予算額は429億6,400万円余となります。

このうち、「サツマイモ基腐病緊急対策推進

事業」についてであります。

この事業は、沖縄県や鹿児島県に続き、本県

でも発生したサツマイモ基腐病の被害拡大を防

止するため、健全な種芋や苗への更新等を推進
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を絶ち、将来にわたり持続可することで感染源

能な産地の復興を図るものです。

このことについて複数の委員より、「抜本的

な防除対策を確立するためには、県内で発生し

た感染経路の解明が必要ではないか」との意見

があり、当局より、「昨年度から、国立研究開

発法人農業・食品産業技術総合研究機構を中心

に、本県総合農業試験場、鹿児島県農業開発総

合センターが連携し、伝染源の解明や防除体系

の構築に向けた研究に取り組んでいる。引き続

き、関係機関と連携しながら研究を重ね、感染

経路の解明等に努めてまいりたい」との答弁が

ありました。

これに対して委員より、「徹底した防除対策

とあわせて、農家の生産意欲が低下しないよ

う、市町村や関係機関と連携し、農家の意向も

確認しながら、代替作物への転換に向けた支援

など、さまざまな対策を講じていただきたい」

との要望がありました。

次に、川崎市内県有地の貸し付けに係る優先

交渉権者の決定についてであります。

このことについて当局より、「首都圏への農

産物を含む県産品輸送の安定的で効率的な物流

体制を構築するため、プロポーザル方式によ

り、県有地の貸し付けに係る優先交渉権者を選

定した。今後は、契約締結に向けて貸付料や契

約期間、具体的な利用計画等について協議して

いく」との報告がありました。

これに対して複数の委員より、「農産物等の

流通施設であることが前提となっているが、売

却や他の利活用については検討したのか」との

質疑があり、当局より、「当該県有地は、川崎

市へのフェリー就航に合わせて、本県の基幹産

業である第１次産業を支援するために取得した

土地であるため、農産物等の流通拠点施設を整

備することを前提に検討した」との答弁があり

ました。

また、複数の委員より、「本県は首都圏から

遠く、運送業界の人手不足も課題となっている

中で、将来的にも農産物等の物流拠点として機

能するのか」との質疑があり、当局より、「パ

レット輸送などによる荷役作業の負荷軽減や休

憩施設の整備等によるドライバーの負担軽減と

あわせて、鮮度を保持するためのコールド

チェーン体制の整備や、関係機関が一体となっ

て品目を絞った効率的な生産・輸送に取り組む

ことで、将来にわたって持続可能な輸送体制を

構築してまいりたい」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、県有地は県民の

大切な財産であり、最大限有効に活用する必要

があることから、県の貸付料の確保はもとよ

り、本県農業と運送業界の振興に寄与する物流

拠点施設となるよう、優先交渉権者と協議して

いただくよう要望します。

最後に、「環境対策及び農林水産業振興対策

に関する調査」につきましては、地方自治法

第109条第８項の規定により、閉会中の継続審査

といたしたいので、議長においてその取り扱い

をよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、文教警察企業常任委○丸山裕次郎議長

員会、渡辺創委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○渡辺 創議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外５件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案委員会審

査結果表のとおり、全会一致で決定いたしまし

た。
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以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、公営企業会計補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、電気事業会計において、事業

費及び資本的支出で2,800万円余の減額補正を行

うものであり、この結果、補正後の事業費及び

資本的支出の合計は68億5,200万円余となりま

す。

これは、綾第二発電所大規模改良事業につい

て、令和３年度中にＦＩＴ（再生可能エネル

ギー固定価格買取）制度の確実な認定を受ける

ため、設計と施工を分離発注する方式の当初計

画から、早期に事業を進められる設計と施工を

一括発注する方式に変更することに伴うもので

す。

このことについて委員より、「当初計画と変

更計画で、どれだけの収入の差があるのか」と

の質疑があり、当局より、「ＦＩＴ制度認定を

受けると、１キロワットアワー当たり20円とな

り、現在の売電価格の8.7円で計算した場合と比

べると、約11円高くなる。綾第二発電所は、年

間１億キロワットアワーの発電量があるため、

年間で約11億円の収入増となり、20年間では

約220億円の増加が見込まれる」との答弁があり

ました。

これに対して委員より、「変更計画は相当の

効果が見込まれるが、企業局において十分検討

された結果であり、高く評価したい」との意見

がありました。

次に、教育委員会における運転免許証保有の

調査結果についてであります。

このことについて当局より、「公立小学校教

頭の無免許運転に伴う現行犯逮捕を受け、教職

員に対して、運転免許証保有の緊急点検調査を

行ったところ、不適正な事案が２件あり、現

在、詳細な調査を行っている。事実関係が明ら

かになり次第、厳正に対処したい」との報告が

ありました。

これに対して委員より、「大半の教職員が一

生懸命教育活動をされている中で、非常に残念

である。今回の事案は、無免許の状態で通勤や

公務で車を運転したものであり、現行犯ではな

いが、明らかに法律違反である。教育委員会と

しての処分があり得るのか」との質疑があり、

当局から、「事実関係が明らかになった時点

で、我々としても厳正に判断していきたい」と

の答弁がありました。

当委員会といたしましては、児童生徒の見本

となるべき教職員の不祥事は、県民の信頼を失

うことにつながるため、教育委員会において、

今回の事案に至った原因の究明と、万全の再発

防止策を講じていただくよう要望いたします。

次に、県警察本部によるストーカー事案への

対応についてであります。

このことについて複数の委員より、「ストー

カー事案の行政措置実施状況について、県内の

警告と禁止命令の合計数は全国７位となってお

り、九州内で他県と比較した場合は、禁止命令

より警告の割合が高いが、これは県警として何

か方針があるのか」との質疑がありました。

これに対して当局より、「被害防止、被害者

保護のため、手続上、時間がかかる禁止命令よ

りも、予防先制的に書面警告を行って、対象者

に行為をやめさせている。また、被害の度合い

が高い場合、また再被害の発生が予想される場

合には、禁止命令をかける準備も同時並行で

行っており、警告に応じない対象者には禁止命

令を行い、それに違反した場合には即座に身柄

拘束を行っている」との答弁がありました。
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これに対して複数の委員より、「事前の予防

的警告は、抑止効果が期待できる。宮崎県警に

おける警告や禁止命令の件数が多いことは、被

害者に寄り添った対応と言えるのではないか」

と評価する意見がありました。

最後に、「教育及び警察行政の推進並びに公

営企業の経営に関する調査」につきましては、

地方自治法第109条第８項の規定により、閉会

中の継続審査といたしたいので、議長において

その取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

以上で、常任委員長の審査○丸山裕次郎議長

結果報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑、討論の

通告はありません。

議案第１号から第28号まで採決◎

これより採決に入ります。○丸山裕次郎議長

まず、議案第１号から第28号までの各号議案

について、一括お諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。○丸山裕次郎議長

よって、各号議案は委員長の報告のとおり可決

されました。

閉会中の継続審査及び継続調査案件採決◎

次に、お手元に配付のとお○丸山裕次郎議長

り、各常任委員長及び議会運営委員長から閉会中

の継続審査及び調査の申し出がありますので、こ

れを議題といたします。〔巻末参照〕

閉会中の継続審査及び調査については、各委員

長の申し出のとおり決することに御異議ございま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。○丸山裕次郎議長

よって、各委員長の申し出のとおり、閉会中の

継続審査及び調査とすることに決定いたしまし

た。

議員発議案送付の通知◎

次に、お手元に配付のとお○丸山裕次郎議長

り、委員会及び議員から議案の送付を受けまし

たので、事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

令和元年12月11日

宮崎県議会議長 丸山裕次郎 殿

提出者 議会運営委員長 外山 衛

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

国土強靱化対策の更なる推進を求める意見書

議員発議案第２号

被災者生活再建支援法の改正を求める意見書

議員発議案第３号

太陽光発電の適切な導入に向けた制度設計

と運用を求める意見書

議員発議案第４号

水産業の体質強化を求める意見書

令和元年12月11日

宮崎県議会議長 丸山裕次郎 殿

提出者 宮崎県議会議員 日高 博之

中野 一則
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外山 衛

山下 博三

窪薗 辰也

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第５号

宮崎カーフェリー株式会社への貸付に係る

附帯決議

議員発議案第１号から第５号まで追加上程◎

ただいま朗読いたしました○丸山裕次郎議長

議員発議案第１号から第５号までの各号議案を

日程に追加し、議題とすることに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そ○丸山裕次郎議長

のように決定いたしました。

まず、議員発議案第１号から第４号までの各

号議案を、一括議題といたします。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、説明を省略して直ちに審議する

ことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そ○丸山裕次郎議長

のように決定いたしました。

質疑の通告はありません。

討 論◎

これより討論に入ります。○丸山裕次郎議長

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。来住一人議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○来住一人議員

ざいます。

私は、日本共産党を代表して、ただいま議題

となっております議員発議案第１号「国土強靱

化対策の更なる推進を求める意見書」につい

て、反対の立場から討論をいたします。

大規模な災害が相次いでおります。連続する

大地震に、日本列島の地震活動が活発になって

いるという指摘もあります。風水害の激甚化

は、地球規模での気候変動が影響していること

は否定できないと思います。

自然災害が多発する日本列島で、国民の命と

財産を守ることは政治のかなめであり、従来の

延長線上でない防災・減災対策の抜本的な強化

が求められていると思います。

こうしたもとで公共事業を、これまでのよう

に大規模開発、新規事業優先で進めてよいのか

が問われております。安全・安心の防災・減災

対策、老朽化対策を公共事業の基本に据えるこ

とが必要であると考えます。

我が党が問題にする一つが、本意見書の国土

強靱化基本法に対する態度であります。強靱化

基本法には幾つかの問題がありますが、一つだ

け挙げておきたいと思います。

それは、基本法が巨大開発事業の復活、拡大

を進める根拠を与えたことであります。基本方

針には、「国家及び社会の重要な機能の代替性

の確保」「国際競争力の向上」を基本理念に掲

げており、その結果が大都市環状道路、巨大ダ

ム事業、国際コンテナ戦略港湾などの大規模開

発事業に巨額の財政が投入されております。凍

結・見直しされた関門海峡横断道路、ダム再生

事業、新たな新幹線計画への調査費計上など復

活させようとしています。

大型開発には巨額の予算が注ぎ込まれる一方

で、防災・減災対策の公共事業は大きく立ちお
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くれております。2018年度の防災・安全交付金

は１兆1,028億円でありましたが、地方が要望し

た額は２兆円でありました。したがって、地方

が必要とする防災・老朽化対策の半分を切り捨

てているものであります。

国土強靱化基本法の問題点に触れず予算確保

を要求することは、自己矛盾に陥ると思いま

す。

第２の問題は、意見書が「長期安定的に必要

な社会資本整備、管理が進められるよう、新た

な財源を創設すること」と述べていることであ

ります。「新たな財源を創設する」とは、広く

解釈することができます。新たに広く国民に税

負担を求め財源を確保することも、当然、この

解釈の中に入ります。

防災・減災、さらに老朽化対策などの名目を

もって、国民に新たな税を求めることができる

のか。国民生活の実態からもできません。ま

た、日本の経済のあり方からも、国民にこれ以

上の負担を求めてはならないと思います。

1989年の税収は、所得税が約26兆円、法人税

が19兆円、消費税が３兆3,000億円でありまし

た。2019年の予算でありますけど、所得税が19

兆9,000億円、法人税が12兆9,000億円、消費税

が19兆4,000億円。この間に、所得税と消費税

は、29兆3,000億円が39兆3,000億円に10兆円ふ

えて、法人税は７兆円減少しています。国民に

とっては、消費税と所得税だけではありませ

ん。国民健康保険税や介護保険料などがあり、

国民の可処分所得は減り続けております。それ

によって、日本は経済成長がとまった国となり

ました。

国際通貨基金（ＩＭＦ）の統計で見ると、こ

の20年間で、名目ＧＤＰ国民総生産の伸び率

は、オーストラリアが23 1 . 9％、アメリカ

が139.9％、イギリスが123.2％、フランス

は82.0％、ドイツが70.5％、イタリアが61.2％

であるのに対し、日本は2.8％であります。

大企業は史上空前のもうけを上げ、内部留保

は440兆円に達しております。一方で、法人税

の税収は減少しており、税のあり方が問われて

いると思います。今以上に国民に税負担を求め

るなら、国内消費はさらに落ち込み、経済が後

退することは必至であります。それは、税収の

落ち込みに連動することとなります。

税制のあり方について述べることはいたしま

せんが、本意見書は以上のような問題点を含ん

だものであり、同意できないものであります。

以上で討論を終わります。（拍手）〔降壇〕

ほかに討論の通告はありま○丸山裕次郎議長

せん。

以上で討論は終わりました。

議員発議案第１号採決◎

これより採決に入ります。○丸山裕次郎議長

まず、議員発議案第１号についてお諮りいた

します。

本案を原案のとおり可決することに賛成の議員

の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、本案は○丸山裕次郎議長

原案のとおり可決されました。

議員発議案第２号から第４号まで採決◎

次に、議員発議案第２号か○丸山裕次郎議長

ら第４号までの各号議案について、一括お諮り

いたします。

各号議案を原案のとおり可決することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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よって、各号議案は原案のとおり可決されまし

た。

議員発議案第５号提案理由説明◎

次に 議員発議案第５号を○丸山裕次郎議長 、

議題といたします。

ここで、提出者に提案理由の説明を求めま

す。日高博之議員。

〔登壇〕（拍手） それでは、○日高博之議員

ここで発議者を代表して、「宮崎カーフェリー

株式会社への貸付に係る附帯決議」の提案理由

を説明させていただきます。

宮崎カーフェリー株式会社は、フェリー船舶

の老朽化や、昨今の旅客・貨物ニーズへ対応す

るため、新船の建造を計画していますが、設立

間もなく、自己資金の蓄積が十分ではないこと

などから、建造費を金融機関からの資金調達で

賄うことができず、行政支援を要請していると

ころであります。

この要請に関連して、県当局から、新船建造

資金として40億円を貸し付ける旨の議案が今議

会に提出されました。

これを受け、本県議会は、今後の同社の収支

見通しを初め、貸付金額の根拠などについて、

参考人招致を行うなど慎重かつ綿密に審議を重

ね、さまざまな議論がなされたところでありま

す。

一方、本県は、関東・関西などの大消費地か

ら遠隔地にあるため、本県経済の持続的な発展

を図っていくためには、長期的かつ安定的に長

距離輸送を確保していくことが極めて重要に

なってきます。

また、トラックドライバーの不足や長時間労

働の是正などから、長距離輸送が困難化しつつ

あるため、その対策として、ドライバーの就労

条件を改善するとともに大量輸送能力にすぐれ

た長距離フェリー航路への期待は高まっている

状況にあります。

そのため、今回の新船建造に際しては、船体

の安全対策はもちろんのこと、同社の収支計画

が着実に達成され、貸付金の返済が確実に行わ

れるよう、同社への貸し付けに係る債務負担行

為の設定に当たっては、１つ、今後とも宮崎市

に対し、会社経営安定化に向けた支援を働きか

けること、２つ、同社に対する金融団の貸付利

子の低減を含め、支払い利息の圧縮に向け、さ

らに取り組むこと、３つ、貸付金が確実に償還

されるよう、県は同社に対し徹底した経営指導

を行うこと、以上３つの事項を求めるものであ

ります。

何とぞ議員各位の御理解と御賛同をいただき

ますようお願い申し上げまして、提案理由の説

明とさせていただきます。（拍手）〔降壇〕

提出者の説明は終わりまし○丸山裕次郎議長

た。

質疑の通告はありません。

討 論◎

お諮りいたします。○丸山裕次郎議長

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そ○丸山裕次郎議長

のように決定いたしました。

これより討論に入ります。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。満行潤一議員。

〔登壇〕（拍手） 県民連合宮○満行潤一議員

令和元年12月11日(水)
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崎、満行潤一です。

議員発議案第５号「宮崎カーフェリー株式会

社への貸付に係る附帯決議」について、反対の

立場で討論をいたします。県民連合宮崎は、40

億円融資に伴う債務負担行為については、先ほ

どの採決で賛成しました。

県民連合宮崎は、40億円融資について、各議

員が返済に対する不安を抱き、さまざまな意見

を出し合い、熱心に議論されたことには、敬意

を表するものです。

しかし、この附帯決議案提出については、委

員会審査の中で、「附帯決議案の中身は委員長

報告に盛り込めば事足りる」との理由で賛同し

ませんでした。

この決議案に反対する理由を簡潔に申し上げ

ます。

まず、記書き１についてです。「今後とも宮

崎市に対し」とありますが、決議に特定自治体

名を表記することは、対等な関係にある他の自

治体に対して礼を失することにならないか。名

指しされた宮崎市、宮崎市議会から、「なぜ、

宮崎市だけ支援の働きかけなのか」との反発は

当然予想されます。例えば国会決議で、「宮崎

県に対し」と名指しされることを想像していた

だきたい。

カーフェリーの恩恵は県内広く、多くの県

民、企業に及びます。むしろ、オール宮崎とし

て支える意味からも、全ての自治体に会社支援

を働きかける、そのような決議が求められると

思います。各議員の冷静な判断を求めるところ

であります。

記書き２には、「会社に対する金融団の貸付

金利の低減を含め」とありますが、金利は、提

供できる担保物件や長期的財務内容など、信用

リスクの高低によって、市場原理により必然的

に決まります。新会社は、旧会社の清算の後に

設立され、また設立から間もなく、自己資金も

十分にない状況にあります。旧会社の清算に当

たって、債権放棄をしていただいた金融機関も

あります。

こうした中、県当局の関与があったからこ

そ2.5％の金利に落ちついたはずです。会社に

対し、「支払利息の圧縮に向け努力するよう要

請する」という表現で十分だと考えます。

重ねて、各議員の冷静な判断を要請し、私の

討論といたします。（拍手）〔降壇〕

ほかに討論の通告はありま○丸山裕次郎議長

せん。

以上で討論は終わりました。

議員発議案第５号採決◎

これより採決に入ります。○丸山裕次郎議長

議員発議案第５号についてお諮りいたしま

す。

本案を原案のとおり可決することに賛成の議員

の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、本案は○丸山裕次郎議長

原案のとおり可決されました。

議員派遣の件◎

次に、議員派遣の件を議題○丸山裕次郎議長

といたします。

お諮りいたします。

会議規則第127条の規定により、お手元に配

付のとおり、議員を派遣することに御異議あり

ませんか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。○丸山裕次郎議長

よって、お手元に配付のとおり、議員を派遣す

令和元年12月11日(水)
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ることに決定いたしました。

以上で、今期定例会の議事○丸山裕次郎議長

は全て終了いたしました。

知事発言◎

〔知事「議長」と呼ぶ〕

知事。○丸山裕次郎議長

〔「発言の意図がわからない」と呼ぶ者

あり〕

発言のお許しをいただ○知事（河野俊嗣君）

きましたことに、感謝を申し上げます。

県議会の皆様には、フェリーの新船建造に関

する議案について、熱心に御審議を賜り、議決

いただきましたことに対し、心より感謝を申し

上げます。

この議案につきまして、さまざまな御意見が

ありましたこと、重く受けとめなければならな

いと考えております。本県経済の生命線であり

ます長距離フェリー航路の長期的かつ安定的な

維持に向けて、今後とも全力を挙げて取り組ん

でまいる所存であります。

引き続き、県議会の皆様の御理解と御協力を

お願い申し上げます。以上であります。

閉 会◎

本年も、あと二十日を残す○丸山裕次郎議長

のみとなりました。

執行部及び議員各位におかれましては、一層

御自愛の上、新たな年を御健勝で迎えられます

よう、心から祈念申し上げます。

これをもちまして、令和元年11月定例県議会

を閉会いたします。

午前10時55分閉会

令和元年12月11日(水)
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令和元年１１月定例県議会日程

１７日間

月 日 曜 区 分 議 事 備 考

議会運営委員会 9:30開会
会議録署名議員指名
議会運営委員長審査結果報告

１１．２５ 月 本会議
会期決定
議案上程
知事提案理由説明

一般質問通告締切 12:00２６ 火
休 会 （ 議 案 調 査 ）

２７ 水

２８ 木 議会運営委員会 9:30
一 般 質 問本会議

２９ 金

３０ 土
休 会 （ 閉 庁 日 ）

１２． １ 日

請願締切 16:00２ 月

一 般 質 問
議員発議案締切 17:00

３ 火
（会派提出）

本会議

議会運営委員会 9:30一 般 質 問
質疑、討論・採決（人事案件）､４ 水
議案・請願委員会付託

５ 木

常 任 委 員 会
議員発議案締切 17:00

６ 金
（会派提出を除く）

休 会
７ 土

（ 閉 庁 日 ）
８ 日

９ 月 特 別 委 員 会 議会運営委員会

１０ 火 （ 議 事 整 理 ）

議会運営委員会 9:30常任委員長審査結果報告
質疑、討論、採決１１ 水 本会議
閉会
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２１５－１２５０
令和元年１１月２５日

宮崎県議会議長 丸山 裕次郎 殿

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

議 案 の 送 付 に つ い て

令和元年１１月定例県議会に付議する議案を下記のとおり送付します。

記

議案第１号 令和元年度宮崎県一般会計補正予算（第４号）
議案第２号 令和元年度宮崎県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正予算（第１

号）
議案第３号 令和元年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補正予算（第１号）
議案第４号 宮崎県税条例の一部を改正する条例
議案第５号 国営大淀川左岸土地改良事業負担金徴収条例
議案第６号 国営川南原土地改良事業負担金徴収条例
議案第７号 国営大淀川右岸土地改良事業負担金徴収条例を廃止する条例
議案第８号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例
議案第９号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
議案第10号 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
議案第11号 職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例
議案第12号 特定大規模災害等に対処するための地方警察職員の特殊勤務手当の特例

に関する条例
議案第13号 宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
議案第14号 宮崎県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例
議案第15号 宮崎県立自然公園条例の一部を改正する条例
議案第16号 卸売市場法施行条例及び宮崎県小規模卸売市場条例を廃止する条例
議案第17号 うなぎ稚魚の取扱いに関する条例の一部を改正する条例
議案第18号 建築基準法施行条例の一部を改正する条例
議案第19号 宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
議案第20号 職員団体の登録に関する条例の一部を改正する条例
議案第21号 工事請負契約の締結について
議案第22号 工事請負契約の変更について
議案第23号 工事請負契約の変更について
議案第24号 損害賠償額の決定について
議案第25号 公の施設の指定管理者の指定について
議案第26号 公の施設の指定管理者の指定について
議案第27号 当せん金付証票の発売について
議案第28号 宮崎県住宅供給公社の解散について
議案第29号 収用委員会委員の任命の同意について
議案第30号 収用委員会委員の任命の同意について
議案第31号 収用委員会予備委員の任命の同意について

（文書取扱 財政課）
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令和元年１１月定例県議会

一 般 質 問 時 間 割

１１月２８日（木）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１ 自 由 民 主 党 １０：００～１１：００坂口 博美

２ 県 民 連 合 宮 崎 １１：００～１２：００ 休憩岩切 達哉

３ 公 明 党 １３：００～１４：００重松幸次郎

４ 自 由 民 主 党 １４：００～１５：００野﨑 幸士

１１月２９日（金）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

５ 自 由 民 主 党 １０：００～１１：００山下 寿

６ 県 民 連 合 宮 崎 １１：００～１２：００ 休憩田口 雄二

７ 郷 中 の 会 １３：００～１４：００有岡 浩一

８ 日 本 共 産 党 １４：００～１５：００前屋敷恵美

１２月２日（月）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

９ 自 由 民 主 党 １０：００～１１：００脇谷のりこ

１０ 県 民 連 合 宮 崎 １１：００～１２：００ 休憩髙橋 透

１１ 自 由 民 主 党 １３：００～１４：００濵砂 守

１２ 自 由 民 主 党 １４：００～１５：００武田 浩一
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１２月３日（火）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１３ 県 民 連 合 宮 崎 １０：００～１１：００太田 清海

１４ 自 由 民 主 党 １１：００～１２：００ 休憩日髙 陽一

１５ 自 由 民 主 党 １３：００～１４：００西村 賢

１６ 自 由 民 主 党 １４：００～１５：００内田 理佐

１２月４日（水）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１７ 県 民 の 声 １０：００～１１：００井上紀代子

１８ 公 明 党 １１：００～１２：００ 休憩河野 哲也

１９ 自 由 民 主 党 １３：００～１４：００横田 照夫
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令和元年１１月定例県議会

［議　案］

総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第１号 令和元年度宮崎県一般会計補正予算（第４号） 可決 可決 可決 可決 可決

第２号
令和元年度宮崎県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正予算
（第１号）

可決

第３号 令和元年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補正予算（第１号） 可決

第４号 宮崎県税条例の一部を改正する条例 可決

第５号 国営大淀川左岸土地改良事業負担金徴収条例 可決

第６号 国営川南原土地改良事業負担金徴収条例 可決

第７号 国営大淀川右岸土地改良事業負担金徴収条例を廃止する条例 可決

第８号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 可決 可決

第９号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 可決

第１０号 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 可決

第１１号 職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例 可決

第１２号
特定大規模災害等に対処するための地方警察職員の特殊勤務手当の
特例に関する条例

可決

第１３号 宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 可決 可決

第１４号 宮崎県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例 可決

第１５号 宮崎県立自然公園条例の一部を改正する条例 可決

第１６号 卸売市場法施行条例及び宮崎県小規模卸売市場条例を廃止する条例 可決

第１７号 うなぎ稚魚の取扱いに関する条例の一部を改正する条例 可決

第１８号 建築基準法施行条例の一部を改正する条例 可決

第１９号 宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 可決

第２０号 職員団体の登録に関する条例の一部を改正する条例 可決

第２１号 工事請負契約の締結について 可決

第２２号 工事請負契約の変更について 可決

第２３号 工事請負契約の変更について 可決

第２４号 損害賠償額の決定について 可決

第２５号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第２６号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第２７号 当せん金付証票の発売について 可決

第２８号 宮崎県住宅供給公社の解散について 可決

　※　議案第２９号～第３１号（人事案件）は、採決済み。

議案　委員会審査結果表

番　号 件　名

常 任 委 員 会
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閉 会 中 の 継 続 審 査 ・ 調 査 申 出 一 覧

令和元年１１月定例県議会

委 員 会 名 事 件 理 由

調査を要す

るため
総務政策常任委員会 総合政策及び行財政対策に関する調査

調査を要す

るため
厚 生 常 任 委 員 会 福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関する調査

調査を要す

るため
商工建設常任委員会 商工観光振興対策及び土木行政の推進に関する調査

調査を要す環 境 農 林 水 産
環境対策及び農林水産業振興対策に関する調査

るため常 任 委 員 会

教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経営に 調査を要す文 教 警 察 企 業

関する調査 るため常 任 委 員 会

円滑な議会
次期県議会の会期日程に関する審査及び議会運営に

運営を図る議 会 運 営 委 員 会
関する調査

ため
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第１号 令和元年度宮崎県一般会計補正予算（第４号） 12月11日・ 可 決

〃 第２号 令和元年度宮崎県小規模企業者等設備導入資金特別 〃

会計補正予算（第１号）

〃 第３号 令和元年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補正予 〃

算（第１号）

〃 宮崎県税条例の一部を改正する条例 〃第４号

〃 国営大淀川左岸土地改良事業負担金徴収条例 〃第５号

〃 国営川南原土地改良事業負担金徴収条例 〃第６号

〃 国営大淀川右岸土地改良事業負担金徴収条例を廃止 〃第７号

する条例

〃 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 〃第８号

〃 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 〃第９号

〃 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改 〃第10号

正する条例

〃 職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例 〃第11号

〃 特定大規模災害等に対処するための地方警察職員の 〃第12号

特殊勤務手当の特例に関する条例

〃 宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部 〃第13号

を改正する条例

〃 宮崎県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正す 〃第14号

る条例

〃 宮崎県立自然公園条例の一部を改正する条例 〃第15号

〃 卸売市場法施行条例及び宮崎県小規模卸売市場条例 〃第16号

を廃止する条例

〃 うなぎ稚魚の取扱いに関する条例の一部を改正する 〃第17号

条例

〃 建築基準法施行条例の一部を改正する条例 〃第18号

〃 宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を 〃第19号

改正する条例

〃 職員団体の登録に関する条例の一部を改正する条例 〃第20号

〃 工事請負契約の締結について 〃第21号

〃 工事請負契約の変更について 〃第22号
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第23号 工事請負契約の変更について 12月11日・ 可 決

〃 第24号 損害賠償額の決定について 〃

〃 第25号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 公の施設の指定管理者の指定について 〃第26号

〃 当せん金付証票の発売について 〃第27号

〃 宮崎県住宅供給公社の解散について 〃第28号

〃 収用委員会委員の任命の同意について 12月４日・ 同 意第29号

〃 収用委員会委員の任命の同意について 〃第30号

〃 収用委員会予備委員の任命の同意について 〃第31号

議員発議案 第１号 国土強靱化対策の更なる推進を求める意見書 12月11日・ 可 決

〃 第２号 被災者生活再建支援法の改正を求める意見書 〃

〃 第３号 太陽光発電の適切な導入に向けた制度設計と運用を 〃

求める意見書

〃 第４号 水産業の体質強化を求める意見書 〃

〃 第５号 宮崎カーフェリー株式会社への貸付に係る附帯決議 〃
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議 員 発 議 案 等
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議員発議案第１号
国土強靱化対策の更なる推進を求める意見書

我が国は近年、豪雨、高潮、暴風・波浪、地震、豪雪など、気候変動の影響
等による気象の急激な変化や自然災害の激甚化、頻発化にさらされている。本
年も、台風15号、17号、19号などで甚大な被害が発生しており、自然災害に事
前から備える国土強靱化の更なる推進が喫緊の課題となっている。
本県においても、これまでにさまざまな自然災害に見舞われ、南海トラフ地

震などの大規模災害の発生が懸念されており、高速道路のミッシングリンクの
解消や４車線化等による道路ネットワークの機能強化をはじめ河川・海岸堤防
や港湾施設などの社会資本の整備を早急に進めるためにも緊急対策を拡充・継
続していくことが必要である。
一方で、現有ストックの老朽化が進んでいるため、平常時はもとより、社会

資本が災害時に確実に機能を発揮できるよう、必要な対策を講じていくことが
求められており、予防保全への転換を図りながら、中長期的な視点に立って戦
略的に修繕や更新等を進めていくための予算の確保が不可欠となっている。
よって、国会及び政府においては、これらの状況を踏まえ、自然災害の未然

防止と発生後の迅速な対応に向け、地方創生の取組とも連携した国土強靱化対
策のより一層の推進が図られるよう、下記事項に特段の措置を講じることを強
く要望する。

記

１ 県民の生命、財産を守るため 「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊、
急対策」を拡充するとともに、令和３年度以降も継続すること。また、国や
県が行う対策に必要な予算の総額確保を図ること。

２ 長寿命化計画に基づく現有ストックの戦略的な修繕や更新等が確実に進め
られるよう、
(1) 老朽化対策に必要な予算の別枠確保及び補助化による重点整備を図るこ
と。

(2) 補助化の際には、地方負担分について地方財政措置の拡充を行うこと。

３ 長期安定的に必要な社会資本整備、管理が進められるよう、新たな財源を
創設すること。

４ 災害発生時の迅速かつ円滑な復旧等のため、国の地方支分部局、とりわけ
。地方整備局及び河川国道事務所・出張所の人員体制の維持・充実を図ること

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和元年１２月１１日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿
参 議 院 議 長 山 東 昭 子 殿
内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿
財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿
総 務 大 臣 高 市 早 苗 殿
国 土 交 通 大 臣 赤 羽 一 嘉 殿
内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
国 土 強 靱 化 担 当 大 臣

武 田 良 太 殿
内閣府特命担当大臣(防災)
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議員発議案第２号
被災者生活再建支援法の改正を求める意見書

近年、自然災害が激甚化、広域化、長期化し、本年も台風１５号、台風１９号を
、 。はじめとした大規模災害により 国内各地で甚大で広範囲に及ぶ被害をもたらした

こうした中で、被災された住民の生活再建を支援していく制度を拡充することは、
喫緊の課題である。
しかしながら、同一の災害で被災したにもかかわらず、災害規模の要件が当ては

まらず適用対象外となり被災者間に不均衡が生じている事例や、住宅の建設・購入
・補修費など多額の支出を要する再建費用に対し、現行の支給額では不十分となっ
ている問題など、災害規模要件や支給対象、支給限度額などの課題が浮き彫りとな
っている。
被災した住民の生活再建のためには、特に、住宅再建に対する手厚い支援が求め

られており、住民生活の安定と被災地の速やかな復興に資するよう、国によるさら
なる支援及び制度の拡充が必要である。
よって国会及び政府においては、下記の事項について実現するよう強く求める。

記

１ 被災者生活再建支援法を改正し、被災者生活再建支援金の引き上げを行うこ
と。

２ 被災自治体の負担を軽減するため、被災者生活再建支援法人に対する国庫補
助率を引き上げること。また、都道府県の追加拠出に対し、過去と同等の地方
財政措置を講じること。

３ 被災者生活再建支援金の支給対象となる世帯の範囲については、半壊世帯全
ての被災者及び局地的な災害の被災者の生活再建を支援する観点から、被災し
た世帯の実情に応じた柔軟な対応を可能とすること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和元年１２月１１日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿
参 議 院 議 長 山 東 昭 子 殿

安 倍 晋 三 殿内 閣 総 理 大 臣

財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿
総 務 大 臣 高 市 早 苗 殿

武 田 良 太 殿内 閣 府 特 命 担 当 大 臣
（ 防 災 ）

西 村 康 稔 殿内 閣 府 特 命 担 当 大 臣
（ 経 済 財 政 政 策 ）
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議員発議案第３号

太陽光発電の適切な導入に向けた制度設計と運用を求める意見書

パリ協定の枠組みの下、脱炭素社会の構築が求められる中、環境負荷の削減

やエネルギー安全保障等の観点から、太陽光発電を始めとする再生可能エネル

ギーの導入拡大が必要とされている。

、 （ ）こうした中 再生可能エネルギー特別措置法に基づく固定価格買取制度 FIT

の施行以降、導入量が着実に増加してきている一方、一部の地域では、防災、

景観、環境面での地域住民の不安や、FIT買取期間終了後に太陽光パネルが放置

されるのではないかとの懸念が生じている。

、 、 、 、よって 国会及び政府においては 今後 こうした不安や懸念を払拭しつつ

地域と共生する形で再生可能エネルギーの導入を更に促進する観点から、太陽

光発電の適切な導入に向けて、下記の事項について早急に取り組むことを強く

要望する。

記

１ 再生可能エネルギー特別措置法に基づく事業計画の認定に当たり、現在は

努力義務となっている発電事業者から地域住民への事前説明について、一定

規模以上の案件については遵守事項とするとともに、その具体的な手続きを

事業計画策定ガイドラインに明記するなど、地域住民との関係構築のために

必要な取組を行うこと。

２ 太陽光発電設備が災害時に斜面崩落を誘発することのないよう、急傾斜地

以外の斜面に設置される場合も含め、太陽光発電設備の斜面設置に係る技術

基準の見直しを早急に行うこと。

３ 発電事業終了後に太陽光発電設備の撤去及び適正な処分が確実に行われる

よう、発電事業者による廃棄費用の積立ての仕組みや、回収された太陽光パ

ネルのリサイクルの仕組みの確立に向けた取組を進めること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和元年１２月１１日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿

参 議 院 議 長 山 東 昭 子 殿

内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿

経 済 産 業 大 臣 梶 山 弘 志 殿

環 境 大 臣 小 泉 進次郎 殿
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議員発議案第４号

水産業の体質強化を求める意見書

今年度から始まった水産政策の改革にともなう水産資源管理は、再生産を安

定させる最低限の資源水準をベースとする方式から、最大持続生産量の概念を

ベースとする方式に変更になった。これを着実に実行するには、国全体として

の資源管理指針を定める必要がある。その上で、適切な資源管理に取り組む漁

業者は、漁獲量を削減する場合があるため漁業経営のセーフティネットとして

漁業収入安定対策の機能強化が必要である。

また、水産政策の改革では、IUU（違法・無規制・無報告）漁業対策や水産物

輸出の促進のためにトレーサビリティを推進することになっており、それには

漁獲証明の法制化による流通改善や水産物の消費拡大が必要である。

よって、国会及び政府においては、漁業者らが安心して水産改革に取り組め

るよう、下記の事項について早急に取り組むことを強く求める。

記

１ 漁業収入安定対策の機能強化を図るために必要な法整備を行うこと。

２ 水産物のトレーサビリティを推進するために漁獲証明に係る法整備を行う

こと。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和元年１２月１１日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿

参 議 院 議 長 山 東 昭 子 殿

内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿

農 林 水 産 大 臣 江 藤 拓 殿
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議員発議案第５号

宮崎カーフェリー株式会社への貸付に係る附帯決議

宮崎カーフェリー株式会社（以下「会社」という ）は、フェリー船舶の老朽化。

や、昨今の旅客・貨物ニーズへ対応するため、新船の建造を計画しているが、設

立間もなく、自己資金の蓄積が十分ではないことなどから、建造費を金融機関か

らの資金調達で賄うことができず、行政支援を要請しているところである。

この要請に関連して、県当局から、新船建造資金として40億円を貸し付ける旨

の議案が今議会に提出された。

これを受け、本県議会は、今後の会社の収支の見通しを始め、貸し付け金額の

根拠等について、参考人招致も行うなど慎重かつ綿密に審議を重ね、様々な議論

がなされたところである。

一方、本県は、関東・関西などの大消費地から遠隔地にあるため、本県経済の

持続的な発展を図っていくためには、長期的かつ安定的に長距離輸送を確保して

いくことが極めて重要であり、また、トラックドライバーの不足や長時間労働の

是正等から、長距離輸送が困難化しつつあるため、その対策として、ドライバー

の就労条件を改善するとともに大量輸送能力に優れた長距離フェリー航路への期

待は高まっている状況にある。

そのため、今回の新船建造に際しては、船体の安全対策はもちろんのこと、会

社の収支計画が着実に達成され、貸付金の返済が確実に行われるよう、会社への

貸付に係る債務負担行為の設定に当たって、次の事項を付するものとする。

記

１ 今後とも宮崎市に対し、会社経営安定化に向けた支援を働きかけること。

２ 会社に対する金融団の貸付利子の低減を含め、支払利息の圧縮に向け、さら

に取り組むこと。

３ 貸付金が確実に償還されるよう、県は会社に対し徹底した経営指導を行うこと。

以上、決議する。

令和元年１２月１１日

宮 崎 県 議 会

提出先

宮崎県知事 河 野 俊 嗣
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議 員 派 遣

令和元年１２月１１日

次のとおり、議員を派遣する。

１ 令和元年度九州各県議会議員交流セミナー

九州各県議会議員が一堂に会し、共通する政策課題等について(1) 目 的

情報や意見交換を行うことにより、政策提案力その他議会機能の

充実を図るとともに、議員間の親睦を深め、ともに九州の一体的

な発展と地方主権の確立をめざす。

(2) 派遣場所 大分県大分市

(3) 期 間 令和２年１月３１日（金）から

令和２年２月 １日（土）まで

日髙 陽一(4) 派遣議員 原 正三 井本 英雄 濵砂 守蓬

武田 浩一 内田 理佐 太田 清海 田口 雄二

河野 哲也 前屋敷恵美
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議 事 経 過
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

議長挨拶

開 会

会議録署名議員指名（脇谷のりこ議員、満行潤一議員）

11月25日 月 本 会 議 議会運営委員長審査結果報告

会期決定

議案第１号～第31号上程

知事提案理由説明

休 会 （議案調査）
11月26日 火

11月27日 水

一般質問（坂口博美議員、岩切達哉議員、重松幸次郎議員、
11月28日 木

野﨑幸士議員）
本 会 議

一般質問（山下 寿議員、田口雄二議員、有岡浩一議員、
11月29日 金

前屋敷恵美議員）

休 会 （閉庁日）
11月30日 土

12月１日 日

一般質問（脇谷のりこ議員、髙橋 透議員、濵砂 守議員、
12月２日 月

武田浩一議員）

一般質問（太田清海議員、日髙陽一議員、西村 賢議員、
12月３日 火

本 会 議 内田理佐議員）

一般質問（井上紀代子議員、河野哲也議員、横田照夫議員）

12月４日 水 採決（議案第29号～第31号）（同意）

議案委員会付託

常任委員会
12月５日 木

12月６日 金

休 会 （閉庁日）
12月７日 土

12月８日 日 常任委員会

12月９日 月 特別委員会・常任委員会

12月10日 火 （議事整理）
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

常任委員長審査結果報告

採決（議案第１号～第28号）（可決）

採決（継続審査・調査案件)（委員長の申し出のとおり決定）

議員発議案送付の通知

議員発議案第１号～第５号追加上程

討論（議員発議案第１号に反対）（来住一人議員）

採決（議員発議案第１号）（可決）
12月11日 水 本 会 議

採決（議員発議案第２号～第４号）（可決）

提案理由説明（議員発議案第５号）（日高博之議員）

討論（議員発議案第５号に反対）（満行潤一議員）

採決（議員発議案第５号）（可決）

議員派遣の件

知事発言

閉 会
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署 名

宮 崎 県 議 会 議 長 丸 山 裕次郎

宮 崎 県 議 会 副 議 長 山 下 博 三

脇 谷 の り こ宮 崎 県 議 会 議 員

満 行 潤 一宮 崎 県 議 会 議 員





署 名

宮 崎 県 議 会 議 長

宮 崎 県 議 会 副 議 長

宮 崎 県 議 会 議 員

宮 崎 県 議 会 議 員
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